
予算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

３月１４日（木）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町一般会計予算審査（質疑） 

・企画財政課 

・議会事務局 

・総務課 

３月１５日（金）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町一般会計予算審査（質疑） 

・会計室 

・税務課 

・町民生活課 

・環境資源課 

３月１８日（月）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町一般会計予算審査（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・住民課 

３月１９日（火）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町一般会計予算審査（質疑） 

・健康介護課 

・産業観光課 

３月２１日（木）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町一般会計予算審査（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育推進課 



３月２２日（金）

１０：００～ 

議  会  室 

①令和６年度宮代町国民健康保険特別会計予算審査（質疑・討論・採決） 

・住民課 

②令和６年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算審査（質疑・討論・採 

 決） 

・住民課 

③令和６年度宮代町介護保険特別会計予算審査（質疑・討論・採決） 

・健康介護課 

④令和６年度宮代町水道事業会計予算審査（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

⑤令和６年度宮代町下水道事業会計予算審査（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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出席委員（１２名） 

        佐  藤  将  行  君              山  妙  子  君 

        福  澤  和  美  君            野  原  洋  子  君 

        金  子  正  志  君            小  島  あ け み  君 

        泉     伸 一 郎  君            鈴  木  次  男  君 

        合  川  泰  治  君            塚  村  香  織  君 

        土  渕  保  美  君            川  野  武  志  君 

  （議 長  田  島  正  徳  君） 

 

欠席委員（１名） 

        丸  藤  栄  一  君 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

企画財政課長 菅  原  隆  行  君 
企画財政課 
副 課 長 

小  島     晃  君 

企画財政課 
主 幹 

村  山  善  博  君 
企画財政課 
主 幹 

宮  下  義  樹  君 

対話のまちづくり 
推進担当主査 

大  越  一  範  君 財政担当主査 宮  部  俊  周  君 

情報担当主査 飯  尾  浩  之  君 管財担当主査 島  村     剛  君 

総 務 課 長 福  田  拓  也  君 総務課副課長 青  栁     誠  君 

人権推進室長 野  口  延  寿  君 総務課主幹 齋  藤  千  洋  君 

総務課主幹 高  澤     学  君 
文書法規担当 
主 査 

小  林  美  香  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 押  田  昭  浩 主 幹 青  木     豊 

主 任 金  子  尚  子   
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） おはようございます。 

  予算特別委員会委員長の土渕でございます。 

  本日３月14日から３月22日までのうち６日間に

わたり、予算特別委員会が開催されるわけでござ

いますが、何とぞ円滑な運営にご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

  審査の日程につきましては、事前に配付いたし

ました資料のとおりです。よろしくお願いいたし

ます。 

  審査に関する注意事項を申し上げます。質疑は

３回までです。スマートフォン、タブレット等の

操作は控えてください。 

  それでは、丸藤委員に関しまして、今朝ほど坐

骨神経痛の痛みがひどいということで欠席、そし

て病状が回復したら出てくるという旨をいただき

ましたので、ご了承をお願いいたします。 

  それを受けまして、ただいまの出席議員は12名

であります。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いします。 

○議長（田島正徳君） 皆さん、おはようございま

す。 

  ６日間という日程ですけれども、有意義なご質

問をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  また、質問側も答弁側も的確な質問、答弁をお

願いいたします。委員会が慎重かつ効率的な運営

が図れますよう、委員の皆様には特段のご配慮を

お願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２０号の審査（企画財政

課・議会事務局・総務課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、議案第20号 令

和６年度宮代町一般会計予算についてのうち、企

画財政課、議会事務局、総務課分の歳入歳出の順

に質疑を行います。 

  これより企画財政課分についての質疑に入りま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○企画財政課長（菅原隆行君） おはようございま

す。企画財政課長の菅原です。 

  以下、自己紹介させますので、よろしくお願い

いたします。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） おはようござ

います。企画財政課副課長の小島と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） おはようござい

ます。企画財政課管財情報政策担当主幹の宮下と

申します。よろしくお願いします。 

○企画財政課主幹（村山善博君） おはようござい

ます。企画財政課主幹の村山と申します。よろし

くお願いします。 

○対話のまちづくり推進担当主査（大越一範君） 

おはようございます。企画財政課対話のまちづく

り推進担当主査の大越と申します。よろしくお願

いいたします。 

○財政担当主査（宮部俊周君） おはようございま

す。企画財政課財政担当主査の宮部と申します。

よろしくお願いいたします。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） おはようございま

す。企画財政課情報政策担当の飯尾と申します。

よろしくお願いします。 
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○管財担当主査（島村 剛君） おはようございま

す。企画財政課管財担当主査、島村と申します。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） それでは、質疑に入りま

す。 

  答弁に当たっては職、氏名を述べていただくよ

うよろしくお願いいたします。 

  また、質疑に際しましては、資料名、ページを

言ってから質疑のほうにお願いいたします。 

  それでは、質疑はございますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。佐藤

でございます。 

  予算書のほう74、75ページに(11)便利バスが走

る事業、これが4,657万6,000円と本年度なってお

りまして、昨年度と比較して130万プラスという

形になっておりますが、これはどういった根拠で

なったのか、これ以上の細かいところが出ていな

いものですからちょっと分からないのがあります

ので、ここのご説明と、あとちょうど同じところ

にあるので、ページ数が、11の一番上になるのか、

公共交通会議のことが書いてありますが、これを

どのように行ったのか、昨年度の比較を併せてこ

の２点をまずご説明いただきたいと思います。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） もしも僕がほかのところで

見落としているのであればそうかもしれませんけ

れども、そうでないんだったら違いがなぜ出てく

るのか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） じゃ、まとめてしたほうが

いいですね。 

  90、91ページの自転車対策事業、ここは町民生

活課のほうですね、ごめんなさい。 

  そこのところでお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  まず、１点目の便利バスが走る事業でございま

す。予算書74ページ、75ページになります。 

  まず、こちらのほうの予算のほうの増理由でご

ざいます。こちらのほう、まず１点目のところで

すが、昨年度契約して２年契約の部分で、運行上

で9,036万5,968円、２年契約でその金額になりま

す。単年ですと4,518万2,984円になります。 

  それで、こちらのほうで増になっている理由で

ございますが、バスロケーションシステムの関係

で、それを導入した費用と使用料になります。そ

ちらのほうが130万9,748円、年額でございます。 

  １点目につきましては以上でございます。 

  ２点目につきまして、公共交通会議の内容でご

ざいます。 

  こちらのほう、地域の実情に応じた適切な乗り

合い旅客運送の対応及び運賃等に関する事項、２

点目といたしまして、町営有償運送の必要性及び

旅客から収受する対価に関する事項、３点目、交

通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める

事項、この３点につきまして審議、協議をするも

のでございます。 

  こちらのほう、令和５年度につきましては１月

31日に開催しまして、内容を協議したところでご

ざいます。 

  令和６年度につきましても、同様の内容で検討、

協議行いまして、そのときの審議する内容はまだ

６年度については決まっておりませんが、そちら

のほうをやりまして、公共交通、町内循環バスの

ほうを適切に運行していけるようにしていく内容

でございます。 

  ２点目につきましては以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） まず、１点目のロケーショ

ンシステム、これは公共交通会議とも関わってく

ところであると思いますけれども、このようなも

のをまず導入時に入れなかったというところ。 

  つまり公共交通会議が形骸化しているのがこの

前の一昨年度ぐらいまでか、菅原課長が就任され

るというか、企画財政に来られるまではそういう

ふうになっていたところ、いろいろと直接お話し

させていただきまして少しはましにはなったんで

すけれども、これまで契約に関わる年度もしくは

その前の年度に数年、間、空いてやったりとかと

いうのが実情であったところでありますが、そこ

のところ要するに実質化、先ほど公共交通会議の

目的なり何なりのお決まり事を説明しただけでは

ありますけれども、要は実が伴うような形にちゃ

んと課のほうでやっていくつもりがあるのかどう

かというところがポイントとして聞きたかったと

ころなんです。 

  あとは、ロケーションシステムのこと先ほど触

れられて、これが130万とおっしゃっていました

けれども、先日もちょっと窓口のほうでお話しさ

せていただきましたが、現実問題として、現実的

に町民がきちんと使っているかどうかというふう

な利用頻度というところ、ひいては費用対効果に

もつながってくるんですけれども、その辺の分析

等がなされているようなことは全然お聞きしてい

ないのですが、そこのところはどのように考えて

いるのかというところ。 

  また、今後、これも菅原課長には何回か言った

ことはあるんですが、課は違いますが、移動販売

の車がありますけれども、それも一緒にロケーシ

ョンシステムのほうに乗せることはできないかと

いうことも聞きました。５次総のほうで町長から、

執行部のほうで横串がということを言っておりま

すので、企画財政課だけにとらわれずに、一つの

システムがあるのですから、より有効的な活用を

するような提案させていただきましたが、そこの

ところはどのように進捗というか、中の話合いに

なっているのかというところが先ほどなかったも

のですから、そこも併せて改めてお聞きしたいと

思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長の菅

原です。 

  総括の内容について、ちょっと担当は聞いてお

りませんので、私のほうで答弁させていただきま

す。 

  バスのロケーションシステム、今のバスがどこ

ら辺を走っているかというのをスマホですとかパ

ソコンで見られるシステムなんですけれども、そ

の後、私のほうでメーカーのほうに確認はさせて

いただいておりまして、月に大体2,000件ぐらい

閲覧されている方がいるということで、直近の３

か月で約6,200件の閲覧があるということで、当

然、町の事務も減りましたし、それだけ多くの方

に利用されているということで、効果的だったの

ではないかなというふうには考えています。 

  それと、もう一つ、公共交通会議なんですけれ

ども、こちらも先日の一般質問等の答弁でもお答

えさせていただいているんですけれども、バスを

取り巻く環境というのはこれまでと違ってやはり

相当厳しいというのもありますので、先日の公共

交通会議の中でも、バスの運行会社ですとか、あ

とはタクシー事業者さんのほうから実情を聞くと

いう作業をすごく多くやらせていただいていまし

て、その実情に対して公募の市民の皆さんですと

か、あるいは関係者の皆さんがどう考えているの

か、どうしたらいいのかというのを議論する場に
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させていただいたので、今後につきましてもそう

いった実のある会議を行わせていただきたいとい

うふうに考えております。 

  それとあと、移動販売の関係なんですけれども、

移動販売につきましては担当が企画財政課ではな

くて、あちらについては健康介護課になりますの

で、私どものほうでちょっと議論はしてはいない

ところです。 

  それについては、やっているところも実際ない

わけじゃないので、できるのはできるので、ちょ

っと改めてまた引き続き相談はさせていただきた

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  ただ、移動販売のほうはこちらのほうが、バス

はほとんど定時に来ているものですから、僕がい

ろいろ聞いた範囲と自分でもやってみて、さほど

実用性がないとまでは言いませんけれども、それ

よりも時間のぶれがある移動販売のほうが見る価

値があるというのは、特に選挙期間中にそのよう

なことを宮代台辺りでも言われたものですから、

今年に入ってから何度かその辺の話をさせていた

だいたところであります。 

  また、先ほどの直近３か月で6,200件のアクセ

ス数、これ町のほうこの前もお話しいただいた電

話がかかってきて、それで町のほうでその電話に

対してそれを見ながら答えるとかとかというふう

な形で、町がアクセスしている件数も含まれては

いるわけであって、実際に使っている人の実数と

いうのはそれは正確につかむことはできないとは

思いますけれども、アンケートを取ったりとかそ

ういうふうな形で分かったりとかするんではない

かなというところを前もお伝えしたとは思うんで

すけれども、そこのところを今年度のほうはせっ

かくもう入れちゃったものですからロケーション

システムは、効果的にできないかというところを

改めてお尋ねしたいところがあります。 

  また、バスのほう、さっき再質問のときにお聞

きするのを漏れちゃったんだけれども、２年契約

ということは来年度、令和６年度で今の朝日さん

との契約が終了するというふうな形かと思います

けれども、その次の令和７年度以降の青写真とい

うか計画というかはどのようになっているのかと

いうところを再々質問になっておりますので、細

かく、これまでのような形になるのかどうか、ま

たバスの大きさとか、また住民の方からもよく言

われている特にもとむらクリニックに行くのが大

きく姫宮とかをぐるっと回った後に行くという問

題も何度かお伝えさせていただいております。 

  また、六花の中に入っていかないで外にいさせ

られる、また、ぐるるでも建物のほうからかなり

遠いところなので、そこも改善してくれというふ

うな問題もある、その辺もご説明いただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長の菅

原です。 

  まず、バスロケーションシステム、町の頻度な

んですけれども、これ入れたことによって、やは

り通常見られているお客さんも多いので、１日恐

らく担当ベースで言うと１回か２回の問合せだと

思います。ロケーションシステムを使わなきゃい

けないような問合せは。そう考えますと、２回だ

としても週に10回、だから月で40回ですので、％

にしますと２％程度が町が利用しているのかなと

いうふうには思います。 
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  それとあと、７年度以降のバスの運行なんです

けれども、今、宮代町、朝日自動車さんと契約を

しておりますが、まずは朝日自動車さんが引き続

きやる意思があるかどうかを今確認しているとこ

ろです。 

  先ほどもお話ししましたように、受けてくれる

ところがもうないんです。どこのバス会社さんに

聞いても、どこのと全部聞いたわけじゃないです

けれども、幾つか確認しましてもお金の問題じゃ

ないと言うんです。そうなりますと、朝日自動車

さんがまず引き続きやってくれるのかというのを

今交渉していまして、交渉していますというか随

契でやるつもりは今ないんですけれども、朝日自

動車に仮にお願いしたとしたらやってくれるかど

うかというのを今確認をしておりまして、昨年も

その辺の関係で本社まで行って確認はさせてはい

ただいているんですけれども、今はちょっとまだ

何とも言えないというふうに言われているんです。 

  少なくとも、今のままでやれるかどうかという

のはちょっとお答えできないというような段階で

すので、その辺について、まずバスを運行してく

れる事業者がいるかどうかというところから当た

りたいなというふうに思っています。 

  来年度早々そういった動きを始めて、前半には

業者を決めて、運行できるということであれば、

今の路線でまずは運行できるかどうかを確認させ

ていただきたいと思っています。 

  その上でルートの見直しとかにつきましては、

まずやってくれるかどうかの話になっちゃってい

ますので、その上で改めてアンケートとかを取っ

て、ルート等についてはまた今後検討はしていき

たいというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑は。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ４点ほど質問させていただきます。 

  まず、１点目なんですが、予算書74、75ページ

になります。 

  ちょっと同じ質問になってしまって申し訳あり

ませんが、11番、便利バスが走る事業、この中で

一番右のところの事業概要のところの下のほうに

本年度の特徴ということで、令和７年度新規運行

開始の準備とあります。先ほどの課長の答弁をお

聞きしてちょっとがっかりしたんですが、何とし

ても路線バスの延長ですか、走っていない金原と

かそういう地域に走ってもらいたいというのはや

はりずっと要望として町民から出されていますの

で、その考えがやはり考えてもらえないかどうか

というのをまず質問させていただきます。 

  ２点目なんですが、予算書80、81ページの１番

の庁舎等管理事業になります。 

  この中で14節工事請負費で、太陽光発電設備設

置工事費で4,000万円と出ております。これの積

算根拠を教えてください。 

  それから、予算書82、83ページ、(2)庁用自動

車管理事業、この中のまず11の役務費、これで庁

用車車検整備費ということで今回19台で、昨年も

19台だったので、これは公用車というのは毎年車

検しなければいけないのかということをお聞きい

たします。 

  それと、17備品購入費の中で、自動車購入費が

540万円で２台となっているんです。昨年度は３

台で1,010万円だったんです。それに比べると、

何か２台で540万というのはちょっと安いなとい

う気がしたんですけれども、この２台は電気自動

車を買われるかどうかというのをお聞きいたしま

す。 

  それから、４問目になります。 

  予算書86、87ページ、(7)ＯＡ管理事業、この
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中で事業概要のところの一番最後のところなんで

すけれども、庁舎内ネットワークの無線化とあり

ます。この辺をもうちょっと詳しく教えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  まず、１点目の予算書74ページ、75ページの便

利バスが走る事業で、走っていない地域への運行

についての考え方というところでございます。 

  こちらのほう、現状のルートになったタイミン

グが、見直しをして今年度から新たな形になって

いる状況でございます。走っていない地域の方か

らの問合せというのが最初のうちは届いていたん

ですが、ここ最近のところは声としては挙がって

きていなくて、そういった状況でどういう形がい

いのかというところも含めて、昨年末にバスのほ

うの運行についてのアンケート調査をやらせてい

ただいたところでございます。 

  そういう状況の中でも、声としてはあまりでて

きていない。ただ、もしかしたらその地域の方々

がそこに乗っていなくて、アンケートとして書か

れていないという場合もございますので、そうい

ったところで声の拾い方としても、ちょっとここ

は考えてなくてはいけないかなというところでは

あります。 

  今のルートの運行が始まってまだ１年目という

形になりますので、今後につきましては、そうい

ったところの方々をどうカバーしていくかという

ところは考えていかなくてはいけないかなという

ふうに感じているところでございます。ですので、

ちょっと今すぐそこについて回せるかとどうかと

いうところにつきましては、現状としてはちょっ

と厳しいかなとは思いますが、今後の課題として

は、そこの部分は踏まえて運行状況とかそういっ

たところは検討していきたいと考えます。 

  １点目につきましては以上でございます。 

  ２点目はちょっと１回飛ばさせていただきまし

て、次の庁用自動車、予算書82ページ、83ページ

になります。 

  こちらのほうの車検の費用ということで、19台

ということで上がっておりますが、町の公用車に

つきましては相当数ございまして、大体の車が２

年に一度の車検になりますので、そういった部分

でいいますと、去年と今年ということでそれぞれ

分かれて２年目を迎える車があるということにな

りますので、それなりの台数になっていくという

ところになります。 

  それと、次の備品購入費の自動車購入費になり

ます。 

  540万円ということで、今回考えておりますの

は、軽自動車の電気自動車を２台というふうに考

えております。 

  私のほうからは以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） 情報政策担当の飯

尾です。 

  私のほうからは、庁舎ネットワーク無線化に関

しましてご説明させていただきます。 

  予算書87ページ、庁舎内ネットワークの無線化、

こちらにつきましては、職員が業務で利用してい

るネットワークの無線化を現在検討しております。

その理由なんですけれども、今後、先日公開させ

ていただきました宮代町の自治体ＤＸ推進計画の

ほうで、事務の効率化の一環としてペーパーレス

化を推進して印刷費用等の削減をしていこうとい

うところを掲げております。このために会議です
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とか各種審議会等で各職員がパソコンを持ち寄っ

て紙資料を印刷せずに会議をできるようにしよう

というふうに考えておりまして、その一環で会議

室どの場所に持っていっても自分のパソコンがつ

ながるという環境を整備したいと考えております。 

  そのために、現状ＬＡＮケーブルを使って有線

で接続しているパソコンのほうを無線化対応する

予定になっております。 

  説明につきましては以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  私のほうからは、太陽光につきまして回答のほ

うをさせていただきます。 

  こちらの太陽光の積算でございますが、まず太

陽光パネルと、あとはパワーコンディショナーと

言いまして太陽光の発電の熱量とか電気量とかそ

ういったものを管理するもの、大体これぐらいで

こちらが両方で1,700万程度で見込んでおります。 

  また、その他の機器としまして、ケーブルであ

りますとか、接続をするための電子部品の箱であ

りますとかそういったものでざっくり300万円ほ

どを見ておりまして、その他設置費で1,000万円

ほどを見ております。 

  あとは、仮設費でありますとか足場であります

とかそういったもので200万円程度見ていまして、

その他工事に関する共通費等々で800万円程度を

見ておるものでございます。 

  ただ、昨今、部材の高騰とかもありますし、あ

とは太陽光の設置の台数、あとは公用自動車につ

きましては電気自動車をこれから増やしていくこ

ともありますので、そのあたりにつきましては充

電器等々の設置等も含めて考えていかなきゃいけ

ないかなと思いまして、そのあたりについてはこ

の後、またほかの自治体の参考例とか業者さんと

も参考に金額等々を聞きながら、また具体的な内

容については詰めさせていただこうというふうな

感じで考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、１点目の便利バスの件なんですが、健康

介護課に移ってしまったんですが、高齢者等タク

シー助成事業でこちらのほうを進めていただきま

したが、やはり最初の目的は便利バスが行かない

ところを補完するというその目的があったんです

けれども、高齢者等タクシー助成はそこからちょ

っと外れているという気がするんです。 

  その中でやはりバス運行というのがだんだん厳

しくなってきているということがありますので、

その先の公共交通を考えていかなくてはいけない

と思います。町として、オンデマンド交通、でき

れば大型のワゴン車でデマンド交通をしていく、

そういう何かことを考えていっていただけるかど

うかということをまずお伺いいたします。 

  それから、２点目なんですが、太陽光発電、そ

うしますと、実際のパネル、パーコン等で経費と

しては大体1,700万円ということになるわけです

けれども、これはどのぐらいの電力をカバーする

ものかということをお伺いいたします。 

  あと、一番最後に言われた800万円というのが

ちょっとよく分からなかったので、もう少し分か

るように教えていただきたいと思います。 

  あと、３問目の自動車の関係と４問目のネット

ワークは分かりましたので、２点だけよろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 
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○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  私のほうからは、バスの運行のその先の交通に

ついてというところをお答えいたします。 

  まず、バスの運行につきましては、先ほど課長

のほうからも話があったとおり、運転手不足、こ

この解決というのはなかなか難しい部分もあるの

かなというところもございまして、そういった面

でバスの運行はどれだけ維持できるかというのは

考えていかなくてはいけない。 

  その先にバスの運転手が減っていくというとこ

ろの中で交通を維持していくという部分では、一

つのアイデアとしては、泉委員のご指摘のとおり、

ＡＩ型のデマンド交通も一つの選択肢になってく

るかなと考えております。 

  そういう状況の中で、今年度、群馬県の富岡市

のほうで導入をしておりますＡＩ型のデマンド交

通のほうの視察のほうをさせていただきまして、

そういった部分で検討はしているというような状

況ではございます。 

  ただ、それを導入したとしても、どれだけの課

題が残っていくのかとか、解決するのかというと

ころにつきましては、まだそこの部分が整理でき

ていない状況でもございますので、ＡＩ型のデマ

ンド交通を入れるにしても、やはり運転手さんは

必要になってくるところではございますので、そ

ういった部分も含めて課題の整理をしつつ、現行、

宮代町で運行しておりますタクシー事業者３社ご

ざいますので、そこのタクシー事業者も含めてご

相談させていただきながら、ＡＩ型のデマンド交

通も含めて検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  ご質問いただきました共通費につきまして、ま

ずお答えさせていただきます。 

  こちら共通費としましては、工事等々を行うと

きに、その工事を行う足場とかと別に、工事全般

的に係る費用としましてかかってくるものであり

ます。なので、現場管理費などで養生をしたりと

か、そういった部分でかかってくる工事共通で係

る費用として上がってくるものがこの共通費とし

てありまして、こちらが800万円程度という形で

計上のほうをさせていただいているものでござい

ます。 

  もう一つ、太陽光の発電の容量なんですけれど

も、現状で、太陽光につきまして、今回改めてパ

ネルを設置することで、年間発電量につきまして

は約10万キロワット程度を今見込んでいるところ

ではございます。ただ、こちらはやはり日照時間

の問題でありますとかそういうところにも兼ね合

いがございますので、絶対に10万キロという形で

はないんですけれども、ただ設置するパネルから

いきますと10万キロワットほどを見込めるのでは

ないかというところで考えているところでござい

ます。 

  今回、太陽光パネルにつきましては約200枚程

度を設置する予定でございまして、年間発電量が

10万キロワットを見込んでいるというところで計

画しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  再々質問させていただきます。 

  オンデマンド交通に関しましては、やはり高齢

者等タクシー助成事業なんかでもすごい経費がだ

んだん上がってきていますので、何か別なものを

考えていかなくてはいけないなと思うんですが、
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国交省のほうで、このようなオンデマンド交通と

かそういう事業をやる場合に、赤字にならないよ

うに何か支援する、そういう補助をする制度をつ

くっていると聞いたんですけれども、それについ

て町のほうは知っているかどうかをお聞きいたし

ます。 

  ２問目の工事費の件、やっぱり聞いてもよく意

味が分からないんですが、工事費が1,000万で、

それに対してまた800万もかかるというのがよく

意味が分からないので、何でそんな800万もかか

るのかなと思ったから質問したんですが、一応は

その１問だけ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  デマンド交通に対する補助ですとかその運行に

対する助成ということなんですけれども、首都圏

に関しては赤字にならないように補塡するような

仕組みというのは、国のほうでは用意はされてい

ないはずです。 

  ただ、設備投資に当たっては、２分の１程度の

補助金がまず出るというのが１点。システムを入

れるお金、あるいはワゴン車を何台か買うお金の

２分の１程度はまず補助が出ますので、最初はカ

バーされます。 

  それから、後年度の負担に関しましては、かか

った費用の厳密には決まっていないんですけれど

も、３分の１程度は交付税で算入されるようなル

ールになっておりますので、恐らくそれのことか

なというふうには思うんですけれども、要するに

例えば1,000万円事業費がかかるとしたら300万円

程度は交付税で戻ってくるとそういった仕組みに

はなっています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 続きまして、野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原洋子でございます。 

  質問をさせていただきます。 

  予算書81ページ、ただいまもありました太陽光

発電についてなんですけれども、こちらは委託す

る業者さんはもう決まっているでしょうか。そち

ら教えていただきたいです。 

  それと、予算書の95ページです。 

  こちらは防災活動事業の……違いますか。すみ

ません。 

  そうしますと、納税推進事業は大丈夫でしょう

か。103ページは違いますか。 

  じゃ、すみません、太陽光発電だけでお願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  太陽光発電の導入につきましては、委託業者に

つきましては今、現段階では決まっておりません。

これから令和６年度が始まりましたら、コンペか

入札か、いずれかの形でやりまして、委託業者が

決まってくるというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） では、最質問をさせていた

だきます。 

  まだ業者が決まっていないということで、今太

陽光発電とてもたくさんの業者があると思うんで

すけれども、このたびの震災でもそうですが、太

陽光発電はかなり地震などで危ない状態になって、

その後のごみ問題なども問題になっていると思う

んです。そのあたり例えば大体寿命が太陽光発電

20年ぐらいと言われているんですけれども、その

20年たった後のそのごみ問題ですとか、そういう
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ことも考えて業者のほう頼んでいただけるように

はなっているでしょうか、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  太陽光発電導入してその後使用ができなくなる

ような状況になっていったときの処理の仕方の部

分につきましては、ちょっとそこまだ大分先の話

になってしまいますので、そこの部分につきまし

ては、今後検討してどういう形でやっていくのが

いいのかというのはこの後調整していきたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。か

なり町内もソーラー畑と言われるようなソーラー

発電の施設が増えた、個人的にやられているとこ

ろも増えているんですけれども、町でやっていか

れる場合にそういう災害時のときなどに危なくな

いように設置していただきたいなと思っていると

ころでございますので、その辺は要望としてお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質問は。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。質問さ

せていただきます。 

  まず、太陽光パネルのことなんですけれども、

まずは今現在ついている20年前ほどに設置された

と伺っているんですが、どの程度の効果があった

のか、分かれば教えてください。 

  次に、公共施設全体に設置予定という事業構想

になっていると説明をされたんですけれども、総

事業費というのは幾らになるのかというのと、あ

と公共施設のつける順番というのはどのように考

えて行っている事業なのかということ、それから

何年がかりで全体につけていく予定なのかという

ことと、あとは前に環境資源課からの説明で、耐

用年数が10年から15年というふうに伺ったんです

けれども、今回10年で償却するというお話しなん

ですけれども、そうすると最短で償却して終わっ

てまた次つけるかつけないか、また撤去の費用も

当然出てきますし、最長だと15年で５年間は有意

義に使えるというような今のところそういうお話

で伺っているんですけれども、果たしてそんなに

効果が見込めるのかなというのがあるんですけれ

ども、その辺がどうなのかというところをお伺い

させていただきます。 

  もう一つは、あとふるさと納税の点なんですけ

れども、令和６年度宮代ワインは作るのか、ペー

ジは太陽光は80、81ページと、あと宮代ワイン、

ページ数が余り関係する話でないので、宮代ワイ

ンが作られるのか作られないのかという点で、昨

年作られなかったと伺っているんですけれども、

その理由を教えていただければと思います。 

  もう一つがあと公共交通の便利バスはさっき何

ページでしたっけ、75ページということで、便利

バスの点なんですけれども、さっき群馬県でＡＩ

型デマンド交通ということで視察行ったとお話し

だったんですけれども、そうすると乗合を想定し

ているということなんですか。今のタクシーだと

直線的に行ってその人だけ乗せて直線的にまた最

短で行ける、タクシーを自由に使えるので一番便

利は便利だと思うんですけれども、デマンドでや

るとやはり乗合ということになっていくかと思う

んですけれども、そういう方向で考えているのか

という点をお伺いさせていただきます。 

  以上です。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  ちょっと回答の順番が違うんですが、まず２点

目の公共施設の太陽光等の設置に関しましては、

こちらのほう担当のほうが環境資源課のほうにな

るので、そちらで聞いていただければと思います、

全体の話につきましては。 

  それと３点目のふるさと納税のワインを作るか

どうかというところにつきまして、こちらのほう

が産業観光課が所管しておりますので、そちらに

ついても産業観光課で聞いていただければと思い

ます。 

  ４点目のＡＩ型のデマンド交通につきましては、

デマンド交通につきましては、こちらは大型のマ

イクロバス的なものを用意しまして、ＡＩのシス

テムでその同時刻で同じ目的地に行くという人を

募りまして、何人か二、三人いればその二、三人

を最短ルートで結んで目的地まで運ぶという形に

なりますので、タクシーみたいなドア・ツー・ド

アではないんですが、比較的直線的な形で運行す

るということと、あとバスと違いますので、比較

的小回りが利くような状況ですので、通常のバス

よりは早く、タクシーよりは若干時間がかかると

いうような形での運行になるのかなというふうに

思いますので、御理解いただければと思います。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  私のほうからは１点目、現状ですね、ついてい

る太陽光についてお答えのほうさせていただきま

す。 

  現行ついている太陽光なんですけれども、平成

16年度に設置のほうがされまして、以降活用のほ

うしているところでございます。 

  発電の発電量につきましてなんですけれども、

こちら残っている情報というか、発電量のほうを

観測する機械のほうが実際のところは平成19年度

に撤去のほうしてしまっておりまして、数字とし

て残っているのが平成17年度と18年度のものにな

ります。こちら17年度、18年度のときには、年間

で２万2,000キロワットほど発電のほうしていた

というような数字のほうが残っております。こち

ら年間で２万2,000キロワットで、当時金額にす

ると30万円程度というような形で電気料のほうが

削減されたというような数値が残っております。 

  現状の太陽光のパネルはまたその当時よりも発

電の効率がよくなっているということ、それと電

気料の単価自体が今非常に上がっているというこ

ともございますので、現状でいいますと金額的な

効果というのは当時よりか大きくなるのかなとい

うふうに考えております。 

  回答としては以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。最

質問させていただきます。 

  まず１点目が太陽光パネルなんですけれども、

19年に撤去したというのは理由はどういうことか

という点、これ撤去しちゃうと効果は全然分から

なくなってしまうわけですよね。何で撤去したの

かなというのがまず１点あります。 

  それから、デマンドについては分かりましたの

で、デマンドについてなんですけれども、デマン

ドというか、便利バス事業なんですけれども、今

年公共交通会議があるんですけれども、その中で

ライドシェアについても話としては議題として挙

げる予定があるかどうかだけお伺いをさせていた
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だきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 私のほうから１

点目、太陽光につきましてお答えさせていただき

ます。 

  実際ではその計量器があったんですけれども、

その計量器のほうが故障してしまったというのが

当時のことでありまして、その計量器の修繕に数

百万の費用がかかってしまうというようなことで、

その費用についてなかなか捻出が難しいというこ

とで、撤去のほうしたというような形で、当時の

担当のほうからは記録が残っているものでござい

ます。 

  私は以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  便利バス、公共交通会議の中でライドシェアに

ついて検討するかどうかというところでございま

すが、当然今運転手不足という部分もございまし

て、あらゆる手段で公共交通を維持していかなく

てはいけないかなと考えておりますので、こちら

につきましては、当然ライドシェアについても議

題として挙げさせていただいて協議をしていきた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 最後になります。太陽光パ

ネルのことなんですけれども、故障してしまって

数百万かかるからというと今回つけるやつという

のはそういうことがあり得なくはないと思うんで

すけれども、ランニングコスト的に年間というの

はどの程度かかってくるものなのか、どういうメ

ンテナンスとかが必要なのかというのを少し詳し

く教えていただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  太陽光のランニングコストについてなんですけ

れども、おっしゃるとおり実際そういったパワー

コンディショナーが故障するかどうかというよう

なところで、不安な部分はあるかとは思うんです

けれども、太陽光そのものにつきましては、通常

でありますと年間のメンテナンスにつきましては、

金額としては太陽光設置をしていただいて、その

設置をしたパネルそのものについては、現状では

設置をして15年保証であればその間の保証という

のはしていただけるような形で考えているところ

でございます。 

  ただ、その他そのパワーコンディショナーの機

器の部分につきましては、またすみません、別途

費用がかかってくるものかとは思ってはおります

が、ただ年間通常は導入当初その導入から１年間

は無償保証というのがついているとは思いますの

で、そういったものを活用していきたいなという

ふうに考えております。 

  その先年間の保守につきましては、お願いをす

ることではございますけれども、ただ費用としま

しては設置費用に対しての１割から２割程度なの

かなと、高額でもそれぐらいなのかなというとこ

ろで見込んでいるところでございまして、電気の

削減の効果と比べれば保守の費用というのは当然

そのうちに収まるかなというふうには考えている

ところでございます。 

  以上です。 
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○委員長（土渕保美君） ほかに質問は。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。２点質問をさせ

ていただきます。 

  前段で同じく80、81ページの庁舎等管理事業の

中の太陽光発電の整備事業についてです。 

  詳しくご説明いただいて分かったんですが、ち

ょっと分からない部分ご質問させていただきます。 

  この庁舎事業の中の電気料がございますが、こ

れは今のままの電気料で、この太陽光での電気料

というのがここに入っているのかということと、

あと太陽光発電の先ほど200枚パネルということ

だったんですが、この枚数どのようにお決めにな

ったのか、この200枚によって10万キロワットの

発電ができるということで、こちらも大体どれく

らいの金額を想定されているのか、先ほど現在の

もので2,200キロワットで大体30万円ぐらい削減

できたということなんですけれども、そのあたり

のことを教えてください。 

  次に、86、87ページのＯＡ管理事業についてで

す。 

  こちらの役務費、公共施設予約システムオンラ

イン決済手数料についてご説明お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  ご質問いただきました点につきまして、まず太

陽光のほうからお答えさせていただきます。 

  まず、太陽光の電気料についてなんですけれど

も、こちらにつきましては、来年度まず設置を予

定しているところでございまして、なるべく早め

に設置のほうはしたいということで考えておると

ころでございますが、ただ部材の調達等々もござ

いますので、そういった遅れも考慮しまして、電

気料については、太陽光の節電部分については、

来年度部分については加味をせずに予算のほう計

上させていただいております。 

  それで、太陽光の設置の枚数の根拠でございま

すが、こちらにつきましては、太陽光を過剰に設

置をしたところで電気量としてはピークカットの

部分の効果が一番大きいところというところで考

えておりまして、なので最大の電気量が発生する

時間帯で太陽光の部分が一番効率的に動くという

ようなところの数量として200枚程度というとこ

ろで設置のほうを今回計画させていただいたとこ

ろでございます。 

  現状今回10万キロワットというところで想定し

ているところでございますが、こちらで今の町の

電力量の３割から４割程度をカバーできればなと

いうところで今考えております。 

  ですので、金額からしますと年間の電気量が今

年が約1,000万円程度になるのではないかなとい

うところで今見込んでいるところなので、それの

３割といいますと300万円程度の削減につながれ

ば理想なのかなと、これあくまで机上の計算なの

で必ずこのとおりというわけにはいかないと思い

ますが、見込みとしてはその程度の金額の削減が

あればなというところで考えているところでござ

います。 

  続いて、２点目の公共予約システムの手数料な

んですけれども、こちらにつきましては、予約を

していただいてその後実際に施設の使用料、こち

らお支払いいただくんですけれども、その使用料

をお支払いいただく際に今までは窓口に行ってお

支払いいただいたところなんですが、今回の予約

システム導入したことによって、スマホ、またパ

ソコン等からそのままクレジットカードであると

か、そういったものでお支払いがいただけるよう
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になります。またコンビニでもお支払いいただけ

るようになるんですけれども、現場に行かなくて

払わなくてよくなる代わりにそういった決済代行

業者さんにお金の手数料を支払う必要ございまし

て、そちらの支払いの手数料を計上させていただ

いております。 

  ただこちらも今年の１月から導入させていただ

いたもので、実際施設によってオンライン決済の

件数はまちまちになっています。ですので、当初

の見込みとしましては、全体の利用者の方の３割、

４割程度がオンラインを使ってということを目標

に挙げてましたので、その金額を予算として計上

させていただきましたが、実際１年使ってみて件

数が何となく見えてくると思いますので、そうし

ましたら予算のほうも毎年毎年前年の利用料を参

考に予算のほうも計上させていただくのかなとい

うところで考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。最質問をさせて

いたたきます。 

  太陽光のパネルについても承知をいたしました。

この太陽光新しく既存のものがあってまた新しく

200枚そこにつけて、その電力というのは先ほど

電気自動車にも使うようなことにもこれからなる

のでということで、なんかどういう太陽光で大体

３割ぐらい庁舎の電気代を賄えるということなん

ですけれども、そこから電気自動車とかこういう

活動というか、こういう取組をしてますというの

が分かるような、町民の方が分かるようななんか

そういう外から見えるようなものになるのか、も

う庁舎の中でその電気がこうなってそういうもの

をやってますということになるのか、そのあたり

のことを教えてください。 

  それから、２点目の公共施設の予約システムな

んですが、私も使いまして少しなんか分かりづら

い、オンラインで予約できることはすごく便利に

なったんですが、その利用が少し分かりづらくて、

分かりづらいというお話もたくさんいただいてい

て、私たち世代でも分からないので、高齢の方は

もっと分からないのかなというところもございま

す。でもこのシステムを入れたので、これからも

同じこのシステムを使ってしばらくはいくとは思

うんですが、こちら手数料なんですけれども、こ

のシステムの予算というのはどこにこれなるのか、

もう一度教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  まず太陽光についてなんですけれども、先ほど

電気自動車の充電器の部分もありましたけれども、

電気自動車の充電器につきましては、太陽光とは

ちょっとまた別のところに設置することにはもち

ろんなります。よく今でいうとイオンであります

とかそういうところに行くと公共施設のところに

ももちろんあるんですけれども、民間の方が利用

いただけるようなＥＶの充電器があると思うんで

すが、ああいったものが町の駐車場のほうに造れ

ればいいのかなというところで考え、そうした部

分も検討していくような形にはなってまいります。 

  その中でその機器の中では、太陽光の機械とま

た電気自動車の充電器とをそこを接続をして、電

気自動車を今度はその太陽光のほうに電気を持っ

ていくとか、非常時に持っていくとかというそう

いったような仕組みをつくることは可能ですので、

そういったことについては今回の太陽光の設置に

合わせて含めて検討していきたいなというふうに

考えております。 
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  その中で、あとは住民の方に対して見える化を

するかどうかというところでございます。先ほど

も故障してしまった部分、当時この庁舎にという

ところもあるんですけれども、そのときはやはり

同様に来庁者の方に見える化をしていたところが

あります。そちらが故障してしまったというのが

ありまして、そういう部分も含めて修理をすると

やはり高額になっていくという部分ございますの

で、皆さんに対するＰＲとしてはもちろん必要か

なとは思いますが、ただそこに対する費用という

のがまた出てくると思いますので、その部分につ

いては今皆さんの周知をする、お知らせをすると

いう部分については、広報であったり、ホームペ

ージであったりとかそういった部分でも十分そう

いった役割は可能なのかなというところもござい

ますので、そのあたりについては費用も含めて検

討していきたいなというふうに考えておるところ

でございます。 

  それで、オンラインの手数料についてなんです

けれども、こちらはどこになるのかということに

つきましては、ページ数とかで申し上げますと86

ページ、87ページのＯＡ管理事業にございます11

節ですか、役務費の中に公共施設予約オンライン

システムの決済手数料というのがございまして、

こちらで93万8,000円というのを見込ませていた

だいているところになります。 

  システム等々については、システムのほうは利

用料になりますか、87ページの13節ですか、使用

料及び賃借料、こちらのほうに含まれている形に

なります。 

  金額が月額で16万9,000円の税抜きですので、

年間でいいますと223万800円になりますか。こち

らが公共予約システムの賃借料になります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  いろいろよく分かりました。 

  最後に太陽光の内容も詳しく分かったんですが、

この81ページのエネルギーサービスプロバイダー

業務委託料というのは何かその辺の関係のものな

のかということを最後にお伺いいたします。 

  ２点目のオンラインシステムの件についてもよ

く分かりました。もしお伺いしている１月から始

まって町民の方からお伺いしているお声とかあり

ましたら最後教えていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  まず１点目のエネルギーサービスプロバイダー

の業務委託についてご説明いたします。 

  エネルギー調達費用削減とか、あとは環境保全

に配慮したエネルギー調達方法の提案などを行う

業務でございまして、信頼性、継続性のある小売

電力会社の紹介、価格交渉切替事務手続サポート

を請け負う業者に対する業者との契約に基づく業

務委託料という形になります。現在は株式会社エ

ネリンクという会社と契約をしております。電力

会社につきましては、藤田商店との契約という形

で、電力会社を紹介されたほか、切替事務のサポ

ートを行っていただいているという内容でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下でございます。 

  私のほうからは、公共施設予約システムについ

ていただいている声等々についてお話しさせてい
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ただければと思います。 

  すみません、先ほど実際に塚村委員もご利用い

ただきましてどうもありがとうございます。その

中で使いづらいというか、分かりにくいという形

だと思うんですけれども、導入に当たりましては、

実際昨年の12月に説明会のほう等も開催させてい

ただまして、１日で約70名ほどの方にお越しいた

だいて使っていただいて検証等をさせていただい

たところになります。実際１月の予約、１月４日

から始まりまして、その中で予約の申込みに対し

て約23％の方がオンラインの予約をしていただい

たところの実績ではございます。それで、23％と

はいいましてもやはり施設によってばらつきがご

ざいまして、なかなか電話の移行が電話のままの

施設もあればオンラインのほうに進むというよう

な施設もございます。 

  やはりオンラインのほうに進んでいる施設のほ

うからは、施設の担当者のほうからは電話の数が

本当に減ったというような形の声はそれの声は届

いていたりしますし、実際町内の無償のグラウン

ドですか、こちらは教育のほうが所管しているん

ですけれども、そちらについても公民館と町内の

グラウンドが大体同じ日に予約が始まるので、非

常に今までは週明けの月曜日とかがもうこの隣の

担当は電話が鳴りっぱなしというような現状では

あったんですけれども、グラウンドのほうの電話

がほぼ減ったので、実際のところ今は公民館だけ

の電話という形で、まずこちら働いている職員の

ほうからすれば非常に電話の件数も減ったので、

事務の軽減にはつながったのかなというところで

ございます。 

  住民の方に対しては、こちらについては質問

等々については電話で分かりづらいとかというと

ころよりかは、操作の質問等については、１月か

ら情報政策担当のほうにも電話は数多くかかって

きております。 

  やはりシステムの導入当初というのは慣れるま

ではなかなか難しいのかなというのはこれは正直

なところの感想ではございますので、分からなけ

ればお声がけくださいというのは各施設の担当者

からも窓口で説明はさせていただいているところ

ではございますので、何度か使っていただいてそ

のうちに慣れていただくというのがこういったシ

ステムの中での流れなのかなというところでは考

えているところでございます。 

  この後公民館につきましても、この公共施設の

オンライン予約システムのほうに載せまして、公

民館もいよいよオンラインでの予約を始めるとい

うような形で今担当とは調整しておりますが、そ

の公民館の利用者の団体につきましても、やはり

説明会のほうをこの後３月に開催させていただく

ような形で、施設の利用者、団体の方々にご案内

のほうさせていただいていますので、そのあたり

につきましては、研修等も含めましてしっかりと

フォローのほうはしていきたいなというふうに考

えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き企画財政課分の質疑を行います。また、

質疑に対しまして資料名、ページ名をはっきり言

ってから質問をお願いいたします。 

  質疑ありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 
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  85ページです。下のほうに政策調整事業委託料、

住民意識調査委託料264万円とありますけれども、

ここの説明の中に合併は望ましいと思うか望まし

いと思わないかという設問を１問つけ加えていた

だきたいんです。予算は変わらないはずですので、

新たに合併に関する意識調査をやってほしいんで

すけれども、それには35万円相当かかるから予算

は組めないということでしたけれども、せっかく

住民意識調査を行うわけですから一つ設問を増や

していただきたいと思うんですけれども、これ課

長判断でオーケーしていただきたいと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  予算書の84ページ、85ページの政策調整事業の

後期の実行計画をつくるに当たっての住民意識調

査ということになるんですけれども、合併につき

ましてはこれまでもずっとやはり首長の判断で調

査を行っておりますし、今後も恐らくそうなりま

す。今回の答弁でも町長のほうからは予定をして

いないということですので、私の判断というわけ

にはいきませんので、そこにつきましては掲載は

しない方向で今動いているところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑は。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  まず、予算書のページ82の庁用車自動車管理事

業について、前段の議員さんからいろいろこの件

について質問があって、また答弁もいただいたの

で、それを踏まえて質問させていただきます。 

  電気自動車ですけれども、自動車購入費で540

万、答弁のほうで軽自動車を２台購入すると、そ

してこれからは受電設備というんですか、そうい

ったものも検討していくというふうな答弁をいた

だいたんですけれども、この購入費の中に地方債

というのがあるんですけれども、これ例えばゼロ

カーボンシティを目指しての中のこの電気自動車

の購入だと思うんですけれども、こういったもの

に対してこれから充電設備とか考えているような

んですけれども、車も増やしていきたいというこ

となんですけれども、これ国の例えば交付金みた

いなものが使えるのかどうか、その辺をお伺いを

させていただきます。 

  あともう一つ、わたしたちの予算書のページ

134のふるさと納税管理事業についてなんですけ

れども、前段の議員さんから宮代ワインはどうか

という話も出てたんですけれども、答弁で産業観

光課だということなんですけれども、このわたし

たちの予算書だと企画財政課の主管になっている

んですけれども、このふるさと納税に対する課と

しての役割分担みたいなのはどうなのか、その辺

をお伺いをさせていただきます。 

  ３つ目にわたしたちの予算書のページ144の中

の経常収支比率なんですけれども、92.4％と載っ

ているんですけれども、比べる３町よりもこれは

高いというんですか、あと町村平均よりも高い数

値にという形で載っているんですけれども、その

辺企画財政課としてはどのように感じているのか、

その３点をお伺いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○企画財政課副課長（小島 晃君） 企画財政課副

課長の小島と申します。 

  まず１点目の庁用自動車の電気自動車のほうで

交付金等の活用についてでございます。こちらの

ほう国の制度、県の制度で補助制度があります。
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その補助金を使っての購入もしくはそれを使わず

に有利な地方債を使って購入する、２つの手段が

あります。両方併用して使えればいいんですが、

片方のみという形になりまして、どちらが有利か

なというところで考えまして、地方債を使いまし

て購入に充てていくという形になります。 

  交付税につきましては、かかった費用の90％を

地方債として借入れができまして、その費用のう

ち30％が交付税として理論値算入という形でくる

予定になっております。 

  １点目につきましては、以上でございます。 

  ２点目のわたしたちの予算書134ページの中の

ふるさと納税として企画財政課と産業観光課の２

課で連携して行っている事業でございますが、役

割分担につきましては、制度そのものの運用とか

システムとかそういった部分につきましては、企

画財政課、収入をするとかそういった部分は企画

財政課で行っておりまして、返礼品の決定とかそ

ういった部分につきましては、調達とかそういう

部分は産業観光課ということで役割分担をしてい

るところでございます。 

  返礼品の申込み、ふるさと納税の申込みがあり

まして、その返礼品を発送する業務は、産業観光

課という形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 企画財政課主幹

の村山と申します。 

  私のほうからは、３点目、わたしたちの予算書

144ページに掲載がございます経常収支比率、令

和４年度92.4％というところの評価というふうな

ことかなとは考えておりますけれども、実際掲載

している杉戸町さん、松伏町さん、三芳町さんに

ついては、宮代の92.4よりも低いと、町村も低い

と、それぞれいずれも宮代は上回っているという

ような状況でございます。 

  ちなみにご案内すると、令和４年度の埼玉県内

の市平均につきましては93.6％、県の市町村全て

の平均が93％、また全国の平均が92.2％となって

ございます。この杉戸町、松伏、三芳、町村平均

というところ見ると、確かに差があるなと感じま

す。 

  実際この経常収支比率につきましては、通常入

ってくる経費のうち普通にやってれば出ていく経

費ということですので、もう必ず必要になってく

る経費でございますので、こちらの比率が高くな

ると政策的に振り分けるような経費が減ってくる

という認識しておりますので、この経常収支比率

の余り高まりについては、懸念はしておりますが、

内訳が何せ社会保障関連経費、高齢者関係経費、

子育て関係ということで、今の段階で宮代町がそ

こを削るという選択は恐らく他市町との競合とか

も考えますと難しいのかなとは思います。 

  特に子育て関係につきましては、ちょっと言葉

はいいかどうか分かりませんけれども、こういう

市町村下の競争にあっております。お金があると

ころはどんどん助成しますし、ないところは何か

を削ってやらざるを得ないというところで、宮代

町のこのちょうど地理的な位置の分の都心から離

れているところと都心部分への境目の部分という

のは、やはりサービスはある程度維しないと町の

戦闘力というところが下がっていくのかなと考え

ておりますので、そこは財政担当すると数値の上

下、当然上がっていくのは心配はしておりますけ

れども、それと合わせてサービスをきちんとして

若い方に住んでいただくということを両方バラン

ス持っていきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 
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○委員（川野武志君） ありがとうございます。１

番目と２番目は承知させていただきました。 

  ３番目の経常収支比率の件なんですけれども、

本議会の席で課長からもその辺のこと数値を改善

する取組としては、いろいろ経費削減を企画財政

課としてはしているというお話もいただいたんで

すけれども、収入を必要経費は必ずこれから上が

っていくと思うんですね。これから宮代町の財源

を考えるそういった試みみたいなものが考えてい

るであればちょっと教えていただきたいんですけ

れども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村 山で

す。 

  大変失礼しました。確かに委員さんおっしゃる

とおり、歳出のほうは自分のほうメインで言って

しまいましたけれども、一番のもう片一方の大き

な軸は歳入確保となってまいります。これにつき

ましては今まちづくり建設課でやっております産

業系土地利用の推進だとか、あとはこちらは経常

収支には関わりありませんけれども、歳入確保と

いう点ではふるさと納税の確保、企業版のふるさ

と納税の確保というところが非常に多くなってく

るかなとは思っております。こちらにつきまして

は、課長が議会で答弁しているとおり、歳入確保

に向けた取組については、歳出の削減等々サービ

スの提供というところと併せてやっていければと

思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 次に質問のある方は。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。 

  予算書の87ページのふるさと納税管理事業につ

いてお伺いいたします。 

  本年度の特徴として事業者とのタイアップ事業

の実施とありますが、今年度どのようなことを予

定されているのか教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（菅原隆行君） 企画財政課長、菅

原です。 

  先ほど来お答えをさせていただいておりますと

おり、ふるさと納税の返礼品、お礼の品の開発に

関しましては、所管が産業観光課のほうで産業振

興を目的に行うものになっているんです。ただ産

業観光課といたしましても、いろいろな商業者さ

んと顔を合わせて商業開発、返礼品開発というの

を一緒に行っていきますし、また企画財政課のほ

うでは、企業版のふるさと納税という企業から寄

附をいただくというような取組をやっているんで

けれども、ですので、大きく分けますと商業者さ

んと農家さんは産業観光課のほうで返礼品の開発

を行いまして、企業、法人から寄附をしていただ

けませんかというお願いは、町の企画財政課のほ

うから行っています。 

  そうした企業版としての取組といたしましては、

営業活動しかないのかなというふうに思ってまし

て、やはり企業にトップセールス、町長含め私な

んかもお邪魔をしたりですとか、相談を持ちかけ

たりですとか、あとは間をとりつないでくれるよ

うな今企業というのも出てきておりまして、成功

報酬型になるんですけれども、そういった企業を

宮代町に寄附をしてくれるよという企業さんを見

つけてくると10％報酬は払うんですけれども、残

りの９割は寄附になると、そういった仕組みをし

ているような企業さんもいまして、町としてもそ

ういった企業と協定も結んだところでございまし

て、今年度についても１件そちら経由で寄附がき
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ております。企業版は10万円以上ということで、

ちょっと最低額の10万円をいただけたところでは

あるんですけれども、そういった取組というのも

増やしていきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で企画財政課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３９分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより議会事務局についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  議会事務局長から出席者の紹介をお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 改めましてこんに

ちは。議会事務局長の押田でございます。よろし

くお願いいたします。 

  それでは、担当職員の自己紹介をさせていただ

きます。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 主幹の青木と申

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 質疑はございますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、予算書のほうの65ページのところに超過

勤務手当26万2,000円とありますが、これ去年も

確かに同じで増減なしですが、その前令和４年は

23万2,000円となっていて増えてはいるんですよ

ね、令和４から５にかけて。去年とは同じ、昨年

度とは同じというふうな形にはなってはいますけ

れども、ただ令和４年と令和５年で１人職員が増

えましたよね。それにもかかわらず来年度、今年

度というのは上がったままというのはどういう根

拠なのかというところをまずお尋ねしたいと思い

ます。 

  それと67ページ、１つページめくりまして、会

議録関係のところになります。これ前から申し上

げてはいるんですけれども、まず会議録自体のこ

とと録画とかその辺分けてお尋ねしますが、まず

会議録、これ大体この３月の議会ですと６月の定

例会のちょっと前ぐらいにホームページ上の会議

録のほうに上がるというのが大体の例年のスケジ

ュールだと思うんですよね。次の定例会の直前あ

たり、あまりにも遅いというのがあっちこっちで

特に今回のはいつになるのかと聞かれたときにそ

のように答えましたところ言われております。こ

れできるだけ早くするようなところは業者さんと

議事録研究所でしたっけ、そことは話し合ってい

るのかどうかでそれを早くすることによってどれ

ぐらい上がるのかとかいうところがこれ予算自体

は変わってないからその辺が話がしていないんで

はないかと僕は思いまして聞いております。 

  また、こちらのほうも業務委託料59万4,000円

というのが４行目か、議場用映像音響設備機器保

守点検業務委託料これ59万4,000円となっていま

すが、これが令和４年度は29万7,000円、令和５

年度から59万4,000円と上がっているこの理由と
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いうのがちょっと僕もそれ以上のところが調べき

れていなかったので、そこも教えていただきたい

と思います。 

  ちょっと飛び飛びになって申し訳ないです。 

  録画につきまして、録画配信につきまして、こ

れも２週間ぐらいたってから今たしか昨日あたり

では初日の模様はもう映像配信のほう出ているの

は確認したんですけれども、いつになったらライ

ブ配信になるのか、ライブ配信するにはどれぐら

い上がるのか、それとも変わらないのか、逆に録

画しないことに対して下がるのか、その辺のとこ

ろを調べているかどうかを含めてお願いします。 

  ちなみにこれ坂戸市かなんか数日前炎上目的の

議員さんがいらっしゃるというふうな書き方をさ

れてはいましたけれども、それでライブをやめた

というのがありました。埼玉新聞だったような気

がしますけれども、その記事で最後のところにこ

れ全国の自治体だったと思うんですけれども、大

体71、２％ぐらいはライブ配信をやっているとい

うことです。うちの町のほうのもそもそもインタ

ーネット配信をやるようにと町民のときの私が

散々提案、進言してようやくこぎつけたというの

は、当時議長の合川さんはよくご存じだと思いま

すけれども、そのような経緯があって、それから

もう何年もたってライブに移行しないというとこ

ろで、これも何人もの町民の方から不平不満とい

うか、おかしいんではないかというふうな意見が

出ております。そこの説明をお願いします。 

  また、先ほどのその下か、議場用の映像音響設

備機器使用料、これ毎年350万ぐらい、昨年度も

そうですけれども、支払っているというか、かか

っているんですけれども、ちょっと高過ぎるんで

はないかと、あとまた今回の一般質問の初日が特

にあったようですけれども、これ本会議場のスピ

ーカーの関係だと思います。音が割れたりとかし

て非常に聞きづらいというふうなことを僕も感じ

ましたし、町民の方もそれは何度もおっしゃって

て、たしか去年かおととしか忘れましたけれども、

そこのところなんか調整したような発言が事務局

のほうからあったような記憶がちょっとあるんで

すけれども、僕の記憶違いだったらごめんなさい。

そこのところのことも併せてお尋ねしたいと思い

ます。 

  次に、これは予算に入っていないからというこ

とで、私のほうから議会事務局のほうに質問、純

粋な質問という形でさせていただきます。 

  まず、宮代町の議会議員、まず議場でもそうで

すけれども、パソコンを、ノートパソコンも何も

使わずに紙ベースでやっているのがあまりにも多

い、先ほど企画財政課のほうでも紙ベースをなく

すように庁舎内のＷｉ－Ｆｉとかいう話もありま

した。新人の議員の方皆さん分かっていると思い

ますけれども、たった１か月の間に紙袋３枚分の

紙の資料を受け取っているわけなんですけれども、

その辺を解消するためもあって議員へのパソコン

貸与の予算組むという考えはあるのかないのか、

これは事務局のほうでやれば企画財政課のほうで

それは考慮するという話を受けております。 

  また、一部組合等の出席するに当たって公用車

の利用というのも、予算に入ってないからそこの

ところなぜ入れないかというところを……。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、短めにお願い

します。 

○委員（佐藤将行君） 短くしているではないです

か。何をもって長い短いと言っているんですか。

そういう嫌がらせはやめてください。 

  組合等これは例えば役場に集まって委員が車で

行くというのは、これは企画財政課のほうではそ

のような形は全然オーケーだと、仮に公用車がい

っぱいであってもそういうふうなことがあれば空
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けるとまで言っているのにもかかわらず行わない、

今後例えば国会で言うとれいわの議員さんみたい

に寝たきりの方が議員になったりとかした場合に

今の状態ではとても対応できません。また、今の

委員さんでも例えば前日にけがをしてとても自分

１人では行けないとかそういうところの対応が全

く考えていないというところをお尋ねします。 

  また、最後これがなりますけれども、新人の議

員に対して防災のヘルメット等を購入するように

とありましたけれども、これは本来町の予算で買

って貸与するなり何なりするのが筋で、これも予

算に入ってない、ここのところの説明をお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 主幹の青木です。 

  まず超過勤務に関してでございますが、６年度

が３年度に比べてかなり減っているんではないか

という質問でございますが、今の配置ですと主幹

とあとは普通の職員、あとは局長なんでございま

すが、主幹と局長は管理職ということで、そのほ

かは超過勤務の対象になると、その当時は主査１

人、あと平職員が１人いたということで、超過勤

務が多かったということでございます。 

  次に、会議録はかなり時間が調製するまでに要

するのではないかということでございますが、こ

れ通常会議録研究所というところに委託している

んですけれども、議会終了後粗原等２週間を目安

に納品されているということでございます。 

  あとは粗原の文字起こしは速記者による作業が

メインになるために２週間より短い期間だと納品

困難だということでございます。今より短い期間

で粗原等を作成するとなると市販の変換ソフトを

利用する方法は考えられてますが、今それは考え

てないです。このためこれまでより短い期間で粗

原を作成するのであれば、会議録とは別に会議録

変換ソフトで作成する方向で検討すべきではない

かと、これからの課題として考えざるを得ないと

思います。 

  ソフトの購入に関する費用につきましては、今

後委託先や近隣市町の実績などを調査していきた

いと思っております。 

  次に、議場用映像音響設備機器保守点検業務委

託料59万4,000円を計上させていただきまして、

昨年はその半分だったということでございますが、

保守点検というのが令和３年の10月から新たに映

像機器の機器を切り替えたんです。 

  内容は、カメラ、ＨＤＤのカメラと、あとは赤

外線、赤外線のスピーカーを17台、それを取り替

えまして、それの保守点検でございますが、３年

の10月から半年間、１年間は無償保守を実施して

おります。４年の10月から５年の３月まで半年間、

保守点検の契約をさせていただきました。という

ことで、半分は計上しておりましたが、半分は無

償保守で実施しておりましたので、６年度はその

倍ということで計上させていただいています。 

  あと、録画配信をライブにしたほうがいいんじ

ゃないかということでございます、するべきだと

いうことのご指摘でございますが、録画配信につ

いては平成30年度に議会の導入の検討をしていた

だき、令和元年９月定例会から現在の方式で実施

しているところでございます。 

〔発言する人あり〕 

○議会事務局主幹（青木 豊君） そうですね。 

  ユーチューブによる録画配信については、導入

を検討する際にもご説明しておりますが、安定的

な運用が難しいとして録画配信とした経緯があり

ますので、配信方法についてはこれまでどおりの

方法で実施したいと考えております。 
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  ただし、ユーチューブについては、昨年の委員

会でも申したとおり、今後検討をしていくという

ことを答弁しておりますので、引き続き検討、研

究していきたいと考えております。 

  仮にライブ配信を実施するのであれば、ライブ

配信する範囲について検討することもあり、もと

より、運営に当たっては課題等も調査研究する必

要があると考えております。 

  あとは、あと議場用映像音響設備機器使用料

351万3,000円、これ毎年この賃貸借契約がかなり

高いのではないかということでございますが、こ

ちらは５年のリースでございます。平成３年10月

から平成８年10月までのリース、９月30日までで

ございます。令和８年の９月30日が明けましたら、

満期になりましたら無償譲与になりますので、賃

貸借がゼロになりますので、それはかからなくな

ります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長の押

田でございます。先ほどは、佐藤委員からの質問、

質疑に対しまして主幹のほうで答えさせていただ

きました。予算に関する。私のほうでは、令和６

年度当初予算に関係ない、佐藤委員からのこちら

は意見として私のほうは捉えまして、回答させて

いただきますので、そのつもりでお聞きください。 

  まず、１点目でございますが、パソコン関係の、

スマートフォンですとかタブレット、そういった

ものの関係でご意見いただきました。こちらにつ

きましては現規則上、持ち込みとかはできない、

使ってはならないというような規則上になってお

りますので、その点で現段階はＮＧを出している

つもりで捉えております。 

  ですので、もし佐藤委員がどうしても使うよう

にしていきたいということでしたら、これは議員

の皆様に提案していただいて、規則の改正等を行

っていただきたいと思っております。事務局で勝

手に規則を改正することはできません。この点だ

けご理解をいただければと思います。 

  先ほども申し上げたように、佐藤委員のほうか

ら皆さんのほうに提案していただいて、皆さんの

賛同を得た形で議会のほうで提案していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それと、２点目、組合議会への出席の公用車、

これは多分佐藤委員については久喜宮代衛生組合

の議員になられていると思いますので、その点で

意見として出ていると思います。 

  佐藤委員のほかにも、例えば埼玉東部消防組合

ですとか利根斎場組合議会のほうに行ったりとか、

令和６年４月１日からは新たに北本地区衛生組合

のほうに行くような形になっていると思います。

そういったことを考えると、久喜宮代衛生組合に

参加されている佐藤委員だけに関することではな

いというふうに捉えております。 

  まずは、佐藤委員が新たに今回、議員になられ

たということで、今、疑問に感じていることを多

分提案されたというふうに捉えております。この

点については、私の認識では実例として近隣市町

では議員さんに公用車を貸して、議員さんが公用

車でその議会へ行くというような実例を聞いたこ

とはございません。 

  しかしながら、佐藤委員は企画財政課のほうに

多分確認をされた上でご意見を言われていると思

います。その点については私も企画財政課長に、

現企画財政課長のほうに確認をさせていただきま

した。その点については、佐藤委員おっしゃると

おりのことでございます。 

  しかしながら、私といたしましては、議会事務

局職員といたしましては、１人の議員さんから意

見をもらったことに対して動くつもりはございま
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せん。ほかの13名の議員さんも佐藤委員の意見に

賛同していただけるのであれば、議会の統一見解

として私どもは企画財政課のほうにかけ合って話

をするつもりでおります。現段階ではこういった

ことしか申し上げられないので、ご理解いただけ

ればと思います。 

  何度も申し上げますが、佐藤委員がほかの13名

に投げかけて、全議員で話し合っていただいてそ

ういった同意が得られれば、私どもは企画財政課

のほうに言って車を何とかするような話を進めた

いと思っております。 

  最後になりますけれども、新人議員さんへの防

災ヘルメットとか、防災ヘルメットとビブス、こ

ちらについては佐藤委員、自費で払うつもりはな

い、公費で払うべきだというようなご意見もいた

だきました。 

  これは、宮代町議会の歴史の中で、議員さんに

なられたらヘルメットですとかビブスについては

ご自分でご負担いただくというような流れになっ

ておりますことから、今回新たになられた議員さ

んに対しても自費での購入をお願いしたいという

ことで説明させていただいたつもりでございます。

ですので、現状としては公費で予算をつけるつも

りはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、再質問させていただ

きます。 

  まず、先ほど、まず青木さんのほうから出たと

ころで、予算絡みのところです。65ページの超過

勤務、これ当時は主査１人、平１人だったという

ところで話が止まっちゃったんですけれども、要

は当時よりも職員の人数が増えているにもかかわ

らず、なぜ、やる人が増えれば仕事量を分担でき

て時間は超過勤務が減るんではないかというとこ

ろからなぜか、なぜ増えているのかというところ

をお聞きしたつもりなんですけれども、そこのと

ころの説明が尻切れとんぼになっております。 

  何かありますか、お昼だから止めますか、一旦。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、よろしいです

か。今の質問は総務課になりますので。 

○委員（佐藤将行君） 議会事務局のやつでも総務

課ね。 

○委員長（土渕保美君） 総務課になります。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。じゃ、総務

のほうで聞かせていただきますので、ここのとこ

ろはじゃ割愛させていただきましょう。 

  では、その次の67ページの会議録のこと、これ

もちょっと最終的に粗原が２週間後に来て、返還

送付とかという話になっていらっしゃいましたけ

れども、僕が言っているのは、一昨年の、分かり

やすく言うと学童クラブの増設の臨時会のとき、

４月に行った、その議事録が８月になってようや

くできたんですよね、あのときも。あの１日の議

事録も。あのときは野口さんが事務局長でしたけ

れども。 

  あのときもお話は事務局のほうにはさせていた

だきましたけれども、粗原が来てそれを事務局の

ほうでチェックして業者のほうに戻して、またこ

れでいいですかという形で来て、そのときの段階

で要はテキストもしくはＰＤＦ、それでは出せる

んではないかというふうな話をして、それが４月

の終わりの臨時会であって、あったときで、６月

の時点ではもうそのような形で検索システムのほ

うに乗せられる状態ではないけれども原稿のほう

はできているというのを、これは青木さんから直

接お聞きしました。 

  要は、そのテキストベースでもいいからできる

限り、ＰＤＦでも何でもいいからまずは出すこと、

これがまちづくり基本条例にも議会基本条例にも
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町民へのサービスというか、情報の共有というか、

何というかは別といたしまして、より町民に早く

分かっていただくような手段だと思います。 

  確かに、映像のほうで出ているのはありますけ

れども、特に今、今時点行われているこの特別委

員会、これについては映像がないものですから、

もう議事録頼りになるという意見が出ておりまし

たし、私も当選する前の町民のときにさんざんこ

れは言っているんですけれども、今、今日質問し

た段階でも、今の段階でもまだ変換ソフトがどう

のこうのというふうな…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質問でお願い

いたします。 

○委員（佐藤将行君） 質問しますよ、だから。し

ていますよ。それの前段、質問に対してちゃんと

分かって、先ほど分かるように説明したつもりが

尻切れとんぼになっているから、より精密に細か

く説明しないと、また尻切れとんぼになってしま

うので、それを防ぐためにきちんと説明している

だけです。先ほどの僕の説明が足らなかったのか

なと思いまして、そういうふうにならないように

言っているだけですから、茶々を入れないように

してください。 

  変換ソフト等の話が出て、また今後、近隣市町

を調べると、まだ調べていないわけですよね。で

すから、ここのところは先ほど申した、事務局長

がいろいろおっしゃっていた、私個人の意見では

なくて町民のほうの要望というのと、また明文化

されているまちづくり基本条例なり議会基本条例

でもそのような趣旨のことはあちこちに出ており

ますので、そこのところはどのように考えている

のか、解釈しているのかというところでお願いい

たします。 

  次に、録画と議場用の機器等の使用料、これ一

緒にしちゃったほうが単純化できていいかもしれ

ませんけれども、要はこれで年間400万使ってい

るわけですよね。５年契約でこれで2,000万と。 

  これが、そもそもこんなに高額なのに疑問を持

たないのかというところが１つと、ありまして、

そこのどういうふうに考えているかということを

お尋ねします。 

  また、保守点検やっているにもかかわらず、先

ほど申し上げたとおりに音が割れるとかという、

聞きづらい、そういうのは前のときにもあったん

です。その十何台にしたときなのかな、赤外線ス

ピーカーに変える前の頃からもうあって、変えて

からも根本的には同じような問題がある。スピー

カーの問題なのかアンプの問題なのか、それとも

ワイヤレスのほうの問題なのか、それは分かりま

せんけれども、そこのところも含めてこれだけ払

っているんですからきちんとやっていただかなけ

ればならないと思っているんですけれども、そこ

の点はどのようにお考えなのかというところです。 

  今度は、押田事務局長のほうかな、その前にユ

ーチューブ配信等、これも今後検討すると昨年答

弁で行ったというふうなご回答がありました、ご

答弁がありましたが、なぜ昨年答弁したときに今

後検討で、その時点から検討していないのかとい

うところがもうそもそも問題であって、ユーチュ

ーブに限らず現状のでライブ配信やっているとこ

ろは近隣でも幾らでもあるわけですから、検討も

何もまず調べるとかその辺の動きが全く見えない

ところに疑問を感じますが、事務局のほうはどの

ように考えているのか。 

  先ほど事務局長から出たように、議員が全員そ

ろって僕のほうで13人を説得してやんなきゃでき

ないものなのかどうか、そのように考えているの

かによって変わってきますから、そこのところを

きちんとご回答お願いいたします。 

  また、ライブの範囲という先ほどご答弁があり
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ましたが、範囲というのは何のことを言っている

のか分からないんですけれども、そこのところを

きちんと説明をお願いいたします。 

  また、５年契約なった以降は無償化するという

ふうにおっしゃっていましたけれども、これはあ

くまでも使用料の無償化になるわけであって、こ

れ使用しているのが恐らく貸与されている、リー

スとかその辺になっているのか、償却終わるとか

その辺の関係でそれ以降は取られなくなると。 

  ただ、点検業務委託、この辺は事務局のほうで

専門知識があるわけでもないでしょうから、これ

は続くという形なんですけれども、その辺は使用

料が発生しなくなった後はどのような形になるの

かというところが、先ほどの青木さんのご答弁に

対しての再質問とさせていただきます。 

  次に、押田事務局長に対してですけれども、ち

ょっとこれ僕正確に分からないのでまずお尋ねし

たいんですけれども、ごめんなさい、規則、先ほ

ど押田さんおっしゃったのは恐らく会議規則の

130だったか、何かその辺で情報機器等を電源を

切ってとかマナーモード等にする。そこのところ

を指しておっしゃっているという理解でよろしい

ですか。そうなりますと、先ほどのノートパソコ

ンの件もそうですけれども、それもおかしい。 

  私が言ったのは、本会議に限らず、以前、議員

の方には話していないので押田さんにだけという

形になってしまいますけれども、押田さんや青木

さんに伝えたのは、議員としての仕事をするに当

たってパソコンが必要であると。また、いろいろ

な紙の資料とか頂きましたけれども、これもパソ

コン対応でそちらのほうに入れておけば、例えば

私今見ているのがこの初日にもらったやつですけ

れども、こんなタックシールを貼ったりとかしな

いでも、そういう作業も残業とかもしないでも済

むというところもあって言ったんですけれども、

そこのところがちょっとご理解されていないのか、

勘違いされたのか、私のほうの説明が悪かったの

か分かりませんが、そこのところを改めてそこも

含めた上でどのように考えているのか。 

  これも、きちんと要求があれば準備する余裕が

あると、総務課か企画財政課どっちか忘れました

けれども、そのような意見は、返答はいただいて

おります。 

  また、これも押田さんに対しての私の説明が不

足だったのか知りませんけれども、自分が久喜宮

代衛生組合に入っているからというふうな言い方

をしたわけではありません。きちんと北本等も発

生するしということも申し上げましたし、先ほど

もどの議員でも昨日までは自分で自力で行けた人

が、けがしちゃったりとかするようなこともあり

得るので、そういうのにもカバーできるように、

また障がい者の方が議員になったときでも対応で

きるようにというのを、きちんと仕組みとしてつ

くっておくべきではないかというふうなことを僕

は申し上げました。 

  実際問題、僕は最悪の場合、久喜宮代組合の場

合ですと自転車でもこの前行きましたし、バスで

沖の山で降りて、そこから歩いていくこともでき

ますから、僕個人の問題としてご回答されている

のは、それは筋違いということははっきりと申し

上げておきます。これはパソコンに関しても同様

です。パソコンなんか、タブレットや何か、今時

議会で誰も、執行部も含めて紙だけでやっている

というところの異常性に気がついていないという

ところがどうなのかというところも含まれてきま

すけれども。 

  ヘルメット、これは…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） ちょっと待ってください。

あなた今、委員長と言って指名されていないのに
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発言しましたね。指名されてから言うというふう

に最初に言われましたよね。委員長までですよ、

言えるのは。私が説明しているんですから、それ

終わってからにしてください。 

  ヘルメットのほうに話を進めます。 

  これまでもいろんなことで、２月29日から議員

として正式にとなる前からさんざん言われたこと

ですけれども、いろんなことで先例が、先例が、

先例がというふうな言っていることの一つに入る

と思いますけれども、その先例だったりとかその

辺がそもそもおかしいというところが出発点なん

ですけれども、そこの掛け違い等があります。き

ちんとそこのところは考え直していただいて、そ

れに応じた回答、答弁というのをしていただきた

いと思います。 

  それを前提として、ヘルメット等、これを議員

のほうの個人の負担にさせるというのは、これは

おかしいのではないかというのが私の問題の出発

点で、町のほうでやるんであれば、これ現職から、

前期の現職から今回当選された人には…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、端的にお願い

します。 

○委員（佐藤将行君） 尻切れとんぼにされている

から説明していると言っているでしょうが。そう

やって邪魔をしないように。 

  きちんとそこのところを返金するなり何なりと

いう方法は幾らでもあります。先例だ何だという

ふうなのは、単なる言い逃れに過ぎないと私は捉

えますので、論理的な法的根拠なり制度趣旨なり

というところから説明をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） へ理屈とかそういうふうな

人格侵害するようなことを、委員長、委員長、委

員長、今の泉委員にきちんと注意をしてください。 

○委員長（土渕保美君） ここで答弁いただきます。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 議会事務局主幹

の青木でございます。 

  会議録がもっと早くならないかというご指摘で

ございますが、会議録の公表につきましては、会

議録署名議員の印をもって公表することになって

おりますので、以上でございます。 

  スピーカーの調子が悪かったということなんで

すが、赤外線の受信面が合っていなかったという

ことで、それを合わせております。 

  あと、使用料のリース期間が終了後どうするか

ということでございますが、現状のまま行きたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長の押

田でございます。 

  それでは、３点について再度回答させていただ

きます。 

  規則の関係でございますけれども、こちら先ほ

ど申し上げたように、やはり議員の皆様で改正と

いうことであれば改正していただきたいというふ

うに考えております。 

  なお、皆様方、新人の議員の皆様方に紙媒体で

今はお配りしております。当然のことながら、タ

ブレット等を導入できればそちらのほうでも関係

資料とか入れ込んだ形で提供できるというふうに

は思っております。ですので、そういったタブレ

ット関係についても議員の皆様で話し合っていた

だいて、そういう方向性で持っていっていただけ

ればというふうに考えております。 

  また、２点目の公用車の関係でございますが、

佐藤委員のほうから自分がどういうことではない、

個人的な意見ではない、皆さんのことがカバーで

きる、そういった仕組みづくりをしたほうがいい
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というご提案だったんですけれども、その点につ

いては私のほうで佐藤委員に対して答弁している

つもりはございません。しかしながら、佐藤委員

のほうから誤解を招いたような私の答弁であった

ことは申し訳ございませんでした。 

  ですので、先ほどと同じように、これも議員の

皆様で話し合っていただいて、総意の下、事務局

のほうに提案いただければと思います。 

  また、最後になりますけれども、ヘルメット、

ビブス等の関係でございますが、先例としてはお

かしい、考え直してほしいというようなご意見い

ただきました。こちらのほうについても、議会の

ほうで例えば法律とか規則、条例等でうたってい

ないようなものについては、議会の中で話し合っ

て、そういったものを先例として上げて、それが

古いものもあれば新しいものもあると思いますが、

そういった形で法律ですとか条例、規則にないも

のは先例として今後も上げて、それを使った上で

議会運営ができればいいかなというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、再々質問、最後にな

りますけれども、させていただきますけれども、

先ほど青木さんのほうから出たのが、再質問に対

してのユーチューブ配信を今後検討するというの

が昨年答弁とか、その辺のことの回答が抜け落ち

ておりました。 

  また、リース終了後は現状のままとおっしゃい

ましたけれども、リースが終了して機器が残ると

いう形だと現状のままではないんですけれども、

そこのところも先ほどの再質問に対しての答弁で

カバーする範囲が抜け落ちておりましたので、

再々質問の前にそこのところをまず、先ほど答弁

忘れたのかどうか、ライブの範囲も含めてそこの

ところが抜け落ちたところを再質問の答弁という

形で付け足しをお願いいたします。 

  再質問の、そちらで抜け落ちたところの確認を

して、ちゃんとやってくださいということですか

ら。まだ再々質問ではありません。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） 議会事務局主幹

の青木でございます。 

  ユーチューブについてでございますが、ユーチ

ューブの調査は個人的にはやっております。ユー

チューブの配信のメリットとして経費が安いとい

うことが上げられます。デメリットとしては、も

う保守サポートがないと。映像の編集、配信、デ

ータ管理等の運営の負担が大きい。過去の映像の

検索が難しい、などが挙げられております。 

  現在、町議会ではＮＴＴの関連会社の映像シス

テムを導入しています。このシステムは、宮代町

議会の円形議場に合わせたデザインをしているも

ので、ＨＤＤカメラ３台、赤外線マイク17台を１

人で操作できるシステムでございます。 

  このシステムのメリットは、１人で操作できる

操作性、映像配信の環境が安定していると、デー

タを安全に保管できる、データ管理、過去の映像

を検索してオンデマンドで配信できる、専門的に

保守サポートがある。このようなことから、来年

度も引き続き現在の映像システムを利用させてい

きたいと考えております。リースについても、そ

ういう理由で進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

  賃貸借については、リースが切れるとゼロにな

るんですが、音響機器の保守点検料はそのまま残

るということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ライブの範囲。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） ライブの範囲と
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いうのは、町民に向けてということでございます。

庁舎内だけじゃなくて、町民に向けてということ

でございます。 

○委員（佐藤将行君） 再質問のときか何かの前に、

あちらからライブの範囲と言われたので、再質問

のときに言われたので、再質問で尋ねてそこの意

味が分からないと聞いたのをきちんと説明されて

いないから、そこのところを再質問の抜け落ちた

ところといって今言っているんですから、それに

対してまた中途半端になっているから聞いている

だけで、これは再々質問ではありません。 

○議会事務局主幹（青木 豊君） ライブの範囲と

いうのは、別室を間借りして傍聴者用に配信する

ということだけではなくて、ユーチューブを利用

してライブ配信をするという意味でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） よく分からなかったんです

けれども、後で直接もっと詳しくこのライブの範

囲についてだけは、この場ではなくて、この場で

やると長くなっちゃいますのでやめておきます。 

  再々質問に入らせていただきます。 

  ごめんなさい、再質問のときにちょっと押田事

務局長の抜け落ちたところで、先ほどおっしゃっ

たノートパソコンなりタブレットなりその辺のこ

とを定めているのか、会議規則、規則のほうで定

めてあるので、僕がちょっとこの辺は不勉強で申

し訳ないんですけれども、規則のほうは、会議の

方、議会のほうの規則だと規則制定権の範疇で議

員のほうが関与するような形になるのかな。 

  通常の執行部のほうのであれば、執行部のほう

で規則のほうを改廃することができるはずなんで

すけれども、それと僕、同じような感じなのかな

と思って事務局のほうで規則のほうもできるかと

思ってお尋ねしたので、そこのところの正確なと

ころ、ちょっと私のほうの不勉強なので、まずは

ここのところは教えてくださいという形になりま

す。 

  それと、先ほどのＰＣ対応というかその辺の意

見というか見解の食い違いのところというのは、

これ予算のほうで総務のほうだと言われるかもし

れませんけれども、事務局の、これは事務局の方

が基本申し上げておりますけれども、このような

いろいろ資料を整理したりとか用意するというと

ころの事務から解放されて、先ほどの超過勤務と

かもいろいろ申し上げましたけれども、事務局の

負担を減らすという方向も含んでいるというとこ

ろはご理解いただけていなさそうなので、そこの

ところも含めてということになります。 

  また、パソコンのほうを使えるようになれば、

議員の仕事のほうの効率化も図れるというところ

も含めてありますので、そこのところを見解が違

うようであれば修正のほうをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長の押

田でございます。 

  まず、条例ですとか規則の関係でございます。

執行部においては、条例は議会提案する必要がご

ざいます。しかしながら、規則については町長決

裁で済みます。 

  また、議会に関する条例ですとか規則、こちら

はいずれも議会で諮る必要がございます。この点、

規則については執行部と議会で若干の違いがあり

ます。この点については以上でよろしいでしょう

か。 

  もう１点でございますが、資料関係のもの、今

は紙媒体が多いということで、もしそういったも

のをなくせばそういう資料を用意する負担から解

放されると、負担が少なくなるんではないかとい

うようなうれしいご意見いただいたんですが、
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我々事務局、今、紙媒体やっていますが、決して

負担とは思っていないんです。ですので、今の現

状としてはまだ紙媒体でやる方法しか考えていな

いです。 

  先ほども申し上げたように、パソコン等、タブ

レット等導入できれば、そこに全部入れて議員の

皆様に情報提供することができるんですが、今、

宮代町議会ではタブレットを導入しておりません

ので、現状ではやはりもう昔ながらの紙媒体の提

供という形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

  ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） なければ、議会事務局は

終了とさせていただきます。 

  ここで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ０時２６分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより総務課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上、必

ず挙手をして委員長の許可を受けてから発言いた

だくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いします。 

○総務課長（福田拓也君） 総務課長の福田です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 皆さんこんにちは。

総務課副課長の青栁です。よろしくお願いいたし

ます。 

○人権推進室長（野口延寿君） こんにちは。人権

推進室長の野口と申します。よろしくお願いいた

します。 

○総務課主幹（高澤 学君） こんにちは。秘書広

報担当主幹の高澤と申します。よろしくお願いい

たします。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） こんにちは。総務課

庶務職員担当主幹の齋藤でございます。よろしく

お願いいたします。 

○文書法規担当主査（小林美香君） 皆さん、こん

にちは。総務課文書法規担当主査の小林といいま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） それでは、質疑の前に、

質問する前に資料名、ページを言ってから質問を

お願いいたします。 

  また、マイクのスイッチは前段者がマイクを切

ってから入れてください。よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、また答弁に当たっては職、氏名述べ

ていただくようよろしくお願いします。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 議員の鈴木です。鈴木です。

よろしくお願いします。 

  私たちの予算書の20ページをお願いします。 

  ここの中にみやしろ缶バッジとありますけれど

も、今回商工会のほうから連絡がありまして、缶

バッジのほうにハナレンジャーとみやべえを採用

していただけたということで、ありがとうござい

ます。 

  そこで、お聞きしたいのですが、制作はどこで

缶バッチの制作というのは行っていますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。缶バッチについてお答え申し上げます。 

  今、委員がおっしゃっているまずハナレンジャ

ーとみやべえなんですが、これは実はまだ制作ま
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では至っておりません。商工会さんのほうに使っ

てよろしいかということでお問合せを今、してい

る段階でした、まだ実際にこれを缶バッジとして

販売のほうはしておりません。 

  まず、制作なんですが、今まで第１弾、第２弾、

第３弾と出ておりまして、基本的には秘書広報担

当の職員のほうで制作のほうを行っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 庁舎の中でつくっていると

いう、役場の中でつくっているということなんで

すけれども、これは利益としては持続可能な事業

として成り立つものなんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） お答えいたします。 

  持続可能な事業ということなんですが、今１個、

要はがちゃがちゃで販売のほうをしているんです

けれども、１個100円で販売のほうをさせていた

だいています。これをつくるに当たって、今原価

のほうを出しますと１個当たり63.6円ぐらいが原

価で１個当たり制作するに当たっての原価となっ

ております。 

  持続可能ということなんですが、今大体現段階

で、令和５年度で3,300個ぐらい販売しておりま

して、これが大体職員のほうでは制作はしておる

んですが、職員が職務の間、これも職務なんです

が、間でつくっているような形で、今特に苦労も

なく職員で手分けしてつくっていますので、原価

が63円で１個100円ですので、損はしていないと

いうところで行きますと、持続は可能だと考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 最後の質問になります。 

  これ、私はみやべえ販売するようになったらぜ

ひともほしいなと思っている品物なんですけれど

も、こういうの今がちゃがちゃでというふうな話

なんですけれども、がちゃがちゃ以外に購入とい

うか、このやつが欲しいとかという購入ができる

のか。また、がちゃがちゃはどこにあるのか教え

ていただけますか。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  まず、購入についてなんですが、基本的にはが

ちゃがちゃだけで今は考えております。 

  がちゃがちゃの置いてある場所なんですが、今、

第１弾、第２弾、第３弾がございまして、第１弾

が10個、これはもう今販売のほうは行っておりま

せん。今、第２弾、第３弾を商工会さん協力で各

町内の店舗、お店ですとかそういうものをモチー

フにした図柄で缶バッチのほうを制作しているん

ですが、第２弾が11個で、こちらが無印良品の中

でがちゃがちゃを設置しております。同じく第３

弾も、こちらも店舗のモチーフにしたものなんで

すが、こちらも11種類で、こちらは新しい村でが

ちゃがちゃのほうを設置しておりますので、そち

らで欲しいものがあったとしたら、第２弾が11個、

第３弾が11個ですので、おのおの11分の１の確率

で出るような形というということで今、考えてお

ります。 

  次、第４弾でまたハナレンジャーとかを採用し

た際も同じような形で、何種類になるか分からな

いんですが、くじ運みたいな形になるかと思いま

す。 

  以上です。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます
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か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。よろしくお願

いします。 

  予算書の77ページで、みやしろズームアッププ

ロジェクトの中で、本年度の特徴として「みんな

が地域の特派員」による情報発信とありますけれ

ども、説明のほうで報償費とかに特派員謝金とあ

りますけれども、特派員というのは現在何名ぐら

いいて、どういう方が特派員としているのかとい

うのを教えていただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  詳しくは私たちの予算書の20ページをご覧いた

だければと思うんですが、こちらに「みんなが地

域の特派員」の活動支援ということで、事業のほ

うが簡単なんですが記載のほうをさせております。 

  特にどういった方という制限というのはないん

ですが、宮代町の情報ですとかＰＲをしていただ

ける方で、動画ですとか写真、あと記事のほうを

制作していただいて、広報紙ですとか町のＳＮＳ

などに掲載していただけるような方ということで

募集のほうをして、今、活動のほうをさせていた

だいております。 

  現時点で、13名の方が活動のほうに携わってい

ただいております。 

  以上です。 

○委員（小島あけみ君） ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） よろしいですか。 

  次、質疑。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  まず、職員数なんですけれども、予算書でいう

と66、67でいいのか、ただ全体の職員数のことな

のであれですけれども、職員、会計年度任用職員

は、令和６年度についてはそれぞれ何人増やす予

定なのかということと、２点目はその配属先はど

こを予定しているのかという点。 

  そして、３点目は経緯、推移含めて総残業時間

の推移というのが今どのような状況かということ。 

  それから、４点目が、職員の増員によって何％

程度の残業代を減額できるという見込みでいるの

か。 

  それから、５点目が、あと人件費が数年前は15

億程度だったと思うんですけれども、今18億から

19億ぐらいまで乗ってきたと思うんですけれども、

その年々増えている理由、これをお伺いしたいと

いうことと、あと６点目が人事の在り方でちょっ

とお伺いしたいんですけれども、例えばなんです

けれども、局長なんかも議会未経験で局長という

ところに配属されたり、あと公営での選挙という

のが今回ありましたけれども、町は前回の補欠選

挙からということですけれども、その補欠選挙に

公営の選挙を担当した職員が一切誰もいなくなっ

てしまったということをお伺いしたんですけれど

も、そういう配属の仕方というのは少しおかしい

ような気がしていて、やっぱりある程度は分かる

人が１人ぐらい残ってとかやっていかなきゃいけ

ないのかなと思うんですけれども、なぜそうなっ

てしまうのかということと、それでいいのかとい

うのがちょっと疑問に思いますので、その点につ

いての考え方をお伺いさせていただきます。 

  あと、もう１点は違う点なんですけれども、

「みやしろで暮らそっ」というホームページやっ

ているかと思うんですけれども、そこでよくお店

取り上げられたりするんですけれども、何回も取

り上げられたりするお店と、１回も全然取り上げ
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られないお店とかあるんですけれども、それはど

うやって選んでいるのかなという点と、この間は

何か杉戸のお店まで取り上げてあったりするのに、

宮代のお店取り上げられていないところいっぱい

あるんですけれども、その辺がどうなっているの

かなという点をお伺いさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  じゃ、ご質疑に順次お答え申し上げます。 

  まず、職員数ですけれども、基本的に予算書の、

先ほど給与費明細書、例えば一般会計ですと225

ページ、225ページの上段のア、会計年度任用職

員以外の職員、これがいわゆる正規職員というふ

うにまずはお考えいただきたいと思います。 

  その下の、２つ表の下のイの会計年度任用職員、

これがいわゆるその会計年度任用職員のまず予算

の積算上の人数となります。 

  私のほうからお答えしたいのは、こちらはあく

まで予算積算時の見込みの人数で計上したもので

すので、今現在ですともう４月１日現在の見込数

がある程度確定しておりますので、そちらをベー

スにお答えをさせていただきますので、ちょっと

人数がここと違うという点についてはあらかじめ

ちょっとご了解いただきながら聞いていただきた

いと思います。 

  まず、１点目、職員数、正規職員のほうの人数

ですけれども、令和５年度、今年度がまず宮代町

の行政機関、庁舎内ですとか出先機関等で働いて

いる職員が228名、そのほかいわゆる宮代町の身

分を持ちながら派遣等で行っている職員、いわゆ

る町が給与を負担している職員が３名いますので、

231人になります。 

  実際に令和６年度がどうかというと、まず宮代

町の庁舎内と出先機関等で働く職員が230人、同

じく派遣等が３人いますので233人ということで

すので、令和５年度と６年度を比較しますと２人、

２名の職員の増を見込んでございます。これは一

般会計問わず全て、企業会計まで含め、特別会計、

企業会計を含めての人数になります。 

  一方、会計年度の任用職員数ですけれども、こ

ちらはまだ予算、こちらはまだ任用が全てまだ決

まっていなくて、募集はして、選考等は終えてい

るんですけれども、そちらでまだ不足している職

種等もありまして募集をしていますので、こちら

は予算書の見ていただきましたとおり、こちらの

会計年度任用職員については予算、給与費明細書

の225ページにございますとおり、イの段です、

会計年度任用職員数の本年度、これは令和６年度

ですけれども、これが（191人）というのが、こ

れがパートタイムの職員数。18人というのがいわ

ゆるフルタイムの職員数で、18人のこのフルタイ

ムは全て保育士になります。 

  ５年度も、前年度の令和５年度同様に見ていた

だくと、パートタイムの職員が176人でフルタイ

ムの職員が17人。比較のところを見ていただきま

すとパートタイムが15増えていて、フルタイムが

１人増えていますので、会計年度任用職員数につ

いては16人の増加となっております。 

  続きまして、配属先ですけれども、配属先につ

きましては、こちらは正規職員でいいますと、来

年度も組織の体制については12課と１室１局の14

課室局ですので、組織体制としましては令和５年

度と課の変更等は今のところ予定はしておりませ

んので、令和５年度の職員の配置数をベースに、

予定しておりますのはごみの移管、ごみ処理の業

務の移管が予定されております環境資源課への職

員数の増加と、あと教育委員会、須賀小学校の再
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整備ですとか、あとエアコン、体育館へのエアコ

ンの設置業務、あるいは学校が既に老朽化してい

ますので、そういった更新業務に対応するための

増として教育委員会の増員を予定しております。 

  これにつきましては、後日、職員の一覧等につ

いてはそちらをお示ししたいというふうに考えて

ございます。 

  続きまして、残業、職員数の、超過勤務につい

てのご質疑ですけれども、超過勤務につきまして

は令和４年度、決算が出ている４年度からちょっ

と確認をしますと、令和４年度ですとこちら統計

上、月当たりの平均ということでちょっと捉えて

いるんですけれども、職員１人当たりの月の平均

が令和４年度で8.2時間となっております。 

  令和５年度についてどうかというところで、ち

ょっと私のほうで昨日付でちょっと計算したとこ

ろ、現在、月当たり7.38時間ということになって

おりますので、8.2時間に対して7.38時間という

ことで、若干ですけれども前年度よりは減少傾向

にあるというような状況でございます。 

  また、過去の推移はどうかということでしたけ

れども、令和２年度以前、平成30年からちょっと

私持っているんですけれども、平成30年で8.16時

間、31年度で9.41時間、令和２年度は6.39時間で、

令和２年度についてはコロナ禍ということで町の

事業等の中止等が多かったので、それによってか

なり超過勤務は減っております。令和３年度につ

いては8.75で令和４年度は8.2、今年度は7.38と

いうことで、横ばいかもしくは若干緩やかに減少

しているというような状況でございまして、当初

予算においても超過勤務の予算については特段、

町全体の予算ではそれほど増えてはおりません。 

  続きまして、残業削減、職員数によっての残業

の見込みということでしたけれども、令和６年度

につきましては、先ほど言いましたとおり職員、

正規職員数は２名増で会計年度職員が18名増、こ

れはあくまで予算ベースとなっていますので、会

計年度任用職員については保育士とかの部分につ

いてはまだ十分にちょっと補えていない部分もご

ざいますので、超過勤務についてどの程度削減で

きるかということですけれども、正規職員につい

ては２人増加しましたけれども、業務量への対応

ということですので、あまり超過勤務の削減につ

ながるかどうかというのはちょっと現段階では難

しいかなというふうに考えてございます。 

  会計年度任用職員についても、必要に応じてこ

ちらは各所属とのヒアリングを踏まえて人数を配

置しておりますので、それをもって正規職員の超

過勤務が削減できるかどうかというところで、こ

ちらもちょっと削減につながるかどうかというと

ころまではちょっと不透明な部分は当然ございま

す。 

  すみません、続きましてすみません、人件費で

す。今年の予算でずっと最近増えているがどうか

という質疑ですけれども、例えば令和５年度と令

和６年度の当初予算を比較しますと、こちらが人

件費、正規職員で令和６年度当初予算が18億

3,600万、約18億3,600万。前年度が17億7,300万で

すので、約6,200万の増となっております。 

  こちらは、給与改定、昇給、あるいは勤勉手当

の改定等も行っておりますので、そういった影響

に伴いまして増加となっております。 

  先ほども申し上げましたとおり、こちらはあく

まで予算ベースで増加となっておりますけれども、

今申し上げましたとおり実際職員は２人しか増加

しませんので、ここまでの執行には現在のところ

は至らないかなという見込みでございます。 

  一方、会計年度ですけれども、会計年度職員も

結構大幅に増えておりまして、会計年度任用職員

で申し上げますと令和６年度が３億8,800万、約
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ですけれども３億8,800万。それに対して、令和

５年度が３億3,800万ですので、約5,000万ほどこ

ちらも増加しております。 

  こちら最も大きい理由は、今、３月定例会に議

案として上程させていただいておりますけれども、

勤勉手当の支給、要件に該当する方になりますけ

れども、支給が開始されます。議決をいただけれ

ばそういった勤勉手当を支給することが可能とな

りまして、先ほど会計年度18人フルタイムいると

いうのは保育士だというお話をしましたけれども、

こういった方々がそういった勤勉手当の支給対象

となりますので、そういった支給、そもそもの制

度として変わる部分がありますので、そういった

部分で人件費については増加しております。 

  また、一方、最低賃金のほうもずっと上昇して

おりますので、それに対応してそもそもの単価自

体も引き上げておりますので、そういった影響に

よりまして人件費のほうはちょっと上昇の傾向に

あるということでございます。 

  じゃ、私のほうからは以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○総務課長（福田拓也君） 総務課長の福田です。 

  合川委員のほうから人事異動の在り方につきま

してご質問いただきました。 

  経験のある職員を配置するというのは大切な観

点でございまして、それについては人事担当とし

ても留意をしているところでございます。 

  ただ、なかなか人材を探したときに、やっぱり

経験した人が必ずしもいるというわけではござい

ませんで、なかなか経験者が配置できないという

こともあります。 

  人事異動に当たりましては、職員の能力開発で

すとかモチベーションの維持、また長期的な仕事

が続いていくという組織運営の観点から人を交代

させて経験を積ませているところでございます。 

  当町につきましては、30代から40代の職員が少

ない現状がございまして、50代の職員から今20代

の職員が引き継ぎを受けていると、こういった状

況もございます。 

  ですので、なかなか経験者の配置ということが

難しい面もあるんですけれども、そういった観点

は人事異動の中で持っていますので、それには留

意してまいりたいと思います。 

  先ほど、お話の中で選挙の関係ではございまし

たけれども、選挙としましては一応副課長が経験

者として事務を担当させていただいております。 

  以上です。 

  失礼しました、最後のご質問で、「みやしろで

暮らそっ」のホームページのお話がございました

けれども、こちらにつきましては総務課ではなく

て企画財政課の所管になりますので、申し訳ござ

いません。そちらで確認をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 分かりました。 

  １点だけなんですけれども、職員の増員によっ

て残業代が幾ら減額できるかちょっと分からない

というお話だったんですけれども、先日の議会の

中で総務課長の答弁だと残業代の減につなげてい

きたい、増員が残業代の減につなげていきたいと

いう答弁、お話あったかと思うので、そういう観

点で人を雇い入れて残業を少し少なくしていこう

ということなのかなと思っていたんですが、それ

でよろしいでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私、すみません、先ほど不透明ということを申

し上げましたけれども、もちろん残業代について
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はワーク・ライフ・バランスも今、叫ばれており

ますので、超過勤務の削減については総務課のほ

うからも働きをかけていきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑は。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  私の、私たちの予算書のページ20ページ、ペー

ジ20ページじゃおかしいな、20ページ、みやしろ

ズームアッププロジェクト、先ほど前段の議員さ

んからみやしろ缶バッジの話が出ましたけれども、

その中で商工会のハナレンジャー、みやべえのバ

ッジにできないかという問合せをしたということ

なんですが、町としてはハナレンジャーをどのよ

うなふうに捉えているのかちょっと教えていただ

きたいんです。１つ、１つです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  ハナレンジャーにつきましては、昨今世間では

ゆるキャラマスコットというのがブームを一時巻

き起こったわけなんですが、宮代町ではそういう

ゆるキャラはないということです。 

  ハナレンジャーにつきましては、もともとが商

工会の青年部さんのほうでつくられたキャラクタ

ーということで、それがお祭り等で登場したりし

て、今すごく子供たちもお祭りの中で写真の行列

ができるほど人気があるような形になっておりま

す。 

  町というよりは商工会さんのほうでつくられた

キャラクターということなので、俗にいう町の公

認キャラクターというところまでは行っていない

というのがまだ認識の中ではございます。 

  ただ、これだけ宮代といえばハナレンジャーの

ようなキャラクターになっておりますので、でき

れば町としましては商工会さんに、例えばこうい

う缶バッジですとか、例えばほかに今度グッズを

つくったときに、こういうものが宮代町を代表す

るキャラクターということで、商工会さん、商工

会青年部さんの許可を得ながら今後も継続利用さ

せていただければというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  おっしゃるとおりで、駅前の町の案内看板にも

ハナレンジャーが掲載していて、町もハナレンジ

ャーのことを応援しているのかなというふうに思

うんですが、町外から宮代町に訪れる方、そのと

きに案内板にハナレンジャーを、個人的には本当

にうれしいんですけれども、何でハナレンジャー

なのかなというふうに思う方もいらっしゃるのか

なというふうに思うんですが、例えば宮代の外交

官の片桐仁さんとか國府田マリ子さん、特に片桐

仁さんというのは全国的にいろんな才能があって、

知名度も大変あるのかなと思うんですけれども、

そういうふうに考えると、ハナレンジャーもいい

んですけれども、例えば片桐仁さんが町を案内す

るみたいな形にしたほうが、片桐仁イコール宮代

町なんだなというふうな、訪れる方がそういうふ

うに思うんじゃないかなと思うんですけれども、

その辺どのように思いますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  今、確かに常にハナレンジャーに頼っていろん

なものを、グッズですとか今回の缶バッジに関し

てもハナレンジャーに頼って、当然人気がありま
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すから、カラー的にもすごくカラフルですし、す

ごくいいものだと思っていますので、使わせてい

ただいています。 

  片桐仁さんに、あとは國府田マリ子さんにつき

ましては、外交官なり片桐仁さんに関しましては

モニュメントのご提供をいただいたりということ

で、いろいろ宮代町に対して様々なご協力をいた

だいているところでございます。 

  ちょっと私ども秘書広報担当のほうで今後どう

いうふうに携わっていくかと、なかなか具体的に

申し上げられるものではないのですが、できれば

こういう著名な、宮代出身の著名な方ですとか、

機会があれば今後も継続して、例えば町民まつり

でお越しいただくですとか、あと町の広報紙に登

場していただくですとか、そういうことは検討の

ほうはできればしていきたいとは考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ありがとうございます。川

野です。 

  今年、新聞とかテレビ等で埼玉県の特産のイチ

ゴ、秩父のほうでＪＡさんと地元の農家さんとで

イチゴの特産品として今回あまりんというのを噺

家のたい平さんが、林家たい平さんが名づけ親ら

しんですけれども、そういったやはり知名度のあ

る芸能人というか、そういった方にいろんなこと

でこの地域のことを盛り上げていただくというの

が、やっぱり一番早いのかなというふうに思うの

で、ぜひ片桐仁さん、國府田マリ子さんもそうな

んですけれども、そういった有名人をどんどん使

ったほうがいいと思いますので、そういった提案

をさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉です。よろしくお願い

いたします。大きく１点質問させていただきます。 

  予算書の84、85ページになります。 

  総務費の総務管理費の中で、（１）男女共同参

画社会推進事業になります。その中で、まず12の

委託料、こちらで一時保育業務委託料とあるんで

すが、こちらのほうが昨年度は22万7,000円が今

回45万2,000円に、２倍近くになっている、２倍

以上になっているということですか。 

  それと、19の扶助費、配偶者等からの暴力など

による被害者への緊急避難支援費ということで16

万8,000円。こちらも前年度８万4,000円から２倍

になっているということなんですけれども、この

増えたということは何か問題が生じたということ

だと思いますので、それについてお伺いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  男女共同参画社会推進事業の委託料です、一時

保育業務委託料ということで、こちらのほうを増

加させていただいている理由につきましては、こ

ちらにつきましては町の中で、例えば学校の再編

の適正化ですとか、あと保健センターなどで行う

健診事業、あと町のイベント関係で皆さんに、多

くの方に参加いただくために一時保育のほうを設

けているんですが、ここ数年間はコロナの関係で

イベント自体が中止になったりですとか、できる

だけ参加者を抑えてという形になっておりました。 

  昨年の５月からコロナのほうの対策が変わりま

したので、今年度につきましても健診などでかな

り増えているところなんですが、来年度につきま

してもこれ以上もっと増えるのではないかという



－３９－ 

見込みがございまして、各課に事前に予算策定の

際、照会をかけまして、その数字を基に今回、増

やさせていただいているものでございます。 

  続いて、扶助費です、こちらにつきましては倍

増ということでご指摘いただいているところなん

ですけれども、今年度、秋口に１件該当がござい

まして、あまり具体的に言ってしまうとちょっと

特定されてしまうおそれがあるので、詳しくは言

えないんですが、家族間のトラブルがございまし

て、その日１日ちょっと泊まるところがないとい

うようなことがございまして、そちらの方につき

まして宿泊場所を提供する際、手持ち、逃げる際

に金品のものをお持ちでなかったということがご

ざいましたので、ご本人とお子さんお二人分の宿

泊費ということで実績がございます。 

  来年度につきましては、実際予算措置をいたし

ましたが、執行されることがないのが一番なんで

すが、宿泊費などがこの頃高騰しているものもご

ざいますし、宿泊費だけではなくて着の身着のま

ま逃げられたりした方については、例えば衣服で

すとか、寒い時間なんかですと衣服、あとお子さ

んなんかお連れになっている場合は、例えば粉ミ

ルクですとか食品なども少し提供も必要となって

まいりますので、その点からこちらのほうの予算

額のほうを増やさせていただいているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  １問目のほうはよく分かりました。２問目のほ

うで、例えば宿泊ですと7,000円、食費だと1,400

円という形で出しているとは思うんですが、例え

ばこれ一時的に行うとは思うんですけれども、そ

の後やはりＤＶですから継続されるおそれがある

ので、その後の補助というものは別の課に移管さ

れるのか、それとも総務課のほうがそのまま継続

的にやられるのかということをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  こちらの扶助費のほうを使う場合は、ＤＶです

とか家庭内のトラブルが主なことになると思いま

す。 

  ＤＶの場合、退避するための施設というのがご

ざいまして、そちらのほうには宮代でいいますと

東部福祉事務所のほうと通じて避難をするような

形になりまして、実際私どものほうでもどちらの

施設に避難されているかというのは全く分からな

い状態でございます。 

  先ほど説明させていただいたケースにつきまし

ては、そちらのほうの施設に移管するのではなく

てご実家のほうに避難をされて、話合いの下そち

らのほうは解決となりましたので、現在のところ

は問題のほうは解決しております。 

  ですので、実際どこが担当するかというのはそ

のケースによりまして、そのまま継続的な相談が

必要な場合ですとか、例えばお子さんがいらっし

ゃる場合、学校教育ですとか子育て支援課などと

提携する場合もあるんですけれども、基本的には

町のほうでフォローしていくような形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  もう少しマイクを口に近づけていただければ、

ちょっと遠いので声が小さくなっていますので、

よろしくお願いいたします。 

  再々質問させていただきます。 

  よく分かりました。 
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  例えば、そういうＤＶになるので、やっぱり警

察のほうの対処も必要になってくることもあるか

もしれないので、その場合ですと町民生活課が担

当になるのか、そのまま総務課なのか、そこだけ

教えていただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  マイクはいいですか。大丈夫ですか。 

  町民生活課と総務課のほうの区分なんですけれ

ども、ＤＶ相談を受けた際には、実際暴力の程度

ですとか頻度なども伺うところなんですけれども、

まずこちらとして申し上げるのは、暴力を受けた

際は必ず110番をしてくださいと。警察のほうで

す。役場で相談来ていただくのもあれなんですけ

れども、まずは警察のほうに介入していただくの

がまず大事ということでお伝えしております。 

  ただ、どうしても家族間ですので、警察を呼ぶ

ことにためらいというのがある場合もあります。

結局夫婦間ですとか親子などの場合、警察が来て

パトカーを呼ぶという行為についてためらってい

るケースというのもあるのは事実でございます。 

  ただ、そちらにつきましては、たとえ小さな事

案であっても今後大きな事案になる可能性もあり

ますので、そちらのほうにつきましては面接の際

に必ず警察のほうにも連絡ということと、警察に

言うことによって、ひどい場合ですと逮捕という

こともあるんですが、見回りといいますかパトロ

ールですとか見守りの対象になってきますので、

そちらのほうはお願いしている次第でございます。 

  町民生活課とのやり取りというのは、町民生活

課につきましてはどちらかというと防災ですとか

安全面とか環境面ですか、そちらのほうになりま

すので、特に町民生活課との連携はしておりませ

ん。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。１点質問をさせ

ていただきます。 

  予算書の76、77ページの広聴・広報事業につい

てです。こちらで何点か質問をさせていただきま

す。 

  広報みやしろ、こちら印刷製本費745万円の部

数をまず教えてください。そして、その配布先で

す、自治会で配っていただくものと、あと各公共

施設など何部ずつ配っていただいているのかお伺

いいたします。 

  その次に、広報と広聴という部分では町長への

手紙の実施を継続していただいているので、そこ

で皆さんのご意見聞いているのかなと思います。 

  一般質問でも質問をさせていただきました。そ

の際に、ホームページ上で広報紙をご覧になられ

ているのが、令和５年度ですと３万1,578回とい

う、かなりその推移としては増えている現状を先

日教えていただきました。 

  それで、ホームページで町の情報も取れるので

すが、そこからその先に、広報のページの中に入

って広報のホームページに貼ってあるその情報も

見ているということでした。 

  そのような今の現状があると思うんですが、そ

のホームページをオンラインで、ネットでご覧に

なるのは割と若い方かなとは思うんですが、そう

いう方たちがご覧になられているのでこのような

件数も増えてきているのかなとは思うんですけれ

ども、実際にこの広報みやしろ、この紙で広報を

つくられているものも、若い人をターゲットにし

ていると伺っております。 
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  そこで、実際に紙で見る方というのは割と年配

の方のほうが多いのかなと思うんですけれども、

町として広報をつくるときのターゲット層と実際

見ている方の今の状況というのを、ちょっとその

あたりもどう捉えているのか教えていただければ

と思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  まず、印刷製本費、予算書76、77ページの広

聴・広報事業の印刷製本費745万円になるんです

が、こちらは契約としましては埼玉新聞社、こち

らに年間の単価契約ということで契約しておりま

す。 

  契約の内容が、単価なので１部当たりに幾らと

いう単価になります。広報というのが、毎月その

月の記事の多さによって変わってくるんですが、

16ページ、20ページ、24ページと３種類ございま

して、16ページが43.56円、20ページが47.3円、

24ページが52.8円です。基本的には、月ごとに、

１月当たり１万2,500部を刷るということでこの

単価のほうを契約させて頂いております。 

  じゃ、16ページ、20ページ、24ページ、年間で

どのように変わるのかといいますと、これはその

月の情報量によりますので、一概に何とも言えな

いところがありますので、こちらはちょっとその

月ごとということでご理解いただけたらと思いま

す。 

  続きまして、町長への手紙でよろしい。 

〔発言する人あり〕 

○総務課主幹（高澤 学君） 配布数なんですが、

先ほども申し上げたとおり１月当たり１万2,500

部の印刷量が参りまして、世帯配布数が約１万

200ぐらいです。それ以外に各施設、例えば役場

の各窓口ですとか、あと各公共施設、図書館です

とか保健センター、郷土資料館など、あと各駅、

３駅、東武動物公園駅、姫宮駅、和戸駅、あと各

郵便局ですとか銀行さんですとか、そういうあと

は各コンビニエンスストア、スーパーなどにも配

布しております。そちらが約今90か所、配布のほ

うはさせていただいております。 

  これは、配布数は各その施設によって、当初ま

ずその広報配布日に持っていく数というのが決め

手はあるんですが、あとはそのなくなった状況に

よって補充していきますので、一概にこれが幾つ

というのは毎月違いますので、何とも言えないと

ころではございます。 

  続きまして、３番目のターゲット層になるんで

すが、先ほど議員さん、若い人がターゲットと申

し上げたんですが、特段若い人に絞っているとい

うことはございません。やはり情報としましては、

お子様から当然若い人、あとお年寄りとかのいろ

いろ情報もございますので、幅広い方に読んでい

ただくということで、特段若い人をターゲットに

しているという認識はございません。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。再質問をさせて

いただきます。 

  １点目の広報の配布部数なんですけれども、印

刷部数は承知をいたしました。 

  それで、１万200世帯に、これは自治会を通し

てこの部数を配られているのでしょうか。 

  それで、１万2,500からこの部数を引くと2,300

部になるんですけれども、これを90か所に置いて

いて、その余りとか、または廃棄する数というの

はどのぐらいあるのか教えてください。 

  次に、先ほど広報と、広報のターゲットという
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か、そことの兼ね合いでこのデジタルのホームペ

ージとか、広報をＰＤＦで見たりとか、そのあた

りのことも踏まえてということでお伺いをしたん

ですが、今の広報紙は、やはり広報は町の大事な

情報が載っているので、大体もう広報に全部書い

てあるよというぐらい皆さん広報に載っているよ

という感じで思っているものだと思うんです。町

の広報というのは。 

  それで、そういったときに、印象なんですけれ

ども、もちろん皆さんにとって見やすい広報とい

うのが一番いいんですが、内容だったり見た目、

それでタブロイド判に変わったときにカラーにし

ていただいてすごく見やすくはなったんですが、

やはり若い人をターゲットにしているようだとい

う印象を持っているということもあって、例えば

その情報を受け取るということと、あとその見や

すさとかそこら辺のことも考えるとネットを多く

利用する方に寄っていっているその紙媒体の紙の

ものというのがちょっとその辺の、何というか、

そこの、皆さんがそこにちょっと違和感というか、

何かそれを持っていて、いるということなんです

けれども、そのあたりの、例えば読みやすさとい

うことでいうと大きさだったりとか、または本当

に町の知りたい内容とかそのあたりの。 

  先ほどご答弁では、特にターゲットは決めてい

ないということだったんですが、やはり見やすさ

とかそういうところを視点に置いていただきたい

なと思うんです。文字の大きさとか、あと文字が

たくさんあったりとかというところもあると思う

んですけれども、ちょっともう一度そのあたりの

ことを教えてください。 

  以上です。すみません、長くなりました。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  まず、広報紙のほう１万2,500部を各お宅、自

治会を通してお宅にお配りして、各公共施設にお

配りします。どれぐらい廃棄しているのか、毎月

ということですかね、廃棄しているのかというこ

となんですが、ほぼほぼ公共施設ですとか各お宅

に配って１万2,500のほうは、その月によっても

違うんですが、例えば１月、２月ですと残ったの

がほぼない状態です。１月だと残ったのが49部、

12月が115部、11月が40部というような形で、大

体２桁から100部ぐらい残るような形です。 

  廃棄のほうなんですが、これは残ったものはす

ぐ廃棄いたしませんで、しばらくの間は広報担当

のほうに置いていただいて、バックナンバーが欲

しいという方もいらっしゃいますので、いらっし

ゃった方にはお分けするような形で残しておりま

す。 

  広報、いろんな方をターゲットにということで

申し上げて、当然１つの広報なので小さいお子さ

んからお年寄りまで読むと、目の悪いお年寄りが

当然、紙ですからやっぱり若い方はホームページ

で見られる方が多いというふうに委員さんもおっ

しゃっておりますように、紙媒体ですとお年寄り

が見られることのほうが当然多いのかなというふ

うには認識しております。 

  字ですと、現在広報紙では、ヒラギノというＵ

Ｄ角のゴシック体で11ポイントのものを使わせて

いただいております。通常の11ポイントよりも大

きい、見やすい字を広報紙のほうでは使わせてお

いておりまして、あと写真ですとかそういうのも

比較的大きいもの、大きい枠で、中には小さい写

真もあるんですが、なるたけその情報が見やすい

写真を担当のほうで選んでお出しするような形で

考えております。 

  今後におきましても、当然紙媒体というのは、

ホームページ等で情報が見られる時代ではありま
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すが、すぐすぐそういうものに移行していくとは

考えておりませんので、そういった弱視の方、お

年寄りの方、いろいろな方が見る広報紙というこ

とで、その辺のほうは随時工夫のほうはしていき

たいと考えておりますので、ご理解いただけたら

と思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  私たちの予算書20ページ、予算書のほうが77ペ

ージの「みんなが地域の特派員」につきまして、

前段の議員さんからも質問があったと思うんです

が、ちょっと私が聞きはぐっていたら申し訳ない

のですけれども、今13名特派員がいらっしゃると

いうことで、こちらの特派員謝金というものがど

のような形で、どういうことで支払われているの

かということと、あとこちらの特派員がいろんな

形で、インスタだとかいろんなものでやってくだ

さっているのかなと思うのですが、どういった、

どういう方がやってくださっていたり、あとはそ

の年齢とかそういうことが分かればお聞きしたい

と思うのと、こちらはそういう謝金が発生すると

いうことなので、年齢制限があるのかということ

をお聞きしたいです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  まず、予算書の76ページ、77ページのみやしろ

ズームアッププロジェクトの講師謝金というとこ

ろになると思います。 

  まず、13名で活動のほうをしておりまして、ま

ず実績のほうをご説明のほうをさせていただきま

す。 

  今年の令和５年度ですと、制作動画の公開とい

うことで動画のほうをつくっていただいておりま

す。動画のほうに関しましては、今現段階で40で

すね、40回の動画のほうを作成していただいて、

動画の作成に当たりまして１人当たり1,500円の

謝金のほうをお支払いのほうをさせていただいて

おります。 

  この動画に対して、ショート動画という15秒ぐ

らいで終わっちゃう動画もありまして、こちらの

ショート動画に関しましては700円ということで

謝金のほうをお支払いのほうをさせていただいて

おります。 

  あと、制作記事の一覧ということで、ホームペ

ージ、すみません、広報みやしろのほうで、例え

ば花だよりですとか宮代風景だよりですとか、そ

のような記事があるんですが、こちらの記事のほ

うが制作のほうをされた方には1,000円というこ

とでお支払いのほうをさせていただいておりまし

て、今年度、令和５年度につきましては、こちら

の今現段階で40記事のほうを制作のほうをお願い

していただいております。 

  どういった方が対象、特派員としてやっていた

だいているかということなんですが、特段要件と

しましては年齢制限というところに関しましては、

未成年の方に関しては保護者の同意ということで

登録することができるということにしております。

それ以外ですと、要件として、要件としましては

動画の作成、写真撮影技術を生かして発信をした

い方ということで、細かい要件というのは特段つ

けておりません。 

  今いる13名の方を見ますと、活動していただい

ている中では、すごくいい機材を持って、趣味と

いうよりはもうセミプロに近いような方が活動を

していただいているような印象でございます。 
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  年齢に関しましては、一人ひとりの年齢を細か

くちょっと私も把握しておりませんが、高齢な方

もいらっしゃいますし、そうでない方もいらっし

ゃいますということで、あまり20代、30代の方と

いうのはいないかなというところですか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  今の13名なんですけれども、こちらの13名はど

ういった、何か応募をされて、何か募集をかけて

応募で来られた方なのでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  町のほうで、令和４年の３月にみやしろズーム

アッププロジェクト「みんなが地域の特派員」の

募集要項というものをつくりまして、その募集要

項に基づいて募集のほうをさせていただいて、集

まっていただいた13名ということです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） そのときに募集されたまま

の状態ですか、それ以降は募集されていないとい

うことでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 募集のほうは随時行

っています。現段階でもやりたい方がいらっしゃ

れば来ていただいて、入っていただいて活動して

いただくということでお願いのほうをしておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 今も結構たくさんの方が、

とても上手なＳＮＳの使い方をしていらっしゃる

方、結構町内いらっしゃるので、できればもうち

ょっと広く声かけていただけたらと思います。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き総務課分の質疑を行います。 

  質疑ある方はいらっしゃいますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  予算書の69ページ、職員手当についてです。 

  地域手当とあるんですけれども、私たち民間人

からするとこの地域の手当というか寒冷地手当と

かへき地手当とかそういうイメージなんですけれ

ども、これの説明をお願いいたします。 

  それと、埼玉県内でこれは地域によって差があ

るんでしょうか。例えば、宮代町は田舎だから手

当がいいとか、あるいは秩父のほうはもっといい

とか、そのあたり詳しくお願いいたします。 

  それから、人件費のことなんですけれども、こ

の10年間ちょっと遡ってみますと、榎本町長時代

は大体15億単位が４年間続いたんですけれども、

町長が変わりまして毎年必ず上がりまして４億円

以上上がったんです。この間、人口は横ばい、つ

まり税収も横ばいだと思うんですけれども。さら

には、2040年には人口はもう減りだすのは分かっ

ている。つまり税収が減るのは分かっているのに

このように税金、税金じゃない人件費を上げ続け

ていいのでしょうかという質問なんです。 

  この７年間ですから、本当に新井町長がずっと

上げているわけですけれども、これはできたら町
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長に説明していただきたいと思います。議会で呼

んできていいんですよね。お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 総務課主幹の齋藤で

ございます。よろしくお願いいたします。 

  先ほど議員のほうからご質問いただきました人

件費の中の職員手当、地域手当についてでござい

ますが、こちらにつきましては、当町の給与、基

本的には国の人事院勧告等に沿った給与のほうを

設定しているところでございますが、こちらにつ

きましては、給料につきましては基本的に全国一

律というような形で決まっているものでございま

す。 

  しかし、実際、物価等によりまして、その地域

ごとに生活費等の差というのもあろうかと思いま

す。そういったものを地域間の差を埋めるものと

いうことで、地域手当というものが設けられてい

るところでございます。当町におきましては、国

のほうの制度に照らし合わせますと、宮代町、地

域手当６％というところで設定されているところ

でございまして、こちらについて、給料の６％分

の地域手当のほうを予算として計上させていただ

いているところでございます。こちらにつきまし

ては、都市部とかそういった物価が高いところに

行きますと、この地域手当の率が上がっていくと

いうことになりまして、差が設けられているとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  人件費について毎年増加しているが、このまま

引き上げていってよいかという質疑ですけれども、

御存じのとおり、私たちの給与につきましては、

人事院勧告と、あと最低賃金の引上げに伴いまし

て改定をさせていただいておりますので、人件費

が増えている要因としましては、職員数の増減と、

さっき申し上げましたそういった人事院勧告等で

の増加ということになっておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〔「答弁漏れ」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 主幹の齋藤でござい

ます。 

  答弁漏れにつきまして失礼いたしました。 

  県内の様子ということでございますが、ちょっ

と他団体の地域手当の支給状況というのはちょっ

と今手元にないところでございますが、低いとこ

ろはやはり県の西部というか、秩父のほうですね。

あちらのほうになりますと、やはり地域手当の率

というのは低くなってきておりまして、たしか

３％というような形で設定されているところもあ

ったかと思います。 

  失礼いたしました。あと、地域手当ですね、こ

ちらにつきましては、県内の状況として最も低い

ところで地域手当を全く国のほうの支給割合で設

定されていない０％というところで、例えば越生

町ですとか、やはり県の秩父のほうのそっちの方

面になりますかね。そういったところは地域手当
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を全く設定されてないという団体もございます。 

  また、今度は都市部のほうに行きますと、最も

高いところで、国の支給割合で16％というところ

で和光市のほうが16％というところで設定されて

いる状況がございます。こちらが国のほうで示し

ている支給割合ということでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） よく分かりました。新井康

之町長のいらっしゃる越生町で０％、町長は自分

の報酬を30％削減ということでしたけれども、同

じ名前の町長として見習ってほしいということを

新井町長にぜひ伝えてください。お願いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） あらかじめ先ほど委員長に

は申し上げましたけれども、改めて皆さんの前で

先に言っておきます。 

  説明等をして、先ほどの議会事務局のときに中

断させられたり、邪魔をされましたけれども、前

段の先ほどの塚村議員などは自分でも認めている

とおり、長々とやっても止めることはありません

でした。これから私が言うのは個数も多いですし、

内容もできるだけ圧縮して、前段の議員たちの

方々が言っていたことをできるだけ省いて短めに

しようとは心がけますが、先ほどのように変に中

断したり、邪魔をしたりとかしないようなことを

まず念を押しておきます。 

  では、質問に入らせていただきます。 

  ほかの議員がちょっと漏れて忘れたところなん

ですけれども、私が代わりに質問させていただき

ます。 

  71ページ、これは(3)の総務管理事業、こちら

のほうの庶務管理システム等に関しまして、本年

度の特徴として、出退勤等を管理する庶務管理シ

ステムの導入とありますから、恐らくこれまでと

は違って、新たなものを導入したんではないかと

いうふうに読み取れますが、これは、これまでは

どういったところが問題があったのか、問題があ

ったからこそ新たなものというか、庶務管理シス

テムの導入という形になったんでしょうけれども、

例えば退勤期間を手書きでやったりとか、そうい

うふうにしていたとか、そういうふうな問題があ

るかとは思いますが、その辺の説明のほうをよろ

しくお願いいたします。庶務管理関係のところは

そうですね。 

  次に、特別職の報酬というのがこの上のところ、

(2)特別職報酬等審議会事務事業というのがあっ

て、特別職、先ほど前段の金子委員からも質問が

あったように、町長等をはじめ、この辺で話は荒

れているんだと思いますけれども、そもそも町長

の給与に限定させていただけますけれども、適正

かどうかというところの話合いが行われているの

か。行われてるとして、何を根拠に適正となって

いるのかというところをお尋ねします。 

  参考までに榎本町長までは減額をずっとしてい

たにもかかわらず、新井町長になってからその減

額をやめた。１回だけ、半年だけ、町民が大変だ

からという理由で下げたことはあっても、その後、

６月から12月まで下げて、また１月から元へ戻し

たという経緯もありますので、その辺も含めて、

特に総務課長、今月中はいらっしゃるでしょうけ

れども、労務管理のスペシャリストですから、き

ちんとした説明をお願いいたします。 

  次に、ちょっと戻ります。67ページ、一番下の

ところにございます一般管理費の10番、顧問弁護

士委託事業というのがございますね。その細かい

ところが74ページの10番、顧問弁護士委託事業、
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この顧問弁護士というのは、恐らくまだ変わって

ないのであれば、群馬県弁護士会、群馬弁護士会

かな、ちょっとごめんなさい、正確性に欠けると

は思いますが、の熊川弁護士に僕の記憶ではお願

いしているというか、契約している、委託してい

るという形になっているとは思いますが、それは

来年度も変えるつもりはないのか。 

  また、熊川弁護士に県外の弁護士、以前は埼玉

県弁護士会の大塚弁護士に20年ぐらい非常に割高、

2,000万円ぐらい、割高というのは私が指摘しま

したけれども、大塚弁護士が一昨年の４月でした

か、急に辞められた。それで急ぎ探した。通常で

あれば、まず前々任の顧問弁護士である、ちょっ

と名前度忘れしましたけれども、日産のカルロ

ス・ゴーンの事件でも……高野隆弁護士は町民で

あり、埼玉県弁護士会の会員でもあるから、それ

は非常に素直なところなんですよね。その弁護士

の高野さんが秋葉原の東京弁護士会のほうに移転

したので、同じ事務所であった大塚弁護士という

経緯は承知しておりますが、何ゆえこの弁護士は

今回は今は群馬の方になっているのかという理由

と、また、群馬の弁護士を雇うことによって、交

通費、例えば職員が相談に行くときにも非常に高

くなる。浦和とかその辺に行くわけではないです

から。 

  また、この顧問弁護士というのは、たしか空き

家等の審議会のほうのメンバーでもありますから、

それに交通費を払っているはずなので、それでも

埼玉弁護士会の弁護士であればもっと安く済むと

ころが高くなっている。それを正当化するだけの

どうしても熊川弁護士でならなければならないと

いう根拠を来年度も変えることなく、熊川弁護士

あるんであれば説明していただきたいと思います。 

  次に、ちょっと戻りますけれども、71ページに

なります。これの職員研修事業というのが(4)と

してございます。ここに公的資格取得援助金、そ

んなに額は大きくはないですけれども、５万円と

いうふうになっています。この公的資格というの

はどのようなものを指していらっしゃるのかとい

うのと、また、その下の研修旅費とは、研修のこ

とはいろいろ書いてありますけれども、このよう

な研修を行った場合に、その研修に行った職員に

対してレポート等の提出、またそれを行政の執行

に関してのフィードバックというのはきちんとな

されているのかというところをまとめてお尋ねし

たいと思います。 

  次のページへいきまして、72、73の文書管理事

業になるかな、文書管理システム料、これ331万

4,000円となっておりまして、新たな文書管理シ

ステムの運用開始、先ほどのとちょっと勤怠の関

係と似たようなところで、新たなというところが

書いてあるんですけれども、これは従来のものが

使いづらかったのかどうか、また、新たなものに

しなければならない理由、どのようなメリットが

あるか。費用対効果の分ですけれども、その辺を

お願いいたします。 

  次に、首長の給料のほうへいくか、さっきとち

ょっと重複しますけれども、この６ページという

のは総務文教委員会の資料、これので恐縮なんだ

けれども、執行部の方お持ちかどうか分からない

んですけれども、これの５ページに書いてあった

のかな。ちょっと私のほうで分からなくなって申

し訳ない。予算書のほうでは77ページですね。町

長の交際費、これについてお尋ねしたいんですけ

れども、まず、町長のページのところを見ますと、

交際費の執行基準というのがございます。そこの

ところ、ありましたね。資料２、ごめんなさい、

予算特別委員会資料というのが総務文教委員会の

資料の中の黄色い表紙のがあって、そこからまた

ページがリセットされてなっているんです。失礼
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いたしました。町長交際費の支出明細というのが

ございます。これを見ますと、いろいろ細かいと

ころは割愛させていただきますが、飛び抜けて変

わっているのが、会費というものの支出額が令和

３年度２万6,300円、令和４年度、いきなり13万

7,000円、令和５年度34万3,000円と、どんどんと

こういうご時世でありながら上がっているわけで

すね。これをどのように正当化するのかご説明を

願いたいと思います。 

  また、これにつきましては、先日総務課のほう

にもお話しさせていただけましたが、香典とお花

代、花代がこれまでよりもどんどん上がっている

と。１万3,000円とか予算に収めようとしないで、

相手がそういうふうに言ったからと言って、違う

お店を探すとかということをやらなかったという

のは担当課の職員から弁明としてよく分かってお

りますが、そういう細かいところも含めて税金の

無駄遣いというところを圧縮していくという気持

ちが見られないものですから、その点を説明して

いただきたいと思います。 

  このページをめくりまして、６ページになりま

すと、各町と村ですね、町村における首長の給料

等が出ておりますが、それはおのおのの自治体の

事情はあるでしょうが、宮代町、70万円台になっ

ていて、安いところというか、低いところ、安い

って失礼ですね。低いところ、横瀬町とか長瀞町、

東秩父村、この辺は減額中というのを考慮して60

万円台と、宮代町よりも安いというか、低いとこ

ろは幾らでもあります。宮代町、今人口ももう先

ほど前段の議員、金子さんもおっしゃったように、

ピークは実は２年ぐらい前がピークだという話も

ありますけれども、過ぎております。また、全国

的に今年度の出生者数は75万8,000と言われてお

りますが、宮代町、今年度の出生者数186人と住

民課から聞いて分かっておりますが、こういうと

ころを見ても宮代町がこれからどんどん増えるわ

けではないというふうに私は素人考えながら思う

んですが、それをベースにしても町長の給料の高

いところの説明がなされないと思います。これは

僕は一般質問でも退職金も含めて指摘させていた

だきましたし、前段の金子議員がこれまでも何年

も時々指摘しているところですので、きちんと説

明をお願いしたいと思います。 

  次に、これは実は企画財政課のほうにお聞きし

ているんですけれども、事業、総務課でも文書管

理事業とかいろいろありますが、これ久喜市はや

っているんですけれども、廃止した事業の数、ま

た新しく来年度から起こす事業の数、その辺が全

く一瞥しただけでは瞬時に分かるようなものがな

いものですから、そこのところを少なくとも総務

課所管事業数の増減という形でも結構ですので、

そこのところのご説明をお願いしたいと思います。 

  予算の概要、これは久喜市の、検索していただ

ければ分かりますけれども、予算の概要というふ

うにやれば22ページから新規事業は何、完了廃止

事業は何というふうに出ています。 

  次に、これは予算書のほうに反映されていない

からあえてお聞きするんですけれども、調査研究、

例規のことに限定してお尋ねしますが、一般質問

のときもこれを指摘させていただいて、残念なが

ら時間がなくて、福田課長からの答弁だけで終わ

ってしまったところですけれども、まちづくり基

本条例ができたときに、もうその瞬間に施行され

て、まちづくり基本条例が最高規範となったのは、

それは皆さんご了解いただけると思います。した

がいまして、そのときから実はちゃんとやってな

ければいけないんですけれども、いまだにそのよ

うな条例、規則等の例規の整備等がなされていな

いのが実態であるところは、これは共通認識であ

るんですけれども、それに対する少なくとも総務



－４９－ 

課所管のことをまちづくり基本条例の趣旨に合わ

せる作業をするのに調査研究費という名目にする

かどうかは別として、そのようなところを僕が見

落としていたら指摘していただきたいんですけれ

ども、どのような予算になっているのか、または、

そのようなことをやっていないのか、予算に計上

していないのか、その辺をお願いしたいと思いま

す。 

  また、超過勤務のほうに戻りますけれども、ペ

ージ数、69ページですかね、1,281万9,000円の超

過勤務手当というのが一般管理人件費の３番、職

員手当の真ん中辺りにございます。令和５年度は

1,124万2,000円というふうに昨年度のを見たら出

ていますけれども、つまり上がっているわけです

ね。職員数は増える。効率化をすれば１単位の仕

事量も減るはずなのに、当初予算から増額の超過

勤務手当を計上しているというところがきちんと

した説明をいただけないと住民は納得しない。こ

れは散々言われたところですので、これは何人も

の住民の方に言われたので、指摘させていただき

ます。 

  次に、先ほど前段議員何人かご質問されていら

っしゃったのと多少かぶるところがあるかもしれ

ませんが、みやしろズームアッププロジェクトや、

広報「みやしろ」、高澤さんのほうの担当だとは

思いますけれども、その辺に関するところです。

まず、これ過去のことになって恐縮なんですけれ

ども、例えば宮代町で新種の植物が発見されたと、

町民の人が11月１日だったかな、２年ぐらい前の、

埼玉新聞一面にぼんと載りました。また、「マン

スリーとーぶ」、これ電車通勤の方は分かるかも

しれませんが、そこで宮代町が４ページわたって

動物公園の紹介という形で、動物公園の駅西口か

らこの辺までの地図まで載って、要は宮代町にと

ってプラスになるような、宣伝になるようなこと

が載っていたにもかかわらず、特に「マンスリー

とーぶ」は駅に置かれてから半月たったときに、

たまたま町長に会ったときに聞いたら、そんなこ

とは知らんと言われたんですけれども、そういう

こところを職員間で横串で共通認識するというこ

とはそもそもなされているのかどうか。これは第

５次総合計画のほうにも出ていたはずで、それの

５次総の26ページに、縦割りから横断的なところ

で横串となっていますが、そこのところをやるこ

とによって宮代町の知名度を上げたりとか、ホー

ムページに載せたりとかというふうにやるべきな

ところが、いまだにそういうところが改善されて

いないように思えるものですから、そこのところ

をご説明いただきたいと思います。 

  ちょっと忘れないうちに、私たちの予算書の

130ページの町民法律相談というものもございま

すが、これ月に２回やってて、実際、ちょっと宮

代台と言っちゃうとまずいか、町民の方から相談

を受けまして、25分しかやっていない。ごめんな

さい。私たちの予算書のほうの130ページだと思

います。そうですね、総務課の最初のところで町

民法律相談事業のところですね。額が多い、少な

いではなくて、ここに第２、第４の火曜日10時か

ら12時、２時から４時となっていて、ここには書

いてないんですけれども、私が町民の方たちから

聞いたところによると、25分というふうになって

いて、使い勝手が悪いというふうなお声があるん

ですよね。私としては一定の人ばかりが独占しち

ゃうとほかの人ができないから、ほかの埼玉弁護

士会だとか春日部の法律相談とか越谷のところを

紹介はしましたけれども、ここのところが一向に

もう何年たっても改善が見られないというふうな

意見が寄せられているので、ここのところをどの

ように考えているのか。場合によっては近隣の市

町村と合同でやるというのも一つの選択肢かなと
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私自身は考えております。例えば宮代町の場合で

すと、役場を相談所にしているわけですから、そ

このところを杉戸町と一緒にやるとかというのも

あったりとか、あとはＺｏｏｍを使ったりとか、

そういうふうな形で町民の満足度を得るとかいろ

いろやり方はあると思いますが、その辺の考えを

お聞きしたいと思います。 

  あとは町長の交際費、また戻って恐縮ですが、

弔慰金に関する内規というのがございまして、こ

れ平成24年４月１日以降変わってなさそうなんで

すよね。正確に僕は調べたわけではありませんけ

れども、皆さんご承知のとおり、特にコロナ禍以

降、私も昨年７月に母親を亡くしましたが、家族

葬でやっていて、もう僕の周りでもそういうのが

多いんですけれども、大きくやらない人がどんど

ん増えている世の中の情勢になっているのに合わ

せて、この辺の内規のほうも見直し検討する余地

は多々あるのではないかと思いますが、執行部の

ほうのお考えをお聞きしたいと思います。 

  また、次が情報公開関連と、それに伴う内部で

の、特に総務課だけでも結構ですけれども、先ほ

どあった選挙公営の補欠選挙で携わった職員がこ

の前の選挙のときには携わっていないと。私だけ

が補欠選挙を落ちましたけれども、経験して、２

回の戦況公営を経験しているものですから、余計

聞くべきかなと思ってお聞きしますが、ほかの事

業でも、ほかの課でもこういうことは多々あるん

ですよね。前任者から聞いていないとか、前任者

がきちんと引継ぎをしないとか、先日も、あえて

名前は言いませんけれども、総務課の方が電話で

引き継いでないとか聞いていないという言い訳を

して、それは自分たちの中で収めるべきだと、こ

ちらが言うべきじゃないだろうと言って、すみま

せんでしたという話がありましたけれども、そう

いうことをやらないことによって福田さんの専門

である労務管理の費用、分かりやすいところだと

残業代が増える要素にもなっていると思います。

議会事務局の例を出して非常に恐縮ですが、４年

前の選挙のときのいろんな情報、資料等も含めま

して、それの一覧だったりとか、やることリスト

みたいなやつでも何でもいいですけれども、１週

間前に何やるか、そういったものが一切ないので、

ゼロからやらなきゃならないという形で、非常に

議会事務局の方たちが苦労されたのを目の当たり

にしていたものですから、これも先ほどと同じよ

うに、縦割りから横断的横串というところの趣旨

に反するというか、一般の民間企業では当たり前

のことができていないというところの観点からお

尋ねしたいと思います。 

  先ほど情報公開関連でよくあるんですけれども、

私が一般質問した学童保育、そこのところでも東

京新聞にも出たとおり、最初のときのメモやら資

料やらがないと。保存していないというところで

あきれ返るような状況でした。たかだか数年前の

がない。本来メモも含めて行政に携わることに使

った資料というのは残すべきものという情報公開

の公文書という扱いになるというのは福田さんも

共通認識だと思いますが、それが実際になされて

いないこと、それに対してお金がかかるんであれ

ば予算として計上すべきなんですけれども、これ

も私の見方が悪かったのか、そこのところを見つ

けられなかったので、あったら指摘してください。 

  次に、あとはこれは些末なことですけれども、

ホームページのほうも総務課のほうで担当のよう

ですので、ホームページのほうも担当でよろしい

んですよね。ホームページのトップのところの一

番下のところで、例規とかいろいろとかあるとこ

ろで循環バスというのがありますよね。ホームペ

ージトップページでね。横にスクロールする画面

で。あそこの使われているバスの写真というのは、
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以前のバスの写真なんですけれども、小学生がデ

ザインした。今のとは違うので、そこのところは

差し替えなり何なりしていただきたいと思います。 

  これであと最後、広報「みやしろ」、最後にま

とめていきたいと思いますけれども、これもう七、

八年前から僕はずっと総務課のほうに働きかけを

していたのは、何人かの総務課の方はもう伝え聞

いたりとかして御存じだと思います。当時は、例

えば今では当たり前に置かれているコンビニとか

カスミとか、その辺に、特にカスミに置くのは前

任の店長のときに僕が個人的に図書館の返却ボッ

クスとともに置いてくれないかと話をしたところ、

総務課の職員から、その問題の道佛地区からそう

いう要望が出ていない。そんなにやりたければ佐

藤さんに渡すから、佐藤さん、ポスティングをし

ないかと当時の総務課職員に言われたのがありま

すが、今となってはきちんと置かれるようになり

ました。 

  ところが、この部数とあと予算ですね、予算が

令和６年度予算は昨年度と変わっていないという

ところがちょっと引っかかるところがあります。

なぜならば、先ほど前段議員の質問に対して、高

澤さんがご回答されたように、ずっと１万2,500

で来ているわけですね、印刷数がね。これが世帯

数を下回る数であって、私が数件、個人を特定で

きない範囲で申し上げますと、例えば高齢になっ

て住んでいる方ですけれども、自治会を抜けた。

そうすると配布されない。ですから、自分で駅な

り進修館なり役場に取りに行くという方も現実に

いらっしゃるんですよ。そういう方へのケアとい

う部分で、きちんと欠品がないように置くように

すべきではないかというところから出発したんで

すけれども、ようやく今年度の９月ぐらいになっ

て、欠品が随分少なくなったと。僕が言い始めた

頃は月の頭にぽんと入れてそれっきりで、残数も

分からない。いつなくなったかも分からない。議

会だよりで恐縮ですけれども、冬になっても夏の

が置きっ放しというところもありました。そのよ

うな民間では当たり前の宣伝とかのツールである

広報「みやしろ」、これをきちんと管理していな

いというのはいつになったらきちんとできるよう

になるんでしょうか。 

  先ほど問題になった先月号、２月号、これ毎年

毎年町民割引のが動物公園のがついているので、

あっという間になくなる場所なんてよくあるんで

すけれども、それを認識して昨年度も一昨年度も

言っていたにもかかわらず、また今年もう２月22

日か１日の時点で駅はなくなっておりましたし、

役場のほうでもなくなっていました、その伝えた

ときには。数カ月だってバックナンバー欲しいと

か言ってなくなるというのとはわけが違って、な

くなること自体がそもそもおかしいと。特に東武

動物公園の駅は杉戸のほうはあるけれども宮代は

ないというところがありましたので、そういうこ

とがずっとあったにもかかわらず、来年度も相変

わらず１万2,500部でというのを前提にしている

という、その発想が全く理解できませんので、そ

の辺のお考えと広報「みやしろ」、ホームページ

でも見られますけれども、そういうふうな媒体に

アクセスが弱い人に対してどのように考えている

のか。総務課だけの問題でなくて、それこそ各課

のいろんな補助金やら委員の募集やら、全体的な

情報が圧縮されている広報紙としての位置づけが

あると思いますので、また町内の人でない人も東

武動物公園駅、また東武ストア等の無印良品のと

ころとかは、そういう人に対して宮代に移住やら、

また交流人口の促進にもなると思われるので、そ

の辺の説明をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私のほうからは、庶務職員担当と文書法規担当

の所管するご質疑についてお答え申し上げます。 

  まず１点目の予算書71ページの庶務管理システ

ムですけれども、こちらは今、紙ベースで管理し

ております例えば休暇の管理ですとか、出退勤の

関係ですとか、あと給与費明細なんかを今紙で全

部印刷しております。これらを全部電子化させて

いただくために導入をさせていただくものでござ

いますので、これを導入することによってペーパ

ーレスが図れるというところでございます。 

  ２点目の特別職報酬審議会の関係ですけれども、

こちらは特別職の月例給、いわゆる月給に改定が

必要な場合にのみ開催する審議会となっておりま

すので、そういった改定の予定がない場合には開

催することはございません。 

  ３点目の顧問弁護士の委託料についてですけれ

ども、今議員のご指摘のとおり、顧問弁護士につ

いては熊川弁護士に依頼しております。来年度も

現時点では変える予定はございません。理由とし

ましては、これまでも行政相談については適正に

行っていただいているというところで変える必要

はないというふうに判断しております。 

  続きまして、ちょっと研修の公的資格制度につ

いては、この後、主幹のほうから答弁させます。 

  ５点目の文書管理システムですね。予算書の72

ページ、73ページですけれども、現在、文書管理

システムを導入しておりますけれども、そちらは

文書管理システムといいながら、発番とか受付の

番号を管理したり、起案文書の紙だけを作るもの

のシステムになっておりまして、あとはファイル

基準表を作るだけのシステムになっております。

ですので、決裁行為自体は印刷したものに全て押

印等で決裁をしておりますけれども、今回導入さ

せていただく文書管理システムは、例えばですけ

れども、県から電子データでのメールで、例えば

調査の依頼等が来た場合には、特にそこから印刷

する必要はなく、全て電子、回答などを全てパソ

コン上で作成して、作成したものをそのまま上司

に回議できて、全て電子で完結するので、こちら

もペーパーレスに寄与するシステムであるという

ふうに考えております。 

  続きまして、私の所管ですと、７点目の委員会

資料６ページにありました県内町村における首長

の給与、期末手当の状況とございますけれども、

こちらの給与月額につきましては、こちら町村な

ので、同規模ですとか、自治体の規模と、あと同

様な町村との均衡を図りながら設定されていると

いうふうに認識しております。 

  続きまして、８点目の廃止した事業の数、新規

事業の数ですけれども、ちょっとこれは私のほう

からお答えさせていただきますと、総務課で所管

する事業で廃止した事業はございません。特に新

規事業もございません。ただ、廃止といいますか、

私の所管する選挙については、その年度に選挙が

任期満了を迎える場合には新たに計上はさせてい

ただきますので、選挙についてはそういった理由

ですので、特段新規とか、そういう位置づけはし

ておりません。それ以外のいわゆる町独自で設定

する事業について特段変更はございません。 

  ９点目の例規の関係で、まちづくり基本条例に

基づいて、例規の実態についての調査費があるか

どうかというところですけれども、こちら特段そ

のまちづくり基本条例に関しての例規の調査費と

いうのは設けておりませんで、予算で計上してお

ります例規の関係につきましては、データベース

の使用料と、あと、例規、議決をいただいた条例

などを電子化するために更新するための委託料、
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そういった経費を例規については計上をしており

ます。 

  10点目の超過勤務の増の理由ですけれども、こ

ちらは予算書をちょっとご覧いただきたいんです

けれども、予算書のまた給与費明細ですので、後

ろのほうですね、一般会計で言うと224ページを

お願いいたします。 

  一般会計の、こちら全体の職員手当の内訳とい

うのが一番下にございまして、職員手当の内訳の

ところを見ていただきますと、２段目の超過勤務

手当、こちらが本年度が3,790万、前年度は3,680

万6,000円、比較しますと109万4,000円となって

おります。一般会計についてはこのように増額と

なっておりますが、例えば続きまして、介護保険

の特別会計の給与費明細を見ていただきたいんで

すけれども、ページが330ページになります。 

  330ページ、下段こちら介護保険特別会計の超

過勤務ですけれども、こちらは逆に本年度が132

万円、前年度が260万円、合計しますとマイナス

の128万円というふうになっております。このよ

うに一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険、

後期高齢者医療、ちょっと今私、企業会計を持っ

てないので、そちらの予算書の中で見ていきます

と、その増減を見ますと減額となっておりますの

で、町全体での超過勤務の増というのは特段増額

という計上はしておりませんので、そのようにご

理解いただきたいと思います。 

  じゃ、続きまして、情報公開と選挙公営のほう

でございましたとおり、職員の引継ぎ等がなされ

ていないというようなご指摘だったかと思います

けれども、それによって残業代が多いというよう

なご指摘だったと思いますが、これにつきまして

は、できる限り引継書でしっかり引き継ぐべきこ

とは引き継ぎますし、例えば事務処理については

マニュアルですとか、手順書のようなものをでき

る限り作成をして、担当者が変わっても同じよう

な事務処理が行えるように、ここは努めてまいり

たいというふうに考えております。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 総務課主幹の齋藤で

ございます。 

  私のほうから、予算書で言いますと71ページ、

職員研修事業についての御質問につきましてお答

えさせていただきます。 

  ご質問いただきましたのが報奨費、公的資格取

得援助金についてでございますが、こちらにつき

ましては、公的資格の取得を組織として積極的に

支援するこことで職員の資質向上ですとか、組織

の活性化、こういったことを図ることを目的とし

まして、資格取得者に対して奨励金のほうをお渡

ししているような制度でございます。主に建築や

土木、技術系の資格ですとか福祉系の資格、こう

いったところに援助金のほうを支払っているとこ

ろでございます。 

  また、研修終了後につきましては、研修報告書

というのを作成し、提出させているところでござ

いまして、ただ、議員のお話いただきました、恐

らく研修、参加した職員だけではなく、ほかの職

員にも伝播するようにということでご質問いただ

いたかと思うんですが、そちらにつきましては、

制度としての取組というのはちょっと行ってはい

ないんですが、やはり職員間でこんなことを学ん

だよというところで情報交換のほうを進めるよう

な形になるかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当の主幹、

高澤でございます。 
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  お答えいたします。 

  まず、交際費につきまして、予算特別委員会資

料の５ページの資料２でございます。 

  令和３年度会費が２万6,300円から令和４年度

13万7,000円、令和５年度につきましては34万

3,000円ということで、会費につきましては、今

まで歴代の町長と同様に、地域住民の対話を大切

にするということで、これは町長の政治姿勢の一

つの表れでもあると考えております。各地区に積

極的に出向きまして、地域住民のニーズなどを把

握する貴重な機会であることでございますので、

必要な経費と考えてございます。 

  続きまして、弔慰金につきまして、先ほど委員

おっしゃった花輪が大体１万3,000円から１万

7,000円ぐらいが一般的なものでございまして、

これは花輪をお願いするときに、その負担として

葬儀屋さんのほうにお願いして、一番安いものと

いうことでお願いしてございます。それが葬儀屋

さんによってばらつきがございますので、１万

3,000円から１万7,000円ぐらいの差があるという

ことでございます。 

  次、11点目のズームアッププロジェクトという

ことで、過去に「マンスリーとーぶ」とかで宮代

の町が取り上げられたりしたということで、そう

いうものＳＮＳで発信したりということなんです

が、職員間のほうで特段ＳＮＳで情報のやり取り

とかという特に決め事はないんですが、もちろん

アンテナを高く取って、宮代町においてどのよう

なことが起こっているですとか、宮代町が様々な

媒体で取り上げられたりするものに関しましては、

職員間の情報を基に、なるたけＳＮＳ等で今後も

取り上げていきたいと思っております。 

  あと、13点目、弔慰金の見直しについてなんで

すが、弔慰金の見直しにつきましては、令和３年

に見直しのほうを行っておりまして、内容が三役

議員の見舞い金を本人のみとしまして、家族や過

去の在籍者は廃止のほうをさせていただいており

ます。 

  また、非常勤特別職の見舞い金、こちらも一部

の職に限定されておりましたが、これも全て廃止

とさせていただいております。あと、非常勤特別

職、過去在籍者の方の香典、教育委員に限定され

ておりましたが、これも廃止のほうをさせていた

だいております。直近では令和３年のこの変更が、

見直しが直近のものでございます。 

  弔慰金等の取り決めにつきましては、町村会等

で過去近隣の町村等と情報のやり取り等もござい

ますので、そういった中で周りの町村と変わりの

ないように情報のほうに努めていきたいと思って

おります。 

  あと、ホームページのトップページのバスのと

いうことなんですが、恐らくホームページでピッ

クアップというところで、以前のバスが出ること

なのかなと思います。こちらに関しては、企画財

政課のほうで恐らくこれはアップしているところ

もございますので、ちょっとこちらと私のほうか

らお話のほうをして、情報の共有等をしまして見

直していきたいと思っております。 

  あと、広報「みやしろ」の部数に関しましてで

す。１万2,500部ということで、毎月印刷のほう

をさせていただいております。委員おっしゃるよ

うに、過去には駅ですとか、そういうものが月の

初めになくなるということが多発していたという

ふうに、それは確かでございます。ここ最近は週

の初めとの初めと週の終わりに職員のほうで主要

なところを回りまして部数のチェックのほうをさ

せていただいております。これによりまして、主

要な、主に駅なんですが、そこでの広報がないと

いう状況はなくなったと感じております。 

  ただ、２月号に関しましては、東武動物公園の
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ただ券がついているということで、なくなるのが

早い。今年に関しましても２月の早い段階でなく

なることが多かったというのは事実でございます。

これに関しましても来年は増刷のほうをしようと

いうことで、担当の中でも今共有しておりますの

で、増刷のほうをさせていただいて、対応のほう

はさせていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  私たちの予算書130ページ、上段の町民法律相

談事業につきましてお答え申し上げます。 

  町民法律相談につきましては、こちらに記載が

ございますとおり、今年度も毎月第２火曜日、第

４火曜日、それぞれ２時間ずつ庁舎の相談室で埼

玉弁護士会の先生にお願いをいたしまして、１回

当たり最大４組の方の相談を受けております。 

  先ほど委員のほうからお話ございましたとおり、

１組当たり最大25分で入替えがございまして、ま

た次の25分というような形で４組を受けていると

ころでございます。月によってばらつきがござい

ますが、大体の月が埋まっているような形で、今

年度につきましては５月、10月、７月、１月以外

については全て埋まっております。こちらのばら

つきにつきましては、例えば天候ですとか曜日の

並びの関係もあるかと思うんですが、今の状況と

してはこのぐらいの数で足りているのではないか

と認識しております。 

  あと、近隣につきましては、春日部市ですとか

久喜市については、合併前の春日部市、旧庄和町、

あと久喜については、旧菖蒲、栗橋、鷲宮という

ことでそれぞれ実施しております。あと、杉戸町

ですとか蓮田市などについても同様に相談のほう

を行っております。 

  相談時間につきましてはばらつきございますが、

少ないところですと20分、多いところですと30分

とはうたってあるんですが、宮代と同じで、入替

えがございますので、30分やってしまいますと、

最終的に時間が超過してしまいますので、そうし

ますと委託料のほうの金額も変わってきてしまう

ので、大体30分以内というところが主だと思って

おります。 

  先ほど委員のほうからご提案がございました近

隣との合同という話もございましたが、こちらの

相談につきましては、かなり委託料が高額のもの

もございますので、可能な限り宮代の相談につい

ては宮代で、例えば春日部であれば春日部でとい

うような形でないとちょっと難しいのかなという

ふうに認識しております。 

  あと、Ｚｏｏｍのご提案につきましては、確認

したところの市町についてはちょっと実施してい

るところがないんですが、今後近隣の担当と話す

機会があればちょっと話してみたいかなと思って

おります。 

  以上でございます。 

○委員（佐藤将行君） ちょっと理解されてないよ

うなので補足しますね。労務管理の専門だという

ことで。 

○委員長（土渕保美君） 答弁漏れはなしでよろし

いですか。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れとこちらは意識し

てますけれども。要は担当者がおのおのになっち

ゃっているところを総務課総論として、課長のプ

ロフェッショナルとしての認識というのがまず示

されなければというところでお聞きしている。次

に来る総務課長がその辺の労務の専門家かどうか

分かりませんので、今のうちにということですね。 

○委員長（土渕保美君） 再質問になります。 
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○委員（佐藤将行君） なしということで。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  ちょっと私の伝え方が悪かったのか、それとも

ちょっと質問のし方が悪かったのか分からないん

ですけれども、福田課長が労務管理専門というこ

とは以前からこちらに赴任されたときからお聞き

していて、そのようなことをいろいろ話していた

ものですから、そのような大所高所の見地、プロ

フェッショナルの見地からの感想とか問題点の指

摘等をぜひいただきたかったんですけれども、特

に残業代とかその辺は何度も差しで話したことは

あったので、それがちょっと伝わってなかったん

でしたら再質問という形でさせていただきます。 

  再質問として、福田課長がこちらに赴任にされ

てきて１年目の６月ぐらいにおっしゃったのが、

紙文化で非常に効率が悪いと、少なくとも総務課

はというところ。また、他の自治体にも２周、３

周遅れているというところで、もう手書き文化と

いうこともキーワードとしておっしゃっていたの

は覚えていらっしゃるかと思うんです、ご自身の

発言ですから。そのようなところがあって、場合

によっては自分がエクセルの講座を開いてとかし

なきゃならないなということを言っていて、たし

か今年度、講座かどうか分かりませんが、そのよ

うな形のものをやったというふうにお聞きしてい

ますが、要は先ほどの公的資格の取得援助金、こ

の辺、建築とか福祉とか土木というご回答はあり

ましたけれども、そういうふうな労務管理上のパ

ソコンのスキルアップとか、例えばＭＯＳ、マイ

クロソフトオフィススペシャリスト検定等いろい

ろあるとは思うんですけれども、そういうところ

は入っていないというのが先ほど確認できたもの

ですから、やはり課長の手を煩わせてまでエクセ

ルの使い方とかやっているようなレベルだと、と

てもとても効率的にはできないというのは、それ

はもう話を聞くだけでも分かります。それが総務

課だけの問題ではないというのも認識しておりま

すので、そういうところで先ほど公的資格、こだ

わって申し訳ないんですけれども、要はインセン

ティブみたいな形で、こういうふうな町の行政の

時短だったりとか、スキルアップした人には例え

ば5,000円アップするとか、そういうふうな餌じ

ゃないですけれども、ニンジンじゃないですけれ

ども、そういうのもあるのかなと思って、先ほど

質問させていただきました。そういうところはな

いとなると、研修で協議をするというご説明はあ

りましたが、じゃ、自分も取ってみようとか、そ

れにチャレンジしてみようという働きかけにはど

うもいきづらいのではないか。 

  また、繰り返しになりますが、パソコンスキル

等が特に総務課というのは必要だと思うんですけ

れども、そういうところがなされていない。そう

いうところも含めて、それが積み重なって残業代、

超過勤務手当がアップしてしまっているんではな

いかというのがこれまで何度か総務課の方には話

をさせていただきましたけれども、そこのところ

が出発の点のところであります。職員数も増えて、

どんどんいろいろ効率化ができているはずである

のにもかかわらず、また廃止とか新規の事業はな

い。増えるのもないというふうな話であったので、

そんなに大きく仕事量が増えるとは素人判断で申

し訳ないんですけれども、思えない。にもかかわ

らず、当初予算から前年度よりも超過勤務手当が

アップしているところがあるので、そこのところ

のご説明を総務課長からいただきたいと思って先

ほどは質問させていただきました。 

  また、先ほど一般会計のほうでは確かに超過勤

務手当が大きいのは、介護保険等の特別会計では

減っているから、トータルで町全体をというふう
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なご回答がありましたけれども、それはある意味

で論点のすり替えであって、一般会計のほうの部

分は増えているのは間違いないわけですよ。そこ

のところをちゃんとそちらのほうも減らして、ト

ータルでさらに減らすような働きかけ。 

  これは議会のほうの問題もあるのは承知してお

ります。昨年度の３月議会、６時間48分も超過勤

務を発生させてしまったんですよね。職員で、総

務課に質問して回答を得ましたけれども、約５万

円、超過勤務が３月議会、昨年度発生したと。大

ざっぱに言って、予算決算年２回ありますから、

それが年間10万、前任の議員の方々の４年間で40

万。これは予算特別委員会とか決算特別委員会の

日数を増やすことによって吸収できたはずである

にもかかわらず、この議会もそうなんですけれど

も、今回も私個人としては増やすべきだと言った

のを軽く一蹴されてしまって、結果また、今日は

これが最後の課ですから、私がおまえが長いんだ

と言われればそれまでかもしれませんけれども、

そうでなければ超過勤務は発生しないかもしれま

せんが、そのようなことが、できれば４時ぐらい

はどの課も含めて終わってほしいと僕は思って、

この辺を調べていたんですけれども、昨年はやっ

ぱり一番ひどかったのは教育推進課なんて６時半

までそこで待っていて、終わったのが７時過ぎだ

というふうなことは現実に起こっているわけなの

で、そういうところも含めての労務管理だと思い

ますので、そこのところを論点をすり替えずに説

明していただきたいと思います。 

  あとは先ほどの熊川弁護士の件ですけれども、

私、ここをちゃんと聞いたつもりでいたんですけ

れども、そもそも埼玉弁護士会ではない群馬の弁

護士にした理由というのがいまいち分からないん

ですよね。何度も聞いているんですけれども。ま

た、熊川弁護でこれまで適正になされているとい

うふうな理由づけを先ほどされていましたけれど

も、埼玉弁護士会、これ今年度下手したら、今年

度でいくかな。今900何十名で、私、埼玉弁護士

会の審議委員やっておりますから、その辺は把握

してますけれども、大体1,000人いるわけですよ。

そこの要するに地元、埼玉県の宮代町が埼玉県の

埼玉弁護士会の顧問弁護士を依頼しないというと

ころが全然理解できないんですよね。どのような

形で決めて、また、例えば最初に変えたときは、

もう急に大塚護士が辞めたから、切迫した事情が

あったから、職員が知っている人にやったとか、

そういう理由があるんであれば別ですけれども、

そうでなければ、積極的に他県の弁護士を顧問弁

護士として決めた理由というのを、経費は埼玉弁

護士会の弁護士もかかるのは間違いないわけです

から、また、職員が相談へ行くときもアクセスが

必要なわけであって、そういうところも経費とし

て税金がかかるわけですから、これは大きな問題

ですので、このところの積極的な理由というもの

をぜひご説明いただきたいと思います。 

  文書管理システム等はおおよそ理解できたとい

うか、変更の必要性というのは分かりましたが、

逆にこれまでは起案文書の印刷とかその辺しかで

きてなかったということで、これまでのが逆に不

安にはなったところはありますけれども、今回新

しいものを入れていることによって、いろんなと

ころに波及効果を、職員の労働時間の削減という

ところも含めて出てくると思いますので、そこの

ほうに期待して、問題があったときにまたお尋ね

したいと思います。 

  また、引継ぎ等のことについて、改善というの

がいまいちちゃんとなされているかどうかと、検

討しますとかそういうふうな形なのがずっと続い

てきて、結果、広報「みやしろ」が一番分かりや

すいので、例示として出しましたけれども、なさ
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れていない。選挙公営もなされていない。都合の

悪いところは私から見て、５次総合には前例踏襲

主義からの脱却みたいなことが25ページに出てあ

りますけれども、それがなされていない。結果、

非効率的なのが続いているというところも、きち

んと課長からしっかりとやるというふうな発言が

あるなり、何なりしていただいたほうがいいと思

います。 

  順番が前後して申し訳ないですけれども、先ほ

どの弔慰金の問題ですけれども、僕の見方が悪い

のかな。その弔慰金のページのところでは平成24

年度の施行からとか、そのような形になっていて、

その弔慰金の一覧表のところはいつからとか、い

つ改正とか書いていないものですから、ホームペ

ージのね。そこのところをちょっと僕が間違った

らごめんなさい、お願いします。 

  これ事業と言うのか分からないけれども、先ほ

ど町長の報酬のところでは図らずも出てきたとこ

ろが、地域住民のニーズを把握することからとい

う理由づけがありましたけれども、以前ちゃぶ台

トークというものがありました。１年目やりまし

た。４か所かな。２年目、１年目のとき、実は私

がいろいろと質問して町長が困っていたというの

があって、２年目は宮代町のいいことだけを話す

ことにして、悪いことはなくそうなんていう制限

をかけたので、そこのところを追及したら、３年

目やらなくなったんですよね。その説明も一切な

いという形なので、いろいろな事業の決算のとき

には職員たちとか、一部の議員も含めて成果者、

成果者なんて説明書のことを言って、マイナス面

をもう隠したようなことをやってますけれども、

きちんといい悪いをもう忖度することなく、事実

をありのままに公表するような形にしてほしいと。

そのために先ほど申し上げた情報をきちんと公文

書として保存して、後で検証できるようにという

体制をまずつくっていただければならないので、

そこのところがこだわったところでございます。 

  最後になるかな。その前に、法律相談のところ

ですけれども、Ｚｏｏｍのことを例に出したのは、

通常のというか、皆さんが考えていらっしゃると

思われる法律相談、そんなプライバシーに関わる

ことじゃないようなところだったらいいんですけ

れども、例えば別れたくて、旦那さんが暴力を振

るってとかで、そういうふうな相談をしたいとい

う人が役場に来ることによって後をつけられたり

とかというのは、実際相談所に行ったことによっ

て、逗子かな、昔あったのは。それを職員が言っ

ちゃったのかな、あれは。その被害に遭われた方

の住所を言ったりとか、そういうふうな問題から

守るためにＺｏｏｍ等の遠隔であれば安心して、

特に、男女共同参画、私は入ったんで、そういう

話題も出たので、あえて出しますけれども、特に

弱者の方、女性の方等はそのほうが安心してこう

いうものを使うんではないかという観点で申し上

げたんで、近隣がどうこうのとよく執行部の方と

か職員の方がおっしゃるんですけれども、町のイ

ンターネット中継のときにも、議会のときも申し

上げましたが、別に近隣やってなくてもいいと思

えば、宮代がまずやって、近隣が、ああ、宮代さ

んああいうふうにやっているからってまねするん

でもいいんだと僕は思っているんですけれども、

その辺の認識がちょっと希薄なんではないかなと

いうところを感じたので、そこの説明もお願いし

ます。 

  これが最後だと思いますが、あと超勤でなくて

お花のところも、一番そこのお店で安いものと、

僕が直接お聞きしたときにもおっしゃってました

けれども、逆にこの値段でできないかというふう

に聞き方を何でしなかったのかとあのときも聞い

たんですけれども、それは思いつかなかったとお
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っしゃってましたけれども、それとかお店を変え

るとかというのも方法論としてはあると思います。 

  最後にしようかな。広報「みやしろ」、週の初

めにチェックし、週の終わりにチェックとかいろ

いろおっしゃってましたけれども、これ前から言

っているんですけれども、特に駅なんていうのは

総務課に限らず、電車通勤の人が例えば月曜日は

住民課でもいいし、火曜日は総務課とか、そうい

うような感じであったかどうかというのを総務課

のほうに周知をして、報告するような形にしてい

れば、わざわざ職員が回ってと先ほどおっしゃっ

ていたので、そこまでする必要はないようなとこ

ろもあるはずなんですよね。図書館でも電話一本

でどうですかというふうに聞けば、図書館へ行っ

ているかどうか分からないですけれども、以前そ

ういうのがあったものですから、僕が図書館から

電話して、補充しますというのがあったものです

から、あえて聞いているんですけれども、できる

限り先ほども５次総のことを言いましたけれども、

課の横断的なところをうまく使って、できるだけ

負担がないように、同時に職員おのおのが担当課

でなくても意識することによってモチベーション

が上がったりとか、情報の共有をあえてしなくて

も、こういうところ問題だ、こういうふうに改善

したいなというふうなのが出てくると思うんです

よね。55歳の僕でも思うわけですから、もっと若

い20代、30代の頭の柔らかい職員だったら出てく

ると思いますので、その辺を先ほどは確認とかお

っしゃってましたけれども、あとはほかのところ

でもこのように思っているとか、そういうのでは

なくて、きちんと引継ぎとか、あとは検証ができ

るような改善というものを横断的に、特に総務課

が旗振り役になって改善していくようにしていっ

ていただければ、これまでのように右肩上がりの

超過勤務等になったりとかしないし、また、まし

てやほかの課のときも申し上げましたけれども、

作業レベルのことを電子化することによって、こ

れはある課の課長さんが部下にはそういう作業じ

ゃなくて、クリエイティブな業務をやってもらい

たいとおっしゃる課長さんもいたんですけれども、

そのような形でやっていったほうが健全で、これ

から財政が苦しくなる宮代にとっては合っている

かと思いますが、その辺の見解のほうもお聞きし

たいと思います。 

  取りあえず以上です、再質問は。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩します。 

  再開は４時５分となります。 

 

休憩 午後 ３時５０分 

 

再開 午後 ４時０３分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ですけれども、全

員そろっていますので、始めてもよろしいでしょ

うか。 

  再開します。 

  答弁求めます。 

○総務課長（福田拓也君） 総務課長の福田です。 

  答弁漏れがあったとのこと、大変失礼いたしま

した。 

  今回の当初予算におきまして、庶務管理システ

ムと文書管理システムということで、システム導

入の費用を計上させていただいているところなん

ですが、こちらはペーパーレス化を進めて、職員

の働き方も変えていくというような意味合いがあ

りまして、あまり町民には影響が少ないもかもし

れないんですけれども、職員にとっては事務の在

り方を大きく変えることになります。これにより

まして、業務の効率化と超過勤務の縮減というも

のにつなげていきたいと考えております。これら
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についてはハード面の整備なんですけれども、こ

れに併せてそれを使う職員自身のＩＴスキルの向

上というところについても当然留意してまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私のほうからは超過勤務についてお答えいたし

ます。 

  先ほどトータルでは減額となっているというと

ころは、まさに今課長がご説明させていただきま

したとおり、効率化を進めて、町全体としては超

過勤務を削減していこうということになっており

ます。 

  ただ一方で、ご指摘いただきましたとおり、例

えば一般管理人件費では増とか、ほかのそれぞれ

の人件費で増になったり減となったりというのは

ございます。それにつきましては、例えば職員の

人事異動によって超過勤務の対象とならない管理

職が増えたとか、管理職が逆に減ってしまって、

主査級以下の職員が配属される。そういった内容

によってそれぞれの費目ごとで増減というのはこ

れは人事異動でやむを得ないものですので、超過

勤務を捉えていただく際には町全体でどうかとい

うところで見ていただきたいというふうに考えて

ございます。 

  そのため、先ほどの繰り返しになりますけれど

も、全体としては減額をさせていただいておりま

すので、これからも引き続き業務については効率

化を進めて、働き方も変えていきたいというふう

に考えてございます。 

  続きまして、顧問弁護士についてですけれども、

こちらにつきましては、繰り返しで恐縮ですけれ

ども、行政経験等の今熊川先生といろいろご相談

している結果、特段適任であるというふうに判断

しておりますので、変えるという意向は現在はご

ざいません。 

  また、相談に当たっての費用についてどうかと

いうところですけれども、現在はＺｏｏｍ等を使

いましてのほぼ対面と変わらない環境で役場の会

議室等で相談等はできておりますので、直接現地

に行くとか、そういった交通費等もかかってはご

ざいませんし、資料についてもある程度メール等

でのやり取りで資料等の確認等もしていただいて

おりますので、そういった特段何か遠いからとい

って費用がかかっているということはございませ

んので、ご了解いただきたいと思います。 

  私からは以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  町民法律相談の実施方法でＺｏｏｍというご提

案をいただいております。コロナの影響によりま

して、町の中の会議、例えば県ですとか国等の説

明会などについてもＺｏｏｍを利用したりするこ

ともかなり多くなっております。相談につきまし

ては、現在のところ、対面ということで契約のほ

うはしているところなんですけれども、貴重なご

意見として今後の課題としてさせていただきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当の高澤

です。 

  お答えいたします。 

  弔慰金につきましては、先ほども申し上げまし
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たが、近隣町村等を調査いたしまして、定期的に

見直しのほうを行って、適正な金額で執行したい

と考えておりますので、ご理解願います。 

  また、お花代と金額が一律ではないものですか

ら、その担当している葬儀会社のほうにお願いし

ているのが現状でございます。また、１者随契と

いう形で行わさせていただいてまして、現実的に

今入っている葬儀屋さんと違うところにお願いす

るというのも現実的ではないというところもあり

ますので、引き続きそちらの葬儀屋さんでお願い

できればと考えておりますので、ご理解のほうを

お願いいたします。 

  広報「みやしろ」につきまして、駅ですとか担

当職員のほうで定期的に見回っているんですが、

駅等を使っている職員等もいることから、そうい

う職員からの情報というのも今後聞くような形で

考えていきたいと思いますので、ご理解のほうを

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 終わりですね。 

  佐藤委員、質疑と要望が重なってますので、向

こうが理解し難い場面がありますので、よろしく

お願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  要望というよりも、個人的にではありますが、

執行部のほうとこれまで話したことを皆さんと共

有化することも目的としてやっているんで、その

ようなところはご理解いただきたいと思います。

現実に絵空事ではないという意味であります。 

  今の再質問に対してのご回答をどうもありがと

うございました。 

  福田課長からペーパーレス化等をやって、超勤

縮減を目的とするためにというご説明がありまし

たよね。であるならば、では、なぜ来年度も増に

なっているかというところの説明がいまいちつか

ないところではあるんですけれども、取りあえず

新システム導入というイベントというか、変わっ

たところが出てくるので、１年間、来年の決算に

なるかとは思いますが、そこまでちょっと様子を

見て、引継ぎ等も含めてちゃんとやられていれば

別にそれはいい。要は言いたいのは、費用対効果

がちゃんとなされるかと。新システム導入して、

それに見合った内容を想定した、もしくはそれ以

上の超勤だったり何なりというのが達成できてい

ればいいんですけれども、そうでなさそうに見え

るところからご説明を願いました。 

  また、青栁さんからかな、町全体で考えてほし

いと。それは当然そうなんですけれども、全体で

考える前に個別のところもやはり人事異動とかそ

の辺のところは分かりますよ。昨年度のも先ほど

例示しました３月議会でも12人か何人かというの

が対象者というのも把握して、それで５万円とい

うのを総務課のほうからメールをいただいたので、

ご指摘させていただきました。 

  また、顧問弁護士のところ、法律問題のほうが

先がいいかな。Ｚｏｏｍ等の検討みたいなのを考

えていきたいというところですけれども、考えて

いきたいじゃなくて、考えるべき課題だと僕は思

っていますけれども、その辺の温度差は町民のほ

うからの要望とかとずれている。この辺は男女共

同参画の担当の方とかがちゃんと引き継いでいれ

ば共有できるはずなんですけれども、それが上が

ってきてないような答弁だったものですから、こ

の場であえて指摘させていただきました。 

  また、花代等も現実的ではないとばっさりとお

っしゃいましたけれども、これまでの業者とか葬

儀屋との関係で、そこのところは現実的にではな

いというのは、あくまでも担当者の主観であって、

できるか、できないかということを聞いているだ

けであって、そこのところはぜひ、もう再々々質
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問はないものですから、きちんと考えていただき

たいと思います。 

  あとは、これは最後にしたほうがいいかな。ほ

かのところは僕が触れなかったところは取りあえ

ずは様子見というふうに理解していると捉えてい

ただいて結構ですけれども、先ほどの顧問弁護士

の問題、例えばですけれども、先ほどおっしゃっ

たように、行政の専門というところを挙げられま

したけれども、そのような実績等を示していただ

ければ非常に分かりやすいんだけれども、そうい

うのがない。単純に僕は思ったのが、ほかの市町

村で顧問弁護士をしている弁護士とか、または僕

の知り合いでもいますけれども、朝霞市の議員を

やってて弁護士もやっているという、小山香さん

ていう弁護士もいますし、埼玉弁護士会でも行政

の顧問弁護士をやるに値するというか、その能力

からいくともうたくさんいます。実際問題、埼玉

弁護士会のほうにちゃんとその辺を確認したのか

どうか。顧問弁護士と法律相談の弁護士、法律相

談の弁護士は埼玉弁護士会で都度都度依頼してい

るというのは以前お聞きして承知しておりますけ

れども、どちらも最低限の弁護士としての考えは

持っているはずなんですけれども、あと経費の問

題も行政のスペシャリストというか、その辺は詳

しい弁護士なんでということで、いろいろと隠さ

れている分はありますけれども、でも、現実問題

として進修館の駐車場の問題で、町民生活課の職

員２人が前橋まで行っているんですよね、実際問

題。それご承知ですよね。そういうところを隠さ

ずにきちんと言っていただかないと、非常にフェ

アではないと私はしているけれども、皆さん、ほ

かの方は御存じないので、あえて出させていただ

きましたけれども、そういうふうな形。 

  あとは先ほど申し上げたように、空き家等の委

員会のメンバーでも熊川弁護士でありますから、

その交通費等も発生するわけですし、いろんな面

で仮に弁護士に来てもらわなきゃならないという

ときに、弁護士の交通費というのも、弁護士報酬

の今ある程度自由化になりましたけれども、旧弁

護士会の報酬基準を準用しているような状況です

から、ほかの士業よりも高いんですよね、それも。

そういうところも含めて費用対効果も考えて、あ

と迅速性も考えて、以前の高野弁護士でしたら学

園台に住んでいるしということで早かった。でも、

今、前橋のほうの弁護士ですからというところも

含めて考える。あとは普通の公共事業でも、町で

いろいろ買うものでも多少割高でも町の中でお金

が回るようにというのを考えてやることはあるん

ですが、それを県内でやらないという理由にはど

うも執行部のほうの説明では合点がいかないとい

うか、全然何か説明になっていないというふうに

捉えざるを得ない。４月からの契約に対して埼玉

弁護士会のほうでいろいろ探したのかというのも

全然出てきませんし、もう結論ありきでやってい

るようにしか思えないんです。 

  ですから、まずは一番最初のときに僕は質問で

言ったはずなんですけれども、熊川弁護士にした

理由というか、どうしても熊川弁護士でなければ

ならない理由というのがはっきりと示せなければ、

埼玉弁護士会のほうで探す、もしくは越谷のほう

の単位会みたいな形のもあります。支部がありま

すから、そちらのほうでもいいですしという形を

検討していないように思えるので、そこの説明を

求めているところであります。 

  この辺で時間も時間ですから止めましょう。き

ちんと説明をしてください。 

○委員長（土渕保美君） ご答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 
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  私のほうから顧問弁護士についてお答えいたし

ます。 

  先ほど来からご説明させていただいてますとお

り、私が担当になって２年が経過しまして、それ

まで行政相談で何度も熊川弁護士にお世話になっ

ておりまして、特段行政運営に当たって適正にい

つも対応していただいているというふうに考えて

おりますので、変更する予定はないということで、

先ほど来から答弁はさせていただいております。 

  埼玉弁護士会のお話をいただいておりますので、

例えば総務課のほうで所管しております行政不服

審査会ですとか、あと情報公開の審査会とか、あ

との情報公開の審議会、これも２年任期で割と非

常勤特別職の方は任期を迎えて、更新などある際

には埼玉弁護士会の方から推薦をいただいて、そ

の弁護士の方にお願いしたりしておりますので、

全て埼玉弁護士会と何もコンタクトは取っていな

いということではなくて、町のそういった非常勤

特別職の方には弁護士の方に入っていただきたい

という際には、埼玉弁護士会の方を通じて推薦を

いただいているということは事実でございます。 

  したがいまして、また顧問弁護士については継

続性等もありますので、案件によってはになりま

すけれども、そういったことを踏まえて、引き続

き現在の熊川弁護士を予定しているということで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ちょっと答弁漏れがあるん

ですけれども、一番最初に熊川弁護士にしようと

いうふうな積極的な意見、再三言っているんです

けれども、そこのところが示されていないという

ところなんですよ。そのときに埼玉弁護士会のほ

うも問合せをしたりとかして、結果、熊川弁護士

がよかったからという理由なのか、それとももう

熊川弁護士ありきでやったのか、その辺ははっき

りと分からないから、そこのところ、だから、話

して安心感がある。それはその後の話であって、

恐らく町民法律相談で相手して、来てくださる弁

護士も、話してみてそんな不安な人はそうはいな

いと思うんですよね。だから、それは全然、私の

質問のところの論点すり替えみたいな形なんで、

きちんと答えてください。最初に熊川弁護士にと

いうところがまず出てきて、その後のは別に関係

ないと言っちゃ失礼ですけれども、ですから、答

弁漏れです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  熊川弁護士を選定した理由は、適正な弁護士だ

ったということの理由でございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐藤将行君） 完全に答弁漏れじゃないで

すか。熊川弁護士…… 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ございますか。 

○委員（佐藤将行君） いや、ほかの質問に答えて

ないでしょう、再々質問に。再々質問のこと、ほ

かのことを答えてないでしょうと。ありますよ、

だから。熊川弁護士を決めるときに、埼玉弁護士

会のほうも問合せしたりとかいろいろやって、要

するにこの中から選定したとかというふうな積極

的な理由があるのか、ないのかというところで、

要するに熊川弁護士に決まるに至った経緯という

のがきちんと話されていないと。そこをはっきり

させてくれと。普通に考えておかしいわけですか

ら。 

○委員長（土渕保美君） ここでもう執行部のほう

は答弁したと捉えていますので、次の質疑の方よ

ろしくお願いします。 
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○委員（佐藤将行君） ちょっと執行部を基準にす

るというのはおかしいですよね。町民を代表して

質問しているわけですから。 

○委員長（土渕保美君） はい。 

○委員（ 山妙子君） ２点お願いします。 

  私たちの予算書の22ページの遊休資源活用プロ

デュース事業についてなんですけれども、この活

用はすごくいつも……ごめん、間違えました。す

みません。みやしろズームアッププロジェクト、

20ページです。こちらすごく活動していただいて

いるんですけれども、須賀小学校の地域拠点のと

きにもご協力をいただいているような気がするん

ですけれども、非常に長い時間取ってくださって、

ユーチューブもすごくよくつくってくださってい

るんですけれども、先ほどの前段者の委員の皆さ

んのを聞いていると、非常に安いんですね。それ

で、こういうものって町から依頼したものってど

の程度出ているのか、もしお分かりになったらお

願いします。かなりの時間を割いてやっているよ

うに思うので、今お答えいただけたらお願いした

いし、もし無理でしたら後ほどいただきたいと思

います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当主幹の

高澤です。 

  動画ですとか政策記事の特派員の方々がどれぐ

らいの時間を割いてるかというご質問ですが、ち

ょっとどれぐらいの時間を割いているか、ご自宅

でやられていることなので、一概には何とも申し

上げられないんですが、かなりの時間は割いてい

ただいて制作のほうをしていただいていると思い

ます。大変申し訳ないです。具体的な時間数とい

うころまでは１本１本把握してございません。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  作品が出来上がったみたいなものもすごくよく

できているんですけれども、私もずっと参加をし

てて、かなり取っていらっしゃるんですけれども

と。こういうのって家でも作成したり、機材とか

は自分のものなんですけれども、かなり時間とか

もかかってるので、そのあたり、これを職員がや

ったら幾らかかるだろうとか考えたときに、やは

りもうちょっと幾ら出しているか、私、ちょっと

分からないんですけれども、それを考えると、職

員がやる分を、こういうものが好きな方がやって

くださっているんですけれども、そのあたりしっ

かりちょっと考えていってもらいたいなと思って、

ちょっと質問をさせていただきました。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（高澤 学君） 秘書広報担当の主幹

の高澤です。 

  委員おっしゃるように、作品にしては動画が

1,500円、ショート700円というのは報酬としては

安いというふうなご意見だと思います。例えばこ

れを職員でやったとしたら、この特派員の方々と

いうのはかなり先ほど申し上げたとおり、セミプ

ロ並みの技術を持たれている方なので、なかなか

職員がじゃこれをできるかと言ったら、できる方

もいるでしょうけれども、なかなかじゃ、担当に

なったから、明日からこれをやってねと言ってで

きるようなものではないと認識しております。で

すので、この報酬に関しましては、今すぐこれを

じゃ幾らにしますよというふうなことは申し上げ

られないんですが、毎月特派員の方々と会議等も

行っている中で、ご意見等をお聞きしながら今後

の参考にしていきたいと思ってますので、ご理解

願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れがあると言ってる

じゃないですか、さっきから。２点。はっきりし

たものが課長に対してもありますからね。まず課

長のほうは分かりやすいところで考えているとか

…… 

○委員長（土渕保美君） 質疑はほかにないですね。 

○委員（佐藤将行君） 考えとかその辺を課長の口

からと言いましたよね、僕ね、再々質問で。その

ことについて答えてませんよね。これは明らかで

すから。空手形になるんですよ。ちゃんと質問し

ているんですから、再質問のときに。それがされ

てないんですから、明らかに。 

○委員長（土渕保美君） すみません、課長がない

と言ってますので、これで終わりに…… 

○委員（佐藤将行君） ある、なしじゃないですっ

て。そのように職員が言っていることを課長がき

ちんとちゃんと今後総務課はやりますというとこ

ろ……（録音漏れ）……ならないようにというこ

とを言っているんですよ。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れだと言ってますよ

ね。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） そうやって無視するんです

か。答弁漏れだと言ってますよね。 

○委員長（土渕保美君） 議事進行は私の権限です

ので、これで…… 

○委員（佐藤将行君） 横暴ですね。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月15日金曜日、午前10時から委員会を開

き、会計室分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時２４分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  始まる前に、丸藤委員におきまして、昨日同様、

病状悪化のため１日欠席という通知をいただきま

したので、ご報告いたします。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより、３月14日に引き続き、予算特別委員

会を開きます。 

  委員会の皆様におきましては、質疑はなるべく

明瞭、そして簡潔に、執行部に分かるように質問

をされるようお願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２０号の審査（会計室・税

務課・町民生活課・環境資源課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、議案第20号 令

和６年度宮代町一般会計予算についてのうち、会

計室、税務課、町民生活課、環境資源課分の順に

質疑を行います。 

  これより会計室分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いします。 

  会計管理者から出席者の紹介をお願いします。 

○会計管理者兼会計室長（宮野輝彦君） おはよう

ございます。会計管理者の宮野でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、次に担当のほうからごあいさつさせ

ていただきます。 

○会計室主査（齋藤幸成君） おはようございます。

会計担当主査の齋藤と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願い申し

上げます。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） おはようございます。鈴木

です。よろしくお願いします。 

  こんな質問をすると、ちょっと笑われるかもし

れないんですけれども、53ページの第20款収入の

部分の１の売りさばき手数料の件でなんですけれ

ども、手数料比率が0.5から10％と書いてあるん

ですけれども、これは１枚当たりとか、金額によ

ってこの手数料って決まっているのか。それとも、

パーセンテージで決まっているのか教えていただ

けないでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○会計室主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋藤

でございます。 

  手数料の率についてですが、購入の金額に対し

て変わってきまして、購入金額に対して20万円ま

でが0.1％です。20万円を超えて30万円以下が

0.08％。30万円を超えて50万円以下が0.05％。購

入金額に対して手数料率が変わっております。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 再質問させていただきます。 

  ここに今のやつですと、0.5から10％と書いて

あるんですけれども、これ単位が違うんですかね。

ここに書いてある単位と、今、説明されている単

位は。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○会計室主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋藤

でございます。 
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  すみません、私の説明が間違えておりました。 

  20万円までが、すみません、0.1％ではなくて

10％ですね。0.1を掛けて計算するものでござい

まして、すみません、私、勘違いしておりました。 

  20万円までが10％ですね。20万円を超えて30万

円以下が８％。20万円を超えて50万円までが５％。

さらに、50万円を超えて100万円以下になります

と、こちらが1.5％ですね。それ以上になってき

ますと、一番低い手数料率で0.5％という形にな

っております。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございました。

分かりました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。佐藤

でございます。よろしくお願いいたします。 

  すみません、会計室のこと、非常に不勉強なの

で、見当違いでしたらすみません。同じく52、53

ページの諸収入、収入印紙売りさばき手数料及び

郵便切手売りさばき手数料、手数料収入のところ

を会計室はやられているのは承知しておりますが、

この２件、２項目と言ったほうがいいのかな、53

万5,000円と１万4,000円とありますけれども、こ

れのおのおのの件数というのをちょっと教えてい

ただきたいのと、また、これは会計室の窓口のほ

うで例えば収入印紙をくださいといって行って、

出納課のほうでお金を払って戻ってくるのか、そ

の流れのほうをちょっと教えていただきたいなと

思います。 

  以上、お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○会計室主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋藤

でございます。 

  予算書52ページ、53ページの収入印紙及び郵便

切手の売りさばき手数料についてのご質問ですが、

こちらの件数ですね、収入印紙の売りさばきの件

数につきましては、券種、種類にもよりますけれ

ども、令和５年度の実績で申し上げますと、枚数

で869枚を現在販売しております。切手につきま

しては、こちらも５年度の今現在の実績ですが、

枚数で1,736枚のほうを売上げしております。 

  それと手数料の収入についてですが、こちらは

売りさばきに対して手数料が入ってくるわけでは

ございませんで、郵便局で購入した金額に対して

手数料が入ってくるものでございます。ですから、

販売した金額と手数料で若干異なってくるという

ことでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 今、郵便局で買った手数料

みたいな言い方をされたんですけれども、役場の

ほうでその取扱いがされるんですよね、この券は。 

  あと答弁漏れがあって、その流れのところが抜

け落ちていたんですけれども、どのような町民が

来て、収入印紙、例えば10万円分くださいといっ

たときのどういった流れになるのかというところ

の答弁漏れがあったので、併せてお願いしたいと

思います。 

  あとこの869枚、1,736枚という枚数は分かった

んですけれども、要は869枚というのは、869件あ

ったわけではないと思うんですよね、当然のこと

ながら。100万円の人だったら、収入印紙の僕は

単位をちょっと分かりませんけれども、300円と

かいろいろありますけれども、それを100万円分

という形になるから何枚かになったりとかすると。

その件数のほう、別な言い方をしますと、それを

利用した、委員長。 

〔発言する人あり〕 
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○委員長（土渕保美君） ご静粛にお願いします。 

○委員（佐藤将行君） すみません、委員長、あり

がとうございます。雑談が多かったので。 

  この件数というか、それを利用した人数という

か、そこのところを、先ほど答弁漏れになってい

ますけれども、お尋ねしたいのと、答弁漏れ２件

と流れのほうの答弁漏れ、そこを改めてお願いし

ます。再質問ではなくて、答弁漏れです、今のは。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○会計室主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋藤

でございます。 

  売りさばきの手数料についての流れについてで

すが、まず町のほうでは、郵便局で収入印紙を購

入して、それを町民の方に販売するわけでござい

ますが、手数料につきましては、先ほども申し上

げたように、郵便局で購入した分に対して手数料

が郵便局から収入として入ってきます。町民の方

に販売する関係につきましては、例えばパスポー

ト10年用であれば、収入印紙が１万4,000円でご

ざいますので、１万円と4,000円の収入印紙を販

売して、町の会計、売上げとして１万4,000円入

るという形になっております。 

  あと、件数についてですが、先ほど申し上げた

のは収入印紙の枚数ですが、取扱いの件数につき

ましては、収入印紙につきましては、主にパスポ

ートで購入される方が多いので、パスポートの交

付件数が大体利用者数になるのかなと思いまして、

パスポートの交付件数につきましては、令和４年

度が190件ほどございまして、令和５年度につき

ましては、３月まだ途中ですが、400件ほどのパ

スポートの交付がございますので、収入印紙の購

入の利用者数も、それと同等の利用者数なのかな

と考えております。 

  それとあと切手につきましては、大変申し訳ご

ざいませんが、購入する方がいっぱいいますが、

購入する枚数も金額もまちまちなので、利用者数

というのはちょっと把握しておりません。申し訳

ございません。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れの補充、どうもあ

りがとうございました。 

  では、再質問させていただきます。 

  先ほどのご説明でパスポートを例に出されてい

らっしゃいまして、パスポートの場合１万4,000

円、ですから、１万円と4,000円ので２件という

形のカウント方法で、２件というか２枚というか、

そういうふうなカウント方法でまずはよろしいの

かというところと、最初の質問のところで、郵便

局から買ってというのは、要は郵便局から委託み

たいな形で預かっているんじゃなくて、その時点

で買って、町としてはそれが在庫となってという

ふうな理解でというふうな意味合いなんですね、

多分。２回目に説明されたのを理解すると理解し

ております。 

  そうすると、そこの購入手数料、要は郵便局か

ら買って、例えば20万円までだったら10％、50万

円から100万円だと1.5％の積み上げが、例えば収

入印紙の53万5,000円になっているというふうな

理解でいいのかどうかというところをご回答願い

たいと思います。 

  それと、パスポート件数が190件から400件に、

コロナ禍が落ち着いたということで上がったのか

とは思いますが、問題の根底にあるのは、職員が

町のほうで人件費使ってそこまでやって、費用対

効果のほうはどうなのか。幸いなことに、役場の

すぐ近くに宮代郵便局があるものですから、そち

らのほうまでやるのはどうなのかというところも

あるものですから、肌感覚でもよろしいんですけ

れども、そちらの後段のほうの質問のほうは、室
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長のほうで、町でその辺までやるのがどうかとい

うところの感想をお聞きしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○会計室主査（齋藤幸成君） 会計担当主査の齋藤

でございます。 

  収入印紙につきましては、先ほど申し上げたと

おり、10年用であれば１万4,000円なので、１万

円と4,000円の２枚ということで間違いはござい

ません。 

  それと、印紙も切手につきましても、郵便局で

購入して、それを町民の方に販売するわけでござ

いますが、ご質問のとおり、町として在庫を抱え

て、その中から町民の方に販売するということに

なっております。 

  当然在庫につきましては、翌年度に繰り越して

また販売していって、券種、種類で少なくなった

ら、その分を郵便局で買い足していくという形に

なっております。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（宮野輝彦君） 私のほう

から費用対効果につきましてご回答させていただ

きます。 

  こちらにつきましては、そんなに切手というの

は、収入印紙とかに比べると、件数が、購入して

いるお客さんが多いというほどでもないので、町

民の方のサービスということを踏まえると、費用

対効果としては問題ないかと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  では、再々質問で最後になりますが、先ほどの

齋藤さんのほうのご説明は分かりました。要は委

託ではなくて、買取りみたいな形でやっていって、

足りなくなったりとか、一気に売れて数が足りな

いなと思ったら補充、それも買取りでやっていっ

て、残ったのは翌年度に繰越しという形というふ

うに理解させていただきました。 

  次に、宮野さんのおっしゃった費用対効果の部

分というのは、問題ないというところは分からな

くはないんですけれども、それが業務として負担

になっているなっていないという意味での問題な

いというふうなところだとは思うんですけれども、

１件に対してどれぐらい時間がかかっているのか

とかというのは、それは分かりませんけれども、

その辺も感覚で、そこのところを一々誰が来たか

ら何分かかったとか、そこまでやっていないとは

思いますけれども、大体の感覚で、そこのところ

で、例えば15分、職員がそれに携わるのであれば、

そこの部分をカウントして、積算で年間でどれぐ

らいだと、職員に対してそのことをやることによ

って人件費がこれくらいかかっている。その割に

手数料収入がこれだけになっている。そうなって

くると、バランスが取れるか。 

  町民サービスというのは、非常に分かるんです

けれども、昔と違って今の時代、そういうところ

を削れる町民サービスは、できるだけ削るという

か、特に先ほども申し上げたように、近くに郵便

局があるものですから、代替措置が取れるという

ところで、思い切ってそういうふうにやるのも一

つの案かなというふうに思いまして、そこのとこ

ろはお尋ねしたところでございます。 

  実際問題、コンビニ等とか、僕、ちょっとコン

ビニを長くやったりとかしていたり、今でも関係

あるものですから、金券類というか、こういうと

ころのが非常に事務管理、当然在庫管理とかも含

めていろいろと時間を取られて、しかも金券に該

当するものですから、管理もしっかりとしなきゃ
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ならないというところで、そこまでも含めると、

煩雑になってあまりやりたくないというのは、よ

く聞いてはいるので、そこのところを含めての広

い意味での費用対効果というところで、住民サー

ビスは分かります。そこは分かりますけれども、

そこのところのトップとしてどのようにお考えか

ということで最後にさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（宮野輝彦君） 会計管理

者の宮野でございます。 

  今回の質問で、負担にならないかといえば、当

然やはり作業をするものですから、全くゼロでは

ございません。 

  ただ、それをやることによって残業するとか、

そこまでの影響とかは出ておりませんので、勤務

時間の中でその辺を対応できているということと、

さらに先ほどお話をした町民のサービスという観

点を考えれば、ご利用いただいている方には喜ん

でいただいておるのかなと思っているところで、

その辺に関しては、今の現時点においては、業務

の中で対応できているというところで問題ないと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

会計室分の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより税務課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○税務課長（伊東高幹君） おはようございます。

改めまして、税務課長の伊東でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

  私のほうから職員の紹介をさせていただきます。 

  私の右手側になりますけれども、徴収担当の主

幹、石井でございます。 

○税務課主幹（石井 栄君） よろしくお願いしま

す。 

○税務課長（伊東高幹君） 資産税担当の海老原で

ございます。 

○税務課主幹（海老原剛章君） よろしくお願いい

たします。 

○税務課長（伊東高幹君） 資産税担当の松井でご

ざいます。 

○資産税担当主査（松井美絵君） よろしくお願い

します。 

○税務課長（伊東高幹君） 町民税担当、岡安でご

ざいます。 

○町民税担当主査（岡安英之君） どうぞよろしく

お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いしま

す。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。質問さ
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せていただきます。 

  予算書の103ページ、私たちの予算書の55ペー

ジでございます。 

  こちらの納税推進事業で、今、税金の徴収が口

座振替とコンビニの支払いと、スマホ決済といろ

いろなパターンがあると思うんですけれども、こ

ちらの利用された方の内訳が分かったらお願いし

ます。 

  それと、このそれぞれの手数料に金額の差はな

いか、そちらを教えていただけたらありがたいで

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（石井 栄君） 主幹の石井でござい

ます。 

  野原委員の質問に対しましてお答え申し上げま

す。 

  予算書103ページ、納税推進事業、納付の環境

のご質疑ということで、あいにく昨年度の実績の

数字の持ち合わせはここにはないんですが、予算

積算上の数値としまして、納付方法のうち、まず

口座振替につきましては年間約２万5,000件。同

じ口座振替ではあるんですが、ゆうちょ銀行を利

用しました件数につきましては年間5,000件。続

きまして、コンビニを利用しました納付につきま

しては年間２万8,000件。 

  おのおのの手数料につきましては、ゆうちょ銀

行以外の口座振替につきましては、１件につき10

円、税込みで11円。郵便局、ゆうちょ銀行につき

ましては、税込みで１件10円。コンビニ納付につ

きましては、１件当たり手数料が税抜きで55円に

なります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 今お答えいただいたんです

けれども、スマホ決済のほうは分からないですか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（石井 栄君） 主幹の石井でござい

ます。大変失礼いたしました。 

  ご指摘のスマホ決済を利用しました手数料につ

きましては、こちらは１件55円になりまして、こ

ちらは令和５年４月から利用が開始されましたス

マホ決済になりまして、年間の利用数については、

２月までの数字しか出ていないんですが、令和５

年４月から２月分までの取扱い件数は、2,148件

の取扱いとなっておるところです。 

  ただ、こちらの費用につきましては、納税推進

事業の手数料の支払いから支払いされるわけでは

なくて、予算書で申し上げますと、99ページの税

務総務事業の中の第18節負担金、補助及び交付金

の中にあります。ページは続いて101ページには

なるんですけれども、地方税共同機構負担金、一

番上段にあります。こちらの負担金で地方税共同

機構に支払う手数料の中の一部として、先ほどの

手数料を含んだ形で391万円計上しておるところ

です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 答弁ありがとうございます。 

  結構手数料に差があるのがすごくよく分かった

んですけれども、以前であれば、コンビニ決済か

口座振替のみだったのが、スマホで家にいて支払

いできるのは、私も１回やったことがあるんです

が、物すごく簡単に支払うことができまして、コ

ンビニに行くこともなければ、口座振替であって

も、やはり通帳記入に行かないと、本当に引かれ

たか分からない、そのあたり確認とかもしないと、

銀行のアプリとか入っていればいいんですけれど

も、実際、今払っちゃおうかなと思ったときに、
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スマホ決済がとても便利だなと、自分で使って思

いましたので、ちょっとこの手数料については、

銀行とこれだけ違うというのは、かなり違うもの

だなと思ったんですが、この違い、今、町が特に

ということではあったんですけれども、町として

これ本当はどちらというか、どの支払い方が町と

してはやってほしいところになるんでしょうか。

すみません、ちょっと変な聞き方です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  今説明があった手数料のばらつきというのは、

それぞれの機関ですとかの中で検討されていって、

その額が提示されているという状況でございまし

て、例えば先ほど申し上げましたコンビニエンス

ストアですとか金融機関、それぞれの中での例え

ば今で言うと、人件費の高騰ですとか、システム

の維持とかということについては、中でも議論さ

れていて、今後の見通しないしは意向というのが、

随時市町村に示されていると。これは宮代町だけ

ではなくて、ほかの市町村も含めて、今後の手数

料の見通しなども示されてきているということで

す。 

  すなわち今の手数料については、ふさわしくな

いというふうに思っているところが往々にしてあ

って、今後の値上げ等についても協議していきた

いといったところがあって、単純に手数料の比較

で言えば、金融機関における口座振替というのが

10円というところになりますけれども、10円とい

うのは、あくまでも１件当たりの件数なんですけ

れども、システムの維持とかにまた別途、この予

算書で言いますと、委託料などで計上されている

部分があって、単純に１件が10円というふうには

なっていないというところはご理解いただきたい

と思うんですけれども、その手数料についても、

今後、こういった形でお願いするというような協

議は年々増えてきているということもあって、一

概にどれが今安いのかといったときに、先ほど石

井のほうから説明させてもらった単純な比較では、

将来的にはいかないだろうというふうには思って

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 今ご説明いただいたので、

何か分かったような分からないようなという感じ

なんですけれども、今までだったら、本当に口座

振替ぐらいしかなかったわけですけれども、実際、

スマホ決済が…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（野原洋子君） 分かりました。 

  スマホ決済がこれから結構主流になっていくの

ではないかなと思っておりまして、実際、いつも

私も思うことですけれども、銀行に行く交通費を

考えたら、スマホで自宅にいて簡単に決済できち

ゃったほうがとても時間もお金もかからないなな

んて思ってやったりしているところがあるので、

もしも、これから先どうなるか分かりませんけれ

ども、そちらのほうに進んでいくのかなと思いな

がら計画を立てていただければと思います。 

  以上で大丈夫です。ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。１点だけお伺い

いたします。 

  予算書の100、101ページなんですけれども、

(1)町民税事業において、本年度の特徴として、

「法人町民税等の電子取扱いの拡大及び二輪車等

の手続の電子化への対応」というのがあるんです

けれども、これの詳しい内容と、その分の費用と
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いうのが、ここの幾らになるのかをお願いいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当の岡

安と申します。 

  先ほどの質問に対する答弁をさせていただきま

す。 

  まず、今回、６年度の特徴として、法人町民税、

あるいは法人都道府県税ですかね、それの電子化

が一層推進されるというところ、機構より情報を

耳にしております。 

  ただ、その具体につきましては、今日現在、国

のほうから、どういったところが電子化されるの

かというのが、まだ具体が残念ながら提示されて

いないようです。 

  ただし、６年度中にシステム改善を行うという

ことで、予算措置を確保ということを求められま

した関係で要求のほうをしております。 

  また、二輪車につきましても、現在、いわゆる

バイクでしょうかね、手続については紙ベースの

ものが主流となりまして、これについても、例え

ば新規の購入等の手続、あるいは納付関係の手続

について電子化をする予定だというところで、や

はりその具体が残念ながらまだ提示がない状態で

す。 

  しかしながら、当然システム改修が必要な面が

ございました関係で、これについても予算確保、

機構よりありました関係で要求をしたものでござ

います。 

  金額についてなんですが、まず法人関係の予算

額につきましては、税込みで22万円を要求してお

ります。また、二輪車の電子化に係る関係につき

ましては、同様22万円、税込みなんですが、22万

円の要求をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 答弁の中で、まだ内容は分

からないということなんですけれども、いつ頃分

かって、いつ頃実際に実施される見込みがあるの

かというのも分からないのかお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当の岡

安と申します。 

  まだ、繰り返しになりますが、具体というもの

が機構及び電算事業者のほうから提示されていな

い模様なんですが、恐らく年度明けには具体的な

いわゆる仕様というんでしょうか、システムの改

造に係る仕様というものが提示される予定という

ことは聞いているんですが、先だってのいわゆる

定額減税の話が急遽発生している関係で、今回の

法人関係、あるいは二輪車関係の仕様の具体がま

だ提示されていないということを電算事業者に聞

いておりますので、提示次第、システム改修等を

取ることができればなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質問はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。確定

申告最終日に忙しいときにもかかわらず、どうも

ありがとうございます。 

  私のほうからは、前段委員との重複等もござい

ますが、１点ちょっと、先ほど一番最初の委員の

方のところで２万5,000件の中で5,000件が郵便局

で２万8,000件がコンビニというふうに僕は聞こ

えて、これ数が合わないなというところがありま

すので、ここのところをちょっと補足をお願いす

るというのがまず最初にお伝えしておきます。 
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  それで、いろいろな区分というか、取り扱って

いるものがありますけれども、これの総件数はど

れくらいなのか。それに対して窓口でやっている

ものもあるとは思いますけれども、それはどれく

らいなのか。直近３年ぐらいのところで、またス

マホ等、コンビニ、スマホ等の窓口以外のところ

の、恐らく特にコンビニとか、ＰａｙＢとか電子

決済のほうは増えてはいるとは思うのですけれど

も、そういうふうな表がこの中にあればよかった

んですけれども、ないものですから、その辺の増

え方というところ、要するに割合がどのように変

化しているかというところをお尋ねしたいと思い

ます。 

  また、スマホ決済を含めて電子化等のほうに町

民の支払い方法が移行して、窓口に来ないでいた

だいたという言い方が表現が適切かどうかは別と

して、窓口であると職員の手間がかかってしまう

というところがあるので、できる限り電子だった

りとか、コンビニだったりとか、郵便局とかそっ

ちのほうでやっていただいたほうがいいとは思い

ますけれども、それに対して、例えば窓口に来た

方にこのような方法もありますよというのを、ラ

ックにいろいろ入ったりとか案内をしているのは

承知しておりますが、個別に窓口に来た方に、次

回からこのような方法もありますよというふうな

形を、これは例ですけれども、そのような形で、

そちらのほうに移行するような立てつけというか、

方法というのはどれぐらい行っていらっしゃるの

かというところをお尋ねしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（石井 栄君） 主幹の石井でござい

ます。 

  野原委員からの質疑に対する回答の件数の相違

についてまず説明をさせていただきます。 

  口座振替の予算積算上の件数がゆうちょ銀行以

外で１年間２万5,000件、ゆうちょ銀行で5,000件、

あとコンビニ納付の年間件数が２万8,000件、こ

れは個別の納付方法になりますので、ご理解いた

だければと思います。 

  あと、令和４年度の納付状況の実績について説

明をさせていただきます。 

  口座振替につきましては、令和４年度の成果書

のほうに記載はあるんですが、令和４年度実績、

口座振替３万7,171件、こちらについては国保税

も含んでおります。町県民税の普通徴収及び固定

資産税及び軽自動車税と国民健康保険税の口座振

替を計上しております。そちらの合計が令和４年

度で３万7,171件。 

  続いて、コンビニエンスストアの収納件数につ

きましては、令和４年度実績、こちらも税目は同

じになりまして、３万5,368件。 

  続きまして、スマホのアプリを利用した収納で

ＰａｙＢというものがありまして、こちらは取扱

い金融機関がある程度固定されてしまうんですが、

こちらの件数が令和４年度は2,561件があくまで

も令和４年度の収納件数になりまして、あと佐藤

委員ご指摘の窓口で自主的に納付される件数です

とか、そちらについての集計というのは、残念な

がら持ち合わせておりません。 

  あまりにも数が膨大になりますので、そちらの

件数についての把握というのは、徴収担当のほう

ではしておらないところです。 

  あと、ＰＲ方法のご指摘ということで、納付書

には裏面に、まずは自主納付されたい方には、指

定された金融機関の名前ですとか、その名前も掲

示をしておりますし、また、口座振替を積極的に

利用してほしいということで、納付書の中に口座

振替依頼書というのも備付けというか、一緒に束
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ねてあるところです。 

  あと、もちろん、令和５年４月から始まりまし

たスマホ決済のご案内も、そちらのほうでさせて

いただいておりますし、ただ、主に自主的に収納

する方については、役場の会計室の窓口ですとか

税務課の窓口にはなると思うんですが、そちらで

の口座振替の利用の啓発ですとか、あとはスマホ

を利用した啓発というものを積極的に今、ＰＲは

していないところです。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ありがとうございました。 

  一番最後のところが一番衝撃というか、積極的

にＰＲしていないというところが、非常に理解に

苦しむところではあるんですけれども、窓口に来

られるよりも、言い方がちょっと適切でなけりゃ

ごめんなさい、先に申し上げておきますが、窓口

に町民の方が来られるよりも、それ以外で窓口以

外のところで電子的なもの、コンビニ的なもので

やっていただいたほうが、現場の職員の方が仕事

を中断したりとかしないで、そういうところの働

き方、ほかの課でもそういうことは出ております

けれども、そういうふうな流れに今なっていると

ころでありながら、電子化への移行の推奨とか啓

発とか、その辺はされていないというのは、今後

検討していくべきではないかと私個人は思ってお

ります。 

  窓口ではなくて、コンビニとかであれば、55円

だったりとか10円だったりとか、11円だったりと

か手数料収入も入ってくる、これは払うことにな

るのですけれども、それでも払いやすい、先ほど

前段の委員もおっしゃっていましたけれども、行

くより交通費とかを考えてというところで、その

利便性というか、そこのところ気がついたら、そ

れ以降もそういうふうになっていくのではないか

なというふうに、僕個人もその辺を使ったことは

ありますので、そのように考えております。 

  また、窓口件数等のことを持ち合わせていない、

していないというのは、後からどういうふうな形

でなっているのかって検証ができないということ

なので、これは難しいことでもないので、やって

いないというのであれば、過去のどうなんだとい

うふうに、こちらも検証の材料として持ち合わせ

ることができない、共有ができないということに

なるので、その程度は別に難しいことでもないの

で、検証という観点からきちんとやっていただき

たいなというふうに思っております。 

  あとはその程度にとどめておきますが、分から

ないところは後でお聞きしたい、別個にお聞きし

たいと思います。 

  以上でございます。本日はどうもありがとうご

ざいます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 啓発についての再々質問

ですね。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  啓発については、納付書に同封する、先ほど石

井主幹からも申し上げましたとおり、納付書の中

に必要に応じて、当然に同封させていただいてい

ると。 

  また、役場の窓口でこういう手段があるという

ことについては伝えてはいますけれども、来てい

ただいた方にこういう方法があるんだということ

を押しつけるというのも、なかなか難しい部分も

ありますので、実際に役場の窓口に来ていただけ

れば、先ほどからご質問いただいているとおり、
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手数料がかからないという面もあるので、町にと

ってはメリットというとあれですけれども、手数

料がかかっていないという意味ではプラスに働い

ているという部分もあるということだけは、ちょ

っとご理解いただければなというふうに思います

ので、ただ、様々な手段をご用意させていただい

て、納税環境の整備に努めているということだけ

は申し上げたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  予算書100、101ページです。(3)の評価替調査

事業について、こちらの事業内容と今年度の予算

が約670万円ほど下がっておりますけれども、そ

のご説明をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  塚村議員のご質問にお答えいたします。 

  こちら予算書100ページ、101ページの評価替え

調査事業、こちらの内容でございますが、こちら

につきましては大きく分けて２つございまして、

評価替えに向けた資料を整備する業務委託の事業

と、時点修正における鑑定評価の業務ですね、こ

ちらが大きく２つ入っておりまして、合わせてこ

ちらの予算書の金額となっております。 

  評価替えの資料の整備業務委託につきましては、

こちらは航空写真の撮影ですとか、航空写真をオ

ルソ画像といいまして、ゆがみとかを取って平面

にする作業なんですけれども、そういったオルソ

画像の作成。 

  あとは地番図ですね、土地の分筆だの合筆とか

で移動があった場合のそういった地番図の修正作

業ですね。そちらと、その地番図を今そういった

固定資産のシステムを使っているんですけれども、

そちらのほうに分割して納品する、年に９回なん

ですが、そういったシステムへの納品作業。 

  あと、家屋図の修正ですね。こちらも滅失の家

屋ですとか新築の家屋ですね、そういったものの

家屋図を加えたり滅したりで修正をかけていく作

業になります。 

  あとは土地の評価業務ということで、路線価、

道路に路線価で価格が振られていますけれども、

そういったものの検証作業ですとか、シミュレー

ションですね、そういった作業の業務内容が入っ

ております。 

  それとあと公図のデータですね、役場のほうで

公図というものを発行しておりますけれども、そ

ちらも分筆、合筆等で移動になった場合のそうい

った修正図、加除修正の作業ですね、そういった

ものが含まれておりまして、それと固定資産の管

理のシステムの保守料が入っております。こちら

が評価替えの資料の整備業務委託の内容になりま

す。 

  それともう１点の時点修正の作業ですけれども、

こちらは鑑定士さんのほうに依頼しまして、町内

にあります標準地、そちらの７月１日時点の評価

を鑑定していただく作業になります。大きく分け

て２つの業務委託の内容になります。 

  こちらの予算額に大きな差があるというところ

ですけれども、こちら毎年、評価替えの資料の整

備業務委託はしているところなんですが、評価替

えというのが３年に１回ございまして、そちらに

向けて初年度と２年度、３年度目でやる内容がち

ょっとずつ違っているというところでして、例え

ば１年度目にそういった土地の路線価とか、そう
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いったところの見直しの作業、検証の作業とかを

しまして、それでまた２年目にさらに別の検証作

業がありまして、３年目にもまた今度、家屋の移

動、航空写真とかから見比べて、実際になくなっ

ている家屋だとか、新しい家屋だとかを移動判別

作業とか、そういったところで、やる年度によっ

て内容が違ってきておりまして、それで毎年、連

続的に評価替えの資料整備業務は委託していると

ころなんですが、内容の違いによりまして何百万

円とかという差が出ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  詳しくご説明いただきまして、内容と金額のほ

うも承知をいたしました。 

  こちら３年に１回こういったことを更新されて

いるということで、この委託会社というのは、そ

の業務が同じなので、３年間ごとに変えているよ

うな感じでよろしいのか。この委託先も併せて教

えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  こちらにつきましては、今年度につきましては、

株式会社パスコというところにお願いしておりま

して、３年間での評価替えではあるんですが、業

務委託としては各年度ごとに毎年、業務委託の契

約を締結させていただいているところでございま

す。こちらにつきましては、毎年度、引き続いて

ずっと連続的な作業になるというところもござい

まして、今のところパスコさんのほうにお願いし

てきているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で税務課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより町民生活課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いします。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 皆様、こんにちは。 

  町民生活課長の吉永です。本日はよろしくお願

い申し上げます。 

  では、出席しております職員の自己紹介をさせ

ていただきます。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 皆さん、こん

にちは。町民生活課副課長の新井と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○危機管理担当主査（髙林優子君） 皆さん、こん

にちは。町民生活課危機管理担当主査、髙林でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） こんにちは。町

民生活課地域振興担当主幹の関根と申します。よ

ろしくお願いします。 

○町民生活課主幹（横溝秀武君） 交通安全・消防

担当主幹の横溝と申します。よろしくお願いいた
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します。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） おはよ

うございます。交通安全・消防担当主査の長瀬と

申します。よろしくお願いいたします。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査の加藤と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。よろしくお願

いいたします。 

  予算書の93ページ、防犯活動事業で、10節の需

用費のところですけれども、電気料が、これは多

分防犯灯の電気料だと思うんですけれども、前年

度から約290万円ほど金額が下がっているので、

その理由を教えていただきたいのと、あと事業概

要のほうに防犯カメラの管理等とあるんですけれ

ども、町で管理している防犯カメラの数と、あと

設置場所はほとんど公共施設だと思いますが、公

共施設以外で町が管理している防犯カメラという

のはあるのかということをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ご答弁をお願いします。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  今お話しいただきました予算書93ページ、防犯

活動事業についてにお答えさせていただきます。 

  まず、１つ目の電気料につきまして290万円の

減額というところだったんですが、こちらにつき

ましては、昨年度、電気料の高騰がございまして

補正予算を組ませていただいた部分がございます。

今年度見直しに当たりまして、ある程度電気料も

落ち着いてきたということで、前回の補正分を減

額させていただいたというのがこの減額の金額の

理由になっております。 

  それともう一つ、防犯カメラにつきましては、

町で管理しているというと、私たち町民生活課で

管理しているというよりも、町全体で何基かとい

う形でちょっとお話をさせていただきますと、全

部で55基ございます。こちらにつきましては、全

て公共施設となっております。 

  私たちの町民生活課のほうの管理ということに

なりますと、有料駐輪場が和戸と姫宮にございま

して、こちらで管理しているものと、あと和戸と

百間に地下道がございますので、こちらの防犯カ

メラを管理させていただいているというところに

なります。 

  あと、私たちのほうで公共施設以外のところに

つきましては、設置のほうは行っていないという

のが現状になります。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。再質問させて

いただきます。 

  電気料のことは承知いたしました。 

  防犯灯の維持管理と防犯カメラの管理という費

用は、この14節の工事請負費の中に含まれるとい

うことでよろしいのかということと、この予算書

だと防犯カメラに関しての管理がどこに含まれる

かというのがちょっと分かりにくかったので、そ

れがどこに入るかということと、あと維持管理で

すね、防犯カメラの維持管理ですけれども、町で

職員がやっているのか、それとも町の施設以外で

町民生活課で管理している駐輪場とか地下道に関

しての維持管理、また修繕等も町で管理している

のかということをお伺いしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 
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  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  お話しいただきました防犯カメラのまず維持管

理とか費用の問題なんですけれども、現在の防犯

カメラ、町民生活課で管理している防犯カメラに

つきましては、今全て固定の録画タイプというも

のになっておりまして、特段どこかと通信してい

るようなものではございません。ですので、定期

的にはパトロールに行かせていただいて、故障し

ているとかという確認ができれば、その都度、維

持管理という形で修繕ないしを対応させていただ

いているような形になります。ですので、今現在、

防犯カメラに対して業者さんにお願いして委託を

しているとかというものは、現状ではございませ

ん。 

  以上になります。 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課副課長（新井庸一君） すみません、

予算上どこかという形なんですけれども、こちら

につきましては、今現在、こちらのほうで予算の

ほうは盛っていないのが現状です。ですので、も

し修理が発生したときには、補正ないし流用ない

しというものを充当させていただきまして、修繕

をしていくという形になります。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 再質問させていただきま

す。 

  ちょっと聞いたところで、地下道の防犯カメラ

の管理をどこかに委託していたということがある

ということをちょっとお聞きしたんですけれども、

現在はそれはやっていないということでいいです

か。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  地下道の防犯カメラにつきましては、過去にや

はり通信を使ってデータを飛ばすというんですか

ね、管理していた経緯がございます。こちらの通

信に当たっては、当時、ＰＨＳという電波を使っ

てやっていたんですけれども、この電波のサービ

スが終了するに伴って、ちょっとその維持管理が

できなくなったというところもございましたので、

そちらの通信を切りまして、単純にデータで録画

するというような形の管理というものに切り替え

たことによって、今のところはどこにも委託とか

管理をお願いしているということはないというよ

うな形になっております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。よろしくお願い

いたします。 

  ３つほど質問させていただきます。 

  まず、１つ目は、私たちの予算書の61ページ、

一般のほうでは95ページなんですけれども、防災

行政無線は停電のときは使えるのかどうかお聞き

したいです。 

  ２つ目、一般予算の85ページのまちづくり交流

事業の国際交流事業の支援とありますが、実際に

はどんなことをしているのか。また、町村相互交

流とは、どこのまちとの交流を図っているのかお

聞きします。 

  ３つ目ですが、今言われていた93ページの防犯

活動事業の中の防犯カメラなんですけれども、防

犯のためにも、駅前など、特に和戸ですと、備前

堀や橋のところでごみのポイ捨てや痴漢などが起

きるので、そういうところの設置ということは、
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町としては考えられることなんでしょうか。 

  ３つ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  私から少しお答えさせていただきます。 

  まず、防災行政無線の停電時の使用につきまし

てなんですが、防災無線のシステムの中に無停電

装置というものがついておりまして、要は停電に

なったときでも使えるというような装置が実際く

っついておりますので、それを用いて防災無線は

実際のところは通常に使えるというようなことに

なっております。 

  それともう一つ、すみません、１つ飛んでなん

ですが、防犯カメラの要は駅前ですとか、要は人

の多いところへの設置なんですけれども、こちら

につきましては、現段階では防犯カメラ、公共施

設のほうに設置させていただいておりますが、防

犯というカメラの存在ということは、防災とか抑

止に対しての一つの方法というふうには考えてお

りますけれども、やはり私どもとすると、地域の

つながりがあって、地域として犯罪の起きにくい

環境をつくっていくということが一番大きいこと

かなというふうに考えております。 

  また、設置に当たりましても、場所の選定です

とかにつきましては、やはりいろいろな苦労もあ

るかなというふうに思っておりますので、まず最

初に、防犯力というものを地域で担っていただく

ということに力を入れさせていただくための支援

ということで、私たちのほうでも補助金のほうを

持っているんですけれども、そちらを利用しなが

ら、まず地域のほうで力をつけていただきつつ、

それでも賄い切れないというふうな話があれば、

改めて検討していくというような段階で追ってい

きたいなというふうに思っておりますので、ご理

解いただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  ２問目のまちづくり交流事業の中身の話になり

ます。まず、国際交流事業の支援につきましては、

今現在、日本語教室のほうを進修館のほうで継続

的に開催されている、もともとは国際交流みやし

ろという団体だったんですけれども、その教室の

開催の支援のほうを通年でさせていただいており

ます。資料の印刷ですとかですね、会場の確保で

すとか。 

  町村交流のほうにつきましては、埼玉県の越生

町と相互交流の覚書のほうを調印させていただい

ておりますので、防災訓練の例えば物資の搬送訓

練ですとか、そういったところで交流させていた

だいております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 再質問させていただきます。 

  防災行政無線の件なんですけれども、実際の災

害時、地震は震度幾つのときに公表したりとか、

台風のときは風速とか降水量とかで放送すると思

うんですけれども、それは幾つぐらいになったら

放送するのか教えてください。 

  それと、２番目のまちづくり交流の件でなんで

すけれども、今言われたような興味があるんです

けれども、一般の方々とか私たちが参加するとい

うことはできるのでしょうか。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 
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○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  先ほどいただきました防災行政無線で災害につ

いての町民の方への避難というか周知の基準なん

ですけれども、特にここじゃなきゃ駄目だという

基準は設けてはいないんですが、私どもハザード

マップというものを皆さんにお配りさせていただ

いている中で、国の基準といたしまして、レベル

１からレベル５というものが実際にございます。 

  この中でレベル３相当に相当するものなんです

けれども、ここは特に高齢者ですとか、避難に時

間がかかる方につきましては、優先的に避難して

くださいというようなところなんですけれども、

この段階では、町のほうでも恐らく避難所という

ものを開設していくという形になりますので、少

なからずこの段階では周知をさせていただくとい

うような形になると思います。 

  また、明らかにこれから台風が接近してくるだ

とかというのが予測できるようであれば、それよ

り前の段階で、町のほうの災害対策本部のほうで

判断した中で、皆さんへの避難の周知というのを

させていただくようなイメージでございます。 

  また、地震につきましては、これはもう完全に

突発的に出てくるものですから、震度幾つになっ

たらというのはなかなか難しいんですけれども、

ただ、町の避難所の開設基準、自動的な避難所開

設基準がありますので、それは震度６になるんで

すが、こちらのほうになりましたら、避難所の自

動開設と一緒に、防災行政無線で避難してくださ

いというような形で放送するような形になるとは

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  相互交流の関係で、一般の方の参加というとこ

ろですが、今現在、広報みやしろのほうで、越生

町がハイキングのまち宣言ということをしていま

して、町内に何十というハイキングコースがあり

ますので、それの記事のほうを宮代の広報でも載

せさせていただいております。 

  ただ、ちょっと、幾分遠いもんですから、今後

そういった事業とかの交流も含めて、越生町の担

当者と詰めていきたいと思っています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 最後になりますが、先ほど

の防災行政無線の件なんですけれども、先日トイ

レのことがありまして、進修館の脇にマンホール

トイレが３つほど開設されるということを聞きま

して、見学のほうをさせていただきました。 

  そのときに聞いた話なんですけれども、地震が

起きたときには、一般の家庭でもトイレは使わな

いほうがいいというふうに言われているんですけ

れども、地震が起きたときに防災無線で、トイレ

とか何かの使用はしないでくださいとか、そうい

うアナウンスはする予定はあるのでしょうか。最

後、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  トイレの利用につきましては、委員おっしゃる

とおりに、発災直後にすぐには使えないというの

が現実だと思います。これは、マンホールトイレ

も同様で、要は下水がちゃんと使えるよというの

が確認できなければ、これはマンホールトイレも

家庭用のトイレも使わないほうがいいというのが

現状だと思います。 
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  実際に、発災直後になりますと、命を守る情報

というのが一番最初になってくると思いますので、

そこのほうを邪魔しない範囲で放送するというこ

とは、これはやってもいいことかなというふうに

思っておりますので、出す、出さないということ

でなく、出すタイミングというのを見計らった上

で出させていただくということは、実際のところ

はあるかなというふうに思っております。 

  また、私も能登に行かせていただきましたけれ

ども、防災行政無線だけじゃなくて、インターネ

ットですとか、あと向こうですと、ＮＨＫのテロ

ップで流れていたりという方法もございましたの

で、そういうところを使って周知させていただけ

ればなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  まず、１点目が、予算書の96、97、私たちの予

算書58ページの進修館の駐車場の拡張、伐採、照

明なんですけれども、合わせて4,000万ちょいな

んですが、このレイアウトはいつ頃できるのかな

という点と、あと工事のスタートはいつ頃で、完

成予定はいつ頃になるのかという点。それと、何

台駐車場が増えるのかという点をお願いします。 

  そして、もう１点が、私たちの予算書30ページ

の地区コミュニティセンターの事業なんですけれ

ども、区長さんと職員の方が回って、いろいろお

話を聞いてお手伝いをやるよということなんです

けれども、今年度に関してはどのような活動で、

どのような話があって、具体的に町がどのような

支援をしたのかという経過と、来年度はそれを踏

まえてどのような活動をしていくのか、改善点等

あればお伺いをいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査、加藤でございます。 

  進修館の駐車場の工事につきましては、今現在、

設計ができていますので、レイアウトはできてい

ます。工事が、大きく分けて、樹木の伐採と防災

倉庫の移設と駐車場の舗装とフェンスのやり替え

です。あと駐車場の照明の工事がございますので、

最初に防災倉庫の移設と樹木伐採・抜根を上半期、

おおむね８月の町民まつりの前ぐらいに終わらせ

られればと思っております。 

  あと残りの工事については、11月にみやしろ芸

術祭というので駐車場を使う予定がありますので、

舗装とフェンスと照明については、12月以降にや

らせていただければと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 20台ほど増え

る見込みでございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。よろしくお願いします。 

  地区コミュニティセンター事業の今年度の活動

と来年度のということなんですけれども、今年度

については、全地区を訪問３回という目標で回っ

ております。コロナも明けまして、いろんな活動

が徐々に始まってきているところで、そういった

地域のお祭りの場にもお邪魔させていただいて、

いろいろお話を聞かせていただきました。 

  それを踏まえまして、来年度につきましては、
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また同じく訪問をさせていただくんですが、ほか

の地区での事例なんかを区長さんたちと共有させ

てもらって、あとはイベントをやるにも、１つの

自治会ではなくて、例えば、近隣と一緒にやった

らこんなことができるんだよみたいな情報提供等

をさせていただきながら、もう少しコミュニケー

ションを取っていきたいなと思っております。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 再質問をさせていただきま

す。 

  まず、駐車場なんですけれども、レイアウトを

非常に見たいんですけれども、予算の審議という

か、採決の前までにいただくことは可能なのかと

いう点、その１点お伺いをいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査、加藤でございます。 

  レイアウトにつきましては、後で配らせていた

だければと思います。 

  今現在、舗装されている駐輪場がございますが、

そちらのほうまで一部拡張させていただきますの

で、駐車台数については現状よりは多く止められ

るようにできます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 資料はいただけるというこ

とで、お願いいたします。 

  あとは、駐車場20台増というお話なんですけれ

ども、駐輪場のほうまで広げますよと今お話あっ

たんですけれども、それはそっちまで広げて20台

ということでよろしいですか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査の加藤でございます。 

  そうですね、駐輪場のほうも拡張しますが、今

現在、広い植樹帯が駐車場の間にあると思います

が、あそこのほうも拡張させていただくために、

樹木のほうをちょっと、一部というか結構切っち

ゃうんですけれども、それをやらせていただいて

台数を確保させていただくことになります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  前段、議員さんが言われていた質問に追加とい

うか、私たちの予算書の30ページの地域の力とな

る地区コミュニティセンター事業なんですけれど

も、こちらの予算のほうが、そんなに大きくない

のですが、10万円とございまして、こちら訪問事

業ということですが、どういったものにこの10万

円が使われるか、それを教えていただきたいです。 

  あと、２点目が、私たちの予算書の43ページの

みんなで備える防災力強化促進事業の中で、一番

下の我が家の避難計画マイタイムラインの作成と

いうものがございまして、こちらのマイタイムラ

インというものがどういうものかというのも教え

ていただきたいです。 

  あと、３点目、私たちの予算書の61ページで、

予算書のほうが95ページと97ページなんですけれ

ども、こちらのほうに防災倉庫の設置とございま

すが、こちらは先日お伺いしたときに８か所ある

ということだった防災倉庫に、またプラスされて

設置されるものなのかどうか。 

  あと、97ページ、自主防災組織の育成強化、本

年度の特徴のところにあるんですけれども、こち

らが育成の強化をどうされていくのか。あと自主

防災組織間の連携強化というものがございますが、
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これは何をもって連携強化していくのか。その下

の避難所運営力の強化というのは、何を強化する

のか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  地区コミュニティセンター事業の予算につきま

しては、現在、消耗品として10万円ということで

要求させていただいております。 

  こちらにつきましては、本当に事務用品という

ことで、訪問の際に持っていくファイルでしたり

とか、だから金額的にはもう十分、これほど使え

ないぐらいの規模なんですけれども、実際、訪問

活動するに当たっては、体が動くのでお金は実際

かからないということになっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。順次お答えさせていただきます。 

  まず、私たちの予算書43ページのみんなで備え

る防災力の強化促進事業、その中のマイタイムラ

インの内容でございます。 

  こちらにつきましては、マイタイムラインとい

うのは、特に大雨とか洪水に特化したものでござ

います。こちらの内容につきましては、実際に避

難する前から、何をいつの段階でどういうものを

準備しておかなければならないのかなという形で、

遡って家庭で計画していただいて、例えば、極端

ですけれども、１か月前には食料を用意しましょ

うよとか、２週間前には天気予報を見ましょうよ

だとか、あとは、それこそ何時間前に避難しよう

よというものの計画を立てていくというものがマ

イタイムラインになります。これを家庭内で共有

していただくことで、事前に慌てずに避難できる

というものを作成いただきたいというような形の

ものでございます。 

  そして、もう一つ、私たちの予算書61ページ、

予算書95ページになります。 

  防災倉庫の工事の件ですが、こちら、先ほど加

藤のほうからお話しさせていただきましたが、進

修館にございます防災倉庫、これを駐車場工事に

伴って移設させていただきます。実際、防災倉庫

自体も20年以上たっている防災倉庫でございます

ので、あのまま移設するというのは、なかなか難

しいというようなこともございましたので、新た

に場所を選定しまして、そちらのほうに新しいも

のを整備させていただくということでございます

ので、既存で持っている戸数が増えるということ

ではありません。 

  それともう一つ、予算書97ページの自主防災組

織の防災コミュニティ促進事業につきましての本

年度の特徴のところでございます。自主防災組織

の育成強化、また組織間の連携強化、それと避難

所運営力の強化というところでございます。 

  実際のところ、自主防災会、あとは自治会もそ

うですけれども、やはり高齢化ですとか、少子高

齢化というんですかね、こちらのほうの波という

ものは、これはもう否めないというところがあり

まして、組織自体もやっぱり、なかなか難しくな

ってきているというお話をいただきます。 

  そのような中で、組織というものをどう保って

いかなきゃならないのかなというところでは、ま

た私ごとになってしまいましたけれども、私がち

ょっと行かせていただいたものですから、そうい

うところの部分の生の声をお話しさせていただい

た上で、やはり自主防災組織というのは大事なん

だよというものを伝えていきたい。それと、それ
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に併せて準備しなきゃいけないんだよというとこ

ろを皆さんにお伝えしていきたいなというふうに

思っております。 

  また、先ほども話しさせていただきましたが、

単独ではなかなかやっていくということが難しい

というお話もいただきますので、その部分では、

１つの自主防災組織で何もできないのであれば、

隣のところと一緒にやってみませんかとかという

形での連携というんですか、というものをうちの

ほうから提案させていただいてもよろしいかなと

いうふうに思っております。 

  やはり、個々の力じゃなくて、みんなでやって

もらったほうが、実際のときには力になるとは思

いますので、そういう部分では、そういうような

形での提案というのもひとつしていきたいなとい

うふうに考えております。 

  また、避難所運営につきましては、実際、自主

防災会の中ではやっていらっしゃるかもしれませ

んけれども、町と連携したりですとか、あとは実

際にまだやっていないところもございますので、

そういうところへの呼びかけ、あとは実際にやっ

てみるとか、あとは、ちょっと来年度のことなん

で何とも言えませんけれども、町と一緒にやって

みるだとかというものも含んで、ちょっと検討さ

せていただいて、一緒に実際に動いていきたいと

いうものをお話ししていきたいなというふうに思

っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  地区コミュニティセンター事業の10万円は了解

いたしました。 

  再質問させていただきます。 

  みんなで支える防災力強化促進事業のマイタイ

ムラインなんですけれども、こちら、大雨、洪水

用みたいな感じで言われていたんですけれども、

地震災害とか、そういうものに関してはどうなの

か。 

  あと、先日来ました簡易トイレのことが載って

いるかどうかお聞きしたいです。 

  防災倉庫に関しては、新しくではなくて移設と

いうことをお聞きしましたけれども、こちら水害

対策として、例えば防災倉庫自体に水が入ったり

して備蓄されているものが使えなくなったりとか、

そういうことがないのかどうかお聞きしたいです。 

  あと、自主防災組織の育成強化のところですが、

こちら、私の入っています自主防災は、何ていう

んですか、そういう防災用品が割とそろっている

んですけれども、実際使うときの使い方、例えば、

実際発電機とかが幾らあっても、私の自治会の場

合ですと、カセットコンロのガスを使うものにし

て比較的備蓄もしやすいんですけれども、中には

発電機が灯油を使ったりするものをお持ちのとこ

ろとかもあると思うんですけれども、いつも話題

になるのは、それをどこに取っておくんだという

ことを、うちの場合もちょっと問題になったりと

かしまして、そういうところの相談事を受けてい

るのかということ。 

  あと、避難所運営力の強化なんですけれども、

避難所の体育館だったりとかのところに、今結構

問題になっていると思うんですけれども、ペット

の避難、こちらのほうをこれから考えていく予定

はあるのかお聞きしたいです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。順次お答えさせていただきます。 

  まず、マイタイムラインの地震に対する考え方

なんですけれども、マイタイムライン自体が、そ

もそも備えというものが一番大きなポイントにな
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っておりますので、発災後、何も使えないという

わけではなくて、例えば先ほどちょっと話しまし

たけれども、１か月前までには備蓄というものを

用意しようだとかというところの実際のところも

ございますので、そういうところは地震にも実際

使えるのかなというふうに思っております。なの

で、何時間後に何しようという直近のものはちょ

っと難しいかもしれませんけれども、ただその中

で、避難経路はどうしようだとか、どういうふう

にみんなで連絡取り合おうだとかというところも

マイタイムラインで実際書き加えられるところで

もございますので、そういう点を地震にも一緒に

使っていただければ、水害に特化したという話を

させていただきましたけれども、地震でも使える

のではないかなと考えておりますので、私たちの

目標にも書いてございますが、ぜひここら辺は広

めていきたいなというふうに思っております。 

  それと、マイタイムラインのトイレの関係なん

ですけれども、実際マイタイムライン自体を自分

でつくっていただくというのが一番大きなポイン

トになります。ですので、何を何しなきゃいけな

いねというものをこちらからお話しするわけでは

ないんですけれども、先ほどお話ししましたとお

り、もし簡易的なトイレを用意しなきゃいけない

と自分で思ったときには、例えば、１か月前には

用意しておこうねというふうに書き加えていただ

くというのが実際のポイントになりますので、そ

のような形で記述していただければなというふう

に思います。 

  もちろん、マイタイムラインの作成の講義です

とかでお話する中では、そういう話をさせていた

だいてもよろしいかなというふうに思っておりま

す。 

  それと、今回の防災倉庫の移築についての水害

対策なんですけれども、やはりご存じのとおり、

ここも水が出る場所ですので、そこら辺も想定さ

せていただいた中で、若干高いところの位置に防

災倉庫を置こうかなというふうに思っております。 

  ただ、実際に防災倉庫を使うときに、高過ぎて、

今度は物を出すのが大変ですとか、いろいろな条

件もございますので、その点はちょっと改めて防

災倉庫を置く設計の段階で考えさせていただいた

上で、水害対策を行ってまいりたいなというふう

に思っております。 

  また、それができなければ、例えば棚を置いて、

下の部分は何も置かないだとかという対策も取れ

るとは思いますので、そこも含めて一緒に考えて

いきたいなというふうに思います。 

  また、育成強化の中で、資機材の使い方だとか、

燃料の保管とかという問題なんですが、よくこう

いう形で言われるのが、買って満足してしまうと

いう方がいらっしゃるというお話も正直なところ

聞きします。ですので、やっぱり買ったからには、

やはり使える、あとは使わなければならないとい

うところで、本来であれば、自主防災会さんが購

入したのであれば、訓練のために１回出してみて

使ってみるだとかというようなやり方があるのか

なというふうに思っています。 

  また、燃料の保管については、燃料の量によっ

てはやっぱり防火管理者だとかが必要になってく

る部分もございますので、その点については、本

来購入する時点でどのようにするかというのを考

えていただいた上で購入いただくのが一番ベター

かなというふうに思っております。それでなけれ

ば、私ども町でもお話をさせていただきますが、

例えば災害協定的なもの、例えば近所のガソリン

スタンドみたいなところだとか、ガスを扱ってい

るところだとかと、地区でお話をしていただいて、

緊急時にはそこから用足しできるよというものも

一つの考え方かなというふうに思っておりますの
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で、この点についてはご相談いただければ、いろ

いろこうしたほうがいいよという、何ていうんで

すか、的確なアドバイスになるかちょっと分から

ないですけれども、いろんな考え方とか事例とい

うのはお話できるとは思いますので、ご相談いた

だければなというふうに思っております。 

  それと最後は、避難所のペットについてなんで

すけれども、やはりペットの問題というのは、か

なり大きく最近取り上げられているところです。

町のほうでも、昨年度の防災訓練からペット防災

ということでコーナーを設けさせていただきまし

て、実際被害があったときにペットをどうするん

だとかというものに対しての考え方というものを

皆さんに少しずつ分かっていただきたいなという

ふうな対策も考えております。 

  実際、この間、職員だけですけれども、避難所

開設訓練をさせていただいたときにも、いろいろ

な方が避難所に来るという想定の一つとして、ペ

ット連れの方も来るといったときにどうするんだ

という形で現場の人間にも投げかけて、実際場所

を用意して、ケージがなかったらどうするんだと

かという話もさせていただいた中で開設訓練をさ

せていただいて、その中で、反省点も出てきたと

いうところもございますので、改めてそういうと

ころを見直しつつ、誰でも避難できるよというよ

うな安心感を持ってもらえるような避難所運営訓

練というのを少し考えていきたいなというふうに

思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  今ので大体分かったんですけれども、最後のペ

ットの避難のところでございますが、こちらは本

当にもう今まさに災害が起こったときに、ペット

を連れて避難することが可能かどうか、これだけ

教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  今という話になったときには、もちろん避難は

していただいても結構だと思います。現地での対

応というと、またちょっと別になりますけれども、

避難してはいけないということでございませんの

で、そこは遠慮なさらずに、家族の一員と考えて

いる方もいらっしゃると思いますので、遠慮なし

に避難していただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点、質問をさせていただきます。 

  まず、予算書94、95の防災活動事業についてで

す。こちらの中の使用料及び賃借料になると思う

んですが、防災無線についてです。 

  こちらの防災無線なんですが、防災無線のスピ

ーカーの点検というか、そのスピーカーから出て

くる音について、いろんな町民の方からご意見と

かあると思うんですけれども、それに合わせて、

ちょっと向きを変えたりとか、その辺のことを毎

回、その都度されているのかお伺いいたします。 

  その次に、ＡＥＤの賃借料なんですが、今回増

やされたところはあるのか、また利用実績という

か、そういったものがあれば教えてください。 

  それから、その下の防災行政無線の戸別受信装

置というのをご説明いただきたいと思います。 

  次に、96、97ページの防災コミュニティ促進事

業についてです。 

  こちらの負担金補助金及び交付金の安心安全ま
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ちづくり推進事業補助金について伺います。 

  こちらは、自主防災活動に対する支援というこ

となんですけれども、この補助金の各自主防災組

織にどのように使われているのか、ご説明をお願

いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井と申します。よろしくお願いします。 

  まず、スピーカーの関係です。予算書94ページ、

95ページの防災活動事業でございます。 

  防災行政無線のスピーカーにつきましては、全

部で町内で48か所、実際ございます。事前に委員

会資料でもお渡しさせていただきましたけれども、

その防災無線を中心に、どのような広がりで聞こ

えているのかなというような形での検証はさせて

いただいて今の状況になっております。 

  委員おっしゃるとおりに、やっぱりたまにうる

さいですとか、聞こえづらいというようなお話も

いただきますので、その都度、それが可能なのか

というものの検証はさせていただいた中で、過去

にスピーカーの向きを変えたというような実績も

ございます。 

  ただ、その都度その都度という形になりますと、

やっぱり業者さんに委託している関係で、向きを

変えるとなるとプラスアルファのお金もいっぱい

かかってきます。あとは、その都度その都度変え

てしまいますと、聞こえ方が今度は皆様変わって

きてしまうというような部分もございますので、

なるべくは変えないような形で、皆さんにご理解

いただいているようなつもりではございますが、

やはり百点ではないというのはあるとも思います

ので、近づけるような形で対応とか対策というの

をさせていただければなというふうに思っており

ます。 

  それと、ＡＥＤの増加等、あと実績につきまし

ては、ＡＥＤの増加についてはございません。そ

して、実績についても、使ったというような実績

というものはございません。聞いておりません。 

  ちょっと難しい話で申し訳ないですけれども、

予算書でいきますと防災行政無線用戸別受信機設

置料4,000円ということなんですけれども、こち

らにつきましては、実際に今、宮代高校と宮代特

別支援学校に置かせていただいている賃借料とい

うか、そのような使用料をこちらで計上させてい

ただいております。おおむね2,000円、2,000円ぐ

らいですので、そのような形でやらせていただい

ております。 

  あと、この予算書96、97の防災コミュニティ促

進事業の負担金の安心安全まちづくり推進事業補

助金の内容という形でございます。 

  こちらにつきましては、すみません、こちらは

要項が実際ございまして、項目分けで、実際自主

防災のほうから申請という形でお配りしているよ

うな補助金になります。 

  項目でいきますと、資機材の購入というのがま

ず一つあります。それと、防災拠点の設置ですと

かというものが一つ、それと防災訓練を実施する

ときの費用、あとは防災研修をやるときの費用、

それともう一つは、防災士の資格取得に必要な費

用というもの、５つの項目に分かれておりまして、

ここで自主防災さんで必要なものというものを申

請いただいて、補助金として交付しているような

実績がございます。 

  ちなみに、今年度、完全に閉めたわけではない

んですけれども、申請ベースでいきますと、今年

度は延べ22地区の申請をいただきまして、トータ

ル100万円ちょっとぐらいの助成をさせていただ

くというようなイメージでおります。 
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  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  まず、防災無線についてなんですけれども、以

前にそのような聞こえ方の違いで向きを変えたと

いうことがあるということだったんですけれども、

私も、毎回そのお声があってその都度変えるとい

うのはちょっと難しいのかなとは思うんですけれ

ども、そういうお声があって、一回確認はしてい

ただいているということなんですかね。それで、

以前その向きを変えたというは、どういう内容で

どういうことだったかというのをもしよかったら

教えてください。 

  ＡＥＤに関しても承知をいたしました。以前か

らＡＥＤの場所を知らせてほしいということもお

伝えはしていたんですけれども、どこにあるかと

いうのが、なかなか町民の方が分かっていないと

いうこともあるので、どういうときにお知らせす

るのが効果的なのかというのも考えて、こちらの

ほうもお知らせいただきたいと思います。 

  こちらに関しては承知をいたしました。個別の

装置も高校にあるということで承知をいたしまし

た。 

  次に、96ページの自主防災組織に対する補助金

については、今年度の実績として、22地区、100

万円ということで、こういう内容に対して自主防

災会のほうから申請があった場合ということで、

そちらも承知いたしました。 

  例えば、自主防災組織にこの補助金だけでとい

うことではないですよね。各自主防災組織がどれ

くらい自主防災に対してということは、そこの自

治会というか、自主防災のほうで予算を取ってい

て、プラスでこういうことがあるとということな

のか、例えばなんですけれども、いろんな備蓄と

いうのは、各自主防災組織で考えてしていると思

うんですけれども、ここに資材の購入とか、いろ

いろあるんですが、この上限というか、これを使

ってできるのか、自分のところで自分の自主防災

組織で自主防災の予算を取っていて、そういうも

のに充てているのか、その辺。何かどれくらいこ

の補助金が使われているのか、そのあたり、もう

少し教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井でございます。 

  まず、防災無線の向きの理由なんですけれども、

やはり聞きづらいというところが大きい。あとは、

たまにですけれども、うるさいというような話を

いただきます。こちらにつきましては、私どもで

はできませんので、業者さんのほうに委託させて

いただいている中で、まず動かす前に、本当にそ

れが可能なのかというのを検証した中で、できる、

できないというものから入っていきますので、も

ちろんできないこともありますし、できることも

あるという中での、変更というんですかね、させ

ていただいているということで、ちょっとご理解

いただければというふうに思います。 

  それと、ＡＥＤの場所の周知とかにつきまして

は、私どももやはり、私たちも町で持っているも

のと、最近ですと、コンビニさんですとか、いろ

んな施設さんとかで、場合によっては自治会で持

っていらっしゃるところもございますので、本来

であれば、そういうところを町としても、ＡＥＤ

マップじゃないですけれども、そういうので周知

するのも一つかなというふうに考えております。

また、ちょっとそこが進んでいないというところ

と、あと現在、県のホームページのほうでＡＥＤ、

たしか見られるのがございましたので、そういう
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ところも含めて周知させていただくということを

ちょっと検討させていただければと思います。 

  それと、自主防災さんの予算の関係ですが、よ

く聞くところによると、自主防災さんとやっぱり

地区というものがつながっている、特につながり

が強いということもございまして、一般的に聞く

のが、やっぱりその地区の予算の中から自主防災

組織へ少しお金を充てて、プラスアルファで町か

ら補助金をもらっていろんなものをそろえていく

というものをよく聞いておりますので、全くない

というところはないかなという気はしているんで

すけれども、あとは、補助金を出すに当たっても、

場合によっては２分の１だとかという基準もござ

いますので、そういうのに当てはめた中で、自主

財源というものをお持ちなのかなというふうに承

知しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  大きく、４点、質問させていただきます。 

  まず、予算書の72、73ページになります。 

  (6)地域コミュニティ活性化事業で、18節で負

担金補助及び交付金。こちらのほうで豊かな地域

づくり推進事業補助金1,123万4,000円、それと集

会所整備事業補助金284万円、これの内容を教え

ていただきたいと思います。 

  それから、２点目なんですが、予算書94、95ペ

ージ。(1)防災活動事業になります。私たちの予

算書では61ページになります。 

  Ｊアラート専用受信アンテナ設置工事の240万

円なんですが、これは何か所なのか、あと場所は

どこなのかをお聞きいたします。それから、その

下の防災倉庫設置工事、こちらの320万円の内容

をお願いいたします。 

  それから、予算書96、97ページ。(3)防災コミ

ュニティ促進事業、私たちの予算書43ページにな

ります。 

  18節負担金補助及び交付金、安心安全まちづく

り推進事業補助金で、こちらの268万7,000円、こ

れが先ほど22地区というのがあって、それが100

万円ということだったんですが、要するに、43ペ

ージの自主防災活動に対する支援の269万円とい

うのは、22地区で100万円ということは、どうい

うことなのかということをお伺いいたします。 

  それから、予算書の180、181ページで、私たち

の予算書のほうが57ページになります。 

  まず、(1)消防総務事業、この中の、まず私た

ちの予算書のほうの57ページでいきますと、一番

下のところ、地域の実情に精通した消防団の活動

に必要な取組を支援しますということで、こちら

どのような支援をされるのかというのと、10節需

用費の中にあります消防団員被服費311万4,000円、

これは何人分となっているのか、これ防火服のこ

とでよろしいのかということでお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０１分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、町民生活課の質疑を行います。 

  まず、執行部からのご答弁お願いいたします。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  初めに、予算書の72、73ページの地域コミュニ
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ティ活性化事業の補助金の内訳の関係でございま

す。 

  まず、豊かな地域づくり推進事業費補助金のほ

うの内訳につきましては、コミュニティ活動支援

事業ということで、各自治会のほうに、世帯割の

関係で補助金のほうを交付させていただいており

ます。そちらの予算額が590万円になります。 

  次に、地域敬老会開催事業費補助金ということ

で、こちらについては451万9,000円。いま一つが

コミュニティ掲示板、こちらの維持管理です。修

繕であったりとか、移設、新設、廃止、こちらに

ついて56万円。それからもう一つ、地域力ステッ

プアップ事業ということで、例えば自治会が新た

に自治会広報を作るですとか、花いっぱい運動を

やりますよ、それから地区連絡会のほうで事務費

として必要な場合に申請できる補助金ということ

で、その３つの内容で25万5,000円となっており

ます。 

  次に、集会所整備事業補助金につきましては、

町内集会所が老朽等により修繕等が発生した場合

の修繕費の補助金、補助率２分の１ということで、

修繕費のほうが200万円、それから集会所の底地

ですね、借地の場合に固定資産税であったりとか、

都市計画税がかかる場合があります。この税額分

の補助ということで、合わせて84万円という内訳

になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  お話しいただきました予算書94ページから95ペ

ージの防災活動事業ですね。その中の工事請負の

中の防災行政無線システム等の改修工事というと

ころの中身なんですけれども、こちらにつきまし

ては設置場所を今考えておりますのが、スキップ

広場のところに四季楽というトイレがあると思う

んですけれども、その横に茶色いアンテナが、大

きいのが建っているんですが、こちらに強化する

というんですかね、くっつけるというようなイメ

ージで考えてございます。ですので、実際個数で

いきますと、その１基だけという形での工事を考

えております。 

  そして、もう一つが、防災倉庫の工事の内容で

すけれども、こちらにつきましては、まず本体代

です。それと造成工事が必要になってくるという

ふうに考えておりますので、造成工事プラス整地

費、それともちろんですけれども工事費を合わせ

て320万円を見込んでいるというようなところで

ございます。 

  それと、予算書の96から97ページ、私たちの予

算書の43ページです。 

  防災コミュニティ促進事業の金額です。先ほど

22件の100万円程度というのと、予算書の268万

7,000円、こちらにつきましては、あくまでも22

件というのは、単純に今年度の実績というところ

になります。来年度につきましては、使っていた

だけるような形で準備をさせていただいておりま

す。また、新型コロナウイルスの感染症が５類に

落ちたということで、活動自体が少し動き始めた

というような実態がございますので、これを機に

また、こういう言い方は失礼ですけれども、能登

半島の地震とかもありましたので、これを見直し

ていただくという意味で、活動の活性化というも

のをこちらのほうで促進するような形でお手伝い

させていただければなというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 
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○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。ご質問にお答えいたし

ます。 

  私たちの予算書57ページの消防総務事業では、

地域の実情に精通した消防団の活動に必要な取組

を支援しますの内容でございますが、こちらにつ

きましては、消防総務事業で、消防団の活動につ

いての予算を取っていますよという意味になりま

すので、予算の内容というものをこちらで平たく

表現をさせていただいているような状況になって

おります。 

  次に、予算書180ページ、181ページ。需用費の

被服費についてでございますが、こちらにつきま

しては、防火服ではないかということでご指摘い

ただきましたけれども、防火服も入っております

が、新入団の隊員さんの制服です。活動費も含め

てのもの。あと階級が上がった方に対する昇格者

の被服であるとか、革手袋とか、そういった団員

さんにお渡しするものが総数で311万4,000円とい

うような計上になっております。防火服につきま

しては、１着６万3,800円の見積もりで取ってお

りまして、現在消防団員さんが90名いるんですけ

れども、ちょっと定数には満ちていないんですが、

30人分を今期の分ということで計上させていただ

いております。ですので、191万4,000円が防火服

の金額となっております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、地域コミュニティ活性化事業、この中で、

豊かな地域づくり推進事業補助金、こちらが

1,123万4,000円ということで、前年度が1,184万

3,000円ですので、大体マイナス60万9,000円にな

ります。同じように集会所整備事業補助金のほう

も、前年度は399万4,000円でしたから、今回マイ

ナス115万4,000円ということになるんですが、や

はり地域コミュニティ活性化をしていくという中

で、逆に予算が減額してしまっているということ

が、ちょっとなぜなんだろうかっていうふうに考

えてしまうんですが、その理由をお伺いいたしま

す。 

  それから、(1)防災活動事業、こちらのほうに

なりますが、Ｊアラート専用受信アンテナ設置工

事というもので、スキップ広場に建てられるとい

うことですが、これは今回新しくなっているわけ

なんですけれども、これはなぜ必要になったのか

ということをお伺いいたします。 

  それから、防災倉庫設置工事で…… 

○委員長（土渕保美君） 泉委員、ページ。 

○委員（泉 伸一郎君） 予算書94、95ページ。私

たちの予算書61ページの防災倉庫設置工事という

ことで、こちらのほうを新しくするというふうに

前段の議員のときに聞いたと思うので、そうしま

すと、防災倉庫というのは、大体幾らぐらいかか

るのかなということをまだ答えていないと思いま

すのでお伺いいたします。 

  それから、予算書96、97ページ、私たちの予算

書43ページになります。 

  この防災コミュニティ促進事業、この中でも同

じように安心安全まちづくり推進事業補助金が今

回、前回が368万7,000円でしたから、丸々100万

円減っている。で、こちらも同じように減額にな

った理由をお伺いしたいと思います。町のほうで

推進しようとしているんですが、予算自体は減っ

ているということが何か不思議なものですから。 

  それから、予算書180、181ページ、私たちの予

算書57ページになりますが、(1)消防総務事業、

先ほどの説明は分かりました。で、もう一つのほ

うの10節のほう、消防団員被服費で、大体30人分
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ということで、そうしますと毎年この311万4,000

円という計上になっていますので、予算を決めて、

で、その範囲内で賄っていくというそういう考え

であるのか。 

  それともう一つ、先ほど防災倉庫の件で、どこ

に設置するかということをちょっと言われていな

かったと思うので、大体その候補地が決まってい

るのかどうかもお伺いいたします。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  豊かな地域づくり推進事業費と集会所整備事業

費の補助金の減額の理由ということになります。

前年度の予算との比較ということで、まず、豊か

な地域づくり推進事業費補助金のほうにつきまし

ては、主な減額の理由としましては、地域敬老会

の開催の実績勘案ということで減額をさせていた

だいております。そのほか、自治会の会員数の減

少等もありますので、その辺で減額ということに

なっております。 

  集会所整備事業費補助金のほうにつきましては、

令和５年度に大規模修繕の要望がありましたので、

その分を乗せていたのが大きな減額の理由となり

ます。令和６年度につきましては、自治会からの

大規模修繕の要望がなかったので200万円という

ことでとどめております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  予算書94ページから95ページ、私たちの予算書

61ページのＪアラートの工事の関係でございます。 

  こちらの、まず、なぜ工事が必要になったか、

理由ということなんですけれども、Ｊアラート自

体は国のほうで管轄しているような情報発信シス

テムになります。で、国のほうの指針としまして、

今度、Ｊアラートのシステムとこの町のほうのシ

ステムのほうを切り離していくというようなお話

がありました。これは、私たちもちょっと詳しい

こと、第２次世代から第３次世代へ機種の移行期

間ということなので、こちらのほうを切り離さな

ければならないということで、アンテナがどうし

ても必要になるというような形が、県から話がご

ざいました。県のほうとしても、システムの改修

しなければならないんですが、一番末端となる市

町村がまずやらなきゃいけないということで、県

内の全市町村、令和６年度と７年度にかけてやっ

ていくというようなお話を聞いております。で、

それ、終わったら、県のほうが最終的な改修をし

て全てのシステムが切り替わるというような形で、

国から実際のところの話がございましたので、今

回、町のほうで令和６年度に工事をさせていただ

きたいというところになります。 

  それと、防災倉庫、単価的なところと、あと場

所なんですけれども、実際の防災倉庫は、今予定

しているのは、今銀色の箱があると思うんですけ

れども、あちら少しちょっと高額な部分もござい

まして、で、いろいろ財政とも調整させていただ

いて、あとはカタログというんですかね、こうい

うのを見させていただいた中で、ある程度、銀色

の防災倉庫と同等の機能が保てるような価格の少

し安い防災倉庫を見つけることができましたので、

形はちょっと変わってくるんですけれども、その

中で今のところ試算させていただいているのが、

ほぼ同じ大きさのもので、今95万円という形で、

本体価格ですね、もちろんこれから入札等もかけ

ていきますので何とも言えないですけれども、ち

ょっとカタログ上はそのような形で載っているよ
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うな状態であります。 

  で、場所なんですけれども、今現在予定してい

るのが、ごめんなさい、皆さんの想像で申し訳な

いんですけれども、進修館駐車場の入る本当に右

手、今、木がいっぱい生えていると思うんですけ

れども、あそこをちょっと造成させていただきま

して、あの上に少し上げた形で設置しようかなと

いうふうに考えております。 

  今回、12月の補正ですかね、カミキリムシの関

係でちょっと木を切らなきゃいけない関係があっ

たということと、あと、来年度の進修館の駐車場

の改修工事に合わせて、あの部分を見直していこ

うという中で、防災倉庫の位置というものを少し

考えさせていただいたときに、前段でもお話あり

ましたとおりに、どうしても水ということも考え

なければならないというところでは、あの部分に

持っていくのが今のところはベストなのかなとい

う形で、今のところ予定しているようなところで

ございます。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  予算書180ページ、181ページ、私たちの予算書

57ページの(1)消防総務事業、10需用費の消防団

員被服費についてですが、こちらにつきましては、

毎年、枠で設定をさせていただいております。防

火服につきましては、全員そろった段階でこの額

は計上しないという形になりますので、いつかの

タイミングでちょっとこれ減額、191万4,000円に

ついては、当初の金額は減額になる予定になって

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  すみません、１つお答え忘れていましたのでお

答えさせていただきます。 

  安心安全まちづくりの助成金の金額が100万円

減っているという形での理由なんですけれども、

実際のところ、ここ数年、やはり助成金を使われ

るというのがなかなか実績として予算とかなりか

け離れた実績が上がってきているというのが現状

でございます。とはいいつつも、泉委員おっしゃ

るとおりにこれから活性化していこうという中で、

予算を削るのはどうかなというところはあったん

ですが、著しく活動が急に上がるということは多

分ないだろうという判断の中で、実績プラスアル

ファで残しても大丈夫な額というのをある程度想

定させていただいた中で、区切りのいいといった

ら失礼ですけれども、100万円を今回削らせてい

ただいております。財政ともいろいろちょっと話

をさせていただいた中では、助成金を切るという

のは、正直言って私たち担当とすると苦肉の策と

いうのはかなり大きいというのが重々承知してお

りますが、今後活性化してきて、この部分が必要

になってくるといった場合には、また改めて財政

のほうと調整させていただいた中で予算のほう、

確保していくというような形でのお話をさせてい

ただいておりますので、この点についてはちょっ

とご理解いただきたいなというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再々質問させ

ていただきます。 

  地域コミュニティ活性化事業、それから防災活

動事業、大体分かりました。で、その中で、予算

書96、97ページ、私たちの予算書43ページにある
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防災コミュニティ促進事業なんですが、100万円

減額になったということと、そういう中で、この

自主防災組織が少し弱くなってきているのではな

いかなという懸念がありますので、で、１つお聞

きさせていただきたいのは、この自主防災の補助

の中で一番大きい補助金額は大体どのぐらいの金

額になっていたのかということをお伺いするのと、

また、その自主防災組織がもうちょっと活性化し

ていくような、何か町として、町民生活課として

何か取組を今後考えているのかということをお伺

いいたします。 

  それと、もう一つ、予算書180、181ページ、消

防総務事業、こちらのほうもよく分かりました。

１点だけよろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  防災コミュニティの助成金の最高額なんですけ

れども、昨年度は、これは豊かな地域づくりの助

成金とかぶらないというのを前提にお出しさせて

いただいているものですが、集会所の中のカーテ

ンを防火カーテンに変えていくというような内容

のもので、あと、発電機もそのプラスアルファで

購入されているんですね。で、そういうのの中で、

金額的には、私たちが補助した額が23万3,800円

という数字が一番大きな数字になっております。 

  今後の対策としてというお話もありましたけれ

ども、やはり私たちもソフトの面とハードの面と、

やはり両方兼ね備えて初めて自主防災の組織が成

り立っているというのが一番大きな点だとは思い

ますので、先ほど言いましたけれども、買って終

わりじゃなくても、やっぱりそこからの問題とい

うものをやっぱり感じていただきまして、いろい

ろな訓練ですとか研修も含めてやっていただきた

いなと思っております。見る限りやっぱり、区長

さんもそうなんですけれども、自主防の会長さん

も１年単位で代わられるというところがかなり多

いというのも現状ですので、なるべく単年度とい

いつつも、やっぱり長い目で見ていただいて、訓

練ですとか知識というものを蓄えていっていただ

ければなという形での支援ができればなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  何点か質問させていきます。 

  まず、私たちの予算書の59ページ、交通安全対

策事業の、まず道路照明灯及び地下道の維持管理

についてということで254万円の予算がついてい

ますが、交通事故を防止するため、道路照明灯の

適切な管理及び経年劣化した道路照明灯を修繕し

ます。また、ＬＥＤ化を推進しているということ

ですが、この道路照明灯に係る費用というの、地

下道の維持管理を別にして、どのぐらいの予算を

計上しているのか教えてください。 

  あと、２番目に、道路反射鏡の整備なんですが、

これは次のところですよね、238万円出ています

けれども、今年は、これ、資料の４ページかな、

総務文教だと思います。４ページですね。今年、

11か所申請があって４か所つけられたという形な

んですけれども、この４か所になった、この、何

ていうんですかね、どういった形で決められたの

かを教えてください。 

  次に、道路標示など交通安全施設の整備・補修

なんですけれども、これ、そこに当てはまるかど

うか分からないんですけれども、横断歩道の設置

の住民要望とかそういうのもあると思うんですけ

れども、それはどのようになっているのか教えて
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ください。 

  次に、私たちの予算書のページ60、防犯活動事

業で、防犯灯の新設、維持管理及びＬＥＤ化の推

進ということで、これが、資料が17ページかな、

それで、18ページ見ると、新設が１件なんだよね、

１件。防犯灯、17ページに。これ、１件というの

は、ほかの、何ていうんですかね、町民の要望か

らして１件、これはどのように１件なのか、ちょ

っと教えていただきたいと思います。新設、防犯

灯の工事発注状況とあるじゃないですか。 

〔「11件」と言う人あり〕 

○委員（川野武志君） 11件か、11件。 

  これ、要望と、どのくらいあって11件なのか教

えてください。 

  そして次に、私たちの予算書の30ページ、地域

の力となる地区コミュニティセンター事業なんで

すが、何か当初、今年度から始まったと思うんで

すけれども、まず、何ていうんですかね、須賀地

区のほうから新しい箱物をつくってやる予定だっ

たんですけれども、そうじゃなく、その自治会に

お邪魔してやるという形でなっているんですけれ

ども、この10万円というのは、今年度はどの地区

まで、宮代の中のどの地区を回ってそういったこ

との活動をしたのか、その辺をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  私たちの予算書59ページ、予算書が88ページ、

89ページ、(1)交通安全対策事業に道路照明の維

持管理のほうの予算が計上されております。 

  道路照明につきましては、電気代と修繕費とい

う形で計上させていただいております。電気料

205万5,000円、修繕48万6,000円、この２つの項

目を計上させていただいております。主に電気代

という形になっております。修繕につきましては、

電気が切れてしまったりとか不具合があった場合

での修繕という形になっております。なお、設置

につきましては、私どもではなくて道路担当者の

ほうで設置をされたものを、我々交通安全担当の

ほうで維持管理をしていくというような仕組みに

なっております。 

  反射鏡４つ設置の経緯についてということです。

こちらにつきましては、交通安全対策協議会とい

うのが町のほうで設置をさせていただいておりま

す。その中に専門部会、交通安全対策協議会の専

門部会というものを設置させていただきまして、

警察官の方をはじめ、委員さんを設置していまし

て、区長さんから要望のあった11か所なんですが、

実際１か所同じ場所がありましたので、実質10か

所になっております。こちらの現地を確認をさせ

ていただきまして、評点をつけていただいており

ます。その中で、上位、優先度の高いものを選定

していった中で、１位から４位までが中程度の優

先度、５位以下は点数的には低という形で点数が

低かったので、中の範囲の４つと今回設置をさせ

ていただいたという経緯になります。 

  続きまして、道路標示の中で、横断歩道、止ま

れ等のお話でございますが、こちらにつきまして

は、警察のほうでの公安会さんでの塗るような形

になります。道路規制がかかるもの、止まらなか

ったらそこで違反切符を切られてしまうとか、そ

この場所を通る人がいるときに止まらないといけ

ないとか、そこを通りなさいとかいう交通法規に

従って提示をされている、表示をされているもの

につきましては、埼玉県の警察、埼玉県警さんの

ほうで塗りをしております。で、私どもの場合に

は、止まれの停止線の手前に「止まれ」という案
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内の表示であるとか、学童注意とか、そういった

道路標示につきましては、私どものほうでさせて

いただいているところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  防犯灯の設置についてお話をいただきました。

私たちの予算書60ページの防犯灯の数でございま

す。防犯灯につきましては、今年度11基新設をさ

せていただきました。この中で、先ほど道路反射

鏡の話にもあったような、防犯まちづくり推進協

議会というものを設置しておりまして、こちらの

ほうで区長さんのほうからいただきました要望等

を、実際現地に行きまして点数形式で採点させて

いただきまして、最終的に17件の申請に対して、

７件申請させていただきました。それで、話の続

きがありまして、残り４件、11件のうちの４件な

んですが、ここ数年、東武動物公園駅の東口通り

線の用地買収が進みまして、行っていただけると

分かると思うんですけれども、建物と一緒に道路

街路灯まで全部なくなってしまったんですね。な

ので、やっぱり暗いというようなお話をいただき

まして、で、これは杉戸町さんも、杉戸県土整備

事務所も同じような考えを持っておりましたので、

じゃ、同時期に少しでも、仮設という部分になっ

てくるとは思うんですけれども、つけなきゃいけ

ないねということで、町の判断で４基、東口のほ

うにつけさせていただきまして、トータルで11基

というような形になっているというようなところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  地域の力となる地区コミュニティセンター事業

の地区訪問ですね、どの地区というご質問ですが、

76地区全ての区長さんにご連絡をさせていただい

て、訪問ができるところは全て訪問させてもらっ

ています。で、中には、窓口に来るから、いいよ、

来なくてという区長さんも何人かいらっしゃった

りとかして、そこで無理に押しかけてもなので、

その場合は、じゃ、そのときにということでお話

させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  まず、１番なんですけれども、道路照明灯、こ

れ、なんで質問したかというと、先回して副課長

に説明していただいたんですけれども、東口が、

今拡幅工事で、整備事業で暗いんじゃないかなと

思って、で、あれは照明灯なので、防犯灯と違っ

て、県も絡んでの事業なので県のほうにどうにか

してもらうように働きかけてくれないかという再

質問しようと思ったんですけれども、先にお答え

をいただいちゃったので、そういうわけですみま

せん、よろしくお願いいたします。 

  あと、次の道路反射鏡なんですけれども、見て

いると、交差点があって、右側のミラーはあるけ

れども左側がないとか、そういう何か反射鏡が多

いんじゃないかなと思うんですよ。で、なんで右

側だけしかついていないのかってすごく思うんで

すけれども、その辺ちょっと教えていただきたい

なというふうに思っております。 

  次に、防犯灯、結構住民から要望があるんです

けれども、もうちょっと予算をつけて、要望があ

るぐらいのやっぱり予算をつけていただきたいな
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と思うんですけれども、その辺どのように思って

いるのかお願いいたします。 

  そして、最後なんですけれども、地域の力とな

る地域コミュニティセンター、私どもの地区もそ

うなんですけれども、町内会を脱会するというか

入らない人が、住民が多いような傾向があると思

うんですけれども、そういった自治会のほうの区

長さんとかに相談の中でそういったことがないの

か、また、それに向けての、町はどのように考え

ているのか。自治会に、町内会に入っていただけ

るような働きかけというのがなかなか、区長さん

も班長さんもなかなか、入らない方に言えない。

そこで、町としてはどのようなそういった方たち

の、例えばアドバイスとかそういったものを考え

ているのか、その辺を教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。ご質問にお答えします。 

  鏡が右側しかないということなんですけれども、

カーブミラーというのは車両が使うミラーという

大前提になっておりますので、車両、左側に寄っ

て止まる、通行するということで、右を右見せと

いうような形になっております。で、それでも見

えない場合には両側についているというような形

が基本になっております。 

〔何事か言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  防犯灯の予算をもう少しというようなご要望を

いただいたところでございます。担当とすると、

やはり要望が多いということは、やっぱり皆さん

が求められているということを感じてはおります

ので、本当につけられるところにつきましてはな

るべくつけてあげたいなというような形での考え

はございます。もちろん予算ですので、私どもだ

けのわがままで通じる話ではございませんので、

やっぱりトータル的に、要望はしてまいりますが、

全体的なところで落ち着くというところが最終的

な予算になってしまいますので、その点に関しま

して私たちも努力はさせていただきたいというふ

うには思いますけれども、全体的なバランスとい

うことでちょっとご理解いただければなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  地区コミュニティセンター事業の関係で、自治

会訪問のところで、脱会等の課題がある自治会が

多いのではないかというところです。 

  実際、訪問をさせていただいて、いろいろな区

長さんとお話をさせていただくと、やはり役員が

回ってくるから自治会をやめるであったりとか、

場合によっては班ごとそっくりやめてしまうとい

うような事例も聞いております。ただ、町として、

じゃ、どうしてその人たちを引き止められるかと

いうのは、なかなか町からお願いというか、命令

というか、できるものではないので、ただ、自治

会の、例えば活動、お祭りであったりとか清掃活

動だったりとかそういった活動を、コロナで大分

収まっちゃっているのをまず復活をするお手伝い

をさせていただいて、地域ってこういう活動をし

ているんだったらという、その地域の魅力を上げ

るような、そんなことをアドバイスできたらなと

思っています。で、中には、幾つかの自治会が合
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同でお祭りをやっていたりとかというのが町内で

も幾つかありますので、そういった事例なんかも

共有をさせていただいて、単体では難しくても近

隣の幾つかの自治会が一緒に何か事業をやればと

いうような雰囲気づくりといいますか、そういっ

たところの情報をどんどん出していきたいなとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  最後の地域の力というのは地域コミュニティセ

ンター事業なんですけれども、町内会を脱会する

というか、最初から宮代に引っ越してきてもう入

らないという方が何か増えているし、これからも

増えてくるような気がするんですよね。で、区長

さんに、その入らないところに行って、入ってく

ださいと言っても、なんで入らなくちゃいけない

のみたいな感じでなってくると思うんですよ。き

っと、これ全国的な悩みなんじゃないかなと思う

ですけれども、やはりこの間も地元の人たちとお

話しする中で、やっぱりその自治会に入らなきゃ

いけないというよりも入りたくなる、また、入ら

ざるを得ないというわけじゃないですけれども、

入るべきだとやっぱり個々に思うことが大事なこ

となので、その辺をやはり自治会ももちろん考え

なきゃいけないと思うんですけれども、やっぱり

町のほうでそのコミュニティ事業みたいなのがあ

るわけですから、その辺でこの町内会に入るとい

うようなメリットみたいなのをやっぱり一緒に考

えていくべきだと思うので、その辺もいろいろ調

べてそういったことをアドバイスしていただける

ように、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  多くいろいろと町民からの要望を代わりに聞い

てきてくれというのもありますので、10個以上に

なると思いますけれどもよろしくお願いいたしま

す。 

  忘れちゃう前に、先ほど前段の委員がおっしゃ

っていた防犯灯とかの関係で、要望のことが出て

おりましたが、僕もいろんな、町民の頃からもそ

うなんですけれども、町に対しての要望とかはい

ろいろあるんですよね、町民が。ページじゃなく

て、川野さんが先ほどおっしゃったところの確認

ということなんですけれども、先ほどは防犯灯の

例でありましたけれども、いろんなところがあり

ます。で、僕は、そういうときには、あるんだっ

たら匿名でもいいから役場のほうに連絡してくれ

といっても、やっぱり遠慮があってしない人がい

る。ですから、この数に限らずですけれども、一

つ、二つ以上要望があった場合には、背後に同じ

ような思いがあるという方、先ほどの防犯灯の件

も含めてですけれども、そのような気持ちでいて

いただきたいというのを、ちょっと忘れる前に伝

えておきたいと思います。 

  で、ここからは、町民の方からまず何人かに聞

いてきてくれと言われたのを先に列挙していきま

す。 

  まず、これ、私ももうずっと何年も前から言っ

ているんですけれども、駅前の、これ、ほかの課

にもわたるというような、当時いろいろ話をして

聞いてはいる、この課だけではないことですけれ

ども、禁煙条例、もしくは喫煙禁止条例を駅前西

口…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数から

お願いします、資料の。 
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○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、入っていな

い事業なので、予算に入っていないので、入れて

もらえるかということになります。 

○委員長（土渕保美君） それは、予算委員会なの

で。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。 

  じゃ、今度から省きましょう。 

  じゃ、先ほどの73ページ、自治会のことが前段

の委員からも出ておりましたが、自治会そのもの、

どんどん減っているんだ、加入している人が減っ

ているという意見もありますし、自治会そのもの

というのも、ここ数年ずっと聞いていて、もうあ

る一定数を下回っちゃうと活動ができなくなって

しまうという年配の高齢者の方からのご意見も聞

いてはいるんですけれども、自治会そのものの減

少状況というか、この３年ぐらいで構いませんの

で、毎年どれくらい、３年前これくらい、２年前

これくらいで、昨年はこれくらいというふうな形

で減少状況について、また、事実上活動していな

い自治会の状況等について教えていただきたいと

思います。特に、これ、知り合いの知り合いの方

なんですけれども、自治会をやめることによって

広報「みやしろ」も来なくなる、それで、わざわ

ざ役場とかに歩いていって取りに行くということ

も聞いておるものですから、ここのところはちょ

っとお尋ねいたします。 

  次に、進修館の、97あたりになるのかな、進修

館の運用のところにも関わってくるので、ちょっ

とこれも一般質問と言われるかもしれませんが、

歳入歳出にも関わってくるところと予算に係って

くることなので、もしもずれていたら止めていた

だいても結構です。その場合は個別にいきますけ

れども、特に小ホール、議場ですね、我々の使っ

ている、そこのところが、議会のときには土日で

あっても使えないというところがさんざん何年も

前から言われておりまして、ここのところ土日と

か使っていないときに使えるようにすれば、進修

館のほう、町のほうの歳入という形になるのです

けれども、そこのところはどのように町民生活課

のほうでも考えていらっしゃるのかというところ

をお尋ねいたしたいと思います。 

  また、これは、85ページですね、市民参加推

進・評価委員会だったかなというものがあります。

これは皆さんあまりなじみないかもしれませんが、

数年間、一昨年ぐらいまでは、ほとんど募集もろ

くにしないで活動が止まっていたにもかかわらず、

いろんな審議会等の根幹をなす重要な委員会であ

ったところを、一昨年の頃に私が働きかけて、ほ

かにも何人もメンバーになって動き出しました。

ところが、数年間活動が止まっていたものですか

ら、そこのところを、発表とか報告とか会議がな

されていなかったところをきちんとやらなければ

ならないのに、その開催が、当初は企画財政課が

実はやっていたのが、昨年度、町民生活課のほう

に急に移ったものですから、町民生活課の方、ノ

ウハウないところでやって大変なのは分かります

けれども、きちんとその辺がやられていないとい

うところを、今年その分をカバーするのかどうか

の、この報酬とか、昨年ベースでこれは、金額増

減ないですから、11万5,000円とか委員の費用弁

償11万1,000円とか書いてありますけれども、こ

れだとその足りなかった分を反映していないので

はないかというふうな疑問等が出てきていたもの

ですから、その辺をお尋ねしたいと思います。 

  次に、95ページの防犯対策のほうですね。これ、

先日の本会議のほうでもいろいろと出ていたので

すが、これ総務文教委員会の資料のほうでも、備

蓄のほうで23、24、ごめんなさい、総務文教委員

会のピンクの表紙の資料の23、24のところに、防

災備品の備蓄状況について、防災倉庫、次のペー



－１０３－ 

ジは防災備蓄室というところで出ております。ま

ず、これ２万1,000円だったかな、7,000円掛ける

３食掛けで２万1,000円とかっていうふうな、１

日分の想定する１日分という話は先日お伺いしま

したが、この7,000人避難者のことを想定してい

るというのは分かるんですけれども、そもそもこ

れはどれくらいの震度であるなり何なりを想定し

たところなんでしょうか。例えば、これ震度６で

想定したんだよとなると、震度７の場合はもっと

多くなるということは、これ自明なことなんです

けれども、その算出する基となる震度と防災の規

模が分からないと、この備蓄の数も含めて、全て

考え直すというか修正が必要になってくるという

ところが、まず大枠のところでありますので、想

定震度につきましてお尋ねしたいと思います。 

  また、ここのページのところで、ほかにもいろ

んなものが場所によっては、例えば進修館で生理

用品がゼロだとか、隣のページでも、次のページ

でも、粉ミルクが、須賀中、百間中、ゼロだとか

そういうところがあって、ゼロというのがあるの

が、ちょっとどういう基準というか、たまたま入

替えの時期なので、それでもまずいんですけれど

も、防災の観点からは、ゼロというのが出てくる

のがちょっと気になったものですから、ここもお

尋ねいたします。 

  また、ちょっとこの前から担当の方とも何度も

お話しさせていただいているんですけれども、廃

棄すると言われている粉ミルク、お尋ねしたら、

１年半から２年が消費期限という形のことはお聞

きしました。で、それで捨ててしまっているとい

う現状があるのを、例えば１年単位でローテーシ

ョンして、町の保育園とかに配る、個人の方に与

えると、日付を気にしないでやって何か問題が起

こったときに大変ですから、そういうような公的

なところに回すことによって、捨てるよりもまだ

ましな有効活用をしていってはどうかというとこ

ろの提案もさせていただいたりとかして、今後、

課のほうでも考えるとおっしゃっていましたけれ

ども…… 

〔何事か言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） だから、そこのところは止

まっているから、その先のことを言っている。 

  手を挙げてから言ってください。 

  人の取っているんじゃないですよ。細かくやっ

ていない、突っ込んでいないから言っているんで

すよ。一々文句つけないでください。しかも手を

挙げてから言ってください。がたがたぬかさない

でください、そんなこと。 

○委員長（土渕保美君） ご静粛にお願いします。 

○委員（佐藤将行君） 僕に言うんじゃなくて合川

委員に言ってくださいね。 

  そこのところの有効活用のところは、この前の

ときには、アルファ米の味がどうのこうのとかそ

ういうのは出てきましたけれども、そういうのよ

りもっと大切なところですので、そこのところを、

今の時点で構いませんので、どのように考えてい

らっしゃるのかというところについて、分かる範

囲で結構ですのでお答え願います。 

  また、同じような防災に関してですけれども、

前段の委員でも多少は出ましたけれども、ＡＥＤ、

除細動についてですけれども、まず、僕のほうの

ちょっと調べが甘かったらごめんなさい。まず、

除細動の講習というのは、どのような頻度でどん

な感じでやられて…… 

〔何事か言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 私たちの予算書43ページが

メインになってくると、ごめんなさい、ページ数、

先に言わないで、メインになってくると思います

けれども、ちょっと43なのかどうかというのはち

ょっと分からなくて申し訳ないんですけれども、
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除細動に関して、まず、講習がどうなのか。やっ

ているのか、やっていないのか。やっているとし

てどのような形になっているのか。また、除細動

に関して、私も昔、講習を受けたことありますけ

れども、例えば学校とか、学生、中学生、小学生

とかに対して体験とか、こんなのがあるんだよと

かも含めて、学習という形も含めて、どのように

なっているのかというのが一つあります。また、

除細動の設置につきまして、これ、昨年の９月30

日に、さいたま市は全部学校の門のところに置い

て、学校が開いていないときでも地域の人が何か

あったときに使えるようにというふうにやってい

たという記事が出ておりました。また、今年の２

月19日には船橋市も似たようなことをやっている

ということがありました。うちの町でもこのよう

なことを、これ教育推進課のほうとの連携も、そ

れこそ横ぐしですけれども、必要になってくると

思いますけれども、このようなところはどのよう

にお考えなのかというところです。 

  あと、先ほど、どこにあるか分からないという

ところ、これ、以前から髙林さんたちともお話し

させてはいただいているんですけれども、これ、

飯能市か何かでやっていたところのまねっこにな

ってしまって申し訳ないんですけれども、宮代町

の場合だと、先ほどご提示いただきました、お示

しいただきました防災のハザートマップ、黄色い

大きいやつ、髙林さんが今お持ちになっていらっ

しゃいますけれども、そこのところにＡＥＤの場

所も落とし込むということによって、何かあった

ときにそのハザードマップを見れば、何かしらの

が、その取っかかりがあるというふうな形にでき

るのではないかということを提案させていただい

て、で、次の改訂のときまでのときにはそれを反

映させようかという話になっていたのは、そこで

止まっているのは覚えているんですけれども、次

の改訂をいつ頃を想定しているのかということに

ついてお尋ねいたします。今年のはちょっと予算

書見ても出ていなかったから、今年度ではないん

だろうなと思っておりますので、お尋ねいたしま

す。 

  次、あと、これも防災にはなりますけれども、

私たちの予算書の61ページになると思いますけれ

ども、先ほどから何度か前段の委員からも出てい

ました防災倉庫に関しまして、そもそも防災倉庫、

例えば進修館のところにもありますけれども、あ

と分教場のところもあります。特に進修館のとこ

ろは、数年前に台風19号のときは、被害はあった

のかどうかというところ、ちょっと私も分からな

いのでお聞きしたいと思います。先日、防災倉庫

ではないんですけれども、中島地区のほうに視察

に行ったときに、50センチでもう水がつかってし

まう、だからそこの対策をしなきゃというのは質

問したら答えていただいたんですけれども、防災

倉庫、町の全部のところに関しまして、これは当

てはまるとは思うんですけれども、現実的な想定

でも構いませんけれども、そのときにつかってし

まうようであると、いろいろなものが使えなくな

ってしまったりとかというのは容易に想定できる

ところですから、そこのところを担当課としてど

のようにお考えなのかというところをお聞きした

いと思います。 

  それと、96、97ページの防災・防犯マスター講

座と書いてあるのが目についたんですけれども、

これ、全然僕分からないで非常に恐縮なので、こ

れ、どのようなものなのか。また、どのような効

果があるのか等々につきまして、ちょっとお尋ね

したいと思います。 

  防災関係はそんなところですね。 

  次、97ページ、予算書のほうになると思います

が、進修館の、私たちの予算書のは58ページが一
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応関係してくるところでありますけれども、指定

管理者等の問題になります。これ、一般質問でも

多少はしたんですけれども、結論が出ないという

か中途半端になってしまったので、改めてお尋ね

しますが、私が伝えていないところもあります。

一般質問でも言ったように、レクサスの問題が指

定管理者の代表の息子さんの友達が半年にかけて

置きっ放しにして、ペナルティーもなく何のおと

がめなしということがあったということは皆さん

ご承知のとおりだと思いますが、指定管理者に関

しましては、毎年度毎年度モニタリング、期末モ

ニタリングというのがあるのは担当課の方はご存

じだと思いますが、その当該年度の指定管理者の

モニタリングにこのことは書いていないというと

ころはありますけれども、そうなってくると、次

に選定するときに、マイナスのところが出ていな

いで選定するという形になったりとかという問題

があるところについてはどのようにお考えなのか

というところをお尋ねします。 

  先ほど忘れてしまいました、これはページ数で

はないんですけれども、大切なところなので、防

災のほう、お尋ねします。 

  激甚災害対策に対してのタイムライン、先ほど

マイタイムラインでしたっけ、各ご家庭のことを

おっしゃっていましたけれども、そもそも鬼怒川

での昔の川の氾濫とかその辺を受けまして、熊本

県の球磨川もそうですけれども、国交省のほうで

大規模なこれまでの災害を超えるような激甚災害

というのが起こっているから、それに基づいて72

時間のタイムラインというのをつくるというのが

あって、これ議会事務局長の押田さんたちが、町

民生活課にいるときにも聞いたことではあるんで

すけれども、当時はその激甚タイムラインに基づ

いてのがまだ不備であった、また、年に１回の避

難訓練というのも、やるとは書いてあったけどや

っていなかったというのが２年続いていたとなっ

ていましたけれども、その後、どのように改善さ

れたのかということについてお尋ねいたします。 

  あとは、先ほどのところに戻りまして、進修館

の駐車場、先ほどこの午前中のが終わって午後に

入るときに、駐車場の区画の、20台増えて81台に

なりますよというのをいただき、ありがとうござ

いました。確かに止める台数は増えます。その分

予算かけて増えるのは分かってはいるんですけれ

ども、同時に、不当に、よくいますけれども、駅

に向かう人とかそういう人たちの不当に止める人

によって、本来用事があって止めたい人が止めら

れないという状況は、このままでは変わらない。

これに対して、数年前から、駐輪場に関しては、

１週間止めていたら保管料とか撤去料で2,000円

とかというのがあるんですけれども、なぜか駐車

場に関してはそれはない。ですから、駐車場の管

理規則なり何なり、条例なりというふうな形を取

らなければ、それは今のところ名分のほうがない

からできないということは、数年前にもう既に言

っていたんだけれども、その後、一向に動きがな

い。議会のほうで議員立法でも何でも条例つくる

という方法もありますけれども、執行部の担当課

のほうとしてはどのように考えているのかという

ところをお尋ねしたいと思います。 

  取りあえずこれで大丈夫かな。あと、91ページ、

町営駐輪場のことが書いてあります。これは姫宮

とか、あと和戸のことを特に書いてあるんだと思

いますけれども、これ、以前も町民として窓口で

も聞いたことあるんですけれども、費用対効果は

どのような形になっているんでしょうか。いろん

な工事とか修繕とかというのは、いろいろ町のほ

うでやっているのは当然承知しています。あと、

シルバーさん使ったりとかして人件費もかかって

いるのは分かりますけれども、別なところでも申
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し上げたとおり、ある意味で民業圧迫になるとい

うような、これ一般質問でも申し上げたかもしれ

ませんけれども、町営駐輪場の費用対効果がそれ

ほどでもないのであれば、ちょっといろいろと考

えなければならないのではないかと。これ、同様

のことは、放置自転車が去年のちょうど丸１年ぐ

らい前、２月ぐらいまでは進修館のところに集め

ていたのを、あんな一等地に置くのはおかしいん

じゃないかと散々数年言って、場所を変えたとい

う経緯はありましたけれども、費用の概念が、概

念というか考えが、どうも抜け落ちてやっている

ような事業が多々見受けられるものですから、少

なくても今の町営駐輪場の費用対効果に関しまし

て、担当課のお考えをお尋ねしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

  再開は２時15分といたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  答弁お願いいたします。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） 地域振興担当主

幹、関根と申します。 

  地域振興関係の質問について、順次お答えさせ

ていただきます。 

  まず、１点目、地域コミュニティ活性化事業の

自治会の減少状況ということでよろしかったでし

ょうか。自治会につきましては、ここ過去３年、

４年、自治会の減少はございません。で、活動が

止まっている自治会というところでも、先ほど説

明させていただいた豊かな地域づくり推進事業費

補助金、全76地区に交付させていただいておりま

して、年度末に全地区から実績報告いただいてい

ますので、活動が休止しているという自治会はな

いと捉えております。 

  次に、進修館の小ホールの議場の関係ですかね、

土日の開放、歳入の関係もあるということのご質

問だと思います。進修館の小ホールの利用料につ

きましては、指定管理者の収入になりますので、

町のほうの歳入には直接は入ってきません。で、

また、開館当初から小ホールと呼んでいますが、

基本的には議場ということで、議会で使っていな

いときには町民の方に開放するというのが小ホー

ルということになっておりますので、会期中の土

日の開放については、現在のところ、担当として

は考えておりません。 

  続いて、進修館のモニタリングの結果というこ

とで、委員のほうからありましたレクサスという

お話がありましたが、セルシオですね。止まって

いたのはセルシオということで、で、こちらにつ

きまして、駐車場についても駐輪場と同じように

条例であったりとか、罰金といいますか、お金だ

ったりとかという話ですが、こちらにつきまして

は、進修館の駐車場も役場の駐車場と兼ねており

ます。で、あくまでも駐輪場のような用途ではな

く、利用者が使う駐車場ということになっていま

すので、駐輪場と同じような罰則というか、そう

いう条例等の制定については、現在のところ考え

ておりません。 

  あと、モニタリングのことについてですね。こ

ちらについては、事案が発生した時点で町のほう

に報告をいただいて、で、一緒に対応していたと

いうことで、一方的に指定管理者の瑕疵があった

ということでは評価をしておりませんので、モニ

タリングの結果には載せていないということにな

ります。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査の加藤でございます。 

  予算書84ページ、85ページの市民参加推進事業

でございます。 

  こちら、委員の質問で、過去３年間、令和元年

から３年度の間、公募の委員を募集したところ、

委員が一人も募集がなかったということで、３年

間実施した実績がなかった件についてでございま

す。こちらについては、市民参加推進評価委員会

というのは、市民参加で行われた審議会について、

１年間市民と一緒に評価をさせていただくという

機関でございまして、３年間は実際に町のほうの

実績ということで、市民の目に触れた評価は残念

ながら出せなかったということになります。ただ、

令和５年度からは、委員さんを６名募集していま

して、その中で推進評価委員会のほうを開催して

おりますので、令和４年度の実績については評価

検証をいただきまして、委員会でご審議いただい

た結果については議事録のほうと、評価検討結果

についてはホームページで公表させていただいて

いるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井でございます。 

  私に関しては、危機管理のほうの、防災とかそ

ちらのほうに関してちょっとお話をさせていただ

ければと思います。 

  まず、予算書の94、95ですね、あと、私たちの

予算書の43ページですね、みんなで備える防災力

の強化促進に関することだと思われます。 

  防災計画の中での設定される地震等の規模につ

いてでございます。こちらにつきましては、茨城

県南部地震を想定しておりまして、震度のほうは

６弱を想定した中で地域防災計画のほうを検討さ

せていただいております。 

  また、委員会資料の23、24ページにございまし

た備蓄品の数で、実際ゼロのところがあるという

ところについての考え方でございます。これにつ

きましては、委員もちょっとお話しいただきまし

たが、私たちのほうで、やはり私が能登から帰っ

てきたという部分もございますし、実際避難所開

設訓練の、今年開催させていただいた中で、職員

のほうからも、備蓄品もそうですけれども、食べ

物以外のものについても、場所の在り方だとか個

数だとかという形での疑問をいろいろ投げかけら

れた中で、今現在その見直し、それと配置換えを

行っているような状況でございます。 

  あと、私たちでこれは抜けていたと言っては失

礼なんですけれども、特に食べ物なんかは箱で納

品されてしまう部分がありますので、何個という

話になると、それをばらしてということで、すみ

ません、私たちが横着してやっていなかったとい

う部分もございますので、そういう点でゼロにな

ってしまっているというところが実際あるのでは

ないかなというふうに判断しております。ですの

で、備蓄倉庫に対して、必ず１個以上は備蓄する

ような形のものを改めて算出しまして、で、備蓄

品の再検討というものを今年度末からもう既に始

めておりますので、ここをちょっともう少し見て

いただいて、改めてお出しさせていただいたとき

に、またご意見等いただければというふうに考え

ておりますので、ご理解よろしくお願いいたしま

す。 

  それと、粉ミルクですかね、液体ミルクも含め

てですけれども、廃棄につきまして、ありがとう
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ございます。私どももやっぱり廃棄というものは

すごく心苦しい点でもございますし、ミルクに限

らずですけれども、ローテーションが必要な、特

に備蓄食料につきましては、廃棄がないような形

でいろいろな方法をちょっと考えていきたいとい

うふうに思いますので、こう言い方は失礼かもし

れませんけれども、もしいいアドバイスがあれば

ご助言いただければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それと、今度は、私たちの予算書43ページ、Ａ

ＥＤの関係です。 

  ＡＥＤのところにつきましては、実際にほかの

市町村で学校の外に設置しているところもあると

いうようなお話をいただきました。私も新聞やニ

ュースのほうで拝見はさせていただいております

が、町のほうでまだそこまで準備が進んでおりま

せんので、これは、申し訳ありません、勉強させ

ていただくという形で、なるべく前向きには検討

したいと思いますが、少しお時間いただければと

いうふうに思います。 

  あと、このＡＥＤの講習に関してなんですけれ

ども、まず、職員に関しましては、４年に１回、

全職員を対象に宮代消防署のほうでＡＥＤ講習会

のほうを受けさせていただきまして、普通救命講

師の１というものの取得証というのを皆さん持っ

ているような状態でございます。もちろん入った

年が違いますので、毎年４年ごとの更新、更新と

いう形で、ここにいる職員全部持っているような

状態でございます。また、学校に関しては、すみ

ません、直接把握はしていないんですが、私ども

の主催するということでありますと、地域防災訓

練の中で、女性消防団のほうに特にご協力いただ

いているんですけれども、そちらの救急講習のほ

う、一緒にＡＥＤを使った講習のほうを学んでい

ただくという機会を設けさせていただいておりま

すので、そういうところで実際使っていただく。

あとは、私たちども、自主防災会の訓練とかに行

かせていただくんですけれども、そこのほうに消

防署とかが出向いて、実際一緒に訓練していると

いうのも見ておりますので、そういう機会を使っ

て実技というのを体験いただければなというふう

に思っております。 

  それと、防災倉庫、台風19号のときに被害があ

ったかという話なんですけれども、実際のところ

はありませんでした。ただ、下はなかったんです

けれども、雨漏りのほうがあったようで、なので、

やはりそろそろ寿命がきているのかなというとこ

ろで、ちょうどと言ったら怒られちゃうんですけ

れども、雨漏りがあったのがその進修館の倉庫で

したので、今回でちょっと切り替えさせていただ

いて、ちゃんとしたものにしていくというふうな

形にさせていただければというふうに思っており

ます。 

  あと、防災・防犯マスター講座、これの内容と

効果なんですけれども、こちらにつきましては、

毎年自主防災会、広報にもお出ししているんです

けれども、自主防災会さんのほうから通じて、要

は防災と防犯の知識を蓄えていこうというのが大

きなメインでございます。こちらのほうの講義の

ほう、開催させていただきまして、実際に埼玉県

の自主防災組織のリーダーの資格を持っている方

ですとか、あとは、実際には、消防署の方との実

技ですとか、あとは、耐震というところで考える

と、埼玉県の越谷建築安全センターの職員の方だ

とかを講師に、警察の方ももちろんですけれども、

招きまして、おのおの防災、防犯、あとはそうい

った耐震ですとか、実際の実技というものについ

ての講義形式のものを基本的には学んでいただい

て、できればそれを地域に持って帰っていただい

て、それを還元いただければ、徐々に裾野が広が
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っていくであろうということで毎年開催させてい

ただいているようなものでございます。基本的に

は、お金をかからず参加いただきまして、最終的

には、ある一定の、何ていうんですか、出席率が

あれば修了証というのを発行させていただきまし

て、地区に帰っていろいろお願いしますというよ

うな形、特に自主防災のほうの活動のほうがメイ

ンになるとは思うんですけれども、そちらで活躍

いただきたいという形でお話をさせていただいて

おります。 

  発展的な話ですけれども、中にはそこからその

防災とかに興味を持って防災士を取られる方もい

らっしゃいますし、あとは、さっき言ったインス

トラクターだとか、県のほうの研修のほうに出て

インストラクターを取って、今度は逆に講師とし

て帰ってくるという方も過去にはいらっしゃいま

したので、そのような形で裾野を広げていくとい

う意味で毎年実施させていただいているものでご

ざいます。 

  それと、激甚災害時のタイムラインの関係なん

ですけれども、こちらにつきましては、委員のご

指摘、当時いただいたときに、担当の者からも確

認しましたが、一応町のオリジナルのタイムライ

ンのほう、作成させていただいております。で、

もちろんそれに基づきまして、毎年庁舎の中での

防災訓練と避難訓練、こういうのも実施させてい

ただきまして、一応対応するような形での準備は

整えているというのが実際の現状でございます。 

  あと、ＡＥＤの配置のところをハザードマップ

等に落とし込んではというようなご提案をいただ

きました。ありがとうございます。私どもも、そ

れも有効の一つかなというふうに考えております

ので、今後ちょっと考えさせていただければなと

思います。ただ、ちょっと私も新聞でかじった程

度なんですけれども、ハザードマップにいろいろ

情報を入れ込み過ぎるのもよくないというような

国の、何か指摘というんですかね、指導もあった

ようなので、そこは改めて実際に何が必要なのか

というのを見直した中で、ちょうど改訂時期には

それを踏まえてちょっとリニューアルしたいなと

思っています。 

  で、実際、改訂時期なんですけれども、現在、

既存であるハザードマップの在庫がまだ4,000部

ございますので、常に１日100部ずつ出ていると

かそういう話ではありませんので、ある程度の在

庫数がもうちょっとでなくなるなというところで

は、予算等を取らせていただいて、で、それに合

わせてリニューアルしていくというような形で考

えていきたいなというふうに思っております。た

だ、大幅な見直しがない限りは、あまり大きな変

更はないかなというふうには思いますけれども、

少なからず見やすい形にはしていきたいなという

ふうに思いますので、時期のほうは、すみません、

ちょっとお預けさせていただければと思います。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬です。 

  私たちの予算書60ページ、予算書90ページ、91

ページ、自転車駐輪場の関係のご質問にお答えい

たします。 

  費用対効果について考えているのかというよう

なご質問であったと捉えております。今年度の見

込みの予算では、収入で大体538万円。私たちの

予算書のほうで記載させていただいておりますと

おり、有料駐輪場の管理運営では672万円という

ことで、出のほうが多いような状況になっており

ます。ですので、なかなか駐輪場の運営で黒字決

算を出してというようなところまでは、ちょっと
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なかなか難しい状況になっております。主な費用

の管理費では、シルバー人材センターさんへの委

託料が年々人件費の高騰に合わせまして高くなっ

てきているような状況でございます。 

  駐輪場の設置につきましては、宮代町自転車駐

輪場条例というものを設置しておりまして、この

中で、自転車等の利用者の利便性に供することに

より、自転車等の放置及び盗難を防止し、良好な

交通環境と都市の美観を確保するため、宮代町自

転車駐輪場を設置するということで、町内、姫宮

駅前と和戸駅に有料の駐輪場、あと、姫宮と進修

館脇、あと、和戸交差点の近くに無料の駐輪場を

設置をさせていただいているところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） ここで、改めまして、注

意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず発言する前には挙手をし

て、委員長の許可を受けてから発言をお願いいた

します。勝手に暴言等を吐かないようにお願いい

たします。また皆様にお願いいたします。 

  また、質疑に対しましては、要望等、また、思

いがたくさん籠っていて、どこが質疑だか分から

ないというちょっと執行部からの意見がございま

したので、端的にお願いいたします。 

  引き続きお願いします。 

  質疑、佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 再質問させていただきます。 

  ご答弁どうもありがとうございました。 

  まず、自治会のほうから順番に再質問させてい

ただきます。 

  休止はないということだったので、私がそのよ

うに聞いたのがその人の勘違いかどうか分からな

いですけれども、休止というか、潰れていないけ

れども実態が事実上動けていないという形なのか

もしれないけれども、そのような形で聞いたもの

で、間違っていたらごめんなさいという形です。 

  次に、進修館の指定管理のことですが、基本は

議場というふうにご回答、ご答弁いただきました

が、そうはいっても、あと、指定管理の収入にな

ってしまうというところはありますが、これ、も

う何年も何人にも言われているんですけれども、

やっぱり２階から中が開いているの、見えちゃう

わけですよね、下からも、隙間からとか。で、使

っていないのに何なんだとか、あと、平日、調査

日、議員としての調査日のときも使っていないと

いうふうなのがあるので、使わせてくれないのか

というのは、もう本当に何人もずっと言われてい

て、何とかできないかというのは聞いています。

で、こちらのほうで、今のところ基本は議場だか

ら考えていないというところがございました。た

だ、これ、なぜできないのかというのもいろいろ

聞いていて、重い机とか椅子とか、このセッティ

ングが大変だからというのも承知はしております。 

  で、例えば、議場だから場合によってはキャン

セルすることになるというのを前提で予約を受け

たりとか、その分半額にするとか、例えばですよ、

それとか、そこのテーブルを子供議会みたいな感

じでもいいですけれども、そこを逆に使って、そ

れを使うの前提だったりとか、そのままでも構わ

ないという人だけに貸すとかという条件をつけて

やることもできなくはないと思いますので、課内

等のほかのところとも連携していると案を何とか

町民から不満が出ないようなことを検討していた

だければいいのではないかと思っております。 

  次に、私が、ごめんなさい、セルシオとレクサ

ス間違ってしまいましたけれども、モニタリング

の件ですね。駐車場に関しての、これ、役場との

兼用なんて考えていないというふうなご答弁いた

だきましたが、あくまでも、これ、１日単位であ

ればそれは分かるんですけれども、今回のように
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半年も止めているとなると、役場にも用事がある

とかそういうふうなレベルでは全然ないわけなん

ですよね。これは異例な例だというふうに言われ

ればそれまでかもしれませんけれども、そういう

表を皆さんに配っておりませんけれども、進修館

のほうでは把握しておりますＭＣＡかな、コロナ

禍のときには、もう止められないで、僕も実際に

本当に見たんですけれども、年配の方は止められ

ないで、いっぱいだから、で、どこかに行って歩

いてきたというご夫婦の方も見たりとかしており

まして、聞いてみたら有料駐車場に置いてきたと。

その１台がなければ、少なくとも、その人かどう

かは別として、置けるというのは明らかなもので

すから、そういうところも考えて、町民間の平等、

今は不平等な形になっておりますので、そういっ

た観点で一方的な瑕疵ではないということもおっ

しゃっていましたが、少なくとも指定管理者とし

ての業務としては、これは瑕疵なんですと思われ

ますので、そこのところ再検討のほうをよろしく

お願いいたします。 

  次に、83、84ページの推進評価委員のことです

けれども、これ、細かくなって申し訳ないんです

けれども、市民参加条例だったかな、宮代町市民

参加条例の23条にこれは記載してあって、町民生

活課に移ってまだ間もないですから、企画財政課

のほうでこれは把握していると思うんですけれど

も、まず、先ほど加藤さんがおっしゃった２年、

３年と募集しても応募がなかったというのは、応

募の仕方を、これは企画財政課も認めているとこ

ろで、前年度、Ａという方法でやって駄目だった。

そうしたら、工夫してもっと来るようにというふ

うに通常考えるものなのが、また同じＡでやった。

で、また来なかった。で、またＡでやったという

ふうな形で来なかったというのが実態です。で、

23条のほうになりますと、町が必要と認める事項

とか、あと、町はこの規定に基づき推進評価委員

会において検討されて、内容については町の見解

を含めて分かりやすく公表するものとすると。推

進評価委員会を一定のものに関しては、町として

は推進評価委員会のほうを通すというか、そのよ

うな立てつけになっているんですが、その当時は、

推進評価委員会自体がなかったから、本来通すべ

きであったものも、推進評価委員会諮るべきだっ

たものも、数年にわたってスルーされてしまった。

これは、第１回のとき僕も推進評価委員会委員で

したから申し上げたんで、これは加藤さんたち、

現在の課ではなくて、企画財政課のときでありま

すけれども、ですから、その推進評価委員会がな

かった時期、本来であったら推進評価委員会に諮

るべきことをきちんと遡って、形だけでもいいか

らやるべきだというところがスルーされていると

いうふうな趣旨のことを申し上げたのであって、

推進評価委員会の活動がなかったとかいうところ

とはちょっと的外れなので、そこのところの見識

をちょっとベースを変えてご回答をお願いしたい

と思います。 

  次に、防災関係のほうに移らせていただきます。 

  94ページ、95ページの、先ほど私が想定震度の

ことをお尋ねしたところ、茨城の南部地震を想定

して６弱というふうなご答弁いただきました。ご

回答いただきました。それはそれで、６弱だから

このような備蓄品の数になるんだなというのは了

解いたしました。ただ、昨今、特に千葉のほうで

スローのずれているのとかいろいろなのが想定さ

れるわけですよね、関東大震災的なのも。そうす

ると、６強、もしくは７というのも絶対ないとは

いえないんですよね。で、それに合わせろという

のじゃなくて、まず、６強や７の場合だったら、

じゃ、どうなのかというふうなのも課として想定

しているのかというところが、先ほどの追加で出
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てくるかなと思って聞いていたらなかったもので

すから、教えていただきたいと思います。 

  また、新井さんが能登のほうに行かれて、大変

ご苦労されてお疲れさまでしたというところです

けれども、能登で、津波があったところは別です

けれども、そうじゃないところで、川の近辺とか

そういうところで防災倉庫が、やはり水が浸った

とかそういうふうな状況があったりとか、防災倉

庫の地震において、防災倉庫自体が潰れちゃった

というのもあるかもしれませんけれども、分かり

ませんけれども、そこのところで新井さんの分か

る範囲でのところを宮代町の防災倉庫等に当ては

めていっていただける点があるのかどうかという

ところですね。 

  次に、ＡＥＤのことに移らせていただきます。

先ほど、学校のほうにも今後の課題的な感じで検

討するような形で、あとは、学校での児童生徒に

対してのことも言及がありましたが、僕が考えて

いるのは、特に小学生の児童等は、実際に除細動

を扱うというか、それを取り組むのではなくても、

こういったときにこういうものがあるんだよ的な

感じで、啓発的な、教育的な観点でまず知らせる。

で、これも変な話なんですけれども、ちゃんと地

図とかあればいいんですけれども、こういうもの

があるというのを１回通すと、児童のほうが、何

かあったときに、あ、この近くはあそこにあるよ

とかというふうなのを、かえって大人なんかより

も知っている可能性もありますので、そういうの

も含めてＡＥＤ、除細動というものが、児童とか

中学生の生徒とかにも、もっと今まで以上に身近

になるような仕掛けというか、そのような形のを

ご検討いただけたらと思っております。先ほどの

ご答弁を伺って、そのように思いました。 

  で、防災倉庫の雨漏りの件ですけれども、ちな

みに、これ、進修館の防災倉庫は何年たったのか

というところがまず問題になってきて、要するに、

この狭い宮代町ですから、大体雨によってそのよ

うな雨漏り、腐食が起こると思いますので、これ

を基準に、これよりも古いところはより危ないな

とかって目安が分かると思いますので、そこのと

ころの、特に進修館のは何年なのかというところ

をちょっとお尋ねしたいと思います。また、その

ときの、できれば置いていたものの汚染状況とい

うか被災状況というのが、分かればで結構です、

これは無理にやりません。 

  あと、この次に、先ほどの災害の防災72時間の

タイムラインの件、ご回答もいただきました。で、

国のほうのいろいろ盛り込むとかいてというのも、

それも僕も何か、あれは国交省だったかな、で読

んだ記憶はございます。で、改定時期のほうも、

4,000部残っているのでまだ未定で、それはもう

それを廃棄してまでつくるというのは、窓口でも

申し上げました、そんな必要はないと思っており

ます。ただ、例えば、紙のほうはそういうふうに

なるけれども、先履行的に、先にホームページの

ほうで、例えば、クリックすればまずＡＥＤだけ

がどこにばっと出るとかというふうなので、実験

的にやるというのはいいかな、これは一つの提案

という形で捉えていただいて結構ですけれども、

また何かアイデア出たら窓口のほうで申し上げま

すけれども、そのような形も含めて、内部でも検

討していただけたらと思っております。起こって

からじゃ遅いですから、これはできるだけ早めの

ほうがいいかなと思っております。 

  最後になりますかね、私たちの予算書60ページ、

予算書の96と書いてあるのか、ごめんなさい、自

分の字が下手で、駐輪場の費用対効果、これ、自

転車対策事業、60ページの上のほうに出ています

けれども、私たちの予算書。これ、いろいろ駐輪

場の使用料とか、シルバーさん、その辺のがいろ
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いろ入っているのは承知しておりますけれども、

特にあそこの土地がどうなっているのか。少なく

とも、進修館の土地、あれは借りている土地で、

３年契約で４筆ぐらいに分かれているのかな、４

筆ぐらいに、というのは分かっているんですけれ

ども、ちょっと和戸と姫宮のほうは分かってはい

ませんけれども、土地代のことがちょっと出てい

ない、資産台帳見れば分かるのかもしれませんけ

れども、トータルでそういうのも含めて、この事

業に関してかかった費用と歳入というか収入とい

うふうに見ないと、それが抜けていて、土地代が

入っていない状況で赤字になったら、さらにその

赤字幅は大きくなるという形になると思います。

赤字だからすぐにやめるとかそういう話ではなく

て、やはり赤字でもやらなきゃならないことは行

政としてはやるというのは分かりますけれども、

ただ、自転車に関しては、駐輪場に関しては、や

はり民業圧迫的なところも全くないとは言えませ

んので、その辺をちょっと、特に土地代が入って

いるのかどうか。入っているとしたら、それは町

で所有している土地なのか、それとも進修館の駐

車場、駐輪場みたいに借りている土地なのかとい

うところをお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当、

加藤と申します。 

  市民参加推進評価委委員会の中で、佐藤委員の

言われた令和元年から３年間の評価検証がなされ

ていないのではないかということでご質問がござ

いました。 

  前回、昨年行われました令和５年度第１回市民

参加推進評価委員会の中で、過去３年間の実績に

つきましては、前任の企画財政課職員の担当職員

同席の下、委員会には諮ってご説明をさせていた

だいた内容で了承を得ていますので、これ以上過

去３年間の評価については、担当課としては考え

てございませんので、ご理解賜りますようよろし

くお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井です。 

  危機管理の関係で、ちょっとまたお答えさせて

いただきます。 

  まず、予算書94ページ、95ページの防災活動事

業に関してです。町の地域防災計画のほうで茨城

南部沖地震の６弱のほうを想定させていただいて

いるという中ですが、もちろんそれ以上の震度が

ある以上は、それ以上の被害があるような災害が

起こるかもしれないというのは、これはもちろん

という話だとは思います。ただ、実際町のほうで、

それ以上のものについて具体的に、例えば行動計

画ですとか、地域防災計画のようなある程度の計

画が立てているかというと、実際のところ立てて

いないのが現状でございます。昨今のその災害の

発生状況というんですかね、特に、直下型みたい

なものに関しては、やはりそれ以上のものが、被

害が想定されるという部分もございますので、そ

の点につきましては、細かくというのもあれです

けれども、念には念を入れた計画という形で、い

ろいろな形で、その都度見直すという形での対応

策を取っていきながら、安全な計画ができればな

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  それと、私ごとのお話をいただきました。能登

半島での防災倉庫の被災状況というか、状況なん

ですけれども、ごめんなさい、私も実際ちょっと

動ける時間がなかったもので、自分がいた避難所
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の防災倉庫しか分からないんですけれども、私が

いたところは徳田地区コミュニティセンターとい

うところだったんですが、こちらのほうでの防災

倉庫での被災というのはなかったです。比較的、

七尾市でも南のほうにあったというところで、七

尾市の北の和倉温泉ですとか、あっちのほうほど

ひどくはなかったのでというふうに解釈しており

ます。ただ、聞くところによると、やっぱり防災

倉庫が開かなくなったというのは聞いてはいない

んですけれども、やっぱり一緒に被災してしまう

という可能性はかなり高いという話は伺っていま

すので、そういうところに関してはどういう対応

をしていくかなかなか微妙ですけれども、さっき

の水の話ではないですけれども、想定できるもの

についてはある程度想定した中で設置していくと

いうのがベターなのかなというふうに考えており

ます。 

  あと、ちょっと順番飛んでしまうんですが、進

修館の防災倉庫の設置年数というお話いただきま

した。これは平成３年に実際設置しております。

町の防災倉庫が大体平成２年から５年ぐらいの間

に設置しているというふうな状況がありますので、

おのずともう、私、すみません、20年と言いまし

た、30年たっているようなものです。幾らコンテ

ナのものであるといっても、30年たつと、やっぱ

り必ずがたがきたりしますので、そこら辺は、今

回の進修館をきっかけに、ある程度やっぱり防災

倉庫の入替えというか点検、メンテナンスも少し

考えなければならないのかなというのをこれから

ちょっと考えていくような形で検討していきたい

というふうに思っております。 

  それと、ＡＥＤの周知の方法、ありがとうござ

います。私どもも、やはり周知していくというの

がまず私たちの仕事だと思っていますので、それ

が誰にでも、どこにでも分かるような形で、見ら

れるようなという努力をさせていただければとい

うふうに思いますので、こういうのをやったほう

がいいんじゃないのというような提案がありまし

たら、またご指導いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  あと、そういう情報のホームページの先行配信、

ごもっともだと思いますので、できる限りの範囲

で、なるべく早めにできるのであればちょっとホ

ームページで周知するような形での対策は取って

いきたいというふうに思いますので、いろいろご

指導いただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  私たちの予算書60ページ、予算書90ページ、91

ページ、(3)自転車対策事業、こちらの駐輪場の

状況の、借地の状況について回答したいと思いま

す。 

  借地になっておりますのは、姫宮の東口、あと、

進修館の無料駐輪場、あと、和戸の第２駐輪場と

いう、この３か所がまず借地になっております。

あと、プラスで、姫宮の西口の駐輪場の中でも、

事務所の部分につきましては、借地という形にな

っております。有料でお貸ししている和戸、姫宮

の駐輪場の多くの面積につきましては、町の土地

となっております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  忘れる前に、逆になっちゃいますけど、駐輪場

の件から先に長瀬さんのほうにお尋ねさせていた
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だきます。 

  借地が姫宮の東と和戸２、進修館で、姫宮の西

の事務所の部分が借地だということを今教えてい

ただきましたけれども、そうなりますと、その地

代の部分がこの事業の部分に入っていないという

形になりますよね。そうなってくると、赤字幅、

やはりもうちょっと広がってくる。また、進修館

に関しましては、無償のところですから、その分

が丸々というふうな形になるのは分かるんですけ

れども、これも先ほどの多分、新井さんがおっし

ゃったのかな、ちょっと忘れましたけれども、駐

車場のところと同じに、役場の利用者も使うとい

うところも入っているでしょうから、そこのとこ

ろはちょっと考えを、もうちょっといろいろと考

えなきゃならないかなと思いますけれども、少な

くても赤字、今の状態でも赤字だというのが、土

地代というか土地使用料が入っていない。また、

宮代町の土地であったとしても、そこのところは

資産としてやってはいるけれども、計上してやっ

て、そうでないと実際の事業というものの正確な

ところが出てこないので、そのようなところは次

回の決算だったりとか来年の予算のときには、含

めてやっていただきたいなと思っております。 

  で、順番どおりにいって、評価推進委員会のこ

とを先ほど加藤さんからご説明いただきました。

過去のことであって、しかもまちづくり、町民生

活課に移る前のことですので、本当加藤さん、非

常にご尽力されているのは、僕、見ておりますの

で、本来であれば説明だけではなくて検討するべ

きものではあるんではありますけれども、過去の

ことで、もう既にそれからもさらに２年もたって

いますから、５年前とかのことも含まれておりま

すので、今後そのようなことがならないように、

また、メンバー委員の募集等もできる限り、また

切れたりとかしないように程よくしていただきた

いなというふうに思っておりますので、先ほどの

説明で納得させていただきました。どうもありが

とうございます。 

  次に、茨城南部地震の想定のところで、６強、

７ということを私のほうで申し上げましたけれど

も、想定することによって、例えば６弱で想定し

ていて、いろんな建築物だとかもいろいろ調べて

いらっしゃると思うんですけれども、これが仮に

６強、７であれば、６弱のときだったら大丈夫だ

と思っていたのが、これは６強だったらまずいな

とか、橋でも何でも建物でもいいですけれども、

そういうところも把握できるのではないかという

ところの問題視から、ちょっとお尋ねさせていた

だいたので、それに合わせて防災備蓄もこれくら

い、例えば30％増やさなきゃならないとか、実際

やってみたら0.5というか、弱から強へ増えるの

で、二乗で増えるのかどうか分かりませんけれど

も、そういうふうな目算が出てきて、で、あると

きに、今まであそこでは６までしか来ないとみん

なが言っていたのが６強になっているとなったら、

じゃ、ちょっとうちのほうのもとかというふうな

ときに、より仕事が少なく、事前にやっていれば、

なると思ったのでお尋ねさせていただきました。

どうもありがとうございます。 

  あと、能登での倉庫の状況のほうも、そういう

ところがほとんど、行っていて１週間、10日と大

変だったのは分かりますので、そこのところは分

かる範囲で構いません。ただ、実際に新井さん、

行かれたことによって、ほかの自治体の方とかと

もお知り合いになったりとか、そういう人的なネ

ットワークができたと思いますので、そういうと

ころの方とも情報交換等をして、町のほうの防災

のほうに反映させていただき、また、同時に、行

った体験の、これも一般質問等でほかの議員の方

からも出ていたような気がしますけれども、その
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ご体験を何らかの形でいろいろと発信したりとか

していただければと思います。これは最後の、こ

れはついでで申し訳ございません。 

  また、雨漏り、先ほど平成元年から３年、４年

ぐらいの頃に集中的にということでしたので、や

はりいろんなところのトランクというか、貨物み

たいな倉庫が同じように腐食している可能性は大

いにその改善性は高いと思いますので、それから

30年以上たって、防災倉庫自体もいろいろといい

ものができているのではないかと思いますので、

その辺と、あとは、やはり余裕を持ったかさ上げ

というところも考えてやっていただきたいと思い

ます。また、同時に、この前、中島の消防署に行

って思ったんですけれども、何かあったときに急

いで取り出したりとかする、その物の取り出しの

効率性、そこのところもやはり、混乱している状

況であるはずですから、そこも考慮したほうがい

いのではないかなと思います。 

  最後になりますが、タイムライン、これもあり

がとうございます。ホームページのほうの先行に

と言ったのは、紙のほうだと１回作っちゃうと、

やっぱりそれに縛られてというか、そこを廃棄す

ることはできないので、ホームページに先行する

ことによって、まず周知するというのもあります

けれども、駄目出しができるんですよね。こうい

うことが、これは余計だとか、そこのところもブ

ラッシュアップするために、まず駄目出しをやっ

て、それを基にして、紙版にやるというほうが経

済的かなと思って申し上げたんで、そこも考えて

いただければと思います。 

  今の私の言ったので、ちょっと違うよというと

ころがあれば、ご指摘いただきたいと思いますし、

逆にもっとこういうふうに考えているんであると

いうのがあったら、ご答弁いただきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁願います。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井でございます。 

  いろいろご指導、ありがとうございました。 

  やはり私たち職員も気にかけているつもりでは

いますけれども、やっぱり一つでも大きな目で見

てもらって、意見いただいたほうがいいものがで

きると思います。 

  また、先ほど言われたとおりに、紙だとできな

いけれども、ホームページだとできるとか、すぐ

できるとかということも実際のところはあると思

いますので、そのような意見がいただけましたの

で、できるところは職員が限られていますけれど

も、できる範囲内でなるべくスピードを持って対

応をさせていただければというふうに思いますの

で、引き続きご助言等いただければと思います。

ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁漏れがあるそうなの

で、答弁お願いいたします。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当長瀬でございます。 

  ご指摘いただきました借地料については、自転

車対策事業ではない部分でも計上している部分が

ありましたので、我々のほうでちょっと私たちの

予算書等での積算に反映されていなかったので、

今後確認をさせていただいて、その辺も反映でき

るようにさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 
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  ２点お願いいたします。 

  私たちの予算書の61ページ、防災活動事業の中

の防災倉庫の備品についてなんですが、先ほどか

らもちょっと出ているんですが、今、粉ミルクの

備蓄とか多いと思うんですが、今、社会的にもす

ぐ使える液体ミルクが安全性も確認されていると

いうことで、非常に増えているので、その辺は６

年度に向けて増やしていくのか、お考えをお聞き

します。 

  もう一点は、97ページ、進修館の駐車場につい

てです。 

  先ほど昼休みに地図をお分けいただき、ありが

とうございました。 

  それで、私気になっているのが、障がい者の駐

車場とか、今、茶室の前の１台、あと今度防災倉

庫が来るであろうというところが１台なんですが、

ちょっと皆さん要望があったと思うので、どの辺

を考えているのか、お聞きします。 

  それと、先ほどご説明いただいたので、芸術祭

とか、そのときは人が使うというんですけれども、

常時使っている人もいるので、そういうときの代

替地、庁舎のほうを使うとか、それで足りるのか

とか、そのあたりはどう考えているのか、お聞き

します。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  副課長。 

○町民生活課副課長（新井庸一君） 町民生活課副

課長の新井でございます。 

  お話しいただきました私たちの予算書61ページ

の防災の絡みの備蓄品、粉ミルクから液体ミルク

へという考え方でございます。 

  私どもも実際粉ミルクのほうを備蓄しているん

ですけれども、こういう言い方したら、よくよく

考えると、発災後、じゃ、そのミルクを溶く水が

手に入るかということを考えたときに、あまり効

率的ではないのかなということを考えておりまし

て、今後は、なるべく液体のほうに切り替えてい

こうというふうに考えております。 

  ただ、私も子育て経験あるのであれですけれど

も、小さい子というのは、なかなか好みとかある

ので、そういうところの少しリサーチもしつつ、

結果的にメーカーはどこであれ、液体ミルクのほ

うにシフトしていこうかなということで考えてお

りますので、改めてそのような形で検討しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査の加藤でございます。 

  予算書96ページ、97ページの進修館管理事業で

ございます。 

  こちらで駐輪場について、障がい者駐車場と思

いやり駐車場、今度県のほうで新たにできた思い

やり駐車場というのを、障がい者駐車場につきま

しては、今、教育支援センターの脇に１台ありま

す。そこを塗り替えて、あそこの隣に２台障がい

者駐車場、水色のカラーの。それと、思いやり駐

車場につきましては、その隣に１台考えておりま

す。 

  既存の茶室のところにある、今は障がい者駐車

場になっているんですが、あれ、寸法が実は足り

ないんです。3.5メートルないと障がい者駐車場

の要件満たしていませんので、あそこについて、

思いやり駐車場のカラーをあそこ塗らせていただ

いて、舗装も劣化しているのでやり替えさせてい

ただきます。 

  あと、イベント以外の工事施工時の駐車の代替

箇所についてでございます。 
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  当然工事施工中は、ブロックに分けて施工して

いきますので、実際に舗装を剥がす作業について

は、一連の流れで全部を剥がさせていただいて、

舗装する箇所については、まず駐輪場の場所を舗

装するとか、一番奥の舗装させていただくとか、

手前を最後にやらせていただくとか。もちろん警

備員もつけて、施工させていただきますので、特

段代替地を用意するということでなく、施工で工

夫して、時期をずらさせていただきますので、ご

理解賜りますようよろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  液体に切り替えるということで、すぐもう冷た

くも飲めますし、今のって。あと、設置すればそ

のままお子さんが飲めるので、とても便利なので、

よろしくお願いいたします。 

  進修館につきましては、思いやりという言葉が

出なくて申し訳なかったです。障がい者スペース

と思いやりスペース、よろしくお願いします。 

  それで、木の伐採が、前、害虫駆除で切るのと、

あと全部あの辺生えている木の改めてまた切ると

どのぐらい切るのか、もし予定が分かっているの

か、教えていただきたいと思います。 

  イベント以外でも、別に駐車場代替しなくても

やっていけるということなので、それでお願いす

るんですが、結果的にいつまでに完成するのか、

お願いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査の加藤でございます。 

  樹木の伐採ということでお話いただきました。

昨日とおとといからですね、カミキリ被害に遭っ

た樹木につきましては、伐採が昨日までには終わ

っています。今後その木の根っこを撤去する作業

に入ってきまして、予定では３月26日までには現

場は終わる予定でございます。 

  来年度の駐車場の拡張に伴って伐採する樹木に

つきましては50本ほど、低木、中木、高木、合わ

せまして50本という数字で拾わせていただいてお

ります。 

  完全に舗装の工事が完了するまでは、早くて２

月末か３月の上旬までには完了する見込みでござ

います。天候とかの状況もございますので、年度

内には間違いなく完了させたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  ということは、確認なんですけれども、令和７

年には確実に駐車場がしっかりと使えるというこ

となのか、再度確認します。 

  それと、教育センターの隣の今１台あるところ

を２台にしてという、思いやりを１台ということ

なんですけれども、あちらから入るところという

のは、ちょっと足場が結構、進修館のほうちょっ

と悪いですよね、コンクリートとかあの辺、障が

い者が入っていくにはちょっと足場が悪いところ

があるので、その辺もしっかりと動きやすいよう

に、介助の人も楽なようにしていただきたいなと

思うので、その辺もしっかり考えていただきたい

と思いますので、それもお願いできるか、考えて

いるのか、お聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  主査。 

○地域振興担当主査（加藤正久君） 地域振興担当

主査、加藤でございます。 

  工事については、令和７年３月までに完了して、

供用開始ということでさせていただきます。 
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  先ほどいただいた障がい者の方の駐車場の段差

につきましては、改めて整合のときに確認させて

いただいて、すりつけのほうをうまくやらせてい

ただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

町民生活課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０６分 

 

再開 午後 ３時１７分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより環境資源課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上必ず

挙手をして、委員長の許可を受けてから発言いた

だくようお願いいたします。 

  担当課長からの出席者の紹介をお願いします。 

○環境資源課長（大場崇明君） 皆さん、こんにち

は。 

  環境資源課長の大場と申します。よろしくお願

いいたします。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） こんにちは。 

  環境資源課副課長、小林と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） こんにちは。 

  環境資源課主幹の田邊と申します。よろしくお

願いいたします。 

○環境推進担当主査（山﨑健司君） 皆さん、こん

にちは。 

  環境資源課の環境推進担当、 山﨑と申します。

よろしくお願いいたします。 

○資源循環担当主査（河井伸一君） 皆さん、こん

にちは。 

  環境資源課資源循環担当の河井といいます。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） それでは、質疑はござい

ますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  私たちの予算書64ページ、予算書のほうは90ペ

ージでございます。 

  地球温暖化対策実施計画の策定についてお伺い

いたします。 

  ゼロカーボンシティ実現に向けて、庁内におけ

る温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの導

入などの検討をしていくとのことですが、現段階

で役場本庁舎への太陽光発電設置と、あと公用車

の電気自動車購入以外で予定されていることはあ

りますでしょうか。今分かる範囲でお願いします。 

  あともう一点、令和５年度の予算が951万円で、

令和６年度が710万円になっております。241万円

の減になっているんですけれども、そちらの理由

を教えてください。 

  あと、委託料のほうですが、明細が分かればお

願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ご質問のほうに順次お答えをさせていただきま

す。 

  まず、私たちの予算書の64ページ、予算書でい
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きますと90ページということで、ゼロカーボンに

向けた、ゼロカーボンシティ宣言を踏まえた地球

温暖化対策実行計画の策定ということで、現時点

で役場の太陽発電設備の設置、それと公用車のＥ

Ｖ導入、それ以外にということで、何か予定があ

るかというようなご質問かと思います。 

  予定といたしましては、今年度、宮代町の町内

の全ての公共施設に太陽光発電の設備を導入に向

けた導入の調査というのを実は今年度実施をして

おります。 

  これが今年度も今まとまってまいりまして、間

もなく議員の皆様にもお示しができるように準備

をしているんですけれども、その計画に基づきま

して、町内の基本的には全ての公共施設の屋根の

上に太陽光の発電を2030年までに導入を順次して

いくという形で、その導入計画が今まとまったと

ころでございます。 

  具体的には、その計画のほうご覧いただく形に

はなるんですけれども、基本的にはおおむね町内

の公共施設導入ができるんですけれども、一部、

例えば進修館のようなちょっと屋根が形状が特殊

な形状ですとか、あとは笠原小学校のように瓦屋

根の場合ですと、なかなか太陽光というのが設置

が難しい部分もあったりはするんですけれども、

そういったところがないとか、あとは、須賀小・

中学校に関しては建て替えが予定されているとい

うことで、近年中の建て替え等予定されていると

か、そういった特殊な事情がなければ、基本的に

は太陽光設備を導入していくということで、その

計画というのを今まとめたところになっておりま

す。 

  それから、２問目の令和６年度と５年度の予算

額の差異ということでございましょうか。241万

円の差があるということでございますけれども、

こちらは、当初、今申し上げました公共施設の太

陽光発電の導入と併せまして、区域政策編という

ことで、今回令和６年度の実行計画で改めて計上

させていただいておりますけれども、この太陽光

の導入計画と区域政策編を併せて実行する方向で

検討していたんですけれども、まず最初に、この

太陽光の発電の調査を先行して行いまして、区域

政策編を令和６年度に改めて政策の計画策定を行

うという形で、その予定を少し変更させていただ

いたところから、その区域政策編分が要は６年度

にスライドしたような形になっておりまして、そ

の分太陽光の発電が先行して、区域政策編が次年

度に行うという形に少し予定を変更させていただ

いているところから、その差が241万ということ

で出ているというような状況になっております。 

  それと、委託料の明細、内訳ということでござ

いますけれども、こちらは、現在は参考見積りと

いうことで、予算策定の段階で入手した情報はあ

るんですけれども……。 

  大変失礼しました。 

  来年度に関しましては、区域政策編というのは、

今、宮代町で持っているこの温暖化計画というの

は、事務事業編という計画になります。この事務

事業編というのは、宮代町役場に限定したこれ計

画なんですね。 

  区域政策編というのは、今度はこれを宮代町全

域に広げて、つまり対象とすると、宮代町の町民

ですとか、事業者、全ての方を対象に皆さんを巻

き込んだ形で、宮代町全域で温暖化の温室効果ガ

ス、ＣＯ２の削減を目指していくというような計

画が今度策定する予定でございまして、その計画

策定に向けた検討を行うということになるんです

けれども、具体的にどのような施策、町として行

う施策、あるいは町民の皆様に取り組んでいただ

きたい行動の取り方とか、変容とか、あるいは事

業者の方に取り組んでいただきたいこと、そうい
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ったことをメニュー化をしまして、それが宮代町

の実情に合ったメニューであったり、対策の内容

であったりということを、これを調査・検討しま

して、最終的にはまとめていくというような一連

の作業を行うための調査業務委託ということにな

ります。その計画策定ということで、これが今回

予定している委託料の内訳というか、内容になり

ます。  

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございました。 

  太陽光を全ての公共施設の屋根に乗せるという

ことなんですけれども、須賀小学校以外の学校全

てに乗せていくということでよろしいでしょうか。

もう一度お伺いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ご答弁させていただきます。 

  太陽光発電の導入について、須賀小学校を除く

全ての小・中学校に導入なのかということでござ

いますけれども、基本的にはその形で考えており

ます。 

  以上でございます。 

  ごめんなさい、失礼いたしました。 

  笠原小学校は、体育館導入できるので、それで

全てということでございます。 

  失礼しました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑のある方、い

らっしゃいますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。よろしくお願い

します。 

  今の環境温暖化対策の件で、重ねて質問させて

いただきます。１つ目はそれで質問させていただ

きます。 

  この排出量と推計及び削減目標を定めると書い

てありますけれども、この排出量をどのような形

で…… 

○委員長（土渕保美君） ページ。 

○委員（鈴木次男君） すみません、私たちの予算

書の64ページで、今、削減目標で言われたところ

でなんですけれども、地球温暖化対策計画の中の

庁内における排出量推計及び削減目標を定めると

書いてあるんですけれども、これを構築するため

に、どのようなことをして、こういう数字という

は出されるんでしょうか。よろしくお願いします。 

  それともう一つなんですけれども、65ページの

環境衛生事業の中でなんですけれども、犬・猫路

上死骸運搬委託料、これ、43万円というふうに書

かれているんですけれども、私、久喜宮代衛生組

合委員会に入りまして、その中で、犬・猫の死骸

等の取扱い手数料が４万6,000円だったんですよ

ね、そちらのほうで。 

  この委託と書いてありますので、この委託とい

うのは、私、昔、町の役場の方がやられていたと

ずっと思っていたんですけれども、どこか別なと

ころにこれはお願いしているんでしょうか。 

  それと、１年間に犬・猫以外にもタヌキとかい

ろいろあるんだろうと思うんですけれども、何件

ぐらい処理されているんでしょうか。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  私たちの予算書の64ページ、地球温暖化実行計

画の策定に絡んでということで、温室効果ガスの
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排出量の計算ということで、どのような形でなの

かということでございますけれども、こちらは、

環境省が公表しております、実は全国の自治体の

排出量カルテというものが、環境省がもう推計を

している資料がございます。 

  それをベースにしながら、それは本当に環境省

が非常に様々な大きな要件で算出をしたものです

ので、それを宮代町の事情に合わせて少し補正を

しまして、それで、排出量の算出というのを推計

をいたします。そこから、何％削減するというよ

うな目標値を導き出していくというような形で進

めてまいるのが、この推計値の算出ということに

なります。 

  それから、私たちの予算書の65ページの下のと

ころだと思います。犬・猫路上死骸運搬委託料と

いうことで43万円計上がございます。 

  まず、委託ということでございますので、その

とおりでして、いわゆる専門の業者さんに委託を

して、それで、宮代町の町道上になります、県道

は県が対応していますので、あくまでも宮代町の

町道上に発生している死骸に関して、この委託料

で業者に委託しまして、１件幾らという形で処理

をしているという形になります。 

  死骸の実績になりますけれども、令和４年度の

実績といたしましては、道路上に様々な死骸がご

ざいますけれども、全体では令和４年度の実績で

は74件の処理をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再質問のほうさ

せていただきます。 

  まず、64ページのほうの地球温暖化のほうなん

ですけれども、カーボンゼロとは、排出した分を

吸収すればよいというだけじゃなく、植林をして、

木のほうに吸わせるというのも大事だと思うんで

すけれども、植林をする計画というのは、宮代町

にはあるのでしょうか。 

  それと、２番目に先ほどの犬・猫の問題なんで

すけれども、この業者に出されて１件当たり幾ら

とかという、そういう費用があるのか、それとも、

年間まとめて幾らという形で支払われているのか、

ちょっとその辺もお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず、１問目、ゼロカーボン、地球温暖化対策

に向けてということで、吸収源である樹木の植林

の計画ということなんですけれども、今現時点で

は植林をするという計画はございません。 

  あと、もう一問、犬・猫死骸の処理に関しまし

て、どこの業者にどれぐらいの単価でということ

でございますけれども、現時点では、今年度の委

託に関しましては、さいたま市にある業者のほう

に、単価１件当たり幾らという形で発注をしてお

りまして、具体的な単価申し上げます。 

  消費税込みということで、１体当たり4,950円

でございます。これは、実は、死骸処理は行った

ら実際いなかったということがありまして、どな

たかが片づけてくださったりとか、あるいはちょ

っと見間違いだったりということもあるかもしれ

ないんですが、そういう空振りだった場合という

のも実は単価がございまして、いわゆる出動のみ

ということでいきますと、同じく税込みで１回当

たり2,750円ということで、まれにあります。死

骸が行ったらなかったということで、そういった

こともあるんですが、その場合には2,750円、行

っていただいてしまいますので、一応そこの場合

もお支払いするということで、対応しております。 
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  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  かなり業者の方が正直な方できちんといなかっ

たということを報告するみたいでよかったです。 

  最後になります。ゼロカーボンのほうなんです

けれども、せっかく草や木に吸収されたものなん

ですけれども、私もそうなんですけれども、畑で

草とかむしって、それをごみ袋に入れて、それで

生ごみで出してしまうと、そのまま燃やされてし

まうんですけれども、本来だとゼロカーボンを求

めるならば、それを燃やさずにためて、堆肥にし

て土に返すとうのがベストだと思うんですけれど

も、そういう取組とか、本当にゼロカーボン、先

ほども植林のことは考えていないとかと言ってい

ますけれども、太陽光をつけるとか、そういうこ

とも大事ですけれども、もっと吸収されるという

ことがこの事業に非常に大切だと思うんですけれ

ども、自然をもっともっと増やすというのが、そ

ういう町の取組というのは、今後考えられるんで

しょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  ご質問いただきましたとおり、いわゆる吸収源

である植物は、吸収したＣＯ２をそのまま封じ込

めるという考え方自体は、よく言われるのが木造

の建物なんかですと、木造の建物多く建てること

で、その木が吸収した気をその建物として、何十

年と長く使うことで、ＣＯ２としてそこの中にと

どめる効果があるというようなことはよく言われ

ておりますけれども、それ以外にも、議員さんご

質問のあった、そういった植物の吸収したものを

うまく活用、封じ込める形で活用する形というの

は、様々な方法があるかと思います。 

  これは、先ほど申し上げた区域政策編を検討す

る中で、いわゆる委託業者と一緒に様々な事例を

集めまして、実際にそういった効果ですとか、ど

のような方法があるのかということを検討しなが

ら、必要に応じて、計画の中に盛り込んでいけれ

ばというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ある人。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  質問させていただきます。 

  私たちの予算書の64ページ、空き家対策事業で

す。予算書は91ページです。 

  こちらは、総事業費703万円になっておりまし

て、こちらは空き家等実態調査委託料とあと空き

家等緊急安全措置委託料となっておりますけれど

も、やっと空き家対策が始まったというところだ

とは思うんですけれども、今年度は調査のみでこ

の予算は終わってしまうのか。それとも、調査し

ながら、実際この緊急安全措置とも書かれており

ますけれども、例えばあまりにも安全性が保たれ

ない部分のところは手を入れていただけるのか、

そういったことをお聞きしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） ご答弁をお願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  私たちの予算書の64ページ、空き家対策事業と

いうことで、予算上は総額で703万円、そのうち

大きな部分として実態調査、委託料ということで

640万円ほど計上させていただいております。 

  ご質問、この調査のみなのかということでござ



－１２４－ 

いますけれども、当然、今回の議会で実は管理不

全空き家の適正管理に関する条例のご審議をこの

後いただくということで、この条例も含めまして、

条例の制定が滞りなく進んだ場合には、町として

より空き家対策を本格的に行っていくということ

で、この調査業務と空き家の実際の現場の対策と

いうのは同時並行で行いたいというふうに考えて

おりますので、この調査業務事態は、またその先

の予定で、あくまでも予定ということでございま

すけれども、令和７年度には、その調査を踏まえ

て、空き家の対策計画の策定ということも見据え

ております。 

  それの下準備としての調査というのが今回の調

査でございまして、この調査業務、それから計画

策定というのは、これもできればこのような形で

進めていきたいという中で、この策定の作業の中

でも当然現場、空き家の問題というのは日々発生

してまいりますので、その空き家の問題には、先

ほど申し上げた空き家条例のほうで、あとは今回

昨年の12月13日に法律が改正されましたけれども、

空き家の対策の法律、これらを使いながら、町と

して、具体的な空き家の対策に関しても同時並行

で講じていくということで、そのための、これ、

緊急安全措置の委託料という形で30万円は計上さ

せていただいているという形になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） お答えいただきまして、再

質問なんですけれども、この緊急安全措置の30万

円なんですが、例えば、今ずっと長いこと空き家

のお隣に住まれていた方が、そちらの空き家の雑

草とか、木が伸びてきたということで、ちょっと

訴えられていらっしゃる方とか、何人かいらっし

ゃるんですけれども、もう今までずっと手をつけ

られなかった、町からも多分空き家の持ち主の方

にはご連絡取っていただいていたと思うんですが、

そういうずっとやってもご連絡つかなかったお宅

なんかに関しては、この30万円の中から、何とか

代執行のほうをしていただけるのが、本年度から

はしていただけるのでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） ご答弁をお願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ご質問にお答えさせていただきます。 

  緊急安全措置委託料30万円の計上でございまし

て、こちらに対して既に今まで長らくお困りの状

況に何らかの対応が行われるのかということだと

思いますけれども、この緊急安全措置というもの

は、簡単に言いますと、個人の財産に対して行政

が個人のそのご本人に成り代わって何か必要な措

置を講じるということになります。 

  個人の財産に対して、行政が成り代わるという

こと自体が非常に特別な状況でございますので、

当然実施するためには、様々な基準が必要になり

ます。 

  様々な状況が、周辺への状況ですとか、あるい

は傷んでいる状況ですとか、そういったものを一

定レベル超えたものについてという形で、その認

定なり基準を設けまして、そこを超えたものに対

して、この緊急安全措置を講じるという形に基本

的にはなりますので、それが委員さんがご心配、

ご指摘の案件にどこまで合致していくのかという

のは、これは実際に認定作業、あるいは基準を当

てがってみて、どうなのかということをやってみ

ないと、ちょっと今の段階では、どうなのかとい

うことは申し上げることはできないんですけれど

も、基本的にはそういった形で認定とか、基準を

設けて、それを具体的に超えたか、超えていない

かで、この緊急安全措置を実施していくという形
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の進め方になるということでご認識いただければ

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 最後の質問なんですけれど

も、その基準等いつ頃にできて、そして、それを

いつその基準に当てはめるということができるの

かどうか、お願いします。 

○委員長（土渕保美君） ご答弁をお願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  この認定の基準でございますけれども、現在検

討といいますか、調査・研究をしておるところで

ございまして、具体的には、この空き家等対策協

議会というのが、これは昨年の６月議会のときに、

この協議会の設置ということ、条例を皆様に可決

いただきまして、この協議会というのを立ち上げ

て、この宮代町の空き家対策に関して、様々な議

論、今回の条例案のご検討もその協議会の中でい

ただいておりますけれども、同じように、この協

議会の中で、この認定基準について、皆様にお諮

りをいたしまして、その中でじゃこれでいきまし

ょうというふうになったら、そこを使っていくと

いうことでございます。 

  スケジュール感的には年度の前半でその辺を固

めて、ぜひスピーディーに取組を進めていきたい

というふうには考えておりますので、ご認識いた

だければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。質問さ

せていただきます。 

  予算書、80、81で、私たちの予算書は64の太陽

光パネルのことなんですけれども、企画財政で聞

いたら、環境資源のところで全体的なことは聞い

てくださいということだったんで、こちらで質問

させていただきます。 

  まず、この太陽光パネルなんですけれども、公

共施設全部つけていきますよというお話だったん

で、その総事業費というのが幾らになるのかとい

う点と、あと設置の順番で、今のところ伺ってい

るのは人のいるところ、多いところからつけてい

くようなお話を企財では伺ったんですけれども、

その設置の順番というのはどう考えているのかと

いう点。 

  次に、あと何年がかりで全て設置するスケジュ

ール予定でいるのかという点。 

  あと、４点目になりますけれども、年間300万

円ほどの見込みだということなんです、企財で伺

ったら。前に説明受けたのが、10年から15年がこ

の太陽光パネルのもつ期間ということで伺ったん

ですけれども、そうすると、300万円ほどだと、

10年で3,000万、15年で4,500万、何か行ってこい

ぐらいで最大限使えても終わっちゃうような数字

になっているんですけれども、そうすると、プラ

マイ仮にゼロぐらいで終わったとして、そうする

と、交換する費用であったり、撤去する費用とい

うのがその後にかかってくると思うんですけれど

も、それがどういうふうにその後は算段として考

えているのかという点、その費用。 

  ５点目になりますけれども、宮代町はＣＯ２の

排出、埼玉県内でいうと、「市町村のすがた」と

いう資料から見ると55位で、一番ＣＯ２出してい

ないのが東秩父村、一番出しているのはさいたま

市ということで、何となく意味合いは分かるんで

すけれども、宮代町というのはもともと農まちと
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いうことで、すごくスリムでＣＯ２をもともと出

すような町ではないんですよね、この数字から見

ても。 

  言い換えると、皆さんで痩せましょうといった

ときに、ガリガリの痩せている人も痩せましょう

と言っているようなもので、何かもともと出して

いないのに、さらにそれを削るという、そこにこ

れだけ費用かけて、今全体のスケジュール聞いて

いなんで、まだ分からないんですけれども、これ

だけの費用かけて、そこに打ち込む立場にあるの

かなというのが、まず１点思いますので、その点、

なぜそもそもそこまで取り組んでいかなきゃいけ

ないかというところをお伺いします。 

  そして、最後になります、６点目なんですけれ

ども、企財で聞いたランニングコストの件なんで

すけれども、ちょっといまいちランニングコスト

がまだ明確にはっきり分からなかったんで、企財

のほうで聞いたとき、保険料のこともなかったん

ですけれども、前に環境資源のほうから説明のあ

ったときには、保険料がかかってくるというお話

だったんで、いま一度ランニングコストの詳細、

保守点検なり保険料を含めて、何に幾らぐらいが

見込まれるのかというのを改めて確認をさせてく

ださい。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  太陽光発電の導入の総事業費ということでござ

いますけれども、計画策定上の総事業費といたし

ましては、５億7,510万2,000円、こちらはこの太

陽光発電に関しましては、公共施設に導入する場

合は、国の補助金とそれから交付税措置というも

のがございまして、実は今申し上げた数字という

のはそれらをもう差し引いた数字ということでご

ざいます。 

  それを差し引く前の数字となりますと、８億

7,220万9,000円でございます。 

  総事業費、特定財源、いわゆる財源を加味する

ものとしないものということで、参考数字という

ことになりますけれども、計画上ではそういう形

で計算をさせていただいております。 

  それから、２問目の設置の順位でございますけ

れども、この設置の順位につきましては、いわゆ

る避難所に指定をされているものから優先して導

入をするということで、優先順位づけをさせてい

ただいております。 

  地域防災計画の中で避難所に指定しているもの

がございまして、その地域防災計画の避難所に指

定されたものから優先的に導入をしていくという

ことで、プラス宮代町役場は避難所ではないんで

すけれども、当然防災拠点本丸でございますので、

宮代町役場がいの一番に導入をスタートしますけ

れども、それ以降も避難所を中心に導入を進めて

いくということで考えておりまして、年数といた

しましては、３問目でございますけれども、設置

の何年がかりなのかというご質問でございますが、

2030年までに全ての導入を終えるということで、

予定をしております。 

  それから、もう一つ、４問目、年間300万円ぐ

らいということでご質問ありましたけれども、こ

れは削減できる電気代のことかと認識いたしまし

た。庁舎ですと、300万円ぐらいのコストが浮い

てくるという計算をしたのかもしれないんですけ

れども、全体では2030年までに全ての導入をした

場合ということで前提になりますと、全ての導入

を終えますと、3,677万1,000円の電気代が浮いて

くるということになります。 
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  大変失礼いたしました。先ほど私、特定財源を

加味した数字と、それから基の数字ということで、

特定財源加味した数字が５億7,000何がしという

ふうに申し上げましたけれども、ごめんなさい、

ちょっと持ってくる資料が間違っておりまして、

訂正させていただきます。 

  最終的な実負担は、２億3,199万1,000円でござ

います。失礼いたしました。 

  特定財源を加味しない数字が、先ほど最初に申

し上げた575102000でございます。失礼いたしま

した。 

○委員（合川泰治君） ５億……。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） ５億7,510万

2,000円というのが特定財源を加味しない数字で

ございました。大変失礼いたしました。 

○委員（合川泰治君） 引く前……。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 引く前でござ

います。 

  おおむね特定財源が加味されますと、半分ぐら

いになるということで……。 

  そして、年間運営コスト削減できるのが、先ほ

ど申し上げた数字でございまして、これが５問目

のご質問でございましょうか、もともとＣＯ２量

が県内の中でもそれほど多くない宮代町がこれ以

上に削減する必要があるのかというようなご質問

かと思いますけれども、これに関しましては、い

わゆるゼロカーボンに向けた考え方というのが、

もともと排出量がどうであるかということではな

くて、元の排出量からいかに削減していくかとい

うことを全ての国内の地域で目指していくという

ことで掲げられた目標になっておりますので、そ

の中で皆さんもご承知かと思いますけれども、

2030年に46％以上、2050年には実質ゼロというよ

うな基本的な考え方で、これは全ての人がこれを

取り組んでいくということで、うたわれている考

え方になっておりますので、宮代町の排出量がど

うであるから、取組が抑えていいというような考

え方では実はなくて、ですので、宮代町として基

準年から比べてどこまで下げるのかといったとこ

ろを、これは宮代町の排出量の中で削減の努力を

していくということは、これは全国一律で取り組

む必要があるということで、ご理解いただければ

と思います。 

  それから、最後のランニングコストでございま

すけれども、導入後でございますけれども、太陽

光のいわゆる保守点検費用という形でご理解いた

だければと思うんですが、１キロワット当たり

5,000円という単価設定で年間維持管理経費が必

要ということで、先ほど申し上げた計画、太陽光

発電の計画の中でそういった形で予定をしており

ます。年間キロワット当たり5,000円、それはも

う幾ら実際に施設ごとにそれを掛け算をして、保

守点検料がかかってくるという形になります。ラ

ンニングコストに関しては、基本的に環境資源課

で想定しているのはそういう形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。 

  答弁漏れで、10年、15年たった後の撤去費用と

か交換の費用とか、その辺の算段というのはどう

なっているかという点もお伺いしたので、その点

も併せてお願いをいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  大変失礼いたしました。 

  太陽光発電導入後の撤去あるいは更新の費用と

いうことでございますけれども、こちらに関しま

しては、実はこれは、特に撤去費用に関しまして
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は、全国的に問題に今なっているものでございま

して、例えばごみ処理なんかでいきますと、拡大

生産者責任ということで、いわゆる容器包装とか、

要は作った人が処分費までを出す形で、全体の処

理を回す仕組みというのができている部分がある

んですけれども、これ、太陽光に関しましては、

そういった仕組みが現在ございませんで、ですの

で、造ったきりといいましょうか、最後の部分の

コストを誰がどのように負担するのかというのが、

現状でございません。 

  ですので、今後は恐らく国もこれ課題として認

識をしておりますので、何らかの措置が加えられ

てくるものかなとは思うんですけれども、現時点

ではそういったものがございませんので、町とい

たしましてもこれに関しては何らかの形で、導入

後は考えていく必要があるとは思うんですが、仕

組み上それがないということで、現時点ではまだ

想定ができていないということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 再質問をお願いします。 

  １点目で総事業費をお伺いして、内容分かった

んですけれども、さっき出てきた８億7,000とい

うのは何の数字だったか、ちょっと気になってし

まうので、その点お伺いをいたします。 

  それとあと、ランニングコストなんですけれど

も、１キロワット当たり5,000円の保守点検料と

いうことで、これ、保険料みたいなもの入ってい

るということですよね、途中で例えば壊れちゃっ

たとか、さっき企財のほうで聞いたら、前に、20

年前ほどにつけた今の太陽光がどれぐらい稼働し

ているかというのを役場のほうで見られる機械が

２年ぐらいで壊れちゃったといって、数百万かか

るから、もうそこから分からないんだという答弁

をいただいたんですよ。 

  そうすると、そういうの壊れたときの保険とか、

そういうのどうするんですかと、環境資源のほう

にも聞いたときは、保険に入って対応することに

なると思うという答弁をいただいたので、この保

守点検料が１キロ当たり5,000円で分かったんで

すけれども、保険料というのもかかるのかなと思

ったんですけれども、その点はないのかどうかと

いう点をお伺いします。 

  そして、この１キロワット当たり5,000円の保

守点検料というと、役場に乗っけるやつ年間10万

キロワットを性能を備えているというお話だった

んですけれども、そうすると5,000掛ける10万と

か、そういう数字になっちゃうのかなと、単純に

思っちゃったんですけれども、それがどういうこ

となのか、詳しくまたお伺いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず、大変失礼いたしました、先ほど私のほう

で違った数字を申し上げてしまった８億何がしと

いうのは、これは、今回の太陽光発電の調査業務

委託の中で、公共施設以外に参考として、道佛と

か、あとは今回和戸の横町にできた倉庫の遊水地

に設置をするとしたらというところを、実はこれ

も仮で試算しておりまして、その数字を乗せた数

字が８億ということで、大変失礼いたしました。 

  それを抜くと５億7,510万2,000円ということで

すので、その調整池はかなり大きな面積ではある

んですけれども、いわゆる公共施設ではありませ

んので、参考値として、今回の業務委託に合わせ

て算出をしたということで、ちょっとごめんなさ

い、先ほどは間違えてそれを乗せた数字をご紹介
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させていただいてしまいましたということでござ

います。 

  それから、5,000円が保守点検料ということで、

これをキロワットで掛けると非常に大きな数字に

なるということで、庁舎10万キロということで、

これ、非常に大きいということでお話ありました

けれども、10万というのは、実はいわゆる発電す

る電気の量でございまして、ちょっと説明が不足

して申し訳ありませんでした。機械の能力のキロ

ワットでございまして、例えば庁舎ですと、この

庁舎、恐らく93キロワットですので、93掛ける

5,000円、93キロワットを１年間運用しますと10

万キロ発電できるということで、実際には10万

1,000キロぐらいだと思うんですけれども、それ

が発電量ということですので、発電機の規模のキ

ロワットを掛けるということになります。 

  それから、保険についてでございますけれども、

保険につきましては、通常この太陽光に限らず、

様々な機械器具類はいわゆるメーカーの通常保証

が何年という形であるかと思うんですけれども、

まずはそれを活用するということが大事かと思い

ます。 

  それ以降の保険につきましては、太陽光自体が

それほど壊れるものではないというのがございま

すので、現時点でそこまで必要性があるのかどう

なのかというのが、正直私たちも判断つきかねる

ところでありまして、場合によっては、町の町村

会保険ということで、総務課のほうで入っている

総合賠償保険、こちらで対応ができるのかなとい

うところでちょっと考えてはいますけれども、太

陽光に専門で保険に加入するということは、現時

点では想定はしておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 大体分かりました。 

  保守点検なんですけれども、93キロ掛ける

5,000円でやりますよということで、あれはパネ

ル200枚と聞いているんで、それは200枚で93キロ

ワットということでいいんですよね。じゃないと、

また93掛ける200掛けるみたいになっちゃうんで、

それはそういうことでいいのかだけ、最後に確認

をさせていただいて終わりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  おっしゃっているとおりでございます。200枚

で93キロワットが発電されますので、そういう計

算になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  大きくは２点で、細かくいうと４点になります。 

  ちょっと前段の委員と重複してしますんですが、

聞く範囲がちょっと違いますので、よろしくお願

いいたします。 

  まず、予算書92、93ページ、(3)空き家対策事

業になります。私たちの予算書は65ページになり

ます。 

  こちらの12節委託料で、空き家等緊急安全措置

委託料、それから空き家等実態調査委託料、この

２点についてお聞きするんですが、まず、空き家

等実態調査委託料、これ640万円と結構高額にな

っているんですね。これの委託先はどういう事業

者なのか、例えばどういう資格を持った事業者な

のかということと、これによってどのような効果
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が期待されるのか、640万円使うわけですので、

その効果はどのようなものなのかということをお

聞きします。 

  また、空き家等緊急安全措置委託料、こちら、

説明書を読みますと、町内の管理不全空き家等に

対し、危害を避けるための必要最低限度の措置を

行います。措置を行いますということですから、

これは調べたり、話し合ったりするものではない

わけですから、例えば何か草が生い茂って邪魔だ

からシルバー人材に頼むとか、そういう措置をす

る業者に頼むということの30万円でよろしいのか

ということをお伺いいたします。 

  次は、予算書152、153ページで、私の予算書で

は63ページになります。 

  (1)清掃総務事業、18節負担金補助及び交付金

で、ここで久喜市新ごみ処理施設整備負担金とい

うことで１億3,908万円、これの内容をお伺いい

たします。 

  それと、もう一点なんですが、この63ページの

ところで、一番最後のところに、引き続き久喜宮

代衛生組合及び久喜市と協議・検討を行いますと

いうことで、新処理ごみ施設でこれから先はどの

ような協議・検討を行うのか、その内容をお伺い

いたします。 

  それから、(2)として、減量推進事業というこ

とで、７節報償費、廃棄物減量等推進委員謝礼と

いうことで156万円あります。こちらのほう、同

じく63ページのところで資源環境担当ということ

で、今度逆に上のほうなんですが、安心・安全な

町民生活に欠かせないごみ処理について、さらな

る効率化や環境負荷の低減を実現するため、ごみ

分別の徹底と減量化のための情報提供や啓発を行

いますということで、このさらなる効率化や環境

負荷の低減を実現するということは、どのような

対策を取っていくのかということ。 

  それと、廃棄物減量等推進委員、これは大体何

人なのか。こちら自治会で２名ずつ選出されてい

ると思うんですが、衛生組合ではそうだったんで

すが、町内も同じようになっているのか、不足し

ている自治会があるのかどうかをお伺いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず、空き家の調査業務委託ということで、ど

のようなところに委託するのかということと、そ

の効果ということでのご質問でございました。 

  まず、委託先につきましては、様々な事業者が

実はこの実態調査行っておりまして、例えばなん

ですけれども、東京電力ですとか、それからＮＴ

Ｔとか、そういったインフラを持っている施設は、

実はこの利用者の方と空き家の状況把握というの

が非常に近いところにございまして、例えばそう

いった事業者さんがやっているケースがあったり

とか、あとはいわゆる地図業者、ゼンリンの地図

なんていうことで、皆さんも耳にされたことある

かと思います。このゼンリンなんかもやっていた

りとか、様々な事業者で、それぞれの特徴を生か

しながら事業を実施しているということで、空き

家の状況の調査にそういう事業者が加わっている

ということですので、そういった事業者にお声が

けをさせていただいて発注していくという形にな

ります。 

  内容といたしましては、当然、宮代町の中にど

れだけの空き家があるのかという件数の把握は大

前提になりますけれども、それに加えて、空き家

の所有者の方の意向調査というのも考えておりま

す。具体的に、その空き家をどうしようと思って
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いるのかということを、この所有者の方のお考え

というの、あるいはお困り事というのを把握をい

たしまして、先ほど、前段議員でご説明差し上げ

ましたけれども、令和７年度にはそれを踏まえた

計画策定を行うということで、この計画策定の中

には、この空き家の所有者の方たちの意向に合わ

せた施策というのも当然検討しながらくみ上げて

いくということになりますので、そういった空き

家の計画策定に向けた調査も含めての空き家の実

態調査ということで考えているというところがこ

の実態調査になります。 

  効果も含めて今のような形ということでご認識

いただければと思います。 

  それから、２つ目のご質問で、緊急安全措置を

具体的にどのような形で行われるのかということ

でございますけれども、先ほどの前段議員でもご

質問の中で答弁申し上げたとおり、実際に緊急安

全措置を行うというときは、個人の財産に対して

何らかの、行政が代行して措置を加えるというこ

とになりますので、非常にそういった意味では、

どんな場合でもこう対応するというようなことで

はございませんで、当然にその緊急安全措置が必

要な状況、緊急で安全にしなければいけない状況

ということで、そういった状況になったときにこ

れは実施をするということでございますので、そ

の緊急であるとかという状況が具体的にどのよう

な状況かというと、非常にその差し迫った状況と

いうのは、これはこの後、また空家対策協議会の

中でご審議いただく形にはなるんですけれども、

一定レベル、非常にその差し迫ったものがないと、

なかなか行政がご本人に成り代わって措置を講じ

るというのは、簡単にできるものではないという

のが基本的な考え方になろうかというふうには思

います。 

  ですので、草が伸びて越境しているというケー

スはよく耳にはするんですけれども、単純に草が

伸びていてどのように危ないのかというところが、

その危ない状況がどのような状況なのかというの

を具体的に判断をして、これは危ないねというふ

うになったときに実施をしていくという形になろ

うかと思います。 

  実際に、実施するこの30万円の予算は、いわゆ

る業者に委託をするということで、例えば、よく

考えられるのが、高いところ、例えば、建物の２

階でアンテナが飛びそうとか、あるいは２階のそ

の窓、雨戸が外れそうとか、あるいは屋根瓦が飛

びそうとか、そういった通常我々役場の職員で対

応できないような、非常にその難易度の高い措置

に関しては、これは業者さんにお願いをして措置

をしていただくということがあるということもあ

りますし、あとは、庭の木が非常に大きな木が生

えていて、その庭木をチェーンソーで切ったりと

か、そういった作業をするのには、なかなか役所

の職員では難しいですので、そういった形で非常

にその難易度の高いと言いましょうか、専門的な

作業について措置を実施すると。 

  緊急安全措置というのは、実際にそういった事

例が多くなろうかと思いますので、そういったこ

とを実施するということで想定したこの予算にな

っております。 

  それから、次のご質問ということで、新ごみ処

理施設の負担金ということで、今回１億3,908万

円の計上をさせていただいておりまして、その内

訳ということでございますけれども、こちらは、

令和５年度と、それから令和６年度に行う久喜市

の新ごみ処理施設の本体と、それからインフラ、

インフラというのは、道路ですとか、電気ですと

か、そういった周りの工事ですね、それらの工事

費になります。それらの工事費のうち宮代町負担

分ということで久喜市のほうから数字をいただい
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たものを計上させていただいているということに

なります。 

  それから、次のご質問、新施設における協議、

検討を行うということで、今後はどのような…… 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） はい、そうで

すね、私たちの予算書63ページの一番下の欄で、

宮代町のごみ処理の実施に向けて、引き続き、久

喜宮代衛生組合及び久喜市と協議、検討を行うと

いうことでございますけれども、こちらに関しま

しては、基本的に、久喜市の新ごみ処理施設の整

備に関しましては、この間、昨年12月28日に基本

協定を締結をさせていただいておりまして、あれ

で基本的な整備については一旦決着をしていると

いう形になりますけれども、その後、あとは現久

喜宮代衛生組合の清掃センターの解体が、今後予

定をしていますので、その解体に関する検討です

とか、あとは、基本的な合意は至ったんですけれ

ども、具体的なその負担金の算出方法ですとか、

細々とした事務的な処理についても、これはまだ

協議必要な部分もありますので、その辺の細かい

事務的な打合せ等を行っていくということで、そ

の辺が想定しているものになります。 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 大変失礼しま

した。 

  まず、減量推進員に関するご質問かと思います。 

  減量推進員のまず人数でございますけれども、

現状では、久喜宮代衛生組合では、令和５年度で

は115名の皆様にお願いをさせていただいており

ます。これは、衛生組合のほうで委嘱をしている

減量推進員さんの人数になっておりまして、おお

むね100世帯にお一人という形を目安に選出をし

ていただいている人数になります。必ずしも100

世帯でないところもございますけれども、組合の

ほうでご案内しているのは100世帯にお一人とい

う形でご案内をさせていただいております。 

  減量推進員さんの業務に関しましては、ごみ集

積所の新設ですとか、変更、そういったことの手

続ですとか、あるいはごみ集積所で起こる様々エ

ラーといいましょうか、問題等に関して、町等の

パイプ役になっていただきまして、様々なご報告

いただいて、町と一緒に皆様の使っていただいて

いる集積所の課題を一緒に解決していただくもの

ですとか、日々のごみ処理、地域のごみ処理に関

して、様々な起こる課題等を定期的に報告をいた

だく形で、町として各地域のごみの現状をそれで

把握をさせていただくというようなことをお願い

をさせていただく形になっています。 

  これは、組合でも同じようにやっておりました

けれども、町に移管された後も同じように運用さ

せていただきたいというふうに考えております。 

  それから、もう一つご質問で、さらなる効率化

ということで、 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） はい、ごみ分

別の徹底と、 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） さらなる効率

化や環境負荷の低減を実現するため、ごみ分別の

徹底と、それから、減量のための情報提供や啓発

を行うということで、これが具体的にどのような

ことかということでございますけれども、 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） はい、そうで

すね、宮代町の場合は、ごみの減量化、それから、

分別に関しましては、大分進んだ町ということで、

もう既に皆様にはかなり取り組んでいただいてい

るものでございますけれども。 

  現在、宮代町で新たに始めました、例えばフー
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ドロスとかの対策とか、やはりまだ特にこの食品

ロスとか生ごみの処理に関しましては、できると

ころがあるのではないかということで、そういっ

たフードロスの対策ですとかを行ったり、あとは、

まだごみ処理といいましても、ごみを出しておし

まいということではございませんで、当然その後

に様々な処理をして、ごみというのは処理をされ

ていきます。そういったごみ出しの後の処理に関

しましても、皆様にもご理解をいただくことで、

よりそのごみの分別、あるいは、ごみの出し方の

正しいやり方についてご認識をいただくような、

そういった働きかけをしていくということで考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） もう一点。 

○委員（泉 伸一郎君） 先ほど町で何人かという

後に、不足している方が、自治会が何地区あるの

かということも聞いたと思うんですが。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 推進員に関しま

しては、地区のほうから100人にお１人程度とい

うことでご推薦をいただいているところなんです

けれども、確かに、選出のない地区もございます。

ただ、それについては、自治会内できちんと管理

ができているとか、そういうご意見等いただいて

おりますので、その地区で自主的にできるという

その意見を尊重させていただいておりますので、

こちらとしては、不足という考え方は、ちょっと

考えていないところです。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２７分 

 

再開 午後 ４時４１分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより環境資源課分について、はい、それで

質疑。 

  泉議員、再質問から。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、空き家等緊急安全措置委託料で、この30

万円ということで、やはりそのような使い方をさ

れるとは思っていたんですけれども、こちらのほ

うは、例えば、その作業を行った場合、所有者に

対して後から請求できると思いますので、その辺

のことがちゃんと進められるかどうかということ

をまずお伺いいたします。 

  あと、空き家等実態調査につきましては、分か

りました。 

  それから、予算書152、153ページ、清掃総務事

業のほうですね。 

  こちらのほう、例えば、この久喜市の新ごみに

つきまして、やはり宮代町としてもやはりお金を

出すわけですから、宮代町としてもその意見をし

っかりと出していただきたいということは要望で

お願いいたします。 

  それから、減量推進員のほうなんですけれども、

こちらのほう不足しているとは認めないみたいな

言い方されたわけですけれども、現時点で、やは

りその町内会でやりたくないと言ってやらない方

がやっぱり出ていたりする地区もありますので、

そうすると、やっぱりそのごみ集積所が荒らされ

たままになっていたりとか、そういったものも起

こっているわけですので。 

  またそれと、この廃棄物減量等推進員に対して、

衛生組合ではコロナ禍ということで説明会を行わ
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なかったんですね。そうしますと、２年で交代に

なりますから、そうしたら交代した人がどんなこ

とをやればいいかというのが受け継がれなくて、

例えば、どういう仕事をしていけばいいのかとい

うことが分からない、そういう状態も起こってお

りますので、やはりその辺は、ちゃんと宮代町と

しては、そういうしっかりと相談会とか説明会と

かは行ってもらいたいと思いますので、その点に

ついてお伺いいたします。 

  また、先ほどの効率化、あと、その環境負荷の

低減の実現に関しまして質問したのは、要するに

今回のその久喜の新ごみ処理施設を、やはりこれ

も処理量割で決まっていくことですので、そうす

ると宮代町は、処理量のその量を減らせば、その

分負担金も下がるわけですので、やはり町として、

今まで衛生組合がやっていたとは思うんですけれ

ども、町としてさらにその減量でやっていく、負

担金を減らしていくような、それを進めていった

ほうがいいと思いますので、その点で何かこう進

める何か方法考えていますか、みたいな形で質問

させていただきました。 

  以上、先ほどの２点だけお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ２点ご質問ということで、お答えさせていただ

きます。 

  １点目、緊急安全措置の際の実施した際のその

空き家の管理者、所有者に対する請求ということ

でございますけれども、これは請求をしていくと

いうことで考えておりますので、そういった形に

なります。 

  それから、減量推進員の説明会ということでご

ざいますけれども、こちらは町が引き継いだ後は、

４月中に開催する形で今現在予定しておりますの

で、そのような形でご認識いただければと思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。

再々質問はありません。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑のある方いら

っしゃいますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  住民の方からもメールでこれを聞いてくれとい

うのもありましたので、ちょっと何点か、10点ま

ではいかないけれども、いきますので、よろしく

お願いいたします。 

  まず１つ目、本当、棒読みになって申し訳ない

んですけれども、その方からの伝えます。 

  し尿処理するのにかかっている費用、これが具

体的に幾らなのか。これにつきましては、令和６

年度のそのし尿処理が町に移行するということで、

予算書に数字があるはずではあるんですが、155

ページの４衛生費、12委託料、これが該当するは

ずなんですが、し尿処理費として明記されていな

いので分からないとの付記がございました。 

  次、クエスチョン２とこの方のありまして、こ

の上の費用というか、し尿の処理の費用に関しま

して、県や国の平均の２倍の単価費用がかかって

いるというふうな形になっているんですけれども、

これはなぜか。これ、根拠費用が予算書のほうで

は当然ないですけれども、久喜宮代衛生組合の監

査資料、これで全体の数字として出てはいるんで

すが、宮代町のし尿処理の単位当たりの処理費用

は明記されていないというのが問題の出発点とい

うことと承っております。 

  また、次に、クエスチョン３、し尿処理料金、

また、町への入金額、町が負担している費用との
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関係。これはそれぞれ相関関係というか、どのよ

うになっているのでしょうかということです。ま

ず、運営は赤字なのか、また、特定の利用者に対

する町の負担は適切なのか、収支改善策は料金改

定でよいのかなど、いろいろな観点から運営の改

善が必要と思われますということです。 

  クエスチョン４、これ、クエスチョン５につな

がるんで、うっと思わないでください。 

  し尿処理、これは赤字事業はやめるのかやめな

いのかということを提起して、クエスチョン５、

し尿処理はやめられないから続けていると思われ

るが、生ごみの堆肥化などはなぜやめたのか、比

較の問題ですね、これが、行政側が勝手にやめて

よいのかということが付記されております。 

  また、中止は手続的にどのような手続で決定し

たのか。また、住民の意向、これはどのように反

映されたのか、前段の議員のコロナ禍というのが

あるのかもしれません。こちらについては、後で

必要であれば執行部のほうにもお伝えしますけれ

ども、送られてきた方のブログ等に細かいことが

あって、さっきちらっとお見せしたところでござ

います。 

  ここまでが、ある町民の方から強くお願いされ

たところではあります。 

  次に、私のほうで、し尿もあるから、ごみ関係

のほうがいいかな。 

  12月に協定書というのを結ばれているというの

は承知しておりますが、これ今さら言ってもって

ところありますけれども、12月の議会が終わった

後に結んでいるわけですよね。そうすると、その

当時にいた議員というのは、もう次が選挙を控え

ているわけですから、議会が責任を持たない状態

で執行部がそのような形で結んだというところは

非常に問題だと僕は思っております。 

  そこのところはいいといたしま……ただ、協定

書読ませていただきましたが、パーセンテージと

かとその辺のはまだ入っておりません。前段の議

員がおっしゃったように、今後久喜と宮代との割

合というところも出てくると思います。この割合、

僕ちょっと分からないので、本当、久喜宮代衛生

組合の議員にもなったにもかかわらず、分からな

いので本当申し訳なく恥ずかしいんですけれども、

教えていただきたくて質問させていただきます。 

  一応、焼却のほうで21.4％という数字は承知し

ております。また、附帯設備のほうにもそのよう

な形になっていますが、この21.4％というのは、

契約期間が20年だったか、25年だかあったと思い

ますけれども、その間ずっと固定なのか、それと

も、例えば３年後とか１年ごとの実績に応じて変

動していくのかというところがちょっと分からな

いものですから、気になっているのでお尋ねしま

す。 

  その質問の根拠というのは、例えば、久喜宮代

衛生組合が解体になる直前、例えば、今年度でも

昨年度でもいいですけれども、そのときの実績を

ベースにというふうな契約を締結したほうが、久

喜としては有利なんですよね、どんどん開発もさ

れていて、今後宮代、久喜とのごみの割合という

のは久喜の多くなっていくと思われる。宮代の開

発とのスピード感が違いますから。そうなってく

ると、本来であれば、例えばですけれども、今７、

３で、久喜７割、宮代３でやったとして、10年後

ごみの量の割合が８対２になっていても、いや７、

３でやったからというふうになってしまうのは非

常に問題じゃないかというのが、この方とも話を

していたんですけれども、メール送ってくださっ

た方もね。そのような形で問題点というか、要は

宮代が負担が多くなり過ぎないようにできるかど

うかというところで質問させていただきます。 

  次に、先ほどから太陽光のことがいろいろと出
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ていますが、分かる範囲で結構です。 

  今現在、役場の上についている太陽光パネル、

これが調査から、設置からいろいろとあって、今

に至っております。モニタリングのそのシステム

が壊れたとありますけれども、要は撤去するとき

までの費用も含めてですけれども、トータルでど

のような、要は費用対効果というか、赤字になっ

ているのか黒字になっているかだけでもいいです

けれども、その辺のところをご説明いただきたい

と思います。 

  次に、空き家対策事業のほうで、これは先ほど

まあちょっと廊下でも確認させていただいたんで

すけれども、要は宮代町の場合は、空家対策協議

会条例はあるけれども、対策条例的なところはこ

れから提案してという形になって、要は、現時点

では条例がないものですから非常に大変で、実際、

空き家対策の、先ほど小林さんがご説明してくだ

さったように、行政代執行的なところのことをご

説明されたんだと理解しておりますけれども、要

は基準というか、要件をある程度満たして、実質

的なところを、しかも要件を、危険性をベースに

やらなければいけないというふうな理解でよろし

いのかどうかというところをお尋ねしたいと思い

ます。 

  また、先ほど前段の議員もありましたけれども、

その費用というのは、所有者、これも所有者とい

っても、例えば、残土の問題で分かるように、あ

そこは建物ないですけれども、本当に所有者が非

常に複数いるという形になっていますけれども。 

  そのような場合、要は求償権を取得して行使す

るという形になるとは思うんですけれども、そこ

んところの交通整理が非常に大変になってきます

けれども、それはまあ空家等対策協議会のほうの

専門家のほうでも話してはいるんだとは、ちょっ

と僕も議事録読んでいないんではっきりとは言え

ないんですけれども、そこんところの交通整理と

いうか、予想されるのは、幸いなことに先行自治

体、周辺ほとんどはもう既に条例を制定している

というふうに先ほど課長からお聞きしたものです

から、そういうところから実態のほうを学んでい

くことができるというところはメリットかもしれ

ませんけれども、そこんところの見解のほうをお

尋ねしたいと思います。 

  これあと最後に、先ほど申し上げたように、空

家対策協議会、このことについてご質問させてい

ただきます。 

  調べたところ、昨年度３回行っているんですよ

ね、協議会を。11名の委員がいて３回行っている。

そのうち３名は専門家みたいですけれども。 

  これ予算書のほうで言いますと、すみません、

協議会のページが、92、93、私たちの予算、その

64ページに空き家対策事業というのが出ておりま

すけれども、ここに、空家対策協議会の委員の費

用弁償は３万1,000、旅費が出ております。これ

の内容、内訳、何名の方に対してどのようにやっ

たの、幾ら払ったの、来年度何回予定しているの

か分かりませんけれども、過去の部分でこれまで

３回は、来年度以降のは３万1,000円の予算計上

ですけれども、昨年度というか、今年度の部分は

もう既にはっきりしていると思いますので、何名

の方に幾ら、特に最高額の人は、別に名前までは

いいですけれども、幾ら払ったかというところを

教えていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課の田

邊です。 

  まず、１点目のし尿処理費用幾らなのか、また、

予算書のほうに久喜宮代衛生組合のほうではいろ
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いろ細かく設定があったものに対して、町の予算

書のほうに設定がないというご質問かと思うんで

すけれども、久喜宮代衛生組合で行っているし尿

処理業務、主にし尿収集業務とし尿処理業務があ

るかと思います。 

  し尿収集業務については、宮代町のほうで業務

を行いますので、し尿処理の収集業務委託費用と

いうことで計上させていただいております。 

  し尿処理に関しましては、今度北本地区衛生組

合のほうに町は加入いたしますので、北本地区衛

生組合のほうの予算のほうで執行していくことに

なりますので、町のほうには、久喜宮代衛生組合

で設定していた処理に関する予算というのは、設

定しませんので、そのような形で町の予算書は成

り立っているような形になっております。 

  続いて、２問目の県・国よりし尿処理単価のほ

うが平均より高い、ちょっと町単価の明記がない

ということかと思うんですけれども、こちら町単

価の明記がないということに関しましては、久喜

宮代衛生組合、久喜市のし尿と宮代町のし尿共同

で処理しておりますので、宮代町分ということで

単価の算出はございませんので、そのようなこと

から町単独の明記はないような状況でございます。 

  あと、県・国より単価の高い、低いというのは、

町のほうで事業を行っているものではありません

ので、申し訳ございませんが、ちょっと町のほう

では回答ができない状況でございます。 

  ３問目のし尿の料金、運営として赤字ではない

か、改善が必要ではないかということなんですけ

れども、あと４問目も関連するかと思います。 

  こういう赤字のものに対して、し尿業務をやめ

るのか、やめないのか、どう考えるのかというこ

となんですけれども、し尿、通常のくみ取りのも

の、あと、浄化槽の汚泥、浄化槽設置世帯が汚泥

出ます。あと、農業集落排水汚泥を利用のご世帯

の方はその汚泥。こちらの内容物に関しましては、

町がその処理責任というのを負いますので、赤字

というのはもちろん解消しなくてはならないと思

うんですけれども、赤字であるからその業務をや

めるとなりますと、皆様のそういうし尿に関して

処理ができなくなってしまいますので、やめると

いう選択はございません。 

  あと、５問目の生ごみの堆肥化のやめた理由、

どのような経緯でやめたのか、住民の方のお声と

いうのは伺ったのかということに関しましては、

こちらも久喜宮代衛生組合の事業ですので、ちょ

っと町のほうでは把握していない状況でございま

す。 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  続いてのご質問ということで、新しいごみ処理

施設の協定に関してということで、負担割合が

21.4％になっているということについてのご質問

かと思います。 

  この負担割合21.4というのは、建設に関する費

用でございまして、この久喜市と協定を結んだ内

容は、この建設に関することと、それから、施設

の運営に関すること、この２つが要素として含ま

れます。 

  固定しているのは、この建設に関する21.4％が

固定されているということでございまして、運営

に関しましては、いわゆる処理量で変動してまい

ります。その処理量というのは、前々年度の処理

量を、実績を使いまして、その中からごみの量の

実績に応じて宮代町と久喜市の割合を決めていく

という形になっておりますので、その点ご認識い

ただければと思います。 

  それから、庁舎の太陽光発電に関して、今乗っ

ている太陽光設備の費用対効果、現状がどうなっ
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ているのかということのご質問かと思いますけれ

ども、これに関しましては、申し訳ありません、

環境資源課ではデータが持っておりませんので、

企画財政課のほうで把握をしているものと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

  それから、空き家対策に関してということで、

緊急安全措置に関して、いわゆる基準を満たした

ら代執行的なものをやるということでよいのかと

いうご質問でございました。 

  おっしゃるとおりでございまして、町が設ける

いわゆる一定の基準を満たした、条件を満たした

ものに対して、緊急安全措置あるいは代執行、代

執行はちょっとあれですけれども、緊急安全措置

を実施していくという形で考えております。 

  それから、続いてのご質問で、空き家の権利関

係で複数の方が絡んで、所有者あるいは相続人で

すかね、というような状況が発生した場合のその

調整の仕方ということでございますけれども、こ

ちらについては、そうですね、町としては、当然

その全ての所有者、関係者に対して、空き家対策

が必要な状況が発生していましたら、その方たち

に同じように働きかけをしていくということで、

その所有者間の協議を町のほうで何かその取りま

とめ的な対応するということは、それは行わない

ということでございますので、あくまでも町とし

ては空き家対策で必要な措置を、情報をそれぞれ

の権利者の方たちに情報を打っていくということ

が基本になろうかと思います。 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） そうですね、

空家対策協議会の費用弁償と報酬でございますけ

れども、令和６…… 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 旅費。 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課副課長（小林知弘君） はい、費用弁

償…… 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課の田

邊です。 

  空家等対策協議会の協議会委員の費用弁償につ

いてかと思うんですけれども、１人当たりの単価

ですが、費用弁償については300円ということに

なっております。 

〔発言する人あり〕 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 令和６年度、失

礼しました。令和５年度の……はい。ああ、はい。 

○委員（佐藤将行君） 予算として計上しておりま

すけれども、令和５年度に３回行って、その方た

ちみんな出席しているので、それが、この３万

1,000円も何回をベースに、今期しているかとか

分からないし、その費用のほうが少なくても令和

５年度はもう３回行われたわけですから、そこん

ところの３人か４人かそれぐらいだと思いますけ

れども、調書とか取らないから、そこんところの

詳細を教えてくださいということです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課の田

邊です。 

  令和６年度に関しては、４回開催を予定してお

ります。 

  その対象なんですけれども、委員が全部で11名

いる中で、その費用弁償の対象となるのが７名の

方になりますので、その方の分の費用弁償を計上

させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐藤将行君） 即答できないんでしたら後

で結構ですけれども。 
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○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課の田

邊です。 

  ちょっと具体的な数字を持ち合わせておりませ

んので、申し訳ございません。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○環境資源課長（大場崇明君） 環境資源課長の大

場でございます。 

  先ほど、し尿の関係でちょっと補足というか、

担当がした答弁に対する補足をさせていただきた

いんですけれども、し尿の関係について、予算書

の152ページ、153ページになりますが、この中で、

運営が赤字かどうかというようなお話があったと

思いますけれども、この北本地区衛生組合が行っ

ている事業に関しましては、赤字だとか黒字だと

かという概念が特にあるわけではなく、あくまで

も処理すべきものに対して発生する金額を町とし

て負担をしていくという考えになりますので、ま

さに町の義務的経費として、発生するごみを処理

するのと同様に、し尿も処理しなければならない

ということになりますので、そもそも赤字、黒字

という考え方自体がこの事業についてはないとい

うことをご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ありがとうございました。 

  ちょっと申し訳ないけれども、私の質問ではな

いので、そのように伝えさせていただきます。 

  先ほど、持ち合わせていない、環境資源課まだ

数年でほとんどが企画財政課のほうが、特に太陽

光のほうはやっていたということなんで、そこん

ところ僕ちょっと失念していて申し訳なかったで

す。 

  先ほど、し尿のが倍になっているというのは、

宮代町だけではなくて、ちょっとその資料も僕い

ただいたんですけれども、県の平均というか、県

の出しているのが9,485円パーキロリットルで、

宮代、久喜その双方合わせたのが１万8,925円と

倍になっているんですよね。それで僕のほうに聞

いてきたという経緯があったのは覚えているので、

ですからそこんところ宮代分がどうのこうのとか

というふうなのが分かればいいんですけれども、

恐らく持ち合わせていない、分からないでしょう

けれども、じゃなぜ、久喜宮代が県平均の倍にま

でなっちゃっているのかというところはお尋ねし

たいと思います。 

  あと、先ほどのご回答で21.4％のことで、建設

費の部分は21.4％で固定というのは承知いたしま

した。理解したというか、仕組みが分かりました。 

  し尿は前年度ベースにというふうになっている

のも分かりました。 

  これちょっと僕のほうの記憶のほうがあやふや

なんでお尋ねしたいところは、これ１回、久喜と

の委託の締結したら、20年か25年か、それずっと

抜けられないというか、その契約に拘束されると

いうふうな理解でよろしいのかどうか、というの

がまず１つあります。 

  今後、幸手、杉戸のほうも炉が古くなっていっ

て、喫緊の課題になっていって、５年、10年の間

にできるであろうというふうな話は流れてきてい

るんですけれども、その場合に、久喜宮代衛生組

合の次の段階で久喜市のほうに委託しているのよ

りも、その場合に、仮に杉戸でも幸手でもそっち

に委託したほうが安いという場合に、20年、25年

と拘束されているとその自由度がなくなって、も

う杉戸に頼めば、幸手に頼めば安いのに、まあ久

喜ともう抜けられない契約しちゃったからという

ふうになるのが問題じゃないかというふうなのを

言われていますので、そこのところのお考えをお
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尋ねしたいと思います。 

  また、建設21.4％固定というのは先ほどのご説

明で仕組みというのは分かりましたけれども、こ

れは、過去のたしか宮代と久喜の処理量の割合を

ベースにして21.4％になったというふうに僕はち

ょっと聞いているんですけれども、間違っていた

らごめんなさい。 

  仮に20年、25年という形で21.4％になっている

として、例えば、25年後、20年後、宮代のほうで、

ひょっとしたら宮代がばーっと上がって新しいの

自分で造るとか何があるか分かりませんけれども、

その場合、宮代が久喜との契約締結から開放され

たときに、それまで20年なり25年なり21.4％払っ

ていて、建物自体は久喜市の所有物ですから、宮

代21.4％分宮代町が共有という形になるわけでは

ないので、そこんところ考えると、資産として考

えた場合に、もうちょっと下げるべきではないの

かなあという考えもひとつあるので、その辺を環

境資源課のほうで検討したのかどうかというとこ

ろをお尋ねしたいと思います。 

  あとは、個別にちょっとお尋ねしたりとかする

ので結構です。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○環境資源課長（大場崇明君） 今いただきました

質問にお答えさせていただきます。 

  環境資源課の大場でございます。 

  まず、し尿の関係なんですけれども、この単価

について、ちょっと資料を持ち合わせていないと

いうところがあって大変恐縮なんですけれども、

まず１つ言えることは、久喜宮代衛生組合のし尿

施設についてはかなり老朽化が進んでいて、処理

費用が非常に高い状況にあったというのは私ども

承知をしています。 

  それが、北本地区衛生組合に入ることによって

かなり安くなるというふうに思います。ただこれ

が、国・県の平均の9,485円になるかどうかとい

うところの今数字は持っておりませんが、恐らく、

それに近い数字にはなるのではないかというふう

に思っていて、負担金の額でいけば、久喜宮代衛

生組合に払っていたときよりも、今回宮代町で予

算化させていただいている北本地区衛生組合の負

担金は、年間でいくと一千五、六百万減額をして

いるということになりますので、ちょっと今まで

の久喜宮代清掃センターのし尿処理施設の効率が

悪かったというところが、単価が高くなっている

原因の一つだというふうに承知をしておりますの

で、ご理解をいただければと思います。 

  それとあと、新ごみ処理施設の負担金の関係で

ございますけれども、21.4％というような話につ

いては、まず先ほど担当の副課長のほうからご説

明させていただきましたとおり、建設にかかるも

のについては、これは久喜市と宮代町が共同で使

っていきますので、それぞれの割合を乗じた形で

負担をしましょうというのが１つの基本的な考え

方です。 

  ただ、宮代町としてはどうしてもその久喜市の

つくっている計画の中で、にぎわいと言われてい

る部分についてはちょっと宮代町としては難しい

ですよというようなことで交渉させていただいて、

そこについては、久喜市さんのほうも、これは久

喜市の事業であるので、久喜市のほうで負担しま

すというような形になりまして、今のような形に

なりました。 

  21.4％をなぜそこで確定させるかというのは、

少なくともそれまで扱ってきた処理量割と均等割

といわれる部分が令和４年度に確定をしておりま

すので、その時点のもので確定しないと、毎年毎

年その額が変わっていくということになりますの
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で、建設に当たってはそういうような形で確定を

させていただいております。 

  ただ、運営費については先ほど申し上げたとお

り、議員さんのご指摘のとおりだと思いますけれ

ども、減量化、あと前段の議員さんもおっしゃら

れていましたが、減量化を進めることで宮代町の

リスクが下がっていく、そうすると運営費にかか

る費用については、安くなっていく可能性がある

と。逆に久喜市さんが頑張っちゃうと宮代町は高

くなる可能性もあるということなので、ここは自

治体間競争というか、それぞれの施策という部分

がこれから生かされていく部分だと思いますので、

ここについては、議員さんなどからのアドバイス

もいただきながら、しっかりと減量化を進めてい

きたいなというふうに思っています。 

  20年、25年、こう確定することについて、仮に

杉戸さんですとか幸手市さんが安くなったらどう

するのかというような話もいただいたとは思うん

ですけれども、まず、宮代町として考えなきゃい

けないのは、安定的なごみ収集、ごみ処理を継続

的にやっていく、心配があっちゃいけないと思い

ます。住民の皆さんが何年後かにごみ出せなくな

っちゃうかもしれないなという心配の中では、こ

れはごみ行政というのは、難しいと思っています。

というのは、ごみ行政というのは、いわば福祉だ

と思っています。完全な住民の福祉のために必要

なことであって、どこかが処理をしなくちゃいけ

ないという状況になります。 

  そういう中で、どこかの地区がごみ処理施設の

建設を行って、その中で、言い方が正しいかどう

か分からないですけれども、昔であれば迷惑施設

と言われているようなものを受け入れているとい

うのが現状ごみ行政であります。 

  そういう中で、杉戸さんですとかほかの自治体

がごみ処理施設を新たに建設をするといったとき

に、安いから宮代町そっちにお願いしますという

ようなことは、一般的な買い物であればできるん

ですけれども、ごみ行政に関しては、これははっ

きり言って売手市場ではないです。買手市場と言

って正しいと思いますけれども、少なくともほか

の地区のごみを受け入れるということになると、

そこの地区の住民感情ですとかいろんなことを考

慮しなくちゃいけないので、一度そこをお願いを

するということになると、かなりリスクが高い、

場合によると受入れをしていただけない可能性も

出てくるというようなことも含めてごみ行政とい

うふうに考えていかなきゃいけないと思っていま

すので、まずは、長期的に久喜市さんとの今回協

定を結ぶことができて安定的なごみ処理ができる

ような状況をつくり出すというのが我々の行政の

仕事でしたので、その点についてはご理解をいた

だきたいと思います。 

  その後の状況については、これからまあいろい

ろ、また世の中というのは変わっていくと思いま

すので、そういった中でどういうものがいいのか

というのは、これは常に検討していかなきゃいけ

ないというふうに思っておりますけれども、現時

点としては今申し上げたとおり、安定的なごみ行

政を行っていくという基盤を何とか今回つくらせ

ていただいたということでご理解をいただければ

と思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） はい、どうぞ。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  非常に丁寧なご説明いただきました。ありがと

うございました。 

  この質問者の方には伝えさせていただきます。 

  ３点ぐらいかな、まず、にぎわい施設の件、こ

れも先日埼玉新聞かな、朝日か読売だったかな、

にもちょこっと出ていたところであると思うんで
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すけれども、この辺のほうも、宮代からわざわざ

地理的に、今の久喜宮代衛生組合の場所であれば

また別ですけれども、そういうところはやはりア

クセスの部分でも厳しいというところで、ちゃん

と指摘していただいたのは非常に分かりました。 

  また、そもそもし尿に関して効率が悪かったと

いうのも教えていただきまして納得できたところ

であります。 

  さらに、処理量割、均等割の件のところを考慮

してやっているというところも、ある程度ちょっ

と、全部今の時点で理解したわけじゃないですけ

れども、後でちょっといろいろと教えていただき

たいと思います。 

  あとは、伝えられるところは大丈夫だと思いま

すので、以上にさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  １点だけお願いいたします。 

  ごみ処理環境推進事業なんですけれども、協定

で決まったんですが、今新聞にも出ていますけれ

ども、久喜のほうが否決されましたよね、委員会

で、久喜のその今、課長からもお話ありましたけ

れども、にぎわい事業とかその部分なんですけれ

ども、宮代町は炉のほうの負担ということと、あ

とは燃料として電気の宮代に来る分を20年間

4,000万を、20年間ですか、寄附というか、地域

に返していくという形なんですけれども、今久喜

で全体否決されるということは、もし全体が安く

なる過程ではあるんですけれども、ということも

考えられるときに、そのにぎわいの電気のほうの

温水プールとかそのほうの、今町が負担金として

じゃなくて、地域に返すその部分の変更というの

関係あるのかないのかお聞きします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○環境資源課長（大場崇明君） 環境資源課長の大

場でございます。 

  今ご質疑をいただいた内容なんですけれども、

久喜市の議会の中で、委員会の中で、余熱公園と

言われている施設の部分について、建設費と運営

費、20年間分の運営費ということで、これは否決

をされております。 

  これが本会議の中でどうなるかということにな

るんですけれども、本会議の中で否決をされた場

合に、久喜市が新たにその計画を見直すのかとか、

それをやめるのかというところについては全く情

報がないので分からないんですけれども、その状

況に応じて町のほうとしては対応していくという

ことになりますので、情報が入ってきた段階でど

うするかということになっていくと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

環境資源課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月18日月曜、午前10時から委員会を開き、

福祉課分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時２１分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） ただいまの出席委員は11

名であります。 

  これより、３月15日に引き続き予算特別委員会

を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２０号の審査（福祉課・子

育て支援課・住民課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、議案第20号の令

和６年度宮代町一般会計予算についてのうち、福

祉課、子育て支援課、住民課の順に質疑を行いま

す。 

  これより福祉課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。また、質疑に際して、資料名、ページ数と、

明確に分かりやすくお願いいたします。質疑はま

た分かりやすく端的にお願いいたします。 

  それでは、担当課長から出席者の紹介をお願い

いたします。 

○福祉課長（鈴木淳史君） おはようございます。

福祉課長の鈴木と申します。よろしくお願いしま

す。 

  順番に担当のほうに回しますので、それぞれあ

いさつさせていただきます。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹の小林で

す。よろしくお願いいたします。 

○福祉支援担当主査（荒川俊二郎君） おはようご

ざいます。福祉課福祉支援担当主査の荒川です。

よろしくお願いします。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） おはようござ

います。福祉課福祉支援担当主査の平向と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  早速質疑に入ります。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 121ページの墓地埋葬取扱

事業所の中なんですけれども、まず確認というん

ですか、この上側に、委託料、委託料と同じ12の

項目であって、金額が一緒というのは同じ内容で

よろしいのかと、死体埋葬を行うと書いてあるん

ですけれども、過去に、２年分でいいので、現状、

宮代で何人の不明者の死体があったのか。または、

死亡した人の埋葬ができなかったのが何件あった

のか教えていただけないでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹の小林と

申します。 

  委員さんご質問の墓地埋葬取扱費でございます。

こちらにつきましては、委託料につきましては、

こちらの場合は身元が分かっていますが、葬祭を

行う方、埋葬または火葬を行う方がいない場合に

つきまして、死亡地である市町村のほうでその取

扱いを行うというものでございます。 

  委託料につきましては、そういった取扱い、死

亡埋葬の取扱いに係る委託、事業者さんのほうに

お願いする部分もございますので、そこで委託料

を計上しているところでございます。この２か年、

３か年の実績でございますが、令和４年度に１件

ございまして、支出がございました。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 答弁漏れなんですけれども、

どちらの埋葬があったのか。死亡者が分からなか

ったのか、埋葬ができなかったのか、どちらか教

えていただけますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） こちら、行いました

のは、墓地埋葬取扱費のほうで取り扱いまして、

身元は分かっていますが、火葬または埋葬を行う

方が近くにいらっしゃらなかった、そういった方

につきまして火葬を行ったものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 続きで再質問になりますけ

れども、先ほどちょっと分かりづらかったんです

けれども、その費用なんですけれども、埋葬の場

合と、その後墓地に埋めたりとかすると思うんで

すけれども、そういう費用というのはそれぞれど

のようになっているんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） こちらにつきまして

は、主な費用でございますけれども、火葬に係る

費用と葬儀の方にお願いする委託料の部分で、ご

遺体を安置する費用ですとかご遺体をお運びする

費用、そういった費用に経費がかかっているもの

でございます。あとは、火葬、埋葬に係る費用で

ございます。 

  以上でございます。 

  令和４年度の金額につきましては、16万4,031

円の支出がございました。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 最後の質問になります。埋

葬されるというか墓地ですか。これは宮代の中で

はどこか決まっているんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  宮代町の町内の墓地ではございませんで、春日

部市内の共同墓地のほうに埋葬させていただいて

いるところでございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  死者を埋葬することは、人間の尊厳に関わるこ

となので、大変厳しい仕事ですけれども、ありが

とうございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。よろしくお願

いいたします。 

  予算書が110ページ、社会福祉事業で、私たち

の予算書の38ページ、西原自然の森活用事業につ

いてなんですけれども、今年度の、令和６年度の

目標として、福祉交流館すてっぷ宮代を活用し、

ボランティアの育成に向けたセミナーやイベント

を開催しますとありますけれども、セミナーの開

催数とかイベントというのは、令和６年度はもう

決まっているんでしょうか。 

  それと、あとボランティアの育成ということで、

下に前期実行計画の目標として50人以上、これは

令和７年度に向けての目標だと思うんですけれど

も、現在ボランティアは何人いるのかということ

をお聞きしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向でございます。 
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  西原自然の森活用事業の、まずボランティアの

育成に向けたセミナーやイベントということです

が、６年度については、現在、社会福祉協議会さ

んのほうと調整中でございまして、令和５年度は

どういったものをしたのかといいますと、セミナ

ーというよりは、新しく日本工業大学の学生さん

と連携した学生ボランティア事業だったりとかい

うものが新しいボランティアの事業として成り立

っておりまして、上半期の実績なんですけれども、

大学生さんでいうと39名ほど、参加のボランティ

アとして、ごめんなさい、大変失礼いたしました。

34名の方、30名の日工大生さんと、あと町内の大

学生さんが、新たにボランティアとして活動して

いるということがございます。 

  それ以外に、ボランティアの育成ということで、

どういったものをボランティアとして見ているか

というところなんですけれども、第５次総合計画

の西原自然の森活用事業につきましては、まず見

守りさんということで、見守りサポーターという

ボランティアの育成をしております。こちらにつ

きましては、個人登録で107名、団体登録で23団

体543名、また、お店の事業所さんとしての登録

といたしまして34店舗、こちら上半期になります

けれども、令和５年度の実績があるものでござい

ます。それ以外にも、ボランティアさんにつきま

しては、一芸ボランティアさんと呼ばれる、慰問

活動を行ったりだとか、町民の方からご希望があ

った場合には依頼で受けていただくボランティア

さんがいらっしゃいます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  予算書の113ページの(7)宮代町生活サポート事

業の町内に居住する障がい児・障がい者とその家

族の生活支援のための部分で、本年度の特徴が、

障がい児・障がい者の一時預かり、送迎、外出援

助等のサービスの実施とありますけれども、こち

らの詳しい内容を教えていただきたいです。 

  あと、115ページの障がい者地域生活支援事業

の扶助費の部分の紙おむつ支給費が、こちら210

万円とございますが、こちらの内訳といいますか

内容を教えていただきたいです。 

  あと、117ページ、こちらは、福祉タクシー等

利用料金助成事業の福祉タクシー、それと、私も

ちょっとよく分からなくて申し訳ないんですけれ

ども、121ページの高齢者等タクシー利用助成金

とタクシーの助成の部分が２種類あるんですけれ

ども、高齢者と障がい者というのが重なる方もい

らっしゃると思うんですけれども、こちらは両方

が重なっても使えるのかどうかと教えていただけ

たらと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 宮代町役場福祉課主

幹、小林です。 

  それでは、随時お答え申し上げます。 

  まずは生活サポート事業でございます。生活サ

ポート事業は、住民の身近な事業者団体が、身近

な場所で、障がい者及びその家族の必要に応じて

事業者さんが行う生活サポートと言われる事業に

要する経費を助成するものでございます。どうい

った形かといいますと、障がい者の余暇活動で、

ご家族の代わりにどこかに連れ出してあげますと

か、そういった事業を実施する事業でございます。

具体的には、本年度は11人の方が利用されており

まして、対象事業者は、４事業者が活動に取り組

んでいるところでございます。 

  続きまして、地域生活事業の中の紙おむつにつ
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いてでございます。こちらの紙おむつ事業につき

ましては、常時紙おむつを必要とする心身障がい

者また障がい児の方に対して、紙おむつの購入費

を助成するものでございます。購入の支給限度額

が、月5,000円を限度として補助しているもので

ございます。本年度の実績でございますが、１月

末現在の数字でございますけれども、141人の方

が利用していただきまして、支給額が62万9,647

円の利用があるところでございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、タクシーの事業でございます。福

祉タクシー事業でございますが、まず福祉課所管

の福祉タクシー事業を申し上げます。こちらの福

祉タクシー事業につきましては、主に障がい者の

方を対象にしている事業でございます。主に障が

い者の方と難病と言われるご病気のある方に対し

て補助を実施しているものでございます。こちら

の補助につきましては、初乗り料金の補助のもの

が、１年間に36枚を限度にして補助しております。 

  また、タクシーは使わないよという方もいらっ

しゃって、自家用車を利用する方もいらっしゃい

ます。そういった方につきましては、燃料費の補

助ということで、こちらは600円の補助券を12枚

補助しているものでございます。 

  こちらが福祉課所管の福祉タクシー制度でござ

いますが、高齢者等タクシー助成事業のほうはど

ういった方が対象になるかといいますと、主に75

歳以上の方、あとは、身体障がい者、福祉タクシ

ーとダブる部分もございます。身体障がい者の方、

知的障がい者の方、精神障がい者の方、あと難病

の方、そういった方がダブる形で受給をしており

ます。また、介護保険におきまして、要介護等に

なっている方につきましても、高齢者福祉タクシ

ーの制度の対象となっているところでございます。

こちらの高齢者等タクシーにつきましては、助成

額が、助成券１枚当たり300円でございまして、

年度当たり48枚の助成をしているところでござい

ます。主な違いといたしましては、障がい者の福

祉タクシー制度につきましては、埼玉県全域のタ

クシー事業者さんと協定を結んでおりまして、ほ

ぼ埼玉県どこでも使えるような制度になっており

ます。一方、高齢者等タクシー助成事業につきま

しては、出発地、到着地の両方またはいずれかが

宮代町内であるということがございますので、宮

代町、杉戸町の事業者さんのほうでご利用できる

形になっております。 

  以上でございます。 

  答弁が１点漏れておりました。ダブる方はどう

されるかということでございますが、先ほど申し

上げたとおり、高齢者等タクシー事業につきまし

ては、福祉タクシー制度の方とダブる部分がござ

いますので、そちらにつきましては、両方使える

ということで整理をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 再質問をさせていただきま

す。 

  障がい児・障がい者の一時預かりの部分なんで

すけれども、11人の利用で４事業者ということで

すが、こちらで、今予算のほうが150万円になっ

ておりますが、それだけ使われるのかということ

と、あと紙おむつのほうなんですけれども、予算

210万円なんですが、今のところ62万9,647円とい

うことで、かなり少な目ではあるのですが、こち

ら、ちゃんと行き渡っているのかということと、

あと、こちら福祉タクシーと高齢者等タクシー、

ダブっても使えるということで、それは分かりま

した。 

  こちらの使用状況、どちらも年内何枚ぐらい使

われたのかということをお聞きしたいです。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。随時ご質問にご回答したいと思いま

す。 

  １番目の生活サポート事業でございます。本年

度予算額150万円の予算を計上しているところで

ございますが、令和３年度から大体の推移を見ま

すと、令和３年度が66万1,000円、令和４年度が

60万6,000円、令和５年度が、先ほど申し上げた

とおり70万2,000円ぐらいの形で推移しておりま

して、若干低めに推移をしているところでござい

ます。 

  この生活サポート事業といいますのは例えばど

こかに通う、ヘルパーさんに来てもらう、そうい

った法定の事業はあるのですが、そういった法定

の事業に当てはまらないときに使うことが多くな

るものですから、やはりそこは補完する部分とい

うところで、若干需要は少なくなるのかなという

ふうに分析しているところでございます。 

  続きまして、地域生活支援事業の紙おむつの部

分でございます。福祉産業委員会の資料のほうに

も、こちらは出ていないですね。 

  大変失礼しました。産業福祉委員会資料福祉課

の部分につきまして、３ページをご覧いただきた

いと思います。 

  こちらのとおりの推移でございまして、５年度、

４年度、３年度の推移を載せてございます。ご利

用額につきましては、それぞれ62万9,000円、109

万2,000円、110万2,000円という推移でございま

す。こちらの周知方法等につきましては、ホーム

ページ等で周知していますとともに、新たに障が

い者の手帳を取得されたときには、必ず対面で、

こういった条件でご利用できますという形になっ

ておりますので、おむつですから、常時排せつに

困難がある方ですから、そういった方には周知の

ほうはされていると思っているところでございま

す。 

  続きまして、タクシー事業でございます。福祉

タクシーの事業につきましての利用者数の推移で

ございますが、やはり先ほどの福祉産業委員会資

料福祉課の部分の４ページでございます。 

  資料中ほど、福祉タクシー券の利用につきまし

ては、こちらも５年度、４年度、３年度の利用状

況がございます。別表の下のところをご覧いただ

くとよろしいのかと思いますが、５年度利用件数

が、タクシー券が5,077件、燃料費の助成が4,859

件、４年度はそれぞれ5,582件、5,578件、３年度

が6,024件、5,489件ということで推移しておりま

して、大体同じぐらい、また少し今年度は上がる

のではないかと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  予算書の112ページ、113ページ、福祉交流セン

ター運営事業の一番右側、本年度の特徴のところ

で小学校との交流というのが書いてあるんですけ

れども、どのような交流を予定されているのか。

また、今までされたことがあるのかお伺いいたし

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向です。 

  陽だまりサロンの小学校との交流についてのご

質問ですが、今現在は、コロナの流行ということ
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もありまして、ここ３、４年は直接的な交流とい

うのを学校のほうから控えたいということもあり

まして実施していないところもあったんですが、

今年度の、令和５年度の取組といたしましては、

学校の廊下を使って例えば飾り物のメッセージを

子どもたちに書いてもらうとか、あと学校でもク

ラスによっては２時間目の休みに行っていいよと

いうような形で、多くの人がそろわないような形

で、学校のほうも少しずつ交流をスタートしてい

るところでございます。 

  過去には、陽だまりサロンの中でイベントを一

緒に行ったりというようなこともあったんですけ

れども、現在はそういった形で少し制限をして実

際交流をしているところではあるんですが、陽だ

まりサロンのほうも学校のほうも、なるべく早く

交流がスタートできるといいなということで今お

話を伺っています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） おはようございます。川野

です。何点か質問させていただきます。 

  まず、ページ110なんですけれども、社会福祉

事業なんですけれども、予算が、差額が165万

7,000円と、今回予算が下がっているんですけれ

ども、そのあたりどうしてなのか教えていただき

たいと思います。 

  ２つ目に、18節の埼玉県埼葛北地区福祉有償運

送市町共同運営協議会負担金なんですが、昨年は、

報償費という形で、謝礼という形で掲載されてい

たんですが、その枠がどうしてこうなったのか教

えていただきたいと思います。 

  ３番目に、重度心身障がい者医療費支給事業も、

予算が今年度下がっているんですけれども、その

あたりも教えてください。 

  そして、４番の重度心身障がい者手当支給事業

も、この辺も今回下がっているので、その辺を教

えていただきたいと思います。 

  また、西原自然の森事業なんですけれども、６

年度の目標として、移築民家の旧加藤家をはじめ

とした旧齋藤家、旧進修館の指定文化財を保全し

つつ、可能な限り活用できる計画を作成し活用を

進めていきますという目標があるんですけれども、

そのあたりも説明していただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  まず、社会福祉事業でございます。予算額の増

減につきましてご説明申し上げます。 

  本年度全体では、165万7,000円ほど減額になっ

てございます。その主な内訳でございますが、昨

年度委託料に計上しました第２期地域福祉計画策

定業務につきまして、今年度策定が終わったもの

ですから、その部分が皆減になりました。約440

万円の皆減でございます。ただ、金額が増になっ

た部分もございまして、それは社会福祉推進事業

補助金でございます。こちらは、補助金額で比較

しますと、前年度259万9,000円ほど増額になって

おりますので、合わせますと165万7,000円程度の

減額になったというところでございます。失礼し

ました。 

  社会福祉推進事業補助金の増額の理由でござい

ますが、こちらは社会福祉協議会への補助金を増

額させていただいたものでございます。 

  あと、こちらの事業の中で、福祉有償運送の負

担金の項目がございます。こちらは、昨年度報償

費で計上させていただいたものでございます。 
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  福祉有償運送につきましては、協議会をもって

地域内の事業者の聞き取り調査等をさせていただ

いているのですが、地域内が持ち回りの事務局を

やらせていただいておりまして、構成する市町村

が、宮代町のほかに久喜市、幸手市、白岡市、杉

戸町の５市町村で構成しております。持ち回りで

事務局をさせていただいておりまして、今年度は

宮代町が幹事市ということで、必要経費は宮代町

のほうから計上して支出したという形になってお

ります。来年度は事務局が終わりまして、今度は、

私どもがかかった経費の部分を均等割で負担する

という形になります。 

  続きまして、重度心身障がい者医療費の支給事

業の減額の理由でございます。こちらにつきまし

ては、令和４年度の実績のほうが5,455万2,615円

ということで、令和３年度が5,373万8,591円とい

うことで、予算に比べて若干乖離があったという

ところがございましたので、実績に合わせまして

若干の減額をさせていただいたところでございま

す。 

  続きまして、重度手当支給事業でございます。

こちらにつきましても、昨年、令和４年度の実績、

令和３年度の実績が大体2,473万6,000円、2,451

万5,000円と、その程度で推移をしてございます。

また、障がい者の手帳の受給者数等も大きく変動

がないことですから、やはり実績を勘案しまして

若干の減額をさせていただいたところでございま

す。 

  以上でございます。 

〔「西原の自然の森」「執行部のほう、

一々で申し訳ないけれども、ページ数を

言ってからお願いいたします。答えると

きに、該当ページ数を言ってから、ぽん

ぽんいくと」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  西原自然の森の関係は、多少福祉課とも関連し

ておりますので、お答えできる範囲でお答えさせ

ていただくんですけれども、基本的に文化財とい

うのは、そういう何か活用してというよりは、そ

のものを展示したりとかして歴史を皆さんに感じ

ていただく、そういったものなので、あまりイベ

ントで中に入ったりとか、建物を使って、実際そ

のものをまさに使ってというのはやっちゃいけな

いことになっているので、そういった意味で、

使える範囲でというところで活用していきたい

というふうに捉えてやっている事業でございま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  １つだけ、社会福祉事業の社会福祉事業推進事

業補助金が、それは予算を上げたというところな

んですが、そのあたりをちょっと教えていただき

たいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  予算書でいいますと、110ページ、111ページで

ございます。 

  先ほどご説明申し上げました負担金、補助及び

交付金の中の社会福祉推進事業費補助金を増額さ

せていただいたということでございますが、その

内容につきましては、社会福祉協議会への補助と

いうことでございます。その理由といたしまして、

社会福祉協議会は、令和３年の５月から事務所を
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すてっぷ宮代のほうに移転いたしました。そうし

たことから、すてっぷ宮代は、やはり事業所の規

模が少し大きくなったものですから、維持管理の

経費が若干かかってくるというところがございま

したので、その部分は宮代町と協議をいたしまし

て、その部分を少し増額して補助してまいりまし

ょうということで増額をさせていただいたもので

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 了解いたしました。これで

終わりにします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。大きく

２点質問させていただきます。 

  まず１点目です。予算書110ページから113ペー

ジ、私たちの予算書は71ページになります。 

  (5)障がい者総合支援事業、18節の負担金、補

助及び交付金、介護給付訓練等給付金、この８億

8,900万円で、前年度が８億500万円でしたので

8,400万円ほど増えているんですが、これについ

て説明をお願いいたします。 

  それから、２点目なんですが、予算書114ペー

ジ、115ページ、私たちの予算書では72ページに

なります。 

  (10)障がい者地域生活支援事業で、この中で、

ちょうど真ん中辺に日常生活用具給付等事業、こ

れが901万円、それから移動支援事業557万円、そ

れから地域活動支援センター事業486万円とある

んですが、これの積算の根拠をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（荒川俊二郎君） 福祉課福祉

支援担当主査の荒川です。 

  予算書110ページから113ページまでの障がい者

総合支援事業の介護給付費の増額の理由について

でございます。前年度と比べまして約8,500万増

額をしているんですが、実績を勘案しまして増額

を見込んでいるところでございます。 

  予算書114ページ、115ページ、障がい者地域生

活支援事業の日常生活用具給付費の積算について

です。 

  予算積算につきましては、まず排せつ管理支援

用具としまして、ストーマになりますが、消化器

系のストーマ用具としまして35人……、失礼しま

した、日常生活用具給付費になります。こちらの

積算について説明いたします。こちら、まず排せ

つ管理支援用具として、ストーマ用具になります

が、消化器系のストーマ用具としまして、35人を

対象に１か月当たり8,858円を見込んでおりまし

て、それの12か月分ということで、こちらが307

万2,360円を見込んでおります。 

  それから、ストーマ用具の尿路系の用具としま

して、16人を対象に月額１万1,639円を見込んで

おります。こちらを12か月分として、金額が223

万4,688円を見込んでおります。 

  それから、紙おむつとしまして、対象者は13人、

月額１万2,000円、12か月分を見込んでおりまし

て、金額が187万2,000円を見込んでおります。そ

れから、そのほかの日常生活用具給付費として８

万4,300円の用具を14件見込んでおりまして、金

額が118万200円を見込んでおります。 

  日常生活用具給付費の積算は以上でございます。 

  移動支援給付費の積算についてご説明いたしま

す。 

  こちらもページ数は、予算書114ページ、115ペ

ージになります。扶助費でございます。移動支援

給付費の積算でございます。こちらにつきまして



－１５２－ 

は、まずは利用見込み人数を16人見込んでおりま

して、こちらが月額２万3,750円、人数が16人で

12か月分を見込んでおりまして、456万円。あと、

それから医療的ケア児の通学支援事業としまして、

お一人分として4,020円で週３日、それから42週

間分、それの往復としまして101万3,040円を見込

んでおります。 

  それから、地域活動支援センター事業の積算に

ついて説明いたします。 

  こちらは、予算書114ページ、115ページになり

ます。まず、委託料としまして、地域活動支援セ

ンター事業委託料57万8,000円がございます。こ

ちらにつきましては、宮代町と地域活動支援セン

ター事業を行っている事業者と直接委託契約を結

んで実施をするものの分でございまして、積算と

いたしましては１日当たり3,850円を150日見込ん

でおりまして、57万7,500円で積算しております。 

  それから、18節負担金、補助及び交付金の地域

活動支援センター事業負担金428万円でございま

す。こちらの積算につきましては大きく分けて３

つに積算を分けておりまして、まず越谷市にあり

ますひかりの森分としまして年間10万円を見込ん

でおります。あと、それから久喜市にございます

あんご工房分としまして、１月当たり10万410円

を12か月分としまして125万2,920円。あと、それ

から埼葛北分としまして292万7,064円を見込んで

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 主幹の小林でござい

ます。 

  障がい者自立支援給付費につきまして、少し補

足をさせていただきます。荒川のほうから実績と

いうことで申し上げましたので、その実績の部分

を少し補足したいと思います。 

  こちら障がい者等の自立支援給付につきまして

は、令和３年度の決算ベースが６億9,900万円、

令和４年度の決算が７億4,500万円、今年度の見

込みでございますが、大体３年度と４年度は７％

ぐらいの推移で増減があったんですが、増してい

たのですが、今年度の見込みが８億4,700万円で、

12％ぐらいちょっと増えるんじゃないか、最終的

になるのではないかというところで推測をしてい

ます。そこから、その前年度ありました６％ぐら

いの増を見込みまして、令和６年度の見込みを８

億8,900万円とさせていただいたところでござい

ます。 

  以上、補足でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 細かくありがとうござい

ました。予算はなるべく少なくしていったほうが

助かるわけなので、ただ、その中でもやっぱり予

算をあまり削ってはいけない分野というのがある

と思いますので、お聞きさせていただきました。 

  ２問目のほうの114ページ、115ページの障がい

者地域生活支援事業、こちらのほうが、例えば日

常生活用具だと85万円ほど上がって、地域活動支

援センター事業だと228万円ほど上がったという

ことで、地域活動支援センター事業の先ほどの説

明で、何か急に228万円が必要になったというの

がちょっと分かりづらかったのでお聞きしていた

わけなんですけれども、細かく言っていただきま

したので、分かりました。 

  こういう中で、例えば移動支援事業だけが少な

くなったということがありまして、コロナ禍が５

類に変わったので、逆に移動される方が増えるん

じゃないかと思っていたんですけれども、マイナ

スになっていたので、ちょっとお聞きして、細か

く聞きましたので、安心いたしました。 
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  １問目で聞きました110ページから113ページの

障がい者総合支援事業、こちらのほう、今、後の

ほうで答弁いただきましたので分かったところで

すけれども、こちらのほうを心配していたという

のは、例えばおととしから去年に向けては大体

4,500万円ほど増えていたんですね。今回が8,400

万円ということですから、２年で大体１億2,800

万円も増加しているということで、これすごく増

えて大丈夫なのかというふうに思っていたもので

すから、先ほどの最後の答弁で、パーセントがど

んどん上がってきていて、それが12％になる見込

みだということで、上がったんだということをお

聞きしました。これは本当にどんどん増えていっ

たら大変だなという気がしましたので、何か対策

を考えていかなくてはいけないのかなという気が

いたします。その点についてどのようにお考えか

をお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  障がい者自立支援給付費の増額への対応という

ことでございますが、こちらにつきましては、ど

ういった部分でご利用者が多くなっているかとい

いますと、就学前の児童さんが療育と言われてい

る活動に増えている部分がございます。また、就

学後、放課後等デイサービス、放課後に通うデイ

サービス、そういった部分に通うお子さんが増え

ているところでございます。また、大人ですと、

グループホームを利用するという方が増えていま

して、そちらのご利用のほうが伸びているところ

でございます。 

  障がい者自立支援給付につきまして、どうやっ

て対策を取っていくかというところでございます

が、具体的にどういうところはございませんで、

具体的には、ご利用者さんが主体、サービス、お

話を聞きながら、必要性があれば、それは認定、

支給決定をしていくということでございます。 

  また、こちらの障がい者の自立支援給付につき

ましては、障がい支援区分という区分を設けて決

定する場面もございます。そういった障がい支援

区分につきましては、公正公平にやっていくとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。１点だ

け質問させていただきます。 

  ページ数がどこかというのを私が知りたくてち

ょっと質問させていただきたいんですけれども、

すてっぷ宮代なんですけれども、あれは社協が管

理運営しているかと思いますが、昨年10月から、

土日オープン、開館したかと思うんですけれども、

それに関して、町からどの程度費用負担とかある

のかなというのをお伺いしたいんです。それがち

ょっと予算のどこに載っているのかが分からなく

て、申し訳ないんですが、分かればお願いいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課課長の鈴木と申

します。 

  ご質問の内容ですけれども、町から特に補助と

いうのは、土日開庁に関してというのはありませ

ん。社協の独自の判断ということでやってはいる

んですけれども、広く捉えてというところで、先

ほど前段の委員からご質疑がありました社会福祉

事業、予算書でいうと110ページ、111ページの社

会福祉事業、中段の辺りです。負担金、補助及び
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交付金のところに社会福祉推進事業補助金という

ことで2,734万円、町からこれは社協に対して補

助を出しているんですけれども、この中でやって

いると言われればこの中で開催に踏み切ったと、

そういう状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 分かりました。 

  社協さんのほうでやってくれているというお話

ですけれども、土日休日出勤とか、そういう費用

負担の面で、人件費が増加しているという点はあ

るのかお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  人件費の増額というのは、増加傾向にはありま

す。これは世の中の流れと一緒の状況で、町の職

員もそうですけれども、増えている状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 今後のお話になりますが、

社協のほうでも人件費が増えていくということは、

この補助金の負担も、町も徐々に増やしていかな

ければならないお金ということで理解していれば

いいですか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  そこら辺は、社協のほうと協議していきながら

というところになりますけれども、現在のところ、

まだ法人全体としては何とか黒字をキープできて

いる状況にありますけれども、今後は様々な事業、

人件費の増の部分だけではなくて、それぞれ社会

福祉協議会がやっている事業で赤字になってしま

うのではないかというような見込みも持っている

ことから、町と社協のほうでそこら辺を連携して

やっていく必要があると思っておりますし、状況

によっては、また再度補助金の増ということで検

討していく必要があると認識はしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き福祉課分の質疑を行います。 

  質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） こんにちは、佐藤でござい

ます。福祉課の方への質問をさせていただきます。 

  まず、ちょっと気になっているところ、これ最

初にお聞きしますけれども、福祉課の担当ではな

いようでしたらごめんなさい、僕、どちらの担当

か分からないので。 

  2022年、昨年の10月21日に、グリーンプラザみ

やしろでいろいろと問題が発生して、資金不足で

運営難とか…… 

○委員長（土渕保美君） 健康介護課です。 

○委員（佐藤将行君） これは健康課、分かりまし

た、ごめんなさい。ここだけ確認して、じゃ、健

康介護課のほうにお尋ねします。 

  では、それ以外は多分福祉課だと思いますので、

お尋ねいたします。 

  私たちの予算書のほうで恐縮なんですけれども、

これの70ページに、民生委員の減少というのが書
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いてあったのかな、民生委員のことが書いてあり

ますけれども、これ、僕ちょっと勉強不足で非常

に申し訳ないんですけれども、なり手の減少とい

うことを町民の方からお聞きしたりとかしている

んですけれども、70ページに表でもあればなと思

って見ていたらなかったので、こちらのほう、現

状どのようになっているのか。また、民生委員の

なってくださる方の平均年齢がどのように推移し

ているのか。 

  あと、これは非常に大きな問題なんですけれど

も、民生委員を辞められた方が、辞めた後に、

何々さんは離婚したんだ、あそこの子どもはどう

だと、要するに個人情報を吹聴しているというの

を昨年度さんざんお聞きしまして、その辺のこと

はそちらに共有されているのかというところが、

複数のそういうことを言われたら困るとか、そう

いうんだったら使えないという意見を頂戴いたし

ました。聞いてくれと言われましたので、お尋ね

いたします。 

  次に、これも、ごめんなさい、私たちの予算書

の72ページに、よろしいですか、何かざわざわし

ていますけれども、よろしいですか。これも多分

私たちの予算書72ページだと思うけれども、相談

支援の事業というものがありますけれども、これ

というのは、相談支援を行う場所に直接行くだけ

のものなのか、それとも遠隔等、Ｚｏｏｍ、Ｔｅ

ａｍｓ等といろいろありますけれども、その辺を

既に導入しているのか。特に、高齢者等を介助さ

れている方も行ったりとかしますけれども、そう

いう方が使って、もしもそういうのが、そういう

のがというのは、遠隔等が支援者というか介助者

ができるのであれば、その人をわざわざ連れてい

かなくてもできるものですから、それの現状につ

いてどのようになっているのかというところにつ

いてお尋ねいたします。 

  次に、予算書の115ページになります。一番下

の、前段の委員も何名かご質問されました紙おむ

つのことについてお尋ねいたします。 

  紙おむつ、健康介護課とか、あとは防災用品関

係、町民生活課とかいろいろなところで購入され

ていると思いますけれども、これ５次総にも部署

が出ておりますけれども、25ページ、26ページ、

これは、少なくともこの210万円というのは、毎

年のように福祉課だけで必要枚数を算出して調達

しているのか。それとも、他の課と連携して無駄

がないように調達しているのか。確かに紙おむつ、

私も昨年母親を亡くして、実際やっていたのは妹

ですけれども、いろいろと聞いたら、その人にと

って合う、合わない、肌触りも含めて合う、合わ

ないとかあって、いろいろと細かく買わなきゃな

らないというふうな、細かく分かれているという

ことは抽象的には存じ上げているんですけれども、

具体的なところを私が不勉強で分からないもので

すから、細かく分かれているとなると、例えば１

個を100人分買えばいいところを、人によって対

応しなきゃならないから、10種類で10個とかそう

いうふうになったりとかすると、端的に無駄も発

生しやすい状況だと思いますので、その辺を、他

課との連携というところを中心に質問にお答えい

ただきたいと思います。 

  次に、これも前段の委員等から、何人もの方が

おっしゃっていらっしゃいました。福祉タクシー

等委託料等、116、117ページの(12)福祉タクシー

等利用料金助成事業、これは、タクシーを使う、

ガソリンも入ってはおりますけれども、タクシー

等を障がい者のためにという趣旨、目的とはある

程度は存じ上げております。これも今年度から、

来年度から、昨年度からか、健康介護課のほうが

企画財政課から移管しまして、ある意味で、目的

の部分でも実際そうですし、利用の部分でも重複
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するところが多々あるというのは企画財政課から

も健康介護課からもちょっとお聞きしていて、そ

このところの詰めというか、やはりこれも横ぐし

の、課を横断した話合いで、でき得る限り二重支

給というか給付という形と端的に言うことはでき

ないところもあるのは承知しておりますが、それ

でも、一人の人が２つの制度から受給していると

いうふうになると、その辺が、細かくは、当然福

祉の部分ですと障がいがあるかどうかとかも含め

て周りからは見えない。そうすると、あの人ばっ

かりというのが出てくる、余地が出てくるもので

すから、前段の泉委員あたりもその辺はお尋ねさ

れていたような気がしますけれども、その辺の、

この制度を福祉課のほうがずっとやっていたのは

存じ上げておりますけれども、健康介護課が新し

く所管が変わって入ってくることによって、詰め

の部分がどのようになっているのかというところ

について細かくお尋ねしたいと思います。 

  また、この点につきましては、ごめんなさい、

福祉産業委員会の資料の４ページに、福祉タクシ

ー券等について、利用状況と、あと別表、先ほど

執行部の方がご説明されていたところになります

けれども、まず上段、真ん中から下の２つの表だ

け使います。上段で、３年、４年、５年というの

が２つとも出ておりまして、まずタクシー券のほ

うが出ております。交付率が少しずつ上がって、

交付者数、対象者数、これも上がっているのは分

かります。特に３年度、４年度がぽんと上がった

のはコロナの影響かなと思いますけれども、その

下の別表のほうで、実際交付はこの上の表で分か

る。実際の交付利用率、これは逆に下がっている

んですよね。これの原因というか、その辺の検証、

分析というのはどのようになっているのでしょう

かというところになります。 

  また、これ福祉課の所管の部分に関しましては、

タクシーの補助券と、これは障がいの等級によっ

て、手帳でバスが無料というのは存じ上げており

ますが、ガソリンに関しては、１回当たりの、こ

れは予算書にも書いてあったと思いますけれども、

利用枚数の制限はなし。しかし、タクシーのほう

は２枚まで使用可能というふうに利用の方法が分

かれているというところがどのような仕組みにな

っているのかというところと、あと、初乗り補助

というのはどのような形でやられているのか、行

われているのか。また、タクシー券自体につきま

して、福祉課と健康介護課のところで、タクシー

券というのは、県の、例えば色が違うとか用紙が

違うとか、その辺の違いが出ているのかというと

ころも含めまして、ここのところをお尋ねしたい

と思います。 

  ついでに申し上げますと、交付の利用率が、実

は下の、先ほどの４ページの表で下がっているよ

うな感じになっているんですよね。合計で、３年

度は54、４年度は51、５年度は44.3％というふう

に下がっているんですけれども、実際に福祉の対

象者数というのは、そんなにどんどん下がってい

るようには全然見えないにもかかわらず、これは

利用しにくいのかどうかというところの検証とい

うのがどのようになっているのか。 

  同じように、タクシー、僕の感覚からいいます

と、やはり高齢者ですから、免許返納の方もいら

っしゃるので、タクシーのほうが利用しやすいだ

ろうなというふうに思ってこれを見たところ、タ

クシーも41.4、38、33.7％と、大体33.7は１万人

も切っちゃうわけですけれども、このような形で

下がっているところをどのように執行部のほうは

分析されているのかというところをお尋ねします。 

  次に、これも、また予算書じゃなくてごめんな

さい。私たちのほうので、72と自分でメモしたん

ですけれども、72ページ。いろいろな事業等があ
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りますけれども、ここに該当するかどうか分かり

ませんが、支援のことについてお尋ねいたします。 

  僕の友達でも、支援をお母さんが受けている方

がいらっしゃいます。それで、娘３人がいて、宮

代在住じゃなくて東京とか北陸のほうとかから交

代で来て、代わりばんこに娘さん３人がやったり

とかということも存じ上げています。いろいろな

ところで、紙ベースで出さなきゃならないと。い

ろんな申請やら何やらというのが多いところで、

やはり宮代にずっといるわけではないので、他の

課でもどんどんペーパーレスで電子化というのを

うたっていらっしゃいますが、福祉課のほうでど

んどんと電子化のほうに移行しているという話が

今日の説明のほうからでも聞かれなかったもので

すから、その辺はどのようにやっていらっしゃる

のか。ほかの方も話しているんですけれども、窓

口に来られると、皆さんの仕事が一旦中断して、

それで対応して、また仕事に向かうという形で、

仕事の効率性が下がるというのはほかの課でもそ

れはさんざん聞いていて、できればそのような形

でなくてということはよく聞いているものですか

ら、そこをどのようにお考えなのかということに

ついてお尋ねいたします。 

  そんなところですか。以上でお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向です。民生委員の関係に関して答弁さ

せていただきます。 

  まず、民生委員の今の平均年齢になりますが、

令和５年の４月現在にはなりますけれども、宮代

町の民生委員、児童委員の皆さんの平均年齢は

64.75歳という形になっています。また、委員が

おっしゃいました個人情報の、退任した委員さん

を含め個人情報のお話をされている方がいるとい

うお話だったんですけれども、まず、民生委員、

児童委員さんには、民生委員法15条というもので

守秘義務というのを課されております。もちろん

新任の民生委員さんにもしかりですけれども、実

際に今なっている民生委員さんにも守秘義務の話

というのは定例会等でさせていただいたり、新任

の方には、初めての打合せのときとか委員さんの

交渉をするときとかに必ずお話をさせていただい

ているものでございます。 

  この守秘義務につきましては、もちろん退任し

た後もこちらは課されているものになりますので、

本来であれば、そういった個人情報を周りの方に

話してしまうということはあり得ないお話ではあ

るかなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  私たちの予算書72ページ、相談支援事業のご質

問につきましてお答え申します。相談支援事業者

が遠隔による相談を実施しているかどうかという

質問の内容だったかと思います。 

  こちらにつきましては、今のところそういった

機器を通じた相談というのは行っていないところ

でございます。ただ、相談支援事業所につきまし

ては、アウトリーチ、相談支援事業所からお客様

の元に出かけていってというスタンスでやってお

りますので、そういった中で対応できているもの

と思っております。 

  続きまして、予算書の115ページ、紙おむつの

支給の事業でございます。調達方法等につきまし

てのご質問だったかと存じます。 

  福祉課の紙おむつの支給事業につきましては、

子どもさんから大人になるまで、いろんな方がい
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らっしゃるので、紙おむつそのものの給付という

のはしばらく前にもうやめておりまして、ご自身

に合ったものを買っていただいて、それに対して

月5,000円までの補助という形でやっております。

なものですから、調達に関して何か調整するとい

う部分は、今のところはございません。 

  続きまして、福祉タクシー、予算書116ページ、

117ページ、福祉タクシー等利用助成事業でござ

います。 

  まず、高齢者等タクシー助成事業との関係でご

ざいますが、成り立ちから申しますと、障がい者

のほうの福祉タクシー等利用助成のほうが長くや

っている事業という形になっております。特徴と

いたしましては、障がい者の方がタクシーを利用

するときにタクシー券を助成する、年間36枚を限

度に助成しているというものでございまして、高

齢者等のタクシーと特徴として違うところは、高

齢者のほうが町内を中心とした移動というところ

に対して、障がい者の福祉タクシー等利用助成に

つきましては、埼玉県内全域のタクシー事業者さ

んと埼玉県を通して協定が結べているというとこ

ろでございまして、より広い範囲でご利用できる

ことが可能というところでございます。そちら、

障がい者の福祉タクシー制度は以上でございまし

て、高齢者等のタクシー事業につきましては、一

方、町内を拠点として移動することが助成の目的

になっておりますので、そういった点で異なって

いるものでございます。 

  そして、委員さんご指摘の両方使える方もいら

っしゃるということでございますが、それは機会

が増えているということで肯定的に評価している

ところでございます。 

  あと、利用率の関係でございます。福祉産業委

員会資料の４ページ、こちら利用状況等を３年分

まとめて書かせていただいております。ご指摘の

とおり、利用率につきましては下がっている部分

もあるというところでございます。 

  これはどのような分析かと申しますと、まずタ

クシー券、自動車燃料費の助成金いずれにつきま

しても、交付方法を少し改めたという部分が多少

なりとも影響していると思います。というのは、

申請をなくしても昨年度の状況で交付をさせてい

ただいているというものがございますので、ご本

人様が使う、使わない、あまり関係ないところで

交付をしているというところがあって、若干利用

率は下がるものというふうに分析をしているとこ

ろでございます。 

  また、使い勝手の部分でというところがご指摘

の部分だとは思うんですが、使い勝手の部分につ

きましては、昨年度来使い勝手がよくなるように

検討してまいりまして、令和５年の４月からは、

タクシー券につきましては一度に２枚まで使える

ように、これは全県下一斉にそういう形ができる

ようになりました。また、燃料費助成につきまし

ても、補助券の単価を100円上げるとともに、一

度に複数枚使えるということで、今までは回数を

分けてくださいということで言っていたので、12

回やらなきゃ全部使えなかったというものが、例

えば３回なり４回以内で使い切ることができると

いう形になりましたので、若干今年度は上がるの

ではないかというふうに推移を見守っているとこ

ろでございます。 

  あとはタクシー券等の様式等でございますけれ

ども、タクシー券につきましては県の関与も大き

くあるところで、県内の協定というものもあって、

県内共通の色、様式でやらせていただいておりま

す。 

  色が県内統一の色でやらせていただいているの

で、町内の色とどうしても若干異なるという状況

でございます。 
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  続きまして、私たちの予算書72ページ、地域生

活支援事業等の申請の仕方ということでございま

す。 

  電子化が進んでいるのかというところでござい

ますが、こちらにつきましては、今のところまだ

そういった電子化という部分には進んでおりませ

ん。ホームページにいろいろとフォームがあると

かという形にはなっていないところでございます。 

〔発言する人あり〕 

○福祉課主幹（小林和政君） 大変申し訳ございま

せん。今のところは紙ベースの申請で行っている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。再質問

させていただきます。 

  まず、先ほどの民生委員、これ民生委員の法の

15条守秘義務、これ分かっていますが、ほかのと

ころでもそうですけれども、刑法199条、殺人罪

があって、だから殺人する人はあり得ないという

のと同じで、法律があるからあり得ないというふ

うな、そういうふうな安易な考えでいるから、現

実問題、これあるんですよ。あったんですよ。こ

れ僕のほうの不勉強で、健康介護課のほうに一昨

年だっけな、昨年かな、伝えたことありますけれ

ども、実際そういうふうに言われて困っていると

いうのがあったので聞いたのを、民生委員法15条

があるからあり得ないというのはどういうふうな

見解なのかという、そういうふうな見解だからこ

のような問題が起こっているというふうに私は思

っておりますので、厳に注意をいたしますし、改

めてその辺の見解を、これは課長のほうからお答

え願いたいと思います。 

  次に、紙おむつの件はどうもありがとうござい

ます。非常に分かりました。 

  また、先ほどの私たちの予算書71ページの遠隔

では行っていないものの出かけていくというとこ

ろ、非常に厚いケアというふうに捉える見方もあ

るかもしれませんが、一方で出かけていかなくて

も遠隔で済むんであれば遠隔でやったほうが人件

費のほうもかからないで済むという面もあります。 

  また、先ほどから別なところでも申し上げたと

おりに、実際の要介護者というか要支援者という

か、その方と介護する者というのが物理的に離れ

ているという場合もあります。また、こういうこ

とを言っちゃ失礼かもしれませんけれども、うち

でもそうだったんですけれども、母親が認知症的

になっている場合には、介護者のほうから相談を

したいというところがあり、私の家のほうは皆宮

代に住んでいたからいいんですけれども、やっぱ

り介護者が定期的に通うというふうな形になると、

やはり遠隔というふうな形を取っていただきたい

というのが複数聞いておりますので、その辺を検

討していっていただきたいと思います。 

  これ一番最後のところにもおっしゃったように、

地域生活支援事業について電子化が進んでいない

というところとも共通すると思いますけれども、

電子化が何でもいいとまでは申し上げません。し

かし、現状みんながみんな、この地域生活事業の

ほうは進んでいないということは、役所のほうに

行かなきゃならないということなのかなという単

的に思いましたけれども、これも出かけていくと

いうのが仮にあったといたしましても、使うほう

が使いづらいという、最初の質問のときに申し上

げたところと共通するんですけれども、せっかく

ある制度を利用したいときにいろいろ細かいこと

を聞いたりするのも聞けない、聞きづらい、結果、

利用しづらいというところになりますと、やはり

一番困るのはその要支援者という形になると思い

ますので、そこのところは少なくても内部で検討
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するなり、他の自治体のほうでうまくいっている

ところはどのようななんなりというふうな検証、

検討というのは早急に、来年度予算には間に合わ

ないとしても、再来年度予算の事業もしくは補正

で６年度途中からもできるように早急にやってい

ただきたいと思っております。 

  次に、紙おむつは分かりました。 

  タクシー事業等につきまして、これは確かに健

康介護課のほうは県内いろんな、彩の国のどうの

こうのとか、また県の駐車場とかも含めて健康介

護課のほうはそのようになっていて、共通の恐ら

く県内共通の形式とはなっているとは思います。 

  ただ、宮代町分の福祉課のほうの担当の分はナ

ンバーもついておりまして、誰が使ったか、誰が

何枚使ったかというのはきちんと調べようと思え

ば分かっているはず、判明するはずなんですよね。

それで、先ほど交付方法を改善して、前年度と同

じような形に自動交付等やっておりますけれども、

例えば、前年度、何枚でしょうか、タクシーだと

36枚かな、年度比はとか、いろいろと細かく分け

ているのは存じ上げていますけれども、そこのと

ころと前年度と同じでいいかどうかというところ

を安易に自動交付でやりました。使った実績をき

ちんと検証しないで、令和３年やりました。令和

４年も自動交付、前年度実績で自動的に送りまし

たとやると、ここの部分がいつまでたっても改善

されないというところが出てくるんですよね。 

  そこのところをきちんとできる限りやって、僕

の言っていることが、できるだけ予算を削減すべ

きだという方向のことと、できるだけ利用するべ

きだ、それは利用できるようにすべきだというの

は、予算が増える方向と逆のベクトルのことを申

し上げているように捉えられるかもしれませんけ

れども、有効活用という点でできる限り使いたい

人には使っていただきたい。もう申請だけして、

これも申請だけじゃなくて、今は前年度、これ

前々年度から前年度、前年度から今年度というふ

うに前年実績、これは交付実績に合わせてやって

いるというふうな形なので、タクシー券が、例え

ば10枚で、燃料代が10枚というふうになったりタ

クシー券だけとか、燃料費だけというふうなのが

そのままやっているような運用状況なのは存じ上

げておりますが、そこのところをきちんと精査す

れば、自治体の交付券の利用率が33.7％ですから、

そうすると当初予算で請求する額のほうも当然変

わってくるはずですので、そこのところをどのよ

うにお考えになっているのかということをお願い

いたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、介護について

の質問は健康介護課になりますので、よろしくお

願いいたします。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まず、民生委員の関係ですけれども、情報漏え

いがあるということで、私が今委員ご指摘いただ

いて知ったところです。 

  詳しく把握してみないと何とも言えないですけ

れども、平向が答弁したように、あってはならな

いことなのは間違いないと思いますので、そこら

辺はちょっと確認した上で対応というところにな

ってくるかなと思うんですけれども、町としてど

こまでできるかという部分がございますので、あ

くまでも民生委員は県の特別職でありますので、

町としてどうするかという部分があるというとこ

ろも踏まえて一度検討はしていきたいと考えてお

ります。 

  また、タクシーの関係ですけれども、委員ご指

摘のとおり、重複利用可能な状況とはなっており
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ます。そもそも生い立ちも違いますし、利用状況

が令和５年度現在資料の数字だと33.7％、一応見

込みでは３月末までいけば、恐らく40％前後にな

るんではないのかというところで見込んでいると

ころです。この10か月間で大体5,000件利用ござ

いますので、プラス1,000件は利用が増えるんで

はないかなと思っております。 

  ただ、それでいいというわけではなくて、ご指

摘いただいたとおり、使いたい人、使っていただ

きたい人に使っていただくというのが一番大事な

部分でありますし、もし仮に、もし全然使ってい

ない人がいれば、もっと使う必要がある人に分け

ると言ったら変ですけれども、予算の配分の考え

方というのもちょっと考えてもいいのかもしれな

いという捉え方はしておりますけれども、ただタ

クシー、こういう移動支援といったところで、単

純に町でできる部分、県を単位としてやっている

部分というのもありますので、そこをちょっと確

認しながら、中身というのは利用状況も含めてち

ょっと考えていく必要はあるのかなと思ってはい

るんですけれども、また、誰が何枚使ったかとい

うところは、実際のところ、把握できていない状

況です。番号は振ってはいるんですけれども、結

局それを職員が１枚１枚やっていかなくちゃいけ

ないというのはあるので、今現在確認はできてい

ない現状でございますので、そこも一応課題とし

て捉えているところでございます。 

  また、遠隔で相談が済むですとか、手続の電子

化ということでご質疑ありましたけれども、ここ

ら辺は対象となる方々がどこら辺までその電子化

が可能なのかなと。電子化の利用の状況というの

も変ですけれども、電子化のほうがお互いに、町

側も、手続に来られる方も便利になるということ

であれば、そういった方向に思い切ってかじを切

るというのは当然必要だと思っております。 

  その点、今回、企画財政課のほうでＤＸの計画

を策定しましたので、当然、福祉課としてもそれ

に沿って検討していくというのは同じ土俵にはの

っておりますので、電子化というのは視野には入

れているところですけれども、ただ、電子化にな

じまない手続というのもあります。実際、相談に

来られる方とかは、画面上で見れば人の様子とか

分かるかもしれないですけれども、そのときのい

ろんなしぐさや状況といったものをやっぱり目の

前で確認しながら相談に乗りたい。また、いろい

ろ資料を提示しながら説明したいというのもござ

います。その時々の理解の状況ですとか、そうい

った反応も見ながらというところもございますの

で、どこまで電子化というのがなじむのかという

のはちょっと検討の中での一つの大きな要因では

あるかなと。安易に電子化にすればいいというだ

けではなくて、そういった視点も持ち合わせなが

ら、検討はしていきたいと考えております。 

  また、そういう電子化でベンダー側、企業等の

システムプログラムの提供の状況、そういったも

のもございますので、そういったものをゼロから

開発していくとなると相当な開発費用がかかりま

す。そういったところも、企業等の動きも見据え

ながら、これは検討していく必要があると思って

おりますので、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  再々質問という形にさせていただきます、最後

ですね。 

  まず、先ほどの民生委員の件、あり得ないとい

うところを把握していないというところのご回答

をいただきました。これ健康介護課のほうには、

昨年、一昨年度かな、話をしておりますので、井
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上課長からも聞きますし、後でちょっと私のほう

で直接実例をお話しさせていただきたいと思うの

で、結構です。 

  次に、タクシー券とかの助成のことですけれど

も、県のほうというのと町のほうというのを分か

れているのは存じ上げています。 

  健康介護課の行っている福祉タクシー券等の事

業、タクシー券につきましては、県全域で使える

んでしたよね、たしか。ただ燃料につきましては、

町内の２つのスタンドでしか使えないというとこ

ろだったと僕は思っております。 

  であれば、この燃料券の部分だけ見ても、83.2、

80.3、66.3とどんどん減っているんですね。これ

は当然、身障者等でありますから、介助者も使え

るというのも存じ上げていますけれども、身障者

自体だけの世帯であると、その人自体がもう車の

ほうは遠慮しようというのもあるかもしれません

けれども、その原因、理由というのは検証、検討

というのをされていないようですので、少なくて

も燃料のほうだけでいえば、これは利用件数で

4,859件で、先ほどの別な意味での電子化という

職員の負担の軽減というところも含めまして、こ

このところは２か所のガソリンスタンドからしか

その書類が来ないものですから、それほど大変な

ことではないんですね、タクシーを含めないわけ

ですから。 

  そうなってきますと、例えば昨年度、令和５年

ですと4,859件の燃料のほうがあって、そこのと

ころを同じ番号でというふうにやってくると、人

数自体は随分と縮減され限定されてくると思うの

で、対象者数というのはね。元の対象者数が

1,176人で、号車数は1,066人と書いてあるわけで

すから、この中でまず1,066人の中から燃料券を

重複、もしくは専属で使っている人を抽出してお

いて、その中の人しか燃料券に関する人はいない

わけですから、そのような形で、まだ今、一人ひ

とりの職員の方が１枚１枚やられているのは非常

にご苦労だと思いますけれども、この辺も含めて、

電子化も含めて職員の負担が軽減するような形で

やっていただければと思っています。 

  次に、遠隔の件ですけれども、これ新しいシス

テムというところを先ほど鈴木課長のほうが先々

をいろいろと想像されて、僕の単純な質問に対し

ていろんな各論的な、目の前で確認だとか反応を

見ながらとかということを想像されて、それは一

人ひとりのケアの部分になっておりますけれども、

私が最初に申し上げたかったのは、そもそも遠隔

をやられていないで、今はね、例えば僻地とか離

島のほうでドクター、もっと、もっとと言っちゃ

失礼かもしれないけれども、福祉以上にというか、

命に関わるようなことでも、最初の段階というの

は遠隔でやったりとか、場合によっては実験です

けれども、慶応大でもうかなり何年か前に遠隔の

手術をやったりとかもしているような状況で、ま

ず間口の問題というか、取っかかりの部分で遠隔

というものを使って、それで全部じゃないですよ、

利用者の人。それで、これは訪問が必要だとか、

直接会ったほうがいいとなれば、２回目以降、３

回目以降に必要となったときに、では、役場に来

てくださいとか、こちらのほうで出かけますとい

うふうな形を私は想定していたんですけれども、

一発目からそのような目の前で確認しなければ細

かいところは分からないとか、そういうふうなと

ころではないんですよね。どうしても目の前で話

したいとか、そういう人たちを排除するわけでは

ありません。 

  ただ、それに向けての他課との連携、要するに

Ｚｏｏｍだったり、Ｔｅａｍｓだったりとかいろ

いろとありますよ、Ｓｋｙｐｅだって。その辺を

使っているんであれば、まずそこからハードル低



－１６３－ 

く入っていって、こういうこともやっております

よと、これでご希望の方はこちらご利用ください

というふうな形にやるというふうな形で他課との

連携、話合いがまず行われているのか。また、こ

ういうことをやろうとする場合に実証実験、例え

ば、循環バスでなくてオンデマンドタクシー等も

２年間の実証実験というふうに、大したことはや

っていませんでしたけど、やりましたけれども、

実証実験なり、実際に利用者、要支援者の介助者

に対してのアンケート、さらには実際にヘルパー

されている方へのアンケート等を含めまして、実

際にこういうものを導入したほうがいいのか、こ

のような希望をされている方はどの程度いるのか

というところの把握すらされていないというとこ

ろが、僕はちょっと問題なんではないかと思いま

す。 

  こういうことは、もう本当にスピード感を持っ

てやらないと、これからどんどん財政が厳しくな

るものですから、職員の負担をこういうところは

減らして、もっと職員がどうしてもやらなきゃな

らないところに人的パワーを集中していくべきだ

と思います。 

  また、先ほど安易に電子化というふうに口が滑

っておっしゃったのかもしれませんけれども、安

易に電子化、電子化と言っているわけではないと

ころは、念のために申し上げておきます。 

  というわけで、以上、数点の質問に対してお答

え願いたいと、抜けていないかな。大丈夫だとは

思います。じゃ、お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まずは、タクシー券、ガソリン券の電子化に関

してですけれども、そこら辺も委員がおっしゃる

とおり、集計のし易さ等あるので、何かいいスマ

ホのアプリとかあればいいなとか、そういうのは

感じてはおります。ただ急な転換というのはなか

なか難しい部分がありますので、電子化というの

も選択肢の一つとしては視野には入れております

ので、こちらも課題として捉えておりますので、

ご理解賜りますようお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい。電子化、タ

クシー券に関してとか燃料関係の電子化というの

は使うほうのじゃなくて、集計するほうの電子化

のことを言っているのであって、相手が、使う方

がアプリとかそういうことではなくて、集計のと

ころで職員が１枚１枚とおしゃっていたので、そ

このところで電子化なりなんなりという形で効率

化、効率化と言ったほうがいいでしょう、言い方

間違ったかもしれません。そういうところです。 

○委員長（土渕保美君） 福祉課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  集計に当たっての電子化ということで、集計に

当たっては、その電子化するためには何かしらタ

クシー券、ガソリン券なりに施す必要がある、様

式の改正をする必要があるというところで、どう

いうものが想定されるのかなというのは、ちょっ

と私の想像でしかないんですけれども、ＱＲコー

ドか何かつけて、それを読み取ればできるとか、

バーコードを利用するとか、そういったものが一

つ考えられるのかなと思うんですけれども、そこ

ら辺は担当とも共有したりとかして、もしかした

らですけれども、ほかの自治体で取組とかあれば、

そういったものを参考にしていきたいとは思って

おりますので、その点ご理解いただければと思い

ます。 

  また、窓口での遠隔でのサービスというか、そ
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の点ではあるんですけれども、私のほうでも安易

にというのは、電子化が全ていろんなものの効率

化につながるという部分も確かにあるんですけれ

ども、それだと救いたくても救えないとか、見た

くても見られない部分、どうしても逆に職員の負

担になったりとか、利用者さんの負担になったり

とかという部分もあるのかなと思いますので、こ

の電子化については、まだまだ研究の初段階と思

っております。 

  これを福祉課だけの問題ではなくて、委員おっ

しゃっているとおり、窓口、特に１階関係の窓口

ですかね、福祉課だけがやったのでは効果は出な

い、十分に得られないというのは、そこら辺は認

識しておりますので、当然ほかの課との連携とい

うのが大事になってくると思っております。 

  また、その所管する企画財政課とも連携は必要

だと思っておりますので、そこの点は協力、一緒

に考えながら進めていきたいと考えております。 

  その段階で、当然実証実験というのももしかし

たらあり得るかもしれないので、ただそれも福祉

課だけじゃなくて、全庁的なという部分もあるで

しょうし、福祉課独自のものということであれば、

福祉課単独でやるという選択肢もあると思ってお

りますので、そこら辺はまだ、今、本当に入り口

の段階かなと思っておりますので、いろんな各方

面を見ながら整備というのは進めていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ございますか。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。１点だけ確認で

お願いします。 

  110ページ、111ページの社会福祉協議会のほう

への補助金についてちょっと確認をお願いいたし

ます。 

  光熱費とか人件費とかということは、さっき課

長の答弁あったんですが、社協の活動を見ていま

すと、担当は福祉課にはなっているんですが、具

体的にやるところがほとんど社協になっています

よね。幅広くなっているので、私もちょっと見て

いて一般質問もさせていただいたんですけれども、

建物もすごく大きくなって光熱費もかかっている、

事業も出しているということで、全国的に社協っ

てやっても社協、やらなくても社協と言われるよ

うなところなので、今ちょっと一生懸命頑張って

いるように私は思えるんです。 

  そこに対しては、さっきも人件費とかちょっと

協議してという話なんですが、そういうのって、

補正つけるとか来年度見るとか、ちょっとその辺

もうちょっと詳しく言っていただきたいと思いま

すので、お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  社協への補助金につきましては、実態をよく見

ながらというんですか、社協といえども一社会福

祉法人でありますので、そこにあまりにも手厚く

してしまうとどうなのかなという部分もございま

す。 

  ただ、やっぱり社会福祉協議会というのは各自

治体に１か所置かなくちゃいけない。また、福祉

の担い手として機能していかなくちゃいけないと

いう部分がございますので、何とか下支えをして

いかなくちゃいけない、連携してやっていかない

といけないというところでございますので、社協

の決算の状況、事業の状況というのは福祉課とし

てよく見ていく必要があるとは思っているところ

です。 

  その状況の中でもっと補助金を増額しなくちゃ



－１６５－ 

いけないんではないかという状況になれば、町の

内部で検討した上で、今回のように増額するとい

う方向性もあるのかな。社協とはそういった話は

させていただいておりまして、実際のところ、ど

こまでというのは詳しくは分からないですけれど

も、多くの自治体の社協が人件費分を全額補助、

もらっているところも多いという話は聞きますの

で、宮代さんは何でそこまでもらわないでできる

のということでよく話を聞かれたりとか、視察に

来たりとか、そういったこともあるようなので、

逆に宮代町の社協は独自で本当に頑張っているほ

うかなというところは、委員おっしゃるとおり、

同じような認識は持っておりますので、引き続き

連携してやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で福祉課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

 

再開 午後 ０時５８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより子育て支援課分についての質疑に入り

ます。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから資料名、ページ数をしっかり伝え、

質疑は端的に分かりやすく発言していただくよう

お願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） それでは、皆様、

こんにちは。 

  子育て支援課課長の横内でございます。 

  議員の皆様におかれましては、日頃、子育て支

援事業に温かいご理解、ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

  それでは、本日出席しております職員に自己紹

介させます。 

  なお、令和６年度から子育て支援課に母子保健

と児童福祉業務を統合したこども家庭センターを

設置いたします関係上、健康介護課の職員も出席

しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 改めまして、

こんにちは。子育て支援課副課長の吉田と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） こんにちは。

子育て支援課副課長の飯山と申します。よろしく

お願いします。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こんにち

は。こども笑顔担当主査の飛鳥馬と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○こども保育担当主査（松岡祥哲君） 皆さん、皆

様、こんにちは。こども保育担当主査の松岡です。

よろしくお願いいたします。 

○みやしろ保育園主幹（伊東文子君） こんにちは。

みやしろ保育園主幹の伊東と申します。よろしく

お願いいたします。 

○国納保育園主幹（小野美保君） 皆さん、こんに

ちは。国納保育園主幹の小野と申します。よろし

くお願いいたします。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） 皆さん、こ

んにちは。こども安心担当主査の清水と申します。

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） こんにちは。健康

増進室長の竹花と申します。よろしくお願いいた
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します。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） こんにちは。

健康増進担当主査、中村と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願い申し上

げます。 

  また、マイクのスイッチは前段者がマイクを切

ってから入れてください。また、説明が終わりま

したらすぐスイッチを切ってください。 

  それでは、質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。よろしくお願い

いたします。 

  一般のほうでは129ページ、私たちのほうでは

78ページなんですけれども、ここにある緊急サポ

ートセンターというのがあるんですけれども、こ

れとファミリーサポートセンター業務、こちらな

んですけれども、まず委託と書かれているので、

どちらのほうにお願いしているのかお聞きしたい

です。 

  それと、この中の私たちの予算書の中に書いて

ある、エの中に会員登録というのがありまして、

お任せ会員というのは預かる側のほうなので、あ

らかじめ会員として登録は必要なのかなと思うん

ですけれども、お願いのほうです。緊急時に、ま

だ越してきたばかりで会員登録されていないよう

な方だと、これは受けられないのか、必ず会員に

ならないと駄目なのか教えてください。お願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  委員さんの質問につきまして回答させていただ

きます。 

  まず、緊急サポートとファミリーサポートセン

ター事業の委託はどこにされているのですかとい

うご質問について回答させていただきます。 

  ファミリーサポートセンターにつきましては、

宮代町にございます特定非営利活動法人きらりび

とみやしろというところに委託させていただいて

おります。 

  緊急サポートの業務委託につきましては、千葉

県の船橋市に事務所がございます特定非営利活動

法人病児保育を作る会に委託をさせていただいて

おります。 

  それからあともう一点のご質問なんですけれど

も、お任せ会員のほうが、提供会員とうちのほう

は呼ばせていただいておりますが、こちらの会員

も利用会員も、あらかじめ登録が必要になってお

ります。先ほど委員さんがご心配していただいた、

急に引っ越しされて、こういったサービスがすぐ

使いたいといったご質問なんですけれども、緊急

サポートセンターにつきましては、すぐ提供、お

受けしてくださる方がいらっしゃればすぐサービ

スが使えることになっております。 

  ファミリーサポートセンター事業につきまして

は、約２週間前までにこういったサービスが使い

たいということでサポートセンターのほうに依頼

していただく形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  今、お任せのほうの会員は、これは何か資格が

ないとできない会員なのかと、サポートセンター

自体は24時間対応になっているのかお聞きしたい

です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 
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  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。委員さんの再質問に

ついて回答させていただきます。 

  まず、資格がないと提供会員が受けられないの

かというご質問なんですけれども、こちらは資格

がなくても毎年24時間の講習をしておりまして、

お子様の発達や、それからお子様の病気とか感染

症とか、あとＡＥＤの使い方とか、そういったも

のを24時間学んでいただいてから提供会員に登録

していただいております。 

  それから、24時間対応可能なのかというご質問

なんですけれども、緊急サポートセンターにつき

ましては24時間対応が可能でございますが、ファ

ミリーサポートセンターにつきましては、24時間

ではなく、８時から７時までの対応時間となって

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 最後の質問になります。 

  今、緊急のほうは24時間ということなんですけ

れども、このような情報、こういうサポートが受

けられるか受けられないかというのは、どのよう

に町民の皆さんにお知らせしているのか。また、

出産前からやっぱりこういう情報があると安心し

て出産などもできるので、出産前からのそういう

情報提供というんですか、直接、出産されるよう

な方にパンフレットとかそういうのを渡している

のか、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  こちらの事業の広報につきましては、今年度に

つきましては、ファミリーサポートと緊急サポー

トの特集記事を組ませていただいて広報に掲載さ

せていただくことと、あとはファミリーサポート

センターの交流会というのも行っておりまして、

そちらのほうでも周知、こういった事業、交流会

をやりましたということを町ホームページにも掲

載させていただき、制度につきましても、町民の

皆様にホームページを通じて周知させていただい

ております。 

  チラシなどは入れていらっしゃいますかという

ことのご質問なんですけれども、こちらについて

は、委員ご指摘のとおり、生まれる前から、妊婦

の頃からチラシとかを入れたほうがいいというご

指摘をいただきましたが、今はちょっとそれはし

ていないんですけれども、保健師が赤ちゃん訪問

などに行くときは、ファミリーサポートセンター

事業のサービスや緊急サポートセンター事業のサ

ービスがございますということは案内させていた

だいておりますので、妊婦のときからそういった

ご案内ができるように今後していきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  私たちの予算書のほうは80ページをお願いしま

す。予算書のほうは128、129ページを開いてくだ

さい。 

  15目の産前産後家事・育児サービス利用支援事

業についてお伺いいたします。 

  産後ドゥーラなど育児支援者育成支援補助金と

いうのがありますが、こちら産後ドゥーラですが、

一般社団法人のドゥーラ協会というところの資格

かと思うんですけれども、こちら資格の取得の際

に約40万円ほど取得の料金がかかるようなんです

けれども、どのような内容でどの程度の補助がさ
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れるようになるのか、分かる範囲でお願いいたし

ます。 

  あともう二点ございます。 

  産後ドゥーラは個人事業主として活動されてい

ると思うんですけれども、現在、宮代町の町内に

何人いるのか把握はされていますでしょうか。 

  あともう一点は、予算書132、133ページになり

ます。 

  ３目のみやしろ保育園運営事業のほうの病児・

病後児保育協力医療機関謝礼36万円なんですけれ

ども、こちらのほうの謝礼は、保育を利用した児

童の人数にかかわらず36万円一律で謝礼金をお支

払いしているということなのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  初めの産前産後家事・育児サービス利用支援事

業についてお答えします。 

  まず、ドゥーラ協会につきまして、その資格を

取るに当たりまして、同協会のホームページを見

ますと、既に今年度当初に始める分につきまして

は、募集締め切っておりますけれども、受講料と

して40万7,000円かかるとなっております。また、

認定料で、それに加えて２万2,000円がかかると

書かれています。 

  それに対しまして、この資格が約４か月半から

５か月近く、通所で主に通って資格の認定を受け

るということなんですけれども、こちらの40万円

のうち、ドゥーラ協会に認定を受けた場合、事前

に申請した上で申請を認めた上で、最終的に資格

を取った場合に約40万円のうちのおよそ半分の20

万円、こちらを資格を取るための費用として補助

させていただこうという、そういった補助の内容

になっております。 

  それともう一つ、同協会で認定された町内にお

ける個人事業主、産後ドゥーラとしての個人事業

主の登録ですが、現在のところ、町で把握してい

る方というのは０人です。そのため、なるべくこ

ちらの資格を持っている方の、ほかの事業も含め

てですけれども、子育てについて支援できる人を

増やそうということで、それでこのような補助を

設けた次第です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  ２つ目にご質問いただきましたみやしろ保育園

で行っている病児保育についてをお答えさせてい

ただきます。 

  予算書の132、133の下段になります。 

  そちらの病児・病後児保育協力医療機関謝礼と

いうことで、年間36万円費用として設けておりま

す。こちらは国の病児保育事業実施要綱の規定に

基づきまして、協力医療機関と連携を取るという

ふうになっておりますので、宮代福祉医療センタ

ー六花と協定を結んでおります。こちらは１か月

３万円ということで、協力医ということで、お預

かりしたお子さんの体調ですとか、あとは病児・

病後児保育をするに当たり、何かの感染症ですと

か何か問題が起こったときにどうしたらいいかと

いうような協力を仰ぐというような内容の契約に

なっておりまして、利用のお子さんの人数にはこ

こは関係はございません。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 
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  産後ドゥーラのほうなんですけれども、これか

ら産後ドゥーラの方たちを活動していただけるよ

うに応援していくということなんですけれども、

産後ドゥーラの方が誕生した際に、例えば、町で

産後ドゥーラの方を紹介して利用者の方と産後ド

ゥーラをつなぐなど、今後どのような計画を予定

されているのかお聞かせください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） この補助を

使うにしても、使わないにしても、ドゥーラの資

格を持っている方が町内であったり、近隣で増え

てきた場合、どのようにつなぐかということです

けれども、具体的にまだ今こちらの補助が始まっ

ていないので、確実にこうしようという決定した

ものではないのですけれども、少し私たちでも検

討が必要というか考えていますところが、やはり

あくまで個人事業主であって、産後ドゥーラの資

格を持っている方で、町が補助をしましたけれど

も、この業種のこの方だけを紹介するというのは

やはり違うかなというのがあります。 

  というのも、そもそももう一つの補助、利用者

の方、保護者の方を中心とした補助ですけれども、

育児サービスを利用した場合の補助につきまして

も、自治体によりましては、もともと登録制にし

て、この中から選んでください、そういった自治

体も結構多いんですけれども、そうした場合です

と、そこからしか選べない。もしかして違うサー

ビスでこういった人がいて、ここのを使いたいん

だけれどもとか、こういったことをやりたいんだ

けれどもというときに、そこが登録していないと

使い勝手が悪いということもありますので、宮代

町におけるサービス利用の補助に対しては幅が広

く持てるように、育児に関することでしたら、ご

本人で探していただいた事業者で自由に探して事

前に申請していただければ、こちらも確認できる

ので、そういった形で使っていただいて結構です

というスタンスで補助事業を始めていますので、

この考えを踏まえますと、産後ドゥーラのほうに

関しましても、ドゥーラの資格を持っている方と

いうのは、家事もできるし、育児も支援できるし、

あと相談にも乗れるしと、いろいろな研修を受け

ているので、幅広い支援ができる方ではあります

けれども、それ全部が必要かというとそうじゃな

い方もいらっしゃるので、そこは特別ドゥーラと

いう資格の方も欲しいために補助はつくりますが、

こちらだけを前面に推すということは恐らくない

かなと、担当では考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  大きくは４点質問させていただきます。 

  １問目です。予算書122ページ、123ページ、児

童福祉の部分で、２番の学童保育所運営事業、私

たちの予算書では75ページでございます。 

  こちらの学童保育はアンフィニさんに委託され

ていると思うんですけれども、アンフィニさんは、

宮代町だけでなく近隣市町のほうにも学童保育を

やられているのをお聞きしているんですが、こち

らの報酬のほうが大分、春日部のアンフィニさん

と結構差があるとお聞きしております。そして、

ちょっと宮代町の離職率が上がっているとお聞き

しておりまして、それに加えて、学童のほうは増

えている、預けたいという方が増えているという

ことなんですが、こちらアンフィニさんでの報酬

の違いは分かるんですけれども、お一人預かる場

合の保護者の負担というものは他市町と違いがあ

るのかということをお聞きしたいです。 
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  ２点目、８番の障がい児デイサービス事業なん

ですけれども、こちらが予算書126ページ、127ペ

ージの８目で、前年と比べまして５万円減ってお

ります。障がい児デイサービスに行かれるような

お子さんも昨今増える状況にあると聞いているの

ですが、こちらがなぜ下がっているのかお聞きい

たします。 

  11番の緊急サポート運営事業についてです。 

  こちらは予算書の128、129ページで、こちら本

年度からということで52万8,000円計上されてい

ますけれども、夜間等も緊急時対応ということで

すが、昼と夜間の料金と違うのかどうか、どのぐ

らいかかるのか教えていただければと思います。 

  あと４点目、こども家庭センター事業です。 

  こちらも予算書が128、129ページで、私たちの

予算書では80ページに出ているんですけれども、

子どもの見守り強化事業として支援を必要とする

子どもやその家庭に弁当や食材などを定期的に配

付する741万円、それと子育て世帯訪問事業、訪

問支援事業委託料として236万円計上されており

ますが、こちらの子どもの見守り強化、お弁当と

かそちらのほうが配付されるご家庭、どういう基

準で配付されているのか、こちらは全くの無料で

されているのかということと、子育て世帯訪問支

援のほうがどちらに委託されているのかお聞きい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  では、まず１点目、予算書は124、125ページと

なります。 

  こちらの委員さんのご質問にありました保護者

の方の負担の違いというところで、平均的に

8,000円というようなところと、あとはその前後

ですね、1,000円高かったり、1,000円ぐらいで上

下というところはあるようなところを把握はして

おります。 

  こちらが保護者の方の保育料の負担になりまし

て、そのほかにおやつ代が別途必要となっており

ます。アンフィニの場合は、今年度は2,000円と

いうことで、来年度も特に値上がりする予定とは

なっておりません。こちらが保護者の方の負担の

額というふうになっております。 

  続きまして２点目、予算書の126、127の(8)の

障がい児デイサービス事業で、昨年度と比較して

５万円、なぜ低くなっているのかというところの

質問にお答えさせていただきます。 

  こちら、健康診断委託料ですとか検便委託料に

つきまして、この事業がみやしろ保育園の中で行

っておりますので、職員がそちらでも専任ではつ

いておりますが、予算としては、先ほど申し上げ

ました健康診断委託料ですとか検便手数料をみや

しろ保育園のほうで同じ事業の中で入れておりま

すので、こちらが５万円、来年度は低くなってい

るというような状況であります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。３番目の緊急サポー

トセンター事業について回答させていただきます。 

  予算書でいうと128ページで、私たちの予算書

でいいますと78ページとなっております。 

  こちらのほうは利用料金についてのご回答なん

ですけれども、午前８時から20時までは１時間当

たり1,000円となっておりまして、20時から午前

８時までにつきましては1,200円の負担となって

おります。 

  続きまして、予算書でいいますと128ページ、
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129ページのこども家庭センター事業につきまし

てのご質問に回答させていただきたいと思います。 

  子どもの見守り強化事業のお弁当の配付につき

ましては、宮代町社会福祉協議会にお弁当の配付

を委託しております。 

  もう一つ、子どもの見守り強化事業の生活支援

につきましては、一般社団法人彩の国子ども・若

者支援ネットワーク、通称アスポートというとこ

ろに委託させていただいております。 

  どういった基準でこういった対象世帯を決めて

いるのかというお話なんですけれども、こちらは

子育て支援課のこども安心のほうでいろいろなと

ころの関係機関に学校訪問したりとか、保育園と

か、幼稚園ももちろん町内もみんな回っておりま

すし、そういったところ、社会福祉協議会もそう

なんですけれども、いろんなところの関係機関の

ほうから情報収集や意見の聴取などをさせていた

だいて、こちらのほうでも高く広くアンテナを張

って、支援が必要なお子さんを見極めて、子育て

支援課のほうからお声がけをさせていただいてい

る事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  答弁漏れかなと思うのですが、学童保育の宮代

町で合計１万円でやっているということですが、

その他市町、例えば春日部とか、そちらも同じな

のか、比較をちょっと聞いたつもりだったんです

けれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 副課長の吉

田です。 

  申し訳ございません。先ほどの1,000円ぐらい

が前後するところではないかというところで、具

体的には申し訳ありません。春日部さんがどのぐ

らいであるとか、この近隣がどのぐらいであると

いうところまでは今申し上げるのができないので

すが、担当のほうでも調べるというか見てみたと

ころ、1,000円ぐらいを前後するような推移だと

いうことで認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） すみません。私のほうが言

いはぐっていたので申し訳ありませんでした。 

  一応、その報酬が時給で結構差があるというこ

とで、例えば春日部のほうで保護者の負担が、例

えば1,000円上がったということであれば、それ

が報酬のほうにも直結していくのかなと思ったり

しますので、そのあたり保護者負担を少し上げる

とかそういうお考えはありますでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長、

横内でございます。 

  学童の報酬というか委託料とか、これは学童の

委託料と保育料は直接ちょっとリンクはしている

わけではなくて、委託料としては、もうそちら学

童を運営するに必要な額を指定管理者と調整しな

がら決めている状況でございまして、保育料はこ

れとは別に、やはり皆様に負担していただくに当

たっての負担はしていただきやすい額とか、こう

いったところを目安に町が決めているような状況

でございます。 

  このため、職員の報酬を上げるために保育料を

上げるというようなことは考えてはいなくて、ま

た別の協議の上での話だというふうに捉えており

ますので、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 
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○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問なんですけれども、すみませ

ん。先ほどのこども家庭センター事業の子どもの

見守り強化事業のそのお弁当配付のところなんで

すけれども、同じく社協も関わっておられる、そ

のこども食堂があると思うんですけれども、そち

らとかぶるといいますか、こども食堂のほうもそ

ういうお子さんだけを対象にしているわけでもな

いというのは聞いたことがあるんですけれども、

そのあたり把握とかはされているでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  先ほどの質問にお答えしますけれども、まず社

協が行っているこども食堂との兼ね合いですけれ

ども、こども食堂は基本的に月２回木曜日、進修

館で開催していますけれども、こちらに関しまし

ては、町も協力というか、実際に必要量を作った

りはしていないんですけれども、その場で出た燃

えるごみの、こちらが預かって排出をするだとか、

そういった形で、基本的に毎回一緒に様子を見さ

せていただいています。 

  そうすると、担当の中では見守りが必要な家庭

の方とか来た場合も、日頃から注意して見ている

方たちなので、そこに関しては、こちらにも来て

いるんだとか、そういった把握はできる状態にな

っています。 

  また、では両方同じような事業でないかという

ことではあるんですけれども、こちらにつきまし

ては、こども食堂、社協だけでなくても、だんだ

んそれぞれの地域で自主的に活動されている一般

の方であったり、お店であったりだんだん増えて

いる状況でして、そちらに関しましては、特別経

済的に厳しいだとか、それともある意味、家庭の

中で虐待のような案件があるだとか、そういった

のに限らず、皆さん、そこはみんなが集まれる場

所だということも含めての広い、来られる方は本

当に来ていいですよという形の食堂になっていま

すので、そちらの方はそういった居場所を、自ら

の居場所を探して来ていただくというのも一つの

目的になっているのがこども食堂です。 

  私たちの子育て支援課で行っている見守り強化

の弁当配付につきましては、どちらかというと、

お弁当を要る要らないというのがまず前提で伺い

ますけれども、そこでやはりその前提でそのお話

を持ちかけるところで、先ほどの主査の説明にも

ありましたが、事前に何らかの情報で、行政が今

現在であったり過去かもしれないけれども、何ら

かの心配なことがあったということで、その場だ

けではなくて、今後見守りを続けたいというご家

庭を対象にしておりますので、そこでお弁当を配

るということは、特にお子さんの安全確認、特に

というか、これを基本的にはお弁当を配りに行く

ときには、そこでお子さんを見せていただいてい

るというのがありますので、ちょっとこども食堂

とお弁当とか、食事という点では似ているんです

が、目的がそれぞれ若干違うところがあって、そ

れぞれすみ分けて制度が運用されていると考えて

います。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。よろしくお願い

いたします。 

  まず１番目なんですけれども、町立保育園の時

間延長が、１年延長されて、これもほかの保育園

との調整をしたのかと思うんですけれども、もち

ろんやはりシフト制にしたり、職員も増やしたの

かと思いますけれども、１年たって、令和６年度

に向けての改善される、しようとするような取組
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みたいなのがあったら教えていただきたいと思い

ます。 

  あと、宮東保育園ができましたよね。それで、

保育園と、ごめんなさい。ページの130、131です。

保育園費というところです。それで、みやしろ保

育園と国納保育園の事業について、次に、宮東保

育園ができて、保育園が増えて、幼稚園と保育園

という形で宮代町の子どもたちの、この割合みた

いなのは町は把握しているのかどうか教えていた

だきたいと思います。 

  また、私の町の予算書の82ページ、国納保育園

自動ドア改修工事及び電気、これ鍵と読むんです

かね、設置工事の内容を教えていただきたいと思

います。 

  あと先ほど健康介護課のこども家庭センターと

いうのは、これはここでどういう内容なのか説明

するのはここじゃなくて、大丈夫ですか、それで

４点、すみません、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  まず第１点目、公立保育園の延長保育の実施に

当たり、来年度何か改善する策はありますかとい

うことのご質問にお答えさせていただきます。 

  特に改善というのではありませんが、今年度実

施いたしまして、今年度の状況というところを踏

まえまして、大きくは変わっていないんですけれ

ども、やはりシフトの組み直しですとか、どのよ

うに職員を配置するかというところは組んでいる

状況になります。 

  今年度が延長保育始まった年ですので、今まで

通われていた保護者の方は恐らく、朝は７時半、

夕方は６時半までというところの、そういうリズ

ムでお勤めをされていたりしている方が多かった

と思いますので、さほど多い希望の方が、利用の

方がいたわけではございません。 

  ですが、これから新しい方が入所するに当たっ

て、そういうような時間帯で働いていくという方

が増えていくと思いますので、こちらのほうは

年々私立保育園と同じような人数で延長保育の利

用の方が増えていくだろうとは考えております。 

  次、２問目です。宮東保育園ができて幼稚園と

の比較というんでしょうかね、利用というところ

で、大きく比較は、申し訳ないんですが、割合的

にはしてはいないんですが、恐らく半分半分とい

うのが、保育園の希望の方というところがやはり

増えているかなというふうには思います。０歳児

から２歳児までは小規模保育施設も入所できるの

ですが、その後の３歳児以上のお子さんについて

は、幼稚園でも預かり保育を皆さん、施設でして

もらっているので、大分そちらに行く年もあった

んですが、最近はやはりそのまま保育園を希望さ

れる方というところが増えているかなという印象

があります。 

  あと幼稚園の、予算書128、129ページにござい

ます子育てのための施設等利用給付事業におきま

しては、大分金額的に、来年度は下がった算出を

しております。そちらは幼稚園に関わる費用にな

るんですが、そちらは大分幼稚園を利用する方の

人数が少なくなってきているかというところで、

こちらの金額を算出している状況となっておりま

す。 

  続きまして、３番目です。予算書が134、135、

こちらの国納保育園運営事業にあります大きな来

年度の事業といたしまして、14工事請負費で143

万円、自動ドア改修工事及び電気錠の設置工事と

いうことで上げさせていただいております。 

  こちらはただいまも自動ドアなんですが、コロ

ナを機に、やはり保護者の方でも保育園の中に入
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ってきていただくというところに制限をかけてお

りました。そちらに当たり、玄関、自動ドアなん

ですが、手動にいたしまして、職員が必ず開け閉

めをしてお子さんを玄関まで連れてきて、お子さ

んを引き渡すというような方法を取っていました。 

  コロナが緩和されまして、元に戻す、今までは

自動ドアなので触れば開くというようなタイプの

ものだったんですが、コロナを機に安全対策どう

だろうかというところを考えたときに、やはり押

せば開いてしまうので、それもどうなんだろうと

いうところを見直しまして、令和４年度ですかね、

みやしろ保育園でも、電気錠にするという、オー

トロック式にするという工事をいたしまして、保

護者の方はインターフォンを押していただくと、

中で職員がどなたのお迎えですかというふうに確

認します。そこで保護者の方の確認ができました

ら、解除いたしますと、保護者の方がそこで触っ

ていただくとドアが開くというようなものにいた

しまして、内容といたしましては、みやしろ保育

園と同じような内容での工事をする予定となって

おります。 

  以上です。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  ４番目のこども家庭センターについて、予算書

では128ページ、129ページ、私たちの予算書のほ

うでは79ページにございますこども家庭センター

についてご説明させていただきます。 

  今現在、保健センターに子育て世帯包括支援セ

ンターがございます。また、子育て支援課のこど

も安心担当にこども家庭総合支援拠点がございま

すが、こちらの機能は維持し続けた上で、組織を

見直して、全ての妊産婦、子育て世代、子どもに

対して一体的に相談支援を行う機能を有する機関

を設置することといたしました。 

  こちらは、先ほど横内が申し上げましたように、

子育て支援課にこども家庭センターを設置し、そ

こに所長を設置いたしまして、母子保健と児童福

祉も調整する統括支援員を置きまして、そちらを

中心に母子保健と児童福祉の支援を一体的に行う

ものとなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  １点だけ質問させていただきます。 

  自動ドアの国納保育園の改修工事もよく分かり

ました。 

  ところで、町立保育園に防犯カメラというのは

設置されているのか、その辺だけお聞かせ願って、

私の質問は終わりにします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課の吉田と申します。ただいまの防犯カメラの設

置について回答させていただきます。 

  みやしろ保育園、国納保育園、両園とも２か所、

防犯カメラを設置しております。 

  国納保育園のほうが玄関と、あと園庭に面した

ところに２点、防犯カメラ、駐車場の状況も見ら

れるような内容になっております。 

  みやしろ保育園につきましては、玄関付近を２

点、中の廊下、入ってすぐの廊下ですと、あと玄

関のエリアというんですかね、そちらの２点の防

犯カメラの設置となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた



－１７５－ 

だきます。 

  まず、予算書の132から135ページのみやしろ保

育園と国納保育園に共通しているＩＣＴによる業

務負担軽減と保育の質の改善というのが今回のっ

ているんですけれども、どういったシステムを導

入して、今までこうやっていたものがこれによっ

てこういうふうに削減できるよというところと、

質の向上、改善という点でどういった改善が見ら

れるのかということをお伺いいたします。 

  もう一点が、私たちの予算書77ページにありま

す「みやしろで育てよっ」のホームページのリニ

ューアルというのが載っているんですけれども、

どういったところを改善するためにリニューアル

するのかという点と、そのリニューアルに当たっ

てはユーザーさんの声とかがあって、そういうの

に基づいて改善に至っているのかどうか、その辺

をお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  まず１点目にご質問いただきました公立保育園

両園におけるＩＣＴ化で、こちらがどういう業務

内容か、質の向上とはどのような内容になるのか

というところでお答えさせていただきます。 

  こちらのシステムはもともと令和２年度、コロ

ナの感染が拡大しましたときに、保護者の方にす

ぐの状況をどのように伝えられるかというときに、

そして連絡方法というものが電話以外はなかった

ころでした。ですので、一斉に、例えば休園です

とか、何か感染が広がる状況というところをすぐ

にでもお伝えできるようにということでコドモン

というシステムを導入いたしました。 

  最初はその一斉配信というところをメインに入

れたのですが、もともとこのコドモンを選んだ理

由といたしましては、公立のシェア率はナンバー

ワンで、そこが一番安全だというところですね、

個人情報を取り扱いますので、その安全性も図っ

た上でコドモンを決めたのですが、一斉連絡だけ

ではなくて、システムを増やしていくことで、例

えば、先ほどどのようなことができるんですかと

いうふうにご質問いただいたんですが、連絡だけ

ではなくて、保育士の事務の軽減ということで、

今は全て計画ですとか日誌ですとか、手書きをす

ることがほとんど主な業務となっているのですが、

そこをシステムで入力することで、１つ入れると

反映されていくですとか、あと入力したい内容の

項目が選べるようになっていたりするので、１日

１回１回打つ必要がなくなるということで、保育

士のそこが事務の軽減にもなるのではないかとい

うことで進めて、こちらのコドモンを導入した理

由になっております。 

  その中で、この質の向上というところのドキュ

メンテーション、ちょっと聞き慣れない言葉かも

しれませんが、保育をどのように保護者の方に見

せていくか。そこも、コロナになりまして、先ほ

ども玄関のところで申し上げましたとおり、保護

者の方の立入りも園のほうは難しくなってきた。

だけれども、園でどのように過ごしているかとい

うことを保護者の方に細かく伝えるのも私たちの

仕事ですので、口頭や連絡帳だけではなくて、写

真ですとか、こういう保育を取り組んでいますと

いうところをどのようにしたら見せられるかとい

うことでドキュメンテーションというのを取り入

れました。写真を、保育士が保育の場面を切り取

ったりいたしまして、何でこういう活動が進めら

れているのかというようなことを記載しながら保

護者の方に伝えられたらというふうにして始めて

おります。 

  こちらが、保護者の方に見せるだけではなくて、
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保育士同士もそれを共有することで、ほかのクラ

スがどのような配慮をしながらどんなふうに保育

を進めているのかというところを保育士同士でも、

保育を考えるに当たって議論といいますか、どう

したらいいかということを話合いのきっかけにも

なるというところで、このドキュメンテーション

を進めております。 

  あとこれを、有線ですと、どうしても職員室に、

各保育室の担任は職員室に行かないと今までその

事務ができなかったのですが、今年度各クラスに

タブレットを導入いたしました。あとＷｉ－Ｆｉ

の通信を整えまして、各部屋でその事務ができる

ようにということで今進めておりますが、みんな

で知恵を絞り出し合いながら、どんなふうにした

らもっと上になっていくかということを議論しな

がら、また来年度ももっと拡大して保育士がこん

なに便利になったということを実感しながらやっ

ていける保育を目指してまいります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査、飛鳥馬です。 

  「みやしろで育てよっ」リニューアルの内容に

つきまして回答いたします。 

  今回のリニューアル内容としましては、サイト

全体のワードプレス化、対象年齢を拡大するため、

第５次総合計画子育てサロンの修正と居場所づく

りのページの作成、トップページ等の改修となっ

ております。 

  今回改修の大部分としましては、ワードプレス

化作業があります。子育て情報サイト「みやしろ

で育てよっ」は、平成28年に開設をしております。

その後、軽微な修正等は行っておりましたが、サ

イトの更新につきましては、構成が複雑になって

いるため、一部を除き修正作業を委託先に委託す

るため、修正までに数日かかっておりました。 

  こちらにつきましては、ワードプレス化するこ

とで町職員が修正できる部分が大きくなるため、

修正作業など迅速に対応が可能となります。 

  また、修正作業を職員で行うことで、今後の運

営に係る費用なども軽減していきたいと考えてお

ります。 

  もう一点、ユーザーの声という点ですが、現在

「みやしろで育てよっ」につきまして、子育て広

場の予定などを掲載しております。こちら、子育

てひろばの予定を掲載しますと、問合せが多く、

サイトで確認されている方も多く感じます。 

  また、リニューアルに当たりまして、ユーザー

の方の声、子育て中の方の声を聞きたいと考えま

して、３月23日土曜日、無印良品前駅前広場で

「みやしろで何して遊ぶ？」というイベントを開

催予定となっております。こちらで今後「みやし

ろで育てよっ」の内容につきまして、アンケート

を取りたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 再質問１点だけなんですけ

れども、令和２年にコドモンというのを入れて、

先ほど言ったのはコドモンにオプションでくっつ

けるということでいいんですかね。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） コドモンに

オプションで今年度からのフルパックといいまし

て、全て利用できるようなパックにいたしました。 

  先ほど申し上げなかったのですが、登校園管理

というのも今年度始めまして、保護者の方にＱＲ

コードを一人ずつお配りいたしまして、登校園の



－１７７－ 

際、玄関のところでかざしていただきますと、何

時に来ました、何時に帰りましたというような打

刻式で、保護者の方にもそこは安全管理というこ

とで徹底して実施を今しておるところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き子育て支援課分の質疑を行います。 

  質疑はございますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  ２点質問させていただきます。 

  まず、予算書128、129ページ、私たちの予算書

80ページになります。 

  こども家庭センター事業、この中で18節負担金

補助及び交付金と産前産後家事・育児サービス利

用補助金120万円につきまして質問させていただ

きます。 

  こちらに関しましては、令和５年10月から開始

されて大体５か月ぐらいたっていると思うんです

が、こちらのほうの５年度の実績についてお伺い

いたします。 

  それから２問目なんですが、予算書142、143ペ

ージ、私たちの予算書83ページになります。 

  (2)母子保健事業で、こちらのほうは前年度ま

で健康介護課のほうになっていたわけなんですけ

れども、今回、この子育て支援課のほうになった

いきさつをお伺いいたします。 

  以上２点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  初めに、まず１点目の質問としまして、産前産

後家事・育児サービス利用補助金の交付状況とい

うことでご説明させていただきます。 

  事前に議員の皆様から要求があったということ

でお配りしてありますけれども、子育て支援課分

の福祉産業委員会資料、こちらをご覧いただけれ

ばと思います。 

  こちらの子育て支援課の部分の７ページにあり

ますが、題名としまして４番ということで、産前

産後家事・育児サービス利用補助金の交付状況と

いうのを載せさせていただいておりまして、３月

５日現在ではありますけれども、これが今ご質問

のところにぴったり当てはまるのではないかとい

うことで、ここを見ながらお話しさせていただき

ます。 

  まず、申請数としまして、申請数はご覧のとお

り、(1)として20件、そのうちほとんどが育児支

援ということですけれども、家事支援というもの

も１件ございました。 

  また、２番目につきまして、交付額、実際に交

付している額です。こちらにつきましては、申請

数の合計13件、13申請があるうち、利用回数60回

とあります。１回につき上限が2,000円の補助に

なっておりますので、交付額が11万8,050円とし

ますと、およそ大体全て満額使った場合60回です

と12万円になりますので、大体ほとんど皆さん、

多くの方が満額の2,000円以上のサービスを受け

て2,000円の補助を受けているという状況だと考

えられます。 

  最後に、３番目としまして、どのようなサービ

スを受けているかという種類につきましてです。
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こちらにつきましては、一番多い回数が、ご覧の

とおり一時保育、こちらは主に一時保育というこ

とですので、保育所、まだ入園されていないです

が、一時保育の制度を使ってこちらの補助を受け

ているという方が一番多いという状況です。 

  そのほかには、送迎や託児であったり、１件家

事支援ということで、(1)と重なりますけれども、

１件清掃、こちらが１件の申請がありまして、合

計60回の利用がされているという状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  予算書の142ページ、143ページの母子保健事業、

分かりやすい予算書の私たちの予算書で、83ペー

ジの母子保健事業についてのご質問について回答

させていただきます。 

  以前は健康介護課の事業であったけれども、な

ぜ子育て支援課のほうに今年は予算が計上されて

いるのかのご質問ですけれども、先ほどお話があ

りましたように、こども家庭センターが子育て支

援課内に設置されますので、その関係で母子保健

事業が子育て支援課の事業として計上されており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。先ほどの清水の回答に付け加えさせてい

ただきます。 

  なぜ子育て支援課に予算がついたかということ

が一番のご質問かと思いますけれども、もともと

去年度までは子育て支援課と健康介護課で分かれ

てそれぞれ予算を持っていたわけですが、今回こ

ども家庭センターをつくるに当たって大きな枠組

みの、制度設計の大きなところとしましては、ま

ずこども家庭センターというところに法的なセン

ター長、宮代町の場合は所長ですけれども、そう

いった者を１人置くとなっています。そこで、さ

らにその下に統括で調整に入る者をもう一人設置

することになっておりまして、何が一番違うかと

いうと、母子保健の事業で決裁ライン、事務的な

話になってしまいますけれども、予算の執行であ

ったり、支出をする際に決裁をするのが、最終的

には同じこども家庭センターの中の子育て支援課

長が決定をして実行するということになりますの

で、その際、健康介護課のままの予算では、最終

的に健康介護課長が決定するのではなくて、母子

保健に関する部分の予算についても子育て支援課

長がセンターの所長としまして命令権を持って一

体的に予算を執行しようということで、それで予

算の所管が変わったということです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、産前産後家事、こちらのほう分かりまし

た。予算的には、前回と同じ120万円ということ

になっているんですけれども、これは大体何人ぐ

らいの計算を見込んでいるのかということをお伺

いいたします。前回は10月から始まった、今回は

１年間になりますので、同じ予算で大丈夫なのか

なということをまずお伺いします。 

  それから、２点目の142、143ページ、どちらか

というと私たちの予算書のほうの83ページのほう

が分かりやすいと思うんですが、この中で499万

円という予算を計上されております。これは大体

何人ぐらいを見込んでいるのかお伺いいたします。 

  以上、２点です。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  まず初めに、産前産後サービス利用補助金の積

算についてお伝えします。 

  まず、前年度は半年、10月から３月までの半年

間での予算を計上させていただいておりました。

このときの積算としましては、１人当たり36時間

を2,000円使ったとして、20人程度の申請がある

だろうということで計算をさせていただきました。

これがまだ制度というか、まだ構築されていなか

ったときの積算でしたので、実際今の要綱により

ますと、上限は１人のお子さんにつき去年36時間

で計算していたものが、上限24時間で１回2,000

円までなので、お一人当たり４万8,000円を上限

という制度がその後令和５年度、今年度中ですけ

れども、決定させていただきました。 

  それを踏まえまして、令和６年度当初予算の積

算としましては、上限の24時間を2,000円使った

方が25人いらっしゃるだろうというところで、

120万という数字を出させていただいております。

これは前年度、令和５年度の予算の144万とほぼ

同じで半年で大丈夫かというご質問もありますが、

こちらにつきましては、いざ制度を10月から始め

まして、実績を勘案して、この予算で何とか１年

間を見立てて当初予算を組ませていただいており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。ご質問にお答え申し上げます。 

  私たちの予算書83ページのところ、乳幼児健康

診査の499万円の内訳かと思います。まず、１か

月児健診なんですけれども、こちらについては

210名、４か月児健診についても210名、10か月児

健診が210名、１歳６か月児健診も210名、３歳児

健診については240名の方々に対する費用になっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再々質問させていただきます。まだ

残っていていただいていいと思います。 

  128、129ページのこども家庭センター事業の中

の産前産後家事・育児サービス利用補助金、分か

りました。再々質問は、142、143ページのほうの

母子保健事業のほうで質問させていただきます。 

  こちらのほうは、最初の１か月児健診、こちら

のほうが今回新しく進められると思うんですが、

これは４月からの予定ではないかと思いますが、

これはこども未来戦略の中で加速化計画というこ

とで、１か月児健診と５歳児健診というものを進

めてもらいたいというのが国のほうから出たと思

うんですね。そういう中で、１か月児健診のほう

は速やかに早急な対応をしていただいてありがた

いと思います。これに対して、５歳児健診のほう

はどのようになっているかということをお伺いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。いただきました再質問について

お答え申し上げます。 

  委員さんおっしゃられたように、１か月児健診、

５歳児健診につきましては、国のほうから速やか

に導入するようにという指示がございまして、町

としましても１歳児健診につきましては、４月か

ら導入できるように準備を進めているところでご
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ざいます。 

  ご存じの方も多いと思いますけれども、１か月

児健診というのは、大体今までが出生されたとこ

ろの医院さんのほうで診ていただいてという流れ

になっています。ですので、今、県のほうが一括

して産科さんのほうと契約のほうを締結させてい

ただいて、１か月児健診を出生されたところでで

きるような形の体制を整えているところでござい

ます。 

  町としましては、４月すぐに導入できるように

準備は進めていたところなんですけれども、県が

今一括で契約のほうを進めているので、契約がで

きるまでもう少し待ってほしいというところで、

今待ちながら開始と同時に始められるように、速

やかに準備をしているところでございます。 

  また、あわせて５歳児健診につきましては、ご

存じの方も多いと思いますけれども、原則市町村

での集団健診を実施するということに国のほうか

ら出ています。これにつきましては、健診の結果、

発達障がいと判断された幼児とかの方、就学まで

適切な療育につなげる体制が市町村に求められて

いるというところでございます。これらの判断が

できる小児科医の確保が重要であるため、小児科

医が現在１人しかいない当町ではすぐに取り組め

ない状況でございます。ですので、当町以外のと

ころの小児科医というところも含めまして、なる

べく速やかに協力をいただけるような体制を整え

て、体制が整えた段階でこちらのほうの導入も進

めたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 皆さん、ご苦労さまです。

すみません、長くなってしまいますが、佐藤でご

ざいます。 

  ページ数、順番どおりにはいきませんが、気が

ついたところをるる指摘させていただきたいと思

います。 

  まず、私たちの予算書の84ページの出産子育て

応援給付金、これは支給要件というのはどのよう

になっているのかなというところが、これ宮代以

外の方で恐縮なんですけれども、宮代いいねとい

う感じで言っている人が聞いてきたものですから、

代わりにまずお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

  引き続きまして、私たちの予算書80ページにな

るのかな、ヤングケアラーのことについてお尋ね

させていただきたいと思います。 

  ヤングケアラーに関する研修講師謝金というの

が５万円、関係機関への研修実施と書かれており

ますが、まずこの関係機関というのはどのような

形になっているのか。また、特に教育推進課のほ

うですけれども、研修のことだけに限らず、連絡、

横の、横串、５次総の25ページの横串、ほかの課

でもよく僕は言っているんですが、きちんと連絡

のほうが取れているのかどうかというところをお

尋ねしたいと思います。特にヤングケアラーとな

りますと、子育て支援課のほうでこのような研修

等を行っていらっしゃるのは、保育園の先生とか

そういうふうな形かとは察しますが、実際ヤング

ケアラーとして問題になっているのは児童生徒と

いう形が多いものですから、そこに目を輝かすと

か、届かせるのが教育推進課というところだと思

っておりますので、そこのところとの連携という

のと、あとこういうふうな研修というのも、学校

の教員だったりとか、または子育て支援課の職員

だったりとか、その辺も必要なのではないか。場

合によっては議員も希望すれば行けるようにして

いただければ、僕個人としてはうれしいなという
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ところはあるので、そこのところについてお尋ね

したいと思います。 

  次に、先ほど前段の委員でも出ました産後ドゥ

ーラ、これの資格取得に関しまして40万円という

のが予算計上されています。40万円資格取得自体

に必要というふうなお話がございました、40万

7,000円、認定料は2.2万円。認定料のほうはあり

ませんけれども、資格取得に関しまして40万円と

いう予算がついておりますが、これは全額ではな

いと思いますけれども、１人何人ぐらいのドゥー

ラのほうを受講することを想定して予算計上され

ているのかというところについてお尋ねさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数をし

っかり言ってください。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、128、129ペ

ージ、私たちの予算書80ページです。失礼いたし

ました。 

  次に、予算書の123ページ、これも前段の委員

からも出たんですけれども、学童関係に関するこ

ども食堂関係のことだったと、僕がメモを落とし

たらごめんなさい。これは学童に携わる人の人数

というのはどのような増減傾向にあるのでしょう

かというところですね。職員数のほうでも構いま

せんけれども。 

  それに付随しまして、付随しているのかどうか

ちょっと分からないですけれども、これ僕個人の

問題意識もありまして、何度か町民生活課とかそ

ちらのほうもお聞きさせていただいたと思います

けれども、ページ数は正確に出てこないんですけ

れども、こども食堂についてお考えのほうとか実

際の頻度、月に２回行われているのは先ほど執行

部の方のほうからご説明いただきましたが、昔か

らよく問題になっていて、今でも2012年のＯＥＣ

Ｄので７人に１人が貧困だというふうなことをず

っと言われているのがちょっとおかしいなと思っ

てはおりますけれども、特に当時から問題になっ

ておりますのは、長期休暇、特に夏休みみたいな

長期休暇のときに、給食がなくなることによって

栄養不足の子どもが増えるというのは皆さん共通

の認識だと思いますが、特に通常であれば月に２

回とかというのでも少ないとはいえ、予算の限り

もありますからしようがないというところもあり

ますが、特に長期休暇のことについて考えてはい

らっしゃるのか。 

  また、幸いというか幸か不幸か、宮代町の中に

日本工業大学、また、隣接しているところに共栄

大学というふうに、教育実習等も教員に今後なろ

うとかという予備軍の学生たちもいらっしゃると

ころがありますけれども、そういうところとの連

携というのも絡めていったらどうかというところ

が私個人は思っておりますので、その辺について

の、これまでそういう検討をしていたのか、して

きたのか。また、今後そういうところは気がつか

なかったか、検討しようと思っているのか等々聞

きたいと思います。 

  参考までに、先ほど僕がざっと見ただけで申し

訳ないんですけれども、広報みやしろの３月号の

最後のページ、宮代町のカレンダーを見ましたと

ころ、こども食堂のことが出ていないのですよね。

ですので、こども食堂の告知という状況をお伝え

いただきたいと思います。本当に必要な人にいく

ような形でいったほうがいいと思いますので。 

  それと同時に、これもついでになってしまって

申し訳ないんですけれども、年に１回でも構わな

いので、防犯の意識もありますけれども、ほかの

課で防犯の災害用品のほうの備蓄、また、廃棄と

かの問題がありますので、そういうのもちょっと

絡めて、防犯意識の向上というのを絡めてやって

いくのもいいかなと。これは個人的な意見ですけ
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れども、と思いました。 

  次に…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、よろしいです

か、途中で。こども食堂は子育て支援課とは全く

関係ないので。 

○委員（佐藤将行君） 先ほどこども食堂が出たの

で、すみませんでした。そこのところは担当課と

ちょっと話してみます。 

  先ほどの国納保育園の自動ドアのことが出てお

りましたよね。私たちの予算書のほうでは82ペー

ジになっていますけれども、ほかのところもそう

なんですが、これから２問ほど保育園絡みのこと

をお尋ねします。 

  自動ドアにすることによって安全面の配慮が当

然されているとは思いますが、昔々、例えば岩槻

でもありましたけれども、エスカレーターで乗り

出していたら首を挟んで小学生が亡くなっちゃい

ましたとか、大人で予期せぬようなこともありま

すので、また基本的に自動ドア、ボタンを押して

とはなっていますけれども、閉まるときは一定時

間で閉まるようになっておりますのがほとんどだ

と思います。私もマンション管理会社の経験上、

そういうのがほとんどだったんですけれども、そ

うなってくると、あれはセンサーで画角をいろい

ろと調整できるんですけれども、やはりお子さん

ですとその画角に入りづらいというところがあり

ますので、その辺というのは業者のほうときちん

とやってはいらっしゃると思いますけれども、担

当課のほうとしてもできているのか。 

  また、次に、先ほど前段委員の防犯カメラの件

が出ておりました。防犯カメラというか監視カメ

ラと言ったほうがいいんですけれども、このカメ

ラの件でもう数年前からよく言われている、特に

都会のほうでは言われているんですけれども、駐

車場や園庭だけではなくて、やはり性悪説になっ

てしまうのかもしれませんが、お教室のところを

映して、スマートフォンで自分の子供がどうなっ

ているのかというのを見たいというふうな要望が

何件か僕もお聞きしておりますし、親心としてそ

ういうのも仕方ないかなというふうには思ってお

りますが、つける、つけないではなく、その辺の

ことをどのように検討されていらっしゃるのかと

いうところなんですよね。 

  ある意味で防犯カメラというのは個人のプライ

バシーのほうをやはりチェックするところですか

ら、その辺の肖像権とかの問題等もありますので、

あくまでも保護者限定という形にしなければなら

ないというのは当然ですけれども、それと同時に、

保護者に対しては特に在住のところじゃなくて、

宮代町の保育園は、幼稚園はこういうふうに自分

の子どもがやりたいので分かるよというのは、あ

る意味で移住の促進というか、そちらの一つの理

由にもなるかもしれませんので、その辺を町のほ

うでどのように考えていらっしゃるのかをお尋ね

したいと思います。 

  移住のほうからのつながりになりますけれども、

先ほど77ページの、多分私たちの予算書のほうだ

と思いますけれども、ウェブリニューアルのこと

で「みやしろで育てよっ」とかの感じで出ていた

と思います。 

  これをリニューアルするに当たっては、何かし

らしなければ、先ほどちょこっと何点か理由とい

うか、リニューアルすべき理由というのが出てお

りましたけれども、根本的にどのようなところが

不具合というか使いづらいとかあったのか。要す

るに、リニューアルまですべき理由というのがい

まいち私自身には伝わってこなかったので、そこ

のところ。 

  また、前回リニューアルというか、導入したの

かリニューアルしたのか分かりませんけれども、
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前回から何年たっていて、それに対しての費用対

効果がどのようになっているのかというところに

つきましてもお尋ねしたいと思いますし、また、

このリニューアルを委託する業者名というのを教

えていただきたいと思います。 

  あとは、ＩＣＴのことにつきましては、前段の

合川委員がいろいろお聞きしてくださったので、

大体分かりました。これ、コドモンを続けていて、

それでコドモンは業務支援ツールというふうなう

たい文句になっておりまして、コドモンのドキュ

メンテーションというのは、記録振替、計画のリ

サイクル等をやるという形になっているというふ

うにうたい文句書いてありますけれども、これを

つけてフルパッケージ版みたいな形で行うという

ことですよね。分かりました。そこは確認で結構

です。 

  次に、131ページ、これは予算書のほうですね、

123ページのほうがいいかな。超過勤務というと

ころがあります。この超過勤務が令和６年458万

5,000円というふうになっております。先ほどＩ

ＣＴやら何やらと業務効率とかのいろいろと考え

ていらっしゃるようですけれども、令和５年を見

ますと331万2,000円というふうに、127万ほど増

えてはいますけれども、先ほどの業務効率化とか、

要は職員の負担軽減ということで業務効率化とい

うことを、お金をかけて行っているんだと思いま

すけれども、にもかかわらず増やして当初予算で

請求しているということは、これは…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、途中ですけれ

ども、今、超過勤務に関しては総務課になってお

りますので。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、ずれていま

した。すみません。 

  じゃ、その先のところ、131だと大丈夫なのか

な。それも総務課ですか、分かりました。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 分かりました、ごめんなさ

い。そこのところは撤回させていただきます。 

  そうなってきますと、あとは宮東保育園の、先

ほど前段川野委員がお尋ねになったのかな、131

ページの140万だったかな、ちょっと忘れちゃっ

たんですけれども、百四十数万だと思いますけれ

ども、これは大きな、例えば100万円以上だった

ら町のほうで、それ未満か以下の小さい工事は保

育園でというふうにいろんな施設がなっていると

思いますけれども、それを超えたからという形な

のかなというふうに理解しているので、そこのご

説明と、あと、昨年か一昨年か忘れたんですけれ

ども、僕も傍聴していて、国納保育園じゃなくて

みやしろ保育園だったかな、隙間風が入ってくる

とか、要するに建物の劣化のほうで困っていると

いうふうな意見があったんですけれども、その辺

がどうなったのかと私も追跡調査していないので

分からないので、そこのところを教えていただき

たいと思います。 

  あと、最後にしますが、今年度の出生者数とい

うのは担当課で把握されているのでしょうか。 

  先日、国のほうで75万8,000円とかというふう

に出ておりました。出生率も出ておりましたが、

試すようで非常に恐縮なんですけれども、上から

目線のようで、一番担当の住民課のほうでも把握

していないような状況だったので、念のためにお

尋ねしております。そこのところ出発点になりま

すし、発表から一週間以上たっておりますから、

２月27日だったかな、ということで、以上、お願

いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村と申します。 
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  私たちの予算書84ページ、予算書146ページ、

出産子育て応援給付金事業について、出産子育て

応援給付金の支給要件ということでご説明させて

いただきます。 

  こちらの事業は、妊娠から出産、子育てまでを

安心して過ごしていただくための保健指導の面談

など、継続的な相談支援と出産育児用品購入等の

経済的負担を軽減するための経済的支援を併せて

行う事業でございまして、どちらもまず出産応援

給付金ですが、妊娠届出を保健センターに提出さ

れた際に面談を行わせていただきます。面談を終

えた方を対象に５万円の給付となります。 

  続きまして、子育て応援給付金ですが、こちら

は出生後に赤ちゃん訪問というのを皆さんに実施

させていただいていまして、その赤ちゃん訪問の

際にご自宅なりで面談をさせていただきまして、

それを終えた方が対象になりまして、お子様一人

につき５万円を給付するものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  予算書の128ページ、129ページ、私たちの予算

書では80ページのヤングケアラーの研修について

回答させていただきます。 

  今年度は宮代町の町内の小学校、中学校の教員

を対象にヤングケアラーの研修をさせていただい

ております。また、教育委員会と調整をした上で

学校訪問をさせていただきまして、ヤングケアラ

ーのお子さんがいないかどうかなども含めて聞き

取りをさせていただいております。 

  また、ヤングケアラーのチラシを小学校、中学

校に配布させていただいておりまして、ヤングケ

アラーを知っていただくということがまず大切だ

と思っておりますので、今年度もチラシのほうは

配布させていただきたいと思っております。 

  また、令和６年の研修につきましては、対象者、

時期などはこれから担当内でよく検討しまして、

決定させていただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  産後ドゥーラの資格補助についてお答え申し上

げます。 

  まず、予算額40万円とありまして、ちょうど１

人受講料が40万7,000円ということで、ほぼ同じ

ようには見えているんですが、実際のところ積算

としましては、１人当たり20万円の補助で２人の

人数を見込んでおります。２人というのはちょっ

と少ないようですが、近隣の今現に資格を持って

いる方の人数からすると、なかなかそれ以上取っ

てもかなというところもありますので、まずは２

人から始める。なぜ20万円半分かということです

が、研修を行って資格を認定する者が産後ドゥー

ラ協会でありますけれども、こちらにつきまして

は、実際産後ドゥーラ協会の理事の方ともお話を

させていただいたところ、例えば40万円かかるの

に40万円補助しただと、やはりそれは本人として

も何か資格をもらったようなものであまり、身銭

を切るというか、そこら辺がないとということが

ありまして、実際に宮代町よりも既にドゥーラ協

会のホームページを見ますと、東京では品川区、

大田区、目黒区、港区であったり、埼玉県内でも

三芳町がこういった補助をしているんですが、ど

こもおよそそういったドゥーラ協会の意向も踏ま

えたというのもあると思われるんですが、半分の

20万円の補助というのが広く一般的な金額の目安
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であるので、今回予算としましても私たちも20万

円とさせていただきました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 副課長の吉

田です。 

  ４点目、学童の職員数をお伝えするでよろしい

でしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） では、アン

フィニに委託しております百間小学校、東小学校、

笠原小学校、その３校の学童につきましては、正

職が16名です。パートの臨時職員が42名で、こち

らは１支援にいたしますと平均3.5名が配置され

ております。 

  続きまして、須賀小学校のかえで児童クラブを

指定管理でお願いしております特定非営利活動法

人宮代町かえで児童クラブにおきましては、正職

が５名、パート職員が12名で、こちらは１支援４

名が平均して配属となっております。こちら大分

人数の規模が違うのですが、先ほど申し上げまし

たとおり、かえで児童クラブは１つの学校、アン

フィニのほうは３校というところで、そちらの合

計数というふうになっております。 

  続きまして、国納保育園の自動ドアにつきまし

てです。予算書ですと134、135ページ。私たちの

予算書になりますと82ページとなります。 

  こちら、委員さんがおっしゃられたとおり、や

はり開け閉めのときに子どもたちは行動が読めな

いところがあります。なので、挟まれ防止という

ところで、安全確認どうしているかというところ

でありますと、自動ドアは年２回点検を行ってお

ります。そちらで閉まる速度の調整ということで、

このぐらいでいいかどうかとかということも調整

の際にさせてもらっております。 

  国納保育園なんですが、ここ２年、３年ぐらい

は手動で開け閉めしておりましたので、こちらの

自動ドアのオートロックの工事をするに当たって

は、そこでもまたきちんと確認をして、お子さん

の安全が図られるようにということをしてまいり

ます。 

  続きまして、防犯カメラなのですが、こちらの

公立保育園の２か所につきましては、先ほどの設

置の台数となっております。それだけではやはり

足りないのではないか。そちらがリアルで保護者

の方がどんなふうに園で過ごしているかというの

を知りたいんじゃないでしょうかということを教

えていただきまして、私もその気持ちも本当に分

かるところではありますが、そこへは委員さんも

おっしゃっていただいたとおり、個人のプライバ

シーというところで、着替えを行ったりですとか、

一日いろんな場面がございます。 

  あと、どんな場面でもどのように撮れるかとい

うところで、その部屋に台数を何台設置すれば、

やはり死角があってはいけないと思いますので、

そういう点も踏まえた上で、あと、保護者の方へ

のサービスというだけではなくて、私たち保育士

がどのように保育を行っているかというところで、

監視というのではなくて、自分たちの身を守ると

いう上でも、不適切保育ですとか、保育士におけ

る性犯罪というんですかね、そういうところの問

題ということも、私たちの身も守る上で、やって

いませんと言ってもその証拠はどのようにあるの

かというところがきちんと示せるように、設置に

ついては県のほうでも補助金というところが出て

きたんではありますが、なかなか金額的に、あま

りそれではどんなカメラがつけられるかなという

ような、金額であったり、あとは各施設にとか各

保護者にどのように説明をしてご納得いただいて
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つけていくかというところは課題となっておりま

す。 

  でも、委員さんがおっしゃられたように、保護

者への支援という点と、あとは保育士の身を守る

上でも、こちら明るくオープンにするには必要に

はなってくるとは考えておりますが、今すぐとい

うところでは検討は至っておりません。 

  続きまして、大変申し訳ないのですが、宮東保

育園の質問で、ごめんなさい、私が聞き取れなか

ったもので、141万円……、ページごめんなさい。 

〔発言する人あり〕 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 申し訳ござ

いません。 

  では、続きまして、公立保育園の隙間風の問題

というところで、こちらが解消されたとは正直言

えないところであります。というのも、国納保育

園はどちらの保育園がそのときに対象になったか

は、私もごめんなさい、不明なのですが、国納保

育園におきましては、園庭に面した外廊下から各

保育室に入るようになっております。園庭と外廊

下は壁がございませんので、それは当初四季を感

じられるというところでオープンなスペースにな

っていたのですが、やはり過ごすとなるといろん

な天候がございますので、どうしても過ごしづら

い環境というところはありますが、そちらを施設

の努力といいますか、隙間風がなるたけ入り込ま

ないような何かつい立てをしたりだとか、その辺

は保育士の配慮でしているところではあるので、

こちらを解消はされましたかというところは、解

消はしてはいませんが、その中でどのように過ご

せるかというところを対応しているところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査、飛鳥馬です。ウェブリニューアルに

つきまして回答いたします。 

  まず、委託先ですが、アンカルク株式会社です。

理由としましては、子育て情報サイト「みやしろ

で育てよっ」の運営実績を通して、親子のニーズ

を把握し、町内の店舗情報に精通するなど地域に

根差した活動を行っているため契約させていただ

いております。 

  続いて、ウェブリニューアルする理由としまし

て、不具合という点ですが、今回改修の大部分と

しては、ワードプレス化作業がございます。 

  子育て情報サイト「みやしろで育てよっ」は、

平成28年に開設をしております。その後、軽微な

修正を繰り返しておりましたが、サイトの更新に

つきましては、構成が複雑になっているため、一

部を除きまして修正作業を委託先に依頼するなど

の不具合が起こっております。こちらにつきまし

ては、ワードプレス化することで、町職員が修正

できる部分が大きくなるため、修正作業など迅速

に対応が可能となります。また、修正作業を職員

で行うことで、今後の運営にかかる費用なども軽

減していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） ウェブリニ

ューアルにつきましての回答につきまして付け加

えさせていただきます。 

  先ほども同様の回答を申し上げたので、理由に

ついては同じようなものではあるんですけれども、

このワードプレス化で費用対効果ということです

けれども、こちらにつきまして、今回、みんなで

子育てこども未来事業におけるその他委託料の中

のウェブサイトに関する委託料ですけれども、こ
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ちら今まで同様のウェブサイトの運営管理に係る

委託料としましては、前年度、令和５年度と比べ

まして19万8,000円、積算ですけれども、約20万

円減った予算を立てております。これに対しまし

て、ウェブサイトの改修委託、今まで改修に当た

りまして軽微なものも委託料の中に含めていたも

のを、職員でもできるようにというところが大き

な違いということで、ワードプレス化と何度も申

しておりますが、こちらの費用がおよそ80万円強

ですので、一度この改修をして職員が手をつけら

れるというか、改修を職員もできるようにホーム

ページ全体をそうさせていただくことで、前年度

かかっていた約20万円の経費が１年度で減るので

はないかと考えております。これが年数を重ねて

いけば、単純計算で申し訳ないんですけれども、

４年くらいすれば費用的にも同等に追いついて、

それ以降は職員が手を加え改修することで、その

分の利益が上がっていくと考えております。 

  業者名につきましては、先ほども飛鳥馬が申し

ましたが、株式会社アンカルクでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課課

長の横内でございます。 

  出生数のご質問につきましてお答えさせていた

だきます。 

  出生数でございますが、子育て支援課で現在把

握しているのは過去５年分でございまして、令和

５年が186人、令和４年が186人、令和３年が216

人、令和２年が212人、令和元年が229人というこ

とで把握をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  特に一番最後のは令和５年のが途中経過になっ

ておりますけれども、11ページのほうにも出てお

りますし、ちゃんと把握していただいて、ありが

とうございます。 

  順番がまた前後して恐縮なんですが、自動ドア

の件なんですが、これ、私も昔働いていたところ

で、小さい子どもではないにせよ、マンションで

小学生とか幼稚園の子が突っ込んだりとかありま

して、必ずしもガラスむき出しでなくてもいいの

ではないかというところで、余裕をつくってクッ

ション的なものをやったりとか、子どもの背丈の

部分までで結構ですけれども、そのようなことを

ちょっと業者のほうにも確認しなきゃ分からない

ですけれども、ガラスだけだと、例えば熊谷のほ

うの事件なんですけれども、コンビニの強盗犯が

逃げるときにコンビニのガラスを突き破って店員

がけがをしたというのもあったんですけれども、

ガラスに突っ込んで跳ね返されて打ち身だけだっ

たらまだいいんですけれども、割っちゃって、そ

れで頭をけがしたなんていったら大変なことにな

りますので、そういう対策がもしもあるのかどう

かというのを業者のほうで話し合っていただけれ

ばと思って、一応その前の段階で提案させていた

だいたというようなところがございます。 

  また、アンフィニの件がようやく出てきたんで

すけれども、先ほどちょっと僕の聞き方が悪かっ

たんですけれども、特にふじ学童の第一、第二、

これにつきましては、あれだけ近いところで一つ

の学校の学童保育にもかかわらず所長を２名置い

ているというところが、僕も選挙中、また選挙後

いろんな人と話をして、何でそんな無駄なことを

やっているのかというのを多々聞いております。 

  また、宮代町須賀かえで学園以外は全てアンフ

ィニに委託しておりまして、そこの３校を１人の
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所長でも十分じゃないかという意見、僕も窓口の

ほうでお話しさせていただきましたが、その辺は

やはりそこまで必要なのかと先日お尋ねしたとき

に、副所長は各部屋にいるということですので、

そういう点で所長ということで人件費が上がって

しまうと、毎年度、毎年度ランニングコストが上

がってしまうというところで、そのようなところ

をできるだけ圧縮するというか、削るというか、

節約するという観点がどうも見受けられないと私

のほうで思ったものですから、ちょっと再質問さ

せていただきます。 

  また、先ほどヤングケアラーのことで清水さん

から、チラシの配布ということでご回答いただき

まして、ありがとうございます。これ昨年の配布

数及び実際に残ったもの、要は実際に配布された

ものとか、例えば各学校なのか、配布対象者のこ

とについて言及がなかったので確認と、お答え願

いたいんですけれども、配布対象者というのは職

員だけなのか、それとも生徒児童も含めてなのか

というところをお尋ねしたいと思います。 

  これ、議会だよりとか、広報みやしろでもよく

言っているんですけれども、配布しただけで事足

れりというふうに思っている職員があまりにも僕

の目から見たら多いものですから、配りました、

例えば１年間たって、回収するかどうかは別とし

て、これくらい残りましたとなると、実際に手に

取った人というのが算出されます。また、場所に

よってはひょっとしたら広報みやしろのように、

もう１か月前からないんですよとかというのが、

これ毎月のものではないのであるかもしれないの

で、そのような追跡調査というか、失礼な言い方

すると、民間では、もうチラシをやるとなると、

費用対効果的に当たり前に、どれくらい残ったか、

足らなくなっているところは途中でないかという

のをやるんですけれども、そのようなことを行っ

ているのかというところについて、改めて質問さ

せていただきたいと思います。 

  また、ウェブリニューアルのことでアンカルク

さんという話が出ましたが、これに関してはワー

ドプレス化だったりとか、いろいろとやっていら

っしゃっているのは分かるんですけれども、先ほ

ど机上の空論的で、単純計算でと言ったのかな、

４年ぐらいで回収というふうにおっしゃっていま

したが、そもそも委託料のほう、これが相みつ取

ったりとかして適切なのかというところが分から

ないので、確かに今回の改修によって、その分は

机上の空論で20万減になって４年で回収できると

なるかもしれませんけれども、大本のほうが、そ

の辺は今回に関してもほかのところに任せてはど

うなのかというところのデータを持ち合わせてい

るのか、それを調べていたのかというところが非

常に気になりますので、そこのところを改めてお

尋ねしたいと思います。 

  あと、ドゥーラ協会のこともご回答いただきま

した。ありがとうございます。 

  僕個人は、40万という中から４人ぐらいを想定

しているのかなと、当然、全額１人とは思ってお

りません。40万で取って、もっと条件でほかのと

ころに行っちゃうとかという人もいなくはないで

すから、それは全額ではないのは分かっていまし

たけれども、半額で、品川とか大田区、目黒区、

三芳町もそうだということですけれども、半額と

いうことでそんな不適切ではないのかなというふ

うに思っておりますので、そこのところは了解い

たしました。 

  私が聞き忘れたどうかも含めて、聞き忘れてい

たらごめんなさい、確認ですけれども、こども食

堂につきまして、近隣の日工大とか共栄短大等の

連携みたいな形というのは検討…… 

○委員長（土渕保美君） すみません。 
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○委員（佐藤将行君） 分かりました、ごめんなさ

い。すみませんでした。 

  じゃあ、その辺ですね。お願いいたします。再

質問です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  まず、１点目で自動ドアの素材については、業

者にも今の素材のものがぶつかってどうなのかと

いうところは確認したいと思います。ありがとう

ございます。 

  続きまして、アンフィニ、ふじ第一、第二が所

長２名置いていることにつきましてなのですが、

こちら無駄ではないかというふうにおっしゃって

いただくのも、そうなのかもしれないんですが、

規模的に一つの施設、ふじ第一も140人定員で４

支援あるので160人入ります。第二のほうが３支

援なので120人定員となっております。こちら所

長がどんな役目をしておるかと申しますと、例え

ば４月の年度替わりですと、どのようなクラス配

置にするかというところは、確認したところ、ほ

とんど所長が行っております。 

  先ほど委員さんもおっしゃられたように、副所

長というのは、長という名前がついていますが担

任という位置づけになります。そちらの意見は、

最終的には聞くんですが、所長が主になってクラ

ス配置等を行いますので、そのときに保護者対応

ですとか、どうしてうちの子はこっちの部屋なん

だとか、誰かと一緒になれないかとか、いろんな

ご要望を聞くときに、そちらについての対応がで

きるようにということで所長が担っております。 

  そのほか、やはり保育園等とは違いまして、な

かなか支援員さんも様々ですので、どこまで情報

を下ろして、どこまで一緒に考えていくかという

ところが、各学童では対応が困難なケースもござ

いますので、そこはまず所長と会社のほうでどの

ように対応していくかというところを、かなりの

個人的な情報等も扱いながらしていく中ですると

ころが、所長はとても比重が大きくなっておりま

す。そのときに、３校１人ですと、やはりその学

校、学校でもいろんな家庭環境の方がいらっしゃ

るので対応がかなり困難になってくるかと思いま

すので、今の状況では、所長を各施設に置きまし

て、副所長という名前の各担任がいるというよう

な体制を整えていくのが、今ふさわしいのではな

いかと考えております。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  予算書の128ページ、129ページ、私たちの予算

書では80ページのヤングケアラーのチラシについ

て回答させていただきます。 

  説明が不足していまして申し訳ございませんで

した。配布した対象者につきましては、町内の小

学校４年生から６年生、それから中学校は全学年

の児童生徒に配布しておりまして、約1,500配布

しております。そのほかに民生委員に配布させて

いただいておりまして、残部はほとんどありませ

んでしたので、そちらは子育て支援課の窓口に設

置させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査、飛鳥馬です。ウェブリニューアルに

つきまして回答いたします。 

  契約につきましては、１者随意契約となってお
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ります。 

  ほかの業者への委託につきましてですが、こち

ら子育て情報サイト運営に当たりましては、「み

やしろで育てよっ」のほか、「みやしろで暮らそ

っ」「みやしろで働こっ」と３課で毎月ウェブ担

当者会議などを行い、情報交換や特集記事の調整

などを行っております。 

  ホームページなどのサイトにつきましては、町

が考える子育て支援等のイメージの発信という重

要な部分がありますので、委託先につきましては

ウェブ担当とも調整を行いながら検討していきた

いと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、最後の再質問をさせ

ていただきます。 

  学童のほう、大きくは３校を１人の所長という

ふうに申し上げましたけれども、少なくともふじ

第一、第二、160・120名というのは存じ上げてお

りますけれども、今別にこれが280にしているわ

けじゃないというのも事実としてあります。 

  先ほど前段の委員で春日部のほうよりも高いと

いう意見もございました。また、ちょっと僕も今

回に合わせて近隣とか、アンフィニのほうの調査

をしていないので、間違ったら申し訳ございませ

んが、アンフィニさんに限らず、ほかのところで

も、１人の所長が、例えばふじ第一だったら４教

室で、第二が３教室で、それを１人・１人でやっ

ておりますけれども、何教室まで持っている事例

があるのかというところは当然把握していると思

うので、そこのところをお尋ねしたいと思います。 

  また、自分の子どもは誰々ちゃんと一緒がいい

とか、いろいろな保護者の意見があるというふう

なご意見、それはあるのはそうですけれども、そ

れを全て所長が対応しなければならないのか、副

所長が一旦預かって、それをまとめて所長に上げ

ることによって所長の業務量を増やすというのは、

当然どこでも当たり前にできるようなことが、な

ぜか意見として出てこないので、ちょっと不思議

に思いましたので、そこのところをどのように考

えていらっしゃるのかというところをお尋ねした

いと思います。 

  また、順番は前後しますが、ウェブリニューア

ルの随意契約の件ですけれども、随意契約するの

を悪いとは申し上げませんが、契約するに当たり

まして、同種のものとか、同等のものとか、その

辺のところをまず調べた上で、例えばＡ社はこれ

くらいで、こういうふうにできているんですよと

かというのを示さないと、あちらの言い値になっ

てしまうというのは、これ至極当然なんですけれ

ども、その辺についての認識のほうをお尋ねした

いと思います。 

  また、先ほどの再質問でちょっと、これは私の

ほうのミスです、漏れてしまったんですけれども、

出産子育て支給要件のことを丁寧にご説明いただ

きまして、どうもありがとうございました。 

  出生のほうは別にいいんですけれども、妊娠の

ほうの後に面談があって、面談後に５万円という

ふうなご説明をいただきました。ほかでもいろい

ろと補助金に関しまして、途中、面談があるとか

というのは、他の課でも相談とかも含めてあるん

ですけれども、これ出生のほうは、赤ちゃんを訪

問して、赤ちゃんを実際に見るというところがあ

るから、職員の方が訪問されるのは分かるんです

けれども、妊娠につきましての面談につきまして

は、まず面談を行うのが誰なのか、それで、その

面談というのはリモート等でできないのかという

ところのことをちょっと再質問のときに漏れてし

まったので、そこのところをお尋ねいたします。 

  最後になると思いますが、先ほどのヤングケア
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ラーのことなんですけれども、これ発生すると非

常に大きな問題なので、こだわっていきたいと思

います。 

  昨年度の配布状況を先ほどお尋ねしたところ、

1,500部プラス民生委員のほうという形をおっし

ゃっていましたけれども、私の雰囲気で申し訳ご

ざいません、４年生から６年、あと中学生の１か

ら３年、これ総生徒数、児童数が何名で1,500部

を用意したのか、また残部はほとんどないという

ふうにおっしゃっていましたけれども、町内の４

つの小学校、３つの中学校、これでいつ頃、恐ら

くで申し訳ないですけれども、これは年度の途中

で空っぽになっているところもあるのではないか

というふうに私は推察するので、これが私の杞憂

であれば別にいいんですけれども、部数との関係

でどうなのかなというのがあります。 

  それなので、そこのところ広報みやしろとかで

も同じようなことを聞いているんですけれども、

昨日の広報みやしろは１週間以上２月を残して空

っぽになったということが出ておりますので、特

にこれは余るぐらいでちょうどいいような、ヤン

グケアラーだとか、こども食堂もそうですけれど

も、できる限り網の目を小さくして、無駄が多少

発生してもヤングケアラーが救えてよかったね、

いじめの問題でも、いじめの被害者にならなくて

よかったねと、杞憂だったとなるぐらいでちょう

どいいと僕個人は思っておりますので、その辺の

現実の数字のデータのほうを持ち合わせていらっ

しゃるようでありましたら、お願いいたします。 

  以上、再々質問でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  まず、１点目にいただきました学童保育の質問

について回答させていただきます。 

  こちら近隣の自治体で１人の所長が何支援単位

ぐらいを見ているのかというところは、申し訳あ

りませんが、そこまでの事例というところの把握

はしておりません。と申しますのも、学童保育の

体制が町内ももう一つ担ってもらっているのが、

かえで指導クラブの保護者さんたちの活動から運

営が始まっている施設でございます。近隣でも、

このように保護者が主体となって行っている学童

ですとか、様々形態がありますので、言い訳にな

ってしまって申し訳ないのですが、ということも

ありまして、具体的に１人の所長を置いているの

かどうかとか、その管轄はどのように行っている

のかというところの体制については、調べてはい

ない状況です。 

  その中で、所長に相談等に行くまでにどのよう

にされているかというところで、もちろん副所長、

担任でも、ほかの職員でも保護者さんからのご意

見ですとかご相談というのはもちろん受けており

ます。そこで回答できるものであれば対応しても

らえますが、やはり施設全体に関わることという

ところは所長に上げて、そこで施設としてどう回

答するか、会社としてどう回答するかというとこ

ろのシステムになっておりますので、取りまとめ

を所長が行っているということになっております。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 学童の関係、ち

ょっと補足させていただきます。 

  学童保育の委託料でございますね。こちらは人

件費等を含めて運営経費ということで委託料、ま

して指定管理者制度で委託料を払っているという

状況になりますが、当然ながら、例えば人員配置

が適切であるかどうか、また、いわゆる運営経費

も含めてこういったところは、やはり常に業者か
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ら出されたものを、はい、そうですねということ

ではなくて、町としては必ずそれを調べて、本当

に必要なのかどうかという観点を持っていて、調

べているところでございます。 

  また、毎年、モニタリングというのを実施して

いまして、それが本当に効果があったかどうかと

いうところも含めて、町として確認をしていると

ころでございますので、こういった観点は引き続

き持って、本当にこの委託料に見合った効果が発

生しているのか、また、その委託料が多過ぎない

かという観点は、委員ご指摘のとおり、しっかり

管理をしていきたいというふうに考えております。 

  ただ、学童保育も保育園も今そうなんですけれ

ども、どちらかというと保育士や支援員を手厚く

という方向が国から示されておりまして、なかな

か人を減らすといった観点では非常に厳しいとこ

ろもございます。保育の質を考えると、確かに人

が多いほうがいいということになりますので、そ

ういったバランスを含めてしっかり管理していき

たいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。ウェブリニューアルの委託料についてお

答えします。 

  委員のおっしゃるとおり、先ほども説明しまし

たが、１者随契に当たる理由としましてはご説明

したとおりで、１つのサイトではなく、トータル

で３つのサイトが連携し合ってのサイト運営とい

うこと、それとあと、町の今までの経緯であった

り、事情を知っているということを含めての理由

で随意契約をしているわけですけれども、ただし、

金額につきましては今年度、以前に比べて、先ほ

ど大まかな積算でということがあったんですが、

確かに委員のおっしゃるとおり、毎回随意契約で

すと言い値になることがあり得るというのは、こ

の事業に限らず多いことだと思います。ですので、

随意契約に関する理由が立ったとしても、その金

額を設計するに当たっては、広くほかの業者から

も見積りを取るなどして精査していく必要がある

と私たちも考えておりますので、ご理解いただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  ヤングケアラーのチラシの配布について回答さ

せていただきます。 

  各小学校は４年生から６年生までが777名、中

学校のほうが686名で、合計1,463名について配布

をさせていただいたんですけれども、こちらは教

育委員会を通して学校に配布していただいて、担

任の先生を通して生徒児童に配布しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当、

中村と申します。 

  予算書146ページ、私たちの予算書84ページ、

出産子育て応援給付金事業に関連しまして面談に

ついてのご質問かと思います。 

  まず、面談は、保健センターの保健師、あと保

健センターで勤務しています会計年度の保健師も

含めて、保健師で全て対応しております。 

  あと、面談の方法なんですが、原則的にはもち

ろん対面なんですが、やはりつわり等、体調不良

で来られないということもありますので、そうい

う場合はご主人に妊娠届を出してもらって、面談

をリモートで、相手方のニーズに応じてですけれ
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ども、例えばＬＩＮＥ通話ですとか、あとウェブ

の通話の型式も整えておりますので、そういった

形でリモートで実施するように整えておりまして、

令和５年度も１件そういったケースの対応がござ

いました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ありますか。 

  どうぞ。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  皆様、どうもありがとうございました。 

  １つ答弁漏れがございまして、先ほどのヤング

ケアラーの件ですけれども、残部につきましてき

ちんとチェックをしたのかというところが漏れて

いると思います。1,463名というのは分かりまし

たけれども、これで37部しか余っていないので、

教員の分もない、民生委員の分が幾つというのも

説明がなかったということですので、その辺お願

いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（清水邦江君） こども安心

担当主査の清水と申します。 

  申し訳ございません。先ほどちょっと資料を確

認しましたら、全部で1,700部印刷しておりまし

た。なので、先ほど言った児童生徒に配布させて

いただいて、ほかにも民生委員さんのほうにも配

布させていただいております。民生委員はたしか

60部か70部ぐらいだったと思います。確かな数じ

ゃなくて申し訳ございません。 

〔発言する人あり〕 

○こども安心担当主査（清水邦江君） 学校の先生

からお子さんたちに手渡しをさせていただいてお

りますので……、ちゃんとクラスごとに数をきっ

ちり数えさせていただいて学校に配布させていた

だいております。 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） すみません、

先ほどのチラシの配布方法についてですけれども、

まず数につきましては、実際にいる生徒数という

ことはご説明済ですが、その配布方法につきまし

ては、広報とかですと欲しい方が駅で取るとかあ

ると思うんですけれども、もうクラスに積んでお

いて、みんな取ってねではなくて、手紙と同じよ

うに全員に直接手渡ししているので、それで残部

管理というよりは、全員に行き渡っているものと

して考えております。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

子育て支援課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○委員長（土渕保美君） それでは、再開いたしま

す。 

  これより住民課の一般会計分についての質疑に

入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言していただくようお願いいたし

ます。また、資料名、ページ数をしっかりと伝え、

質疑は端的に、分かりやすく発言していただくよ

うお願いします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○住民課長（草野公浩君） 皆さん、こんにちは。

住民課です。よろしくお願いいたします。 
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  それでは、説明の担当職員の自己紹介をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

  私、住民課長の草野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。よろしくお願いいたします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

○国民・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課、

国保・後期担当主査の安部と申します。よろしく

お願いいたします。 

○年金担当主査（山﨑 貴君） 住民課、年金担当

主査の山﨑と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  私は１点なんですけれども、マイナンバーカー

ドについて、一般予算では105ページ、私たちの

予算では49ページ、それと、ほかの資料なんです

けれども、福祉産業委員資料の住民課の１ページ

にあるところなんですけれども、細かく１歳から

100歳までの間の年齢が書かれていて、ちょっと

だけ残念だったんですけれども、幼稚園前と幼稚

園と小学、中学、高校、大学、そして65歳以上と

いう形で私知りたかったんですけれども、それは

後で改めてお聞きしたいと思っているんですけれ

ども、このマイナンバーカード、保険証と連動し

ていると思うんですけれども、現在、保険証とし

て使っているのは割合的にどんな形なんでしょう

か。特に何歳代が一番多いとか、この辺の年代は

ほぼほぼ使われていないとか、分かったら教えて

いただけますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

  マイナンバー保険証の登録率は１月現在58.9％

です。特に資料的なものがなくて申し訳ないんで

すけれども、傾向的には年代の高い方のほうが比

較的高いように見受けられます。 

  こちらのほう、先ほど委員がおっしゃった１ペ

ージのマイナンバーの年齢別取得状況によっても、

やはり年齢の上の方のほうが高い。これはやはり

連動しているのが多いと思います。 

  ただ、こちらで分かるのは国保だけなので、社

会保険とかそういった情報はありませんので、国

保でいうと58.9％ということでご理解いただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 再質問という形で、今聞き

たかったのは、保険証として現在病院で使ってい

るのは何％ぐらいかなと。取得した状況じゃなく、

実際に病院でというのを、再質問でよろしくお願

いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。 

  国民健康保険のほうの情報が来ているんですけ

れども、年齢階層別ではなくて、利用率というこ

とで報告をいただいています。11月現在4.63％と

いうことで報告をいただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 4.6％ということは、58％

の、さらにそれの4.6％ですから、全体の２％と

かそのぐらいの数になるんじゃないかなと思いま



－１９５－ 

すね。分かりました。 

  では、最後の質問になります。 

  マイナンバーカード、今コンビニで利用できる

ようになりました。コンビニで利用すると住民票

とか、役場で受けるよりも安く受けられるという

ことをちょっと聞きまして、すごいなと思ったん

ですけれども、コンビニで住民票とかを取ると、

町に誰が取ったとか分かるんでしょうか。 

  それとあと、日本全国どこでも定額でこれは取

れるものなんでしょうか。 

  最後に、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。お

答えいたします。 

  コンビニ交付をどなたがしたかというのは調べ

ることはできます。一覧表を作ったりとかはして

いません。ただ、誰がいつ取ったかというのは分

かります。加入しているコンビニ等で全国どこで

も取ることができます。６時から11時まで取るこ

とができます。 

  手数料についてなんですけれども、市区町村に

よっては手数料を変えているところもございます。

宮代町はどちらも同じ手数料で、コンビニ交付も

発行していますし、窓口でも発行しています。同

じ値段でやっています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  大きく２問質問させていただきます。 

  まず、予算書の104ページから105ページ、私た

ちの予算書で49ページになります。 

  (2)戸籍住民基本台帳管理事業の中になります。 

  まず１点なんですが、12節委託料で窓口ＤＸ推

進業務委託料が920万円となっていますが、前回

までは戸籍情報システム改修委託料で456万5,000

円だったんですけれども、２倍まではいかないに

してもちょっと増えているので、この金額につい

てお答えください。 

  それから、13節使用料及び賃借料、この中でマ

イナンバーカード予約交付管理システム利用料と

いうものがあります。これが79万4,000円になっ

ているんですけれども、こちらのほう、上のほう

の役務費のところでマイナンバーカード郵送料と

いうことで94万1,000円になっていますが、昨年

度は221万7,000円ということで、すごい郵送料が

大きかったんですね。今回127万6,000円が減額さ

れています。それに対して、この利用料79万

4,000円自体は変わっていないというところの説

明をお願いいたします。 

  それから、18節負担金、補助及び交付金の中で、

コンビニ交付システム運営負担金69万1,000円と

いうのはどういうところに払われているのかとい

うことをお聞きいたします。 

  最後に、49ページの真ん中のほう、証明書コン

ビニ交付に係る経費ということで、これが1,053

万円ということで、前年度は125万円だったのが、

一気に928万円も増えているということで、これ

に対して説明をよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  では、お答えいたします。 

  まず、最初にいただいた質問、窓口ＤＸ推進委

託料920万ですが、こちらは、今は窓口じゃなく

てコンビニ交付で住民票と印鑑証明書のほうを出

しております。それを今年度から戸籍の証明書も
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併せて交付できるような準備をする予定です。こ

れに係るコンビニ交付をするためのシステムの改

修の委託料となります。なので、その次にござい

ます戸籍情報システム改修委託料とは全く別物と

なります。こちらの改修委託料については、ちな

みに戸籍に振り仮名をこれから振っていく準備が

あります。この分のシステムの委託料でございま

す。こちらは一遍に全てを改修するわけではなく

て、段階を追って今改修をしております。令和４

年もやりましたし、令和５年度もやります。令和

６年度も引き続き行っていきますので、この分は

また別ということになります。 

  先ほどの私たちの予算書なんですけれども、こ

れ合わせて同じぐらいの金額だと思うんですけれ

ども、900万以上変わっていくのは、この分がコ

ンビニ交付の部分ということになりますので、ご

理解いただければと思います。 

  あと、コンビニ交付の事務委託料ですね。こち

らのほうは、コンビニ交付を全てつかさどってお

りますのがＪ－ＬＩＳという団体になります。地

方自治情報センターというところがありまして、

国の機関でございます。こちらのほうに、要はコ

ンビニ交付をする場合、町の情報からコンビニ交

付というのは発行されません。直接インターネッ

トを使ってコンビニ交付って行いますので、町の

情報に直接アクセスすることはできないんですね。

なので、管理をするための仕組みがございます。

それがＪ－ＬＩＳというところが管理をしていま

すので、そこにアクセスをすることで町の情報は

守られるということになっております。この分の

手数料がかかっております。 

  あと、マイナンバーカードの予約システムの委

託料ですけれども、こちらのほうはカードという

のは皆様ご存じのとおり、国のほうで別に作って

おりますので、町のほうで申請は受け付けますけ

れども、このまま国のほうに全ての情報を送って、

向こうで作ってきて、また町に届いて、町から発

行しております。つまり、その流れが町のほうで

は全く分からなくなってしまうんですね。なので、

それを一元的に別に町のほうで管理をするための

仕組みをつくっております。ですので、この分の

費用となります。いつ申請があって、いつが更新

日で、どんな通知を出してというのを全て管理し

ております。この分のシステム料となります。 

  あと、郵送料が大きく変わってきたというのは、

マイナポイントの関係で一気に申請が増えました。

マイナンバーカードの申請をしますと、申請を受

けた後、カードが出来上がりましたよ、それを受

け取ってくださいという通知をします。それから、

カードが直接本人のところに郵便で渡す場合もご

ざいますので、一気に郵送料が増えました。その

件数が、昨年までは多く出るのではないかという

ことで予定をしておりましたけれども、実際、宮

代町は80％を超える交付率となっておりますので、

これからはその郵送自体が減っていきますので、

郵送料も減っているということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  金額がちょうど同じぐらいの金額になったとい

うことで、窓口ＤＸ推進業務委託料のほうが上が

ったということで、ページが104、105ページです。

この窓口ＤＸ推進業務委託料のこの委託先という

のはどういうところかということをお伺いいたし

ます。 

  それから、要するに、この郵送料が下がったと

いうのは、もうマイナカードの申請が減ってくる

だろうなというのを見込んでいるということでよ

ろしいんですね、分かりました。 
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  あと、戸籍証明ということで、今回、私が選挙

に関しまして戸籍謄本とか戸籍抄本とかというの

を提出しなきゃいけないというのがあって、てっ

きりコンビニでできると思っていたら、できなか

ったんですよね。それが今度からできるようにな

るということでよろしいんでしょうか。 

  また、今回のＪ－ＬＩＳですか、これに関して

は分かりましたので、１点だけよろしくお願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  ＤＸ推進業務委託なんですけれども、こちらは

コンビニで戸籍の抄本を取りますので、宮代町の

戸籍システムを委託していますベンダーは富士フ

イルム株式会社というところになります。こちら

のほうに委託する予定でございます。 

  仕組みができればコンビニで取ることができる

ようになりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） お疲れさまです。佐藤でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

  些末なことというか、毛色の変わったところで

105ページなんですけれども、(2)戸籍住民基本台

帳管理事務というところの役務費、通訳機ＳＩＭ

更新料、これはポケトークみたいな形のをイメー

ジすればよろしいのか、それとも何か特別なもの

があるのかといったことが１つと、それの効用と

いうか、使っていらっしゃる方の、すごく便利だ

とか、その辺のご感想を、たかだか6,000円のも

のではありますけれども、ちょっとお尋ねしたい

と思います。これはジャブみたいなもので。 

  次に、マイナンバーのことで、これ以前草野課

長にも申し上げたこともありますけれども、数点、

住民の方から問題点と苦情等ありましたので、改

めて確認と、今後、きちんやるというところの確

約をいただきたくて、お尋ねいたします。 

  まず、マイナンバー、いっとき、公文書コーナ

ーのところでお二人ぐらい女性の方が一定期間座

って、特に増えるときだったと思うんですけれど

も、去年かおととし、要するに時計の下のところ

に座ってやっていらっしゃったときに、あそこま

での需要がなかったからだとは思いますけれども、

くっちゃべってばっかりじゃないかというふうな

苦情がさんざんありまして、住民が来るまでの間

ほかの仕事をやったりとかという形で、そういう

ことが起こらないように、今後そういうことがあ

るときにはしていただきたいのが１点。これはそ

うでもないんですけれども、大事ですけれども。 

  もう一点が、あそこのブースのほうに入って今

やられているかと思います、マイナンバーの交付

等を。ところが、あれ声がだだ漏れで聞こえてプ

ライバシーが保たれていないというふうな声もい

ただいております。これが２点目、今後どうする、

何かしら対策を立てているのか、また町のほうに

そのような苦情が来ているのかというところも含

めてです。 

  ３点目、これは非常に改善されたのでいいとは

思うんですけれども、どのような改善をされたの

か分かっていないのでお尋ねしますが、以前、僕

のところに来たのだけでも３名いらっしゃったん

ですけれども、ポイントも２万円分つくというの

を聞いたけれども、自分のｎａｎａｃｏやらＳｕ

ｉｃａやらに２万円を入れなきゃならないという

ふうに説明を受けて勘違いされた方がいて、よく

よく聞いてみたら、口頭の説明で、文書も案内の

チラシも何もなくて、そのように言って入れてみ
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てというので、おかしいんじゃないかというのを

聞いて、それは草野課長のほうにも直接お話をさ

せていただいて、口頭だけではなくて、何かしら

その辺ちゃんとやったほうがいいんではないかと

いうことで、改善されたようなことをお聞きいた

しましたが、どのような改善をされたのかという

ところを僕のほうも聞きはぐっておりまして、ま

た、ここにいらっしゃる委員の方も、今後そうい

うのをひょっとしたら相談を受けられるかもしれ

ないので、そこのところをお尋ねしたいと思いま

す。 

  また、先ほど田原さんがおっしゃったのかな、

振り仮名、戸籍上のというのか、役所に登録して

いるのがある程度、きらきらネームでも何でもい

いですけれども、これまではどういうふうな読み

方でも一応通っていたのを整理して、一定期間を

過ぎた後は役所のほうでこうしますよというふう

な制度のことですよね、たしか。それのお尻のほ

うというか、どういうふうなスケジュール日程と

なっているのかなというところがちょっと気にな

ります。これも僕の周りの人と話していて、そん

なの聞いたことがない、マスコミで強く言ってい

ないと。いっとき言っていたんですけれども、言

っていないからだとは思いますが、そこのところ

をお願いいたします。 

  最後になりますが、窓口業務をいろいろと電子

申請、確かに電子申請は随分と増えてはいるのは

承知しております。先ほど、前段の委員が戸籍抄

本・謄本も来年度あたりからできるようになるん

だったかな、そのような形。住民票を僕も取った

ことありますし、それは分かるんですけれども、

今のところ、これまで、要するに電子申請やって

いなかったときに比べて何件ぐらいが電子申請の

ほうに移行していたのか、また、それはパーセン

テージでいうとどれくらいか。件数というのは事

業数で結構です、住民票が１件とか、そういうふ

うなカウントで結構ですけれども、何件ぐらいは

電子申請になって、来年度はどれくらいになるの

か。再来年度は、例えば今20件だけれども、40件

になりますよ、60件になりますよというふうな、

ざっくりで構いませんので、お願いいたします。 

  また、これらの少なくとも直近で構いませんが、

恐らく件数が多くて、なおかつ電子申請でも大丈

夫だというふうな届出ベースのところを先に手を

つけられるのかと思いますけれども、それによっ

て窓口業務時間がどれくらい減ってくるというふ

うに想定されているのか。当然この辺は、そのよ

うなシミュレーションをしていると思いますので、

その辺をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  私のほうから、まずポケトークです。どうして

も英語が多いです、中国語の方もたくさんいらっ

しゃいますけれども、中国語の方は比較的日本語

で一応コミュニケーションが取れたりすることが

多いです。ただ、英語の場合、全く英語しかしゃ

べれない方もまだ多くいらっしゃいます。私ども

が普通に対応できればいいんですけれども、なか

なか対応できませんので、その部分でポケトーク

のほうで、100％ではないですけれども、お互い

何とか通じるような、何を求められて、何をこち

らから返しているのかが分かる程度で一応会話の

ほうはできています。ここ５年ぐらい進めて、今

も使っております。なので、その分のＳＩＭの更

新料となっています。 

  マイナポイントの関係なんですけれども、マイ

ナポイントの申請用のブースを設けておりました。

管轄でいうと企画財政課のほうで管轄をしていま
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したので、私どもで答えるところではないかなと

思うんですけれども、たまたま僕が前職がそこだ

ったものですから、そういう声をいただきまして

話もしておりますので、これからはそういうとこ

ろは注意はしていくということで、お話は通じて

います。 

  ポイントのところもついでなので、もうポイン

トの制度は終わってしまっていますので、過去の

話ですので、また別にお話ししてもしようがない

かなと思いますので、ごめんなさい、お話をしま

す。 

  途中から２万円のチャージをしないと、そのチ

ャージに対してのポイントというのが分かりづら

いというところのお話をいただきまして、ずっと

口頭で話をしているだけだったんですけれども、

特にｎａｎａｃｏの方が多かったので、チャージ

が必要なんですよというチラシを配るというか、

説明をしながらそのペーパーを渡すということで

対応させてもらっていました。 

  あと、振り仮名の関係なんですけれども、令和

７年５月からスタートをします。振り仮名の関係

ですね。なので、来年の今頃こんな話をするのか

とは思いますが、一応、今のところの予定では、

令和７年５月から全ての方々に、はがきで通知し

ます。あなたの振り仮名はこうなっていますよと

いう通知をはがきでします。それを、７年の５月

からスタートするんですけれども、いつ皆さんに

通知できるかは、いかんせん全国民に配りますの

で、郵送のタイミングとかその辺がまだ定かでは

ないですから、５月に配れるのか、６月に配れる

のか、７月に配れるのかは分かりません。ただ、

いずれにしても皆さんに郵送して回答をもらいま

す。変わらないという回答ももらうということに

なっています。１年間の有効期間です。その１年

間は、変な言い方ですけれども、訂正することが

可能となります。１年を過ぎて、やっぱりという

方は、今でも氏名等の変更は家庭裁判所の許可が

必要となります。なので、１年過ぎたら許可が必

要となります。５月に配れば翌年の５月まで、７

月に配れば翌年の７月までの１年間ということで、

今のところはスケジュールが立っておりますが、

変わるかもしれません。今のところはそういうス

ケジュールで動きましょうということで進んでお

ります。はっきりしたものが出ていないので、マ

スコミも言わないというところだと思います。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（草野公浩君） 住民課長の草野でござ

います。 

  まず、マイナポイントを実施しているときに、

ブースで申請のときに声が漏れてしまうというよ

うなお話かと思いますけれども、あの後、なるべ

くやり取りは職員も声を抑えてやるようにはして

いるんですけれども、マイナポイントの制度が今

終了しましたので、今後は、そういう混み合った

ことがないようには思っているんですけれども、

そのマイナンバーの申請もそうなんですが、住民

課の窓口というのはいろんなことで相談に来ます

ので、個人情報とかも当然ございますので、そう

いった意味で、これから個人情報に配慮したブー

スをつくっていこうかなとは思っております。ま

だ具体的にはしていないんですけれども、これか

らぜひ検討していきたいと思っております。 

  それから、窓口業務の電子申請の関係ですけれ

ども、これも今回、企画のほうで策定しましたＤ

Ｘプランのほうに、これから３か年かけて窓口業

務の電子申請を進めていきましょうという項目が

あったと思いますけれども、うちのほうでもこれ

から検討していくということになります。今上が
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っていますのは、マイナンバーの申請でカードを

取りに来るのを、今電話で連絡をしているんです

けれども、そういったものを今度、ＬＩＮＥとか

を使ってやれるようにしようとか、それから国保

とか後期の、窓口で紙で申請をしている事務が結

構あるんですけれども、そういったものも今度、

電子申請で何か使えるものはないかということで、

今具体的には名前が上がっていますので、適宜、

検討して進めていきたいと思っております。 

  次に、窓口業務の積算の関係ですけれども、こ

れから電子申請について具体的に決めていきます

ので、そんな中で、窓口業務の時間がどれだけ短

縮できるのかというのも当然検討していきたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。やっぱりポケトークだったんですね。分か

りました。 

  苗字の件なんですけれども、令和７年５月なの

か６月なのか７月なのか分からないけれども、そ

の辺から始めていって、原則変わらないという回

答でというふうなお話るるありましたけれども、

１年間を過ぎたら家裁の許可というふうな話があ

りましたけれども、これ今聞く必要があるかどう

か分かりませんけれども、１年間というのが出て

きたので一応確認させていただきますと、これは

発送基準なのか、到着基準なのかというところな

んですけれども、その１年の起算点というところ

です。 

  回答として、変わらないというのが原則という

ふうになっていましたけれども、これ郵便で行う

ということですけれども、間に合うのであれば、

こういうのこそ電子でやったほうが、女優の何と

かしょうこというのが「しようこ」というのが戸

籍上になってしまっているというふうなのがあっ

て、要するに郵便だと手書きになりますので、や

はりエラーが出てきてしまうおそれがあると思い

ますので、できるのであれば、この辺も電子的な

ところでやったほうがそういうのが防げるんでは

ないかなというふうに個人的には思いますが、そ

の辺は可能なのかどうか、またそのような考えは

あるのかどうかというところをお尋ねいたします。 

  次に、草野さんが答えていただきましたマイナ

ンバーの作成の、これ実は僕が個人的にそれ数名

に言われたので、その後、新聞読みながらとかで

確認しているところを見ると、草野さんのご心配

されているのよりも、職員の方よりも、むしろ住

民で声の大きい方が非常に大きくて、自分の個人

情報をぼんぼんと言うふうなのが僕はより多いん

じゃないかなと思っておりますけれども、そうは

いえ、そのようなところでやっていて個人情報が

漏れたとなると、町のほうでのそのような設備を

取っていなかったからというふうに言われかねな

いところもございますので、特に住民課というの

は人の行き来の激しいところでありますから、そ

のようなところは配慮してやっていただければい

いんではないかと思っております。 

  その辺につきまして、先ほども検討していくと

いうふうなお話がありましたけれども、マイナン

バーに限らず個人情報等の絡みが、ある意味で課

の中でも多いところだと思います、健康介護も含

めて。それなので、そのようなプライバシーを扱

うようなところに、共通となるかもしれませんけ

れども、そのような形のブースなり、ある部屋の

ところを使うなりというふうな何らかの対策を、

問題が発生する前に行っていただきたいなと思っ

ております。その辺のスケジュール感のほうをお

尋ねしたいと思います。 

  最後になりますが、ＤＸプランの３年間、窓口
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業務、電子申請、先ほどのと重複するかもしれま

せんけれども、この辺はでき得る限りスピード感

を持って、各課そのつもりではやっているとは思

うんですけれども、先行自治体で当然、失敗、成

功事例があると思いますので、そこのところに聞

いてみるなりとかして、できる限り職員の負担が、

早く終わることによって減るような方向をいろい

ろ調査して検討していただきたいと思いますが、

そのような考えがあるのかどうかについて再質問

させていただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  すみません、私の説明がうまくなくて申し訳ご

ざいませんでした。 

  振り仮名の関係ですね。変わらずが基本じゃな

いです。皆さんに、今ある情報をはがきでお伝え

します。それについて変更があれば届出をしてく

ださいという旨の通知になります。ただし、変わ

らなければそのままでいいですとかというのもあ

るのかなとは思うんですけれども、それが許され

ませんという話をしました。変わらなくても、変

わらないで大丈夫ですという届出が必要となりま

す。なので、全員が何かしらの届出をしなければ

いけないというのが、負担があるなというのが今

のところの戸籍の担当の印象です。それがどうな

るかはこれからです。 

  電子の関係ですね。当然マイナポータルが使え

ます。電子で行う皆さんに回答していただくよう

になっています。今のところは、国の指導では当

然マイナンバーカードを使ったマイナポータルを

使ってほしいというのもあるので、マイナポータ

ルでしかないですけれども、町の電算が進んでい

けば電子申請でやってもらうことは当然できるこ

とになると思います。その辺は、当然積極的にう

ちのほうも、わざわざ来てもらって紙を出すとい

うのは、ちょっとどうなのというところもありま

すから、０歳から100歳まで全ての方が出さなけ

ればいけませんので、なるべく簡単にできるよう

にはしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（草野公浩君） 住民課長の草野です。 

  まず、個人情報の保護の関係ですけれども、ス

ケジュール感ということですけれども、当然、す

ぐできるものは随時やっていきたいと思っており

ます。どうしても予算がかかるものについては、

来年度予算に向けて予算編成でしっかり検討して

いきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  では、再々質問、最後になります。 

  順番が逆になりますけれども、今、草野課長お

っしゃられた予算のほうがかかってくるのは当然

なんですけれども、先ほどちょっと僕も言葉足ら

ずで、これまでの先行自治体等にお尋ねするとき

に、どういうふうな失敗点があった、こういうふ

うにやったらうまくいった、と同時に効率的にで

きた、予算的にももっとかかると思ったら、こう

いうふうにやったら、例えばＡとＣという事業を

一遍にやることによって、共通項があることで安

くなるとか、いろいろあると思いますので、何も

考えずにというか、住民課のほうの判断でこうだ

ったら大丈夫かなぐらいじゃなくて、きちんとそ

の辺を、成功自治体等いろいろと情報を集めた上

でやられたほうがいいんではないかなと、老婆心

ながら思いました。 
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  次に、最後にマイナポータルのことですけれど

も、どうもありがとうございます。要するに、全

員が変更するかしないか、変更しない人も変更し

ませんというふうな回答をするというところは分

かりました。変更する人はそこでやるということ

で、これがマイナポータルもオーケーという形、

ここまでは分かりました。 

  先ほど、僕が聞いたところ以上のことを田原さ

んはおっしゃってくださいましたけれども、特に

年配者、高齢者でもプログラミングまでできる方

はいらっしゃいますから一々申し上げませんけれ

ども、例えば教育推進課とかと一緒になったりと

か、横のつながりで連携して、小中学校の生徒児

童に対して、こういうふうにやるんですよと、マ

イナポータルできるんですよとなると、ああ、子

どもに聞けば分かるわと家庭のほうでなったりと

かすると思います。また、保育園等にやれば、ち

ゃんとその辺を知らせれば、若いお父さん、お母

さんという方たちは、僕なんかよりもずっとそう

いうのに強い人がいらっしゃると思いますので、

先ほど田原さんがおっしゃったいろんな告知方法

というのも早めにどんどんと効率的なのをやって、

これも先行自治体でうまくいっているところとか

あると思いますので、そのような形もやっていけ

ば、より早く職員の方の負担が、手書きよりもマ

イナポータルでやっていただいたほうが、くせ字

とかそういうのも間違いなく済むと思いますので

いいと思いますが、いかがお考えでしょうか。最

後の質問になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  横のつながりでやるというのは参考になりまし

た。ありがとうございました。 

  ただ、先行自治体に関しては、これ全国で一斉

にやりますので、この件については、ちょっと先

行事例等はありませんが、町のシステムの関係で

いくと町村会というグループでいろいろやってい

ますので、そこと一緒にやって、宮代町が参加し

ている埼玉県の市町村会のほうのグループは神奈

川県の町村会のグループとも同じベンダーで動い

ていますので、いろいろ情報交換もやっています

ので、その辺も含めて進めていきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で住民課の一般会計分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月19日火曜日、午前10時から委員会を開

き、健康介護課分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時１３分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  開会前に、丸藤委員におかれましては、体調が

優れない上、欠席の旨をいただいております。皆

様に報告いたします。 

  ただいまの出席委員は12名であります。これよ

り３月18日に引き続き、予算特別委員会を開きま

す。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２０号の審査（健康介護

課・産業観光課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は議案第20号 令和

６年度宮代町一般会計予算についてのうち、健康

介護課、産業観光課分の順に質疑を行います。 

  これより、健康介護課の一般会計分についての

質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言し、また、質疑で資料を使用

する場合は、必ず資料名、ページを言ってから発

言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○健康介護課長（井上正己君） 本日はよろしくお

願いいたします。健康介護課長の井上です。 

  本日、ちょっと分かりにくいんですが、健康介

護課では民生費のうち、老人福祉費をご審議いた

だきます。一部は介護保険特別会計に入りまして、

金曜日にまたご審議いただくこともありますので、

分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお

願いします。 

  また、衛生費につきましても、昨日ですか、子

育て支援課に来年度から移管する母子保健につい

ては、ご審議いただきましたので、それ以外の部

分ということになります。分かりにくくて申し訳

ありませんが、よろしくお願いします。 

  以下、職員は自己紹介をさせていただきます。 

○健康増進室長（竹花 治君） おはようございま

す。健康増進室長の竹花と申します。よろしくお

願いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） おはようござ

います。副課長の稲宮と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） おはようご

ざいます。健康介護課高齢者支援担当主査の鈴木

と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） おはようござい

ます。健康介護課介護保険担当主幹の加藤と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（山内一生君） おはようござい

ます。健康介護課保健センターの地域医療感染症

対策担当主幹の山内と申します。よろしくお願い

します。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） おはようござ

います。健康増進担当主査、中村と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。おはようござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  まず、２問質問お願いします。 

  私たちの予算書の86、87なんですけれども、予

防接種の件でなんですけれども、これは、大丈夫
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なんですかね。予防接種の件でなんですけれども、

これは、かかりつけ医院が六花ということでこの

中には書いてあるんですけれども、町のほかの医

院でも受けられると思うんですけれども、これは

宮代町の医院であったら全て受けられるんでしょ

うか。 

  もう一つなんですけれども、89ページ、コバト

ンの健康増進のマイレージ事業なんですけれども、

今年度からアプリに変わって携帯のほうで行える

ようになるんですけれども、前年度よりも予算の

ほうが大きく削られて減少になっています。これ

はどういった理由から減少されたんでしょうか。 

  ２点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問についてお答え申し上げま

す。 

  まず、１点目、私たちの予算書の86ページの部

分になりますか、保健予防事業でございます。こ

ちらにつきまして、予防接種について町内の医療

機関で受けられる、どこの医療機関で受けられる

のかというご質問かと思います。 

  まず、定期の予防接種におきましては、小児の

定期の予防接種と、あと高齢者の方々について行

っている定期の予防接種がございます。小児の予

防接種に定期の予防接種につきましては、町内で

すと福沢医院さん、あと、もとむらクリニックさ

ん、あと、公設宮代福祉医療センターの六花の３

か所でございます。 

  高齢者の方々に対する部分になります。高齢者

の方々の季節性のインフルエンザでございますけ

れども、こちらにつきましては、福沢医院さん、

あと、いそ整形外科医院さん、もとむらクリニッ

クさん、公設宮代福祉医療センターの六花、あと、

すずき整形外科クリニックさん、鈴木医院さん、

福田医院さん、あと、坪井内科医院さんでござい

ます。 

  あと、もう一つ、高齢者の方々に対する65歳、

来年度は65歳の方に対する高齢者肺炎球菌の予防

接種でございます。 

  こちらにつきましては、福沢医院さん、あと、

いそ整形外科医院さん、もとむらクリニックさん、

公設宮代福祉医療センター、すずき整形外科クリ

ニックさん、鈴木医院さん、福田医院さんでござ

います。 

  続きまして、マイレージの予算が減った理由と

いうことで、私たちの予算書89ページになるかと

思います。こちらにつきましては、来年度から、

先ほど委員さんのほうもおっしゃられたように、

歩数計ではなくアプリのほうに変更するというこ

とで、歩数計の方々で行っていた方々が全ての

方々がもしかしたらうまく移行できないでそのま

ま減ってしまう可能性があるということと、あと

もう一つが、インセンティブの部分で歩いていた

だいた方々、5,000歩以上歩いた方々と8,000歩以

上歩いた方々に対してお配りしているものですけ

れども、こちらについては今年度までが健康診査

を受けていただいた方々について500円のプラス

をさせていただいていたんですけれども、皆さん

受診率のほうも落ち着いてきていて、こちらのほ

うとひもづけしなくても大丈夫になっているんで

はないかということで、国保との判断で健康診査

を受けていただいた方々500円分を来年度は入れ

ないということで、純粋に歩いた方々、一生懸命

頑張っている方々に対するありがとう券のほうを

お配りさせていただくということに変えさせてい

ただいたことによって金額が減ったということで

ございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  保健業務のほうは、予防接種のほうは分かりま

したので、マイレージのほうで再質問したいので

すが、町の中では何パーセントぐらいの方が、こ

のマイレージの万歩計を使っていたのか、例えば

年代別で分かるとうれしいんですけれども、男女

別とかそういう比率なんか分かったら教えていた

だけないでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  申し訳ございません、今いただきましたマイレ

ージの参加者の内訳ということだったと思います。

参加状況におきましては、令和５年12月末現在に

なりますけれども、年代別でいきますと、10代が

１名、20代が136名、30代が355名、40代が510名、

50代が497名、60代が577名、70代が1,356名、80代

が745名、90代が34名ということで、合計4,211人

ということでこちらのほうでは把握させていただ

いています。 

  使用していただいている部分についてなんです

けれども、歩数計が2,728名、スマートフォンで

の参加が1,483名ということで、歩数計の方々が

全体の65％を占めているという状況になっており

ます。 

  男女別におきましては、男性が1,688名、女性

が2,523名。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  私もこの万歩計をやっていまして、夫婦で歩い

て、この商品券もらうのがとても楽しみですので、

またこういう企画があればどんどん２人で散歩し

たいと思いますので、ぜひ長く続くようによろし

くお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  質問させていただきます。 

  予算書144、145ページ、私たちの予算書は39ペ

ージでございます。若い世代の健康づくり促進事

業で、こちらはとてもすばらしいことだと思いま

して、一応この122万円ついているんですけれど

も、これでもっとつけてもいいかなと思ったぐら

いなんですが、こちらに託児つき運動教室をやっ

てくださるということが書いてありまして、もう

少し具体的にどんなことをやろうとされているの

か、お伺いしたいです。 

  私たちの予算書の89ページ、こちらの健康づく

り・食育推進・自殺対策事業の、その自殺対策の

ところで、何か命の門番と位置づけられるゲート

キーパーの養成講座というものを実施とありまし

て、その上に、悩んでいる人に寄り添い、関わり

を通して必要な支援につなげることのできる人材

の育成とございますが、その人材をどのように、

人材とはどういった方なのか、そちらを教えてい

ただきたいです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問にお答え申し上げます。 

  私たちの予算書89ページのところの健康教育事

業のところかと思いますけれども、こちらにつき

まして、託児つきの事業ということでございます



－２０７－ 

が、こちらはスッキリ運動教室のほうに行わせて

いただいております。また、続いて自殺対策事業

のところで、ゲートキーパーとかの門番に対する

養成講座というところでございますけれども、こ

ちらについてはゲートキーパーの養成講座という

ことで、職員も含めてなんですけれども、こうい

う相談、一応、心に関する相談があったときに、

どこに相談をしたらいいかということをまず知ら

ない方々とかも多いというふうに理解しています

ので、そういう方々がいらっしゃったとき、町で

もそうなんですけれども、職員全体にまずそうい

う話が来たら、最終的に保健センターとかもそう

なんですけれども、こういったところに相談でき

る場所があるというところを職員自体がきちっと

認識できるようにしておいて、相談があったとき

に私たちのところでは関係ないということではな

く、身近な方々でもいろいろ悩まれている方がい

らっしゃったときには、ぜひそういう相談の窓口

につなげていただきたいということで、そういう

講座のほうを行わせていただいているということ

でご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○委員（野原洋子君） 今の、その窓口を紹介でき

るという話でしたが、そもそもそのゲートキーパ

ーの養成講座はどなたが受けるものなのか、悩ん

でいる人に寄り添う人材というのが職員でなくて

もという話でしたが、例えば一般の町民の中から

そういうゲートキーパーの養成講座にも出られる

のか、そういうことをお聞きしたいです。 

  あともう一つ、その前のスッキリ運動ですか、

そちらのほうの託児があるということでしたが、

それにかかわらず、若い世代の健康づくりという

ものを、特にこの予算をつけて具体的にもう少し

教えていただければと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました再質問にお答え申し上げます。 

  ゲートキーパーの養成講座でございますけれど

も、こちらにつきましては、先ほど申し上げたよ

うに、職員と、あと過去において民生委員の方々

に対しても行っていますし、一般の方々に対して

も周知のほうを図らせていただいて、先日行った

ばかりなんですけれども、希望があった方々に対

する講座のほうを行っているというところでござ

います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  ご質問いただきました、若い世代向けの運動の

講座のちょっと具体的な内容ということで、委員

会資料としてお配りしています健康介護課分の５

ページをご覧いただければと思います。 

  お配りしています５ページのところに、下段の

ほうに第５次総合計画関連事業という名称で、こ

ちらが若い世代向けの６年度、これまでも実施し

てきたもの並びに６年度も予定している事業の内

容でございます。 

  まず、お家でＦｉｔ！運動オンデマンドレッス

ンということで、こちらは自宅にいながらにして

好きな時間に運動できるような講座ということで、

動画を視聴するような在宅での運動支援の内容と

なっています。 

  ２番目の、親子でエンジョイウォーキング、こ

ちらは幼児や小学生の親子を対象としたウォーキ

ングの実習講座でございまして、令和５年度は、

ぐるる宮代で開催をしております。 

  ３つ目の、スッキリ運動教室、こちらにつきま
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しては20歳から49歳を対象とした運動実習でござ

いまして、５回のコースに分かれたコースとなっ

ております。 

  最後は健康ワードラリー。こちらにつきまして

は、若い世代もですが、町民の皆さんに幅広く参

加いただけるものとして、町内のチェックポイン

トを巡るウォーキングイベントということで、チ

ェックポイントごとに設定されたワードを探して

いただきまして、そちらを応募していただきます

と、抽選で賞品を進呈させていただくような内容

となっています。 

  令和６年度予定している事業はこちらの４つの

事業です。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  予算書の138ページ、保健衛生総務事業の中の

141ページのほうです。負担金、補助金及び交付

金の中のがん患者アピアランスケア用品購入費助

成金について、お伺いいたします。 

  こちらは来年度初の事業になっていると思いま

すけれども、こちらの事業の経緯を教えてくださ

い。 

  あと、この50万円の積算の内訳をお願いいたし

ます。 

  ２点目が、142ページの母子保健事業で、145ペ

ージの産後ケア委託料の産後ケア事業についてで

す。こちらの産後ケア事業デイサービス型の、こ

れ違います。 

  失礼いたしました。１点でお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  ご質問いただきました、予算書138ページから、

該当箇所は141ページになります。保健衛生総務

事業のがん患者アピアランスケア用品購入費助成

金、概要と内訳についてご説明させていただきま

す。 

  がん患者の方等で外形の変化を補完して、外見

の変化に起因するがん患者の方の苦痛を軽減する

ケアとして令和６年度から始めさせていただきま

す事業でございますが、この予算、50万円の内訳

についてですが、まず、助成内容がウィッグ等、

いわゆるウィッグですね。あと補整具の２つに分

けさせていただいていまして、それぞれウィッグ

が助成額を上限３万円、補整具等につきましては

上限額を２万円ということで助成させていただく

のですが、それぞれ10件ずつ、したがいまして、

ウィッグ等で30万円、補整具等で20万円というこ

とで予算の計上をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 分かりました。 

  この事業に当たっての経緯、どうしてこの事業

をするようになったのかということを、もう一度

お聞かせいただきたいんですけれども。 

  あと、この積算の件数も承知をいたしました。

この補助額が２分の１でしたでしょうか。そのご

確認とこの対象など、あとこれで決まりましたら、

いつ頃こういうお知らせをして、いつ頃からされ

るのかという想定されているスケジュールなども

教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当
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の主査、中村でございます。 

  ご質問いただきました、この予算の導入の経緯

ですが、埼玉県内も含め全国的にこのがん患者に

対するケアというものの機運といいますか、その

助成の必要性というのは高まってきていまして、

県内でも既に令和５年度で16団体が導入していま

す。 

  令和６年度につきましては、まだ、当然各市町

さん予算案を出している段階ですが、宮代町も含

め20団体がもう導入をする方向で動いていると伺

っております。 

  そんな中で、宮代町もこの必要性を十分に考慮

した結果、導入させていただきたいと令和６年度

予算案でお願しているものでございます。 

  あと、補助額につきましてですが、こちらに対

しては、ウィッグであれば３万円を上限として全

額です。２分の１というものではなくて、購入費

で３万円に達するまでの金額を助成させていただ

きます。 

  補整具等に関しましても、２万円を上限といた

しまして、そこに達するまでの全額を補助すると

いう予定でございます。 

  導入の時期なんですが、この後、予算の議決を

いただきましたら速やかにということで準備は進

めていまして、できれば４月中から施行させてい

ただいて、４月以降の購入費につきましては対象

とさせていただく方向で今準備を進めているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 内容、大体承知をいたしま

した。このような取組は、私もすごく賛成なので、

宮代町もこのようなことを取り組んでいただいて

よかったと思っております。 

  申請も速やかにという、ご案内も速やかにとい

うことなんですが、この申請というのは町に直接

申請するような形を、方法を取られるのか、最後

にお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  申請につきましては、町、保健センターへ直接

ということになります。例えば、ウィッグですと

医療用でなくても可能というふうに対象とさせて

いただいていますので、なかなか医療機関を限定

するのは難しいのでございますから、お手数をお

かけしますが、申請自体は保健センターにお願い

するという形になります。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島と申します。よろし

くお願いいたします。 

  予算書は147ページの健康教育事業で、私たち

の予算書が89ページですけれども、初めに、財源

のほうで、その他の財源69万円の内訳の中に、個

人負担金４万円と有料広告15万円というのがある

んですけれども、それがどういうものなのかとい

うことが１つと、あと、今回から新アプリのコバ

トンＡＬＫＯＯマイレージが活用されるというこ

とで、147ページの13節の使用料及び賃借料とい

うところで、健康マイレージアプリ使用料18万

2,000円というのがあるんですけれども、それは

県に支払う、どこに支払うのかというのをちょっ

とお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  予算書147ページ、私たちの予算書89ページ、

健康教育事業の中で、まず、財源の内訳というこ

とでございます。その他のところの４万円ですが、

こちらは講座への参加者の方の個人参加負担金を

頂いている部分の４万円でございます。 

  もう一方のほうは、保健センターガイドという

ものを毎年度お作りしていまして、この健康教育

事業にそのガイドの作成を経費と合わせて上げて

いまして、その中で有料広告というものを募って

掲載いただいていまして、その有料広告の収入、

こちらを健康保健センターガイドの使用のための

経費として充てさせていただいているもので、そ

ちらの財源になります。 

  以上です。 

  失礼いたしました。続きまして、アプリの使用

料につきましては、令和６年度は埼玉県が音頭を

取って、民間の会社さんと今開発を、現に開発が

済んでいるところなんですが、その民間の会社に

町が直接払うという、県が音頭を取り、契約自体

は町とその民間の事業者に払うというものでござ

います。その経費を計上しているものです。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） ありがとうございます。

１つ再質問させていただきます。 

  そのアプリを民間の事業者に委託しているとい

うことですけれども、その事業者名が分かればお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  ご質問いただいた、その民間事業者なんですが、

株式会社ナビタイムジャパンというところが、こ

のＡＬＫＯＯアプリの開発に携わっていただいて

いまして、そちらに支払う費用となります。 

  以上です。 

○委員（小島あけみ君） 以上で、再質問はありま

せん。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  質問させていただきます。 

  細かく５点質問させていただきます。 

  まず、予算書の142ページ、143ページ、私たち

の予算書は87ページになります。(1)保健予防事

業、12節委託料、成人用肺炎球菌予防接種委託料、

こちらが92.6万円ということですが、前年度は

309万7,000円ということで、大幅に減額されてい

るんですね。これはなぜかということをお伺いい

たします。 

  それから、帯状疱疹予防接種業務委託料、こち

らのほうの145万円というのは、委託先はどこに

なるのかということです。 

  それと、18節で償還払い助成金が72万5,000円

ということなんですが、これはどのような、何人

ぐらいに見積りしてこうなっているのかというこ

とをお伺いいたします。 

  それから、予算書の144、147ページ、ごめんな

さい、これはもうマイレージやっていますからい

いです。すみません、失礼いたしました。 

  予算書150ページ、151ページ、私たちの予算書

は90ページになります。(1)福祉医療センター運

営事業で、この中の12節委託料、劣化状況調査及

び基本計画策定委託ということで900万円となっ

ているんですけれども、この委託先はどこになっ

ているかをお伺いいたします。 
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  それから、14節工事請負費で、こちらの施設機

器更新工事の1,910万円、これについて説明をお

願いいたします。 

  ４問と言いましたけれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査の中村です。 

  ご質問いただいたまず１つ目の質問、予算書

142ページから143ページ、私たちの予算書87ペー

ジ、保健予防事業の肺炎球菌の増減につきまして

ご説明させていただきます。 

  高齢者の方の肺炎球菌の予防接種につきまして

は、令和５年度までは65歳の年度の方、70歳、75

歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の年度中に

迎える方が接種の対象であったというところでご

ざいますが、令和６年度から国の制度変更に伴い

まして、新たに65歳になる方のみとなります。な

ので、65歳の間、66歳の誕生日を迎えるまでの方

が接種ということで、対象者が大幅に少なくなる

関係で予算が減額になっているものでございます。 

  ２点目、帯状疱疹予防接種業務委託料でござい

ます。 

  まず、145万円の予防接種業務委託料につきま

しては、町内の医療機関と契約をさせていただき

まして、町内の医療機関での接種業務委託料にな

ります。 

  もう一方の72万5,000円、償還払い助成金のほ

うでございますが、こちらは145名ほどを見込ん

で予算計上させていただいています。1人上限

5,000円の助成でございますので、145名分です。

町内の医療機関ではなくて、町外でかかりつけ医

のお医者さんがいらっしゃる場合などを想定して

いますので、そういった方はお手数かけますが、

一旦窓口で払っていただきまして、助成金の申請

としていただくというものになりますので、こち

ら助成金というほうにも費用計上させていただい

ているものです。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 地域医療感染症

対策担当主幹の山内です。 

  予算書150ページ、151ページの劣化診断の委託

料の委託先ということなんですけれども、これか

ら業者選定をさせていただいて、入札で決める予

定ですので、今のところまだ委託先が決まってお

りません。 

  続きまして、工事請負費のほうの1,910万円の

内訳でございますが、こちらにつきましては六花

のボイラー、真空式の温水ヒーター、マイコンの

工事費用が105万円。続きまして、六花の電話交

換の電子交換機というのがございますが、そちら

のほうが1,100万円。そして六花のエレベーター

の１号機の修繕というか更新、オーバーホールの

ほうが705万円、合計で1,910万円となっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは再質問させてい

ただきます。 

  そうしますと、まず142、143ページ、保健予防

事業の肺炎球菌予防接種、これが65歳ということ

で、大体9,000円かかる中の6,000円を補助して負

担が3,000円ということになるわけなんですが、

今までは例えば、70歳以上とかそういった場合に

も、6,000円の補助というのはされていたという

ことでよろしいのか。 

  これからは65歳以上、１回やってしまうと、も

う次から70、75、80になったときには助成がなく
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なるということなのかということをお伺いいたし

ます。 

  それから、帯状疱疹のほうの予防ワクチンのほ

うなんですけれども、この医療機関というのは町

内だと何機関あるのかということをお伺いいたし

ます。 

  あと、この償還払いの72万5,000円なんですが、

145名分ということなんですけれども、例えば、

生ワクチンだと大体8,000円ぐらいですから、お

一人に対して5,000円の補助ということになりま

すが、不活化ワクチンの場合は大体２万2,000円

が２回受けなきゃいけない、そうすると４万

4,000円になってしまう。その場合、例えば２万

2,000円を１回受けるときに5,000円で、２回目受

けるときにもまた5,000円を補助してもらえると

いうことでよろしいのか。 

  もう一つは、例えば１回受けるとして、次の年

度にいったときに、またワクチン接種を受けると

きには、その補助が同じ人物ができるのかどうか、

先ほどみたいに肺炎球菌ワクチンみたいに１回受

けてしまったら、もう次の年度になっても受けら

れない、そういう補助なのかということをお伺い

いたします。 

  それから、あと150、151ページ、福祉医療セン

ター運営事業のこの劣化状況調査及び基本計画策

定委託ということで、まだ決まっていないという

ことなんですが、こちらのほうは先日、視察に行

きまして、屋上を見せていただきました。やっぱ

り大変なんだなということは感じたわけなんです

けれども、例えばこれでシートの張り替えになる

んではないかと思うんですけれども、その工事を

やった後に、もし太陽光パネルを設置する可能性

があるとして、そこまでをこの計画策定に入れる

のかどうかをお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査の中村でございます。 

  １つ目の質問、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種

助成対象についてでございます。 

  令和５年度までは、先ほど申し上げた65歳から

100歳までの方で５歳刻みの方に、年度初めに対

象の方である旨の通知を出させていただいて接種

医療機関で接種いただくように通知をしていたと

ころでございます。 

  令和６年度からは新たに65歳になった方のみが

対象となりますので、そういった方に今までは年

度中にその年齢を迎える方が対象だったんですが、

これからは年度区分関係なく、65歳である方で対

象となりますので、それぞれ65歳のお誕生日が近

くなる頃、もしくは迎えた頃、詳細は今詰めてい

るところでございますが、近くなった方に通知を

お出しさせていただきまして接種の対象者ですよ

ということをお知らせするものです。 

  今までもこれからも、このワクチンは国の方針

としては、生涯１回限りの接種並びに助成という

ことを想定しておりますので、助成回数が１回で

あることには変更はございません。対象年齢の変

更が行われるものです。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 帯状疱疹ワクチン

の町内の医療機関というご質問だったかと思いま

すけれども、実際に各先生方のところの意向まで

細かくまでは聞いておりませんで、医師会の会議

の際に、来年度から始めさせていただきたいとい

うことでおおむねの先生方からはご了解をいただ

いているところでございます。 

  ただ、先ほど、ほかの委員さんのときにお話を
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させていただいたように、定期の予防接種、高齢

者の方々に対する予防接種については、町内でも

福沢医院さんですとか、いそ整形外科医院さんと

か、もとむらクリニックさんですとか、公設宮代

福祉医療センターですとか、すずき整形外科クリ

ニックさんとか、鈴木医院さんとか、福田医院さ

んとかでもやっていただいていますので、その先

生方のところにもう一度確認に行って、進めてい

くというところでご理解いただきたいと思います。 

  私からは以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  帯状疱疹の助成の金額、回数などのご質問につ

いてですが、おっしゃられました２万2,000円の

２回打つ場合でございますが、こちら、それぞれ

１回ごとに5,000円を上限として助成させていた

だきます。 

  もう一つの、同じ方が次の年度もしくはそれ以

降に打った場合、こちらにつきましては、現在は

生涯１回のワクチンであればその5,000円、２回

の不活化を打つ場合は、5,000円を２回助成しま

すが、その方が明けて新たに接種した場合は、今

のところ助成対象外というふうにさせていただい

ているところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 地域医療感染症

対策担当、山内です。 

  予算書150ページ、151ページの劣化調査の委託

調査の将来的に太陽光パネルを想定するのかとい

うご質問なんですけれども、当然太陽光パネルは

想定はします。 

  ただし、屋上のスペースの問題等もありますの

で、当然想定はしていますが、それはまた今後、

実施設計だとかその基本計画の中で考えていくこ

とにしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 再々質問をさせていただ

きます。 

  そうしますと、１点だけなんですが、肺炎球菌

の場合、65歳になった方が受けるのが期限が年度

末になっていたんですが、これはその年度末の期

限はなくなるということでいいかということをお

伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

の中村でございます。 

  新たな肺炎球菌ワクチンの対象の方、６年度か

らはその方が66歳を迎えるまでの間に接種できま

すので、年度での区切りはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。佐藤

でございます。よろしくお願いいたします。 

  結構何点か、７、８点あるのかな。よろしくお

願いいたします。 

  まず、前段の委員のところと重複するというか、

そこのところ先に言ったほうがいいかな。 

  141ページの前段委員のおっしゃっていたがん

患者アピアランスケア用品の件、それとほかにも。

特にこれなんですけれども、今年度からの事業と

いうふうなご説明がありましたが、このような新

しく事業を始めたりとかするものというのは、私

たちの予算書のほうに詳細を説明していただいた
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ほうが、より分かりやすくなるんではないか、予

算に直接関係あることではないにせよ、時間の節

約を、また理解の促進という観点から今後そのよ

うな形で、あと先ほどの泉委員のほうがおっしゃ

っていた年齢制限が変わったりとか、そういうふ

うな変更があったところも端的にこちらのほうで、

60歳からとか65歳になりましただけではなくて、

これまではこうであったが今後はそのようになり

ました、来年度からこのようにさせていただきま

す等の説明があれば、余計な質問と言っては失礼

ですけれども、あえて質問せずに済むのではない

かと思いますので、そこのところまずご指摘させ

て、ご提案させていただきたいと思います。ちょ

っと上から目線で申し訳ございません。 

  次に、予算書121ページ、私たちの予算書の25

ページ、資料だと３ページになるのかな、高齢者

タクシー事業です。こちらのほう企画財政課のほ

うから健康介護課のほうに移管されたというのは、

これは承知しております。承知しておりますが、

移管に伴いまして、いろいろとやり方とか目的ま

でなのかな、少しは変わったりとかしたところは

あると思いますが、まず１点押さえておきたいの

は、これはもともと健康介護課で始まったときも

そうだったんですけれども、これは私さんざんい

ろいろと言ったんでちょっと思い入れがあるとい

うか、バス関係が10年近くずっと言っていますの

で、バスとかタクシーとか、バスの補完事業とし

て行った、ここのところはまず変わっていないの

かというか、出発点のところは変わっていないの

かというところの確認がまずあります。 

  変わっていないのであれば、今度は再質問のほ

うでさせていただきます。 

  次に、同時にこの高齢者タクシー事業のところ

ですけれども、福祉課のほうと、これは福祉課の

ほうでも質問させていただきましたが、重複する

ある人がというか、ある一定の人は福祉課でもタ

クシー事業のほうの、タクシーとか乗れるような

チケット、75歳以上とかで障がい者としてもらえ

る、こちらでは75歳以上でもらえるという形で、

二重に受益している方がいらっしゃいます。 

  サービスの向上とか住民のためという観点では

よろしいかもしれませんが、いかんせん宮代町は

財政が裕福ではありませんので、そこのところを

何度もほかの課でも言っていますけれども、第５

次総でいう横串、町長の言う横串の観点で、福祉

課とのその辺の詰め、調整、話合いというのは、

きちんとなされているのか、また今後も定期的に

その辺をしていくのかというところを確認させて

いただきます。 

  次に、これは予算書には当然出ていないことで

はあるんですが、しかも複数の課にわたるのは承

知しております。僕、これもう７、８年前からか

な、いろんな課に行っておるんですが、基本的に

は駅前から一定のところまでの禁煙もしくは喫煙

禁止条例というか、の政策というのを行うべきで

はないかというのと同時に、何か今日２人続けて

言われたんですけれども、町民の方に、庁舎内、

職員ですね、具体的に。職員と議員等が庁舎の近

辺でたばこを吸っているのは非常にみっともない。

また、煙があるというところは健康増進、以前話

したときに健康増進課と町民生活課と関係するの

か、まちづくり建設課とどこだったかな、４つぐ

らいの課にわたるからというふうにたらい回しに

された経験があるので、その中の一つである健康

増進課、一番それが関係あるかなと思うんですけ

れども、少なくとも庁舎の敷地内というのは禁煙

となっている。予算書に書いていないから言って

いるんだと、だから予算のほうに今年度でも…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、予算に関する

質疑をお願いいたします。 
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○委員（佐藤将行君） これ、じゃ、入っていない。

作為、不作為の分で、不作為の分のところ質問し

ちゃいけないという決まりはあるんですかね。 

  補整してその辺を提出のときには今度これを補

整して入れるということもできないかなと思って

お尋ねしているんですけれども。どうしても駄目

であれば個別に聞きますけれども。 

○委員長（土渕保美君） 個別に聞いてください。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。 

  では、後日、個別にこの辺はお尋ねさせていた

だきます。時間を費やして申し訳ございません。 

  では、予算書の145ページ、狂犬病のところが

ございます。これ狂犬病の。環境、ごめんなさい、

失礼いたしました。じゃ、これでいきます。 

  では、151ページ、六花のことですね。これは

議員の現職。ごめんなさい、この前までの現職と

いう言い方がいいのかな、の方は、昨年の11月11

日の町民と議員との懇談会で町民の方が質問され

ていたので覚えていらっしゃる方も多いかと思い

ますが、六花でジェネリックを断ったところ、ほ

かのところに行ってくれというふうに言われたと

いう件がありまして、これは予算に関係するかど

うかと厳密なところは微妙なことですけれども、

それで、そういうのであれば町からそんなにもう

予算を入れるんではないという意見がありました

けれども、この辺をどう考えているのか、センタ

ー長、石井さんには聞いたけれども、個別の案件

なと言われました。 

  ここのところちょっと個別であれば後で聞きま

す。それと同時に六花の…… 

○委員長（土渕保美君） 個別でお願いします。 

○委員（佐藤将行君） はい、分かりました。 

  これ、151ページに六花のことはいろいろと予

算書いてありますけれども、包括されているんで

すけれども、詳細のところをお尋ねしたいのが、

例えば、医師住宅、ドクター用の住宅とか職員用

の住宅とか、その辺が一切合財まとめて記入され

ていたりとかしているんでしょう。また、土地代

等も包括的に、詳細には書かれていないんですが、

要はどれくらいの費用がかかって、赤字・黒字と

いうところに関係してくるんですけれども、そこ

のところはどのようになっているのか、土地のほ

うのも含めて、そういうところを分かる範囲でお

尋ねして、今手持ちの資料、パソコンが使えない

状況ではありますので、皆さんが分からないので

あれば後でと言う形の答えでも結構です。お願い

いたします。 

  あとは、これは５ページ、先ほど前段の委員で

もございました資料の５ページだと思いますが、

お家でＦｉｔ！というのがございますよね。私の

ほうで自分で出ていないんで申し訳ないんですけ

れども、動画で見ながらというお話が先ほどあっ

たと思うんですけれども、これは遠隔の動画を見

るに当たって事前に登録しなければならないのか、

それとも定常的に経常的に配信はしていて、いつ

でもここにアクセスして参加というか、行うこと

ができるのかということについてお尋ねいたしま

す。 

  次に、これも前段の委員で出たところでありま

すが、私たちの予算書の89ページの保健センター

ガイドというものを配布しているというふうなお

話がございました。まず、これはどこへ配布、配

架しているのかというところと、今年度、令和５

年度の配架、配布状況、またどれくらい皆さんが

手に取ってどれくらい余ったのか、またどこにつ

いては途中で足らなくなったのかというところを

お尋ねしたいと思います。 

  次に、これもちょっと先ほど重複していますけ

れども、泉委員がおっしゃった肺炎球菌のことも

変更したならば私たちの予算書に説明をお願いい
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たします。 

  次に、予算書143ページ、私たちの予算書の87

ページの帯状疱疹のことについてお尋ねいたしま

す。この帯状疱疹、私の周りでも何人も何人もび

っくりするぐらい何か多いんですけれども、また、

テレビのＣＭ等でも、最近帯状疱疹のことをいろ

いろと流しております。 

  昨年度の町内の罹患者数というのは、どのよう

な形になっているのか。また、恐らく、これは素

人考えで恐縮ですが、年々増えているのではない

かと個人的には思っておりますが、その罹患者数

及び受診者数の増加状況というか、変動の状況の

ほうをお答えいただきたいと思います。 

  これで最後になるかな。最後は特定健診、これ

も私は何年も何年もずっと言っておりますが、ま

ず、町民の方からずっと言われているのが、予約

の期間が、これは電話に今では限定して構わない

とは思いますが、電話の予約の時間が、期間が…

… 

○委員長（土渕保美君） ページ数をお願いします。 

○委員（佐藤将行君） ページ、ごめんなさい。

145ページです。私たちの予算書88ページ、資料

では４ページになるのかな。ごめんなさい、大丈

夫でしょうか。よろしいですか。 

  私たちの予算書88ページ、特定健診、これは電

話での予約が今でも恐らく月曜から金曜という形

で10回線でやっていると思います。ネットのほう

を数年前から導入しましたので、多少電話のほう

の回線の余裕度はできたと思いますが、これも何

年も前から言っていますが、月曜から金曜の曜日

ごと、また、一、二時間ごとで構いませんけれど

も、時間ごとにどれぐらいかかってきたのか、10

回線が埋まったのかどうかとか、そのようなデー

タを取った上で10回線としているのかどうか。恐

らく肌感覚ですけれども、火、水、木、この週の

半ばは比較的つながりやすいが、初日と最終日が

つながりにくいというふうなお声を当然というか、

当然と言ったら失礼かな、年配の方からよくお聞

きしますので、そこの状況をきちんと詳細分析、

検証されていると思いますので、その状況をお尋

ねいたします。 

  また、ネットのほうを導入していただいたのは、

どうもありがとうございます。杉戸では、もうか

なり前からやっているので、杉戸のようにやって

くれというふうに申し入れたら数年前からやって

いただきましたが、これは電話のほうとも共通す

るところもありますが、まず対象者に対して郵送

で申込書を送付しております。その中にネットの

操作方法というのをぺら１枚でも入れていただけ

るとやりやすいというふうな形の話が出ています。 

  これは住民課じゃないでしょう。これ、郵送で

はなくて内容の部分。だから井上課長、住民課の

ほうですか。 

○委員長（土渕保美君） そのまま質問してくださ

い。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。 

  すみません、委員長からそのままと言われたん

で、これも住民の方から言われたことを代弁して

いるんで、そのまま言わせていただき、話させて

いただきますが、コロナワクチンのときもその辺

がなくて非常に困ったと言って、私も13人ばかり

代わりに申し込んだりとかしていて、自分でも簡

単なマニュアルみたいなのを作ったんですけれど

も、そのような形で入れていただけると、中には

やり方の分で電話をしてそ、ちらの職員の方のほ

うの仕事が滞るということが起こってしまうとい

うなこともあったとは思うんですが、そういうの

をできるだけ減らすという観点で、ネットのほう

のやり方とか、あと電話のところも、これは健康

介護課のほうでお尋ねしたときに言われた記憶が
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あるんですけれども、きちんと１枚になっている

Ａ３の紙かな、それを出した上で予約してくれと

書いてはあるんだけれども、それを出していない

んで時間がかかるということをお聞きしたので、

その辺のをもうちょっと住民のほうに分かりやす

いようにしていただきたい。 

  また、ここから先住民課になるのかどうか分か

らないけれども、話していいと言われたのでつい

でに申し上げます。違ったらごめんなさい。 

  町のほうで特に高齢者に対して、パソコン、ス

マホ講座等を行っておりますが、そのときに特定

健診の画面を、デモ画面等使って、それでそうい

うふうな申込の方法をレクチャーするというふう

な形を事前にやったりとかすることによって、少

しでもそういうふうな申込画面に慣れる方が増え

てくるのではないか。これは私の個人的な提案と

いうか、考えですけれども、それも一緒にお伝え

しておきます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ではございますが、

全員そろっていますので再開してもよろしいでし

ょうか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、健康介護課の一般会計分の質疑を行

います。 

  ご答弁お願いいたします。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  私から、高齢者等のタクシーの助成についての

ご質問についてお答えをいたします。 

  まず、こちらの当初の目的。 

○委員長（土渕保美君） すみません、ページ数を

お願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 予算書の

120、121ページでございます。 

  (9)番の高齢者等タクシー助成事業についての

回答でございます。 

  まず、ご質問の最初にございましたバスの補完

事業として云々というところで、導入の経緯でご

ざいますが、おっしゃるとおり、当初は町バスの

補完という目的がもちろんございまして、社会実

験もスタートしたところでございます。 

  そのような中で２年間、社会実験を行いまして、

アンケート等も行いました。その中で分かった事

実というのが、利用されている方の年齢層が90％

以上が高齢者であるという事実が分かりました。 

  さらに、その高齢者たちが買物とか病院とか、

ふだんの足として利用されているという結果が出

てございます。 

  そういった事実がございまして、バスの補完と

いう目的もまだ消えてはいないんですが、軸足を

高齢者のふだんの足と足の補助というか、そうい

ったところに移行するために令和５年度から私ど

も健康介護課のほうでこの業務をお預かりをしま

して、現在運用をしているところでございます。 

  それから２つ目のところで、福祉課のタクシー

と我々の健康介護課のタクシー助成のほうの重複

云々というところのご質問でございます。 

  こちらにつきましては、対象者の方々がまずそ

もそも違うというところがございます。私ども健

康介護課のほうは、主に75歳以上の方を対象とし

た、年齢で区切った対象者でございます。福祉の
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ほうは障害者手帳を持っている方ですとか難病の

方、精神の手帳をお持ちの方という形ですみ分け

をしている状況でございます。 

  さらには、福祉タクシーのほうはタクシー助成

をしたりとか、あるいは燃料費、いわゆるガソリ

ンの補助というもので選べる選択制を敷いている

ところでございます。 

  うちの健康介護課のほうは、タクシー券のみと

いうことで一部重複する方もいるかもしれません

けれども、外出の機会を増やすという目的であれ

ば重複はやむなしというふうに考えておるところ

でございます。 

  私からの答弁は以上でございます。 

  それから、ごめんなさい、福祉課との調整はし

ているのかというところでございますが、今のご

指摘の部分もそうなんですけれども、定期的に福

祉課の担当と調整をさせていただきながら、上手

に運営をしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 地域医療感染症

対策担当、山内と申します。 

  予算書150ページ、151ページの六花の関係でご

ざいますが、医師住宅等々につきましては、六花

のほうで独自予算を組んでおりまして、いつも決

算委員会、９月議会のときに六花のほうからご説

明させていただいておりますので、以上でござい

ます。 

  また、六花の収支なんですけれども、コロナ禍

におきましては、やはりちょっと赤字ということ

はございましたが、現在は黒字に変わってきてお

りますと伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村でございます。 

  私のほうから順次お答えさせていただきます。 

  まず、１つ目です。 

  予算書138ページの保健衛生総務事業並びに142

ページの保健予防事業で、新規の事業を私たちの

予算書に掲載をしたほうが分かりやすいんではな

いかというご指摘をいただきました。 

  おっしゃるとおりでございまして、アピアラン

スケアのほうにつきましては掲載しておらず、ま

た、高齢者肺炎球菌のほうも対象者が変更後のも

のしか載っておらず、その辺の変更が分かりやす

くというご指摘、おっしゃるとおりだと思います。 

  今後、新しいものに限らず、町民の皆さんにお

知らせしたいことを分かりやすく、私たちの予算

書ももちろんですが、広報、ホームページなどで

伝えていきたいと思います。改善させていただき

たいと思います。 

  続きまして、予算書144ページ、私たちの予算

書は39ページ、委員会の資料は５ページです。健

康教育事業、お家でＦｉｔ！の教室についての事

前登録制かいつでもアクセスできるかという質問

ですが、こちらは事前登録制でございます。 

  続きまして、同じく予算書で144ページの健康

教育事業になります。保健センターガイドについ

てでございます。こちらは毎年、１万3,000部を

めどとして作っていまして、まず４月号の広報と

一緒に配布をしております。あわせてホームペー

ジでもそのＰＤＦデータをお知らせしています。 

  そして、その年度途中の配架状況でございます

が、保健センターと住民課、住民課は転入の方に

お配りするものとしてお渡ししています。 

  現在在庫の状況なんですが、すみません、１冊

単位では管理できていないんですが、今現在保健
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センターには900残っておりまして、住民課のほ

うには100ずつ単位で渡して在庫が少なくなった

時点で追加をお渡ししているというような状況で

ございます。現在、今日時点で900、５年度のも

のが今残っているというものでございます。 

  続きまして、予算書では142ページ、保健予防

事業、帯状疱疹に関してのご質問でございます。 

  申し訳ございません、罹患者数につきましては、

公式な統計がございませんで、こちらでは把握で

きていない状況です。 

  ただ、今年度に入りまして、やはり委員のおっ

しゃるとおりＣＭも流れている関係もありまして、

保健センターへの問合せは非常に増えて、年度後

半にしたがって非常に増えている状況であります。 

  そういったことからも、今住民の方が不安に思

い必要性を感じているというものは、職員ども肌

で感じているところでございます。 

  最後、特定健診、予算書でいえば144ページ、

健康診査事業、特定健診と私たちではがん検診の

予算として計上させていただいている事業でござ

いますが、こちら曜日ごとの今年度の電話の受付

件数についてご紹介させていただければと思いま

す。 

  委員のおっしゃるとおり、やはり初日が圧倒的

に多くて、１日目が649件で、２日目以降が242件、

162件、121件、最終日が76件ということで、やは

り初日が圧倒的に多くて、やはりつながらないと

いう電話を保健センターにもいただいているとこ

ろでございます。 

  やはり、委員のおっしゃるとおりでして、例え

ば他市町で確定申告の混雑状況とかをホームペー

ジでご紹介している事例もあるかと思うんですが、

そのような形で事前にご案内ですとか、この日は

つながりづらいので余裕を持っておかけください

ですとか、丁寧なご案内ができればなと考えてい

るところでございます。 

  私からは以上でございます。 

  失礼いたしました。対象者にネットの操作方法

ですとか事前講座をというご提案もいただいてお

ります。こちらにつきましても、やはりネットの

操作方法、なかなか難しい方、やってみればでき

るんだけれども、その敷居がどうしても入り口の

部分で困られている方というのがとても多いと実

感しておりますので、講座の開催なども含めて検

討してまいりたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  禁煙につきましてご質問いただきましたので、

答弁申し上げたいと思います。 

  ご指摘のように、今回の健康増進法の改定とい

うのは、望まない喫煙を防止するというのが最大

の趣旨ですから、だばこを吸うなということでは

なくて、吸う方と吸わない方を分離するのが一番

大事なことかというふうに考えています。 

  したがいまして、そういった点では、やり方と

しては、禁煙の場所をつくるというのが一つと、

あとは吸う場所をつくると、この２つが答えにな

ろうかと思っています。 

  前者につきましては、町の現在の状況というの

は、調査、研究する必要があると思っております

し、後者につきましては、予算を伴うことであり

ますので健康介護課としては、併せて検討はさせ

ていただきたいと思います。 

  各施設については、その方針にのっとって運用

していただくことになろうかと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

  質疑は端的にで、要望が少し混じっていますの

でお願いいたします。 
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○委員（佐藤将行君） はい。 

  答弁ありがとうございました。 

  再質問させていただきます。 

  まず、一番最初にございました循環バス等につ

きまして、先ほどのご答弁では補完が消えたわけ

ではない的な趣旨のことを、あの…… 

○委員長（土渕保美君） すみません、ページ数を

お願いします。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、予算書の

121ページの(9)とさっきおっしゃっていたかな。

タクシー事業の関係ですけれども、確かに企画財

政課から始まったときのこととか経緯をおっしゃ

っていました。たしか２年間の実証実験があった

のはあったんですが、あれが実は形式的というか、

実際利用されている方だけに基本的に行くような

形のアンケートになっているというのは、当時の

栗原課長に確認しております。 

  つまり、西粂とか逆井とかバスが通っていない

地域の声がほとんど反映されていないようなのを

金科玉条のようにこれが住民の声だというふうに

やられているものですから、その後もちょっと方

向違いのほうに行くことになっているのを、まず

ご承知おきください。 

  それで、そのアンケートによりまして高齢者の

利用が90％、そしてこの方たちが日常の足という

形をサポートするような形で健康介護課のほうで

引き継いだという旨のご回答がありましたが、に

もかかわらず、これはあくまでもバス事業の補完

というところは維持しているというふうに、私は

先ほどの説明で受け取りました。 

  つまり、例えば夜の10時、11時にこの健康介護

の75歳以上の方がタクシー券を利用して、例えば

飲みにいくとか、そういうのは基本的に想定して

いないというところなんです、バス事業の補完で

あれば。 

  僕が企画財政課に対しても言っていたのは、バ

ス事業の補完であれば、バスの運行時間に限定し

て、できるだけ税金のほうは使わず、ただ、不便

を強いられている方たちに対しては迎車料金も含

めてできる限りそちらは手厚くやっていくのが本

来ではないかということを申し上げていたんです

が、そこのところ先ほどのご答弁でバス事業の補

完というところは消えたわけではないというふう

にご回答いただきましたので、そこのところをき

ちんと今後やっていただきたいと思います。 

  次に、同じ事業のページ数になると思いますが、

これは福祉課とのすみ分けですね。確かに健康介

護課のほうは75歳以上で福祉課のほうでは障がい

の有無、程度によって、また、ガソリン券とタク

シー券というふうに違いがあるとはおっしゃいま

すが、ただ、両方に重複している人があるという

ところも健康介護課のほうとしても理解はしてい

るという回答がございました。 

  では、その重複者数というのは、どのようにな

っているのかというところをお尋ねしたいと思い

ます。 

  次に、151ページの六花の医師住宅等、これは

決算委員会等の資料も含めてその辺を見ていきた

いとは思います。また９月のときにその辺はチェ

ックをさせていただきたいとは思いますが、収支

は赤字であったのが、コロナの影響で、それが黒

字になったとの回答が先ほど山内さんからござい

ました。ありがとうございます。 

  ただ、先ほど申し上げたように、例えば土地の

賃貸借なのか、そういう状況とか、町の資産であ

る医師住宅や職員住宅等のところの支払等という

か、収支上のがきちんとなされているかによって、

これは本当に赤字なのか黒字なのかというところ

が分からないので、ここのところは後で個別にお

尋ねしたほうがいいかと思います。分かるのであ
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れば今日、そこのところお話しください。 

  また、次に同じく中村さんから、新規に関して

は説明してほしいとの私の提案に対して、今後検

討していきたいとのお答え、ありがとうございま

す。これは、先ほどホームページも含めておっし

ゃいましたけれども、ホームページはあと年度の

初めですから今年度は間に合わないにしても、広

報みやしろのほうで昨年度まではこのようにやっ

ていましたが、令和６年度から、今年度は間に合

いませんけれども、恐らく令和７年度からはこの

ようにしますとかと、新年度に対して住民の方に

分かりやすく説明していただければ、より親切な

行政という形になるのではないかと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

  次に、145ページの、お家でＦｉｔ！のところ

です。事前登録というふうなご説明がございまし

た。この事前登録というのは恐らく、ごめんなさ

い、僕のほうで調べていなくて質問しちゃって申

し訳ないんですけれども、ある一定の期日から始

まってというのが前提だと思いますけれども、そ

の始まるどれくらい前からなのかというところ、

また遠隔のネット等で見る者の登録でありますか

ら、会場という概念がないので上限の人数という

のもある程度会場でやるよりは多くできると思う

んですけれども、どれぐらいを想定しているのか。

特にこの辺の類のことをよく住民の方から聞かれ

るのは、お役所というのは早々に、すごい早く募

集をしていて閉め切っちゃうということをよく聞

くものですから、これに関していかがなものかと

いうところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、同じ、ここも中村さんだったかな、145

ページのガイドについての１万3,000部、これは

実は広報みやしろよりも多い数なんですけれども、

広報みやしろは１万2,500ですから、を４月の広

報と同封というふうなお話がございました。 

  ただ、これは広報と同封であると、自治会に入

っていないという方のほうには手渡しというか、

その方の手元に行かないという問題が、これは広

報みやしろの総務課にも毎年申し上げているんで

すけれども、あります。 

  実際やっていたらごめんなさい。広報みやしろ

は置いてあるから、駅とかにもあるんでしょうけ

れども、広報みやしろと同封というか、折り込み

でしているのかどうか分かりませんけれども、で

あると広報みやしろがなくなると同時に例えば駅

とか図書館とか保健センターとか住民課のほう、

住民課はすぐ補充できるから保健センターはいい

でしょうけれども、駅や何やというところはなく

なってしまうというところがあります。 

  保健センターと住民課という話はありましたが、

そうですね、図書館とか駅とか、そういうふうな

住民が多く通るというようなところというのも検

討していただきたいと思っております。 

  次に、143ページ、帯状疱疹のことについてご

回答いただきましてありがとうございました。た

だ、罹患者数、また増減等がきちんと統計取れて

いないというところなんで、今これ本当に、私も

50超えて昨日56になったばかりですけれども、失

礼な言い方すると、もっと年上の方の病気なのか

なと思っていたら、いやそうではないということ

が分かって、僕の同級生もなっているものですか

ら、すごい住民の方でＣＭのあおりと言っちゃ変

ですけれども、影響もあって不安に思っている方

いらっしゃいますので、できるだけ早めに、分か

った時点でホームページでやるなりしていただき

たいと思います。 

  最後に、特定健診。最後じゃないか、特定健診

につきまして詳細に月曜から金曜までの、ありが

とうございました。 

  特にやはり初日、最終日も僕は多いようなこと
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を周りから聞いていたんで、つながらないとは聞

いていたんですけれども、それはある特定の時間

帯なのかもしれませんが、初日はもう抜群に高い、

桁が最終日と違って76の金曜日に対して649です

から、これを見るとやはり10回線を全日用意して

いるというのが、日によって、曜日によってとか、

例えば最終日76件問合せであれば10回線も要らな

いんではないかというふうな形で、もっとフレキ

シブルに予算を使えるような形で、逆に月曜日は

12回線にするなり何なり、また予算がかかってし

まうことになるけれども、翌週の月曜日まで、月

曜から月曜までという形もいいのかもしれません

けれども、そのような形、また、昼間に放送で本

日特定健診がありますと、月曜日と違って空いて

いますとか、何らかのそういうふうなアナウンス

やホームページ等の電話の空き状況等、またＬＩ

ＮＥでの宮代町からの発信で電話の空き状況等を

伝えるというのもありかなというふうに思ってお

ります。 

  最後に、禁煙のこと、井上課長から先ほどお話

がありました。調査はこれから行う、また…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、禁煙に関して

は却下いたしましたので。 

○委員（佐藤将行君） さっきの。だから、コメン

トをちょっとだけ。 

  ありがとうございました。これから他課との調

整等、お話合いをお願いいたします。 

  以上、一部、質問がございましたので、そこの

ところをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  予算書120ページ(9)番、高齢者等タクシー助成

事業のご質問にお答えをいたします。 

  ご質問の内容が重複をしている者の人数は分か

りますかというご質問でございます。 

  健康介護課所管の人数と、福祉課所管の対象者

の突き合わせという作業を行っておりませんので、

具体的な人数というところまではまだ把握ができ

ていないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 地域医療、感染

症対策担当の山内でございます。 

  予算書150ページ、151ページの六花の関係でご

ざいますが、手持ち資料もございませんので、申

し訳ありませんが個別でお願いいたします。 

  失礼いたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  お家でＦｉｔ！の実施期間でございますけれど

も、６月から９月まで行っているんですけれども、

この期間の間であれば、いつのタイミングでも申

込みができるという状況で行っております。 

  また、上限としましては500名というところで

行ってはいるんですけれども、実際の実績が昨年

度全体で117名ということでございました。 

  また、来年度についてはまた新しく業者さんを

決めていったりとかというところから始まります

ので、この人数については少し変動があるという

ところでご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査の中村でございます。 
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  順次お答えしていきます。 

  予算書の138ページの保健衛生総務事業、142ペ

ージの保健予防事業に関連して、新規の事業の伝

え方の部分でございますが、繰り返しになります

が、委員のおっしゃるとおりで、令和７年度へ向

けて、もちろん令和６年度中から工夫して、分か

りやすく伝える方法について、検討・研究をして

まいりたいと思います。 

  続きまして、保健センターガイド、145ページ

の健康教育事業に関連した保健センターガイドの、

今、保健センターと住民課のほうで配布をしてい

るものについてですが、こちらにつきましても、

先ほど答弁で申し上げました残部が今日現在で

900あるというところ。こちらについて事実とし

てありますし、やっぱりいろんなところでの配架

というのは当然工夫の余地があるのかなと思って

おりますので、有効に皆さんに幅広く。もちろん

今、紙だけでなくデジタルでの伝える方法という

のもありますし。 

  ただ、一方でやはり紙であることの安心感とい

うのも引き続きあるかと思いますので、もう少し

配架の場所、伝え方については、こちらも研究・

工夫の余地があるかなと思っておるところでござ

います。 

  続きまして、帯状疱疹の関係ですが、こちらも

繰り返しになってしまいますが、やはり私も近い

人で、同年代の方で罹患するなど、やはり50歳以

上を対象としていますが、ＣＭの影響などでやは

り皆さんの不安というのも今おありになる内容か

なと思っていますので、助成を通して皆さんの不

安を少しでも軽減できるように努めていきたいと

考えております。 

  続きまして、特定健診の件でございます。 

  予算としては144ページの健康診査事業、我々

の事業では、がん検診が関わるところでございま

す。 

  こちらにつきましても、事実として回線が10回

線埋まったのは実は649件、初日実績がございま

すが、午前中のみやはり10回線埋まっている状況

でして、午後以降は比較的回線も埋まらない状況

であり、２日目以降は10回線埋まるということは

ない状況です。 

  職員につきましては、フレキシブルに、例えば

電話の回数も比較的２日目以降は落ち着きますの

で、今度は発送の準備作業に回ったりですとか、

臨機応変な対応で効率よくやらせていただいてい

るんですが、回線につきましては回線数のフレキ

シブルさ、あと10件でいいかも含めて、令和４年

度から比較しまして電話実績が420件ほど減って

いるという傾向もございますので、ネットでの予

約の工夫なども含めて、今後、回線数につきまし

ては検討していけるかなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  １点だけちょっと補足をさせていただきます。 

  六花なんですけれども、六花については設立当

初の経緯から公設民営という形を取らせていただ

いていまして、どういうことかというと、ハード

は町で、ソフトは受託者がという仕組みになって

おります。 

  したがいまして、町の予算上はハード面の予算

しか計上してございません。中の運営については、

受託している地域医療振興協会にお任せしている

状態でありますので、予算書には上がっていない

という点をご理解いただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 
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○委員（佐藤将行君） では、最後の再々質問です。 

  最後の井上課長、どうもありがとうございまし

た。 

  では、再々質問をさせていただきます。 

  というか、まず、鈴木さんのほうにちょっと答

弁漏れと思われるところがありますので、ちょっ

とこれを先に申し上げますが、バス事業の補完と

いうところを先ほどお尋ねしたはずなんですが、

そこについての言及がなかったものですから、そ

このところは全くもう移管されて、少なくとも説

明書等を見ればバス事業の補完というのは出ては

いるんですが、先ほどの答弁で出ていなかったの

で、この答弁漏れのところをまず最初にお願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  大変失礼しました。 

  それでは、タクシー助成事業の答弁漏れについ

てお答えをいたします。 

  バス事業の目的のところの一つでありますバス

の補完という部分でございますけれども、現在の

目的と併用しているところがございまして、バス

につきましては、定期的な時刻表が設定されてお

りますので、定期に利用する手段ということで、

現在も有効な公共交通ということでありまして。 

  一方、タクシー助成につきましては、高齢者の

方がいつ何どきお出かけになることが可能な手段

ということで、その使うタイミングがバスとそれ

から高齢者タクシーではタイミングが違うという

ことで、すみ分けをしているんですが、もともと

の目的は失っていない状況なので、バスの補完で

もあり高齢者の日々の足でもあるというふうに考

えておりますが、最初に答弁したとおり、軸足は

高齢者のふだんの足の補完という意味合いが濃い

状況に今なっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、再々質問をさせてい

ただきます。 

  今の答弁漏れに対しまして。 

  であれば、きちんとそこのところを明記すべき

ではないでしょうか。これまで企画財政課のほう

では、あくまでもバスの補完というところ、そこ

も曖昧ではあったんですけれども、先ほど申し上

げたとおり、バスの補完であれば、バスの運行時

間にバスが通っていない地域の方にも使えるよう

にというのが本来的な制度趣旨的なところだと思

っております。 

  であるならば、例えば８時から夕方６時までと

いうところの、バスが通っていない地域の方にも

タクシーのほうをというのが一番、当初の出発点

であったというのは、これは企画財政課のほうで

確認は当時もしておりますが、そこのところを今

の再質問に対しての答弁でお聞きしますと主客逆

転というか、軸足が変わってしまったようにしか

取れないようなご意見になっております。高齢者

の日常の足というのがメインというふうに聞こえ

ますので、そこのところであれば、そこのところ

をきちんと言っていただきたいと思っております。 

  次に、ほかのところは大体のところは分かりま

した。 

  ただ一点、一点になるかな、特定健診のところ

ですが、先ほど月曜日は午前中は確かにいっぱい

では、中村さんからお話しいただきましたが、午

前中はいっぱいであるが午後は減少というふうな

実例が出ているのであれば、申込みの時点の同封

書類のほうにも、特に月曜日の午前はいっぱいで

あって、さらに言うと月曜日というのは午後は減

少するにせよ、特にいっぱいなので、できる限り
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月曜日を避けて火曜日以降とかいうふうなのを、

事前にこれはお知らせしておいたほうが、月曜に

かけようと思った人は、それを見て曜日を、じゃ、

火曜日でも自分は空いているからやろうとかいう

ふうな措置を取れると思うんですよね。そのよう

なこと、まだ間に合うと思いますので、一応検討

していただければいいかなと思います。 

  また、帯状疱疹につきましても、これは何度も

申し上げるように、非常に関心というか、自分も

いつなるのかというふうな声は同級生の友達から

も聞いているぐらいなので、町のほうとしてもで

きるだけ早い時点で統計等を取っていただきたい

と思っています。 

  あとは大丈夫だと。 

  竹花さんからご説明いただきました６月から９

月にＦｉｔ！のほうを実施して500名のところを

117名というところで、随時募集しているという

ところも分かりましたので、どうもありがとうご

ざいました。 

  また戻るようですけれども、中村さん、特定健

診の420件、これは僕も昨年、一昨年、どんどん

減っているというのは聞いておりましたが、これ

を加速度的にするために、ネットのほうにできる

だけ移行するようにというのを、よりこれからも

努力していただきたいと思っております。 

  途中、特にバスのほうのところは質問も含んで

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  私から、バスの考え方、タクシー券の考え方に

ついてお話をさせていただきます。 

  私たちの予算書は25ページにございまして、今

回、宮代型デマンド交通事業ということで総合計

画に掲げさせていただいていますのは、これは、

これまでの議会、それから住民の皆様からの声に

あるように、バスというのは定期定時路線ですか

ら、どうしても乗れない方、利用しにくい方とい

うのは出てきてしまうわけでございます。そこを

デマンドという形で補完する手法はないかという

ことで実証実験させていただいたのが、タクシー

券による助成です。 

  ただ、その前段でその交通不便な方というのは、

やはりお体が不自由な方もそうでしょうけれども、

年齢を重ねた方、高齢者の方というのは、これは

以前から聞こえてきたことでございますし、実際

にこの事業のページの下のほうにある成果目標と

いうのがあるんですが、高齢者が外出を控えてい

る理由が交通手段がないという方がどうなったか

ということをベンチマークとさせていただいてい

ます。 

  こうしたことから、出発時点でバスの補完であ

ると同時に高齢者支援であるという点も当然包含

している事業というふうにご理解をいただきたい

と思います。 

  果たして、これは以前、総括の中でもお答えし

ていますが、この交通手段がないという方が著し

く減少しております、今回の３年後の調査では。 

  というように、一定の成果が出ておりますので、

引き続き高齢者にもフォーカスしつつ、この事業

を継続させていただくというものです。 

  一方で、高齢者の日々の支援というのは、タク

シーだけでは補い切れないところがあるというこ

とも分かっております。これも過日、答弁はして

おりますが、そこにもフォーカスをして、より多

くの方が日常生活を不便なく過ごせるよう努めて

いきたいと思っておりますので、そこは健康介護

課だから企画だからということではなくて、連携

をさせていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○健康増進担当主査（中村淳一君） 健康増進担当

主査、中村です。 

  特定健診の、予算書では144ページ、健康教育

事業、こちらにつきましては、住民課との特定健

診と我々どものがん検診、協力を、連携を取りな

がら分かりやすい事前周知と、あとデジタルへの

移行への支援ですとか、その辺の工夫を検討して

いきたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  １点お願いします。 

  144、145の、先ほどから出ていましたけれども、

健康診査事業についてです。 

  先ほどから電話の予約とかの話で10回線という

話があるんですが、やっぱり初日は混むんですけ

れども、すいているからかけやすいと、皆さん、

すいているときと言うんですけれども、例えば効

率を考えて８回線にしようとか、そうしてしまう

と、健診率を上げるということにならないし、や

っぱり多くの方に健診していただいて早期に病気

を見つけるということなので、何かそういうとこ

ろは10回線維持してほしいなというのは私は思っ

ているんですけれども、そのあたりいかがでしょ

うか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました質問についてお答え申し上げた

いと思います。 

  委員さんおっしゃられたような形ですね。はい、

実際に申込みが減ってきているから、もうそこで

回線をすぐ減らしましょうということが私たちが

目的としている受診率の向上にはつながらないと

いうところは十分理解しておりますので、今後そ

の数だけで判断することなく、それ以外の部分も

含めまして検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で健康介護課の一般会計分の質疑を終了いたしま

す。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより産業観光課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いします。 

  また、質疑で資料を使用する場合は、必ず資料

名、ページを伝え、分かりやすく端的に発言いた

だくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いします。 

○産業観光課長（小川英一郎君） 皆さん、こんに

ちは。産業観光課長の小川と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  本日の出席者につきましては、自己紹介とさせ
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ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 副課長の榎本

です。よろしくお願いします。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 産業観光課農

地調整担当の小島と申します。よろしくお願いい

たします。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職・

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  ２点、質問させていただきます。 

  まず１点目ですが、予算書の162、163ページ、

私たちの予算書のほうは16ページになります。 

  ５目明日の農業担い手支援事業についてお伺い

いたします。 

  １点目ですね。18節の負担金、補助及び交付金

のところで、「農」のあるまちづくり担い手支援

対策事業補助金について、予算850万円計上され

ている分ですが、農業の農業機械や栽培施設など

の農業施設への投資に対する支援ということで、

昨年度、何人ぐらいの方にどのような支援をされ

たのか教えてください。 

  ２点目は、その下の段の農業次世代人材投資資

金ですが、経営の不安定な就農後の間もない青年

就農者の方、50歳未満の方に対しての交付という

ことですが、例えば畑を購入したり、借りた書類

を申請するなど、どのように申請された方に投資

してもらえるのか教えてください。また、昨年度

のそちらのほうの実績と支援内容も教えてくださ

い。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木です。 

  ただいまのご質問に対しましての答弁をさせて

いただきます。 

  まず予算書162ページから163ページ、私たちの

予算書16ページ、明日の農業担い手支援事業の18

節の負担金、補助及び交付金でございます。 

  まず、ご質問の１点目、「農」のあるまちづく

り担い手支援対策事業補助金でございます。 

  こちらは担い手農家を対象に、農業機械、栽培

テストへの投資に対しての町が投資する支援でご

ざいます。令和４年度の実績でございますが、昨

年度におきましては、交付申請者３件ございまし

た。 

  まず１点目が梨農家で多目的防災網の整備に対

しまして支援をいたしました。補助金の金額は

250万円でございます。 

  それから、麦の作付けに取り組む担い手農家に

対しまして、こちらの農業機械のアタッチメント

なんですが、搭載型シーダーというもので、麦の

種をまく機械でございます。こちらは交付決定額

が93万2,340円でございます。 

  もう一つが、水稲苗の育苗で使う播種機でござ

います。こちらが交付決定額246万5,375円でござ

います。 

  以上が昨年度の交付実績でございます。 

  続きまして、２点目の農業次世代人材投資資金

でございます。 

  こちらは、国が青年農業者を育成するために措

置されました資金でございまして、宮代町におき
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ましては、農業担い手塾を卒業し、その後、宮代

町の新しい農家として認定された農家になったと

きの年齢が50歳未満の方を対象に資金が交付され

るものでございまして、年額150万円となってお

ります。 

  昨年度におきましては、継続受給者ということ

で１名の方に年額150万円を交付いたしました。

この150万円につきましては、前年の農業収入額

に基づきまして目減りする、所得額が多いと交付

金の単価が下がるという仕組みになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございました。 

  １点目のほうの梨農家の方とか、麦の機械を購

入した方とかなんですけれども、こちらは機械購

入した際、全額補助ということになるのでしょう

か。これだけ質問させていただきます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  こちらの補助金の補助率につきましては、２分

の１以内となっておりまして、補助金の上限額は

250万円となっております。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  まず、私たちの予算書の31ページ、一般予算で

は167ページになります。 

  起業創業支援事業で、この中で３万円ビジネス

講座というのがありますけれども、今年これは50

万円上乗せになっています。その下にあるチャレ

ンジショップ、これのほうはマイナス10万円。起

業創業準備支援金、これは据置きになっておりま

す。この３万円ビジネスが上がって、その下の２

つ据置きという、10万円減という、この理由をお

聞かせください。 

  続きまして、もう一つ目が、私たちの予算書で

は96ページ、これの中の商工業の様々な主体との

連携による地域産業の更新というところなんです

けれども、みやしろ産業祭の負担金が60万と、

167ページのほうに一般のほうに60万円と書いて

ありますが、もうここ何十年とこの費用は変わっ

てないんですよね。 

  施設運営の費用はどんどん上がっているのに、

イベントの費用はそれによって削減されている状

態です。会員の方が何日も前から準備して、その

上、経費の半分以上が会員の方の寄附によって行

われている状況なので、この設営費の高騰に対し

て、助成金のことは検討されているのでしょうか。

この２点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  ただいま鈴木委員さんからのご質問につきまし

てお答え申し上げます。 

  まず１点目でございますが、こちらにつきまし

ては、起業創業支援ということで、こちらのほう

予算書ではなく、私たちの予算書のほうをご覧に

なっていただければと思います。こちらの31ペー

ジのほうでございます。 

  こちらにつきましては、月３万円ビジネス、

337万円というふうになっておりますが、こちら

は創業支援事業、月３万円ビジネスの中身だけで

はないものでございまして、こちらのほかの事業

も入っておりまして、まず、こちらのほうで月３

万円ビジネスの事業につきましては、前年同額の
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208万円でございます。 

  こちらのほうは、今年度委託している事業者様

のほうと、またできればお願いしたいと思いまし

て、そちらのほうから見積り取りまして、同額で

やらせていただきたいということでお話を伺って

おりますので、予算計上させていただいたところ

でございます。 

  それから、事業者の話を聞く会、チャレンジシ

ョップ、マイナス10万円でございますが…… 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 副課長の榎本

でございます。 

  先ほどの２点目の質問にありましたチャレンジ

ショップの運営のほうが10万円ほど下がっている

というお話ですが、こちらについては、起業創業

支援ウェブサイトということで「宮代で働こっ」

というサイトがあるんですが、そちらの委託内容

を精査しまして、そちらのサイトの委託料が約10

万円下がっているということでございます。 

  先ほどの大きな２点目、産業祭の関係でござい

ます。 

  産業祭については、商工会と一緒にやらせてい

ただいているんですが、やはり物価高騰がありま

して、なかなかやりくりが難しくなっているとい

うお話は伺っております。ですので、内容を精査

しながら、既存の予算でできるかどうかというの

をまず考えながら、もちろん予算の増額というの

が本来できるといいんですけれども、なかなか町

の予算も限られた中ですので、今回はまずこの予

算内でできるように、今やっている事業を少し縮

小するなり、これからもう少し時間がありますの

で、検討を進めていこうということで今お話をさ

せていただいているところです。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございました。 

  では、再質問のほうをお願いします。 

  まず最初の起業創業支援のほうでなんですけれ

ども、計画の内容では、宮代町での起業を促進し

て、空き家店舗や公共施設の空きスペースなどで

チャレンジショップとしてと掲げてありますが、

今までいつどこでどのようなものが販売されたか、

お聞かせください。 

  もう一つのほうなんですけれども、もうすぐ桜

市が行われると思いますが、この桜市も今は宮代

の目玉になっていると思います。聞くところによ

りますと、四、五年先に護岸工事が行われて、あ

そこの桜の木が伐採されると聞いています。こう

したときに、これだけ盛り上がってきたイベント

をなくすというのはちょっと寂しいと思いますの

で、今から跡地とかどういうふうになるか考えて

いますでしょうか。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  チャレンジショップにつきましては、実際にこ

ちらビジネスとして育っていった中で、ご自分で

経営ができるようにするために、実際に店舗を構

える前に事前の、要するに小商いといいますか、

実際に自分でお店を持てる自信をつけるために支

援していくという形で、私どものほうでは、町の

ほうでも、例えば無印良品の前で、無印良品、駅

前のあちらのほうで例えばマルシェを開くですと

か、そういった機会を設けまして、実際にそちら

に出店していただいて商いを学んでいただくとい

いますか、そういった形で支援のほうをさせてい

ただいております。 

  実際にこちらのほうは、実際に支援のほうで行

った中で、この後、実際に自分でお店を持ちたい
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ということであれば、当然のようにうちのほうで、

ほかの事業でございます空き店舗の支援事業です

とか、起業創業で創業費のほうの一部支援ですと

か、そういったことを行っておりますので、ご理

解いただければと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） チャレンジシ

ョップのお話、ちょっと分かりづらかったと思う

んですが、まず、この総合計画で掲げていますこ

の小商いから始めるチャレンジショップ推進事業

につきましては、事業趣旨のほうでも宮代町の起

業を促進するため、空き店舗や公共施設、空きス

ペース等チャレンジショップとして起業志望者に

提供する仕組みづくりを行いますというふうにあ

りますが、こちらは今、民間が運営するシェアキ

ッチンというのが町の中に幾つかあります。そち

らをチャレンジショップとして位置づけさせてい

ただきまして、こちらの創業支援で行っています

３万円ビジネス講座ですとか、あとは創業セミナ

ー、それからシニア向けの起業セミナーの方に、

こういった場所があるという情報を提供させてい

ただいています。 

  もちろん、シェアキッチンを運営されている運

営者とも情報交換しまして、こういった創業セミ

ナーに参加する方がいらっしゃるとか、あとは先

ほど主査のほうからも申し上げました補助金的な

支援があるですとか、そういった情報提供をさせ

ていただいています。 

  そのほか、町のほかの事業でもやっていますメ

イドインみやしろ制度ですとか、そういったもの

も複合的に絡めさせていただいて、ふるさと納税

もそうですが、販路拡大の支援という形で、一体

となった仕組みとしてこの事業を行っています。 

  ですので、先ほどのシェアキッチンで何をどん

なものを売っているかというご質問ということで

あれば、今シェアキッチンのほうには無印良品さ

んと、もう一つ、道佛のほうにありますＲＯＣＣ

Ｏの中にシェアキッチンがあるんですが、そちら

で事業をされている方が何人かいらっしゃいます。 

  こちらの創業セミナーですとか３ビズを卒業さ

れた方で、そちらのシェアキッチンに今参加され

ている方が３名ほどいらっしゃいまして、そうい

った意味では、今、飲食店でシェアキッチンを利

用されている方が、町のこの創業セミナーですと

か３ビズですとかシニア、そういった起業講座か

ら参加されているシェアキッチンの利用者が３名

ほどいると認識していただければいいかなと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○産業観光課長（小川英一郎君） 産業観光課長、

小川と申します。 

  桜市の関係でお答え申し上げます。 

  姫宮落川の護岸整備工事が入りまして、委員お

っしゃるとおり、四、五年後にはもしかすると、

今の桜並木が伐採されるかなというようなお話は

聞いております。 

  新しく護岸が整備されたときに、護岸に桜を植

えるということはできないというふうに聞いてお

ります。護岸にそういった木があると護岸自体が

弱くなるというような話も聞いていますので、改

めての植栽というのは難しいかなと思います。 

  ただ、桜市についてはこれだけ浸透されている

イベントですので、近くでいいますと商工会の手

前の中須用水沿いに桜並木がございますので、会

場をそこに変更するだとか、それから、新しい村

の市場の裏の調整池の周りにも若干桜がございま

すので、そういったところを会場にするだとか、

そういったことも視野に入れながら、今後検討す
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る課題だというふうに認識はしております。 

  以上でございます。 

○委員（鈴木次男君） すみません、答弁漏れでな

んですけれども、今、公共施設とか空き家店舗で

そういう事業はされているかを聞いているんです

けれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  空き店舗、公共施設の空きスペースで今シェア

キッチンは行っていないので、行っていないとい

うのが回答です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再々質問をさせ

ていただきます。 

  まず、今の起業創業施設なんですけれども、福

祉産業委員会の５ページのところに出ている、こ

れは３万円ビジネスの件で今までの実績内容とか

と、こう出ていると思うんですけれども。資料５

ページですね。出ていると思うんですけれども、

ここに名前があるんですけれども、３万円ビジネ

スでこれを出されたと思うんですけれども、３万

円ビジネスとはやっぱり商工会に情報がなかなか、

ここの３万円ビジネスで行われた企業さんという

か、その個人の方々が商工会に情報が来ていない

そうなんですよね。 

  この３ビズの後にやっぱりチャレンジショップ、

そして起業取得という形で、商工会と連携を取っ

てやっていかないと、この町に起業する方が出な

いと思うんですよね。ここに書かれている方も商

工会の会員に登録されていないということなので、

ぜひともこの３ビズがこの町で起業が起きるよう

な、そういう仕組みというか、連携を取ってもら

いたいと思うんですけれども、この点についてお

聞きしたいです。 

  それと、もう一つなんですけれども、商工業振

興事業の中で、商工会振興事業の補助金が15年間

据置きになっています。なかなか商工事業、これ

からやっぱりこの町で発展させていかなきゃいけ

ないと思いますので、ぜひとも来年度はこの金額

が上がるよう努力はできないのか、検討できない

のか、最後の質問とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、まず

職・氏名を述べていただくよう、よろしくお願い

します。 

  答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  先ほどの３ビズと商工会のその情報かのお話か

と思います。 

  創業促進に関しては、３万円ビジネスについて

は比較的若い女性をターゲットにした講座になっ

ております。そのほか、町のほうでは商工会に委

託します創業セミナーですとか、あともう少し年

齢が高いシニアの方向けの創業セミナーですとか、

なかなかその、どこだけというわけにはいきませ

んので全方位といいますか、若い方から青年の方

から年齢層の高い方まで対象とした講座をやらせ

ていただいています。 

  比較的３万円ビジネスのほうは、３万円のビジ

ネスでございますので、中にはそのまま３万円程

度で満足される方もいらっしゃるんですけれども、

もう少し大きくやりたいという方は、そのまま創

業セミナーのほうに新しくまた受け直すような方

もいらっしゃいまして、その後、起業される方も

いらっしゃいます。 

  中には、いきなりシニア創業のほうに出まして

開業される方もいらっしゃるんですが、ここ３年
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ほどの傾向を見せていただきますと、商工会員、

私たちも会員が増えるように商工会とも連絡を密

に取らせていただいていまして、最近は会員が少

し増加傾向に転じておりまして、令和２年度が会

員数が548でしたが、令和３年、４年、５年と、

561、565、573と少しずつ会員が上がってきてい

ます。 

  町としては３万円ビジネスだけではなく、いろ

んな幅広い年齢層に向けて講座を行っていくこと

で、商工会の会員数が増えて、町の中が盛り上が

っていくのかなと考えていますので、そういった

取組を行いながら、商工会ともその３万円ビジネ

スの情報も、よりコミュニケーションを取って、

こういったビジネスの方がいるので、次その創業

セミナーに出てもらうようにちょっと案内するで

すとか、すぐ開業ができるような方であれば、す

ぐ開業できるような案内をしていきたいと思って

います。 

  町のほうでも、なるべく会員数が増えるように、

数年前の見直しで町の補助金のほうも商工会の会

員になるということを一定の条件とさせていただ

いていたり、あとはその事業計画を、なかなか私

たちですと経営計画ってなかなかちゃんと見るこ

とができませんので、例えば創業に当たっての補

助金を申請する際には、必ず商工会に計画書を見

ていただきまして、そこにアドバイスをいただい

た上で、こちらのほうとしても補助を出すような

形を取らせていただいていまして、今後も商工会

とはそういった情報を密にして、せっかく創業さ

れた方がその後１年とか２年で廃業してしまうの

ではなくて、やはりそういった意味では、商工会

に伴走していただくって大変大事だと思いますの

で、そういった流れを今後もつくっていきたいと

思っています。 

  以上でございます。 

  もう一点目、商工会向けの補助金の増額の話か

と思いますが、確かにここ数年ずっと据置きで来

ております。 

  なかなかこういった限られた予算の中ではあり

ますが、どうやって効率的にその事業を展開しよ

うかというところも含めて、予算については検討

していきたいと思っていますので、ご理解いただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  まず、予算書の164、165ページの上から２段目

にあるスマート農業用備品購入費、約50万円ある

んですけれども、これはどういったものかお伺い

いたします。 

  それと、同じく164、165ページの宮東・中島地

区の圃場整備、この間、設立したかと思うんです

けれども、実際そこで整備した後って何を作ると

いうのをお伺いしたいと思います。お米なのか。 

  なぜかというと、今、特産ももうほぼ、巨峰と

いってもちょっともう特産と呼べるような状況じ

ゃなくなってきているとは思うんですけれども、

新たな特産なりをそういうところで作っていかな

いと、この町の特色とか何もなくなってしまうと

思うので。 

  ただ、お米というのが私はちょっと、埼玉県と

か青森って、どうしてもお米が安い地域なので、

そこで勝負するのはちょっとどうかなというのが

ありますので、何かそこで特産なり考えているか

どうか、お伺いをさせていただきます。 

  それと、新しい村なんですけれども、160ペー

ジですね。160から163になりますけれども、新し

い村の魅力アッププランの設計の内容、どういっ
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たことをやっていくのかお伺いをいたします。 

  それに付随して、そういった設備投資なりとい

うのは、町がその都度出すものなのか、その会社

で借金なりして自前で整備をしていくものなのか。 

  前は島村孝一社長なんかのときは、アグリのあ

の施設を5,000万ぐらいたしか借金して、独自で

作っていたと思うんですけれども、今後、町でや

るものなのか、株式会社新しい村でやっていくも

のなのか、その考え方をちょっとお伺いしたいと

思います。 

  それと、あと予算書の166、167ページなんです

けれども、その月３万円ビジネス、今お話があり

ましたけれども、これは毎年、今、計上されてや

っていますけれども、いつまでやり続けていくよ

うに考えているのかということと、あとウェブサ

イトをつくるとあるんですけれども、これの内容

と、あとサイトをどこに頼むのかなというところ

をお伺いいたします。 

  そして、チャレンジショップについて、先ほど

大体イメージは分かったんですけれども、一般質

問でも述べたとおり、シェアキッチンとかだと、

ちょっとイベント的ですよね。何か月いるのか分

かりませんけれども、本当に実際の店舗で全部家

賃なり払って運営していかないと、なかなか店舗

の運営イメージって湧かないのかなと思うんです

けれども、シェアキッチンやっている人で、その

辺どうなんですかね。分かりにくくて申し訳ない

ですけれども、その点お伺いさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 農地調整担当

の小島と申します。 

  予算書165ページ、スマート農業用備品購入費

につきましてご説明させていただきます。 

  こちらのスマート農業用備品購入費につきまし

ては、水管理システムというのを導入する予定と

しております。 

  具体的な用途を申し上げますと、水路の水位の

高さですとか、各田んぼの水位の高さというのを

自動でセンサーを使って計測しまして、それを各

農家さんのスマートフォンのほうですね、アプリ

で水位の高さ、また水温を測ることができるもの

になります。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  ２点目のご質問の宮東・中島地区の圃場整備事

業の整備後の作物は何を作るのかということでご

ざいますが、こちらの当該宮東・中島地区の圃場

整備区域内におきましては約50ヘクタールの水田

が広がっております。 

  こちらが町内でも、おいしいお米が取れるとい

うことで、町内でも遊休農地がほとんどないエリ

アでございます。この場所の選定に当たりまして

も、農家の皆さんに対しましてのアンケート調査

を通じて、ここで基盤整備への理解が高かったと

いうことで、そちらのほうで選定されて、以後、

準備委員会を経て、今回、地元の土地改良組合の

設立に至ったところでございます。 

  優良な水田ということでございますので、基本

的には整備後の作物につきましては水稲、お米の

生産を予定しているところでございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  新しい村の概略設計のお話かと思います。 
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  内容としましては、新しい村市場の内装の改修

ですとか、農の家、それから育苗施設、あとは新

設のトイレの設計、あと看板ですとかサイン等の

見直しがその内容となりますが、魅力アッププラ

ンができまして、魅力アッププランの中では、短

期・中期・長期ということで、施設のそのハード、

ソフト含めてどんなことをやっていくかというの

を整理させていただいています。 

  その中で、今年度につきましては、すぐにでき

ること、緊急性の高いものということで、育苗施

設の予算を今年度つけていただきまして、そちら

の改修を行ったところでございます。 

  今回の概略設計につきましては、整備から20年

たっていまして、市場、それから農の家、対象と

なる施設が多いんですが、調整地域ということも

ありまして、開発するに当たってはいろんな制約

がございます。造る場所によっても、例えばトイ

レなんかも浄化槽の近くに造れば費用負担もすご

く少ないですし、浄化槽がないところに新たに造

るのであれば、また高額な費用がかかってきてし

まいます。ですので、この３年間、こちらをどの

ように改修していくかというものをいろんな選択

肢をまずテーブルの上に上げまして、その上で費

用負担も踏まえて、取捨選択をする計画になるか

と思います。 

  今回この計画での設計を行うことで国の補助金

というのも視野に入れていまして、例えば農村漁

村の補助金になりますと２分の１の交付が頂ける

ところでございます。 

  そちらの補助金を申請するに当たっても、この

３年間でおおむねどのくらい、どんな工事でどん

なものがあるかというのを整理する必要がありま

して、ぜひこの設計を行った上で、国の補助金を

獲得していきたいと考えております。 

  先ほど、町がどこまで負担するのかというお話

があったかと思いますが、こちらの施設につきま

しては指定管理ということで、町から株式会社新

しい村に指定管理を行っているところでございま

すが、大きくハード面ということで建物、それか

ら建物に付随しています大きな備品については町

のほうで更新していく必要があるかなというふう

に考えております。 

  住宅の貸付とは少しニュアンスは違いますが、

その家そのものと、それについている大きな備品

については、大家として町が負担する必要がある

のかなと考えております。 

  例えば、そのほかのトラクターですとか農業機

械に関してはやはり高額なもので800万ですとか

700万とかする機械がありますが、そちらについ

ては新しい村が主体的に整備を今後もしていくよ

うな形になるかと思います。 

  新しい村については以上でございます。 

  それから、３ビズをいつまでやるのかというお

話があったかと思います。３万円ビジネスも含め、

こういった起業創業の講座につきましては、町の

第５次総合計画の前期実行計画に位置づけられて

いる事業でございまして、そういった意味では、

この前期があと令和７年までですので、来年度か

ら後期実行計画の検討が始まるというふうに伺っ

ておりますので、その新たな後期実行計画を検討

するに当たって、今あるこの創業セミナーですと、

この３ビズも含めて見直しが必要になってくるの

かなというふうに考えております。そこで今後も

継続化するかどうかという判断がまずは必要にな

ってくるのかなと思います。 

  それからもう一つ、ウェブサイトの制作という

お話があったかと思いますが、ウェブサイトにつ

きましては、かねてより運営しています「宮代で

働こっ」というサイトが既にございまして、そち

らのウェブサイトの運営の委託料でございます。 
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  こちらには、先ほど申し上げました町ですとか、

県ですとか、そういったところのいろんな支援を、

そこを見れば全てが分かるような形で、例えば先

ほどの創業促進事業補助金ですとか、空き店舗補

助金ですとか、あと県で持っている支援内容なん

かを取りまとめて、そちらに掲載させていただい

ています。 

  そのほか、宮代町で頑張っているお店を紹介す

るページですとか、あと古くから行っています事

業者さんのお話をストーリー仕立てにした読み物

として掲載させていただいているコーナーもござ

います。 

  こちらにつきましては、先ほど来お話しさせて

いただいた創業ですとか起業を検討されている方

がまずこのサイトを見ますと、宮代町がどんな場

所でどんな方が頑張っているのか、それからどん

な支援が町のほうであるのかというのが見られる

サイトということで整備させていただいています

ので、今後もそういった情報を発信していきたい

なというふうに考えています。 

  それから、３点目のチャレンジショップのお話

があったかと思います。 

  シェアキッチンということですが、無印良品さ

んで行っているシェアキッチンにつきましては、

利用期間を２年間ということで定めていただいて

います。 

  この２年間というのは、２年間で町の中で顧客

をつかんでいただいて、その後、宮代町のどこか

にお店を建てるですとか、先ほどの空き店舗の補

助金を使って空き店舗に入っていくですとか、そ

ういったところを期待して２年間という期限をつ

けているところでございます。 

  そのほか、先ほどお話ししましたＲＯＣＣＯの

シェアキッチンは２年間という期限はないですが、

そちらを足がかりに顧客をつかんでいただきまし

て町の中のどこかにお店を出していただくと、そ

ういった流れを期待していますし、そういった情

報提供を各シェアキッチンの運営者にもお話しさ

せていただいていまして、今お話が上がっている

のは、シニア起業セミナーからＲＯＣＣＯのシェ

アキッチンを利用して、その後、近隣の場所にお

店を建てたいと。改修なのかもしれないんですけ

れども、そういう方が１件お話を聞いておりまし

て、それが空き店舗なのか、創業促進補助金を使

うのかはちょっとまだ決まっていませんが、私た

ちのほうで思い描いていたような、そういったセ

ミナーからシェアキッチンを使って開業してお店

を建てていくというような流れが３年目にしてこ

ういった流れになりましたので、今後もこういっ

た形も続けていきたいなというふうに考えていま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 説明については大分分かり

ました。 

  幾つか再質問させていただきます。 

  まず、予算書の164、165の宮東の中島の圃場整

備なんですけれども、結局お米を作りますという

ことなんですけれども、その生産者の方もお米じ

ゃないと賛同してくれないということなのか、生

産性としてそれだけの面積、米にしちゃって、本

当に生産性として割に合うというか、いいのかな

と。 

  例えばですけれども、果樹にした場合、あれ、

果樹ってそのまま１次で販売できるから何か割は

いいよという話はよく聞くんですけれども、本当

に米であれだけの面積いいのかなというのがある

んですけれども、その点もう一度お伺いしたいと

いうことと、あとは、その新しい村の魅力アップ

プランのところなんですけれども、いろんなあそ
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このある施設、いろんな市場の内装看板とかアグ

リのほうとか農の家とか、それ全体を含めて、こ

れから何をするかというのをこれから考える設計

をしますよということでよろしいんですか。 

  ３年ということをおっしゃっていたんですけれ

ども、その３年というのはどういうことなのか、

それを計画して実際もう工事が始まって、そうい

う形にしていくのが３年ということでいいのかど

うか、お伺いをさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  まず、ご質問の１点目の予算書164ページから

165ページ、宮東・中島地区の圃場整備事業に関

してのご質問でございますが、米でないと賛同し

ないのかというお話だと思いますが、こちらの圃

場整備事業をやるに当たりまして、まず平成29年

度、今から大分前なんですが、その時期に水田農

業に関するアンケート調査というものを生産者の

皆様に対して実施いたしました。 

  基本的にそのアンケート調査の結果を基に、水

田農業として今後も維持していくということを前

提に、お米の担い手農家への将来的な農地の利用

集積を想定した基盤整備をやろうということで進

めてきたものでございます。 

  果樹ではというお話ではございますが、果樹と

なりますと、例えば苗木を植えてから実がなるま

で相当な年数もかかります。それから、栽培技術

的なことについても高度な技術を要するというこ

とで、なかなか。水田に果樹を植えるということ

になりますので、そういったことですと、なかな

か難しいのではないかとは考えております。 

  こちらの宮東・中島地区につきましては、一応、

将来、株式会社新しい村を含めました３つの担い

手経営体に農地を集約して行っていくということ

でございますので、水田を水田として後世に維持、

残していくということで進めたものでございます

ので、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  先ほどの概略設計の関係ですが、３年間をかけ

て、その工事を完了させていくような、そういっ

た計画として考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 最後になります。 

  お米ということなんですけれども、生産性とし

てそれが一番いいということなんですかね。もし

やるのであれば、それがふるさと納税なんかでも、

もう特産としてやっていくようなイメージになっ

てくると思うんですけれども、お米の何か流通見

ていると、宮東のあの辺いい米が取れるとお話は

聞きますけれども、ただ、全体の流通の中で見る

と、この辺の米が特に有名というか、そういうわ

けでもないし、全体の市場の中へ入っちゃうと本

当に埋もれちゃうような感じになっちゃうと、厳

しいことを言いますけれども、埋もれちゃうもの

で、本当にこの町は特産として、今後あれだけの

整備と面積があって、それでいいのかなというの

が将来にわたってちょっと思うんですけれども。 

  あそこで米を作った場合、それがどういう形で

ブランド化されて売れていくかなというのが気に

なるんですけれども、その辺まで視野に入ってい

るものがあればお伺いをさせていただきたいと思

います。 
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  それと新しい村については３年で管理を含めて

やっていくんだということで分かりました。 

  はい、以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  お米の関係でございますが、宮東・中島地区、

先ほど委員さんがおっしゃったように、おいしい

お米が取れるということでございます。 

  現にこちらで、宮東・中島地区で栽培されてい

るお米の中には、メインはコシヒカリ、それから

彩のきずなですね。埼玉県のブランド米でござい

ます。 

  いずれも特別栽培米ということで、減農薬・減

化学肥料栽培で取組がされております。将来的に

は新しい村もそこで米の生産に関わっていくこと

になりますので、森の市場「結」でのお米の販売

が可能となります。その暁には、新生児誕生お祝

い米の赤ちゃん米の対象にもなっていきますし、

森の市場「結」での店頭でのお米の販売の純粋な

「みやしろ産米」の販売にもつなげていけるもの

だと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  大きく２事業について質問させていただきます。 

  まず１点目なんですが、予算書160ページ、161

ページ、私たちの予算書13ページになります。ち

ょっと前段の委員と重複してしまうのですが、ち

ょっと違うところで聞かせていただきたいと思い

ます。 

  (4)新しい村管理運営事業で、この中で12節委

託料、設計委託料1,140万7,000円は、この委託先

はどちらになっているかということをお伺いいた

します。 

  それから、14節で工事請負費、ほっつけ水路木

製橋改修工事136万3,000円、これについて説明を

お願いいたします。 

  それから、予算書164、165ページになります。

私たちの予算書は15ページになります。 

  (2)農業生産基盤整備推進事業、こちらのやは

り12節で委託料、農業用排水路整備設計委託料

435万円とあります。この委託先を教えてくださ

い。 

  また、14節工事請負費、施設改修工事、こちら

の2,424万9,000円で292メートルをコンクリート

フリュームへ改修とあるんですが、場所がどこな

のかを教えてください。 

  また、18節多面的機能支払支援事業補助金136

万9,000円なんですが、こちらの令和５年度の実

績を教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  先ほどの予算書160ページ、161ページ、新しい

村管理運営事業の設計委託料の1,140万7,000円、

こちらについてはまだ事業者は決まっていません。 

  それから木製の、その下です、ほっつけ水路木

製橋改修工事でございますが、こちら場所につい

ては、新しい村から町のほうに少し向かっていき

ますと笠原沼落があるんですが、その笠原沼落の

右側を歩いていきますと、ちょうどほっつけ田ん

ぼに出てくる場所があります。ほっつけ田んぼの

ほうにちょっと、大きい写真持ってくればよかっ

たんですけれども、木製の橋がありまして、こち
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らが相当時間がたっておりまして、もう板と台座

の大きい柱がちょっと腐ってきていまして、今ベ

ニヤで対応していたりするんですが、この上をト

ラクターが通ったりするものですから、非常に危

険性が高いので、早めに工事をしていきたいと考

えてございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 農地調整担当

の小島と申します。 

  予算書165ページにあります委託料、農業用用

排水路整備設計委託料と、その下にあります工事

請負費、施設改修工事費につきまして、委託先な

んですけれども、こちらのほうはまだ決まってお

りません。こちらにつきましては、指名競争入札

を行いまして執行する予定となっております。 

  また、場所はどこかというご質問になるんです

が、こちらは字山崎地内になります。場所としま

しては、山崎のポンプ場の周辺になります。こち

らに土水路が２本まだ残っておりまして、そちら

の合計の延長が292メートルになりまして、そち

らにつきまして調査・設計を行いまして、その後、

コンクリートフリュームを設置する工事を実施す

るという形になります。 

  説明は以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  予算書164ページから165ページ、農業生産基盤

整備推進事業の18節負担金、補助及び交付金の多

面的機能支払支援事業補助金の令和５年度、本年

度の実績について説明させていただきます。 

  こちらの補助金につきましては、主に水路のさ

らいだとか除草、藻刈り、そういった日々の共同

作業に関わる取組を地域でやっていただく場合に、

国・県・町で負担をいたしまして、活動組織に対

して交付するものとなっております。 

  現在、宮代町内では４つの地域におきまして、

４つの活動組織がございます。中島地区の陸田地

帯におきましては、若宮地区陸田管理組合、それ

から字中の主に前原中学校の周辺の水田地帯にお

きましては中地区水田管理組合。宮東の陸田地帯

におきましては、内野地区農地管理組合、それか

ら和戸の沖の山周辺の水田地帯におきましては、

沖の山地区水田管理組合、以上４つの活動組織が

ございます。 

  この活動組織に対しまして、まず若宮地区に対

しましては５年度では29万3,500円、中地区の組

合に対しましては47万6,400円、内野地区農地管

理組合に対しましては23万9,200円、沖の山地区

水田管理組合に対しましては35万5,300円を交付

させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  まず、予算書160、161ページの新しい村管理運

営事業なんですが、３年間を通してやっていくと

いうことで、その中で、私たちの予算書の13ペー

ジの令和６年度の目標の中で、このアグリ機能、

観光機能等を維持強化するためと書いてあります。

それと、環境への配慮や長寿命化を踏まえた既存

施設の改修とあるんですが、この２点に対して具

体的な目指すものというものを教えていただきた

いと思います。 

  また、この委託先は指名競争入札で行われるか

どうかもお聞きいたします。 

  それから、ほっつけのほうは分かりました。あ
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りがとうございます。 

  予算書164、165ページ、こちらのほうも委託先

はまだ決まってないということだったんですけれ

ども、場所も何となく分かりました。 

  この多面的機能支払支援事業補助金のほうなん

ですけれども、これは実績が４か所だったという

ことで、令和６年度も変わらないのか、また、何

かそういう新しく入る場合の基準というものがあ

るのかどうかをお聞きいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  先ほどの私たちの予算書13ページ、新しい村魅

力アップ事業の令和６年度の目標の中に直売所機

能やアグリ機能、観光機能を維持強化するために

環境に配慮、長寿命化と、どういったものを具体

的に考えているのかということですので。 

  こちらにつきましては、まだ確定的ではござい

ませんが、例えば観光機能ということであれば、

今、観光案内所みたいなものはあちらにはござい

ませんが、どこまでの規模になるか分からないで

すけれども、そういったところで観光の案内がで

きるような、そういったスペースをつくれたらい

いなというのがこういったつくりました魅力アッ

ププランに載っていまして、そういったものを実

現するために、どういうことができるのかという

のを具体的に考えるような形になるかと思います。 

  そのほか、環境への配慮ということであれば、

例えば屋根、中に太陽光のパネルをつけて、そう

いった、なるべく電気代をかけないようにするで

すとか、そういったアイデアがあるかと思います。 

  そのほかの長寿命化というものにつきましては、

設置後20年たちましたので、いろんな部材なんか

もいいものができています。なるべく今までも木

の温もりを感じていただくような形で木材をたく

さん使ってきたという経緯はあるんですが、やは

り場所によっては非常に早いうちにちょっと朽ち

てしまって逆に危ない部分なんかもありますので、

そういったものを少し擬木に変えていくですとか、

そういった形で長く使えるような施設にしていく

ような検討を考えております。 

  アグリ部門につきましても、やはり設置当時と

変わって、例えば、当時育苗の事業なんかも町の

ほうでお米のその苗を作る事業というのはあまり

需要がないんじゃないかと最初の頃お話があって、

そこの事業が本当に成り立つのかなという疑問が

当時あったそうなんですけれども、今３万枚ほど

そちらで作って、町の農家さんにとっては非常に

助かっているとお話をいただいているところなん

ですが、やはりそういった苗の箱を置く場所です

とか、そういったものが設置当時と違って、やは

り需要が増えた分、広さも必要になってきていま

すので、そういったところにも対応していくよう

な見直しになっていくのかなと考えております。 

  以上でございます。 

  それから、業者のほうは指名競争入札で実施す

る予定でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  予算書164ページから165ページの多面的機能支

払補助金でございます。 

  こちらは、令和６年度におきましては、現在取

り組んでおります４つの活動組織が継続して取り

組むこととなっておりますので、こちらの４つの

組織に対しまして交付することとなっております。 

  なお、現時点では、新たな活動組織については、

まだそういった動きはございません。ただ、今後
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も国・県・町で負担して、活動に対します支援と

いうことでございますので、機会を捉えてほかの

地区でこういった活動組織ができるよう働きかけ

をしていきたいと考えております。 

  この活動、支援を受けるためには、活動組織を

立ち上げて、当然会長なり副会長、会計、監事等

の役員を決め、さらには規約等も定めて組織を立

ち上げることとなりますので、そういった組織の

立ち上げに関しましても町のほうで積極的に関わ

っていければなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  再々質問させていただきます。 

  160、161ページの新しい村管理運営事業に関し

ましては分かりました。 

  前回、視察させていただきまして、やっぱり木

製で造られているというのはこの味があるという

か、その辺は何か崩さないで、なおかつその補強

もうまくやっていってもらいたいというような要

望で、よろしくお願いいたします。 

  大きい２問目のほうとして、164、165ページの

農業生産基盤整備推進事業の中の多面的機能支払

支援事業補助金、分かりました。 

  こちらのほう、携わっている方々から、やっぱ

りこの水路のさらいとか藻刈りとか浚渫というの

は、やっぱり大変な苦労をされているということ

を聞いておりますので、もう少し補助のほうを厚

くしてもらいたいという要望をいただいています

ので、その点について何か町として考えがあるか

どうかを最後にお聞きいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  多面的機能支払補助金の関係でございます。 

  こちらは、この交付金の単価が国が２分の１、

残りの２分の１を県と町で半分ずつ負担するもの

となっておりまして、活動を実施するエリアの農

地面積に応じて交付されることとなっておりまし

て、こちらにつきましては、今までこの制度がな

い頃は、ほとんど藻刈りとかさらいとか、そうい

った取組をされる方につきましては手弁当で、自

分で何もかも負担してやっていたかと思うんです

が、こういう有利な制度ができたということで、

今まで自分たちで負担しなければならなかったと

ころが、活動に参加される方への作業手当とか、

あと、機械を使った場合の燃料代とか、そういっ

たことで用途が使えることになっておりますので、

こちらの先ほど委員からいただいたお話につきま

しても、埼玉県のほうにも話をさせていただけれ

ばなと思います。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き産業観光課分の質疑を行います。 

  質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点、質問をさせていただきます。 

  予算書の166、167のまちなか起業創業支援事業

についてです。 

  こちら先ほど説明いただいたんですが、まず、

この委託料の起業創業支援事業委託料、こちらが

３万円ビジネス以外にもあるということだったん

ですが、その積算の内訳をお願いいたします。 
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  次に、18節の負担金、補助金及び交付金の起業

創業支援補助金について、こちらの積算をお願い

いたします。 

  続きまして、私たちの予算書の97ページです。 

  こちらの宮代町外交官による町のＰＲについて

です。 

  毎年３万円ということで予算計上されておりま

すが、来年度の活動をどのようにお考えなのか、

また、それでこの３万円ということがどのように

この、３万円って私は少ないと思うんですけれど

も、どのように捉えていらっしゃるのか、お願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  まず、１点目の委託料につきまして、内訳のほ

うをご説明申し上げます。 

  月３万円ビジネス講座、こちらのメインとなる

ようなものでございますが、こちらが208万6,000

円、それから、商工業支援事業、シニア向けの創

業講座、起業創業講座のほうで35万円、創業支援

事業、創業セミナー、個別相談会ということで90

万円、こちらになっております。 

  それから、こちらのほうですね。月３万円ビジ

ネス講座につきましては、宮代町と杉戸町、共催

の事業でございますので、歳入といたしましては、

２分の１、杉戸町から頂いておるものでございま

す。 

  それから、起業創業支援事業の補助金でござい

ますが、こちらは一応件数の目安といたしまして、

起業創業支援分、一般分ということで20万円掛け

る５件で100万円、それから、マルシェ分という

ことで、１回５万円掛ける８回ということで40万

円、こちらのほうを一応予算措置させていただい

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 私たちの予算

書の先ほどの外交官のお話があったかと思います。

私たちの予算書の97ページが、宮代をＰＲしよう

ということで、こちらの中段ですか、外交官によ

る町のＰＲとありますが、こちらの３万円につき

ましては、外交官さんに町の商品をＰＲしていた

だく形で、例えば昨年ですと、新しくできました

お酒ですとか、また、メイドインみやしろの推奨

品を購入する費用として充てさせていただいてい

まして、そのほか昨年は國府田さんといろいろお

話しさせていただきまして、事業者の話を聞く会

の特別版ということで、出身学校の百間中学校の

ほうで声優体験をしていただくような講座をやら

せていただいています。そちらの費用は、こちら

のＰＲの費用ではなくて、外交官さんに活動して

いただく費用として、そちらについては企業の芽

を育てるという趣旨から、まちなか起業創業の支

援事業の中に報償費として10万円ほど予算を措置

させていただいていまして、昨年非常に好評だっ

た事業でございますので、今年度も國府田さんの

ほうに実施していただこうかなというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ご説明いただきまして分かりました。 

  まず、１点目の起業創業支援事業委託料に関し

ての内訳は分かりました。 

  また来年度もこの新しい起業する方々を発掘す

るというか、そういう事業をされるということで、
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それはとてもいいことだとは思うんですけれども、

今まで令和２年度からこの事業を続けられている

と思うんですが、この事業に参加している方々か

ら、やはりこの講座をやっているときなどは、仲

間もできまして、この卒業、講座を半年やって仲

間もつくれるし、そういう機会もあっていいとい

うことなんですが、そこで何となくその次のハー

ドルがやっぱりあるというところで、今回そこで

チャレンジショップということを企画していただ

いたんだと思うんですけれども、一番本当はそこ

にもう少し補助金というか、支援があると、今ま

でやった方たちも、もう少し仕事につなげやすい

のではと思うんです。 

  なので、先ほどいつまでやるんですかというと

ころで、前期ということだったので、来年度まで

なのかなと思うんですが、そのあたりのことも考

えて、今もう既に受講している方々が、事業につ

ながりやすいようなもう少し支援のほうに重点い

ただくと、皆さんそういうお声もいただいている

というのもありますので、というところがござい

ます。 

  先ほど令和７年度ということだったんですが、

このあたり令和６年度か７年度なのかというとこ

ろをもう一度お伺いいたします。 

  それから、起業創業支援補助金については、こ

ちらの内訳で承知をいたしました。 

  この20万円が５件で100万円というんですが、

これは何に使える、どういうのを想定、どこまで

のことを想定しているのかということをもう一度

伺います。 

  それから、２点目の宮代外交官についてです。 

  こちらの３万円の利用については、商品の購入

代ということで承知をいたしました。 

  町の外交官ということで、國府田さんなどはＳ

ＮＳで発信をいただいたりしていると思うんです

が、もう少し町のほうからもお願いして片桐さん

など、もう少しいろんな幅広くご協力をいただい

て、町のＰＲをしていただけたらうれしいなと思

っているんですけれども、来年度に向けて國府田

さんはまた中学校のということだったんですが、

片桐さんのほうでもし何か構想していることがあ

ったら教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  まず、１点目の創業支援の補助金の関係でござ

いますが、こちらにつきまして塚村委員のほうか

ら、恐らく補助対象の経費がどんなものかという

趣旨のご質問かと思います。 

  こちらにつきましては、創業するために必要な

機械装置の購入費、それから、いわゆる今度お店

を開きますよというための広告宣伝費、それから、

例えばお店でなくて何か新しいものをつくりたい

というときには、そういったものの開発費ですと

か、お店にかかわらず、それから実際にそちらの

事業を行うための雑役務費、例えば補助的にアル

バイトの方を入れたですとか、そういったための

費用、それから、そちらの事業を行うために何か

機械を借りなくてはならない、そういった場合の

賃借料ですね。それから、委託費。こちらのほう

は、今申し上げたものに該当しないもので委託の

必要なもの、そういったもの。それから、外注費

ということで、実際にそこの部分は自分でちょっ

とできない部分があると。そういったときにほか

の業者さんにお願いして作っていただく、そうい

ったもの。それから、別途こちら商工会のほうに

加入していただくということになっておりますの

で、そちらの一応費用のほうも見させていただい
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ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  ３万円ビジネスのほうのその後ということで、

これまで今年も含めて４回行ってきて、相当の卒

業生がおります。中には開業された方もいますし、

開業せずに町のマルシェですとか、そういった出

店の機会で出店されている方もいらっしゃいます。

そういった意味では、もう一度そのねじを巻きな

おすという言い方、ちょっと正しいかどうか分か

らないんですけれども、今までの卒業生向けのフ

ォローアップというのをちょっと行いたいなとい

うふうに考えておりまして、それを、これを運営

する事業者と今後考えていきたいというふうに考

えております。 

  そのほか、前期実行計画が令和３年から令和７

年までの計画ということで、その後の展開を考え

るということになりますと、予算措置も含めて今

年度中にはある程度の方向性をつけたいというふ

うに考えておりますが、今具体的に何をどうする

というのは、ちょっとまだ出来上がっておりませ

んので、今後よりよいものに変えていきたいなと

いうふうに考えております。 

  それから、もう一点目の外交官のほうにつきま

しては、いつもなかなか忙しいお二人であります

ので、年度早々に必ず事務所にお伺いしまして、

お話をさせていただいています。 

  その中で、今年の予定ですとか、あとは、どの

辺がちょっと空いている日ですとか、忙しさなん

かもお話を聞きながら調整をさせていただいてい

るんですが、比較的片桐さんについては、なかな

か忙しい時期も多く、過去に創作物の展覧会があ

りまして、それとうまくマッチングすることがで

きたものですから、旧ふれあいセンターのすてっ

ぷ宮代ですか、あちらでその作品展ですとか、前

原中学校の生徒に参加していただいたイベントな

んかもやらせていただいたんですけれども、そう

いった情報を聞きながら町として一緒にやれると

町のＰＲのなるものというのをちょっと探りなが

ら調整をしていきたいというふうに考えています。

今、片桐さんで何ができるかというのは、ちょっ

とないんですけれども、そこを年度早々お話を詰

めていきたいなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  よく分かりました。 

  １点目のほうなんですが、起業創業支援補助金

については、チャレンジショップの仕組みに合わ

せてということでなんですが、この創業支援事業

で３万円ビジネスやシニア起業をされた方のみが

対象なのかということですね。それで、またこう

いったチャレンジショップは誰でも紹介いただい

たりとか、このチャレンジショップ自体がウェブ

サイトでやっているものということなんですよね。

その紹介のことですよね。なので、そういう紹介

ですよね。ウェブサイトですよね。なので、それ

を見た人が、誰でもこういうものを利用して、ま

たこの、先ほどおっしゃっていた、これも商工会

に入るということを前提としてという、それも込

みでということだったので、本当にしっかり仕事

としてやっていきたい。この町でやっていきたい

という方が使ってくださる、そういう補助金の仕

組みだと思いました。その１点だけ、もう一度確

認をお願いします。 

  それから、２点目の外交官については、町の方

が毎年１回ごあいさつにお伺いして、いろんな打
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合せをされているということで、承知をいたしま

した。 

  私としては、ぜひこの、國府田さんは中学校と

いうことなんですけれども、片桐さんにぜひ子供

たちと一緒に何かできるようなものをできたらい

いと思っているんですが、そうなると、小学校と

かそういう教育委員会のほうとかもご協力という

か、ことにもなると思うんですが、そういったこ

ともできるのかというのを最後にお伺いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁、伺います。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  まず、１点目の再質問につきまして、こちらの

ほうの対象者につきましては、いわゆる３万円ビ

ジネスですとか創業塾とか受けた人を限りません

で、町内でこれから起業する方、それから、創業

いたしまして１年未満の方が対象になっておりま

して、そちらの方で宮代町内に事業所のほうを設

置していただければ対象となるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  外交官のお話につきまして、片桐さんについて

は子供向けのということで、調整の結果になるか

と思いますが、前回の片桐さんの前原中学校での

活動も学校で行ったということがありますので、

前例もありますので、そういった話になれば、教

育委員会とも連携してやっていけるかなと思いま

す。参考にさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  予算書の166、167の商工業振興事業の中の18節

負担金、補助及び交付金の中の一番下の空き店舗

活用事業補助金が50万なんですけれども、前年度

は、今年度というんですか、100万だったのに50

万になった理由と、あと、この補助金の内容を教

えてください。 

  あと、私たちの予算書の97ページの宮代町をＰ

Ｒ宮代プランと総合事業費の中のふるさと納税の

返礼品、これは企画財政のほうでふるさと納税や

っているんですけれども、この製品のほうは産業

観光課で聞いてくれということだったので、お聞

きしたいと思います。 

  この返礼品の中身、町は、町の歳入にかけて、

ふるさと納税のを力を入れていくということだっ

たので、その辺、返礼品の令和６年度のこれから

の取組方、その辺を教えていただきたいと思いま

す。 

  あと、もう一つ、先ほど塚村委員からもお話が

ありました宮代町外交官による町のＰＲについて。 

  私は、これも総務課のほうでお話しさせていた

だいたんですけれども、缶バッジ、総務課がやっ

ている。その辺からこの間の町内視察をしていて、

東武動物公園の西口の駅前にある観光案内を見た

ときに、ハナレンジャーが町の観光を案内してい

るこのイメージ図があったんですけれども、ぜひ

年に１度外交官のところにもあいさつに行ってい

るということなので、片桐仁さんに看板の宮代町

の案内をしていただけるようなお願いができない

のかどうか、その辺をお伺いします。 

  ３点です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  まず、１点目、空き店舗対策事業の費用につき

まして、こちらは、ここ数年来、実際に申請が上

がってきていないということがございまして、実

績がという形で、ちょっと１件減らしていただい

たものでございます。 

  こちら対象につきましては、ご存じのとおり、

現在のところ東武動物公園駅東口の駅前通りのエ

リア、それから東武動物公園駅西口百間新道から

駅と垂直にです。百間新道から農協のところ、踏

切から百間新道、農協まで。それから、駅前通り、

中須用水路のところ、商工会の手前までですね。

それから、そちらに対しまして並行している駅、

線路と並行しての横の通りとして、ちょうど新し

く駅前の街区沿いにできた道ですね。それがそこ

が縦に、店舗名で言って申し訳ない、新間豆腐店

さんというところがあったところまでのＬ字型の

道路、それから県道の農協のところから学園台入

口まで。こちらの路面店が対象になっておりまし

て、こちらにつきましては、小売業、飲食業、サ

ービス業、いずれかを行っていただいて、店舗、

街路が、街区が明るくなるというような形。 

  それから、こちらにつきましては、町内の商工

業者で店舗の改修を行っていただこうと。それか

ら、出店後１年以上かつ週30時間以上の営業を行

っていただくということを条件に、こちらのほう、

補助金のほうの対象としているものでございます。 

  補助率は２分の１で、限度額は50万円という形

で１件という形で。限度額50万でございます。１

件分という形で今年度は予算措置させていただい

ております。 

  こちらにつきましては以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  ふるさと納税の内容ということでよろしかった

かと思いますが、ふるさと納税、令和５年度、ち

ょっと上位からいきますと、令和５年度２月29日

まで、ちょっとまだ年度が終わっておりませんが、

昨年、純米吟醸の宮代そだち、それから玄米餅と

切り餅セット、宝もなかセットですとか、茶マン、

宮代あげもちセットですとか、お米のカステラこ

めていら、巨峰ゼリーですとか、巨峰ワイン、五

百万石せんべいですとか、黒豆玄米茶などが令和

５年度は多くなっております。 

  本来ですと、宮代のお米が多いんですけれども、

お米については昨年作柄が悪くて、途中からふる

さと納税の返礼品として出すことができなくなっ

てしまったという経緯があります。 

  そのほか、ご存じのとおり、宮代の観光施設で

あります東武動物公園のチケット、こういったと

ころも上位の返礼品となっております。 

  ふるさと納税については、町でも力を入れてい

きたいと考えておりまして、ふるさと納税につい

て２つの側面があるかと考えています。１つには

事業者の支援ということで、町で頑張っている事

業者さんの販路の拡大の支援ということで、事業

者の大小かかわらず、タイアップできる事業者さ

んとタイアップして、事業者さんの販路拡大を支

援をしていきたいと考えています。 

  もう一つ、納税額のアップという町の税収を上

げていく方針があるかと思います。こちらについ

ては、税収をなるべく多く確保するという意味で

は、量を大量に出せるような返礼品が必要かなと

考えておりまして、今現在考えられるのは、昨年

はちょっと難しかったですが、お米。それから、

もう一つには、東武動物公園のチケットがやはり

有力なのかなというふうに考えているところです。 
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  東武動物公園のチケットにつきましては、東武

動物公園、約134万人とかというお客さんがいら

っしゃっていますので、本当にこれは単純なお話

ですが、そのうちの何割かが宮代町へ納税して、

来ていただくような形になれば、かなりの収益が

上がるのかなというふうに考えておりまして、ま

ず、やれるところからやろうということで、昨年

から東武動物公園の東西口の入り口付近にポケッ

トティッシュをちょっと配らせていただいていま

して、総務省の指導であまり何かに特化した啓発

品というのはできないんですが、東武動物公園の

チケットですとか、新しい村のご案内なんかを観

光案内みたいな形でポケットティッシュで製作し

まして、それを見た方が、次は東武動物公園に来

るんであれば、ふるさと納税で来ようというふう

に誘導できればなというふうに考えて、そういっ

た取組をやらせていただいています。 

  ふるさと納税については、ポータルサイトから

の返礼品の申込みが非常に多いんですが、その際

にどういった形でこの宮代町を知って納税された

のかというアンケートをウェブ上でちょっと取ら

せていただいています。昨年度４月１日から３月、

昨日までの集計で、先ほどのティッシュを見て参

加、来た方ですとか、そのほかポータルサイトを

見て応募したですとか、過去に寄附していたんで

というですとか、出身地やイベントで知ってとい

うですとか、また、その他という項目があるんで

すが、上からティッシュのほうが47件、ポータル

サイトが505件、過去に寄附したのが145件、出身

地、イベントが151、その他が145ということで、

ティッシュはまだまだちょっと少ないんですけれ

ども、目の前のお客さんへのＰＲというのが大変

大事かなと思っていますので、今後も東武動物公

園といろいろお話しさせていただきながら、東武

動物公園のチケットをふるさと納税にで参加して

いただくようなことをまず、すぐできることとし

て、今後も継続していきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

  もう一点、すみません。 

  片桐さんのお話は、缶バッジのデザインを片桐

さんにという、そういうニュアンスでよろしいで

しょうか。じゃなくて…… 

〔発言する人あり〕 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 看板を作って

いただき。 

  まず、話をしてみないと始まりませんので、あ

いさつをしに行ったときにどこまでご本人が乗っ

ていただけるのかなというのもありますし、やは

り無償というわけには、やはり外交官さんといえ

ど…… 

〔「何で無償なの」と言う人あり〕 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） そうです。あ

りがとうございます。 

  その辺の予算も含めて折り合いがつけるのかど

うかというのはあるんですけれども、まずは何も

制約なしに、いろいろ話をしてきたいなと考えて

います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  まず、１番の空き店舗活用事業補助金、これは

１回分ですね、50万というとね。町も空き家対策

とかいろいろこれから取り組んでいく中で、ほか

の自治体ですと、本当に空き家を利用してのリノ

ベーションとかいろんな形で補助金を用意してい

るところはあるんで、もう少しこれを減らすとい

うよりも、何かもうちょっと利用者が使い勝手の

いいような形を、もうちょっと広く公表して使っ

ていただけるようなシステムをつくっていただけ
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ればいいのかなというふうに思います。これは要

望です。 

  ２番目の、ふるさと納税の返礼品なんですけれ

ども、今年は夏すごく暑くて、米も不作で、また、

ブトウも取れなかったという中で、そういった米、

またブドウ、これは本当に宮代の特産中の特産な

んで、その辺の今年に向けての例えば農家さんと

の話合いみたいなのがあるのかどうか、その辺を

教えてください。 

  あと、３番は承知しました。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  ふるさと納税、お米とブドウ、お話あったかと

思います。先ほどウェブサイトでのアンケート結

果をお話させていただいたとおり、ふるさと納税

はポータルサイトからの申込みというのがほぼ

90％以上でございます。 

  ポータルサイトをご覧いただいた方には何とな

くお分かりになるかと思いますが、ジャンルごと

に整理されていまして、例えば金額の安い順とか、

もしかすると最初から金額の安い順に並んでいた

りするかと思うんですけれども、その中でどうや

って宮代の巨峰を売り込んでいこうかということ

で、これは本来、宮代町というのを知っていただ

いて、共感していただいて納付といいます、返礼

品を、ふるさと納税使っていただきたいところな

んですが、今回町の巨峰は非常においしい上に割

と安いというのが並べてみると分かっていまして、

今回ちょっと試験的に試そうと思っていますのが、

今まで３キロで幾らというふうにやっていたんで

すが、少し刻んで１キロという設定、２キロとい

う設定をつくらせていただきました。 

  １キロの設定になりますと、まだ最終決定では

ないんですけれども、ふるさの納税の返礼品の価

格としては5,000円程度で考えておりまして、

5,000円程度でふるさと納税仮に出しますと、巨

峰というふうに検索された場合に、かなり上位に

宮代の巨峰が出てくるような形になるかと思いま

す。実際は１キロというのは、農家さんとお話し

しますと、１キロというのはそんなに出ないんだ

よなというお話なんですけれども、それで町の巨

峰を知っていただいて、１キロじゃちょっと少な

いんで、２キロ、３キロとなったときに、そのサ

イトから２キロ、３キロもあるんだねというふう

にいくと、最終的には２キロとか３キロの申込み

につながるかと思いますので、これは今の想定で

しかないんですけれども、そのポータルサイトを

うまく活用しまして、町の巨峰を知っていただく

機会にしていきたいなと考えています。 

  今回、来年度ですか、これをちょっと取組をし

てみまして、農家さんの反応も聞きながら、巨峰

をもう一度盛り上げていきたいなというふうに考

えています。 

  お米については、今回なかなか暑くて取れなか

ったというのがあるんですが、今年も暑い予報が

やはり出ていまして、なるべく暑さに強いような

品種ですとか、あとは、タイミングですか、その

植えるタイミングなんかも含めて作柄が悪くなら

ないように、まずは物がそろわないとちょっと売

り込んでいけないというのがありますので、そこ

からもう一度やり直していくような形かなという

ふうに考えています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ありがとうございます。 

  宮代といえば巨峰と米。ぜひ今のうちから農家

さんといろいろお話をしてできるだけ量がたくさ

ん取れるようなことを考えてほしいと思います。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） こんにちは、佐藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  結構ありますけれども、事前にお伝えしている

のもあるので、そんな大変ではないかと思います。 

  まず、165ページになるか、スマート農業のこ

と。これは内容ではないんですけれども、これは

来年度からの事業という形ですよね。ほかの課で

も言ったんですけれども、ほかの資料、こういっ

た私たちの予算書とかその辺で新しい事業とか、

これまでの同じネーミングでも基準を変えるとか、

そういうのがある場合には、この辺に記載をあら

かじめしていただければ、あえて質問したりとか

しないでも済みますので、今後そのような形で改

善のほうをお願いしたいと思います。 

  次に、これもちょっと委員の方にはまたかとい

うふうになって申し訳ないんですけれども、何か

所かの課にわたる問題と各課言われている禁煙も

しくは喫煙禁止に関して駅前等の、今回産業観光

課ですから、駅前から東武動物公園までとかその

辺のことを何年も前から言って、産業観光課のほ

うにもお話はさせていただいて、たしか産業観光

課では、吸い殻の問題があるからというふうな形

で、ほかの課ともというふうなことがありました

けれども、この辺は、その後考えていらっしゃる

のかというところをお尋ねいたしたいと思います。

予算に入っていませんけれども。これは町民の方

から言われた。複数の課にまたがっているという

ことは申し上げましたけれども。予算の不作為の

部分でというのを先ほどの課でも言いました。 

  産業観光課ですから宮代、先ほどの前段の委員

もおっしゃっていたように、宮代の名前を広めた

いとかそういうふうな趣旨のことで、これも何年

も前から複数の議員から言われていて、予算に入

っていませんけれども、提案というか、ご意見を

伝えることとして、駅前のロータリーのところで

タクシープールとか、その辺があるところの真ん

中のところに４つぐらい冬になるとイルミネーシ

ョンをやっているところ、島みたいなところあり

ますけれども、あそこに例えば１万円ぐらいのＣ

Ｍ料を取って花を植えたらどうかとかいろいろ、

要するに宮代に来て、動物公園に来て、特に、そ

れで宮代に来たというイメージを持たずに帰る人

にとって、宮代というのを、先ほどのハナレンジ

ャーもそうですけれども、そのような形の考えを

持っていただきたいと思います。 

  では、予算のほうに入っていきます。 

  161ページ、これは予算書の161ページですね。 

  資料のほう、これは資料、何といったらいいの

かな。福祉産業委員会の資料でいいのかな。資料

の１ページにございます、一番上、お祝い米の贈

呈状況、過去５年間、資料のほうには出ておりま

す。 

  これも何年も前から申し上げているところなん

ですけれども、まずこちら、交換に来る人の割合

というのが人数と、ここに引換数とか出ています

か、出生者数と。来年度は、ちょっと待ってくだ

さい。出生者数が、これが随分と違うかな。来年

度の出生者数が、ちょっと把握しているか、まず、

それもお答えいただきたいと思いますけれども。

これは４月…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 今年度の分を令和５年度の

が、これが２月現在でちょっと少ないような感じ

が、僕が聞いたのでは、するので、現時点で分か

っている範囲でお答え願いたいと思います。ちょ

っとほかの課でも聞いて、同じ数字が出たもんで
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すから。いいです、この辺は軽くでも。 

  内容のほうといたしまして、これは、その年度

に生まれた人に対して、９月以降に新しい村にお

いてお米を渡すという事業というのは数年前から

聞いておりますが、例えば４月２日に生まれまし

た。４月中に他自治体へ引っ越しました。そうい

う人たちにも９月になっても、お米を受け取る権

利というか、それはあるというのがどうなのかと

いうところをお聞きしたところ、確かにお祝いと

いうところは形上あるけれども、新しい村に来る

ことによって、ほかの商品を買ってもらえる可能

性があるからというふうに産業観光課からの回答

として、以前私は承っておりますが、本来の趣旨

からちょっとずれてくるのではないかと思います

ので、当時の担当者が替わっていますので、改め

てお尋ねしたいと思います。 

  次に、委託先、一部既に前段の委員の方が聞い

てくださってご回答あったものもありますので、

そこはできるだけはしょって聞いていきたいと思

います。 

  まず、163ページの明日の農業担い手支援事業、

これに関しまして、真ん中、(5)の明日の農業の

12委託料、ホームページ作成委託料、これは全年

度よりも5,000円プラスになっておりますけれど

も、こちらの委託先とプラスになった要因。 

  次に、前のページになりますけれども、申し訳

ございません。新しい村、これはすみません、ま

だ未決定というのは出ていましたね、そういえば。

すみません。 

  165ページも、これは先ほど回答ありました。

167もやった。 

  169ページの宮代ブランドカタログデータの委

託料。これは、昨年よりも減額にはなっているよ

うですけれども、どちらに委託されているのかと

いうところを教えていただきたいと思います。 

  ちょうど同じページにありますので、その数行

下の13節の東武動物公園駅ショーケース使用料、

これは分かります。会場使用料というのがちょっ

と、10万6,000円、これは分からないので教えて

いただきたいと思います。 

  同じページで、169ページになるのかな。一番

上のほうの類いで、メイドインみやしろ等のこと

でちょっとお尋ね、まとめてお尋ねしたいと思い

ます。 

  まず、メイドインみやしろ、ちょっと私、知り

合いからも聞いたんですけれども、一昨年、宮代

のものを使ってメイドインみやしろというところ

では認定されたというところは聞きましたけれど

も、まず、最初の認定基準というのがどのような

形になっているのか、また、一定の基準を満たさ

なくなった場合には取消基準というものがあるの

かどうかというところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、認定審査会謝金というのがありますけれ

ども、そもそもこの認定審査会、一番上ですれど

も、推奨品認定審査会、16万円、この審査会のメ

ンバー構成及びメンバーの人数、そして年間の開

催回数等、開催頻度というか、開催回数、この辺

をお答え願いたいと思います。 

  また、メイドインみやしろ、48品あるというこ

とですけれども、行われてからどういうふうな形

で増えていっているのかということがあります。 

  あとは、これも聞かれていることなんですけれ

ども、やはり創業して、創業のときからメイドイ

ンみやしろ、宮代のものを使ってやった。でも、

創業したばかりなので、商工会に入るまではちょ

っと厳しいというお声を何件かお聞きしました。

できる限り商工会のほうとしても、町のほうとし

ても商工会に入っていただきたいという気持ちは

あるんではないかと私は素人ながら思っておりま

すが、例えばですけれども、まず、創業して、か
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つメイドインみやしろに該当する店舗に関しては、

例えば直近の３年間だけは商工会の費用等を免除

するとか、何かしら商工会へのハードルを下げる

策というのを検討しているのかどうか、また、そ

のようなものは可能なのか。ちょっと僕は商工会

の入会基準等を存じ上げませんので、純粋にお尋

ねしたいと思います。 

  同じページ、169ページで、これは97ページの

私たちの予算書のほうも併せて見ていただいたほ

うがいいのかもしれませんが、下のほうで観光情

報の発信、私たちの予算書ですね。これで、まず、

情報誌のことで「宮代ｉＩｉｎｅ（い～ね）！」

年２回発行、また、次の段落で「宮代ガイドマッ

プ」を作成、この辺のを含めて239万円というふ

うな予算になっているようではあります。まず、

「宮代ｉＩｉｎｅ（い～ね）！」年２回、何部発

行して、配架の場所はどのようになっているのか、

また、欠品とかあるかどうかのチェック体制はど

のようになっているか。要はその辺が入れっ放し

で空っぽになったらそのままというと無駄という

か、機会ロスが発生するということから、お尋ね

いたします。 

  次に「宮代ガイドマップ」、この辺のガイドマ

ップ、この辺もどのような、これは部数が書いて

いないものですから分からないんですけれども、

どのような形でやっているのかというところ。ち

ょうど「宮代ｉＩｉｎｅ（い～ね）！」、今24号

を手元に持っていますけれども、これのことだと

思いますが、その辺のことを詳細、「宮代ｉＩｉ

ｎｅ（い～ね）！」と共に同じような形でお尋ね

したいと思います。 

  次に、空き店舗は川野委員が聞いてくださった

ので結構です。 

  167ページ、これは説明かな、５ページ、まち

なかの事業ので、３万円ビジネス等ですね、これ

はね。こちらにつきまして、町の支援事業５ペー

ジで、２年度から自治体ごとのでいろいろと出て

おりますが、この中でドロップアウトしたという

か、参加していたけれども、補助金もらったけれ

どもやめちゃいましたというところはどのような

形であるのかなというのが、ちょっと気になった

のでお尋ねいたします。 

  あとは、そうですね、その辺で結構です。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  まず、予算書161ページ、委員会資料１ページ

の新生児誕生お祝い米の関係でございます。 

  まず、令和６年度の予算では、新生児の見込み

を190人で見込んで計上しております。 

  続いて、こちらのお祝い米のこの事業の趣旨で

ございますが、本事業については水田農業構造改

革対策事業に盛り込んでおりまして、まず前提は、

新生児の誕生をお祝いし、その世帯にお祝いをす

るという子育て支援の一面もあります。他方、宮

代産のお米の消費の拡大、それで、さらには、た

とえ町外に転出されたとしても、この事業をきっ

かけに新しい村の森の市場「結」に来ていただい

て、そこで宮代産の農産物を買っていただく、宮

代産の商工製品を買っていただくということで、

地産地消の推進に結びつくものであるということ

で実施しているところでございます。 

  続いて、予算書163ページの明日の農業担い手

支援対策事業の委託料、ホームページ更新の委託

料でございますが、こちらは地産地消推進の店の

新たに認定をされた店舗の情報を掲載するホーム

ページの更新料となります。こちらにつきまして

は、宮代町のホームページの中の「みやしろで暮
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らそっ」の中に地産地消推進の店が紹介されてお

りますが、こちらにまた令和６年度で新たに認定

された場合には、このサイト内で店舗の情報を紹

介し、掲載するということで予定しているもので

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  こちらのホームページの更新委託先でございま

すが、アンカルクでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光、

中村でございます。 

  ちょっと順番が前後してしまうかもしれません

が、ご説明申し上げます。 

  まず、メイドインみやしろの関係でございます

が、まず、メイドインみやしろのそもそも制度が

始まったときには、一度認定されますと、そのま

まずっと認定が継続するという形を取っておりま

したが、現在は毎年度更新していただいて認定し

ておるものでございますので、例えば商品のほう

がちょっと昔と変わってしまったねとかという、

実際にはないんですが、そういうところがありま

すと、当然のようにこれは認定できませんよねと

いう話になれば、当然認定しないという形になる

かと思います。 

  それから、そちらの認定審査会の委員さんでご

ざいますが、有識者の方が３名、それから町民の

方が２名入っております。 

  実際にこちらの有識者の方につきましては、特

に宮代に関わりの深い方も入っておりまして、宮

代町がどういったもの、新しい村のこともよくご

存じで、町の考え方も分かっている方も入ってお

るところでございます。 

  それから、「宮代ｉＩｉｎｅ（い～ね）！」の

印刷部数でございますが、こちらは３万部印刷さ

せていただいておりまして、２万4,000部を委託

といたしまして、ポスティングのほうをこちらさ

せていただいておりまして、こちらにつきまして

は近隣市町から、それから実際には、今年度で申

しますと、さいたま市、それから加須市、春日部

市、上尾市等々、こちらのほうをなるべく地の利

のいいといいますか、来やすい方々に配らせてい

ただきまして、なるべく宮代町へ来客のほうを図

っております。 

  残り6,000部につきましては庁舎内のほうに、

それから町の施設のほうに配架するほかに、近隣

の自治体の施設のほうに配布させていただきまし

て、配架のほうをお願いしているところでござい

ます。 

  それから、ほかにも例えばコンビニですとかス

ーパーですとか、あと、実際に近隣市町のいわゆ

るビジネスホテル系のところにもお願いして置い

ていただいて、なるべく広く宮代町を知っていた

だくような形を取っておるところでございます。 

  それから、ガイドマップにつきましては、内容

をやはり見直しをしなくてはいけない時期に参っ

ておりまして、例えば掲載内容がちょっと古くな

ってしまっていて、現在の状況でそちらを見て、

行ってしまうと、そこになかったねとか、そうい

ったことがございますので、その見直しをしたい

ということで、こちら、今年度予算計上させてい

ただいたところでございます。 

  それから、会場使用料でございます。こちらの

ほう、マルシェのほうを東武動物公園の駅前の無

印良品の芝生のところでさせていただきまして、

あそこはどうしても使用料かかるものでございま
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すので、あそこの使用料になります。やはり、な

るべく人目のつくところでやるということが効果

が大きいと思いますので、あちらのほうを使わせ

ていただいております。 

  以上でございます。 

  失礼しました。あと、カタログデータの作成で

すね。こちらにつきましては、実際に今年度も執

行しておりますが、こちらのほう、委託先をちょ

っとほかのところをどちらかということで、幾つ

か見積り取らせていただきまして、安価なところ

にお願いする予定で、金額が変わったというとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

  来年度はまだこれから実際に見積り合わせでな

りますので、まだ未定でございます。 

  失礼しました。開催頻度につきましては、今年

度は実際に推奨品の認定のほうを見に行った１回

でございます。事前に資料のほうをお送りいたし

まして、そちらを見ていただきましてから、実際

に審査委員の方々に気になったもの等を見ていた

だきまして、実際に選定をいただいております。

特に新しい商品、それから従来のものでもちょっ

とやはりこれは気になるよねというものがあった

りすれば、そちらのほうを選んでいただいており

ます。 

  お手元にお配りした委員会の提出資料、こちら

のほうに今年度、要するに令和６年度の認定品と

いうことで58品挙げさせていただきまして、こち

ら、黄色く色をつけさせていただいものが新規商

品ということで、今回11点になっているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  では、再質問させていただきます。 

  一番最後に出てきました、ちょっと答弁漏れと

僕が指摘したところで、開催頻度が１回で、これ

でこの審査会は16万円の予算を取っていて、認定

審査会の謝金。有識者３名、宮代町に詳しい人、

町民２名、５名で16万円ということになりますが、

これで間違いないのでしょうかというところです

ね。あまりにもほかの審査会と比べて高過ぎるの

ではないかというところが、ちょっとお聞きして

いて疑問に思いました。 

  特に有識者、単純に先ほど僕が推奨認定基準が

あるのかどうかというのをお聞きしましたのは、

特別な知識とかがなければできないのかというと

ころを探るためにお尋ねしたんですけれども、そ

のようなものが特別な知識がなくてもできそうに

先ほど捉えました。町民からも入っていて、先ほ

ど有識者に関しては宮代町に詳しい人とか実情分

かる人というふうにおっしゃいましたけれども、

そのような必要はないんではないかというふうな

ところで、その５名が16万という、１人３万

2,000円という形になりますが、ほかのところで

大体１時間3,000円とか１回当たり3,000円とかと

いう審査会が多い中で、ちょっと突出しているん

ではないかと思いました。 

  また、取消基準があって、実際適用されたのは

ないとはおっしゃいましたけれども、一応最低限

の基準をつくっておかないとブランドイメージを

保てないというところがあるでしょうから、ここ

のところは了承いたしました。また、会場使用料、

動物公園の中の駅の中のどこかなと思ったら、無

印良品ということで、承知いたしました。 

  「宮代ガイドマップ」、こちらのほうも古いの

で今年度改定という形になっておりますが、確か

に役場の横じゃなくて、進修館の横の宮代のウオ

か何かの看板も古いコンビニがあったりとかして
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以前指摘して、テープか何かで消したとかあって、

それは電子データじゃなければ古いものは改定し

なきゃならない。それは当然ですので、できる限

りその辺は早めにやっていただきたいと思います。 

  蛇足なことでちょっと申し上げますと、この駅、

少なくとも駅に置いてあるもので、杉戸のほうで

も杉戸のいろんなお店を紹介しているものを置い

てあるのをご存じだと思いますけれども、僕の仲

間とか友達で駅を使う人ですけれども、先輩とか

聞いていると、杉戸のはすごいいいねというふう

なのを聞いているので、その辺で切磋琢磨して、

逆に杉戸の人から宮代のがいいねというふうにな

るように頑張っていただきたいなというのは、こ

れはエールというふうに受け取っていただければ

いいかと思います。 

  最後になるかな。戻るような形で恐縮なんです

が、そういえば、さっきドロップアウトした人の

が答弁漏れが、何か答弁漏れでなかったような気

がします、まちなかのやつ。これはちょっと私の

ほうで分かっている答弁漏れのは、補充していた

だければ結構です。 

  お祝い米につきましてですけれども、先ほどの

お答えにありました新生児のお祝いが第一次的で、

第二次的が宮代米を知っていただくとか地産地消

とかというふうにおっしゃいましたけれども、そ

れはちゃんと調査した上で裏づけがあって言って

いるんでしょうか、それともそういうふうなのが

あったらいいな的に言っているのか、それともそ

うなるだろうと言っているのか。数字的な根拠も

何もなく、これくらい、これくらいというふうに

言われると全く説得力がないので、その辺をきち

ん論理立ててお話しいただきたい、お答えいただ

きたいと思います。 

  また、令和６年のほうは190人、この辺は多少

の誤差でいいでしょう。令和５年が住民課のほう

にお尋ねしましたところ186人ということはお聞

きしておりますので、そこと大きな乖離がありま

せんので、それはそれで人数のところはいいとい

たしますが、これは以前もそちらの観光課のほう

でお話をさせていただいた。できれば、必ずじゃ

ないですよ、できればですけれども、これは住民

課の範疇にもなるかもしれませんが、このお祝い

米ということの事業を行うことによって、できる

限り１年でも多く宮代に定住してほしいというの

が、税金は使っているということですから、当然

あるわけであって、そこのところのが産業課の仕

事の関係から言うと、そこの比率が落ちてしまう

のかもしれませんけれども、あちこちで言ってい

るんですけれども、第５次総のほうで横串横串と

言っていて、宮代町の総合的な利益のためにとい

う観点から言えば、産業観光課としては確かに地

産地消とか宮代を知っていただくというところに

重きを置きたい気持ちは分からんでもありません

が、先ほどお話がありました新生児お祝い子育て

支援等ある。それは宮代で育っていてほしい、宮

代の住民になってほしい、ずっと住んでほしいと

いうところも期待があった上でお祝い米というこ

とを税金を使ってやっているというところのこと

を先ほど鈴木さんがるる説明していただきました

けれども、きちんとそこのところも軸足を外さず

に考えていただきたいのですが、その点は産業観

光課としていかがなのか、この辺をお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  メイドインみやしろ推奨品認定アドバイザーの

件でございます。 

  今年度は、審査会１回で終わったんですが、も
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ちろん申請数が多ければ１日で終わらない場合も

ありますので、予算としては２日分押さえており

ます。今年度もそうだったんですけれども、会議

はほぼ丸一日、10時ぐらいから今年は４時ぐらい

までかかったかと思いますが、非常に長い会議で

ございまして、実際に商品を見たり食べたりして

審査をするものですから、やはり１時間、２時間

の会議では終わらないということもありまして、

そういった費用になってございます。 

  メンバーは５人なんですが、専門家といたしま

しては、まず、１人は経済産業省の構造審査委員

ですとか、経済産業省の繊維産業振興研究メンバ

ーですとか、そういったことを歴任されている方

がまず１名ございます。そのほか元国際線の乗務

員の方なんですが、その後個展のアドバイス活動

ですとか、プロデュースで行う業務を行っている

方がいらっしゃいまして、日本ディスプレイクリ

エイター協会の認定のディスプレイクリエイター

で、フードアナリストといった肩書、そのほか各

県商工会連合会エキスパートバンクという登録講

師も歴任さている方、登録先は埼玉県と茨城県と

栃木県、福島県、山梨県、取る方がいらっしゃい

ます。そのほか元食肉メーカーの開発担当の方、

それから、元製菓メーカーの開発担当、マクロビ

オティックアドバイザーということで、料理研究

家の方がおりまして、そのメンバー５人で審査を

していただいております。 

  そのほか、先ほど答弁漏れがありましたビジネ

ス講座のドロップアウトの方がいたかどうかとい

うことかと思いますが、ドロップアウトの方は、

今年度もしかすると、ドロップアウトになりそう

な方がいたんですが、ちょっと最終的な報告をい

ただいていないので分からないところなんですが、

昨年度までについてはドロップアウトの方はおり

ません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○産業観光課長（小川英一郎君） 産業観光課長の

小川です。 

  お祝い米の関係ですけれども、佐藤委員おっし

ゃるように、例えば４月２日に生まれて、その後、

極端ですけれども、１週間後に引っ越してしまう

と、そういう方も対象になるというようなご指摘

だったんですけれども、ケースとしてはどんなケ

ースで移転されるかというのはちょっと分からな

いですけれども、お祝い米をもらえる時点につい

ては、まだ移転が決まっていないという方も中に

はいらっしゃると思います。 

  お父さんとかお母さんの会社の転勤の都合でや

むを得ず移転してしまうというようなケースもあ

りますので、贈呈する時点では、宮代町にいると

いうことで、お祝いという意味で贈呈のほうをさ

せていただいております。これについては、移転

した後にそのお祝い米については、券は発行しま

すので、必ず新しい村のほうには戻ってきていた

だけますので、そういったところで新しい村のお

米、宮代産のお米を食べていただく形になります

ので、それに併せて市場のほうで買物をしていた

だくことを期待しているところでございます。 

  当然、宮代町に定住して、それを食べてもらう

のが一番いいんでしょうけれども、宮代から移転

したとしても、宮代町のお米を食べて育っていた

だくと、そういった考え方もできますので、今後

につきましてもこの事業は継続したいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 
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  では、最後に再々質問させていただきます。 

  今の直近の小川さんのお考えは分かりましたが、

判定基準というか、贈呈の判断基準というのを９

月以降の贈呈時にすることによってその辺は、こ

の事業自体は継続するということで無駄ではない

でしょうけれども、そこのところは平等感を保つ

ことはできるんではないかというところを一言付

言させていただきます。 

  また、ドロップアウトの件、今年度はいるかも

というところがあって、いようがいまいがという

言い方をするとちょっと乱暴になりますが、もし

もドロップアウトした場合というのは何らかの不

利益をその方が受けてしまうのかどうかというと

ころが気になっていたものですから、お尋ねしま

した。そこのところをご回答いただきたいと思い

ます。 

  また、メイドインみやしろの審査会、２回分で

かなりのいろいろと肩書はご立派だなというとこ

ろの方が入っているというのだけは分かりました。 

  あと、先ほどちょっと私のほうで再質問のとき

にし忘れたので再々質問という形で聞かせていた

だきますが、先ほど中村さんがおっしゃった、ふ

るさと納税のときに昨年お米が不作だったので、

ふるさと納税のほうでお米を除外したというふう

な趣旨のご発言が、ご回答があったように記憶し

ておるのですが、昨年はお米が不作で除外、ふる

さと納税から除外した。このお米というのは、お

祝い米のほうには回ってはいるんでしょうかとい

うところがちょっと気になったものですから、お

尋ねいたします。 

  以上で終わりにしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  先ほどの講座のドロップアウトの方に不利益が

あるのかということについては、不利益はござい

ません。 

  それから、お米が不作だったということでござ

いますが、お祝い米のほうは確保してございます。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） もちろん、ち

ゃんとしたものを確保しています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  すみません、３点お願いします。 

  委員会資料の４ページ、先ほどのメイドインみ

やしろ推奨品一覧の中で、黄色いところが新しく

11品なんですけれども、この中の一番最後、最後

から２番目、57番、みやしろ森のようちえんの、

みやしろピクルスの森というのがあるんですけれ

ども、ほかの業者とはちょっと違うところなんで

すが、こちらのほうの安全性とか、どうして、森

のようちえん自体は存じ上げていますけれども、

入ってきた経過とか、そのあたり、１点お願いし

ます。 

  それと、160、161ページの新しい村です。それ

で、これからちょっといろいろ整備計画があるん

ですが、いろんなものを直していくと思うんです

けれども、全体的にあそこの新しい村って暗いん

ですけれども、そういうあたり、照明とかも考え

ていくのか、ちょっと何か東武動物公園の花火を

見るにはいい暗さなんですけれども、近所の人と

か、やっぱり暗い。そういうあたりもしっかりと

安全対策、外の照明とかもやっぱり安全対策とい

う意味も込めて、そういうところ、どうなってい
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くか聞きます。 

  あと、もう一点なんですが、予算書の164、165

なんですが、上段のほうの農地費一般管理事業な

んですけれども、その中の14、工事請負費なんで

すけれども、施設改修工事費とあるんですが、ご

めんなさい、そうじゃない。申し訳ない。一番上

の14節工事請負費2,070万があるんですけれども、

これって、もしかしたら沖の山地区のほうの用水

の今、板で堰やっているんですけれども、地元か

らすごい要望が出ていたんですけれども、その工

事なのか、また違う工事なのか。もし違う工事な

ら、沖の山のほうの工事の予算がどこに入ってい

るか教えてください。 

  以上３点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  みやしろ森のようちえんのほうの商品につきま

しては、こちらのほう当然安全性というのは確保

しなくてはなりません。そちらのほうは厳重にや

らせていただいております。 

  こちらへ入ってきた経緯につきましては、実際

にこちら、みやしろ森のようちえんさんのほうで

宮代町産の野菜を使って作っているということで、

非常に町内産のものをまさに素材として提供した

いというとでやっておりますので、うちのほうと

いたしましても、メイドインみやしろ基準に合致

しておりますので、認定させていただいたところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  新しい村の関係、全体的に暗いということで、

こちらについては、ご要望として受け止めさせて

いただきまして、今後の検討の中で何かしらの対

応ができるように考えていきたいなと考えていま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 農地調整担当

主査の小島と申します。 

  予算書165ページ、一番上の工事請負費、施設

改修工事費が桃山台の団地に向かう道路の近くに

ある堰の改修工事であるかどうかの件なんですけ

れども、こちら委員ご指摘のとおり、そちらの堰

の改修工事費となります。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  資料の４ページですね。みやしろ森のようちえ

んのほうは安全確認はしたということと、宮代町

の野菜を使っているということなんですが、これ

は推奨品ということは、結構皆さん買ったりする

んで、数とかはあるのか、それと、あと、どこで

これは販売されるのかお聞きします。 

  それで、次の新しい村のほうは、やっぱり照明

が暗いのは、よろしくお願いいたします。これは

要望です。 

  最後の164、165の桃山台のところですね。これ

は今まで地元の方から私も聞いていたんですが、

人力で板でやっていて、本当危ないということで、

何か若宮のほうはもう入ったということなんです

けれども、この工事はいつ頃入るのか、そして、

こういうまだ危ないところ、皆さん年齢も結構高

齢になっているので、自力で板でせき止めるのは

非常に怖いということなんですが、町内でまだ工
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事終了時期と、またほかにもこういうところがあ

るのかお聞きします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  主査。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当、中村でございます。 

  こちら、みやしろピクルスの森のピクルスにつ

きましては、こちらのほうを実際に作っている中

で、例えば今何が欲しいとかという場合、当然野

菜の旬がございますので、なかなか必ずいつも同

じものという形ではございませんで、作っていた

だいております。こちらにつきましては、ふるさ

と納税の返礼品にもなっておりますし、あとは新

しい村のほうでも販売させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○農地調整担当主査（小島春樹君） 農地調整担当

主査の小島と申します。 

  桃山台の堰の改修工事の工事時期につきまして

ご説明いたします。 

  工事につきましては、田んぼが終わりました10

月、11月から開始ということで、工期の終わりは

３月末ということを見込んでおります。 

  また、町内でほかに同じような角落しの堰があ

るかというご質問なんですけれども、数は把握し

ていないんですけれども、同じような堰というの

はございます。ただ、桃山台のように幅が１メー

トル、２メートルあるような形ではなく、50セン

チとか、ある程度小さい形になりますので、そち

らついては、まだそこまで危険性のほうは高くな

らないのかなとは思いますが、順次点検のほうは

させていただきたいと思います。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑がございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  聞こうかちょっと迷っていたので、すみません、

遅くなりました。 

  私たちの予算書97ページで、宮代町外交官によ

る町のＰＲで３万円ということで、私も少ないな

と思ったんですけれども、その外交官、このお二

人が外交官となっていらっしゃいますけれども、

このお二人だけでなく新たに外交官といいますか、

今インターネットでインフルエンサーがたくさん

いるわけですけれども、町内にもいろいろやって

いる方がいらっしゃると思うんですね。そういう

方を発掘したりとか、スカウトというか、その方

に宮代をＰＲしてもらうとか、中には職員さんで

もいいと思うんですけれども、インフルエンサー

として養成するとか、そういうことをしていくお

考えはあるでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  先ほどインフルエンサーというお話があったか

と思うんですが、非常にそちらについては興味を

持っておりまして、今年度途中からですか、広報

担当のほうで、町の商工観光担当も一緒にという

ことで、インスタグラムでの情報発信を始めてい

ます。そのほか、先ほどちょっと、ビジネス講座

とは趣旨が違ってくるんですが、３万円ビジネス

講座に参加している女性の方たちはほとんどの方

がＳＮＳを活用されていらっしゃいまして、その

方々、非常に発信力が高く、フォロワーさんもあ

っという間に100人とか200人とか集められるぐら

いの方も中にはいらっしゃいます。 

  町のＰＲという意味では、そういったものを上
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手に使っていきたいと考えていまして、先ほど３

万円ビジネスのフォローアップも考えていきたい

とお話しさせていただいていましたが、そういっ

た方たちに町のＰＲをしていただくような、そん

なこともちょっと検討を今させていただいていま

す。 

  例えば、先ほどのメイドインみやしろなんかも

やはり地域の商品でありますし、各お店ごとにＳ

ＮＳをやっていたりもしますし、やっていない方

もいらっしゃるので、そういったところで、お気

に入りを見つけていただいて、お店の方に代わっ

て情報を発信していただけるような、そんなこと

もちょっと考えていきたいなと考えていますが、

まだちょっと実現できるかどうかというのも含め

て検討段階にありますので、今具体的にというお

話はできないんですけれども、先ほどお話のあり

ましたインフルエンサーという視点で、町のＰＲ

するのは外交官だけじゃなくて、町に住んでいる

方がもはやＳＮＳを使えば情報発信ができますの

で、みんながＰＲ大使みたいな形、制度にするか

どうかあれですけれども、そういった視点で町の

事業も展開していきたいなと考えています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  今言っていただきましたように、町民みんなが

インフルエンサーみたいな、外交官みたいな感じ

の何かこういった予算またつけていただけたら、

今こちら観光情報の発信で239万円も出ています

けれども、この紙媒体でポスティングもいいので

すが、こちらの予算なんかをそちらのネットのほ

うに回していただいたりとか、そういうことがで

きたらまたいいのではないかなと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で産業観光課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月21日木曜、午前10時から委員会を開き、

まちづくり建設課分の質疑から始めたいと思いま

す。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ３時３７分 
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第 ５ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。 

  これより、３月19日に引き続き、予算特別委員

会を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２０号の審査（まちづくり

建設課・教育推進課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、議案第20号 令

和６年度宮代町一般会計予算についてのうち、ま

ちづくり建設課、教育推進課分の順に質疑を行い、

終了後、議案第20号の討論、採決を行います。 

  これより、まちづくり建設課の一般会計分につ

いての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いします。 

  また、質疑で資料を使用する場合は、必ず資料

名、ページを伝え、分かりやすく端的に発言して

いただくようお願い申し上げます。 

  それでは、担当課長から出席者の紹介をお願い

します。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） おはようご

ざいます。 

  まちづくり建設課長の成田です。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） まちづく

り建設課主幹の和田です。よろしくお願いします。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） まちづくり建設

課上下水道室長の忽滑谷でございます。よろしく

お願いします。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） まちづくり建設課

道路担当主査の鷺谷と申します。よろしくお願い

します。 

○建築開発担当主査（清水頼孝君） 同じく建築開

発担当の主査の清水と申します。よろしくお願い

します。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） おはよう

ございます。 

  まちづくり建設課主幹の小林です。よろしくお

願いいたします。 

○都市計画担当主査（島村明子君） まちづくり建

設課都市計画担当、島村と申します。よろしくお

願いいたします。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）

 土地利用推進室長の石塚でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  一般会計予算のほうの178ページから181ページ、

私たちのでは24ページなんですけれども、公園等

整備管理事業の中の12節の中のあずまやの設計業

務委託費180万ということ、これは朝ちょっと聞

いて、まだ私、納得していなくて申し訳ないんで

すけれども、町の建築屋さん、知り合いの方に何

人かに聞いたんですけれども、10平米を超えると

建築確認は確かに必要なんですけれども、建って

いるものって、４本の柱の上に屋根が乗っかるだ

けの構造物で、180と値段は言っていないんです
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けれども、大体どのぐらいの設計代ってかかるも

んですかというと、10平米以下だったら、普通に

デザインを考えて10平米以下だったら10万なんて

かからないよと言うんですよ。10平米いったとし

ても、15万がいいところじゃないの。デザインが

どうだこうだ言ったとしたら、いろいろ構造だ、

どうのこうの言っても、30ぐらいしか出せないよ

ねと。50行ったら、それはぼったくりだなんて、

これは冗談だと思うんですけれども、そういうふ

うに言われた金額なんですけれども、先ほど聞い

たら、大学生や町が考えた案を具体化して、それ

を設計に盛り込むので、その費用も入っていると

いうことなんですけれども、こちらの私たちの予

算では、地域の皆さんとワークショップで検討し

た内容を具体化と書いてあるので、ある程度の構

図のところまでは、作成のところまで、デザイン

のところまで、一般の方だけでやって、最終的な

候補だけの部分を専門家に任せれば、そこまでは

行かないと思うんですよ。やり方がちょっと違う

んじゃないのかなというのを感じました。 

  それと、そのときになんですけれども、何件か

の業者さんに見積りを頼んだということを聞いた

んですけれども、その業者さんの名前というのは

お聞きできるのかどうか。 

  この２点、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。 

  こちら、地域のオリジナルパークをつくろうと

いうことで、今のお話ですと、学園台のけやき公

園のあずまやの設計に関してということなんです

けれども、こちらに関しましては、まず、町なか

の設計屋さんに確認すると、そんなにかからない

んじゃないかということだったと思うんですけれ

ども、うちのほう、市民参加でやっておりまして、

繰り返しになってしまいますけれども、学生さん

だけじゃなくて、市民の皆さんが設計を考えて、

設計というかプラン、アイデアを考えて、それを

徐々に形にしていくというような事業で進めてい

ますので、今後もワークショップ等でそういった

ものを詰めていくような形を取りまして、最終的

には、あそこのけやき公園に今建物が建っていな

い状況ですので、開発適合証明というような形の

ものを取らせていただいて、その後に建築確認と

いうものが入ってきます。 

  だから、デザインとか設計だけじゃなくて、そ

ういったもろもろの手間なものが入ってきて、な

おかつワークショップも入ってきますので、そう

いったものを総合的に考えると、ただの設計だけ

じゃなくて、いろんな要素が入ってきますので、

積み上げると180万ぐらいにはなってしまうのか

なということで概算は出しております。 

  ただ、これを見積りを取るなり、入札になるか

分からないですけれども、そういう手続を経て、

予算額よりも高いものは発注できませんので、そ

れが下がるというようなイメージで考えていただ

ければというふうに思っております。 

  こちらのほうの見積りを取っている業者という

のが、今おっしゃられている質問の中にあると思

うんですけれども、こちらにつきましては、現段

階では概算ということで取っている状況ですので、

あえてそこの業者さんの氏名を出す段階じゃない

のかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 質問じゃなく、最後になる

のでお願いになりますけれども、ちょっとどうし

ても金額的に高過ぎると思いますので、もう少し、

ワークショップの中でも毎回毎回業者さんを呼ば
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なくても進めていけるもんだと思うんですよ。最

終的に町民が考えた案と生徒さんが考えた案、何

点か絞って、その中から始めるとかすれば、もっ

と業者さんが関わる時間が少なくなると思います

ので、そういうふうな、ずっと全てを任せるのじ

ゃなく、ある、もう本当の核心的な部分になった

ら、やっぱり業者さんにお願いしたほうがいいと

思うので、そういうふうなことをして予算カット

のほう、それと必ず町の業者さん、何件もあると

思いますので、そういう方々にお知らせして協力

を仰げば、もっといい方向に進むと思いますので、

そういう形でお願いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島と申します。よろし

くお願いいたします。 

  予算書176、177ページの都市計画総務事業で、

私たちの予算書では28、29ページになりますけれ

ども、和戸駅周辺と姫宮駅西口周辺の活性化事業

ということで、私たちの予算書では、それぞれに

総事業費で817万円とありますけれども、これは

姫宮と和戸と合わせてということで、予算書を見

ると金額的にそうなので、そこの確認が１点と、

あと、177ページの12節の委託料で産業系土地利

用検討業務委託という項目があるんですけれども、

これはどちらに委託するかもう決まっていました

ら、そこを教えていただきたいのと、それが和戸

駅周辺と姫宮駅周辺では同じところなのかという

ところを教えていただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）

 土地利用推進室長の石塚でございます。 

  私たちの予算書28ページ、29ページと予算書の

177ページの関係でございますけれども、私たち

の予算書28、29ページでは、和戸駅周辺と姫宮駅

西側周辺、２つ書かせていただいておりますが、

ご覧のとおり同じ金額でございます。 

  こちらの金額については、予算書177ページの

産業系土地利用の業務委託の810万円の金額と、

それに需用費を若干見込んでおりますので、その

分が足された金額が、両方重複して掲載をしてお

りますので、この和戸駅周辺と姫宮駅周辺を１本

化したのが予算書の177ページということでご理

解をいただきたいと思います。 

  今回、この和戸、姫宮と、そのほか宮代町全域

を産業系の土地利用の検討をするに当たりまして、

ちょっとこのようなつくりになってしまっており

ますは、ご理解をいただきたいと思います。 

  どうしても私たちの予算書は、総合計画の実行

計画事業ベースでつくっておりますので、こうい

うふうになってしまっております。本来であれば、

姫宮駅か和戸駅、どちらかに再掲という形で、も

う一回載せていますよという表現も入れたほうが

よかったのかもしれませんが、ちょっと誤解を招

くような状況にもなっておりますので、それはお

わび申し上げます。 

  今回、産業系の土地利用の検討業務として810

万円入れさせていただいておりますが、これにつ

いては、今年度、これから入札を行いますので、

それで業者を選定いたします。具体的な選定業者

については、その入札結果によりまして決定をし

てまいりますので、もうちょっと時間をいただく

ことになろうかと思います。 

  検討の内容といたしましては、既に企画財政課

等からご紹介をいただいていると思いますけれど

も、現在の総合計画の後期計画の見直しに向けて、

令和６年度から委託料が入っていると思いますけ
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れども、土地利用推進の担当としては、総合計画

に位置づけられた土地利用構想についての見直し

も併せて行いたいというふうに考えております。 

  それを、土地利用構想の変更を見据えた形で、

和戸、姫宮、それプラス町内全域のほかのエリア

も含めてこの検討を行っていって、新たな土地利

用が推進できるようなエリアとして位置づけがで

きるのかどうか、また、現在位置づけられている

場所についても、今後、開発の見込みがないと、

難しいということであれば、それは外していくと

いうことで、追加したり削除したりという作業を

事前の基礎調査をするための内容となっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） ありがとうございました。 

  最後にちょっと確認したいんですけれども、今

後、和戸駅周辺とか姫宮駅周辺とかの計画を進め

ていく中で、令和６年度、地域の住民、土地を持

っている人とか、現在その区域内に住宅がある人

とかに説明会というのを予定しているかどうかを

ちょっとお願いしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）

 土地利用推進室長の石塚でございます。 

  令和６年度における和戸・姫宮地区も含めた形

での説明会ということなんですが、現在、これも

皆様ご承知かと思いますけれども、和戸駅西側周

辺については、現在、農振農用地区域です。いわ

ゆる青地ですので、産業観光課が主体となって、

現在、県農林と、その西側地区については農用地

区域からの除外ができないかについて協議をして

おります。 

  その結果を踏まえた形で、地域の皆様とは具体

的なお話をさせていただくことになるとは思うん

ですが、県との協議がどのぐらいのタイミングで

整ってくるのか、まだちょっと時間がかかりそう

なことも聞いておりますので、中途半端な状態で

地元に入りますと、また混乱も起こしかねないで

すので、その結果を踏まえて、なるべく早く地域

の方々には説明をしていきたいと思っております。 

  ただ、和戸駅周辺の中には、駅の反対側になり

ますけれども須賀高野島地区、こちらは農振地域

ではありますけれども農用地区域ではない、いわ

ゆる白地のエリアですので、既に地域の皆様とは

何度かお話は進めているような状況でございます。 

  いずれにしても、和戸駅周辺、姫宮駅西側につ

いては、総合計画で位置づけられた事業でござい

ますので、着実な事業推進に向けて、地域の皆様

にきちんとご説明をしていく機会はつくっていき

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。重複し

ないように、大きく２点お伺いいたします。 

  まず１点なんですが、予算書172ページと173ペ

ージで、私たちの予算書では102ページになりま

す。 

  (2)地区生活道路整備事業というところで、12

節の委託料、測量設計委託料605万円、こちらの

委託先がもう決定しているのかどうかを伺います。 

  それから、14節で工事請負費として、地区生活

道路整備工事ということで100万円になっている

んですが、これは何か所ぐらいになるのかという

ことをお伺いいたします。 

  それと、18節の道路等後退用地補助金105万円、

それから21節の支障物件移設補償金100万円、こ
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れについても説明をお願いいたします。どういう

場所で何か所ぐらいあるのかということですね。 

  それから、予算書の176、177ページに、(4)東

武動物公園駅西口周辺整備事業、ここで14節で工

事請負費、道路用地工事費800万円についてなん

ですが、昨年度が工事費700万円使っているんで

すね。ここのわくわくロードのほうで、前回が現

地調査委託料が大体1,200万円使って、この道路

用地工事費700万使っているわけなんですけれど

も、私たちの予算書の18ページになるんですが、

上のほうで、市民のアイデアを基に景観整備やと

いう、この景観整備に大体700万ぐらい、景観整

備等ということで734万円使っていたと思うんで

すけれども、その中で、今回100万円を多く使い

ますが、ここで現地調査委託料1,200万円使って

いて700万円工事した。今回はこの委託料を使わ

ないで800万工事するということで、その辺の説

明をお願いしたいと思います。 

  以上、大きく２点になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） まちづく

り建設課主幹の和田です。 

  まず１点目、予算書172ページ、私たちの予算

書で102ページの地区生活道路整備工事について

ご説明申し上げます。 

  まず、12節の委託料605万円につきましては、

605万円のうち、105万円を未登記用地測量、建築

後退用地等の測量等の費用に充てております。 

  未登記用地というのは、町の土地になっていな

い状態で道路になっている土地等が、日頃、境界

の確認等の事務の中で発見されることがございま

す。というのは、道路は土地の権限を取って道路

の認定、区域の決定をいたしますので、そちらの

他人の土地が道路になっていた場合、それが発覚

したときに、そちらを用地測量として分筆測量と

か、こちらの測量の費用に充てております。 

  こちらについては、もともと箇所が決まってお

りませんので、想定される実績の件数として105

万円上げさせていただいております。 

  残りの500万円につきましては、町道1585号線

外道路拡幅実施設計ということで、こちら、道仏

土地区画整理地内の姫宮落川左岸側の道路につき

まして、今、現況で４メーターと２メーターで完

成しているところなんですが、こちら区画整理上

の計画では６メーターの道路と４メーターの道路、

今４メーターでできている道路は６メーター、今

２メーターでできている道路は４メーターの計画

で工事する予定だったんですが、姫宮落川の河川

改修工事がまだ未完了でございましたので、そち

らが完了後に道路を計画幅員どおりに工事すると

いう状況になっております。 

  こちらについて、今、埼玉県のほうで河川改修

工事が進んでおりますので、こちらの工事に必要

な設計業務として500万円計上させていただいて

おります。 

  続きまして、14節工事請負費100万円なんです

けれども、こちらについては建築後退用地、セッ

トバック用地につきまして、皆さんから寄附をい

ただいたりするところなんですけれども、こちら

寄附いただいたところにつきまして、舗装の工事

であったり、砂利を敷いたりという整備工事費に

なります。 

  こちらも想定件数ですので、予算上は２件の費

用を見込んでおります。ただ、こちら大きさによ

っても変わってきますので、件数は過去の実績と

いうことで想定しております。 

  続きまして、18節につきましては補助金ですね。

こちら105万円計上しているんですが、建築後退

用地の測量補助ということで、セットバック用地、
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建築後退用地につきまして町に寄附する際に、町

のほうで用地測量に対する補助金を交付しており

ますので、そちらの費用で計上させていただいて

います。 

  こちらにつきましては、６件の想定、こちらも

実績なんですけれども、申請が上がってきて、う

ちのほうで補助金を交付するという形を取ってお

ります。 

  続きまして、補償金です。21節になると思うん

ですけれども、こちらにつきましては、先ほど言

った未登記と建築後退用地等の整備並びに建築後

退用地については、寄附採納を受けた場合、そち

らに電柱等があった場合、電柱を移設する必要が

ございますので、こちらの移設費用として100万

円を計上しております。 

  こちらにつきましても、申請によるものですの

で、申請数の想定で予算を取らせていただいてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋です。 

  続きまして、予算書のほうは176、177ページ、

東武動物公園わくわくロード事業、私たちの予算

書の17ページのほうになるかと思うんですけれど

も、こちらのほうの工事費の800万円につきまし

て、こちらにつきましては、今年度、街路樹のイ

ルミネーションをやったかと思うんですけれども、

そちらのほう、アンケートを同時にやっておりま

して、市民の方から、今後どういうふうにイルミ

ネーションを進めていったらよいのかというとこ

ろで、今の状況といたしましては、続けていただ

きたいという意見がかなり多かったということで

す。片側だけ今年度やりましたけれども、これに

ついては両側でやったほうがいいんじゃないかと

いう意見もございましたので、こちらのほう、今

年度119万ぐらいかかっていますので、それのお

よそ２倍ぐらいかかるのかなというふうに思って

おります。 

  今、活性化に向けたアイデアの実現ということ

でアイデアの募集を行っておりますけれども、こ

ちらのほう、当初、年度内に終わらせる予定では

いたんですけれども、こちらのほうを５月末まで

延期しているような状況になっておりまして、こ

ちらのほうの案をいただいたものについてのイベ

ントのような形なのか、整備になるのかというと

ころもありますけれども、こちらのほうも予定し

ております。 

  あと、これまでにまちづくり建設課のほうで購

入いたしましたテーブルベンチですとか、あとい

ろんな軽スポーツができるものですとか、あと教

育のほうでも同じようなベンチであったりテーブ

ル、あとは人工芝なんかもありますので、それを

入れるような倉庫、こちらのほう、貸出しが簡単

にできるようにということで、コミュニティ広場

の一画に倉庫のほうを整備させていただきまして、

そこから、市民の方が簡単な申請をしていただい

て、貸し出せるような形を取りたいというふうに

思っております。 

  そのほかに、毎年度行っております駅前のイル

ミネーション、街路樹のイルミネーションなんで

すけれども、こちらとミスト、夏場のミストなど

をやるということで、トータルでいうと800万円

ということで予算を計上させていただいている状

況でございます。 

  こちら、令和５年度の委託料といたしまして

1,200万円ぐらい上がっていたかと思うんですけ

れども、こちらにつきましては、実際のところ、

市民参加の検討がなかなか進まないというところ
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もありましたので、委託料といたしまして366万

3,000円ぐらい、こちらで委託を行いまして、そ

のほかにイルミネーションのほうが119万ぐらい

というところで、委託のほうを行っている状況で

ございますので、残額のほうに関しましては使わ

ない予定でございます。 

  委託に伴っての令和５年度の700万円使ってい

るというようなお話がありましたけれども、予算

上700万円の中で、工事費といたしましては、今

年度、ほぼほぼ委託に伴う整備というものが出て

こなかったということから、使わないで終わって

いるような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 再質問させていただきま

す。 

  まず、予算書172、173ページ、地区生活道路整

備事業になります。まだ決まっていなくて想定数

であるということで了解いたしました。 

  私たちの予算書102ページの写真にもあるんで

すが、網を張ってありまして、これがずっと同じ

状態で続いているわけなんですね。地元町民の方

が、何か全然進まないで、このままの状態が続い

ていてということで心配されているものですから、

この地図の中で880メートルとあるんですけれど

も、そうしますと、例えば道路を拡幅するわけな

んですが、この中で上のほうがちょっと分かりづ

らかったものですから、道路を拡張することによ

って土地をセットバックしたりとか、そういった

ことのここは必要がないところであるかというこ

とをお伺いさせていただきます。 

  また、工事が大体いつぐらいに、道路拡張がい

つ頃終わるのかというのが予測できましたら教え

ていただきたいと思います。これが１点、再質問

です。 

  もう一点は、先ほども言われたんですけれども、

イルミネーションとかそういったものをやられた

ということで、それも大体119万ぐらいというこ

とですので、書かれている中の景観整備というと

ころですね、イベントとか関係なく景観を整備し

たというのがどういうものなのかということだけ

質問いたします。 

  以上、２点よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。 

  まず、１点目の地区生活道路の道佛地内の拡幅

というお話ですけれども、こちらにつきましては、

区画整理事業のほうで４メーターの道路を整備、

用地を確保して舗装のほうまで行っております。

それに伴いまして、姫宮落川の河川改修のほう、

県で行っているような状況でございます。こちら

のほう、区画整理の事業と足並みをそろえてでき

ればよかったんですけれども、ちょっと河川改修

のほうが遅れた、県の事業のほうが遅れたという

こともありまして、まだできていないような状況

でございます。 

  こちらの部分、特に住宅、宅地側に下がるとい

うことではなくて、河川側の管理用の通路みたい

なところが砂利敷きになっていますので、そちら

を、ほぼほぼ２メーターぐらいのところになるん

ですけれども、こちらの舗装のほうをしていきた

いなというふうに考えておりますので、こちらの

事業がいつぐらいまでに終わるのかというお話で

すけれども、町のほうの予算もありますので、明

確にいつまでとは言い切れないんですけれども、

なるべく早急に進められればなというふうに、予

算を確保していきたいなというふうに思っており

ます。 
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  続きまして、２点目のイルミネーション等なん

ですけれども、こちらの実際の整備としてどのぐ

らいのものができているのかというところだと思

うんですけれども、こちらにつきましては、今の

ところ明確な整備という整備は、実際のところは

進んでいないような状況でございます。イルミネ

ーション等に伴いまして、道路沿いに電源を取っ

たり、駅前広場に電源を取ったりとかというよう

な形で、ちょっとずつは整備は進んではいるんで

すけれども、大きな整備としては、まだ市民の意

見が取りまとめられていないような状況でありま

すので、今後、ほかの補助金等も入れていきたい

というふうに、事業を進めていきたいと思ってお

ります。 

  なお、こちらのイルミネーションにつきまして

は、埼玉版のスーパー・シティプロジェクトとい

うところで補助金が出ておりますので、今のとこ

ろ、イルミネーションについては２分の１という

形で補助のほうを入れさせていただいて事業を進

めております。なので、令和６年度につきまして

も同じような形でできればなというふうに考えて

おるんですけれども、その後の本工事、どこまで

工事をするかというところもあるんですけれども、

それについては、社会資本整備総合交付金という

もので計画をつくって進めていきたいというふう

に思っております。 

  ただ、今後につきましては、この第５次総合計

画の後期に移っていくと思うんですけれども、そ

の辺の修正等を踏まえて、ちょっと再検討もしな

くちゃならないのかなというふうに思っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  １点だけ質問させていただきます。172、173ペ

ージ、地区生活道路整備事業の中の町道第1585号

線なんですが、この地図を見ていきますと、点々

のところがちょうど道路のほうまで入って、さら

に先まで行っているんですね。例えば、ここには

保育園がありますし、また橋を渡ったところにも

やっぱり畑とかがありまして、そういうほうの土

地を拡幅するに当たり、何かセットバックしなく

て大丈夫なのかというところもちょっと聞きたか

ったんですが、その辺はどのようになっているか

だけを質問させていただきまして、また、176、

177ページ、東武動物公園駅西口周辺整備事業、

こちらのほうなんですが、800万円という結構高

額な予算を使うわけなので、町ではやっぱり必要

な、もっと補助に必要な予算を取るべきものはい

っぱいあると思いますので、そこで無駄遣いしな

いような事業をやっていただきたいと思います。

こちらは要望です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  172ページ、173ページ、予算書のほうですね。

地区生活道路の整備ということで、こちらにつき

まして、道仏のほうの区画整理は終わっています

ので、宅地側には全く影響は出ないような形で進

めるようになっております。河川改修側の約２メ

ーターですけれども、こちらについて整備を行っ

ていくということで、地元の地権者の方に用地的

にご迷惑をかけるようなことはございませんので、

ご理解いただければと思います。 

  続きまして、市街地、上流側のほうのお話だっ

たかと思うんですけれども、こちらにつきまして

は、場所によっては２メーター取れなくなる場合

もあるかと思うんですけれども、おおむねならす

と２メーターということで、河川沿いに広がると
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いうイメージでありますので。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） すみません、マイクを使

ってください。 

○委員（泉 伸一郎君） すみません。 

  私が再々質問したのは、保育園とか、あとその

先のほうの畑のほうのことを聞いたので、こっち

の区画整理のほうは分かっていますので、という

ことです。保育園のほうを通っていますよね。 

〔発言する人あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） それは分かるんですけれ

ども、ただ保育園にかかるのか、それとその先の

畑のほうにかかるのかということを私は再々質問

で聞いているので、そちらのことを。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 今回の

整備につきましては、民地のほうに入るというこ

とはございませんので、河川側のほうというふう

に考えていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。２点質問をさせ

ていただきます。 

  予算書の174、175の岸辺遊歩道整備事業につい

てです。 

  こちらは、視察でも現地に行かせていただいて、

内容も伺ったんですが、それも踏まえてもう一度

伺いたいんですが、こちらの備前堀川のフェンス

を、全部これを１回撤去して新しいものをされる

ような工事のご説明をそのときいただいたんです

けれども、それで、私たちの予算書の23ページに

もございますように、地区の自治会や関係団体の

方のご意見もいただいて着手しますということな

んですが、このお話はもうまとまっていらっしゃ

るんでしょうか。 

  それと、この川が県の管理だと思うんですけれ

ども、この川自体もちょっと景観がよくないわけ

であって、そこも同時に整備をされるのか。 

  あと、この線路がある河原橋のところのレンガ

なんですが、こちらは町のまちしるべにもなって

いる貴重なものだと思います。まちしるべになる

と教育委員会のほうだと思うんですけれども、立

てる以前にもそういうご要望があったんですが、

立てる場所がなかなか、私有地であったりしてし

ようがないということだったんですが、河原橋の

レンガを、宮代のガイドクラブがガイドをしてお

りまして、一番ここの河原橋がガイドしやすい場

所でもあって、ここが整備をされて、全体でここ

を通ってそこを見れるということになると、本当

に喜ばしいことにはなるんですが、そこにまちし

るべも立てられたら一番いいと思うんですけれど

も、そのあたりの道路の土地と教育委員会とのや

り取りでそういったことが可能なのかというのを

お伺いいたします。 

  次に、２点目は予算書の178ページの公園等環

境管理事業です。 

  181ページに委託料や工事請負費など書いてご

ざいます。全体で予算が3,569万円といって、２

つの公園にしては少し予算もかかっているなとい

う印象を受けまして、こちらについてはいろいろ

ご質問をしたところではございます。 

  資料の５ページにこの公園の整備の内容を教え

ていただいております。こちらは町民の方々、地

域の方々が、こういった公園にしたいということ

で一緒に考えて造られているということで、取組

自体はとてもいいなと思っております。 

  それで、この内容においても、具体的に遊具だ
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ったり整備だったり、そういったものも町民の方

からこういうご要望があってそろえられるという

ことで、これも地域の方々が喜ばれているという

ことで承知をしているところなんですけれども、

こういったワークショップなどを重ねてこういう

整備をして、その後、令和７年度にはその成果を

確認することをするという、ずっとこの２つの公

園をやっていくということなんですけれども、そ

の後、後期実行計画になるのかと思うんですが、

その後というのは、どのような計画を今のところ

お考えなのかということをお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず１点目、予算書の174、175ページの岸辺遊

歩道の整備についてでございます。 

  こちらにつきましては、既存のフェンスがかな

り傷んでおりますので、一度撤去させていただい

て、新しいものにつけ替えるというような工事の

内容になってございます。 

  こちらにつきましても、市民参加でお話のほう

を進めさせていただきまして、市民の方からいろ

いろなお話を伺っているところではございます。

その内容が全てまとまっているのかというところ

ではございますけれども、線路から上流のところ、

こちらのほうに、今の計画ですと県のほうで人道

橋を造るというようなお話がございます。なので、

上流のほうはまだ手をつけないような状況でござ

います。 

  では、今何ができるかというところで、いろん

な市民の方の意見はございますけれども、できる

ところとするとフェンスの修繕ということで、今

のところ、このぐらいしかできないのかなという

ふうに考えているところでございます。 

  河川の整備につきましては、基本的には県のほ

うの管理になりますので、こちらのほうでどこま

でやっていけるかというところでございますけれ

ども、町のほうといたしましても、ある程度の整

備はお願いしたいなというふうには思っていると

ころでございます。 

  また、地元の方もそういうお話をしております

ので、できればそれを実現できればなというふう

に思っているところでございます。なので、県の

ほうにつきましては、町も住民の方も一丸となっ

て要望をしていければなというふうに思っており

ます。 

  あと、まちしるべですとかそういったものの教

育のほうとの連携なんですけれども、内部での話

ですし、この辺につきましてはよく詰めながら、

将来的な整備につなげられたらなというふうに思

っております。 

  ２点目、予算書178、179ページの公園というこ

とで、私たちの予算書24ページ、資料のほう５ペ

ージということで、オリジナルパークをつくろう

ということなんですけれども、こちらにつきまし

ては、地域の住民の方の意見をいただきまして、

トータルといたしましては3,569万円ということ

で、工事費としては3,240万ぐらいということな

んですけれども、こちらにつきまして、２公園と

いうこともありますので、高いなというふうにお

っしゃる方ももちろんいらっしゃるかと思います。 

  ただ、私のほう、道佛のほうの新規の公園を造

らせていただいた経緯もありますけれども、ちょ

っといじるだけで、造成は別としても、上のとこ

ろだけいじっただけでも、当時で2,000万オーバ

ーということになっております。そこから人件費

だったり、あと物の値段が上がってきていますの

で、やっぱり少しいじっただけでもそれぐらいの
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金額がかかってしまうということはあるというこ

とで、ご理解いただければと思います。 

  ワークショップを通して出来上がって、その後

の検証なり、今後の方向性というところではあり

ますけれども、できればうちのほうといたしまし

ては、地域の皆様が愛着を持っていただいて、た

だ造るだけじゃなくて、その後の活動につなげて

いけたらなというふうに思っておりますので、な

るべくソフト的なところでそういう活性化という

か、そういうものにつながって、地域のコミュニ

ティが上がればというふうに思っておりますので、

その辺の今後の取組等も見守っていければなとい

うふうに思っております。 

  オリジナルパーク事業といたしましては、今後、

総合計画後期の見直しもありますので、今後どの

ような形で取り組んでいくかということは、今年

度、来年度に取り組むところではありますけれど

も、なるべく費用をかけないで、ソフト的なとこ

ろでうまくコミュニティがつくっていければなと

いうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。再質問をさせて

いただきます。 

  まず、１点目の岸辺遊歩道の件なんですけれど

も、内容は承知をいたしました。 

  現在なんですけれども、川の景観がやはり悪い

ということで、近隣の方からもあると、お声は届

いてはいると思うんですけれども、県にも要望し

ていかれるということだったんですが、どれくら

い県とやり取りをされて進めていらっしゃるのか

というのを、そのあたりのことをお伺いしたいで

す。 

  この川の側面というか、底に、ちょうどこの河

原橋のところの根っこが出てきているような、そ

ういったこともあって、そういう部分もあるんで

すけれども、そういうことも含めて、もう一度、

県にどのような働きかけされているかお伺いをい

たします。 

  それから、２点目なんですけれども、内容や今

のご説明でも承知をいたしました。 

  今後のことということなんですけれども、２地

区のソフト面でいろいろ支援をしていきたいとい

うことなんですが、それに加えて、例えば、公園

をこういった形で整備をしたということで、ちょ

っと公園という管轄ではないかもしれないんです

けれども、こういったスペースになったらいいと

いう場所でいうと、やはり子どもたちがよく集ま

るようなスキップ広場であったりとか、あとは新

しい村などは、どこからでも子どもたちが車でも

来られるし、そういうところで例えば遊具がもっ

とあったらいいとか、そういうご要望も出ている

ところでもございます。 

  あとは草刈りの問題で、今回、草刈ロボットい

うのを採用されておりますけれども、こういうこ

ともうちの地区のところにもあったらいいなとか、

そういうことは出てくると思うんですね。そうい

ったときに、そのほかの地区にもいい影響という

か、今回で得たいい部分を生かしてぜひいただき

たいと思っているんですが、先ほどそこの２地区

のことだけだったので、もう一回、そういった広

がりということで、もう一度お伺いさせてくださ

い。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず、１点目の岸辺遊歩道事業、県に対してど

のような形で要望、働きかけをしているのかとい
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うところでございます。 

  こちらのほうに関しまして、今の状況等につき

ましては、町のほうでも十分把握しております。

もともと木が生えてしまっていたり、根っこが出

ていたり、あと側面が崩れてしまったりというこ

とで、いろいろお話をさせていただいております。 

  その状況等を説明させていただいて、改善にと

いうことでお話はお持ちしているんですけれども、

なかなか、これをこうするという回答まではいた

だけていない状況なので、引き続きになりますけ

れども、景観的な整備について、お願いになって

しまいますけれども、要望していきたいというふ

うに考えております。 

  ２点目の公園、オリジナルパークをつくろうな

んですけれども、いろんな要望がございまして、

こちらの２地区については、いろんな経緯があっ

て地元に声をかけさせていただいて、市民参加で

やるということが前提ですので、そういったこと

でのいろんなご協力をいただける地区はないのか

というところで、探させていただいた経緯はござ

います。 

  なので、どうしても、何でこの２地区を手厚く

やっているのかというところでいろんな意見もあ

るかと思うんですけれども、それなりの地元のご

協力が得られたところにつきましては、総合計画

に基づきまして取り組みさせていただいていると

ころでございますので、今後、５次総の見直しも

ありますけれども、そういった見直しの際に、こ

の２地区の整備の今後の状況を踏まえて、いろい

ろほかのところに取り入れられることとか、よく

なかったことというのは、ちゃんと生かしていけ

ればというふうに思っております。 

  やっぱり草刈りというのが、今の公園の状況で

問題になっておりますので、その辺もどのように

して改善ができるのかというところで、いろんな

試みというか、やってみてになってしまいますけ

れども、草刈ロボットがいいというふうには確か

に聞いております。あと日工大のほうでも導入さ

れていますので、そういったものを今回初めて導

入するわけですので、それが実際、あの公園でど

うなのかというところはちゃんと見て、どうなる

かというところを検証させていただければなとい

うふうに思っております。よいものであれば他地

区にも導入していきたいというふうに思っており

ますので、ちょっと時間はかかるかと思うんです

けれども、様子を見ていきたいというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  予算書の178、179ページ、私たちの予算書が27

ページの東武動物公園駅東口周辺整備事業につき

ましてお伺いいたします。 

  こちらは、東武動物公園駅東口駅前の用地補

償・駅前広場詳細設計の１億4,032万円につきま

して、その下に前期実行計画、令和７年度で

100％完成予定ということなんですけれども、こ

ちらは今何％ぐらいまでいっているか教えていた

だきたいです。 

  それと、21節の補償のところです。支障物件等

移設補償金の本年度3,600万円なんですが、こち

らはどの部分なのか教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず、予算書178、179ページ、私たちの予算書

27ページの東口のにぎわいロード事業ということ
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ですけれども、まず委託ですね。こちらのほうが

現地調査業務委託ということで、電線共同溝です

とか駅前広場の詳細設計のほうを進めてまいりた

いと思っております。 

  こちらの設計のほうが3,700万ぐらいかかるの

かなというふうに思っているところでございます。

そのほか物件調査の委託料というものが入ってく

るんですけれども、こちらのほうで対象のほう、

残っている建物の補償ということで６件なんです

けれども、契約対象者数としては10件になります。

テナント等も含まれた件数でございます。 

  そのような中で、委託料も高いなというところ

だとは思うんですけれども、こちらのほうにつき

ましては、県ですとか国の基準で歩掛かりが出て

いますので、そういったものを利用させていただ

きまして積算のほうを行っておりまして、それに

よって補助金のほうも入れたりということで、歳

入のほうを検討しながら事業を進めているという

ものでございます。 

  その補償につきまして、今、2,700万というこ

とで上がっておるところなんですけれども、こち

らにつきましては、その中での２件程度というこ

とで、これも補助金のほうを導入させていただき

ながら補償のほうをしていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

  全体的な進捗のほうなんですけれども、５次総

では令和７年度に整備工事完了ということになっ

ております。こちらのほうの事業計画といたしま

しては、平成29年から始まりまして、令和６年度

の３月で事業期間というのは一旦終わってしまう

ので、今の状況ではまだ終わらない状況というこ

とから、事業の延伸ということで県のほうの協議

をさせていただきまして、プラス５年間延伸する

ということで進んでいるところでございます。 

  今の進捗につきましては、用地買収の進捗とい

う形になりますけれども、駅前広場自体が3,700

平米必要になってきております。そのうちの公共

用地、既存の道路等を除きますと、3,100平米の

用地が必要になってくるということなんですけれ

ども、こちらで今、用地買収をした進捗率といた

しましては、約67％まで進んでいる状況ですので、

今後、用地買収及び設計が大体終われば、次は工

事という形で進めていければなというふうに思っ

ております。 

  3,600万円の補償といたしましては、おおむね

２件の補償ということで考えているところでござ

います。補償の中には、建物のそのままの補償と、

あと引っ越しにかかる費用ですとか、解体にかか

る費用、再建にかかる費用というのを全部調査し

まして、これも基準があるんですけれども、基準

にのっとりまして積算をさせていただいて、補償

させていただくということになっております。 

  これにつきましては、町の職員だけではなかな

かできないところもありますので、専門の業者の

ほうに委託して物件調査を入って、今の建物の図

面から何から全部調査させていただいて、それで

積算をしているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 少し再質問させていただき

ます。 

  先ほど私のほうでなかなか理解できなかったん

ですけれども、交渉されている方が残っているの

があと10件、６件と言われていたんですが、その

後、10件と言われていたのと、また今、支障物件

3,600万の２件については、こちらはもう交渉が

成立しているのでしょうか。お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長
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の髙橋でございます。 

  先ほどの６件ということなんですけれども、そ

の数字といたしましては、土地だったり建物があ

るというところの権利者さんとしては６件という

ことでございます。10件というのは、そこにテナ

ントさんだったり、店子さん的なところの10件と

いう数字でございます。 

  すみません、ちょっと訂正させていただきます。

10件、10筆というような形で、店子も含むと13件、

地主さんというふうに考えると８件という内訳に

なってございます。すみません、訂正させていた

だきます。 

  3,600万円の内訳といたしましては、２件を想

定させていただいているところでございます。た

だ、今のところ、交渉は進んでおりますけれども、

契約までは至っていないので、この後うまく契約

まで持っていければいいんですけれども、あくま

でこれは概算といいますか、予算のほうを上げさ

せていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、まちづくり建設課の一般会計分の質

疑を行います。 

  質疑のある方いらっしゃいますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  私たちの予算書の105ページです。宮代台の２

丁目地内の５か所の橋を補修工事していただける

とのことでありがとうございます。 

  こちら道路になっているんですけれども、姥ケ

谷落沿いには玄関と道路をつなぐ、住民の皆さん

が駐車場のように車を止めているところがあるん

ですけれども、そちらの橋というのは町で補修し

ていただけるのか、個人での補修になるのか、そ

れだけお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷といいます。 

  そちらにつきましては、水路ということで法定

外許可を取って、お客様のほうで申請を出して占

用しているという状況でございますので、基本的

には個人のものでございますので、そちらについ

ては個人のほうで責任を持って管理していただく

ということになります。そのため、もし不具合と

かがございましたら、個人の方のその占用者が修

理とかしていただくような形になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 個人の管理ということで承

知いたしました。 

  補助というものも出ない、特に出ないというこ

とでよろしいでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  そちらにつきましても、個人での出入りという

ことが目的でございますので、町のほうでは、そ

ういった補助のほうの制度は用意してはございま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます



－２７５－ 

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。 

  予算書の176、177ページ、西口のわくわくロー

ド事業のことなんですけれども、834万円で、先

ほども、イルミネーションとかイベントとか景観

整備とか、やる内容はお伺いしたんですけれども、

それぞれの834万の内訳を教えていただければと

思います。イルミネーションも前年の倍で約240

万ぐらいかかるのかなとか、その辺が知りたいの

で内訳お願いしたいということと、あと倉庫を造

って貸出用具を置くということなんですけれども、

その管理運営という、管理というのはまち建のほ

うでされるのか。スキップ広場でにぎわいをつく

ろうということで動くようなお話なんですけれど

も、そもそもスキップ広場だと、進修館が担当し

て考えてやるようなことだと思うんですけれども、

まち建でやるのはどういうことなのかなというの

をお伺いさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  予算書176ページ、177ページ、私たちの予算書

の17ページになる西口わくわくロード事業の総事

業費として834万円になります。 

  こちらのほうの工事費といたしましては、今回

800万ということで上げさせていただいておりま

す。こちらの内訳につきましては、イルミネーシ

ョンのほうが、先ほどの説明のとおりなんですけ

れども、119万ぐらい今年度かかっておりますの

で、およそ２倍かかるのではないかということで、

今回300万円で予算のほうは計上させていただい

ているところでございます。 

  続きまして、今、活性化のアイデアの募集を市

民の方から広く受け付けているところでございま

す。こちらのほうのイベントでしたり整備につき

ましては、おおむね100万円ぐらいを予定させて

いただいております。 

  コミュニティ広場に倉庫ということで、おおむ

ね250万円ぐらいということで計上させていただ

いておりまして、そのほかにデザインマンホール、

こちらも絵などを募集したりということで蓋の整

備と、今後、マンホールカード等につなげていけ

たらなというふうに思っておりまして、120万円

の計上ということになっております。 

  残りなんですけれども、毎年の駅前のイルミネ

ーションですとかミストというような形で、その

ほか、この辺の修繕ということでおおむね30万円

ぐらいということで、計800万円というような形

で計上させていただいているところでございます。 

  こちらのほうのスキップ広場だったりコミ広だ

ったりということで、どちらかというと、担当と

しては進修館のほうの指定管理なんじゃないかと

いうお話もございました。こちらにつきましては、

わくわくロード、東武動物公園の西口周辺エリア

を活性化させていくような事業でございます。駅

から新しい村を誰もが歩きやすくなる町なかへと

いうふうに変えていく事業になりますので、中心

である進修館とか公共施設、役場だったりという

この辺につきましては、やっぱり活性化が必要じ

ゃないかというところもあります。 

  いろんな市民の活動の会場となるのが、このス

キップ広場だったりコミュニティ広場だったりと

いうこともありますので、今あるそういった貸し

出せるようなもの、うちだけじゃなくて、教育委

員会のものもいろいろたまってきておりますので、

まとめさせていただいて、倉庫にしまって貸出し

を行えればということで、教育のほうは先行いた
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しまして、アートのほうで使う場合には要綱を今

整備して、ホームページのほうにも掲載させてい

ただいていると思うんですけれども、貸出しがで

きるようになっておりますので、まちづくり建設

課につきましても同じような形を取りまして、市

民の方が使いやすくできればなというふうに思っ

ております。 

  こちらの管理につきまして、どちらが行うのか

ということですけれども、この辺につきましては、

まずはまちづくり建設課のほうでやらせていただ

きまして、今後につきましては、指定管理が行う

のか、どこかの担当が行うのかというところでい

ろいろ協議を進めていきまして、決められればな

というふうに思っております。まだ検討段階でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 内訳については分かりまし

た。 

  あと、倉庫の貸出しの用具なんですけれども、

有料になるのか、無償貸出しを前提としているの

かをお伺いいたします。 

  あと１点が、西口わくわくロードを歩いて楽し

いということでテーマを決めてやっていますけれ

ども、スキップ広場でイベントをやってにぎわい

つくるとか、そういうのがまち建設なのかなとい

う、進修館がそもそもそこを管理者としているわ

けで、そこでイベントをやって人を呼ぼうとか、

そういう事業というのは、町のほかの課と進修館

が協力してやるようなことなのかなと思うんです

けれども、そもそもそうすると、こうわくわくロ

ードの趣旨とか目的がずれ始めているんじゃない

かなというふうに感じるんです。 

  あと１点は、東武動物公園駅に観光客の方が降

りて、東武動物公園へ歩いて行くという、その視

点がないというか、町外の人が来たときの方の視

点がなくて、町内のものだから町内の人が楽しめ

るような場所にしたいとかいうのも分かるんです

けれども、あそこはあくまでも町を全国的に発信

していけるようなところだと思うんですけれども、

そもそもそういうことで西口をやろうとしていた

のかなと思ったのが、何か趣旨がずれてきている

ような気がするんですけれども、その点について

はどうなんでしょうか。お伺いをいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  倉庫に入れる用具の使用のほうですね。お金を

取るのかというお話になります。こちらにつきま

しては、現状のところはお金は取らない予定では

ございますが、維持費等もかかりますので、その

辺は今後きちんと詰めていかなくてはならないか

と思っております。 

  スキップ広場であったりコミュニティ広場でイ

ベントを行うということについて、こちらは指定

管理者であったり自主事業でやるべきじゃないか

というご意見も大変分かるところではあるんです

けれども、この事業といたしましては、あくまで

も町なかづくりということもありますので、市民

が活動していただくですとか、あとは公共施設を

使っていただくという視点も入れていかなくては

ならない事業だと思います。 

  そういう中で、町外の人、歩いて東武動物公園

へ行っていただく、その中で楽しんでいただくと

か、町の発信に、こういう町なんですよという発

信につながるような事業としてというご意見だと

思うんですけれども、こちらにつきましては、そ

の後の整備も含めて、歩きやすくして町のにぎわ

いをというところでございますので、今の現状の
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ままでは発信というところはなかなか難しいので、

ソフト的な発信というところもありますので、市

民の方で、なるべく町が関わらないで自主的な市

民活動、イベントなりということが頻繁に行われ

るようにというためのサポート的なうまい整備が

できていったらなというふうに思っておりますの

で、基本的な趣旨は変わっていないつもりではご

ざいます。そういったことでご理解いただければ

というふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。３点ほど質問さ

せていただきます。 

  予算書では172ページ、173ページの都市計画道

路整備事業なんですけれども、12節の委託料、測

量設計なんですけれども、私たちの予算書では26

ページ、104ページ、都市計画道路万願寺橋通り

線、町道75号線の路線測量、交差点設計の内容、

金額的には400万が計上されているんですけれど

も、この信号の交差点のところに産業系の土地利

用を考えているということで高野島地区があるわ

けですけれども、この開発が進むと、さらに須賀

上交差点の渋滞がさらに多くなると思うんですけ

れども、まずはこの交差点の設計の内容、令和６

年度の内容を教えていただきたいと思います。 

  また、できたらこの交差点の改良がいつ頃予定

しているのか、渋滞がこれからさらに増えると思

いますので、その辺もどのように考えているのか

教えていただきたいと思います。 

  次に、174、175ページの(2)の岸辺遊歩道整備

事業なんですけれども、私たちの予算書の23ペー

ジですけれども、前段の委員さんからも質問があ

ったと思うんですけれども、このフェンスの改修

をするというんですけれども、どこからどこまで

の場所を予定しているのか。また、地元の住民か

らの、いろいろお話合いがあったと思うんですけ

れども、地元の住民からはどんな要望があったの

かを教えていただきたいと思います。 

  次に、３番目なんですけれども、予算書の176、

177ページの都市計画総務事業、私たちの予算書

ですと28ページと29ページ、和戸駅周辺活性化事

業と姫宮駅西側周辺活性化事業の２つなんですけ

れども、予算が２つの事業が同じ予算でという形

でなっているんですけれども、来年度はどういっ

たことをするのか、もうちょっと詳しく教えてい

ただきたいんですけれども、特に和戸駅の西側地

区なんですけれども、産業観光課のほうで県農林

との除外の交渉をしていると思うんですけれども、

担当課長からは、ある程度、書類はおおむね整っ

ているという一般質問のときにお話をいただいた

んですけれども、またそこには残土の山があると

思うんですけれども、解消に向けて、担当課とし

てはどのように考えているのかということ。 

  また、和戸駅も姫宮駅も土地利用を考えている

ということなんですけれども、宮代町、例えば宮

東、中島地区の圃場整備も今進めていると思うん

ですけれども、あそこも都市計画道路に隣接する

土地なんですけれども、昨日、産業観光課の質疑

のときに、委員さんから、米とかそういったもの

って、私も知り合いが農業をやっていて、なかな

か利益を生まないというところがあるので、でき

たらそういった土地利用、今回、宮代町は土地利

用推進室が設けられて、そういったことを新たな

産業系の土地利用みたいなのを考えるようになっ

たんですけれども、これから土地利用推進という

のをどのように考えているのか、その辺を教えて

いただきたいと思います。 

  以上、３点お願いいたします。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず１点目、予算書172、173ページの都市計画

道路のほうの委託料になるかと思います。こちら

につきましては、現在、都市計画道路春日部久喜

線の町道12号線、あと春日部、北春日部のほうに

抜けます町道252号線、あと万願寺橋通り線の75

号線が今回入ってきております。 

  こちらの委託の内容といたしましては、須賀上

交差点、万願寺橋通り線ですね。こちらの交差点

の改良の調査をさせていただきたいというふうに

考えております。 

  古い時代に、こちらのほう、県のほうで調査を

行った経緯がございまして、なかなか理解を得ら

れなかったというようなところでございます。た

だ、そのときの資料も若干残っておりますので、

埼玉県のほうからその資料をお借りしたような形

で、町としてどこまでできるのかというところで、

今回、測量設計のほうに入らせていただきまして、

町のほうだけで完結するのか、また県道のほうも

含めてなのかというところもございますけれども、

渋滞解消に向けて進めるための検討の委託という

ような形でございます。 

  完成につきましては、まだ設計でどのくらいの

ペースで進めていくということまでは、５次総に

もうたっていないところでございます。令和６年

度の設計を受けまして、その後、順調に進めば、

用地の測量であったり、実施に向けた設計という

形で少しずつ進んでいきますので、順調に行けば、

その後に用地買収を開始させていただいて、工事

ということになりますので、順調に行ったとして

令和８年とか９年とかというところで工事に入れ

ればと思いますけれども、こちらについては、地

権者様もおりますので、ちょっと正確なことは言

えないような状況でございます。 

  続きまして、２点目の予算書174ページ、175ペ

ージの岸辺遊歩道のフェンスについて、令和６年

度どのような形で、スパンはどのぐらいなのかと

いうところなんですけれども、こちらにつきまし

ては、踏切から下流ですね。上流のほうは先ほど

の説明のとおり、人道橋の設置が予定されている

というところもありますので、踏切から下流で県

道ですね、和戸大橋までの区間について整備のほ

うできたらなというふうに考えております。 

  延長につきましては、おおむね150メートルぐ

らいかなというところでございます。一部、フェ

ンスはやり替えたところもございますので、150

メートルよりは少ないかとは思うんですけれども、

おおむねそのぐらいになるというふうに考えてお

ります。 

  令和５年度の住民の意見を聴取したというとこ

ろなんですけれども、こちらにつきましては様々

な意見がございました。例えばですけれども、幅

員を広げて、例えば、お祭りほどではないのかも

しれないですけれども、地域の何かができるよう

な道路にしたらいいんじゃないかですとか、もち

ろん街路灯の話ですとか、今回のフェンスですと

か舗装ですね、そういったもの、本当にハードか

らソフトからいろいろな意見が出ておるところで

ございます。この辺はあるんですけれども、まず

は優先順位をつけさせていただきまして、老朽化

しておりますフェンスについて、まずは手をつけ

ていこうというふうに考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）



－２７９－ 

 土地利用推進室長の石塚です。よろしくお願い

いたします。 

  それでは、予算書の177ページの12節の産業系

土地利用検討業務の委託料810万円、それと私た

ちの予算書28、29ページの和戸駅周辺整備と姫宮

駅西側周辺整備事業についてお答えを申し上げま

す。 

  まず、前段の委員さんにもお答えをしておりま

すが、私たちの予算書で、和戸駅周辺と姫宮駅西

側周辺817万円ということで重複して掲載をして

おりますが、実際の金額、委託料の金額は予算書

の177ページの810万円でございます。７万円につ

いては、その他の需用費ということでご理解をい

ただきたいと思います。 

  特に、今回、和戸駅周辺のお話がございました

けれども、和戸駅周辺については、委員ご指摘の

とおり、現在、白地に向けて検討、白地に返還で

きるような形で検討を進めております。 

  位置的に説明しやすいので、すみませんけれど

も、委員会資料の７ページをご覧いただきたいと

思います。 

  委員会資料の７ページ、和戸駅西口周辺の宅地

開発の状況ということで地図を載せさせていただ

いていますが、今回、和戸駅西口に限っての絵で

すけれども、こちらは四角い太い線で囲ってある

のが西側のエリアでございます。対象面積は約

10.2ヘクタールとなっております。和戸駅の西側

については、先ほど申し上げたように、県農林と

の協議を現在進めておりますが、かなり時間を要

しております。 

  具体的な進捗状況は、私のほうでは詳細には把

握しておりませんので、この場ではご答弁は差し

控えさせていただきますが、今回の西側周辺につ

いては、このエリア10.2ヘクタール全体を見直し

して、今、青地のところを全部白にしていくとい

うことで考えております。 

  本来の開発といいますと、具体的な企業が来て、

どこの何番地の地番のところを住宅なりスーパー

を建てるので、除外、転用、そして開発行為を起

こしたいということでのご相談なんですが、今回、

現時点で和戸の西側については、具体的な企業の

出店等は今予定されておりません。 

  ただ、駅の近接ということもありますし、かな

り宅地化も進んでおりますので、ここを何とか白

地にして、産業系と住宅系が両立できるようなエ

リアとしていきたいということで、和戸駅周辺整

備事業を今進めているところでございます。 

  このエリアの中には、いろいろな課題がありま

して、ご指摘いただいている残土の山がその一つ

でございます。もう一つは、和戸駅の西口をどう

するかというところでございます。 

  また、国納保育園の前の道路は12メートルなん

ですが、このエリアの中の道路はほぼほぼ、一番

太いところで６メートルですが、ほかのところは

４メートルもしくは３メートルの道路でございま

すので、住宅を建てるにしても、今、建築基準法

では最低限４メートルですが、昨今の災害等を考

えれば５メートルとか６メートルとか、そういう

広い道路にしていくことが有効とされております

ので、この辺の整備をどのようにしていくかとい

うのは、まずはここが白地になるというような見

込みが立った段階で、地域の皆様といろいろ意見

交換をした上で決定をしていきたいというふうに

考えております。 

  特に残土については、今、町のほうではいろい

ろ代執行に基づいて除草作業を行っておりますが、

相続財産管理人を立てて対応をしているところで

すが、相続財産管理人は預金、現金とか有価証券

がないので、自ら動いて処分をしていくというこ

とが今できませんので、ここはできることであれ
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ば民間企業の力も借りて、撤去作業を行っていけ

る方法を今いろいろと考えているところでござい

ます。 

  最終的には、その辺どこでまとまりをつけるか

というのは、今まだ模索状態ではございますが、

なるべく町の負担がないような形で調整ができれ

ばというふうに考えております。 

  また、今後の土地利用の方向性ということでご

ざいますけれども、宮代町としては、近隣では先

行して産業団地の開発とか、もしくは大きな企業

の誘致を行っておりますが、近隣と宮代町で一番

違うのは道路の状況でございます。それに加えて、

宮代町全体が標高が低いですから、軟弱地盤のと

ころが非常に多いので、大きな建物を建てるとき

には地盤改良工事も必要になってきますので、当

然、出店する企業とすると、道路とか地盤の強さ、

これらを考慮して判断していきますので、他市町

はご承知のとおり、国道とか、もしくは片側２車

線の広幅員の道路があるところが多いと思うんで

すが、宮代町ではそういうところがございません

ので、近隣市町と同じような内容で話を進めても、

なかなか、道路が先か開発が先かということで卵

と鶏の議論にもなってしまいますので、その点は

現状を踏まえて、現時点でできるところからでき

るようなものを少しずつ進めていくというのが、

現時点での私たちの考えでございます。 

  ですので、既に整備が行われている都市計画道

路、これが12メーターもしくは16メーターで既に

整備がされている場所がありますので、そういう

ところの沿道については、10ヘクタールとか20ヘ

クタールとかという大きなエリアではなくても、

１ヘクタール、２ヘクタールでもし開発の話があ

れば、実現できるような方策を企業と一緒に探っ

ていきたいというふうには考えております。 

  ただ、宮代町の場合は、先ほども申し上げたと

おり、農振農用地地区が多い状況でございますの

で、結果的に、市街化区域でそのような開発がで

きるのであれば一番いいんですが、どちらにして

も１ヘクタール、２ヘクタールで一団のまとまっ

た土地がどこかということになりますと、必ず市

街化調整区域でなおかつ農用地になりますので、

結果的に農用地は青地なので、なかなか農林との

協議も時間もかかるし、それなりの調整のハード

ルも高いということになります。 

  ただ、できない理由を述べるというわけではあ

りませんけれども、なるべくそのような現時点で

できるところを探していくと。それで、大規模な

開発でなくても、中規模もしくは小規模の開発で

あっても、周辺の農地に大きな影響を与えるよう

なものではあっては困りますし、また、何が来て

もいいですよということで、皆さんの生活に迷惑

のかかるような臭いとか音が出るような施設につ

いては、ちょっと敬遠をしたいと思っていますけ

れども、皆さんにも利便性が上がる、もしくは地

域の雇用が図れるという企業であれば、企業誘致

実現に向けて取り組んでいきたいというふうに考

えております。 

  いずれにしても、企業さんに来ていただいて税

収、歳入を確保していかないと、今後、住民サー

ビスも継続が困難になることが予想されますので、

町としては、サービスの維持向上ということを考

えれば、当然、歳入の確保ということで両にらみ

で行く必要があると思いますので、引き続き、限

られた条件ではありますけれども、具体的なエリ

アの選定をしながら、企業との折衝を進めていき

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ご答弁ありがとうございま

す。 
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  まず初めの１番なんですけれども、須賀上交差

点の路線測量と交差点の設計の件なんですけれど

も、先ほど質問の中でも話しましたけれども、高

野島地区の産業系の土地利用を進めているという

情報を聞いたんですけれども、大体どの辺まで進

んでいるのか、それが可能なのかどうか、その辺

をちょっと教えていただきたい。そういったこと

が先にできてくると、やっぱり交差点のほう必ず

やっていかなければいけないと思いますので、そ

の辺の情報だけひとつ教えていただきたいと思い

ます。 

  もう一つ、２番目なんですけれども、フェンス

は和戸大橋までということなんですけれども、古

利根川までがフェンスが同じような形、状況なん

ですね。何でそこまで行かないのか、これは予算

的な問題なのか、いずれそっちも延長していくの

か、その辺も教えていただきたいと思います。 

  ３番目なんですけれども、そういった町の考え

というのは理解できたんですけれども、残土の山

の件なんですけれども、民間の開発の中でそうい

った泥を必要とする場合もあると。また、そうい

った話もあったんですけれども、それが可能じゃ

ない場合、町が買い受ける覚悟があるのか、その

辺を教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）

 土地利用推進室長の石塚でございます。 

  まず、高野島の土地利用の検討状況でございま

すが、ちょっと図面を用意しておりませんので、

すみませんけれども口頭での説明になってしまい

ますが、高野島につきましては、線路から大落古

利根川までのエリアで和戸の５丁目と、あとは杉

戸町のむさし堤団地のエリアに挟まれた約9.5ヘ

クタールを対象としております。 

  そちらについては、和戸の西側は農振農用地区

域、いわゆる青地なんですが、高野島については

農振地域ではあるんですけれども、農用地区域外

ですので、いわゆる白地でございます。結果、何

が違うかというと、除外の協議が要らないので、

農林との協議が比較的時間が短縮できる、もしく

はハードルが低いと考えていただければいいんで

すが、白地でございますので、高野島を先行して

今まで検討してきております。 

  高野島の9.5ヘクタールのうち、産業系で検討

しているのは、今の万願寺橋通り線とむさし堤団

地までの間で、一定の空地になっている場所があ

りますが、約３ヘクタールでございます。地権者

の方は25名いらっしゃいます。その25名の方を対

象に今、勉強会という形でいろいろと協議をさせ

ていただいております。 

  勉強会では、現在の状況とか、今後の土地利用

をどうあってほしいとかという意見交換はさせて

いただいておりますが、やはり25人いらっしゃい

ますと、総論は賛成いただいても、各論になった

段階でなかなか合意が難しいとか、あとはちょっ

と皆さんの向いている方向性が少し変わってきて

いるというような状況もありまして、もうちょっ

と時間が必要かなというふうには思っております。 

  地域の皆様の意見を総合すると、大きな物流倉

庫とか工場ではなくて、スーパーとかホームセン

ターなどの商業系の施設を呼んでほしいというこ

とがございますので、町としては、基本的にはス

ーパーのような商業施設が呼べるように、今、地

元及び企業さんといろいろ交渉させていただいて

おります。 

  ただ、先ほど申し上げたとおり、やはり地権者

の方が総論では賛成いただいていますが、各論の

部分でちょっといろいろ方向性が今違ってきてし
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まっておりますので、一旦冷却期間を置くために

一時休止ということにしております。ただ、企業

さんのほうで既に動いているということもありま

すので、なるべく早い段階で勉強会なり協議会と

して再開をさせていただいて、具体的な検討に入

れればというふうに思っております。 

  ですので、検討の段階としては、まだまだいろ

いろハードルはありますけれども、地域の皆様に

はいろいろ情報は出しておりますので、その辺ま

とめられるような取組を進めていくということで

す。 

  また、須賀高野島全体では9.5ヘクタールあり

まして、そのうちの３ヘクタールを産業系のエリ

アとして考えておりますが、産業系のエリアがそ

の３ヘクタールで実現するということがある程度

めどが立った段階で、それ以外のエリアについて

も約6.5ヘクタールありますので、それについて

は、今、都市計画法でいうと34条の12号で、既存

集落という扱いなので、20年居住とか６親等の要

件、いわゆる農家分家の方しか建てられませんけ

れども、駅からの距離とか、もしくは市街化にも

隣接しておりますので、分譲とかアパートができ

るような状態にもしていきたいなというふうに思

っております。 

  ですので、高野島については、産業系の利用の

エリアと、もしくはあとは住宅、分譲とかができ

るような、誰でも家が建てられるような住宅とし

ての整備を両にらみで考えております。これは和

戸の西側も同じでございます。 

  あと、残土の山について、町の決意、方針とい

うことなんですが、これは一般質問でもいただい

ているかとは思いますけれども、なるべく早期に

解消はしていきたいと思っております。特に、議

会の議決を経て相続財産管理人の選任の費用も頂

いておりますので、その辺についてはできる限り

早い段階で解消ができるようにということで、私

としては申し上げたいと思っていますので、時期

ややり方については、もうちょっと検討させてい

ただきたいと思いますので、ご理解いただきます

ようにお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  ２番目の和戸大橋までのフェンスの修繕という

ことで、それがもっと下流までできないのかとい

うお話だったと思います。 

  こちらにつきましては、県道から下流のところ

ですね。こちらにつきましては、ちょっと手元に

資料がないんですけれども、以前、修繕を行わせ

ていただきまして、茶色のフェンスに修繕してあ

る状況です。場所場所で異なるんですけれども、

右岸のほうの一定区間については、県道よりも下

流ということであれば一部やっているんです。 

  それで、今、修繕されていないところで踏切か

ら和戸大橋までというところがかなり傷んでいる

というところで、そちらのほうをやらせていただ

くというふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） お疲れさまでございます。

佐藤でございます。かなり数があるんですけれど

も、午後にしたほうがいいと僕は思っていますが、

いいですか、20個ぐらいあるかもしれないですけ

れども。 

○委員長（土渕保美君） ページ数と質問だけはお

願いいたします。 
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○委員（佐藤将行君） 分かりました。 

  改めて佐藤でございます。よろしくお願いいた

します。 

  では、回答が午後になりそうですけれども、質

問だけは取りあえず行っていきたいと思いますが、

一部というか、半分近く、住民の方から聞いてく

れというのがございまして、私のほうでも、ちょ

っと直前に聞かれたのもあって、担当課じゃない

のがあったら、ほかにいらっしゃるので言ってく

ださい。 

  では行います。 

  まず、ほかの方が言われているわくわくロード

の私たちの予算書18ページとなります。前段の委

員何名かの方もご質問されていらっしゃいました

が、重複するところはできるだけ避けたいと思い

ます。 

  １つは、まず、わくわくロードだと思いますけ

れども、皆さんの右手のセキ薬局のところに、昨

年のゴールデンウイークのあたりに竹で、いろい

ろと何か道路にはみ出してやったのが六、七十万

かけてやったのがありました。これは私のほうに

関しては、何であんなことをやったのか、危ない

じゃないかとか、多々意見があったんですけれど

も、町のほうに対しては、お尋ねしたら六、七件

よかったという意見があったと、その辺の乖離が

ありましたが、この辺、その後、当時からかなり

時間がたっておりますので、まずどのような目的

でやったのか、またどのような成果を得たのかと

いうところをまず聞きたいと思います。 

  これについて、あとはわくわくロード全体です

けれども、先ほど執行部のほうから地図等を示さ

れておりましたが、イメージが湧かないという、

これによって、先ほど前段の委員も、交流人口や

ら何やら、あと進修館がやってどうのこうのとか

いろいろありましたけれども、そもそもこのわく

わくロードの完成というところの完成の青写真と

いうか、それがイメージが湧かないので無駄では

ないかというのが、結構、これは７件ぐらいかな、

僕のところにこの半年ぐらいで来ておりますので、

ここの説明、できれば休憩明けになりますから、

図面なりＣＧなりで結構ですので、見せていただ

ければ、配っていただければ説明もしやすいと思

います。 

  次、予算書177ページ、ブロック塀、一般住宅

耐震の、以前、２年ぐらい前かな、金子委員も聞

いて、それっきりになってはいるんですけども、

主要な施策に関する説明書令和４年度版を見ます

と、それの188ページに令和４年度はゼロ円とな

っております。このことをちょっと相談を受けた

ときに、役場のほうにパンフレットもあるしと説

明したんだけれども、要は告知が非常に不足して

いて、そのような制度はあるということもご存じ

ない方が非常に多いので、ほかにもいろいろ伝え

ることがあるとは思いますが、必要な人に必要な

ことが伝わるようにという形で、どのような工夫

をしてこれの告知をやられていらっしゃるのかと

いうところをお尋ねいたします。 

  次に、これもまた町民の方からなんですけれど

も、私たちの予算書103ページとなります。こち

らのほうに主要道路の整備というものがあります。

これに関しまして、タイムスケジュールというか、

スケジュール感、あといつ完成かがいまいち把握

できないというのがありましたので、ここのとこ

ろ、あと土地等の取得状況というところをお尋ね

いたします。 

  次に、先ほど前段の委員でもちょっと出ました

御成街道の立体交差関連のことですけれども、一

昨年だったか、その前か、須賀小学校の体育館で

説明会をやったというのは後日お聞きしましたが、

エクレールのマンション……。 
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○委員長（土渕保美君） すみません、ページ数を

お願いします。 

○委員（佐藤将行君） 分からないのでというか、

本年度の予算に入っていないのでページ数の指摘

ができない。もしくは僕が見落としていたらごめ

んなさいという形ですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 対応が県なのでお答えが

できない。 

○委員（佐藤将行君） 当時の窓口として、こちら

の課で話して、その後に県とか県土のほうに行っ

たものですから、一応指摘と、あとこれに関連し

て類似のことを、今後のことを注意というか、提

案というところも含めているので、これも町民の

方から言われたことなので……。 

○委員長（土渕保美君） 県の予算ということなの

で対応ができません。 

○委員（佐藤将行君） 町予算というのは、例えば、

説明会とかでも町予算ではなくて、県の予算で全

部やっているという理解でよろしいんでしょうか。

仮にそこのところはとか、あと回覧板やったりと

か、そういうふうなのも印刷したりとか、町予算

が少しでも絡んでいるんであれば、町のほうに関

係してきますけれども、そこは僕は承知していな

いのでお尋ねしているんですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 県なので対応はできませ

んのでよろしく。次の質問に移ってください。 

○委員（佐藤将行君） 県ということでよろしいで

すね。ちゃんと覚えておいてくださいね。議事録

にもちゃんと書いてくださいね。ではここのとこ

ろは飛ばします。 

  では次に、西口の残土、先ほどの前段の委員も

質問されていました。これは予算書、どこのほう

に、西口活性化事業のほうに入るんだとは思いま

すけれども、これのスケジュール感だと、前段の

委員もお尋ねになりました。最悪の場合というか、

不幸にして町のほうでやる場合には、町のほうで

というのが、たしか１年ぐらい前でしたか、１億

二、三千万ぐらい、町がやるときには払うかもし

れないというふうなのが記載、どこかにあったよ

うな記憶があるのですけれども、現時点で担当課

としてはどのように考えているのか。このことは

たしか令和３年度のときに川野議員の質問、私が

さんざんとレクチャーしたのでよく覚えているん

ですけれども、終わりだけは言うようにというこ

とで、令和３年度、町長が令和４年１月に管財人

を置きました。このことについて、その後、スケ

ジュール感が全然出ていなくて、よく聞かれるの

は、結局あれは町が払わなきゃならないのか、ど

うなっているのか、動いていないじゃないかとい

うことが出ています。これのことが、先ほど817

万円の和戸と姫宮の両方出ていて、これは記載方

法、これもきちんと分けてやっていただかないと、

両方で1,634万円というふうに理解している人が

いますし、昨年度の同じようなものでも、産業系

土地について検討というのは、同じ文言が令和５

年度も出ているんですけれども、ここのところ誤

解を与えないような形をぜひお願いしたいという

のを併せてお伝えしておきたいと思います。 

  また、前期実行計画成果目標、一番下のところ

ですけれども、全然、和戸と姫宮で違うのに同じ

金額になっているというのは、この予算のどちら

か一方か、それか分けているのか分かりませんけ

れども、ここの詳細な説明をお願いいたします。 

  次に、私たちの予算書103ページ、予算書自体

でなくて、私たちの予算書になって申し訳ないん

ですけれども、107ページです。これはもう終わ

りましたね、ごめんなさい。ブロックの件ですか

ら、こちらは結構です。 

  第５次総合計画のほうの47ページになってしま

って、予算書とか私たちの予算書でちょっと僕が
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調べ切れていないで申し訳ないんですけれども、

オリジナルパーク、令和７年度に公園が２か所完

成というふうに記載されているんですが、こちら

はどこなのかというところは聞かれております。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） だから分からないので、ち

ょっと回答のときにご指摘いただければと思って、

５次総の47ページというのは伝えておきます。 

○委員長（土渕保美君） オリジナルパークに関し

ては、資料、福祉産業委員会５ページに全て載っ

ています。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。失礼いたし

ました。ごめんなさいね。代わりに聞いてくれと

いうのを列挙しているだけで、申し訳ございませ

ん。 

  あとは、宮代台で昨年11月に事故がありまして、

これも…… 

○委員長（土渕保美君） ページ数をお願いします。 

○委員（佐藤将行君） ですから、それを出せない

で言っているだけです。提案というか、まちづく

り建設課のほうの確認になります。質問です。質

問があります。予算に入るかどうかというところ

が分からないので。 

  宮代台に入った入り口のところで自転車と通行

人の事故があって、膝の陥没骨折というところが

あった後に、今月、ペイントの注意案内をつけて

いただきましたが…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、予算と関係ご

ざいませんので、次の質問に移ってください。 

○委員（佐藤将行君） つけるか流用するかどうか

を聞くところなんで、予算に関係あります。それ

なので、そこのところはその後どのようにやるの

かというところをお尋ねします。 

  次、草刈りロボットのことを皆さんが何点かお

尋ねされているところがあります。草刈りロボッ

トは181ページになりますか、130万円。まず、来

年度から導入というふうなお話が、先ほどご説明

がございましたが、ほかの課でも申し上げている

んですけれども、初めて導入するような事業とか

そういうものについては、まず私たちの予算書等

できちんと説明をしていただきたいというような

ことがあります。 

  次に、草刈りロボット、これは何年前か分から

ないですけれども、日工大でもあって、こういう

のをレンタル、貸出ししてほしいという町民の意

見があるアンケートもございましたけれども、そ

もそもこれはどのような形、設置工事と書いてあ

るので、そこの場所に常駐というか、かなり大き

なもので、そこから動かせないのかどうかと、写

真も何もないもんですから分からないので、そこ

のところをまずお尋ねしたいのと、あとは草刈り

ロボットのロボット自体、設置工事というのはそ

れに伴うものではあると思うんですけれども、ロ

ボット自体を購入するのか、それともレンタルす

るのか、またそれは住民に対して貸出しを、そも

そも設置工事まで書いてあるから動かせないなら

しようがないですけれども、貸出しを行えるもの

なのか、どのようなものなのかというのを、ちょ

っと写真なり何なりでお示ししていただきたいと

思います。 

  ここのところにちょっとこだわるのは、宮代台

の方から言われたんですけれども、いろんな公園

のところで、シルバーの方が雑草とかを電動の草

刈り機で切っていて、何かあったら大けがをして

しまうので危ないので、あそこのところだけはシ

ルバーにやらせないでくださいというのが２件、

３人ばかりに言われたんですけれども、もしも、

ちょっとごめんなさいね。僕が草刈りロボットが

どういうものか分からないのでお尋ねしますけれ

ども、これが移動したりとかレンタルとかできる
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のであれば、そういうところに行って、未然にけ

がを防ぐことができるのではないかというふうな

問題意識から、ここのところをもうちょっと細か

く教えていただきたいと思います。 

  この辺までが町民の方からの質問だと思います。 

  次に、これからは別になりますけれども、以前、

小河原元議員と金子議員の請願であった台風19号

の後に5,000万円ほどかけてポンプ等をやりまし

たこと、その後、これはどのようになっているの

かというところをお示しください。 

○委員長（土渕保美君） それは佐藤委員、何ペー

ジ。 

○委員（佐藤将行君） 和田さんがお答えいただき

ました予算書の177ページのところですが、これ

は東武動物公園駅西口周辺整備事業、下のほうに

あります本年度の特徴で、市民参加による検討、

ほかにも市民参加で検討というのはあるんですけ

れども、昨年度もたしか市民参加で検討とあって、

どのような形で市民をまず募集して、そのメンバ

ー構成がどうなのか、また年にどれくらい行って

いるのか、また、それの効果というのの検証はど

のようになっているのかというところをお尋ねし

たいと思います。 

  あとは、これは委員の方、またがたがたと文句

を言われるかもしれませんが、各課を横断してい

るというふうに執行部のほうで言っているのでお

聞きします。禁煙もしくは喫煙禁止条例というと

ころを以前お話ししたときに、こちらの課も４つ

ぐらいの課の中で入っていると…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、もう済んでい

ることなので、窓口でお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 何をもって済んでいること

なのか全然分かりませんので、続けさせていただ

きます。 

  そちらのことにつきまして、担当課としてどの

ように考えているのか。一々委員長、ばかなこと

を言わないでください、そのような形で。 

  次に、179ページの、これちょっと本当に…… 

○委員長（土渕保美君） 暴言を吐かないように。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。ばかと言う

のは暴言ですけれども、内容がこちらに分かるよ

うな言い方をしてくださいということです。 

  泉委員、手を挙げてから発言してくださいと、

これまで何度も何度も言っていて、それで指され

てから、こちらが話しているときですからやめて

ください。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 訂正させたほうがいいと

思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、訂正してくだ

さい。 

○委員（佐藤将行君） 先ほど訂正いたしましたけ

れども、言い方が悪かったなら、分かるようにと

いうふうに訂正してくださいと申し上げましたけ

れども。 

○委員（泉 伸一郎君） ばかという言葉を発して

いるんですから、ちゃんと訂正しなさい。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 訂正しなさいなどと命令さ

れる筋合いのお話ではありません。 

  まず、委員長に対して、予算委員会に対して、

ばかという言葉が不適切であったと私のほうでも

重々分かっておりますので、先ほど言い直して訂

正をさせていただきました。一々命令などという

越権行為というか、自分のところを、そちらこそ

命令したことを撤回してください。 

○委員長（土渕保美君） それでは、先ほどのばか

という発言に対しての撤回をお願いいたします。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 僕が言ったことを飛ばして
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いますけれども、命令したことを撤回させてくだ

さい。 

○委員長（土渕保美君） 先に撤回をお願いいたし

ます。 

○委員（佐藤将行君） 撤回したじゃないですか。

ばかというのは撤回して……。すみません、訂正

というふうに取られたなら、撤回いたしまして、

先ほど説明したように言い直します。その後に命

令をしたことについて、泉委員のほうの撤回もし

くは謝罪等をお願いいたします。私がばかと言っ

たのは、泉委員に言ったわけではないのに命令を

されたんですから。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 私は間違ったことは言っ

ていませんので、撤回いたしません。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 命令することが間違ったこ

とというふうのはおかしいです。その前の、命令

の前の段階でばかということを指摘するのは分か

りますが、命令される筋合いでもありません。 

○委員長（土渕保美君） ここで暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ０時１６分 

 

再開 午後 ０時２１分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開します。 

  委員長として意見として捉えておりますので、

このまま進めます。 

○委員（佐藤将行君） 意見ではないでしょう。命

令したんです。聞こえていないんですか。命令し

たでしょう。しなさいと言ったでしょう。だって、

議会事務局が録音しているのを再生してください

よ。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） それも不規則発言だ。手を

挙げて言ってくださいよ。続行しますって言った

んですよ。暫時休憩解除じゃないということです

ね、委員長。 

○委員長（土渕保美君） 再開しております。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  命令を議員に対してしたというところは疑いも

ない事実ですので、そこのところをきちんと解決

してから質問を続けますので、委員長、そこのと

ころは、委員長権限でも何でもなく、事実上あっ

たものですから、きちんと行ってください。 

○委員長（土渕保美君） 意見として聞いたまでな

ので、このまま進めます。 

  質問のほうをお願いします。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 意見じゃないと先ほどから

何度も言っている。こちらに向かって言ったとい

うのは意見でも何でもないですよ。何でそういう

ふうに捏造するんですか。委員長、進みませんよ、

こんなことやっていると。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 今の合川委員のは不規則発

言ですよね、手を挙げていませんからね。きちん

とそこのところは、こちらは委員長の指示に従っ

てきちんと訂正、撤回いたしました。その後に、

当初は手も挙げずに不規則発言したんで、手を挙

げてからと私のほうから言ったら手を挙げて、そ

れでおかしくなっているんですから、委員長、委

員長権限でちゃんとやってください。議事ですか

ら。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、このまま進め

ますと時間ばっかり過ぎますので、質疑に入って

ください。よろしくお願いいたします。 
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○委員（佐藤将行君） 質疑に入りたいのに入れな

いでしょうが。なぜこちらのほうばかり、平等に

扱わないで、こちらには訂正するようにと。確か

にばかという言葉がこの場にふさわしくないとい

うのは認めて、訂正したじゃないですか、撤回し

たじゃないですか。命令するようなことをやるの

はおかしいでしょうということなんですよ。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。 

  このままじゃ進まないということで、委員長の

指示に従っていただけないようでしたら、このま

ま答弁いただいて、質問の打切りもありだと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  では、後日というか、これが終わった後でも結

構ですので、委員長と話合いという形というのも

一つの案として、別にこれをやれと言っているわ

けじゃないですけれども、合川委員がさんざん不

規則発言も含めて、がたがた、がたがたとぬかし

ているので、早く進めるためにはそのほうがいい

のではないかということを思ったので、意見を提

案をさせていただきました。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） このまま進まないので、

じゃ先ほど私が行いました意見について、「しな

さい」ということは撤回いたします。 

  以上で終わりです。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 最初からそう言っていただ

ければ時間の無駄が防げた。でも、きっかけは私

でしたんで、まず私のほうで謝罪をさせていただ

きたいと思います。 

  では、質疑のほうを続けさせていただきます。

時間を取ってしまいまして、申し訳ございません

でした。 

  草刈りロボットの件が途中だったのかな、私も

そちらのほうの話でいっぱいになってしまって。 

  委員長、ちょっと確認させていただきたいんで

すけれども、草刈りロボットの件でよろしいです

か。 

○委員長（土渕保美君） 草刈りロボット……。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 皆さん、どうもありがとう

ございました。ご迷惑をおかけいたしました。 

  では、179ページの公園等環境管理事業という

ところがございまして、下から５行目ぐらいにタ

ブレット通信費が10万円計上されているのですが、

これは何でこのような金額になっているのかとい

うのと、どのような形で使っているのかというと

ころがちょっと分らないので、ぜひお願いいたし

ます。 

  あと、これは予算書とかにもしっかり出ていな

いというか、出せないところかもしれませんが、

私たちの予算書に出ていればうれしいんですが、

電子申請を、ほかの課も含めて町としてどんどん

増やそうというふうな形、ペーパーレスとか、あ

と窓口来庁者を減らして、窓口業務の迅速化・効

率化を狙っていると思いますが、少なくてもこち

らのまちづくり建設課のほうで、電子申請は今年

度に比べて来年度はどの程度の増、そしてどの程

度の時間数また件数の節約というか、アップとい

うか、そのような形を考えているのか、それを予

算的にどのように反映させるつもりなのかという

ところについてお尋ねいたしたいと思います。 

  これも課が違っていたら申し訳ありませんが、

分教場跡地の資産のほうは企画財政課等なのは分

るかんですが、例えば昨年度はフェンスを張り替

えたりとか、年に４回の草刈りというのは産業観
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光課なのかどうかというのがちょっと分からない

ので、もしも担当であればお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 担当外ですので。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。ごめんなさ

い。 

  最後に、179ページ等にいろいろありますとこ

ろなんですけれども、道路の関係で、委託したり

とか補償金とかいろいろありますけれども、特に

セットバック等は、建築基準法42条２項のセット

バックのことでよろしいんですよね。これは確認

ですけれども。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時２８分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、まちづくり建設課の一般会計分の質

疑を行います。 

  ご答弁をお願いします。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋です。 

  まず、私たちの予算書の18ページです。昨年度

行いましたパークレットのほうの検証と目的がど

うだったのか、成果がどうだったのかという質問

に対してでございます。 

  こちらにつきましては、アンケート等も行って

はいるんですけれども、まず、こういった道路の

ところに休憩スペースを設けたらどうかというと

ころで、駅から新しい村までの回遊を持たせると

いうところのお話からの実験でございます。 

  当時の検討につきましては、駅前通り線、道路

幅員としては10メートルを超えるような道路でご

ざいます。そこを一定区間7.3メーターぐらいに

減らすことで実験を行っております。その結果な

んですけれども、法定速度30キロ以上で走ってい

る車が多いということで、スピードを抑制する効

果はどうだったのかというところなんですけれど

も、これにつきましては、特に幅員が急激に狭く

なっているわけではないので、スピードを落とす

効果としてはなかったというような結果が得られ

ております。 

  この道路、通学路でありまして、歩行者、観光

の人たちがわくわくしながら歩く道路として安全

性を考えますと、何らかのスピードを抑える仕掛

けが必要なのかなというところでございます。 

  あと、ちょうど四季楽があったりということで、

乗り合いの車などが待ち合わせなどで、朝止まっ

ている路上駐車、あとバスの路上駐車が目立って

いたということで、中には、アイドリングストッ

プをしないで路上駐車をしている車両もあったと

いうところです。 

  パークレットにつきましては、スロープなども

つけましたので、基本的にはバリアフリーという

ことで安全を確保しながら、特に危険なところは

なかったというところです。 

  最終的にこれをどう生かしていくのかというと

ころが問題かとは思うんですけれども、こちらに

つきましては、あくまでまちづくりの提案という

ことで、参加していただいた住民の方からの提案

を受けて、このような形で実験をしてみました。

ただ、いろんな反響がありまして、その結果、町

の中でも検討させていただいた結果としては、車

道をいじめて歩道を広げるということ自体はやら

ないという方向になっております。 

  ただ、例えばレンガの花壇があったり、街路樹

があったりというところがありますので、その辺
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の整理はしていって、先ほどのとおり、スピード

を抑える効果であったり、回遊性を持たせるとい

うところから、どのような整備をしていくのかと

いうところを、さらに検討していかなくちゃなら

ないかなというところでございます。 

  報告書につきましては、その後の実現に向けて

どういう取組をしていくのかというところが書か

れておりまして、基本的には５本の柱というとこ

ろがあるんですけれども、例えば既存の資源を守

るですとか、市民活動を推進するとか、関係人口

を増やすですとか、地域内の経済循環を促進させ

ようとかというところで、ソフトとハードでうま

くバランスを取りながら活性化につなげていけれ

ばということで進めているものでございます。 

  続きまして、177ページ、178ページです。耐震

につきましては、令和５年度ゼロ円ということで、

知らない人がいるんじゃないかというお話だった

と思うんですけれども、こちらにつきましては、

町のホームページにも載せさせていただいたり、

あと広報で載せさせていただいたりということで

やっております。 

  ただ、長い目で見たときに、震災が起きると件

数が増えるというような傾向にありまして、何も

ないときには申請が少ないというような状況でご

ざいます。また、能登のほうの地震もございまし

たので、今後については若干増えるのかなという

ところは期待しているんですけれども、なかなか

そういったことがないと自分の身に感じてもらえ

ないという、ちょっと残念なところかなと思って

おります。ただ、うちのほうの周知につきまして

も、もう少し努力をしていきたいというふうに考

えております。 

  私たちの予算書103ページ、主要道路のほうの

スケジュール感ということで、土地が買えている

のかどうかというところなんですけれども、まず

は調査をさせていただきまして、路線測量、用地

測量という形で現場に入っていきたいというふう

に考えております。 

  令和５年度、今年度につきましては、概略の設

計をさせていただいておりますので、その中で大

体の案はまとまってきている状況でございます。

土地については、ほぼほぼ町が持っているところ

の土地を利用してやっていくことになりますので、

なるべく用地を新たに買わないで済むような線形

を検討しているところでございます。 

  なので、こちらについても整備につきましては、

来年度、路線測量、用地測量に入りますので、用

地が全て町の土地であれば、そんなに時間はかか

らずに、用地買収をしないで進めることができる

のかなと思っております。 

  いつ頃と申しますと、令和７年、８年とか、そ

のぐらいになるかなということが考えられると思

います。 

  続きまして、宮代台の事故の場所があったかと

思うんですけれども、その辺は道路維持管理のほ

うで対応しておりますので、事故等がありました

ら、うちのほうで確認をいたしまして、対応方法

を検討いたしまして、なるべく早く対応したいと

いうふうに考えているんですけれども、対応の仕

方を考えるのに時間を要する場合もありますので、

その辺はご了解いただければというふうに思って

おります。 

  予算書のほうの177ページの西口のわくわくロ

ードの関係なんですけれども、検討会のメンバー

と、どのぐらいやっているかというところなんで

すけれども、こちらにつきましては、組織として

はうちで委任しているわけではありませんので、

出入りの自由な会ということになっております。

これまでに、基本的には町の市民活動をしている

ような方たちに関わっていただきまして、30人を
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超えるような若い人、学生から農家の方、また企

業の方、東武動物公園レジャー企画の人だったり、

東武鉄道の方が主に参加されているメンバーにな

っております。 

  そういった方たちが集まりまして、令和５年度

につきましては検討会３回、その中で、そのほか

にシンポジウムを開催したりですとかということ

をやりながら進めているような状態でありまして、

まちづくりに興味を持っていただければというこ

とで、そういうシンポジウムなどを開催している

ところでございます。なので、今年度、来年度と

いう形で進めていく中では、なるべくまちづくり

に関心を持っていただくことが、多くの方が参加

していただいたり、アイデアを出していただいた

りということで進めればというふうに考えている

ところでございます。 

  あと、電子申請ですね。まちづくり建設課内で

令和６年度はどのくらいのものを予定しているの

かというような内容だったと思います。 

  こちらにつきましては、現在のところ、道路の

不具合ですとか、公園遊具、故障だったり危険な

ものがあったらということで、県のシステムのほ

うを利用させていただきまして、申請をしていた

だいているところでございます。水道の使用開始

ですとか中止も含まれます。あと、公共施設とい

たしましては、このほかに担当のところでいうと、

はらっパーク宮代のほうの公共施設のインターネ

ット予約システムというものでやらせていただい

ております。 

  道路といたしましては、このほかにも国レベル

でいうと、＃9910という道路緊急ダイヤルという

ものがありますので、そういったものを利用して

いただければというふうに考えております。国の

ほうの考え方といたしましては、今後、ＬＩＮＥ

のアプリを利用して、もう少し普及を図りたいと

いうことを今伺っておりますので、来年度以降、

そういう流れになってくるのかなというふうに考

えております。 

  次に、予算書の179ページの建築基準法42条２

項道路のセットバックのことですかという質問に

対してなんですけれども、こちらにつきまして、

ちょっとページのほう分がからなかったんですけ

れども、うちのほうでやらせていただいているの

は、地区生活道路ということで予算書の173ペー

ジになると思うんですけれども、こちらで建築後

退用地、建築基準法42条２項道路に基づいてセッ

トバックしたところに対して、補助金を出したり

というような形でやっておりますので、内容とし

てはおっしゃるとおりの内容になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  地域のオリジナルパークのタブレットの通信費

の関係について説明をさせていただきたいと思い

ます。 

  こちらのタブレットの通信費につきましては、

タブレットを導入するまでの契約の手続がありま

すので、10か月分を期間として見ていまして、そ

ちらのほうの期間の予算ということで、１か月当

たり１万円ということで見込んでおります。 

  こちら、どのように使うのかというお話なんで

すけれども、こちらのタブレットのほうで草刈り

ロボットの操作を、操作設定というんでしょうか、

させていただくものになります。あらかじめタブ

レットのほうで草刈りロボットのほうに、いつい

つの何時から何時の間に草を刈るという指示をさ

せていただくものになっております。そのような

形で通信費が必要になってくるので、今回、予算
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計上をさせていただいたというようなことになっ

ております。 

  先ほどのタブレットの関係で答弁が漏れていま

したので、追加させていただきたいと思います。 

  草刈りロボットにつきましては、工事のほうで、

機器も含めて購入という形で予定しています。 

  草刈りロボットについては、あらかじめ草を刈

る範囲というのを電線で指定をさせていただきま

す。その範囲のみを草刈りをするという形になり

ますので、基本的に、指定している範囲外は草が

刈れないというような形になります。そのため、

先ほどお話しありました、どこかに貸出ししてや

ることができるのかという話になりますと、そち

らについては、もともと指示している範囲外にな

ってしまいますので、どこかに持っていってやる

ということは基本的にできないということでご理

解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  排水ポンプの件でございますけれども、年２回

ほど設置訓練をしたり、あと、実際にはらっパー

クのところの遊水池で詰まったことがあって、そ

こでポンプを稼働させたり、昨年のたしか６月２

日のときに大雨で設置して、運転稼働しておりま

す。今現在、旧第一浄水場の倉庫のほうに保管し

ております。 

  ちなみに、今現在、こちらのほうは公共下水道

事業会計で所管しているものでございますので、

その旨、報告させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  室長。 

○まちづくり建設課土地利用推進室長（石塚孝信君）

 土地利用推進室長の石塚です。 

  予算書177ページ、中段12節の産業系土地利用

検討業務委託と、私たちの予算書でいいますと28、

29ページ、和戸駅周辺活性化事業と姫宮駅西側周

辺活性化事業についてお答え申し上げます。 

  この産業系の土地利用の検討として計上させて

いただいている予算といたしましては、宮代町総

合計画の後期実行計画の策定作業が来年度、令和

６年度から始まることになっておりまして、それ

と併せて土地利用検討エリアを拡大したり縮小し

たりという見直しを予定しております。その調査

検討を行うための費用として計上させていただい

ております。 

  なお、和戸駅西側にあります残土の山について

は、この810万の中には予算は含まれておりませ

ん。山についての予算については、環境資源課が

所管します衛生費の環境衛生事業の中で、草刈り

費用として40万円を計上させていただいておりま

す。残土の山に関しましては、そもそもの所管は

環境資源課でございますが、和戸駅西側周辺整備

の一環として、まちづくり建設課と環境資源課が

連携、協力して取り組んでいる内容となっており

ます。 

  また、和戸駅西側の周辺開発、なかなか当初予

定していたよりも時間がかかって、大変申し訳な

く思っておりますが、残土の山についても周辺整

備の一環で検討させていただくことになりますの

で、今、単独で山をどうしようというような状況

にはないということは、ご理解をいただきたいと

思います。 

  今後のスケジュール的にも、先ほど申し上げた

農用地区域からの除外ができるかどうかというこ

とに大きく影響されてまいりますので、その結果

を見た上で、町としてどのようにすべきかという
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ことは判断をすることになると考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 資料というか、数字を持ち

合わせていないのかもしれませんけれども、電子

申請を入れることによって予算的にどれぐらい縮

小できたりとか、時間がというところが出ていな

かったので、改めてちょっと確認させていただき

たいと思います。 

  先ほど草刈りロボットの件、出てきました。タ

ブレットのほうは小林さんから伺いまして、それ

がセットというふうになっているというところも

分かりました。 

  まず、タブレットの件ですけれども、細かいよ

うですけれども、ｉＰａｄを使っているのか、ア

ンドロイドなのか、クロムなのか、グーグルクロ

ムなのかというところをお尋ねしたいと思います。 

  あと、先ほど、そこの地域のところに設置する

から、ほかのところには移動できないというふう

な趣旨のご答弁がございましたが、要は汎用性が

低いというふうな形に私は捉えたんですよね。 

  先ほど申し上げたとおり、いつのアンケートか

分からないんですけれども、検索すれば町のほう

も出てきますけれども、日工大の草刈り機のほう

を貸し出してほしいというのが、以前、何かアン

ケートであったようで、またそれを受けて住民の

方から、これは宮代台限定ではありましたが、草

の刈るのを電動のチェーンソーみたいなのでやっ

て、何か問題があったら大変だというところで、

何とか言ってくれというのがあったもので、お尋

ねしたんですが、少なくとも今回の草刈りロボッ

トは、どのような草をどれくらい、長さでも、僕

は、ごめんなさい、植物に詳しくないので、どう

いう草を対象とか、何かしらあると思うんですけ

れども、例えば50センチぐらいの草をやるような

ロボットなんですよとか、１メートルぐらいまで

大丈夫ですよとか、太さも平気ですとか、いろい

ろあると思うんですけれども、先ほども申し上げ

たように、日工大のは貸出しができるような類い

のだというふうに文面では書いてあったものです

から、そのような汎用性が高い、逆に言うと、今

ご答弁ありましたように、場所が限られているよ

うな、タブレットにアプリを入れてセッティング

するんだと思いますが、汎用性が低いもようなも

のとなると、そこのところ、刈った後にしばらく

の間、草が、よっぽど繁茂のスピードが速いんで

あれば別ですけれども、ずっと置きっ放しという

か、使わない状態が続いてしまうという形になっ

てしまうので、そのようなあちこちに移動したり

とか、できる限り稼働率が高いようなものは検討

したのか。検討した上でこちらのほうが、費用対

効果とか価格とかも含めてよかったとか、その辺

の意見があったりとか、その話の議事録等がある

と思うので、そこのことのご説明をお願いしたい

と思います。 

  また、先ほど髙橋副課長からありました宮代台

の件、ペインティングしたのも承知しております

ので分かりましたが、物理的に自転車は入れない

ポールの場所をちょっとずらしてみるとか、視覚

的な影響を考えてやるとか、１本増やすとかして、

地元の友達に聞いたところ、危ないので有名だと

いうことで、たまたま僕の同級生が陥没骨折とい

う形になってしまってというのがあったんで、成

田さんにご相談させていただいたら、すぐに対応

していただいた、それは承知しているんですけれ

ども、ほかにもそのような危険と思われる地域が

あると思いますので、そこのところの来年度に向

けての洗い出し、そして対策、要は今後事故が起

こらないようにという形でしていただきたいとい

うのは、これは僕の提案という形で捉えていただ
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いても結構です。 

  次に、先ほどの177ページの西口の整備事業で、

市民参加、審議会みたいに予算計上されていない

ので、ある程度自由参加的な形でやっているんだ

ろうとは想像はつきましたが、令和５年に３回と。

審議会ではないですけれども、これの市民参加の

メンバーというのは、市民参加と言うからには町

民だけなのかもしれない、ちょっと分らないので

お尋ねいたしますが、町外の方も入れて、要する

に別な視点で宮代町のこと、西口のことを見ると

いう観点があっても悪くはないかなと僕個人は思

ったものですから、市民参加という市民というの

がどのようなメンバー構成なのかというところを

お尋ねしたいと思います。 

  ポンプのことに関しましては、下水道の会計と

いうことをお伺いいたしましたので、承知いたし

ました。 

  また、残土の件に関しましても、環境資源課の

ほうがという形の石塚さんからお聞きしましたの

で、ある程度分かりましたが、最初の質問のとき

に申し上げたとおり、和戸駅周辺、私たちの予算

書の28ページ、29ページのところが両方に出てい

ると、先ほど申し上げたように、どちらにも817

万円というふうに、僕はそういうふうに質問を町

民の方からされたもんですから、そのままお伝え

しましたけれども、こういうところもきちんとや

っておかないと、しかも去年と同じ。去年のこれ

も見たんですけれども、同じように産業系土地利

用、予算書も同じように書いてありますけれども、

じゃ去年何をやったのか、それから今年は何をや

るのかというのが分からないというのが意見とし

て出ておりますので、そこのところは今後の課題

になるとは思いますが、きちんとその辺をやって

いただければ、改めて質問したりとかする時間も

省けると思いますし、執行部のほうの手間も省け

ると思いますので、そこはお願いです。よろしく

お願いいたします。 

  セットアップの件のほうは分かりました。建築

基準法上のことですね。 

  最後になりますが、髙橋副課長からありました

わくわくロードの件ですが、これはどこまで皆さ

んご存じか分からないんですけれども、ちょうど

執行部の方の左手のセキ薬局のところの動物公園

のほうに向かうバス停の先のところの右側に設置

をしたんですね、道路にはみ出して。そうすると、

町の循環バスが止まることによってそこが死角に

なって、はみ出している竹のところがあるから、

右側に動物公園から来た車が行くことによって、

バスの陰から来たので危ないというのを何件か聞

いていました。それで、先ほども申し上げたよう

に、竹アートをやっている僕が関係しているのか

ということで責められたんですけれども、僕が責

められても構わないんですけれども、まず１点で、

スロープをつけたのでバリアフリーの点には問題

なしというふうに僕は聞こえたんですけれども、

これも、スロープはつけたけれども、スロープの

先のところは鋭角というか、もう狭いところで90

度になっているんで使いづらい、だからやらなか

ったという意見も聞きました。 

  あと、わくわくしながら歩くというところも、

わくわくじゃなくてどきどきしたというのも聞い

ておりますので、そのようなアンケートというか、

意見をまとめているというのはお聞きしています

ので、総合的に課として、70万から80万かけたあ

の事業は成功と思っているのか失敗と思っている

のかというところと、併せてあのときに使った竹

や木のパレットを使ってあったと思うんですけれ

ども、今日、写真を持ってくるのを忘れましたけ

れども、そこのところの残った後の処理はどのよ

うになされたのか。また、あれを行ったことによ
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って、もともとは町の活性化とか交流人口とか、

その辺を目的にやっていたとは思うんですけれど

も、その辺の検証というものをきちんとやったの

かどうか、やったのであればどのような結論に至

ったのかというところをお尋ねしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。順に説明させていただきま

す。 

  電子申請につきましては、一概にどのぐらいの

業務が縮減できたのかというところについては、

今データではないんですけれども、基本的に、こ

の県のシステムを使うということで、町の負担と

いうところでは、ある意味ほぼほぼないような状

態でこのシステムを利用させていただいて、申請

ができているのかなというふうには思っておりま

す。 

  ただ、ちょっと使い慣れないところもあると思

いますので、住民の方には慣れるまでちょっと苦

労があるのかなというふうには思っているんです

けれども、費用についてはそれほどのものがかか

っているという状況ではなく、窓口の職員の対応

が減っているというような状況ではあると思って

おります。 

  続きまして、草刈りロボットのお話になると思

うんですけれども、こちらのほう、貸出しができ

なかったり、汎用性がないんじゃないかというふ

うなことだと思います。 

  ただ、こちらの件につきましては、日工大と同

じようなものを考えておりまして、60センチから

80センチぐらいかなと思うんですけれども、全長

が61センチ、重さが9.7キロというような形でご

ざいます。大きなリモコンの車みたいな感じかな

というふうに思っていただければと思うんですけ

れども、それにつきまして、繰り返しの説明にな

ってしまいますけれども、範囲を決めさせていた

だいて、そこの中を常時動き回っているような、

お掃除ロボットみたいなイメージだと思うんです

けれども、そういう形で回っていますので、止ま

っている時間が長いとかそういうことではなく、

ほぼほぼ常時動いているような状態になります。

なので、この草刈り機は草丈が長い状態では動き

ませんので、まず一旦は刈らせていただいて、そ

の後にそのロボットがぐるぐると動き回っている

と。その中を公園利用者が利用していただくよう

な形になりますけれども、恐らくこんなような形

のものになると思います。61センチぐらいという

ことで。 

  なので、汎用性という視点から考えると、貸出

しというのはなかなか難しいところではあると思

います。ただ、シルバーですとかそういう人材が

不足している中では、こういう機械に頼っていか

なくちゃならないということもありますので、聞

いている中では、かなり縮減できるんじゃないか

というところもありますけれども、実際に実験的

という表現がいいのか悪いのかというところもあ

ると思うんですけれども、導入させていただいて、

その費用対効果についても考えながら、次の地区

に回せるものなのかどうかというところで考えて

いかなくちゃならないのかなというふうに思って

おります。 

  タブレットについては、アンドロイドなのか、

それともｉＰａｄなのかというのは、ちょっとま

だ分からないところではあります。 

  宮代台の事故のあったところにつきましては、

確かにポール等を動かして物理的にという話はあ

ると思います。うちのほうも、ただ時間がかかっ

ていたわけじゃなくて、現場を見て、どういう対
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応ができるかというところを検討させていただき

ましたけれども、交差点がある中で、物理的に建

ててしまうと、障がい者等の対応が難しくなって

しまうので、そうすると、どっちが優先されれば

いいのかというところもありまして、まずは、や

むを得ずという表現が正しいか分からないですけ

れども、路面表示のほうをさせていただきました。

これでも危険ということであれば、また次のステ

ップに進まなくちゃならないのかなとは思います

けれども、今のところあれで対応させていただい

て、様子を見させていただければというふうに思

っております。 

  それから、予算書の177ページ、市民参加、わ

くわくロードのほうの町外の方もいるのかという

お話です。 

  こちらにつきましては、町内だけじゃなくて、

町外の方も実際いらっしゃいます。繰り返しにな

りますけれども、若い子は大学生から50代、一番

上の方で60、70代ぐらいの方もいらっしゃいます

ので、幅広くご意見はいただいているのかなとい

うふうに思っております。 

  ワークショップ等をやるときでも、いろんな方

の意見は取り入れているつもりではございますけ

れども、ただ、一つ言えることは、市民参加をや

っている方が多いような状況なので、ある程度一

般的な方からの意見は取り入れられていないのか

なというところもありまして、今年度、もう少し

広く市民の方からアイデア募集をしたほうがいい

んじゃないのかなという流れになりまして、今回

はもっと広くご意見、アイデアをいただこうとい

うふうに考えているところでございます。 

  わくわくロードのパークレットにつきまして、

課としてどう考えるのかというところがあるかと

思うんですけれども、これもちょっと繰り返しに

なってしまうかもしれませんけれども、バリアフ

リーという観点でスロープの話をさせていただき

ました。そのほかにも安全対策としては、ボラー

ドのところに、点滅器であったりイルミネーショ

ンをつけて夜見やすくするですとか、そういった

努力はしているつもりでございます。 

  ただ、当初の説明でもさせていただいたとおり、

町として話をした中で、なかなか今の状況を大き

く変えることは難しいだろうという判断が出てお

りますので、今の幅員というのは変える予定は、

町としてはありません。 

  その中で、例えば歩道だったら、歩道のところ

の今あるレンガの花壇だったり植樹のところを修

正したり、改良して、例えばそこにベンチ的なも

のであったり、休憩できるようなスペースを確保

するというような形を取ったり、またはお祭りだ

ったりマルシェだったりというふうに、いろんな

対応ができるような公共施設を造っていかなくち

ゃならないのかなということで考えておりますの

で、これにつきましては、わくわくロードのほう

の西口のまちづくりの基本構想というものをつく

っておりますので、そちらの中で、先ほどの説明

のとおり、５本の柱というものを前提として、い

ろいろソフトであったりハードであったりという

ところで、次の整備なり、市民の活動が生まれる

ということを大切にしておりますので、そちらの

ほうも時間のあるときにご覧になっていただけれ

ばと思います。 

  令和４年のときにまちづくり講演会をやって、

今年度につきましてはシンポジウムということで、

２年連続でウォーカブル的な取組ですとか、市民

の活動というのはこんなに楽しいんですよという

ことを会を開いてやっていますので、それはユー

チューブのほうでライブ配信していますので、こ

れも含めて、お時間のあるときにライブ配信を見

ていただけると、まちづくりはこんな感じかなと
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いうのが分かっていただけると思いますので、そ

の辺をよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れがあったのが、竹

や木材を使った後、その後どのように処理したの

かというところをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。抜けてしまっていて申し訳

なかったです。 

  パレットですとか竹の出たごみなんですけれど

も、まず竹につきましては、蛭田農園さんのほう

で引き取っていただいておりますので、基本的に

無農薬で微生物を育てるというところの観点から、

竹をそのまま放置して大丈夫ということで言われ

まして、引き取っていただいているところです。 

  パレットにつきましては、まだ残っているんで

すけれども、宮代大橋を下っていった右手の置場

に置いてある状況でございます。 

  これにつきましては、検討会に出ていただいた

人たちがメインになるんですけれども、市民の活

動の中で、パレットを使ったコンポストを作って、

それをＤＩＹ、日曜大工で使っているような形で

あります。まだ残りがあるので、興味がある方は

そういう形で使っていただけると、うちのほうも

処分代が浮きますので、なるべくそういう使い方

をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、もう一つだ

け答弁漏れがあったので、課として、この前のあ

の事業に限定でいいんですけれども、成功したと

思っているのか失敗したと思っているのかという

ところも抜けているので、それが終わったら再々

質問させていただきます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長、

髙橋でございます。 

  あの実験自体は、特に間違ったことをやってい

るわけではないと思っております。先進的な事例

として何か所かやっているところもあります。た

だ、皆さんおっしゃるとおり、そういうことをや

っているところというのは比較的大きなところで、

財政面的にも余裕があるところが多いかなと思っ

ております。 

  うちのほうの実験をやるに当たって、そういう

大きい都市じゃないのは重々分かっております。

ただ、大きいところの予算で考えますと、丸が１

個違うような実験の仕方をしているので、うちの

ほうは一桁少ないような額でやれることをやって

みて、結果を反映させているつもりでございます。

結果として、そこまでの道路をいじるということ

は、今のところ行わないということで方向性が出

ていますので、あとは市民の方のアイデアだった

りというところで、よりよいものができて、活気

が出るような形が生まれたらいいなというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では再々質問、最後になり

ますが、させていただきたいと思います。 

  再質問のご回答、どうもありがとうございまし

た。また答弁漏れもありがとうございました。 

  髙橋副課長、成田課長、いろいろと一生懸命や

ってくださっているのは重々承知しております。

私たちの予算書のほうの18ページのわくわくロー
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ドの件につきましては分かりました。先ほど答弁

で髙橋副課長がユーチューブ等でとおっしゃいま

したが、であれば、できれば次回からは、このわ

くわくロードの説明のところにＱＲコードでも付

していただいたほうがよりいいんではないかなと

いうのは付記させていただきます。 

  次に、ブロックの件も分かりました。ブロック

塀のことですね。もともと仙台で昔、地震があっ

たときにブロック塀が倒れて、それでいろいろ問

題になった。でも、やはり災害になったときにな

らないと、この辺の問題が注目されないというの

も承知しております。 

  また、今時点もあるのかちょっと分からないん

ですけれども、課のほうでペラのチラシがありま

すけれども、先ほどちょっと名前を出してしまい

ましたが、金子議員が以前質問したように、議員

でもその辺が分かっていないし、周知されていな

いというところは念頭に置いて、ではどうやれば

そういうところが周知されるのか。 

  ブロック塀とか検索ワードを入れれば、町のホ

ームページに出てくるのは承知しておりますが、

そうではなくて、日常的にそういうふうなのが起

こる前に、要するに地震とかが起こってから倒れ

て、こういうのがあったんだとならないようにし

ていただければなというふうに思っております。 

  宮代台の事故の件、努力されているのは分かっ

ているんですけれども、ペインティング、要する

に歩いている人にとって、あと自転車がゆっくり

なときには、通るなというのが分かるんですけれ

ども、その後も自転車がぼんぼん通っているとい

う情報は入ってきておりますので、また事故が起

こらないように考えて、さらに検討していただき

たいと思います。 

  西口整備事業のほうで、町民以外の方も参加さ

れているということは、非常によかったなという

ふうに思っております。 

  また、先ほど髙橋副課長がおっしゃったわくわ

くロードの件ですけれども、18ページのところ、

どっちが優先というふうな言葉がありました。ど

っちがというのは、何と何をと言っているのか僕

は分からないので、あのとき文脈上、歩行者とか

障がい者とかが出たので、その辺、対車というふ

うに言っているのかなと勝手に思いましたが、仮

にそうであるとするならば、歩行者、障がい者が

優先なのは当たり前のことなので、そこのところ

を念のため確認させていただきたいと思います。 

  また、戻るようですけれども、市民参加、18ペ

ージにいろんな市民参加による検討というところ

で、いろんな方の参加があって、先ほども下は大

学生からとありましたけれども、高校生のほうに

もやはりＰＲして、入れてもいいのではないかな

というふうに私個人は思っています。18歳に成人

年齢も下がったことでもありますし、例えば大学

に、行くときに東京へ行ったりとか地方に行った

りとかする前に、宮代にそういうふうに関わって、

愛着を持ってＪターンなりＵターンなりというふ

うな種をまいておくという考えもなきにしもあら

ずというか、ありかなというふうに思っておりま

す。 

  次に、電子申請のこともご回答いただきました。

負担は県のほうのシステムを使うからないという

ふうなのも分かりましたが、効果に関しましては、

先行している行政事務が60あるうちの20は、宮代

町はやっていないけれどもほかの自治体はやって

いるとか、そういうのはあると思うので、そうい

う点に関して、宮代町で仮にそれを新規に始めた

ら、どれくらいの件数になって、どれくらいの費

用対効果というか、節約になったりとか、どれく

らいの窓口に来る人が少なくなるのか、その辺は

当然シミュレーションしてできるはずなので、そ
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このところ、先ほど別なところでも資料が手元に

ないというのは理由にはなりませんので、ないの

であれば暫時休憩して取りに行ってください。 

  また、ＰＲはどのように行っていくのか。やは

り電子申請にどんどん移行しているというのは、

そこそこの年代までの人は分かっていますけれど

も、それ以上のことは分かっていない。これはほ

かの課でも申し上げましたけれども、例えばタブ

レット講座、パソコン講座、高齢者向けのとかや

るときに、こういうふうな電子申請を題材にして

やってみるというところでも、ある種のＰＲにな

ると思いますので、その辺もぜひご検討していた

だいて、できる得る限り執行部の方の窓口とか電

話応対の時間を減らして、本来的な業務のほうに

専念していただきたいと思います。 

  草刈りロボットの件を、ちょっと最後のところ

でまとめて話させていただきます。 

  まず、入れるもの、設置費用に130万かかると

いうのがちょっとひっかかるんですよね。例えば

お掃除ロボットといったら、ぽんと置いて、そこ

から動き出すとなりますけれども、130万もかか

るということは、永続的に設置するという前提に

なっているのかなというふうに思わざるを得なく

て、設置する草刈りロボットが戻ってくるホーム

ポジションなのかどうか分かりませんけれども、

そこのところに埋め込んだりとか、ボルトでやっ

てとか、そういうのか分からない、その辺の説明

をまずお願いいたします。 

  次に、この設置に関して、ロボットも含めまし

て、先ほど聞かなかったか、僕の聞き忘れだった

らすみません。レンタルなのか買い取りなのかと

いうところは、トータルで結構な金額になります

ので、それをお尋ねしたいと思います。 

  また、日工大と同じようなものというふうな認

識、僕の聞き違いでなければそのような趣旨があ

ったと思いますけれども、日工大のはどうやら、

僕も見ていないので、無責任なことを言って申し

訳ございませんが、レンタルできるようなことの

アンケートというか、質問があったものですから、

それでお尋ねしたんですけれども、9.7キロであ

ればそれほど、米袋１袋分ですから、設置の部分

はどれぐらいか分かりませんけれども、であるの

で、ある程度の長さ以上はできないということな

んで、買った後に最後の仕上げみたいな形で、レ

ンタルなり何なり、要するに場所を移動できるの

かどうかというところを含めまして、ついでで恐

縮ですけれども、どこのメーカーの何という型番

なのか、そして、この130万設置で、ロボット自

体がどうなのか分からないけれども、何台導入す

るつもりなのか、その辺も含めてよろしくお願い

いたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まず、

わくわくロード事業のご説明の中で、どちらがと

いう話が出てしまったかとは思うんですけれども、

こちらにつきましては、ウォーカブルという前提

の話になりますけれども、人中心の車から人へと

いう流れになっておりますので、もちろん車より

も人が優先になるということであって、それだけ

じゃなくて、やっぱり体に障がいを持つ方だった

りということが優先される事業でなくてはならな

いというふうに思っております。 

  電子申請事務に関しましては、今、まちづくり

建設課ということじゃなくて、全庁的に入ってい

るお話でございます。宮代町のＤＸのアクション

プラン的なものをどうするかというと、うちでは

なくて管財のほうで今まとめたりしているところ

でございます。話を聞いている中では、来年度、
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各課で手続の拡充ですとか検討ということをアク

ションとしてやっていきましょうということなの

で、今現在は、先ほどの説明のとおり、県のシス

テムを利用させていただいているんですけれども、

今後については、令和７年度に向けてその検討を

行って、検討結果、拡充にというようなスケジュ

ール感で動いていますので、そういった意味で、

いろんな資料が整っていないというところでござ

います。なので、時代の流れで人もいませんので、

手続的にはオンライン化を目指しているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。草刈りロボットの件に

ついてご説明させていただきたいと思います。 

  設置工事の内容というお話なんですけれども、

今回やらせていただく設置の工事、草刈りロボッ

トにつきましては、先ほどもご説明させていただ

いた、あらかじめ草を刈る範囲の指定をするため

に電線を入れる工事をさせていただきます。それ

とあと、当然、草刈りロボットは電気で動きます

ので、草刈りロボットが電気を充電するための基

地のようなものを公園内に設置します。あと、電

気を引き込まなきゃ電気が取れないので、引き込

むための工事、あと本体ですか、そちらを含めた

ものが設置工事の内容というような形になってき

ます。 

  こちらのほう、レンタルなのか買い受けるのか

というお話なんですけれども、こちらについては

購入という予定でおります。 

  あと、今回、けやき公園のほうについては、１

台の機械で草刈りのほうをやる予定でおります。 

  場所の移動のほうのお話なんですけれども、日

工大さんのアンケートのほうを我々は見ていない

ので、その辺はちょっと分からないんですけれど

も、私たちのほうでこれから導入しようと思って

いるものについては、特にどこかに持出しとかが

できるものではなくて、けやき公園の中、先ほど

草刈りする範囲を電線を引くという話をしました

けれども、そちらの範囲外の草を刈れる設定には

しないので、あくまでけやき公園のみの草刈りを

するための草刈りロボットというような予定で工

事のほうをさせていただきたいと思っております。 

  あと、今回入れさせていただくロボット掃除機

のメーカーなんですけれども、今考えているのは、

ハクスバーナゼノアというところの草刈りロボッ

ト、物としては日工大に設置してあるものと同じ

ようなもの。それなので、日工大さんも基地があ

って、そこに草刈りロボットが充電に来て、草を

刈りに、もともと入れて指定している範囲の草を

刈るという形なので、仕組みとしては日工大さん

と同じような形になります。そちらのほうを今回

設置させていただくということで予定していると

ころでございます。 

  型番は、今、はっきりこれというのが確定して

いるわけではないんですけれども、今のところ予

定しているのが、ＴＭ４３０Ｘというやつを入れ

られればなということで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  前段のいろんな委員から質問が出ていますので、

確認と、まだ分からない部分についてご質問させ

ていただきます。 

  まず、172、173ページの道路新設改良費の関係

でございます。これにつきましては、私たちの予
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算書26ページと104ページにございますが、まず

都市計画道路春日部久喜線、なかなか進んでいる

ようで、残りもありますし、まだまだというふう

な感じもしますが、実際、ここについてはネック

になっているのはどういうものなのか、お示しで

きればお願いしたいと思います。 

  それから、都市計画道路春日部久喜線の関係で

ありますけれども、これは春日部市との関係にな

りますけれども、いつ頃をめどに春日部市との関

係ではなっているのか、その点お示しを願いたい

と思います。 

  それから、確認なんですけれども、橋梁整備に

ついては、もう一度春日部市との関係でどのよう

になっているのかお尋ねをしたいと思います。 

  それから、都市計画道路万願寺橋通り線なんで

すが、ここにつきましては前段の委員からも言わ

れているように、大変渋滞になって、交差点とし

ても右折があれば非常にいいと思っているんです

けれども、その出発点になるのかなというふうに

思いますけれども、これについては、この３つと

も、どこまで、いつまでに、どういうふうにした

いのかというところがはっきりしませんので、そ

の点どうなっているのかお示しいただきたいと思

います。 

  それから、同じく地区生活道路整備事業です。

私たちの予算書では102ページになります。 

  そもそもこの道佛地区の河川改修に併せた道路

拡幅のための測量設計ということなんですけれど

も、これは一体どこから出てきているのか。周辺

住民から出ているのか、そのあたり要求が出てい

るのかというか、非常に強いからやるのか、その

辺、よく経緯が分かりませんので、その点につい

てお示しいただきたいと思います。 

  続きまして、174、175ページに関わる４目の橋

梁維持費なんですが、これについても私たちの予

算書で105ページに載っております。これにつき

ましては無名橋６というふうになっていますけれ

ども、これは橋梁の補修設計、補修工事なんです

けれども、どういう内容なのか。漠然と長寿命化

ということで、言葉としては分かるんですけれど

も、どういうふうに実際行われる工事なのか、そ

の点お示しいただきたいと思います。 

  それから、岸辺遊歩道整備事業なんですが、こ

れについては23ページに載っております。これに

ついても、もう前段の委員から何人か出ておりま

す。東武鉄道のところからなんですけれども、こ

の23ページの左側を見て分かるように、これ１人

分しか歩けません。右側の木がきれいにカットさ

れないと、非常に雨のときなんか通りづらい、そ

ういうのもあると思うんですけれども、そういっ

た点では、きちっとそういうこともやっていただ

かないと、せっかくフェンスをきれいにしていた

だいても、もったいないなという気がします。 

  これはいろいろ理屈はあると思うんですけれど

も、とにかくフェンスは老朽化していますので、

一日も早くフェンスを更新していただきたいとい

う立場から、一緒に木のほうも剪定をするように

お願いしたいという、これは要望なんですけれど

も、お願いしたいと思いますが、その点いかがで

しょうか。 

  続きまして、176、177ページの東武動物公園駅

西口周辺整備事業なんですが、これにつきまして

も私たちの予算書18ページに載っています。以前

からも議論ありますけれども、非常に分かりづら

い。 

  西口周辺エリアを誰もが歩きたくなる町なかと

するために、市民のアイデアを基に景観整備やイ

ベント等を実施しますというんですけれども、要

は東武動物公園に来た方、特に夜なんかイルミネ

ーションがきれいで、わあっというような感じの
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印象を与えます。しかし、我々町民からすれば、

もちろんきれいなんですけれども、それ以外に何

があるんだろうという感じがするんですよ。 

  何か市民のアイデアを基に景観整備とかと言っ

ていますけれども、随分大げさだなと。なおかつ、

最終的には駅西口周辺エリアの価値を高めるため

と言うんですけれども、何を高めるんでしょうね。

よくなれば、それはもう自然とついてくるものだ

と思いますし、何の価値を高めるのか非常に分か

りづらい。その辺、もう一度確認したいんです。

お願いします。 

  続きまして、178、179ページの東武動物公園駅

東口周辺整備事業です。これにつきましても、私

たちの予算書では27ページに載っています。先ほ

ど前段の委員からもありました。これを読む限り、

前期実行計画の成果目標、令和７年度で100％に

なっているんですよ。確かに前段の委員も、しか

しどこまでいっているんですかというと67％と。

これは新たな今年度の資料で、福祉産業委員会の

３ページに載っている。これがないと分からない

でしょう。私たちの予算書だけを見ると、令和７

年度完成だ、そういうふうに思いますよね。 

  私も東口を見ていますので、そうはいかないだ

ろうというふうに見ています。これを見ると５年

間延伸なんですよ。しかも、今年の４月に予定す

ると。こんなこと全然書いてないでしょう。分か

りづらいでしょう、これ、町民が見て。議員だっ

てそういうふうに思いますよ。ちゃんとその辺は、

こうこうこういうふうな状況なので、進捗状況は

こういう状況になっているので、５年延伸します

よと。 

  これ確認なんですけれども、測量も用地も整備

工事も全部５年間ですよね。測量設計は４年間で

すか、用地買収は令和９年度だとすると４年間で

すか、整備工事だけが令和10年度、こういうこと

なんでしょうか。確認をさせていただきたいと思

います。 

  そうしますと、ここはバスターミナル化という

のもあると思うんですが、いつ頃から始まるんで

しょうか。その点もお尋ねしたいと思います。 

  続きまして、180、181ページの公園費でござい

ます。これにつきましてもるる説明がございまし

たので、分かりました。 

  ただ、気になるのは、どういう整備なのかとい

うのも資料で示されていますので分かるんですが、

１つ気になったのは、地元の協力がないとできな

いというような、そういう答弁を先ほどしていま

したけれども、これは何か条件があるんですか。

俗に言う草刈りとか、そういうのはあるのかもし

れませんが、どんな条件、どういう協力がないと

こういうオリジナルパークをつくれないのか、そ

の点お尋ねしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、まちづくり建設課の一般会計分の質

疑を行います。 

  ご答弁お願いいたします。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず、１点目の都市計画道路春日部久喜線、町

道の12号のほうになります。こちらの残事業、ネ

ックになっているのはどういうことかというとこ

ろですけれども、毎回の説明で大変申し訳ないと
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思っております。用地買収のほうが進んでいない

のが大きなネックでございます。 

  こちらにつきましては、個人情報の件もありま

すので、どことははっきりは言えないんですけれ

ども、大きく面積があるところは２件になります。

１件につきましては、相続が終わって用地交渉を

いろいろさせていただいております。当初よりは

話が進みました。物件の調査についても、１回目

の調査がもう５年以上前の話になりますので、再

調査させていただいて、おおむねの金額等は出て

きているところでございますので、この流れで契

約に向けて頑張っていきたいというふうに考えて

おります。 

  もう１件のほうでございます。こちらにつきま

しては、まだ未相続という関係もありまして、ち

ょっと難航をしている状況でございます。こちら

についてもお話はできる状況でございますので、

相続が終わっていないというところの手続上の話

もありますけれども、権利者さんが何名か共同で

いますので、どうにか同意を得て進められればと

いうふうに思っております。 

  次に、同じ春日部久喜線の252の延伸というと

ころなんですけれども、こちらにつきましては、

今、県のほうと協議をさせていただきまして、町

施行の街路事業という形を取りまして、事業を進

めようというところで協議を行っているところで

ございます。まだ認可のほうは下りておりません

ので、何とも言えないところではありますけれど

も、今協議の中では、令和10年度をめどに工事の

ほうが終わればという形で進めております。 

  ということなので、その前の町道12号線につき

ましても、遅くとも令和10年を目標として、252

のほうの延伸と合わせて、もちろん北春日部の区

画整理事業もありますけれども、そちらと足並み

をそろえるような形を取らせていただいて、全線

がつながって、広がってという形で、令和11年供

用開始みたいな形になればというふうに考えてお

ります。 

  続きまして、万願寺橋通り線のほうです。こち

らのほうの交差点なんですけれども、こちらのほ

うは、以前、県が測量等のために地元に入ろうと

いうことで動いたところでございます。 

  ただ、当時、反対があって、それ以上の事業が

進められなかったという経緯もございますので、

その辺のところを考慮した上で地元に入らせてい

ただいて、今考えているところというのは、町道

部分の拡幅についての検討ということになります

ので、そこだけじゃなくて、以前、県のほうの資

料が残っているものもありますので、そちらのほ

うを確認しながら、渋滞解消にはどのような整備

がいいのかというところで、設計測量に反映させ

ていければなというふうに思っております。もち

ろん地元のほうにも入って、地権者に対しての説

明等をさせていただければなというふうに考えて

おります。 

  こちらのほうは、実行計画上の話になりますけ

れども、ネットワーク道路の一番下ですね、万願

寺橋通り線については、令和６年度からの設計と

いうふうにしか明記されておりませんので、後期

のほうの計画で事業の進捗のほうは検討させてい

ただきたいと思いますけれども、それによって工

事の完了がまた見えてくるのかなというふうに思

っております。検討に入る状況でございますので、

明確にいつまでというのはなかなか言えない状況

でございます。 

  予算書の172、173ページ、私たちの予算書102

ページのほう、地区生活道路ということで、道佛

地区の区画整理事業をやっていたところの拡幅と

いうところになります。この話につきましては、

道佛土地区画整理事業を行うときからの話、昔か
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らの話でありまして、区画整理をやっているとき

にも、６メーターの区画道路ができますというと

ころと、一部歩行者専用道路ができるところ、こ

ちらは４メーターで整備されますというところを

説明した上で、地権者の換地ですとか、もしくは

保留地の配置をさせていただいております。いろ

いろ区画整理事業等、あと河川改修等、時期がず

れていてというところもありますので、最終的に、

町として６メーターというところで舗装の整備を

行うということで完了するというふうに考えてお

ります。かなり昔からの話で出てきているもので

ありまして、今最近に始まった、周辺住民が張り

ついてからの要望による事業ではないということ

を理解していただければというふうに思います。 

  続きまして、岸辺遊歩道、私たちの予算書の23

ページになると思います。こちらの文殊院橋の近

くのところで１件民地がありまして、道路が細い

状況で、交差点のような形になっております。 

  こちらにつきましては、地権者の方と用地交渉

的な、用地交渉までいかないんですけれども、そ

の前の段階で、どんなような土地利用を考えてい

るかというところで担当のほうで確認させていた

だいている状況であります。写真では草というか、

木が出ていたりというような印象を受けるかと思

うんですけれども、権利者さんのほう、管理は割

と真面目にやっていただいておりますけれども、

たまたまちょっと伸びているかなという写真が写

っていたかと思います。 

  うちのほうといたしましても、できれば用地の

ほうを買わせていただいて、多少なりとも広がれ

ばいいなというふうに思っています。ただ、今の

段階で垣根みたいな形の木を切ってしまうと、段

差がすごくあるので、逆になくなってしまうと危

険な状況もあるという状況でございます。なので、

将来的には拡幅をするなり、それなりの対応を考

えていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、予算書の176ページ、177ページ、

私たちの予算書の18ページ、西口のわくわくロー

ド事業ですけれども、イルミネーション、確かに

おっしゃるとおり、町外の方が東武動物公園に行

って、行き帰りににぎわいがあるというか、きれ

いだなというのはあると思うんですけれども、そ

れだけじゃなくて、町といたしましては、そこで

何かが生まれてほしいというような意味合いもあ

ってやっているものでもございます。 

  なので、冬のイルミネーションがもとで、それ

をきっかけとして市民の活動が生まれたり、そこ

で冬のイベント的なお祭りというのが、町が主催

するものではなくて、市民の活動として行われる

ものを期待しているものでもございます。もちろ

ん駅から東武動物公園、それを越えた新しい村ま

で歩きたいというふうに思っていただけるのが理

想だとは思いますけれども、そういった回遊性だ

ったりというものが生まれればというふうに思っ

ているものでございます。 

  なかなか、市民のアイデアを生かして将来的に

価値にしていくというのは、確かに難しいことだ

と思っております。それが私たちの予算書だけに

書いてあるわけじゃなくて、第５次総合計画の中

でそういう文面がございます。それが事業のその

ままを記載されているような状況になっておりま

すので、担当といたしましても、市民参加でつく

り上げた第５次総合計画に基づいて、このような

目標を持って進めているところでございます。な

かなか分かりづらくというのは確かにあると思う

んですけれども、担当のほうも、このような目標

の中で努力して進めているような状況でございま

す。 

  なので、その辺の価値を高めるというのは、市

民の力だったり、活性化というところで価値が上
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がっていけばというふうに考えているところでご

ざいます。 

  続きまして、私たちの予算書27ページの東口の

資料です。こちらにつきましては、私たちの予算

書のほうで書き方が分かりづらいと思うんですけ

れども、スケジュールが書いてある下の段になる

と思うんですけれども、そちらについては全てに

おいてなんですけれども、総合計画のスケジュー

ルが写されているだけになっていて、現状を描か

れたものではないような形になっております。な

ので、ほかの事業もそうなんですけれども、実際

の進捗と計画時の進捗ということで、大変分かり

づらくなっているのかなというふうに思っており

ます。 

  なので、今後につきましては、もう少し上の文

章の中で進捗率なども入れられれば、多少分かり

やすいのかなと思っております。 

  先ほどもお話があったかと思うんですけれども、

街路事業としての期間につきましては今年度で終

わってしまいます。なので、今、県のほうと協議

をさせていただいている中で、県の指導もござい

ますけれども、あと５年ぐらいでどうにか終わら

せようというところでございます。なので、その

事業については、あと５年伸ばした形で完了でき

ればというふうに思っておりまして、その委員会

の資料のほうにはそのことを書かせていただいて

いるような状況にございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  予算書174ページ、175ページ、私たちの予算書

105ページの橋梁維持費についてご説明申し上げ

ます。 

  まず、令和６年度の内容ですが、無名橋６、実

施設計・工事とございます。場所は大字和戸地内

となっていまして、宮代台から和戸地内のほうに

ちょっと散歩できるような道があるんですけれど

も、そこを行っていただいて、人しか渡れない踏

切があるんですけれども、そちらの手前の備前堀

川に架かる橋になっております。宮代町は99橋の

橋梁がございまして、橋の名前がついている橋梁

自体が少ないものですから、名前がついていない

ものについては無名橋という名前で、番号によっ

て管理させていただいております。 

  実施内容ですが、無名橋６につきましては、橋

梁の長さは12メーター、幅員が4.6メーター、大

分古い橋梁になっておるんですが、手元の資料で

は完成年を示すような資料がございませんので、

大体、宮代台の造成が終わったぐらいというふう

に地元の方から聞いておりますので、昭和48年頃

ではないのかなと。そうすると橋の年齢は50歳ぐ

らいということになっています。 

  内容につきましては、補修工事の内容ですね。

まず塗装の塗り替えです。この橋が、普通、コン

クリートの橋と鉄でできた橋があるんですけれど

も、こちらは鉄でできた橋になっておりますので、

橋梁の下の部分、桁の部分、横桁の部分について

塗装の塗り替えです。さびを落として塗装を新た

に塗り替えるということになります。橋脚の補修

は、橋を支える足みたいなコンクリートでできた

ものがあるんですけれども、そちらにひび割れ等、

劣化している部分がありますので、そちらの補修。

橋梁自体、下は鉄でできているんですが、上はコ

ンクリートになっていますので、そのコンクリー

トの床盤の部分のひび割れの補修等。橋の両側に

ガードレールのような防護柵がついております。

こちらの防護柵についても大分古くなっていると

いうことと、今の基準ではガードレールの下から
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ちょっと体が入るような隙間がございますので、

そちらのほうを塞がないといけませんので、ビー

ムのようなもので、柱のようなものでガードレー

ルの下の隙間の部分を埋めるための工事を行いま

す。 

  そのほかに、伸縮装置の更新ということで、こ

ちらは橋梁の橋台の部分、よく橋と橋の境に車で

走っているとガツンガツンいう部分があると思う

んですけれども、ちょうど橋の橋台と橋台のつな

ぎ目の部分の劣化がございますので、そちらの更

新。前後の舗装、こちらはあまり舗装という感じ

の舗装じゃないんですが、橋梁との段差がないよ

うに、橋梁前後の舗装について修繕させていただ

きます。 

  無名橋６についての補修内容については以上に

なります。 

  無名橋９ほかというものもございまして、こち

らについては補修の設計を行います。こちらは工

事には入らず、来年度の修繕に向けた設計になり

ます。こちらについては宮代台２丁目地内の５か

所になりまして、先ほどもちょっとお話が上がっ

たんですが、姥ケ谷落としに架かる宮代町の町道

の橋梁について修繕いたします。こちらについて

も、橋梁点検の結果によってある程度劣化箇所が

もう判明してございますので、そちらについて詳

細に、工事をするための設計を行っていくという

形になります。 

  無名橋については、実施設計プラス工事という

ことで、実施設計が100万円、工事費については

3,300万円を見込んでおります。無名橋９ほかに

ついては、補修設計といたしまして500万円を見

込んでおります。 

  橋梁の補修につきましては、橋梁長寿命化計画

というものを作成いたしまして、これに基づいて

補修、設計、点検を行わせていただいております。

昨年度、橋梁点検の委託費を計上させていただい

たんですが、宮代町の橋梁99橋を３年間かけて、

大体33橋ずつぐらい、ちょっと年によって変わっ

たりするんですが、３年間橋梁点検を行いまして、

橋梁長寿命化計画については、その点検の結果を

基に５年程度で見直しを図っていくという形にな

っております。 

  この点検で補修箇所を見つけて、橋梁点検の中

で判定区分が４区分あるんですけれども、１、健

全、２、予防・保全段階、３、早期措置段階、４、

緊急措置段階というものがございまして、３以上

になったものについては早急に直さなければいけ

ないということになっております。今、宮代町に

ついては、無名橋の６については３判定が出てい

ますので、早急に修繕が必要。それ以外の橋梁に

つきましては、判定は２以下となっておりますの

で、予防・保全の補修工事を行っていくという形

になってきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  ご質問のありました地域のオリジナルパークを

つくろうの地元の協力がないとできない、その地

元の協力とはどういったものなのかというような

お話だったかと思います。 

  こちらは、まずオリジナルパークをつくろうの

事業の企画の趣旨としまして、オリジナルパーク

につきましては、人々のライフスタイルに合わせ

てそれぞれが地域の場となるように再整備をして、

地域の人々が集まる場を地域の皆さんと共につく

り上げますというのが企画の趣旨となっておりま

す。その点、まず整備をしていくのに当たって、

地域の方々と一緒にこちらの事業を進めていこう
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というのが必要になってきます。そういう点で、

まず地元の協力が必要になってくるというのが企

画の段階で出てきています。 

  今回、この事業を進めるに当たりまして、町の

ほうで事業のモデル公園としまして、市街化区域

内にあって、かつ1,000平米以上で、町が持って

いる土地で10年以上の新規公園ではないという、

こちらの条件を基に、該当する公園がある地区の

ほうにお声がけをさせていただいたところ、宮代

台と学園台のほうからご協力いただけるというこ

とで事業のほうを進めてまいりました。 

  この事業を進めていくのに当たりましても、社

会実験ですとかワークショップ、こういったとこ

ろで地域の方々にもご協力いただきまして、今回

整備のほうを進めていけるというような形にたど

り着いたといったような状況でございます。 

  そのため、この事業を進めるに当たりましては、

まず地元の方々と一緒に、連携しながらじゃない

と進めていくことができない、そういった意味合

いから、地域の協力がないとできないというよう

な形でご説明をさせていただいたところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  ちょっと説明の中で落ちていたところを説明さ

せていただきます。 

  都市計画道路春日部久喜線の252の延伸部分と

いうお話があったかと思いますけれども、そこに

春日部市とともに進めている新しい橋の話もござ

います。こちらにつきましては、同じ252号線の

延伸ということで、事業としては同じく令和10年

までを目標に工事を進めるということで考えてお

りまして、春日部市のほうで整備工事を進めてい

ただいて、町としては負担金のほうをお支払いさ

せていただいているところでございます。この辺

につきましては、年度協定等を初めに結ばさせて

いただきまして、春日部市と共に協議を行いなが

ら進めているものでございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  また抜け落ちていた点が１つありましたので、

ご説明させていただきます。 

  東口のバスのターミナル化というお話だったと

思います。こちらにつきましては、今のところ、

今の２路線のままというような形でレイアウトの

ほうを、警察協議等を行いまして進めさせていた

だいているところでございます。その２路線プラ

スミニバスというような形で、町バスの乗り入れ

が可能になるようにということで検討していると

ころでございます。 

  こちらにつきましては、杉戸町のほうにも負担

をいただいているところもございますので、ミニ

バスの時間帯を調整させていただいて、宮代町、

杉戸町両方とも駅前広場を使って乗り降りができ

るようにというようなことを考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 委員会

資料の３ページのほうに東口の整備について書か

せていただいております。こちらの事業スケジュ

ール、下のほうにあるかと思うんですけれども、

今のところ、設計だったり用地買収を進めさせて

いただいておりまして、整備工事につきましては、

おおむね２年ぐらいで終わらせるというような形

で事業を進めているところでございます。 
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  ただ、既存の用地が買えていないところもござ

いますので、その辺は事業の進捗を見ながら、仮

設で回したりというものも含めて考えていかなく

ちゃならない場合もございます。ただ、こちらも

街路事業という認可を取っていますので、都市計

画事業でもございます。今現在、用地が買えなく

て難航しているところについては、ある程度の期

間を切って、言い方が悪いかもしれないですけれ

ども、法的な手続も取らなくてはならない場合も

あると思いますので、そういった説明も入れさせ

ていただきながら、用地の交渉のほうを進めさせ

ていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。それで

は再質問させていただきます。 

  まず、172、173ページの道路新設改良費、都市

計画道路整備事業でありますけれども、町道第12

号線の整備については、大きな理由として２つあ

るということで分かるんですが、随分かかってい

ますよね。かなり前から、私もそうですけれども、

ずっと早く道路完成できないのかということで取

り上げてまいりましたが、これは用地買収とかに

ついては、それはもう個々にある問題ですから仕

方がないにしても、それにしても随分かかってい

るなと。 

  しかも、完成が相対的に本当に少ないですよね。

未完成のほうが多いというふうになっています。

地盤沈下の関係もありますし、それは理由を言え

ばいろいろあるかと思いますけれども、目に見え

るような整備でないといけないと思いますので、

そういった点では、今、予算委員会ですけれども、

めどとしては令和10年度ということである程度理

解していいのかどうか、その点。 

  先ほどの答弁を聞いていると、令和８年、令和

９年に工事が入れればみたいな、そういう答弁の

仕方もしているので、そういう答弁の仕方をする

と気になります。やっぱりもう少しきちっとした

計画と対応でしていただかないと、また延び延び

になってしまうのかなという、そういう印象を与

えますので、そこはきちっと、やっぱり押さえる

べきところは押さえないと、もたもたしてしまう

と思いますので、これはよろしくお願いしますし

か言いようがないんですよ。お願いします。 

  それと、町道第252号線なんですけれども、こ

こについては宮代町の都合じゃないですよね。春

日部市の北春日部駅周辺の開発による延伸という

ことなんですけれども、ですから、これは春日部

市のほうの都合なんですけれども、この橋梁につ

いては、ですから本来春日部市に全部負担しても

らいたいというような、そういうこちら側から言

えば虫のいいようなことになるかもしれませんけ

れども、これはあくまでも北春日部駅ですから、

春日部市というのは北春日部駅を開発するので、

それは春日部市のほうの都合なんですけれども、

こちらから言えば、やはりより春日部市、都心、

駅に近いほうがメリットはあるわけですよね。 

  ですから、そういった点では、春日部市の都合

で町道第252号線を延伸するわけですから、その

辺の橋梁の関係も、向こうは向こうで譲らないと

は思うんですけれども、その辺はどうなんでしょ

うか。負担の割合ということでもう一度お尋ねい

たします。 

  それから、万願寺橋通り線については、これは

今の時点でははっきり言えないということで、分

かりました。ただ、引き続きここも早い整備が必

要ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続いて、地区生活道路整備事業については、道

路の拡幅については分かりました。以前からだと

いうことで分かりました。この辺、私の認識がち
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ょっと違っていましたので。 

  続きまして、橋梁の関係も長寿命化ということ

で説明していただきました。本当に名前のついて

いない橋梁もあるんですけれども、一つこういう

ふうに修繕整備しようとするとこんなにかかるん

だなというのが改めて分かりましたが、宮代町、

狭いながらとはいえ、こんなにありますので、や

はり順次やっていかないと大変だなというふうに

思います。ぜひその点ではお願いしたいと思いま

す。 

  それから、岸辺遊歩道整備事業についても分か

りました。 

  それから地主さんにも、垣根も本来だったら取

って拡幅していきたいというような答弁もありま

したので、これは写真は反対側から撮っただけで、

この菓子屋さんがあるところは非常に広いんです

けれども、向こう側は狭いので、もう少し何とか

ならないのかな、そういう思いで質問したところ

です。ぜひ拡幅できるものであれば引き続きお願

いしたいというふうに思います。これはこれで結

構です。 

  それから、東武動物公園駅西口周辺についてな

んですが、今も説明していただきましたが、分か

りません。理解できませんよ。これだけ町民、市

民のアイデアをいただいてイベントもやっていき

たいということなんですけれども、ここについて

は何か理由をつけてやっているだけで、やっぱり

主体的にこういうふうにしたいというものがない

からはっきりしないのか。非常に分かりづらい。

それでわくわくするような道に整備しとか、西口

エリアの価値を高めますと言うだけで、言葉尻が

走っているだけで全然理解できない。これは町民

には理解、これでされていると執行部としては思

いますか。その点、再質問お願いしたいと思いま

す。 

  それから、178、179ページの東口駅前広場の関

係です。 

  なかなか用地買収も大変かと思います。それに

従って測量、整備工事も大変だと思うんですけれ

ども、ここは、私なんか特に以前から言っている

ように、バスのターミナル、ロータリー化という

か、これはもう近々の課題だというふうに思って

います。せっかくここまで来ています。もう少し

なのかどうかというのはあるんですけれども、法

的な措置を取らないと、これはややもすると進ま

ないのかなというふうに思うんですけれども、そ

の点もう一度お願いしたいと思います。 

  それから、180、181ページの公園費の関係で、

どのような協力がないとできないのかというのは、

今の答弁で分かりました。 

  これはモデル事業もずっと地域の協力を得てや

っているんですけれども、宮代町はそもそも公園

が少ないです、児童公園とか。単なる児童公園と

いう言い方は失礼かもしれないですけれども、単

なる児童公園も少ないんですよ。そういう中で、

これから防災等々の関係もありますし、こういう

のももちろん大事ですが、それと並行して公園を

造っていくという、そこについては、最後です、

どうでしょうか。お願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田でございます。 

  再質問の１番目の予算書172、173ページの都市

計画道路整備事業でございます。 

  町道12号線の都市計画道路春日部久喜線につき

ましては、委員ご指摘のとおり、かなり期間がか

かっております。先ほど副課長の答弁でも、令和

10年度をめどに完成させるというお答えをさせて
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いただきました。 

  ネックになっているのは２件ということで、相

続登記をしていないところが面積的に一番多いと

いう状態になっておるんですが、令和６年４月１

日から相続登記というのが義務化されますので、

これを十分に地権者の方に説明して、今後進めて

いきたいと考えております。 

  あと、町道の252号線の春日部への延伸でござ

いますが、こちらの路線については宮代町の念願

の道路ということで、以前から、もう昭和の時代

ぐらいからずっと春日部市のほうにお願いをして

いた経緯がございます。このたび北春日部周辺の

土地区画整理事業が立ち上がるという、まだ以前

の状態なんですが、そういう話が持ち上がった段

階で、私が都市計画の副課長時代に当時の課長と

春日部市のほうに行きまして、お話を聞いてきて、

ぜひ区画整理をするんであれば宮代からの路線を

この区画整理に通してくれというお願いをした経

緯がございます。 

  まだ区画整理のほうの準備組合の段階だったん

ですけれども、地権者のほうも、どうせ宮代町が

通るんであれば、16号まで延ばさないと意味ない

ねということで、春日部の北春日部から来る道路

と宮代から通る道路の真ん中辺り、交差するとこ

ろに商業施設ができますので、宮代からの集客に

もなるだろうということで、地権者のほうが賛同

いただきまして、じゃ、区画整理地内に宮代から

の道路を通しましょうということになった経緯が

ございます。警察の協議で、春日部市側が16号に

接続できないかということで交通協議のほうをし

ていただいたんですが、梅田の交差点ですか、近

くに交差点があるんですね。交差点からすぐ立体

になっちゃうんですね、東武の立体が始まるので、

そこにつけるのはもう無理だということで警察の

ほうから言われまして、ですので、今、都市計画

決定しているのは、北春日部駅前から来る道路に、

丁字路にぶつけるような形ですね。直接16号につ

ながらなくても、右折してすぐ左折すれば16号に

曲がれるということで、そういう形になった経緯

がございます。 

  そんなもので、春日部市との境にかかる隼人堀

川に架かる橋につきましては、宮代町がお願いし

た経緯というのもございますので、本来なら宮代

町が全部出してもいいのかなと、向こうにしてみ

ればですね。ですが、春日部市側と協議した結果、

折半ということでまとまった経緯がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長、髙橋です。 

  続きまして、予算書の176、177、私たちの予算

書18ページの西口のわくわくロード事業について、

先がよく分からないというご質問だったと思いま

す。 

  こちらについて理解されているのかというとこ

ろだと思うんですけれども、まちづくり建設課と

して自らイベントをやりたいわけではございませ

ん。公共施設を使っていただく、使い方を知って

いただくという観点からのイベントを開催したり、

アンケートを取ったりということをやらせていた

だいている状況でございます。 

  確かに第５次総合計画自体に書いてあることが、

ぼんやりしていて分かりづらいということがある

ので、なかなか理解しづらいところはあるかと思

います。ただ、今、国で言っているウォーカブル

の取組というのは、今、現状として全国的に進め

られているものでして、ウォーカブル施策という

のが分かりづらいというところから、こういった

書き方をさせていただいていて、市民と一緒に町

なかをつくっていくものですよという説明をして
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いるんですけれども、おっしゃるとおり分かりづ

らいというところでございます。 

  次に何が整備されてどうなるのかというところ

を、市民の方から意見を取り入れて考えていこう

としているところではございます。ただ、町の予

算的なこともございますので、その辺は広く理解

をしていただきたいということから、今までの検

討会のメンバー三十数人参加していただいている

ところではございますが、そのほかにもいろんな

方の意見を取り入れるべきだというご意見もござ

いましたので、そういった意味を含めてアイデア

募集というものをさせていただいているところで

ございます。 

  なので、どう完結するのか、幾らかかるのかと

いうところが分かりづらくて、それが価値の向上

につながるのかというところが伝わりにくいとこ

ろではあるとは思います。それについては、今後

のエリアの決定ですとか、どこまでどういう整備

をするのかというのは、このアイデア募集を終え

てエリアを絞らせていただいて、どこまでの整備

をするのかという方向性をもう一回決め直さなく

ちゃならないと思っております。 

  そういう形で動いているうちに、前期の実行計

画が終わって、次の後期の計画に移らせていただ

きます。その際に、もう少し明確に話ができるよ

うな、町としての案を出させていただけるように

進めていければというふうに考えております。 

  続きまして、予算書のほうは178ページ、179ペ

ージ、私たちの予算書の27ページの東口の、早急

にバスターミナルとしての対策をというところで

ご意見をいただいておりますけれども、こちらに

ついて、私のほうで法的措置が必要な場合はとい

うお話をしているんですけれども、これについて

は、都市計画事業、都市計画道路である、主に認

可を取っている街路事業である東口の駅前広場で

すとか、今、取ろうとしている春日部久喜線252

の延伸の区間については、法的な措置が取りやす

い道路になっております。というところから、ち

ょっと差別をした形ではあるんですけれども、最

悪の場合はそういう形を取らせていただいて、事

業を進めなければならないという思いで進めてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  公園のほうの、新しく公園を造っていっては、

防災の関係とかもあるので造ってはどうかという

ことでご提案いただきました。こちらとして、ご

提案のほうは非常にいいお話だとは思うんですけ

れども、実際今回、公園環境管理事業のほうで、

公園遊具の更新工事ということで600万円ほど予

算を計上させていただいています。こちらについ

ては、町内にある遊具のほう、昭和の時代から現

役で使っていただいた遊具等がまだ宮代町はかな

りありますので、そちらのほうを更新する、新し

いものに入れ替えるための費用で入れさせていた

だいたんですけれども、どうしても宮代町は、遊

具の数が公園の中で幾つもあるところがございま

して、そちらを順次更新していく費用としても、

これから手をかけていくというような段階になっ

ています。 

  そのため、現状からすると、今ある既存の遊具

のほうをまず更新させていただくというのが、新

規の公園をやる以前にまずそちらからさせていた

だきたいなと思っているところでございまして、

現状は財政的にも新しい公園を急に造るというの

は難しいのかなというふうに考えております。 

  そのため、まちづくり建設課のほうとしまして

は、既存遊具の更新をさせていただいて、その上
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で開発行為等で新しい公園ができれば、そういっ

たところを新設の公園として使っていただければ

というふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑は。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。２

点お願いいたします。 

  １点目は、草刈りロボット、ページ数は181ペ

ージです。 

  前段の委員さんからも何回か出ているんですが、

この草刈りロボットを使う広さというんですか、

その公園の広さをどれくらい考えているのか。そ

れと、ロボットをそこに設置するとなるとどこに

置くのか。盗難とか、そのあたりはどうなってい

るのかお聞きします。 

  もう１点は岸辺遊歩道です。私たちの予算書だ

と23ページなんですが、さっき前段の委員からも

出たんですが、岸辺遊歩道の古利根川まで、町民

とすると全体をやってほしいというのと、先ほど

ちょっと出ていた答弁の中で、フェンスがきれい

というのが３丁目だけなんですね。３丁目は、私

が引っ越す前ですから、もう20年以上前にきれい

にしていただいたのでいいんですけれども、４丁

目側が岸辺遊歩道をしようとしているところより

ひどく、川に斜めになってしまっていて、非常に

危ない状況なんですね。それは別でやってくれる

のか。 

  町民としましては、１丁目、２丁目のほうはき

れいになるけれども、人口が県道より東側に多い

町民が非常に使う道なので、そのあたりどう考え

るのか。できたら古利根まで、本当に古利根の景

色がとてもいいところですので、鳥もたくさん来

ますし、そこまでやっていただくと、皆さんが納

得いく岸辺遊歩道になると思いますので、どう考

えるかお聞かせください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  まず、１点目の草刈りロボットに関してでござ

います。 

  こちらにつきましては、基本的には、例えば持

ち上げたりひっくり返したりすると防犯ブザーが

鳴ったりというふうな仕様になっているというこ

とで伺っております。そのほか、最悪持ち去りと

かということが考えられるかと思うんですけれど

も、内部にはＧＰＳ等がつけられるということで

話を伺っているところでございますので、あとは

周辺の住民の方のご協力も必要になってくるかな

ということは感じておりますので、その辺は実験

的な要素もあるんですけれども、みんなで見守っ

ていただけるような草刈りロボットになっていた

だければなというふうには思っております。 

  公園の広さといたしましては、けやき公園が対

象になりますので、1,519平米ぐらい、およそそ

のぐらいの広場になっておりますので。 

  続きまして、私たちの予算書23ページの岸辺遊

歩道事業、古利根川までということで、３丁目側、

４丁目側のほうがひどいというご意見でございま

す。こちらにつきましても、今回の岸辺遊歩道事

業として、令和６年度といたしましては、まずは

県道までというところでございます。 

  多分、フェンスのひどいところというと、実際、

古利根沿いで結構ひどいところもあるのは、担当

のほうでも分かっているところではあるんですけ

れども、まずはそういったところを先行して整備

させていただいて、この事業とは別になるかと思

いますけれども、また来年度以降には予算の確保
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を行っていきたいなというふうに思っております。 

  岸辺遊歩道と考えてしまうとどうしても、もと

もとの始まりというか、県道のほうの話があって、

人道橋を造る、その周辺の駅までのアクセスとい

いますか、その周辺の整備をということがメイン

で考えられたものでございまして、どうしても国

納のオーバーブリッジのほうが進まないイコール

その人道橋のほうが進まないというような状況で

すので、何となく事業として進みが遅いかとは思

うんですけれども、そういう意味での岸辺遊歩道、

あの辺の一体、そのほかの遊歩道的なところにつ

いては、随時直していければというふうに思って

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  １つ目のロボットなんですけれども、私、ロボ

ットを見たことあるんです。再生エネルギーで、

下にブルーベリーを植えて、ちょっと高くして太

陽光のエネルギーやって、所沢で見たんですけれ

ども、かなり広い場所をロボットがやっているん

ですけれども、エネルギーのあれなので、新しく

電気を使わないんです。太陽光でやっているので、

その電気を使ってロボットをやっているというの

で、私はこれはすごくいいなって。多分同じよう

なものが動いていたんですね。 

  今、町がいろいろ太陽光発電を取り入れようと

か、ＣＯ２減らすということでやっているときに、

ちょっと私思ったんですけれども、電気で新しく

する意味があるのかな。例えば小さな公園の照明

を全部太陽光の小さいのにして、それでロボット

が動かせたらいいかなとかも思ったんですけれど

も、実際ロボットの使う頻度とか電気代ってどう

いうものなのかということと、もう一つ、どこの

町内も欲しいと思うんですね、それって１か所入

れちゃったとき。それを105万とかかかっている

ものをどう説明していくのか、難しいと思うんで

すね。そのあたりどう考えるのか、１問目お願い

します。 

  岸辺遊歩道の副課長のご答弁はもっともなんで

すね。それで、以前から申し上げていますけれど

も、皆さん、病気で脳梗塞で倒れた方とか非常に

たくさん、フェンスを触ってリハビリで歩いてい

るんです。それで、半年するとすごく皆さん元気

に歩けるようになったりするんですけれども、３

丁目のほうはきちっとしている。結構触ったりし

て、皆さん本当によく歩いていらっしゃるんです

けれども、そういう意味でも大きく捉えて、フェ

ンスの改修というのはしっかりしていただきたい

ので、岸辺遊歩道は今、副課長がおっしゃったと

おりの、進まないから分かるんですけれども、し

っかりと生活道路と皆さんの憩いの場所であり、

そういうリハビリの場所にもなっているので、そ

のあたりどう考えていくのか、もう一度答弁をお

願いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  草刈りロボットのほうの使う頻度ということな

んですけれども、草刈りロボットにつきましては、

一度設置して設定してしまった後は、そのまま決

まった時間に草を刈りますので、基本的にはほぼ

毎日動いているというような形になっています。 

  電気代のお話なんですけれども、すみません、

私たちがそれを入れようと思ったときに、そうい

うソーラーのほうのことはちょっと想定していな

かったので、現状、そこまでは比較とかはしてい

ない状況です。 
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  今回、うちのほうで試験的に入れるというのも

ありますので、そういった意味では、取りあえず

こちらを入れさせていただいて、その上でほかの

団体さんのほうで、ほかの地区でそういったもの

をやることがあれば、そういう部分も今度改めて

検討させていただきたいと思います。 

  あと、こちらのほうの草については、草刈りす

るに当たって他の地区にどういうふうに説明する

かというお話だったんですけれども、草刈りロボ

ット、ある程度の範囲の草を刈るので、そういう

意味ではいろいろ遊具が周りに置いてあったりす

るようなところだと、遊具のほうがまばらに置い

てあったりだとか、そういうところだとあまり適

さないのかなという部分もあるので、新たにもし

入れるということになった場合については、そう

いったところもご相談させていただきながら、地

元のほうと考えていきたいなというふうに考えて

います。まだ現状では今試験的なものなので、こ

れからどうするかというのは検討の段階というこ

とで、ご理解いただければとお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  フェンスの件につきましては、やっぱり地区生

活の道路沿いというようなこともありますので、

なるべく安全で利用できるようにというふうに思

いますので、予算はありますけれども、なるべく

直していける方向で考えていきたいと思いますの

で、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  ロボットのほうは、町がノーカーボンとかゼロ

にしようとかって取り組んでいるときに、一緒に

そういう考えの下にやっていくことも大事かなと。

それで、ロボットって根こそぎ取らないと思うん

ですよね。上を刈っていく状態だと、私、見たの

はそうだったんです。だから毎日刈っていくんで

すけれども、公園って大体歩くところって草は生

えないんですよね、夏休みとか。そうすると、本

当にこの金額をかけて導入するのがどうかなって

ちょっと私的には思って、そこをもうちょっと、

再生可能エネルギーを町が取り組むのであれば、

公園の照明とロボットが動くだけぐらいのソーラ

ーだったら小さくて済むんですよね。そういう考

えをもうちょっと入れていただきたいなと思うん

ですけれども、そのあたりお願いします。 

  それで、フェンスのほうはお願いしたいのと、

結局、フェンスを直さないから、道路の端がみん

なもうぼろぼろで、危ない状態に道路自体もなっ

ちゃっているんですね。そういうところも、やは

り住民の方の安全、皆さん高齢者の方多いので、

その辺も含めて検討していただきたいので、もう

一回答弁をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（小林賢吉君） まちづく

り建設課主幹の小林です。 

  草刈りロボットのソーラーのものを取り入れら

れないかということなんですけれども、今回、

山委員のほうから、そういうソーラーのものでや

っているところもありますというお話でしたので、

うちのほうも少し検討をさせていただいて、もし

できるようなものであれば、そういったものも考

えていきたいなというふうに思います。現状だと

ちょっとまだそこまで調べ切れているわけではな

いので、ご理解いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） 副課長

の髙橋でございます。 

  フェンスプラス周辺の舗装等ということで、確

かに傷んでいるところも見受けられるところもご

ざいます。先ほど説明させていただいたとおりな

んですけれども、優先順位というものがあります

ので、予算の範囲内でなるべく整備できるものは

対応させていただきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

まちづくり建設課の一般会計分の質疑を終了いた

します。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４９分 

 

再開 午後 ４時０４分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより教育推進課分についての質疑に入りま

す。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いします。 

  また、質疑に対し資料を使用する場合は、必ず

資料名、ページ名を言って、なるべく簡潔にお願

いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○教育推進課長（田中啓之君） 皆さんこんにちは。

教育推進課長の田中です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  以下、出席職員、自己紹介させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 皆様こんにち

は。教育推進課副課長兼学校教育センター所長の

小川でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

皆さんこんにちは。学校教育担当、学校管理幹兼

副課長の竹内知子と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 皆さんこんにちは。

教育推進課生涯学習室長の飯山と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（嘉茂達哉君） 教育推進課

学校教育担当指導主事、嘉茂です。よろしくお願

いいたします。 

○教育推進課指導主事（齋藤真美子君） こんにち

は。学校教育担当指導主事、齋藤でございます。

よろしくお願いします。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） こんにちは。

教育総務担当主査の髙橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

○教育推進課主幹（小島英樹君） こんにちは。学

校教育担当、小島です。よろしくお願いします。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） こん

にちは。学校教育担当主幹兼指導主事の加藤です。

よろしくお願いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 こんにちは。生涯学習・スポーツ振興担当主査

の川﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（田代宇隆君）

 こんにちは。生涯学習・スポーツ振興担当主査

の田代と申します。よろしくお願いします。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） こんにちは。

生涯学習室文化財保護担当の横内と申します。よ
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ろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。２問質問させて

いただきます。 

  まず、一般の198ページ、199ページ、学校管理

の中の中学校施設管理事業のほうなんですけれど

も、この中で、先日町内視察をしたところ、須賀

中の体育館の天井の塗装がかなり剝げていまして、

そのとき学校の先生に、運動中に落ちてきて大変

危険だということを聞きました。町のほうに何回

か話をしたんですけれども、なかなか改善がなか

ったということなんですけれども、このような状

況は町のほうでは把握していたのでしょうか。 

  それと、もう一つなんですけれども、216ペー

ジ、217ページの社会体育設備維持管理事業の中

の草刈りの件なんですけれども、本年度の地域の

中の特徴に、地域グラウンドの草刈りの維持管理

とありますけれども、この委託で259万6,000円と

ありますが、西粂原、前原、宮東グラウンド、私、

ソフトボールをやっている関係でここのグラウン

ドをよく使うんですけれども、草刈りには幾らぐ

らい年間経費が使われているんでしょうか。 

  この２点、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  まず１問目、予算書198ページ、199ページ、中

学校施設管理事業の須賀中体育館の塗装の関係で

回答させていただきます。 

  須賀中体育館につきましては、連絡があったか

どうかということなんですけれども、大変恐縮な

んですけれども、直接教育委員会のほうには現場

のほうから上がってきていないので、もしかした

ら学校の中で話合いはあったのかもしれないです

けれども、塗装が落ちて危険な状態であるという

ことはこちらには入っていない状況でございます。 

  ただ、ほかの学校もそうなんですけれども、学

校施設、体育館、全て老朽化のほうがかなり進ん

でおりまして、恐らく須賀中の体育館におきまし

ては、天井の骨組みに塗ってあるペンキがぼろぼ

ろになって、多分小さい破片が落ちてきて、粉み

たいなのが落ちてしまうような状況があるのかな

というふうには思っております。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書216ページ、217ページ、社会体育施設維

持管理事業におけます委託料、除草・樹木管理委

託料の関係でございます。 

  ご質問の中で、グラウンドの草刈りは幾らぐら

いかかっているのかというようなご質問だったと

思いますが、こちらにつきましては、令和６年度

は、こちらにございますとおり259万6,000円の予

算を計上させていただいてございますが、基本的

には除草にかかる費用ということで計上させてい

ただいてございます。 

  なお、令和４年度決算におきましては、197万

円ほど除草に関係する経費を使わせていただいた

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（鈴木次男君） 答弁漏れでお願いします。 

  今、私のほうでは、宮東と前原と西粂原のグラ

ウンドでどのぐらい使われているかお聞きしたか
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ったのですが。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  グラウンドに係る草刈りということでございま

すが、申し訳ございません、それぞれのグラウン

ドごとに草刈りのほうを委託しているんじゃなく

て、町内のグラウンド全てを一括して委託のほう

を行ってございますので、申し訳ございませんが、

各グラウンドごとの草刈りの費用というものは把

握してございません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  まず、中学校のほうなんですけれども、落ちて

きたということは、すぐに対処できるのでしょう

か。そのときの予算はどこから出るのでしょうか。 

  それと、草刈りのほうなんですけれども、６月

頃からソフトボールのリーグが始まるんですけれ

ども、そのときになると、膝よりも上ぐらい草が

生えていまして、ソフトボール、外野のほうを守

って走るのは非常に危険です。試合中に草が多く

てロストボールになってしまって、プレーが怠る

こともあります。年に何回ぐらい行って、どのよ

うなときになったら草を刈るのか教えていただけ

ますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。須賀中の件で回答させていただき

ます。 

  すぐに対応できるのかということなんですけれ

ども、天井のほうがかなり高い状況になっており

ますので、足場を組んで工事をすることになるの

で、その足場代というのが、いつも工事のときに

数百万円とかかってしまう高額になりますので、

今すぐ発注してできるものではないというふうに

思っております。 

  なので、今後、大規模修繕とか改修とかあると

きに、足場を組むような状況があるときに、併せ

て直すような感じになるかなというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  グラウンドの草刈りの件でございますが、こち

ら年４回草刈りのほうを実施してございます。な

お、昨今の猛暑等によりまして、草の生育という

のが非常に激しくございます。そういったことも

ございますので、年４回の草刈り以外にも、伸び

ている状況を見まして、職員が自前で草刈りのほ

うを対応しているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  それでは、再々質問というか、最後の質問にな

りますけれども、まず中学校のほうなんですけれ

ども、かなり先生方の話では、体育とかスポーツ

をやっているときに上から落ちてきて、バスケッ

トボールとかバレーとかやるときに、上を向いて、

それが落ちてくるのは非常に危険だということな

ので、できれば速やかに。ですから、その工事を

前倒しでやってもらうようにして、そのときにや

れるような体制を取ってもらいたいと思います。 

  それと同時になんですけれども、やはり中学校

とか小学校もそうなんですけれども、危険だと思
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われるところは定期的に検査をしたりとか、学校

側のほうにも町のほうに速やかに要望を立てても

らって、こういうところが非常に危険になる前に

対処してもらえたらいいと思います。お願いまで

入りますけれども、よろしくお願いします。 

  それと、草刈りのほうなんですけれども、今、

町の職員の方も自前でやっているとか聞きますけ

れども、どのぐらいの頻度で見に行っているのか

とかというのが非常に気になりまして、去年もそ

うなんですけれども、ちょっとたってグラウンド

のほうに行くと、膝よりも上に伸びているという

のが多々ありまして、きれいに刈られているとき

というのは、今の時期ぐらいと５月の中ぐらいに

１回きれいになっているのは分かります。あとお

盆の頃、盆踊りとか何かがあるからとかいって整

備されているのは分かるんですけれども、その後

は結構伸びているという状況なので、４回なのか、

それは４回で足りなければもうちょっと検討のほ

うをよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  まず、須賀中学校の体育館の関係で、ありがと

うございます。学校の危険箇所につきましては、

教育委員会としても速やかに対応していきたいと

いうふうに思っております。学校のほうにも予算

を配分しておりまして、その中でやってもらうも

のと、あと大規模なものにつきましては、校長会

等の要望とかもいただいたりとかしておりますの

で、その中で速やかにしていきたいと思います。 

  ただ、危険箇所もたくさんありますので、優先

順位をつけて、本当に危険な部分からということ

でやらせていただいておりまして、今の非構造部

材のように、地震があって落下するとかという、

本当に危ない、命に関わるところからまずやらせ

ていただいておりますので、なるべく速やかにや

っていきたいというふうには思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  グラウンドの草刈りのご質問でございます。現

場確認をやられているのかというようなご質問で

あったかと思いますが、グラウンドの現場確認に

つきましては、基本的に毎週月曜日に町の職員、

会計年度任用職員でございますが、グラウンドの

ほうを巡回させていただきまして、グラウンドの

状況等について確認をさせていただいてございま

す。 

  そういった状況の中でも、年４回の委託によっ

て草刈りをやってございますが、なかなか委託だ

けでは追いつけない部分については、そのような

現場確認をした上で、職員が自前で草刈りのほう

をしてございます。 

  増やせるのかというご質問でございますが、委

託につきましては予算の範囲がございますので、

委託で行う場合はちょっと厳しいでございますが、

自前のほうでの対応をせざるを得ないというよう

な状況でございますので、仮に繁茂状態がすごい

ような状況がありましたらば、事業者ともども町

のほうにご一報いただければ、状況を確認次第、

職員が自前での対応もさせていただければと思っ

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 
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  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。２点ほど質問さ

せていただきます。 

  予算書の182、183ページです。下の段の教育費

の教育委員会費の中の小中学校適正配置事業です。

私たちの予算書では46ページです。私たちの予算

書で質問させていただきます。 

  いよいよ、須賀小学校の地域拠点施設の整備に

向けて、基本設計・実施設計を行いますというこ

となんですけれども、設計業者というのは地元の

業者さんも入っているのかどうか、そのあたりを

お伺いしたいと思います。 

  もう一つ、214、215ページ、(2)の資料館管理

運営事業なんですけれども、私たちの予算書では

12ページです。そこで、移築民家の旧加藤家とか

齋藤家の維持管理はどうなっているのか、維持管

理費、そのあたりを教えていただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  まず、適正配置の関係で回答させていただきま

す。 

  設計事業者に地元の業者が入るのかというご質

問だったと思います。設計業者につきましては、

今後、プロポーザルを予定してございます。やり

方としては、公募型によるプロポーザルなので、

誰でも手が挙げられる状況でのプロポーザルを考

えてございます。なので、もし地元の業者さんが

請け負うことができると手を挙げるということに

なれば、可能性はあるという形になってございま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書214ページ、215ページ、私たちの予算書

ですと12ページ、西原自然の森の関係でございま

す。旧加藤家住宅とか旧齋藤家住宅等の移築民家

の維持管理というご質問でございます。 

  こちらにつきましては、基本的には開館時の維

持管理につきましては、職員、主に会計年度任用

職員のほうに中身の戸締り、戸開けとか、あるい

は旧加藤家住宅ですと、かまどがございますので、

かまどを使った火起こしとか、そういった常日頃

の維持管理は行ってございます。 

  それ以外に、例えば旧加藤家住宅ですと、移築

してからもう30年近くたっていますので、結構老

朽化しているところもございます。そういったと

ころについては、予算のつく範囲で修繕等を行っ

てございます。令和５年度につきましては、土壁

の補修のほうを行わせていただきました。 

  ただ、旧加藤家住宅ですと、かやぶきの屋根が

特徴のところでございますので、そちら修繕とな

りますと、相当な高額の経費がかかってございま

すので、そちらのほう予算の要望はしているとこ

ろですが、財政事情もありまして、なかなか実現

がされていないというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  まず、小中学校適正配置事業の件なんですけれ

ども、設計のほうはそういった形で承知いたしま

した。 

  完成が令和７年ということなんですけれども、

工事は７年ですよね。設計が終わって建設のとき

になりましたら、例えば業者さん、ＪＶというか、
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地元の業者さんを入れて建設するようになれば、

地元にもお金が入るというふうに私は思うんです

けれども、その辺をどのように思っているのか、

教えていただきたいと思います。 

  また、加藤園とかそういったものも、あれは建

物というか、展示物というふうに前にご答弁いた

だいて……、加藤園じゃない加藤家。加藤家、齋

藤家は展示物ということで、建物じゃないよとい

うことなんですけれども、私たちの予算書を見る

と、西原自然の森って11ページにも入っているし、

12ページ、38ページと３枚にわたって西原自然の

森が掲げてあるんですよね、担当課は違うんです

けれども。そこまで宮代町って、私の予算書に掲

げている事業ってないと思うんですよ、建物自体

というか、施設ね。 

  そういった形で、資料館も含めて、もうちょっ

と町外の方に来ていただけるような居場所づくり

みたいなのを考えたほうがいいと思うんですよね。

やはり展示物というよりも、どうして展示物なの

か。加藤家、齋藤家、何々家と言うんであれば、

やっぱりしっかりとした建物として、何かいろい

ろ規制があって、そういうふうに展示物になっち

ゃっているのかもしれませんけれども、その辺も

う一度考えていただいて、新しい村にはきっと町

外の方が来ると思うんです。 

  自転車で、例えば新しい村にレンタル自転車、

進修館に自転車を置いてあるんですけれども、あ

れを新しい村に置いておいて、自転車で行けば、

西原自然の森にも行けると思うんですよ。その辺

の道路の整備もして、ぜひ西原自然の森、町外の

方に訪れていただいて、せっかく資料館もあるこ

とですし、また竹林もありますし、行くとすごく

いいところだなと、心が落ち着くなというふうに

私は思うので、ぜひとも町外の方に来ていただき

たいと思うので、そのあたりの整備というのを、

教育推進課に質問するかどうか、ちょっとあれな

のかなと思ったんですけれども、そのあたり答え

られる範囲で結構ですので、教えていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  １点目のほうの小中学校適正配置事業の関係で

お答えいたします。 

  ７年度以降に工事に入るということで、その工

事の請負業者、ＪＶ等もあるのかということなん

ですが、すみません、今のところ正直、工事のほ

うまで、まだそこまで検討は進めていないんです

けれども、そういったものの可能性もあるのかな

というふうには思っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  西原自然の森の関係でございます。委員のご質

疑にございましたように、町外の方にもお越しい

ただいて、今以上に、大変すばらしいところでご

ざいますので、皆さんに共有していただきたいな

というふうな思いがございます。そういった思い

がありますので、第５次総合計画におきましても、

前期実行計画事業としまして、教育委員会で行っ

ています移築民家の活用編でございますとか、あ

るいは環境のほうでは里山体験とか、そういった

ような事業を組み合わせて、西原自然の森を今以

上に活用を活発にしていこうということで取り組

んでいるものでございます。 

  西原自然の森郷土資料館事業でございますと、



－３２１－ 

あそこには、旧加藤家住宅のほかに、旧齋藤家住

宅あるいは旧進修館というような３つの展示物、

施設がございます。それぞれ中に入って見学をし

ていただきたいというのもございますが、そうは

いいましても、なかなか老朽化をしているところ

もございますので、できる範囲で、外からの見学

だけではなくて中にも足を運んでいただいて、当

時の、特に進修館でございますと、明治44年に建

てられた学校の教室でございますので、そういっ

た内部の原風景とかも見学していただければとい

うふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。大きく

は２点質問させていただきます。 

  予算書の188ページ、189ページの(4)いじめ・

不登校対策事業についてお聞きいたします。 

  こちら、本年度の特徴が各相談員の配置による

不登校対策の充実、いじめ問題対策の充実とある

んですけれども、資料の１ページ、各学別不登校

といじめの認知件数のところを見ますと、特にい

じめのほうなんですけれども、令和３年と令和４

年で数が激増して、倍以上になっているのが見受

けられます。そして、令和４年から令和５年にか

けては、そこまでは増えていないんですけれども、

この令和３年、令和４年の間に何か対策を特に取

られなかったのか。今回、そこまで増えていない

んですけれども、何か対策に違いがあったのかお

聞きしたいのと、今回の詳しい対策を教えていた

だきたいです。 

  それと、２点目ですが、予算書の218ページ、

219ページの学校給食費のところで、私たちの予

算書は117ページになります。あと、資料のほう

が14ページの学校給食費の滞納状況調べを見ての

質問なんですけれども、まず、本年度の予算が前

年度比較で93万円減っているのですが、これがな

ぜ減っているのか教えていただきたいです。 

  あと、こちらの資料のほうの滞納状況なんです

けれども、こちらの見方がよく分からなくて、令

和４年度の現年度と過年度というのがどういった

ことなのかちょっと分からないのと、合計が未収

になっているのが108万2,532円なんですけれども、

こちらが何件で何人なのかということをもし分か

ればお願いいたします。 

  あと、保護者にお支払いしていただいている給

食費といわれるものが、今１食当たり幾らで、１

か月幾らになるのか教えていただければと思いま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  予算書の188ページ、189ページ、特にいじめの

認知件数のことについてご質疑いただきました。 

  まず、令和２年度、令和３年度が小学校が170

件、令和３年度が246件、そして令和４年度にな

って543件と増えているということなんですが、

こちらのほうは、いじめの認知件数ということに

なっておりまして、いじめとは、いじめ防止対策

推進法に定められている定義としては、「当該児

童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、

物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛

を感じているもの」。簡単に申し上げますと、子

どもが友達に何かをされて嫌だと思ったものにつ

いてはいじめであるという、そういうものについ

て子供たちにアンケートを取らせていただいて、

少しでも嫌だなと思ったことはありますかという

ようなことでアンケートを取っています。 
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  そのような状況の中で、子どもたちが、僕はち

ょっとあのとき嫌だったから、何個いじめがあっ

たというような感じで認知を進めているところで

ございます。ですので、このいじめの認知件数が

増えたということは、教員が積極的に認知を進め

て、大きくなる前に解消していくということで、

埼玉県では積極的な認知を進めている結果でござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

です。 

  私のほうからは、学校給食運営管理事業の件で

３点ほどお答えさせていただきます。 

  まず１点目が、予算額が93万円ほど減額になっ

ている理由ということになりますが、こちらにつ

きましては、前年度、令和５年度にボイラー改修

工事、大きな金額の工事がありましたので、その

分がなくなったということによる、トータルでい

うと若干マイナスという形になってございます。 

  ２点目になります。滞納の状況の見方というこ

とで、予算要求資料の14ページ目になります。ま

ず、例えば令和４年度を例に取りますと、上から

現年度と過年度、合計というのがあります。現年

度は令和４年度の徴収状況、過年度というのはそ

れより前、令和３年度より以前の滞納の分の状況

になってございます。最後は合計となっておりま

す。 

  まず現年度でいいますと、調定額といたしまし

て、本来もらうべき金額がこちらにあります１億

1,400万程度の金額になります。そのうち収入し

たもの、実際徴収できたものが１億1,410万9,542

円となります。なので、差引きで令和４年度に徴

収できなかった金額が１万6,400円になってござ

います。 

  対しまして、下の過年度なんですけれども、令

和３年度以前からの徴収ができなかった部分が

121万2,385円になります。このうち、令和４年度

に督促等を行っておりまして、回収できた分が14

万6,253円、まだ残ってしまっているのが106万

6,132円という見方になります。 

  残りの人数なんですけれども、こちらが13件で

13人というふうになってございます。 

  ３点目でございます。給食費の１か月及び１食

当たりの金額になります。小学校と中学校で異な

っております。小学校につきましては１か月

4,100円、中学校につきましては１か月4,800円に

なります。１食当たりですが、小学校が244円、

中学校が285円となってございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  多分答弁漏れじゃないかと思うんですけれども、

いじめの本年度の具体的な取組をさっきお聞きし

たんですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

大変失礼いたしました。 

  本年度の取組というか、学校ではこれまでもず

っと取組を続けさせていただいていますが、子ど

もたちから認知をするということで、まずは相談

員やスクールカウンセラー、そういうものを置い

て相談ができる体制はつくっております。 

  それから、もちろん担任や管理職、養護教諭、

学校にいる先生たちには、相談しやすい体制をつ

くっていただく、子どもたちとの人間関係をつな

ぐということで、日々努力していただいておりま

す。 

  そのほかに、学期に１回ですが、学校によって

そのアンケートの名前は違うんですけれども、な
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かよしアンケートとか生活アンケートということ

でアンケートを取らせていただいて、いじめのよ

うな嫌な思いをしたことはありますかというよう

なアンケートも取らせていただいています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  いじめのほうは分かりましたので、ありがとう

ございます。 

  それでは、給食のほうでちょっと再質問させて

いただくんですけれども、こちらの私たちの予算

書のほうの学校給食運営管理事業のところに、食

材費の高騰に対応するため、小学校１食当たり25

円、中学校１食当たり30円を町公費にて負担しま

すとあるのが、これは予算のどの部分になるのか

ということです。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員、ページのほう

を。 

○委員（野原洋子君） すみません、私たちの予算

書117ページにあります。 

  それともう一点、滞納なんですけれども、読み

方はよく分かりました。ありがとうございます。 

  それで、こちらは今13件ということでしたけれ

ども、こちらのほうが、事情というか、お支払い

していただけない事情などを聞き取りに行ってい

るのか、そこをお知らせいただきたいです。 

  お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  まず、１点目の私たちの予算書の中の25円と30

円の公費負担がどの部分に対応するかになります

が、こちらにつきましては、需用費の消耗品費の

中に含まれるという形になります。 

  続きまして、もう一点になります。滞納の理由

ということになりますが、実は今滞納している方

というのが、一番最後が令和２年、その前が平成

28年ということなので、最近の方は皆さん、遅れ

ても完納していただいているので、大変恐縮なん

ですが、私のほうでは、その方々がどのような理

由で滞納しているかまでは把握していなくて大変

恐縮です。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） よく分かりました。 

  滞納状況、現在では支払いは滞っていないとい

うことで安心いたしました。 

  昨今、給食無償化ということが言われているん

ですけれども、資料の13ページのほうに、完全無

償化になっているところがまだ９自治体というこ

とで、私も聞くんですけれども、無償化にしたと

ころの給食が刑務所のご飯よりひどいんじゃない

かという、そういうご意見もあったり、あとは、

私は宮代町で伺ったところ、無償化にしてほしい

という意見よりかは、今ちょっと足りないという、

もっと食べたいという、育ちざかりなので、逆に

給食費を増やしてもいいからもうちょっと食べさ

せてくれというご意見を受けておりまして、その

あたりの保護者とかお子さんからのそういうご意

見などがあるかどうか教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  全員の方から聞いているわけじゃないのであれ

なんですけれども、例えば学校給食の研究会なん

かでＰＴＡの方に参加していただきまして、ご意

見いただいている中では、まずは心配されて、こ

の物価が上がっているのに、給食をどのように提
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供しているんですかという、大丈夫ですかという

心配がされるのと、あと言われるのが、給食費を

上げてもいいので、子どもたちにおいしい給食を

出してほしいという、その会議の場ではそういう

ご意見のほうをいただいていることもございます。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  今お答えいただきましてよく分かりました。あ

まり周りに流されないように、どちらかといえば

給食がおいしい、宮代はおいしいからということ

で、人気になるようになったらいいなと思います。

ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。よろしくお願

いいたします。 

  予算書の188、189ページの英語教育推進事業に

ついて質問いたします。私たちの予算書は120ペ

ージになります。 

  令和６年度から英語検定の受験料を、今まで３

年間に１回だった助成を年度ごとに拡充するとい

うふうに書かれているんですけれども、１回の助

成額というのが幾らになるのかというのを１点お

伺いしたいのと、あとＡＬＴの委託料、令和６年

度の予算で、英語指導助手委託料というのが前年

度と比べると368万5,000円アップしているんです

けれども、ここは人員が増えたということで捉え

ていいのかということと、あと、６年度からは、

小学校２校につき１人配置することで指導力を向

上というふうにありますので、今までがどのよう

な配置人数だったのかということをお伺いしたい

と思います。 

  あともう一点が、同じページの(6)町民みんな

が先生推進事業というところで、報酬のところに

学校運営協議会委員というのがあるんですけれど

も、これはどのような人たちがなっているのかと

いうのをお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  予算書の188ページ、189ページ、英語教育の助

成についてでございます。助成額は、来年度から

は１回につき5,000円とさせていただきます。 

  それから、ＡＬＴの委託料なんですが、来年度

からということで、プロポーザルをさせていただ

きました。そのときに３社来ていただいたんです

が、３社とも物価の高騰や人件費の高騰というこ

とで、１社が1,710万、もう１社が1,680万、もう

１社が1,800万ということで出してこられました。

その中で、こちらのほうで予算として入れさせて

いただいた中の業者さんに委託するようにさせて

いただいたということです。 

  それから、小学校２校に１人ということは、令

和６年度もそのようにさせていただくということ

で、何年も前は小学校に１人のＡＬＴしかいなく

て、その方を４校に回していたんですけれども、

最近は２校に１人ということでつけさせていただ

いています。 

  それから、同じページの町民みんなが先生制度

の学校運営協議会についてでございます。 

  こちらのほうは、学校運営協議会を設置した学

校を、今、コミュニティ・スクールというふうに

呼ぶようになりました。これまでは、学校運営協

議会ではなく、学校評議員さんという方を立てて、

その方たちに校長の求めに応じて学校運営に対し

て意見をいただいておりました。ですが、これか
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らは、地教行法の47条のほうに載っているんです

が、教育委員会に学校運営協議会を置くように努

めなければならないというふうになっておりまし

て、学校運営協議会の委員について町の教育委員

会が任命するというふうになっています。地域の

方で有識者の方や、それから保護者で協力をして

いただける方、いろいろな立場の方を選んでいた

だいて、こちらのほうで任命させていただいてい

るという形を取らせていただいています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） ありがとうございます。

再質問させていただきます。 

  英語検定受験料の助成が１回5,000円というこ

とで、これは中学生が対象ということでよろしい

のでしょうか。 

  あと、ＡＬＴの人件費が高騰ということで上が

った件は承知いたしました。 

  また、学校評議員については知っていたので、

そこが名前が変わったということで承知しました。 

  １点だけお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  英検の助成については、中学生について１年に

１回5,000円の助成ということで、小学校のほう

は１人700円ということで、小学校６年生全員に

英検のブロンズというものを受けさせています。

そちらのほうで全員にお金を町のほうから出させ

ていただいています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。３点質問をさせ

ていただきます。 

  予算書の190ページ、191ページ、ＩＣＴ教育推

進事業についてです。 

  こちらの委託料などなんですけれども、まず、

この中で新しくタブレットを用意するための予算

がどこに入っているかというので、何件分新しく

追加で導入するのかということをまず教えてくだ

さい。 

  それから、こちらの13節の使用料及び賃借料で、

パソコン教室用ＰＣ等借上料とございます。こち

らは、パソコンではないとできない授業をされて

いるのか、タブレットではできないのかというと

ころで、どのようなことに主に使われているのか

教えてください。 

  それから、ＩＣＴ教育に関してなんですが、令

和５年度の利用の稼働率というか、どれくらいタ

ブレットを使って授業をされているのか、小中で

分かれば教えてください。 

  次に、２点目が196、197ページ、小学校施設管

理事業の12節の委託料、トイレ改修工事設計委託

料です。 

  こちらについては、トイレの改修工事の設計と

いうことで、来年度はエアコンをやるので、今年

度は設計ということで、そちらのほうはもう承知

をしているんですけれども、来年度も笠原小学校

が十何名また増えているような状況だと思うんで

すけれども、それで以前からもトイレの数が足り

ないということも言われておりまして、そのあた

りと、あと人数を見ますと、ほかの学校よりも倍

ぐらいいるような状況で、平均的に各学校１つず

つということなんですが、その辺の利用状況にお

いて、そのあたりの考慮というか、そういうのは

されないのかということだけお伺いをいたします。 

  ３点目なんですが、206、207ページです。社会
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教育活動事業の、こちらも委託料の中のみやしろ

芸術祭とまちなかどこでもミュージアム事業につ

いてお伺いをいたします。 

  昨年、みやしろ芸術祭を初めて開催されたと思

います。私も芸術祭を応援したいと思っている事

業であります。 

  こちらなんですが、参加したい方も、宮代町の

中に音楽や芸術、様々な活動をされている方が多

いので、本当に楽しみにされているとは思います。 

  なんですが、こちらは１日のイベント、芸術祭

は１日だけの、前回２日やりましたけれども、イ

ベントだったり、あと、まちなかどこでもミュー

ジアムということで、こちらは、私たちの予算書

の19ページで、こういう活動を、飲食店等やアー

ティストが主体となった、これはみやしろ芸術祭

ですけれども、こういったことを、どういうこと

を想定されているのか、何かいまいちよく分から

ないところもあって、やりたいという方はいるん

ですけれども、どのように関わっていいか分かっ

ていないというところもあるので、まず教えてく

ださい。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  まず１点目、ＩＣＴの関係でお答えいたします。 

  まず、タブレットの新しいものを購入するのか、

購入数は何件かということですが、予算上では新

しいものの購入は含まれてございません。ただ、

やはり毎年子どもの数が増えて必要になります

ので、前回、補正予算を組ませていただきまして、

60台の端末を購入させていただきまして、新年度

に向けて備えているところでございます。また児

童・生徒が増えるようなことがあれば、補正予算

等での対応になるかなというふうに思ってござい

ます。 

  あと、２点目のパソコン教室借上料ということ

なんですけれども、こちらにつきましてはリース

を行っておりまして、実は期間が５年間で、令和

元年の10月からリースのほうを行っております。

これが実はＧＩＧＡスクール構想端末の導入直前

にパソコン教室を整備しまして、子どもたちが

その教室に行って、パソコンを操作するという想

定で行っていたんですけれども、その後、コロナ

になりまして、国のほうが早急にＧＩＧＡスクー

ル構想ということで、子どもたちにパソコンを

配布することになりました。 

  ただ、このパソコンも無駄にすることはできな

いので、現在、小学校１年生がこちらのほうを使

っていただいているものになります。なので、ほ

かの学年の子はクロームブックを使っておりま

して、１年生だけ、恐縮なんですがこちらを使

っていただいているという状況でございます。 

  ３つ目、トイレになります。設計になります。 

  笠原小のほうが、子どもたちが増えてトイレ

が足りないという状況があるということで、大

変こちらとしても心苦しい状況ではございます。

ただ、笠原小学校のほうがトイレを増設する場

所とかというのが難しい状況もございますので、

今後の児童の増加等に併せて検討していく必要

があるかなというふうに考えているところでご

ざいます。まずはきれいにしてもらって、使っ

てもらって、また不足する分については検討し

ていくという形で考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 
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  １点目の予算書の190ページ、191ページのＩ

ＣＴ教育、稼働率についてでございます。 

  こちらのほうは、学校によっても学年によっ

ても違うところはありますが、小・中学校でと

もに各校１日１時間程度の端末の利用はしてお

ります。以前は、総合的な学習の時間等に調べ

学習をするときに活用するということがほとん

どでしたが、現在はいろいろな教科の学習で使

用するようになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 生涯学習・スポーツ振興担当主査、川﨑です。 

  みやしろ芸術祭及びまちなかどこでもミュー

ジアム事業について答えさせていただきます。 

  まず、まちなかどこでもミュージアム事業と

いうのが第５次総で上がっていまして、その中

にみやしろ芸術祭とかも入っているんですけれ

ども、まず大きく分けて３つぐらいで展開して

いこうかなという今想定ではいるんですが、ま

ず１つがアート情報の発信ということで、一昨

年度からの取組ではあるんですけれども、町内

の公共施設ですとか飲食店等、例えばですけれ

ども、ｎｏｕｍａｃｈｉカフェさんであったり、

あと、川信さんでもやられているんですけれど

も、そういったところで開催されているような

作品展ですとか、そういった情報を町のホーム

ページとかＳＮＳ等を使って発信していくとい

うような事業。 

  それから、あと広場とか、主にスキップ広場

ですとか、そういったところで、演奏会ですと

か発表会なんかを開くときの場づくりというと

ころで、ちょっとサポートさせていただこうか

なということで、そういう活動を応援するキッ

ト、例えば椅子ですとかテーブルですとかテン

トとか、そういったものを使って会場づくりに

役立つ物品なんかを貸し出していける体制を整

えているといったところです。 

  そして、最後３つ目が芸術祭というところで、

町民の方々の日頃の練習成果とか発表の場であ

ったり、秋の過ごしやすい時期に、芸術ですと

か様々な文化に触れ合っていく、そういった文

化に親しむ機会というのを提供していければな

というふうに考えてございます。 

  アーティストが主体となったとかというのが、

いろいろ聞かれたと思うんですけれども、例え

ば先ほど申した飲食店であれば、ｎｏｕｍａｃ

ｈｉカフェさんであったり、今はなくなっちゃ

ったんですけれども、和戸のほうにＫＡＤＯＮ

ＯＮＩＷＡさんとか、そういうギャラリーカフ

ェさんがあって、そういったいろんなところで、

芸術祭とかには出ていなかったようなアーティ

ストさんの作品もあるというところで、そうい

う情報を発信していったり、あと町内だけじゃ

なくて、都内のデパートですとか画廊、そうい

ったところでも作品展を行っているアーティス

トさんがいらっしゃいます。また、県外になる

んですけれども、国際芸術祭に出展しているよ

うな芸術家もいらっしゃるので、そういった

方々の情報というのをどんどん発信していって、

町内だけじゃなくて町外でも、町のゆかりのあ

るアーティストさんが活躍しているというのも

お知らせしていければなと思っております。 

  また、芸術祭では、パートナーシップ助成制

度というのを設けて、町が用意する場所だった

り日程でやるというよりも、個人の活動をされ

ている方ですとか団体さんが、この11月の期間

中に任意で、私たちはこの時期にやりたいとい

った活動発表であっても、場所代ですとか、例

えば進修館大ホールを使うといった場合は、音
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響とか照明の操作料とかもかかっちゃうんです

けれども、そういったものを多少なりとも助成

させていただいて、団体さんの融通がもっと利

くような開催手法というのを取れたらなという

ふうに今のところ考えております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。再質問をさせ

ていただきます。 

  まず、１点目のＩＣＴ教育に関しては、台数

など承知をいたしました。パソコンについても

１年生が使って、こちらはリースをして、５年

間なので、令和元年からなので、これでもう使

わなくなるということなのか、その辺、来年度

で終わりなのか、その後はタブレットに切り替

えていくのか、その辺をまず教えてください。 

  それから、タブレットの、先ほどちょっと聞

き忘れてしまったんですが、物品等修繕費とい

うのは、タブレットの修理代ということですか。

これは違う。保証があるので、タブレットにつ

いては故障の修理もしてくださるということな

んですけれども、参考までに何台ぐらい故障さ

れたのかということを教えてください。 

  それから、２点目のトイレについては承知を

いたしました。 

  ３点目のまちなかどこでもミュージアムにつ

いても、とてもいい取組だなと思って今も聞い

ておりました。 

  まず、この３つの活動がこの事業であるとい

うことで、内容は分かりました。初めのアート

の情報発信というのも、これもとてもいいんで

すけれども、まずアートの情報発信と、もう一

つ知りたいなと思うのが、どこの場所でできる

のかということがまず分からないというのもあ

るので、見る方々のためのアート情報発信もい

いんですけれども、今度はやる方々のための情

報発信というところで、それもつけていただけ

るともっと活動がしやすくなるのかなと思いま

す。 

  例えば、音楽をやりたいという方が練習をす

るときに、進修館だとここの部屋じゃないとい

けないとか、公民館だったらいいのかとか、ど

こだったらできるのかというのがよく分からな

いので、やはり音の出るものなので、そのあた

りのことが分かると、ここで集まって練習でき

るねというところもあるので、そういうのを知

らせてくださるといいのかなと思いましたが、

そのあたりのことはどうでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小

川でございます。 

  まず１点目、ＩＣＴ教育推進事業の関係で２

点ほどお答えいたします。 

  まず、パソコン教室のリースということで、

この半年で切れます。その後につきましては、

リースアップという形で、そのパソコンをその

まま使わせていただくという形になります。 

  今後なんですけれども、今のＧＩＧＡスクー

ル端末のほうの入れ替えがございますので、そ

のときに併せて皆さん新しい端末にするという

ふうな予定にしてございます。 

  もう一点が修繕の台数ということでよろしか

ったでしょうか。令和５年度におきましては、

12台修繕の依頼をして直していただいてござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 
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○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 生涯学習・スポーツ振興担当主査、川﨑です。 

  塚村委員からの再質問、お答えさせていただ

きます。 

  まず、やる場所の周知ということなんですけ

れども、どこまで手が届いているかは分からな

いんですけれども、今回、まちなかどこでもミ

ュージアムの総合ウェブサイトというのをつく

らせていただいて、その中に公共施設ガイドと

いうのをつくりました。そこにいくと、町の公

共施設の一覧というんですか、リンク集みたい

になっていて、まちなかどこでもミュージアム

の中に入って、そこをいくと、大体いろんな活

動に使えるという施設を検索性を向上させたと

いうんですか、情報を入手しやすくしたという

ほうがあれですか、そういったところで、そこ

に、ここで音楽活動ができるよとか、演劇活動

ができるよとは書いていないんですけれども、

それぞれの施設の使い方ページに飛ぶようには

させていただきましたので、そういったところ

で見ていただくか、あと、アートインフォメー

ションを通じて、川信さんは今、ユイさんがち

ょっとやって、あとｎｏｕｍａｃｈｉカフェさ

んでそういった展示ができるんだとか、そうい

ったところでちょっと気づいていただけるとあ

りがたいのと、あと、こういう取組がどんどん

進んでいく中で、町のほうにも相談が来たりす

るといいなとは思っています。 

  あと、企画財政課のほうとの連携事業という

か、連携しているものにはなるんですけれども、

庁舎の遊休スペースの活用ということで、町の

税務課会計室前のロビー、あそこが確定申告で

すとかそういったところで使われないとき、空

いたところで、昨年度も絵画ですとか、あと生

け花の作品展などをやらせていただきました。

なので、そういった場所が使えるんだよという

のを、実際使っているところを見せながら、浸

透していけばいいかなというふうに今考えてい

るところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ご説明いただ

いていろいろ分かりました。 

  まず、１点目のほうの最後の質問なんですが、

私たちの予算書の117ページのほうにもござい

ます。この端末を利用してオンライン上で教師

と児童が双方向で授業をしていくという、引き

続きこちらに取り組んでいただくような感じな

んですが、昨年お伺いしました、例えば学校に

行けていない不登校児童・生徒が家でオンライ

ンで授業を受けた際の出席は、今、宮代町では

していないということだったんですが、今後研

究を進めて、そのようなことをできるようにし

ていくというお話をいただいてはいたんですが、

そちらのほうは、令和６年度はどのような状況

になっていくのかということを最後にお伺いい

たします。 

  それから、まちなかどこでもミュージアムに

ついても、いろいろご説明いただいて分かりま

した。新しいサイトがあるというところで、そ

こから見てほしいというところなんですが、そ

こで使えるのかどうかというのがちょっと分か

らないというところで、もう少し分かりやすく、

アートというのがどこまでなのかという、どう

いう人ならいいのか、そういうラインですね、

そういうのも分からないし、あと、やはり音を

出すというところで、どういう音楽は大丈夫で

駄目なのかというところも結構皆さん分からな

いので、もう少し分かりやすい内容にしていた

だきたいと思うんですが、お願いします。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  先ほどの不登校の児童や生徒について、その

授業をオンラインで受けたときに出席扱いにで

きるのかということについてお答えいたします。 

  出席扱いにできるかできないかということに

ついては、文部科学省や県のほうから、授業の

中に参加しているのと同等の授業を受けられる

場合には出席扱いというようなものが出ており

ます。 

  今現在、各学校で全ての授業を全ての者が同

じような状況で授業ができるかというと、それ

はまだちょっと難しい状況ではあるんですが、

後々はそういうこともできる力をつけて、子ど

もたちが出席扱いにできるようなというところ

も検討させていただきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 生涯学習・スポーツ振興担当主査の川﨑です。

再々質問にお答えします。 

  もう少しアートの範囲が分かりやすくですと

か、どういった音楽ならというところなんです

けれども、アートというのが定義がなかなか難

しくて、私も悩んでいるところなんですけれど

も、総合ウェブサイトに書かせていただいたの

は、文化芸術基本法というのがありまして、そ

の中に掲げられている文化芸術分野を挙げさせ

ていただいています。 

  ただ、そこには、今言った音楽というのは、

音楽という一言でしかありませんので、例えば

場所でどこまでの音量ならいいのかとか、アン

プは使用できるのかとか、そういったことは今

後追々検討させていただくところではあるんで

すけれども、今、実際動いているイベント、例

えば東武動物公園の駅前ですと、民間が主体に

なって音楽をやられていたり、芸術祭でもスキ

ップ広場を使ってストリートピアノというのを

やったんですけれども、そういったものとかで

すと、今のところ苦情等は入っておりませんの

で、あのぐらいの音であれば大丈夫なのかなと

いう認識では今います。 

  だから、今後ちょっと動かしていく中で、ど

のぐらいだったら大丈夫とか駄目とか、そうい

ったものが分かってくればいいかなと。そのと

きにある程度の基準というのを示せればいいの

かなというところで、今のところは何も示せな

いのが申し訳ないですけれども、現状はそうい

ったところでございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時１３分 

 

再開 午後 ５時２７分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、教育推進課分の質疑を行います。 

  質疑はございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  まず、予算書206、207ページ、私たちの予算書

は19ページのまちなかどこでもミュージアムのこ

とについてお伺いいたします。 

  まず、活動応援キット20万円とあるんですけれ



－３３１－ 

ども、この活動応援キットって何かというのをお

願いします。 

  もう一つは、みやしろ芸術祭のところで、私た

ちの予算書のほうではみやしろ芸術祭開催経費と

いうことで144万円が上がっているんですけれど

も、そして予算書のほうを見ると、委託料という

ことで77万3,000円ということになっているんで

すけれども、この差額分ってどういうことなのか

ということと、あと、運営委託というのはどこに

委託するものなのかお伺いをいたします。 

  それと、予算書190、191ページ、私たちの予算

書45ページの日工大サイエンスプロジェクト事業

なんですけれども、この事業に関して、約60万で

すけれども、ほとんどが58万7,000円、バスの借

上料ということで、町内の小・中学校の児童・生

徒さん対象ということなんですけれども、全学年

の全員のことを指しているのか。あとは、バスの

利用方法というか、夏休みに実施するということ

なんですけれども、学校に集まって、そこから学

校ごとにバスを借りてやるのか、日にちが全然違

う日にやるのか、学年によって中身は違うのか、

あと、日工大のほうでは無償でこれはやってくれ

ているということなのか、その辺をお伺いいたし

ます。 

  最後に、予算書214、215ページ、私たちの予算

書126ページで、資料館の管理運営事業で、令和

６年度の特別展、企画展はどのような催しを考え

ているかお伺いをいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  まず、予算書206、207ページ、私たちの予算書

ですと19ページ、まちなかどこでもミュージアム

事業の関係でございます。 

  まず、１点目としまして、活動応援キット、こ

ちらについての内容でございますが、こちらにつ

きましては、団体さんが文化芸術活動をされる際

に、資器材がそろっているところで活動する場合

もございますし、または昨年のみやしろ芸術祭の

ように、スキップ広場あるいは庁舎の１階税務課

前のスペースで展示とか、そういったことをされ

る場合に資器材がございません。そういった際に、

活動をされる際に、活動の場づくりといたしまし

て、必要と思われる資器材をお貸しするというこ

とで考えてございます。 

  具体的にいいますと、昨年来から整備してござ

いますが、例えばテーブルでございますとか椅子、

あるいは外で活動の際に使えるようにパラソルで

ございますとか、あるいは屋内で使用するときに

パネルのボードでございますとか、あるいは照明

器具のクリップライト、そのようなものをお貸し

させていただこうということで考えているもので

ございます。 

  また、私たちの予算書19ページのみやしろ芸術

祭関係経費144万円、これに際しまして予算書の

ほうでございますと、委託料というご質問がござ

いましたが、こちらの144万円の内訳としまして

は、予算書206ページ、207ページにございます12

節委託料、こちらの例えばみやしろ芸術祭展示パ

ネル等運送委託料でございますとか、ストリート

ピアノ等運営業務委託料でございますとか、こう

いった経費のほかに、18節負担金、補助及び交付

金、これで助成金としまして50万円とか、こうい

ったものを計上してございます。144万円につき

ましては、委託料のほかに、このようにみやしろ

芸術祭を開催するに際しまして必要となるべき経

費としまして、それぞれの経費を合算した数字が

144万円となっているものでございます。 
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  それと、予算書214ページ、215ページでござい

ます。資料館管理運営事業におけます６年度の企

画展、特別展の内容でございますが、こちらにつ

きましては、今現在、５年度から６年度にかけま

して企画展のほうを実施してございますが、そち

らが７月までの期間となってございます。 

  それ以降の展示のものを行うものでございます

が、これにつきましては、現在内容について検討

しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主幹兼指導主事の加藤です。 

  予算書190ページ、191ページ、私たちの予算書

45ページ、日工大サイエンスプロジェクトについ

てお答えいたします。 

  まず、対象学年ですが、本年度全員ではなく、

本年度から中学校２年生全員を対象に中学生では

実施しております。また、小学校につきましては

試験的実施ということで、本年度は小学校６年生

を対象に実施いたしました。 

  ただいまアンケートを取っておりますので、６

年生のアンケートによって、内容が易しかった場

合につきましては、来年度は５年生等の実施とい

うことも検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  また、実施時期につきまして、夏休みというこ

とでございましたが、夏休みにつきましては、教

職員を対象とした研修のほうを実施しております。

理科が好きになるためには、子どもたちだけでは

なく先生方の理科の力を高めることも重要という

ことで、夏休みに教職員を対象とした研修のほう

を実施しております。 

  本年度、日工大サイエンスプロジェクトにつき

ましては、中学校では３月５日、６日、小学校で

は試験的に２月28日に実施いたしました。 

  また、バスにつきましては、なるべく少ない予

算でできるようにということで、本年度はピスト

ンで実施いたしました。例えば百間中であれば、

２台借り上げたんですけれども、１組と２組を先

に連れていって、そのバスが学校に戻ってまた３

組と４組を連れてくる。その後に１組と２組を先

に帰し、３組と４組を後で帰すということで、な

るべく少ない台数でできるように実施しておりま

す。 

  また、日工大サイエンスプロジェクトは無償か

ということにつきましては、子どもたちを対象と

した授業につきましては無償で行っていただいて

おります。ただ、教職員を対象とした研修の薬品

代であるとか、また消耗品等につきましては、こ

ちらのほうの予算を出させていただきます。 

  あと、学習した内容につきましては、本年度は

２つのグループに分けまして、Ａグループでは、

電子顕微鏡を活用した電子顕微鏡と光学顕微鏡の

違い、また高電圧実験をテーマとして、放電や絶

縁体についての学習を行いました。Ｂグループに

つきましては、電磁誘導をテーマに、骨伝導の仕

組みという学習と、また応用化学のほうで乳液と

クリームの違いということを体験を通して学習を

進めました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。再

質問させていただきます。 

  みやしろ芸術祭の委託先というのが、これは多

岐にわたっていろんなところに委託するというこ

となんですか。委託先をもうちょっと明確にお示

しいただけたらというふうに思います。 

  そして、サイエンスプロジェクトについては分
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かりました。 

  輸送のことを何で聞いたかというと、将来的に

バスが、プールが学校で全部なくなっていく予定

で、生徒どうやってぐるるまで輸送して連れてい

くのかなというのがちょっとあったので、大体今

のでイメージがついてきましたので、ありがとう

ございます。 

  その１点だけ再質問をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書206ページ、207ページ、社会教育活動事

業におけますみやしろ芸術祭の委託先というご質

問でございます。 

  こちら予算書のほうには、みやしろ芸術祭展示

パネル等搬送委託料、みやしろ芸術祭照明操作委

託料、みやしろ芸術祭ストリートピアノ運営業務

委託料という委託業務で３本ございます。 

  まず、１点目のパネル等運送委託料、こちらに

つきましては展示パネル、こちらのほうを会場と

なる、主には進修館となりますが、そちらのほう

に運搬していただくための委託経費として見てご

ざいまして、委託先としては運送会社のほうに予

定してございます。 

  ２点目のみやしろ芸術祭照明操作委託料でござ

います。こちらは、進修館の大ホールにおいて舞

台発表等を行う場合に、照明とか音響とかそうい

った操作が必要になってきます。こちらにつきま

しては、進修館のスタッフに操作のほうを委託す

る必要がございますので、そちらの委託経費のほ

うを予算に計上させていただいてございます。 

  ３点目のストリートピアノ運営業務委託料でご

ざいます。こちらは、５年度におきましても、芸

術祭のほうでストリートピアノをスキップ広場の

ほうで行いましたが、そちらに係る経費としまし

て、ストリートピアノの運営等を行ってございま

す業者のほうに対しまして、委託をしてまいろう

という形で考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 分かりました。 

  確認になっちゃうんですけれども、さっきの活

動応援キット、資器材、テーブル、椅子、パネル

を提供しますということで、これがまち建でちょ

っと聞いたときに、物置を造って、そこで教育と

か一緒に使っていくというお話をちょっと聞いた

ので、これをそこに入れて貸出しできるようにす

るということでよろしいですか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  活動キットの貸出しでございます。こちら教育

委員会として活動キット、先ほどご説明しました

テーブルでございますとか、パラソルでございま

すとか、そういった必要器材を整備してございま

す。こちら貸出しにつきましては、教育委員会の

ほうで保管しております倉庫、そちらのほうに今

現在保管してございますので、そのような借用の

申出がございましたらば、基本的にそちらの倉庫

のほうから教育委員会分の資料として貸出しをさ

せていただくということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。重複を

避けたいので、１点だけ質問させていただきます。 
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  予算書の214ページ、215ページ、私たちの予算

書が126ページで、(2)資料館管理運営事業1,041

万5,000円になるんですが、このところで597万円

が減額されております。結構減額されているので

調べてみましたら、前年度で工事請負費としてハ

ロン消火設備更新工事が352万円あったというこ

となんですね。それを差し引いたとして、この細

かいところを調べると、かえって値上がりしてい

るのはあるけれども、下がったところというのが

あまり見当たらなくて、１か所だけあるんですけ

れども、これについてこの予算で大丈夫かどうか

ということをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書214ページ、215ページ、資料館管理運営

事業、こちらにおきます前年度との比較で597万

円ほどの減額となっています。 

  こちらの内容としましては、ご質問の中にもご

ざいましたが、５年度におきましては工事請負費

でハロン消火設備更新工事を計上してございまし

た。こちらのほうが５年度で終了していますので、

そちらのほうの経費が大きく減額となった理由で

ございます。 

  また、それとともに需用費、こちら電気料のほ

うでございます。４年度の電気料の高騰を受けま

して、５年度におきましては、その高騰分に見合

う分を予算のほうに計上させていただいたところ

でございますが、実際、５年度につきましては４

年度並みの高騰というふうなことでございません

でしたので、その分の電気料を平年ベースで減額

をさせていただいたところでございます。その２

つが大きく減額となったものでございます。 

  その一方、増額となったものにつきましては、

委託料、こちらのほうで植栽管理委託につきまし

て、こちら結構高木がございますので、そちらの

枝の落下等を防ぐために、そちらの管理の経費に

ついて若干増加させていただいたところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  電気料なんですが、前年度は402万円だったわ

けですね。今回が261万8,000円ということで、電

気料はすごい高騰になっていて、約２倍ぐらいか

かっているという今の現状なんですけれども、そ

の中で402万円から261万円に、約262万円になる

と思うんですけれども、下げて大丈夫なのかなと

いうのをもう一度確認したいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  郷土資料館の電気料の関係でございます。確か

にご質問にございましたように、４年度は相当高

額になりまして、そういったこともございまして

５年度は予算のほうも増加させていただいたとこ

ろでございます。 

  実際、５年度の現在までの執行状況を見ますと、

予算に対しまして相当低く抑えられているという

状況がございますので、そういったことも含めま

して、電気料につきましては、郷土資料館だけじ

ゃなくて、ほかの公共施設等も同じように減額を

しているというようなことになってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。

再々質問はいたしません。 
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○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  長い時間お疲れさまです。申し訳ございません

が、結構な数ありますので、よろしくお願いいた

します。 

  まず、185ページの小中学校適正配置事業、こ

れは広報「みやしろ」の令和３年８月号にも出て

おりまして、2019年から2021年10回行ったんです

が、このときに、小学校のことは全然出ていない

のにもかかわらず、これを基にいろいろと須賀小

のこととかと出ているのが、その整合性のことに

ついてお尋ねいたします。 

  次に、予算書の184ページ、就学時健診料、こ

れは10月に行うものだと思うんですが、15万

9,000円、保護者の負担というのはどのようにな

っているのかお尋ねいたします。 

  次に、予算書193ページの入学準備補助金とい

うのが18万円と。これは、経済的な理由により就

学困難な人に対する、高等教育という形なので、

小・中学校のところとはずれるかもしれませんけ

れども、これの人数というのはどれくらいを想定

して、昨年度、一昨年度はどのような状況だった

のかというところをちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

  次に、189ページの、前段の委員も何人かご質

問されていました英検のことですね。私たちの予

算書のほうが120ページになるのかな。18万7,000

円で、今年度からは年１回という形になるとか、

いろいろありましたが、例えばその年度で、今ち

ょっと僕の時代と違うので分からないんですけれ

ども、４月、５月ぐらいにぽんと受かりました。

その人が、要するにニンジンじゃないけれども、

インセンティブじゃないですけれども、もっと頑

張れるように、受かった人はその年に２回目、３

回目というふうにやるような考えはあるのでしょ

うかというところです。また、受験機会はアップ

しているというふうに、私たちの予算書では何か

書いてありましたけれども、これの以前に、昨年

度までで結構ですけれども、合格率の推移という

ものをちょっとお尋ねしたいと思います。 

  次に、195、201、211ページにＡＥＤ、除細動

のことがあります。これはレンタルというのは、

先ほどの前段の委員のときにもご説明あったのか

な、承知しております。現在、教育推進課のほう

で把握している台数というものをお尋ねしたいと

思います。 

  また、別の機会でちょっとお尋ねしたことがあ

ったかもしれませんが、学校に置いてあるものと

いうのは、学校が開いているときしか使えない。

さいたま市とかでもありますけれども、校門のと

ころに、水のほうの雨とかの防水の対策もしなき

ゃならないけれども、校門のところに外に向けて

置いてあれば、近隣の人が使えるようになるとい

うところは、町民生活課と話合いになるかもしれ

ませんが、そのようなお考えはあるのかどうかと

いうところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、これも何人もの方がいろいろと出されて

いますストリートピアノ、207ページ、そして私

たちの予算書のほうで121ページ、ちょうど右下

のところの写真がそうだとは思いますが、2023年

の11月４日、５日、キッチンカーで２日間やった

やつだとは思いますが、このピアノ、どこから持

ってきたピアノを使っているのかというところと、

この25万というのがちょっと高いのではないかな

というのと、あとこれを行うに当たって、その日

に調律を行ったのかどうかというところ。小・中

学校のは年１回調律を行っているというのは承知

していますけれども、僕、プロのミュージシャン
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の人がいるのでよく聞くんですけれども、プロは

レコーディングのときに、その日にちゃんと調律

をやる。このようなイベントがあるときには調律

をやっているのかどうか。実は町民の方でも、す

ごい調律に詳しい方が学園台にいまして、その方

からも言われたものですから、ちょっとお尋ねし

ます。 

  調律でついでに申し上げますと、以前は小・中

学校と保育課で、子育て支援課で金額が違って違

う場所でやっていたのを、小島さんが努力してく

ださったのでありがとうございます。久喜のアル

プス楽器に統一したので、１台当たり9,000円に

なったというのは、随分と税金が節約できたとい

うことでありがとうございます。ついでに申し上

げておきます。 

  次に、これは３か所になりますけれども、予算

書の197ページ、205ページ、215ページとテレビ

受信料というものがございます。放送法の64条に

基づきまして、ＮＨＫを受信できる設備を設置し

た者はというふうになっていることから、受信料

を払わざるを得ないというふうになっているとは

思うんですけれども、今後、そのテレビが故障と

か買換えとかとなったときにチューナーレス、最

初はドン・キホーテあたりで出ていて、Ａｍａｚ

ｏｎでも出ていますけれども、いわゆるモニター

ですね、パソコンと同じような、そのようなもの

を購入というか、更新時に買い換えることによっ

て、ＮＨＫに対してはそこの施設は受信料を払わ

なくて済むという形になります。その前提として、

小・中学校とかでＮＨＫをどれくらい見ているの

かというところにもなりますが、そこのところは

録画をしておいて、ブルーレイでも何でもやって、

パソコンでもいいですけれども、それをＨＤＭＩ

でつないでということで、チューナーレスという

ことはできるというのは理屈上分かっております

ので、そのような考えはあるのかどうかというと

ころをお尋ねしたいと思います。 

  次に、中学校の201ページになりますが、楽器

借上料３万7,000円、これはどのようなものを借

り上げて、借り上げという形にしているのかとい

うところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、ごめんなさいね、ページ数はあちこち行

っちゃって申し訳ございません。予算書の215ペ

ージの植栽管理委託料というのがございます。前

段の委員もちょっと触れたようですけれども、昨

年度は142万8,000円、本年度172万8,000円、この

増額の根拠というものをご説明いただきたいと思

います。 

  次に、私たちの予算書の119ページの小・中学

校学力向上推進事業5,318万かな。119ページの説

明書を読みますと、中学校のところにも出ていま

す。国や県の学力調査を通して効果の検証を行い

ますというふうになっています。ところが、これ

を読んでも検証の結果がどこにも出ていない。私

のほうでホームページとかを見落としているんだ

ったらごめんなさい。指摘していただければ拝見

したいと思いますけれども、ないようであれば、

直近３から５年の国や県の学力調査をやったこと

の結果、検証、その辺をお示しください。そこの

ところで効果が上がっていなかったりとか、下が

っているようであれば、そこのところをきちんと

検証していなければいけないと私は思っておりま

すので、そのところの説明をお願いたします。 

  次に、私たちの予算書の122ページ、青少年健

全育成のところになります。子ども大学というと

ころがございますが、町内の４年から６年生とい

うふうな形で対象になっておりますが、これに対

して「子どもたちの「好奇心」を養います」とい

うふうに抽象的になっているんですけれども、予

算的にはそんなにかかっていないのは承知してお
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りますが、日工大及び町内の事業者等と町民の方

との交流という点でもよろしいかとは思いますが、

もっとアピールできるような効果というのがある

のかというところについてお尋ねしたいと思いま

す。 

  次に、私たちの予算書の123ページ、お隣のペ

ージになります公民館管理運営事業。公民館事業

は何点かあって、以前、たしか 山委員が和戸公

民館等のことで、トイレの問題等をおっしゃって

いて、それが対策なされたのかどうかというとこ

ろも気になるところではあるんですけれども、そ

れが分かれば教えていただきたいと思います。 

  僕のほうは、それプラス、ほかのところとも関

連するんですが、図書館関係ので、和戸近辺、東

武鉄道からは断わられているので、図書の返却ボ

ックスですけれども、置けない。また、マルヤさ

んも狭いのでということで、和戸公民館、スペー

スは調べてあるのは確認しているんですが、ただ

ここは月曜日は休みということでということを、

担当課、川﨑さんから以前お話は伺いましたが、

休みの日があってもいい、その代わりほかの日に

は使えるという形で、少なくともゼロよりは、

0.1なのか0.5なのか分かりませんが、和戸地区で

も返せるようにという考えで、そちらのほうにも

設置する予定というか、計画、考えはあるのかど

うかというところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、図書館のこと、ついでなので申し上げま

す。今後のほかの地区への返却ボックス等の予定

はどのようになっているのか。例えばですけれど

も、循環バスの中に返却の籠でも何でも置いてお

いて、図書館のほうに止まったときにそれを回収

するという形も、一つの考えとしてあるのではな

いかというふうに思ってはおります。 

  また、インターネットによって、宮代町図書館

にないものも、他館のものを埼玉県内の横断検索

という形でやって、資料を取り寄せることができ

るというシステムが実はあるんですけれども、で

すから所沢とか秩父の図書館にあって宮代図書館

にないものを予約して、宮代町図書館に届けても

らうというふうなシステムがあるんですが、これ

が以前、図書館に行って、その専用の用紙に書い

て渡すという形で、その日借りるものがないと、

その予約のためだけにわざわざ図書館へ行かなき

ゃならないというのがあったのが、一時、川﨑さ

んがエクセルでいろいろとやってくださって、ネ

ットでできるようにはなったんですけれども、そ

の後、図書館がセキュリティーの関係でそれがで

きなくなったという経緯がございます。 

  少なくとも、せっかく川﨑さん、以前つくって

くださったものですから、ネットで通信的にでき

なくても、春日部のほうはできているんですけれ

ども、以前のように、少なくともエクセルのひな

形をやっていただくと、お金がかからないもので

すし、読み間違いとかも防げるので、そのような

お考えはあるのかどうかというところについてお

願いいたします。この辺は図書館のほうとなりま

す。 

  これも前段の委員が何名か質問してくださった

191ページ、私たちの予算書115ページ、日工大サ

イエンスプロジェクト、重複するところはできる

だけ避けたいと思いますが、まず開催頻度、対象

者、参加人数。あと、先ほど合川委員がご質問さ

れていらっしゃいましたが、バスの件ですね。今

後、この事業を続けるとなると、町の循環バスも、

企画財政課から運転手の不足とかいろいろ言われ

ていて、問題が起こる可能性があります。日工大

で行うのであれば、姫宮とか和戸から動物公園ま

で来て、そこからいろんな日工大で、ご存じかも

しれない、宅建やら電気技師の試験とかでぞろぞ

ろ歩いていると。駅から子どもの足でも12分から
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15分ぐらいで歩けると思うので、バスをあえて使

わなくてもいいのではないかというのが１つ。 

  あと、児童ではなくて中学生であれば、部活で

あちこち学校に、遠いところでも自転車で行った

りとか現状しているわけですから、中学生に関し

ては、児童・生徒と書いてあるので、本当に生徒

までやっているか、ちょっとバスのほうは分から

ないので、字面を読んで私が聞いておりますけれ

ども、中学生に関してはバスではなくて、自転車

でもいいのではないかなというふうに思っており

ましたので、そこのところをお尋ねします。 

  あとは、189ページの英語の助成額の、先ほど

のとちょっと重複してごめんなさい、私のほうが

まとめていないので、なりますけれども、この助

成額というのも、やる気のある人に対してはアッ

プというのをぜひ検討いただきたいと思います。 

  まちなかのウェブ、先ほど初めて、ちょっと僕

も不勉強で申し訳ございません。初めて伺ったの

で休憩中に見てみました。例えばストリートピア

ノでも何でも、いろんなイベントをその中でやっ

ているのを紹介しているんですけれども、ぜひそ

このところ、ユーチューブだったりとか、ＱＲコ

ードだったりとかして充実していただきたいとい

う、これはお願いという形になります。 

  次に、199ページ、205ページの小・中学校の特

別支援教育等のことです。特に小学校のほうの

1,753万4,000円の新入学児童の通学用品ですか、

この辺というのが昨年度よりも258万5,000円アッ

プとなっておりますが、どんどん小学生、出生数

も減っておりますし、また、近隣でも限られたパ

イの、簡単に言うと奪い合いで、久喜でも幸手で

もいろんな子どもたちの奪い合いをやっていると

いうのが分かりやすい現状だと思います。 

  宮代町のカラーを見せるために、この辺をもっ

と大幅に、できれば僕としては、ここのところは

新入学、特に経済的大変な方に対しては、全て税

金で賄ってもいいのではないかぐらいに思ってい

ます。参考までに、品川区は来年度から、賀詞交

歓会とかその辺もやめて、５万幾らの新入学の通

学用品とかを援助するというふうなのをやってお

ります、あの大きな品川区でも。そのような形で

宮代町もどうかと思います。 

  これを最後にさせていただきたいと思いますが、

ＩＣＴの関係も、これも前段の委員がお尋ねにな

ったところなので、その辺を省いて、できるだけ

省いていきますが、５年リースのリストアップの

ほうは小学校１年生、これは了解いたしました。 

  また、ＧＩＧＡスクールが始まって５年間で、

これは購入したもの。宮代町の場合は、たしかＧ

ｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅでやっていると思いま

すが、ちょっとタブレットのほうは、僕は持って

いないので分からないんですが、スマホの場合で

すと、大体メジャーのＯＳアップデートというの

が２回なんですけれども、そこのところに対応し

ているのかどうかというところが１つあります。 

  また、先日もテレビのニュースでさんざん言っ

ていましたが、徳島県で、これはＧｏｏｇｌｅ 

ＣｈｒｏｍｅではなくてウインドウズのＯＳでは

ありましたが、かなりのものの故障が発生して、

誤答、脱字が起こっているというのがありました。

また、近隣でも久喜市で2022年から2023年、修理

代が1,000万円超となっていました。 

  先ほどの質問で、宮代町は大したことはないと

いうのがありましたが、今後、そういうことも考

えて、保障なり何なりというところでどのような

対応を考えているのか。また、１台を、今後ＧＩ

ＧＡスクールが終わった後には何年程度使うつも

りでいるのかというところも含めて、お尋ねした

いと思います。 

  参考までに、徳島では、１万5,000台のうち
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3,500台も、本体が中国のメーカーのものという

のは分かっているんですけれども、そのようなも

のがあるので、以上、ご回答のほうをお願いいた

します。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いいたします。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  私のほうから、４点回答させていただきたいと

思います。 

  まず、１点目が小中学校適正配置事業の検討委

員会の内容ということで、お答えしたいと思いま

す。 

  小学校の内容についての検討についてというこ

とであったかと思います。検討委員会につきまし

ては、地域の方もしくは関係団体、学校の関係者、

ＰＴＡの方とかたくさんの方、また有識者の方に

来ていただきまして、14人で会議のほうを重ねて

おります。 

  その材料としまして、各種ヒアリング、ワーク

ショップであったりとかシンポジウム、また視察

等を行っておりまして、そこら辺のものを材料と

して検討のほうを進めております。 

  令和５年度におきましては、まず住民ヒアリン

グ、地域の方のヒアリングを行ったり、シンポジ

ウム、また皆さんを集めてのワークショップ、ま

た教職員ワークショップ、また議員の方対象のワ

ークショップ等をさせていただいております。 

  その中で、学校についても様々な意見をいただ

いておりまして、まず地域ヒアリングであれば、

例えばセキュリティーの面であったりとか、あと

は雨が降っても使えるような、子どもたちが使え

る半屋外のエリアが欲しいとか、図書館が暗かっ

たので明るくしてほしいというようなご意見、ま

た、明るくきれいなトイレが欲しいというような

のをいただいております。 

  また、教職員のワークショップも３回開かせて

いただきまして、プロの目線からご意見をいただ

いております。明るく開放的な学習環境、同様で

すが、きれいなトイレであったりとか、もしくは

ランドセルロッカーの仕様にゆとりがあってほし

いというような様々なご意見をいただいてござい

ます。 

  また、須賀小の再整備につきましては、２年間

かけて構想と…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） お話し中申し訳ございませ

ん。ちょっとずれていっているので修正させてい

ただきます。 

  小中学校適正配置のこの協議会、審議会、これ

は10回行って、私も８回ぐらい出ているので承知

しておりますけれども、適正配置のね、それずれ

ていると思うんですよ。そのときに小学校のこと

なんというのは全然出ていない。中学校３つを１

つにというのばかりやっていたにもかかわらず、

これを理由にいろいろと須賀小のとかと言ってい

るところとの整合性をどのように考えているのか

ということをお尋ねしているんです。 

  小・中学校というふうに書いてありながら、中

学校しか実はやっていないと。これは、 山委員

と金子委員も１回ずつぐらいは出ていましたから、

何人もいますけれども、そこのところとの整合性

が分からないにもかかわらず、あとは小・中学校

の９年間のもありますけれども、そこの整合性が

なくてどんどん話が進んでいってしまっています

よと。要するに中学校のほうが３校を１校にする

という話があって、そこが結論出ていないのに小

学校のほうが、須賀小のほうが出て…… 

○委員長（土渕保美君） 副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川
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でございます。今の件についてお答えしたいと思

います。須賀小の前の段階でのお話かと思います。 

  適正配置につきましては、中学校のほうの統廃

合につきまして議会への請願がありまして、それ

で一度止まっているという経緯がございます。そ

の後、委員を全員を取り替えまして、もう一度適

正配置の委員会のほうを開催させていただきまし

て、答申をいただいてございます。 

  答申の内容につきましては、従来の小中学校適

正配置計画については妥当であるというものでご

ざいました。小学校を３校に、中学校を１校に再

編していくという計画が妥当であるということで

ございましたが、ただし中学校につきましては、

今、人口、児童数が増えているという状況もござ

いますので、今現在、今後、本当に統廃合するか

どうかというのは、保留というか、先延ばしにな

ってございます。令和９年度以降にもう一度、中

学校３校を１校にするかどうか、また、笠原小学

校、東小学校について統合するかどうかにつきま

しては、再度検討するということになっておりま

す。 

  とはいっても、町内の小・中学校は老朽化して

ございますので、まず確実に残ることとなる須賀

小学校と百間小学校につきましては、最初に再整

備のほうを行っていくという計画で、議員の皆様

にもご説明させていただきまして、ご理解いただ

きまして、今現在、20年の計画として進めさせて

いただいているところでございます。その一歩と

して、今、須賀小学校の再整備を進めているとい

う状況でございます。すみません、勘違いいたし

まして大変恐縮でした。 

  ２件目にいきたいと思います。予算書193ペー

ジ、194ページになります。奨学資金事業の中の

入学準備補助金になります。 

  こちらの内容につきましては、高校であったり

とか大学であったりとか、入学する際の入学準備

資金を利用者が借りた場合に、その分の利息部分

を町のほうが補塡するというものになってござい

ます。 

  過去の実績ですが、こちらにつきましては、令

和３年度に３件、令和４年度に１件申請のほうが

ございました。令和５年度は、今現在申請がない

という状況でございます。なお、令和４年度の１

件につきましては、１万8,415円ということで補

助のほうをさせていただいているところでござい

ます。年間になります。 

  続きまして、197ページ、198ページ、小学校施

設管理事業のテレビ受信料でご質問いただいたと

思います。ＮＨＫの受信料ということで、チュー

ナーレスのモニターを置けば無償化されるという

ことで、今、委員のほうからご指摘があったと思

います。そこについては、今後、調査して検討し

ていきたいと思います。 

  続きまして、ＩＣＴ教育推進事業になります。

クロームブックですね、ＧＩＧＡ端末の故障の発

生で保証の対応について聞かれたと思います。保

証につきましては、現在は入っておりませんので、

その都度修繕をしております。途中で入るという

のもなかなか難しいものもありますので、今後の

切替えのときに保証のほうは検討していきたいと

思っております。 

  あともう一点が、いつまで使うかといことで、

パソコンの耐用年数ということで５年間使うこと

を想定してございます。令和３年度から使ってお

りますので、令和３年度から令和７年度までの５

年間使って、その後、更新していく予定でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 
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○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  私のほうからは、９個ぐらいだと思いますが、

お答えさせていただきます。 

  まず一番初め、予算書の184ページ、就学時健

診の健診料の保護者負担についてでございます。

こちらのほうは保護者には負担はしていただいて

おりません。全て町のほうで学校医へお支払いを

させていただいています。 

  続きまして、189ページの英検についてでござ

います。こちらは、英検の助成を始めたのが令和

元年からでございます。その当時は、各中学校３

校で、学校の先生が土曜日にこの英検を学校を準

会場としてやってくださっていました。学校のほ

うでそのように子どもたちのために頑張ってくだ

さっていたので、町としても何か援助できること

がないかということを考えて、始めたのが始まり

でございます。 

  その当時、埼玉県でも他の市町ではまだあまり

英検の助成というのをやっておりませんで、いろ

いろ調べさせていただいた結果、まず３年に１回、

１年生から３年生のどの学年で受けても構わない

けれども、３年間で１回、準会場で行う4,500円

からどんどん受検料は上がってきちゃっているん

ですけれども、今はもう4,700円とか4,800円と上

がってきちゃっているんですが、３級相当額とい

うことで助成をさせていただいて、準２級を受け

たときには、３級相当額よりも高価になってしま

っている分だけ保護者に負担していただくという

形でやらせていただいていました。 

  けれども、それは学校受検ということでありま

すので、その学校に通っていない私立に行ってい

る宮代町内のお子さんとか、そういう方は受ける

ことが今まではできていませんでした。ですから、

来年からは町内のお子さん全てが受けられるよう

にということで、学校会場ではなく、本会場で受

けることになってしまいますが、そのような制度

に変えさせていただきました。 

  それから、この後、どれぐらいの人数が受けて

いるかということについてお話をさせていただき

ますが、予算の中でまだ少し余裕があるというこ

ともありましたので、年に１回ということで、子

どもたちの意欲があれば、もう少したくさん受け

られるようにということで改善を図って、来年度

から助成の方法を変えさせていただきました。 

  始めた元年は合格率が49.6％でした。これは準

２級も３級も全てまとめた合格率なんですが、大

体50％ぐらいです。 

  続いて令和２年は、ここからコロナが始まって

しまって、第１回、第２回は助成をしていました。

第３回は高校受験に重なってしまって、受けられ

る子があまりいないということで、学校会場では

試験をやっていませんでしたので、第１回、第２

回の助成なんですが、令和２年は、第１回はコロ

ナ禍で英検協会が実施しませんでした。１回しか

やりませんでした。合格率は61％程度でした。 

  令和３年は、英検のほうはやってくださったん

ですが、なかなか子どもたち、話したりとか聞い

たりとか、スピーキングのテストとかもございま

すので、積極的に受けられなかったというような

こともあったのかもしれないんですけれども、合

格率は48％。そして、昨年度、令和４年は46％、

そして本年度は53％ぐらいです。 

  もっとやりたい人が１年に何回も受けられたら

というようなお話も伺ったんですが、まずは来年

度はこのように変えたもので、３年に１回だった

ものを１年に１回にさせていただいたので、それ

で子どもたちがどれぐらい意欲を持って受けてく

れるかということを確認させていただく年にさせ

ていただきたいなというふうには思っています。
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英検助成については以上です。 

  続いて、予算書の195ページのＡＥＤについて

なんですが、台数は各校に１台ずつございます。

各校に１台ずつ常備しておりますが、東小学校と

須賀中学校と百間中学校は、体育館やプールが遠

いということで、学校の保健室に置いておくので

はなかなか間に合わないということもございまし

て、その分のレンタルをさせていただいているも

のが予算書のほうに載っているものでございます。

東小学校と須賀中学校と百間中学校は、夏の間の

プールの時期でしたり、それから須賀中学校のほ

うは体育館も遠いですので、そこはプラス１でレ

ンタルさせていただいているということでござい

ます。 

  そして、その置き場所については、教育推進課

のみではちょっと難しいですので、この後検討さ

せていただければと思います。 

  それから、予算書の201ページ…… 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

ＡＥＤですか。学校のほうからは報告が上がって

おりませんので、これまでは使っていないです。 

  それから、予算書の201ページの楽器の借上料

でございます。こちらのほうはお琴等をお借りし

ていて、こういう楽器は１年を通して使うもので

はございませんので、購入することがなかなか難

しいところもあり、お借りする借り上げというこ

とで使わせていただいています。いつも須賀中学

校でお琴を借りているということです。10台借り

ております。 

  続いて、小学校の学力向上でございます。この

件については、県でも、子どもたちの学力の伸び

ということを大切にしながら、県の学力・学習状

況調査というものを、小学校４年生から４、５、

６でやらせていただいています。 

  数値的なものを言葉で申し上げるのは大変難し

いんですが、教育委員会としましては、経年の向

上について、このような表にして…… 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

いや、ないです。すみません。 

  ４年のときよりも５年、５年のときよりも６年、

６年のときよりも中１、中１よりも中２、中３と

いうふうに向上していくようにということで、そ

れを目指して日々指導させていただいているとこ

ろでございますが、いつも向上するわけではなく、

やはり子どもたちにとっては苦手だったり難しか

ったり感じる教科の中のいろいろな単元がござい

ます。そういうものについては、年に３回、学力

向上検討委員会というものも開かせていただいて、

各学校の教員が、自分たちの学校の子どもの伸び

た部分、また課題である部分、そういうような部

分を資料として出してくださって、それを持ち寄

って、こんな指導をすれば子どもたちはよく分か

りましたとか、こういう方法が効果的でありまし

たということを７校で共有させていただいて、指

導につなげています。 

  今現在、課題だなと思っていることは、学年に

よってもちょっと違いますけれども、国語につい

ては、読み取りがやはり課題であるかなというふ

うに思っています。そして、小学校の算数におい

ては、図形を苦手としている子がとても多いです。

それから、中学校のほうもやはり国語は読み取り

が課題かなというふうに思っています。それから、

数学については学年によるんですが、関数の問題

等、なかなかそこが難しいところなのかなという

ふうに思っています。 

  英語につきましては、小学校からずっと、聞

く・話すということ、音声での学習を大事に行っ

ていますので、中学校に行っても、その点につい
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てはまあまあできるかなというふうに思うんです

けれども、やはり中学校に入って初めて学習する

読む・書くについては、まだ少し課題があるかな

というふうに思っているところでございます。 

  いずれにしましても、このようにいろいろ検討

させていただいて、子どもたちの学力が少しでも

上がっていくようにということで、日々力を尽く

しているところでございます。 

  続いて、日工大サイエンスプロジェクトについ

ては、担当の加藤のほうから申し上げます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主幹兼指導主事の加藤です。 

  私からは、予算書191ページ、私たちの予算書

45ページ、日工大サイエンスプロジェクトについ

てお答えいたします。 

  まず、日工大サイエンスプロジェクトの頻度で

すが、日工大に行って実際に授業を受けるのは、

１人年１回というふうになっております。 

  また、対象につきましては、中学校では中学校

２年生、小学校では、本年度試験的に小学校６年

生で実施いたしましたが、来年度、小学校６年生

のままやるのか、もしくは４年生や５年生にする

のかにつきましては、ただいま学校にお願いして

おりますアンケート結果を分析して決定してまい

ります。 

  参加人数につきましては、中学校２年生全てで

すので約230名、小学校につきましては、本年度

は百間小学校を対象に実施いたしましたので、60

名が参加人数となっております。 

  また、夏休みの教職員の研修につきましては、

小学校の若手教員中心に14名、本年度は参加いた

しました。 

  また、バスにつきましては、町のバスと電車を

使うことによって予算を削減できるということも

ございますが、やはり時間がかかってしまうとい

うところがございますので、今回はバスのほうで

やらせていただいております。 

  また、中学校では自転車で移動ということもご

ざいますが、やはり30人以上が一斉に移動するこ

とについて、安全面の確保が難しいという点、ま

た令和４年度は須賀中学校のほうで試験的に実施

させていただいた際には、中学生でも自転車に乗

れないという生徒がいるということもございまし

たり、また、自転車が用意できない可能性もある

という生徒もおりましたので、こちらはバスのほ

うで実施させていただきたいというふうに考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

の髙橋でございます。 

  私からは、予算書197ページ、205ページの小学

校施設管理事業、中学校施設管理事業のテレビ受

信料についてお答え申し上げます。 

  こちらのテレビ受信料につきましては、児童・

生徒が見る分につきましては全額免除となってお

ります。 

  予算計上させていただいておりますのが職員室

分となります。こちらは、本日も地震がありまし

たけれども、災害時用の情報収集ということでテ

レビを見ているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。先ほど

の続きをさせていただきます。 

  英検の助成額のアップについては検討されてい
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るでしょうかというようなご質疑がございました。

こちらは先ほど申し上げたとおり、来年度新たに

始めますので、5,000円ということでやらせてい

ただきます。 

  最後に、予算書の199ページの特別支援学級の

お子さんたちへの援助金についてですが、こちら

のほうは、宮代町のほうで決められた規定に基づ

いて、しっかりと補助をさせていただくという考

えでおりますが、ご質疑の内容はそちらでよろし

かったでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

今後、この後、就学援助金をアップしていく予定

はありますかということで、宮代町では、現在の

ところはこのままの状況で援助をさせていただく

という考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。ご質疑いただいた点につきまし

て、逐一ご答弁させていただきます。 

  まず、予算書206ページ、207ページ、社会教育

活動事業、こちらにおけます委託料でございます。

みやしろ芸術祭、ストリートピアノ運営業務委託

料、こちらに関するご質問でございます。 

  このピアノはどこから持ってきたピアノなのか、

金額が高くないか、あるいは調律はその日に行う

か等々のご質問をいただきました。 

  こちらのピアノにつきましては、町が用意する

ものではなく、ストリートピアノの運営を行って

おります業者さんに委託を行いまして、その委託

業者が持ち込んでいただくピアノとなってござい

ます。 

  こちらの経費の中には、ピアノの運搬、設置、

それだけではなく当日の運営ですね。ピアノを置

いておいて自由に弾いてもらうということではな

くて、当然、混み合ったときとかに順番とか、そ

ういう運営もございますので、そういったものに

ついての一切合財の経費を２日間分として計上さ

せていただいたものでございます。 

  今年度、５年度におきましても、みやしろ芸術

祭のほうで行ってございますので、そういった実

績を踏まえまして、予算のほう計上させていただ

きました。 

  そういったことから、調律はその日に行うのか

というようなお話もございましたが、こちらは業

者のほうで責任を持って、皆さんが弾けるような

対応をしていただくということでございますので、

また、高いかというお話ですけれども、そういっ

た一切合財を経費を含めての経費でございますの

で、こちらのほうとしては、そんなに高額である

というふうな認識ではございません。 

  ２点目でございます。予算書214ページ、215ペ

ージです。資料館管理運営事業、こちらの13節、

テレビ受信料、こちらのほうのご質問でございま

す。 

  郷土資料館に設置しておりますテレビにつきま

しては、録画機能がございません。常時放映して

いるもので、テレビのスイッチをつけて視聴がで

きるようにしているものではございません。どち

らかといいますと、災害等が起きた場合に情報を

仕入れるために設置しておるものでございますの

で、当然、ＮＨＫを録画する云々というものの対

応はしてございません。 

  続きまして、同じく214、215ページ、資料館管

理運営事業の委託料でございます。植栽管理委託

料、こちらが前年度と比べて増額となっていると。

こちらの理由はということでございます。 

  植栽管理委託料につきましては、西原自然の森
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全体の管理を行っているものでございます。現在、

シルバー人材センターのほうに委託を行ってござ

いますが、この度、シルバー人材センターのほう

で今年の４月から人件費の見直しが行われまして、

そちらの単価のほうが増加するというようなお話

を伺ってございます。 

  また、西原自然の森につきましては、周り全体

が樹木が多うございます。樹木の成長により強風

で枝が落下するようなおそれもございますので、

そういった高木等含めました樹木の剪定経費につ

きましても、新たに盛り込ませていただいたとこ

ろでございます。そういったことから、植栽管理

委託料については増額となっているものでござい

ます。 

  それと、私たちの予算書122ページ、青少年健

全育成事業、こちらにおけます子ども大学みやし

ろの関係でございます。 

  子ども大学みやしろにつきましては、宮代町だ

けの取組ではなくて、埼玉県下全体の取組としま

して行われているものでございます。宮代町につ

きましては、地元の日本工業大学と連携をしまし

て、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を

提供する場としまして、子ども大学みやしろを企

画・運営をしておるところでございます。 

  ５年度につきましては、全部で６回、授業のほ

うを行わせていただきました。９月から11月にか

けて６回行ってございます。その６回につきまし

ては、日本工業大学の教授陣を講師に招いてのサ

イエンス的な体験授業のほかに、民間企業、例え

ば５年度ですと、お薬の話でございますとか、お

金の使い方でございますとか、そのような多種多

様にわたる授業のほうを企画して運営したところ

でございます。 

  こちらにつきましては、実際に行いました子ど

もたちからアンケートを募ってアンケートを聞き

まして、効果というか、感想をお聞きしましたと

ころ、皆さん大変関心を持って臨んだと、面白か

ったというような声を多数聞いてございます。 

  また、こちらにつきましては、今年度、お金の

使い方ということを行いましたが、これは昨年度、

４年度において子ども大学みやしろを行った際に、

子どもさんからのアンケートの声を聞きまして、

お金の使い方等についても学びたいという声があ

りましたので、そのような声を反映して、金融機

関の方を招きまして、お金の使い方というものの

講義を行ったところでございます。 

  なお、こちらの子ども大学みやしろにつきまし

ては、今年度６回行いましたが、その都度、ホー

ムページのほうに、開催状況について写真つきで

掲載をして、皆さんのほうに周知をしているとこ

ろでございます。 

  続きまして、私たちの予算書124ページ、図書

館管理運営事業の関係でございます。ブックポス

トの関係についてご質疑いただいたところでござ

います。こちら具体的に、和戸公民館への設置は

いかがなものかというようなご質問があったと思

います。 

  和戸公民館につきましては、ご案内のとおり、

和戸公民館以外の公民館を含めまして、宮代町の

３館の公民館については全て無人の施設でござい

ます。毎週月曜日が休館日となってございます。

休館日以外の利用ということにつきますと、無人

の施設でございますので、利用者がいないと館内

に入れないという状況でございます。 

  また、無人の施設なんで、利用者がいて入館で

きたとしても、特に管理人というものがいません

ので、ブックポストを置いた場合、盗難やいたず

らということもされる可能性もございます。そう

いったことから、なかなか公民館に設置というの

は、現状では難しいのかなと考えてございます。 
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  また、仮に館外から投函できるような、無人で

あって閉館してあっても、館外から投函できるよ

うなそういうような仕組みが設置できたとしても、

無人がゆえに、よからぬいたずらをされるという

懸念もございますので、設置につきましては、指

定管理者共々、十分な検討が必要だというふうに

考えてございます。 

  続きまして、同じくブックポストの今後の予定

はということでございます。ブックポストの設置

につきましては、これまでにも指定管理者におい

て、店舗でございますとか、公共交通機関でござ

いますとか、そういった様々なところに働きかけ

を行ってございまして、今までのところ設置をで

きているところもございます。しかし、その反面、

そのお店とか事業所によって、店舗契約でござい

ますとか、管理上難しいなどの理由で、設置にま

で至っていないような現状にあります。 

  ご質問の中で、循環バスへの設置というような

ご提案もいただいたところでございますが、循環

バスにつきましては、ご案内のとおり、車内に設

置する場合には、現在の運行車両、２台だけじゃ

なくて予備の車も含めまして、それ以上の車両が

走っております。そういった運行車両全てに設置

する必要がございます。また、乗車される方に支

障がない場所と形状のものとする必要もございま

す。そういったことで様々な制約が考えられます。 

  また、籠の設置というようなご意見もございま

したが、どのような籠かというのもございますけ

れども、誰もがその返還された本を手に取ってで

きるような籠ですと、ややもすると、いたずらで

ございますとか盗難といったような、そういう心

配もございます。 

  そういったことから、循環バスへの設置につい

ては、どのような形で設置していけばよいのかと

いうものを十分検討させていただく必要があるの

かなというふうに考えてございます。 

  それと、ネット検索による本のリクエストとい

うご質問でございます。 

  現在、他館の本のリクエストをするような場合

については、窓口でリクエストカードにご記入し

ていただくか、あるいはお電話の場合でも承って

ございます。お電話の場合については、スタッフ

が聞き取って、スタッフが自らリクエストカード

に記入して、その整理をさせていただいているよ

うな状況でございます。 

  確かに以前は、ホームページ上にエクセル版の

リクエストカードを添付して試行をしてございま

したが、ホームページ改修時にホームページの委

託業者のほうから、セキュリティー等の関係でち

ょっと問題があるのではないかというようなご指

摘がありましたことから、現在はエクセルのほう

の添付はしてございません。その代わりＰＤＦ版

のリクエストカードを添付してございます。 

  ホームページ上でのエクセル等のリクエストカ

ード添付以外にも、ホームページ上で直接リクエ

ストする仕組みというのが一番ベストなのかと思

いますが、ホームページの改修につきましては、

また別途新たに経費もかかりますので、今現在実

施してございません。 

  なかなか経費もかかる問題でございますので、

すぐに行うということも難しいところもございま

すので、その辺については、指定管理者と検討の

ほうをさせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時３９分 

 

再開 午後 ６時５１分 
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○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き、教育推進課分の質疑を行います。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） まず、質問の答弁ありがと

うございました。漏れもちょっとあったんですけ

れども、再質問のほうでカバーさせていただきた

いと思います。 

  小・中学校の件ですけれども、これは令和５年

ヒアリング等をやっている、これは了解いたしま

した。 

  ただ、適正配置のことで、先ほど小川さんがお

っしゃったのか、ごめんなさい、誰が言ったか忘

れちゃいましたけれども、議員のほうの理解が得

られているというふうにおっしゃっていましたが、

これまでの議員のほうの理解が得られているとい

う理解なら分かるんですけれども、少なくとも私

とか今回初めて議員になった者にとっては、先月

の２月21日のときに、次期議員協議会のときに、

須賀小の案を５つぐらい出されただけで、全然納

得もしていませんので、そこのところは改めてご

質問させていただきます。 

  先ほど竹内さんがおっしゃったのか、利息部分

というのは了解しました。利息で１万8,415円と

いうのはちょっとびっくりなんですけれども、承

知いたしました。 

  また、健康診断のほうも保護者ゼロということ

でありがとうございます。承知いたしました。 

  英検につきまして、189ページのことですね。

各学校が準会場だったのを、その辺を変更したと

いうことで、それは町外の学校に行っている子に

とっていいと思います。 

  ただ、私のほうで聞き落としがあったんだった

らごめんなさいですけれども、中学生だけなのか

どうかということですね。小学校６年とか５年生

でも受けようという人がいれば、それはカバーし

ているのかというところです。 

  あと、今、手持ちに資料がないようであればし

ようがないんですけれども、合格率が全部の級を

合わせたところで出ていましたが、級ごととか学

校ごとのがあるようであれば、後で見せていただ

きたいと思いますので、今は時間もありませんの

で、遅くなっているので割愛させていただきたい

と思います。 

  また、３回を１回に変更ということで、来年度

から行うというふうにご説明いただきました。そ

れを確認するとし、ということですけれども、そ

このところ、どこまで伝わっているか分かりませ

んが、できる限りＰＲのほうを、周知のほうを力、

来年度は入れていただいて、再来年度以降につな

げていただけたらと個人的には思っておりますの

で、そこはよろしくお願いいたします。 

  次に、195ページのＡＥＤ、各校１台で、東小、

須賀中、百間中はプールが遠いのでレンタルとい

うところ、これも承知いたしました。 

  それに伴いまして、特に中学校、小学校はちょ

っと厳しいかもしれませんが、中学校はＡＥＤを、

除細動を置いていることに付随しまして、講習等

を中学生に対して、簡易的でもいいんですけれど

も行っているのか。これはほかの課でも申し上げ

たんですけれども、講習等を行うことによって少

しでも身近になって、町なかでも何でも倒れた人

がいたときに、除細動というときに、結構子ども

のほうが、あそこにあるよとかいうのがあるもの

ですから、そのような講習等を行っているのか改

めてお尋ねいたしたいと思います。 

  楽器については、お琴が須賀中ということで、

春琴抄でも弾くのかなと思いながら聞いておりま

したが、了解いたしました。 

  次に、学力向上検討委員会というのがあるとい

うので、すみません、これは初めてお聞きしまし
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た。小学校４年、５年、６年生というところを対

象として７校の情報交換、これは非常にいいなと

いうふうに思っておりました。 

  ただ、各論的なところで、小学生、国語の読み

取りが苦手、また小学校３年生で図形。私の頃と

多分変わっているんでしょう、小３で、私の頃は

分数が入ってくるんで、そこのところで引っかか

るという人が、よく当時の中学校の校長から話が

あったんですけれども、いずれにしても、こうい

うふうに引っかかる子が多いというところのフォ

ローのほうをぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  先ほどの読み取りに関しては、中学生も読み取

りのほうが苦手というところがありまして、僕の、

もう成人になった人ですけれども、子どもが小学

生、中学生のときに、５分間読書だったか３分間

読書か、その辺を行っていたというのが、それは

今でも続いているのかとういうところをついでに

お尋ねしたいと思います。 

  中学生もやはり読み取り、あと関数、特に関数

は中２で２次関数あたりも、２ａ分のマイナスｂ

とかというのをやったりとかしますけれども、そ

の辺なのかなと思いましたが、ここは僕の時代で

も引っかかっている人が多かったので、やはり根

底にあるのが、ちょっと先ほど小川さんにも申し

上げたんだけれども、私は自分の家がお金がなか

ったので、塾へ行けなかったものですから、そう

いうふうに塾へ行けない子どもに対しても、やっ

ぱり貧富の格差がないように、少なくても学校の

教科書のレベルぐらいは身につけてあげていただ

きたいというのが根っこにあります。 

  あとこれは事実として、春日部市で、ちょっと

雑談になりますけれども、中学校２年生で九九が

できないのが２人いたと、教員をやっている友達

に大沼中で以前あったというのを聞いていたんで、

そういうふうなところがないようにお願いいたし

ます。 

  次に、日工大のサイエンスプロジェクト、オカ

ダさんおっしゃった。頻度のところと対象、中２、

小６ということでございました。特にサイエンス

関係というのは、これは特殊かもしれませんが、

今、小４とか小５も検討しているというふうにお

っしゃっていましたが、特に理系の部分というの

は飛び級やら何やらで、その分野に対して特殊な

才能を持っている人とかもいる、そういう人をで

きれば見つけてあげたい。テレビでも博士ちゃん

とかいろいろやっていますけれども、そのような

ところの視点も入れた上で検討するという、先ほ

どご説明がございましたので、ぜひそういう視点

も交えながら検討を行っていただきたいと思って

おります。 

  次に、サイエンスプロジェクトに行くので、交

通面のところでバスのことにつきまして、まず時

間がかかる、また、中学生でも安全面で、自転車

がないとかいろいろありましたが、別に中学生は

全部自転車というふうに言っているわけではなく

て、中学生でも自転車がなければ電車で行けばい

いですし、いずれ高校生になったら、多くの人と

いうか、結構の人が電車で通学したりとかするも

のですから、そこのところは、要は費用対効果に

近いんですけれども、これだけのお金をかけてバ

スを使うのと、その分をでもっと、例えば英検の

分をもっと充実したりとか、ひとり親世帯のほう

に回すとかと、要は限られた税金をどのように使

うかということを念頭に申し上げているものです

から、そこのところを改めて考えていただきたい

と思います。 

  ＮＨＫのことに関しまして、休憩時間、小川さ

んとちょっとお話をさせていただいて、こちらの

言っている趣旨が分かっていただけましたので、
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委員で全然分かっていない人もいましたけれども、

それは個別に説明させていただいても結構です。

放送法の第64条の件です。 

  竹内さんから宮代町の規定でと、199ページの

件でありましたが、この規定というのがちょっと

分からないので、後で個別にお聞きさせていただ

きたいと思います。 

  飯山さんからストリートピアノの件、すごく細

かく説明していただいて、本当にどうもありがと

うございます。私といたしましては、町のほうの

ピアノをそこのところに持っていってやっている

んであれば、これは高いなというふうなところだ

けであったんで、業者が持ち込んだんであれば全

然高くはないと思っております。そこのところ細

かく説明していただきましてどうもありがとうご

ざいました。 

  次に、215ページ、植栽の件に関しまして、こ

れも西原自然の森、範囲が変わったりとか、何か

変更があったのかなと思って質問させていただい

たんですが、シルバーの人件費のところがアップ

した、それに伴ってというところであったので、

そこのところは了解いたしました。 

  あとは、私たちの予算書121ページの子ども大

学みやしろの全６回、ここのところは承知いたし

ましたが、さらに、今どのような活性化というか、

状況で、人気があるのか分かりませんが、もっと

広げていければいいかなと思います。同時に、こ

ども議会とかでも議場を使ったりとかもいいと思

います。 

  最後になりますが、ブックポスト、これは例と

して、バスのとか和戸公民館を言ったんですけれ

ども、それにも飯山さんが非常に細かく説明して

いただきましてありがとうございました。 

  例としていろいろあったりとか、職員の方から

アンケートというか意見を頂戴して、要は和戸地

区で本を返す場所がないということを何人もの方

から、選挙中も含めてその後もメールでいただい

たりとかして聞いているものですから、何とかで

きないかなというところであります。 

  確かに、バスの件をぽろっとしか出していない

つもりだったんだけれども、バスの件は、籠なん

てやっていると、誰々が何を借りたというふうな

プライバシーの侵害の部分も出てきますので、そ

このところは重々承知しております。 

  ただ１点だけ、今、ＰＤＦで出していますよと

いう話がございましたが、ＰＤＦですと、結局印

刷して手書きというところは変わらないんですよ

ね。エクセルをただ置くだけであれば、システム

のほうに影響することとかないと思われるので、

もう一度業者の方と話をして、そうすればエクセ

ルのほうに直接入力をすることによって、読み間

違い等が、受ける方もそうですし、なくなって、

それを印刷して持っていけば、手書きよりはいい

であろうということを、以前川﨑さんと話して、

川﨑さんがつくってくださったんですけれども、

そこのところをちょっと指摘しただけですので、

そういう点でお願いします。 

  質問のところは、今述べたところに入っている

と思いますけれども、特にテレビのところは、ま

だ理解していない方もいらっしゃるので、小川さ

んのさっきの説明で理解していただけたと思いま

すので、ご回答という形でお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。２点ほどご回答をさせていただき

たいと思います。 

  まず、１つ目が小中学校適正配置事業につきま

して、今の小学校の再整備の取組等についての確

認であったかと思います。 
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  先ほどの説明と重複になりますが、平成28年３

月に宮代町立小中学校適正配置計画というのを町

が策定いたしました。ここで町として初めて、小

学校を地域の中心施設にするということ、そして、

多機能化・複合化することというのを決めており

ます。また、小学校を３校に、中学校を１校に再

編していくということを位置づけました。 

  その後、平成28年11月に、小中学校の統廃合に

ついて、慎重な取組を求める請願書が町議会に提

出され、町議会で採択したところでございます。 

  これを受けまして、令和元年度、宮代町立小中

学校の適正配置及び通学区域の変更編成等に関す

る審議会を再度立ち上げまして、委員のほうを入

れ替えまして新しい目線で検討していただきまし

た。 

  審議会で約２年間をかけて検討しまして、令和

３年５月に答申が提出されております。内容とい

たしましては、さきの宮代町立小中学校適正配置

計画の内容については妥当であるというもの。た

だし、東小学校、笠原小学校については、児童・

生徒数が増加している、今後も増加傾向が見込め

ることから、小学校については今後10年間は４校

を維持するというふうにいただいております。ま

た、中学校の再編につきましては、令和９年度か

ら改めて検討するという答申をいただいておりま

す。また、統合する際には、中学校については通

学に関する子どもたちの安全性を十分に確保する

必要があると、以上の４点をいただいております。 

  それを受けまして、町のほうで、ではどのよう

に進めるかというのを検討させていただきました。

町は、児童・生徒数の推移、また第５次総合計画

で目指す町の状況を踏まえて、長期的な視点で取

組を進める必要があるということで、20年間の期

間をかけて取組を進めるというふうに決めさせて

いただいております。 

  小学校につきましては、児童減少という問題は

ありますが、やはり地域に歩いて行ける距離にあ

るほうが望ましいため、駅を中心とする３つのエ

リアに小学校を３か所置くというふうにさせてい

ただいております。 

  中学校につきましては、先ほど言ったとおり、

令和９年度以降、再編するということで決めさせ

ていただいております。 

  20年間ですが、前期の10年、令和４年度から令

和13年度におきまして、須賀小学校と百間小学校

を地域拠点施設として再整備する。また、令和９

年から、繰り返しになりますが、笠原小、東小、

３つの中学校の再編について再検討するとさせて

いただいております。 

  後期の10年、令和14年度から23年度におきまし

ては、笠原小と東小学校、３つの中学校を、もし

再編するという結論が出ましたら、再編を進めて

いくというプランを立てさせていただいておりま

す。 

  こちらにつきましては、令和３年度に議員の皆

様にも町のほうからご説明させていただいて、ご

理解をいただいたところでございます。 

  その後、令和４年５月から６月にかけまして、

住民説明会を町内４か所で実施しております。説

明していただいたり、そこで意見交換等もさせて

いただいているところでございます。 

  こちらの内容につきましては、同じ内容のもの

を動画のほうで編集しておりまして、町のホーム

ページ、ユーチューブを介して公開させていただ

いておりますので、もしよろしければそちらのほ

うをご覧いただければ、詳しい内容を、30分ぐら

いの動画になってしまっているんですが、説明会

と同じ内容のものを動画で見ることができますの

で、ご確認いただければと思います。 

  １点目は以上となります。 
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  ２つ目、ＮＨＫの受信料につきましてですが、

子どもたちが見ているテレビにつきましては無償

になっております。お金がかかってくるのは職員

室にあるテレビになります。こちらにつきまして

は、先ほど説明したとおり災害用のものになって

おります。 

  2011年の東日本大震災のときも、やはり職員室

のほうでテレビを見ながら情報を収集したという

ことも聞いてございます。リアルタイムでいろん

な情報が全国のものが入ってきますので、ずっと

つけっ放しで、そこから情報を得ていたというも

のがございます。 

  佐藤委員のほうがご指摘があったのは、ＮＨＫ

の受信はなくても、例えば個人のスマホとかパソ

コンとかというところをモニターでつなげば、イ

ンターネットの情報が共有できるのではないかと

いうふうなご指摘であったかと思います。 

  こちらにつきましては、学校の現場のほうの災

害対応等もあると思いますので、現場のほうと調

整しながら進めさせていただきたいと思います。 

  ただ、１点気になることとしましては、災害時

にインターネット環境がつなぎにくくなるとかと

いう点も、もしかしたらあるかもしれませんので、

そういったものも踏まえて検討していきたいと思

っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君） 

学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  189ページの英検助成のことについてでござい

ますが、こちらは中学生のみでございます。

5,000円の英検助成です。ＰＲのほうについては、

今後、保護者のほうにも通知をさせていただく予

定でございます。 

  続いて、195ページのＡＥＤの生徒への講習に

ついてでございます。 

  須賀中学校のほうは、２年生が救命入門で、宮

代消防の方に来ていただいて、90分の授業を受け

させていただいています。百間中学校と前原中学

校は、保健体育の授業で、応急手当の学習の中で

ＡＥＤの使い方というものを体育科の教員から学

んでいるところでございます。 

  続いて、119ページ、小・中学校の学力向上に

ついてでございますが、先ほど私がお話の仕方が

悪かったのか、図形が課題であるのは、小学校３

年生でなく、小学校４年生から６年生まででござ

います。 

  それから、５分間の読書というようなお話がご

ざいましたが、今現在、５分間読書ということで

やってはいませんが、各小・中学校とも読書につ

いてはそれぞれ力を入れて活動しています。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。図書館のリクエストの関係で再

質問いただきました。 

  先ほどご答弁させていただきましたように、現

在は、ホームページ上ではＰＤＦのリクエストカ

ードを添付してございますが、以前あったような

エクセルの添付につきましては、指定管理者のほ

うでも、この辺は業者のほうから指摘をされたと

いうことでございますが、よりよい利用者のサー

ビスの向上等について考えてございますので、町

のほうといたしましても、指定管理者とこの辺に

ついて再考をさせていただければというふうに考

えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 
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○委員（佐藤将行君） 最後、再々質問、ほとんど

ありませんが、ただ答弁漏れがちょっとあるので、

日工大サイエンスプロジェクトで、時間がかかる

とか、安全面でとか、自転車のない中学生がいる

とかって、この点に関しての答弁漏れがあったん

で、まずそこを指摘させていただきます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（加藤裕一君） 学校

教育担当主幹兼指導主事の加藤でございます。 

  日工大サイエンスプロジェクトの、まずバスに

つきましては、学校では行事等を精選して、今、

働き方改革も言われ、授業時数の確保ということ

で努めております。 

  バスを使うことによって１時間の授業を生み出

し、授業を１時間やってから日工大サイエンスの

ほうを体験できる、また体験してから戻って授業

を受けられるということもございます。 

  先生方の負担を少なくすることによって、この

日工大サイエンスプロジェクトを長く続けること

ができるということもございますので、現在はバ

スのほうの利用ということで考えております。 

  また、中学校につきましては、自転車と電車で

２つに分かれるということもございましたが、２

つに分けることによって自転車と電車が使えると

いうこともございますが、逆に自転車に乗れない

子だけ浮き彫りにされてしまうということもござ

いますので、現在は、みんな同じ方法を使って移

動ということで検討しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れについてありがと

うございました。 

  今の答弁漏れについて、まず気にかかっている

ので先に言います。みんながみんな同じ、それが

今までの悪しき弊害であって、費用対効果もあり

ますけれども、そういうことを言っているから前

例踏襲とかというふうな形になる。そういうとこ

ろを打破しなければ駄目だというふうに至らない

のかというのが非常に残念でなりません。その辺

を工夫するのが、工夫して費用対効果を最大にや

るのが民間なんですけれども、そこの発想が一個

もなくて、できない理由は幾らでも言えるので、

今後検討をお願いいたします。 

  あと小川さんのほうで、僕のほうもちょっと説

明が足りなかったんですけれども、個人のと先ほ

ど僕も言ったので、ごめんなさい。子どものタブ

レットもございますので、要するにそちらでも何

でも、要するにモニターのほうにつないで、パワ

ーデリバリーでもＵＳＢ-ＣでもＨＤＭＩでもい

いですけれども、それによって見ることができる。

例えばＮＨＫじゃなくても、ＴＶｅｒでも何でも

今いろいろありますから、そういうことでできる。

ヤフーニュースでもいいですから、要はＮＨＫを

受信できるものを、先ほども申し上げたように、

放送法によってＮＨＫを受信できる機器を設置し

ていると徴収されるというところを回避するため

に、どうすればいいのかということが出発点なん

で、そこのところを今後のときに検討していただ

きたいと思います。 

  続きまして適正配置のこと、確かに大体おっし

ゃっていることは大きく間違いではないんですが、

そもそもこの適正配置というのが、住民も入れて

住民の意見も聞いていますよと言いながら、３人

だけが住民で、あとは役場のほうというか、執行

部のほうの一本釣りで決まった人がなって、しか

も10回というふうな限られた回数でやって、そこ

の公平性がおかしいということが前提であるから、

それに基づいた答申もおかしいというのは再三言

っているところでございますので、そこのところ

はきちんと言って指摘しておきたいと思います。 
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  あとについては、除細動は、外のほうに向ける

ことができるかというところも、これも答弁漏れ

なのかな。そこのところ、質問のときに出たのか

もしませんけれども、そこのところは住民課のほ

うとという形でお聞きしましたので、よろしくお

願いいたします。 

  あとは、５分間読書とかその辺の子どもの学力

の問題、これはやはり今やっているのと、さらに

何か目玉があると、宮代町はいいねと。今、東小

学校と笠原の例、他の委員からもありましたけれ

ども、やっぱり笠原が人気があるから行っちゃう、

だから自由学区の問題があるというふうなのが出

ましたけれども、やはり宮代町の学校としての特

色というところで、読み取りが全国的にこれは弱

いのは承知しておりますが、そういうところを工

夫されるというのを期待しておきたいと思います

ので、数点のところだけご回答のほうをお願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  回答ということなので、あれなんですけれども、

適正配置については、過去の小中学校の適正配置

の審議会のやり方についてということで、佐藤委

員のほうからあったと思います。今後、検討して

いく際には、重々住民の声を聞いて進めていきた

いと思います。 

  また、ＮＨＫにつきましては、ＧＩＧＡスクー

ルとか、学校のインターネット環境を使って、パ

ソコンを使ってということもあったと思います。

これは繰り返しになってしまいますが、インター

ネット環境につきましては、個人のものであって

も学校のインターネット環境であっても同様で、

つながっているアクセス基地とかがダウンしてし

まうと、つながらなくなってしまうということは

ありますので、そこも踏まえて検討したいと思い

ます。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 質疑の前に、先ほどの佐藤

委員の質問の中で、適正配置に金子議員とか私が

１回とか行ったという話なんですが、１回ではあ

りませんし、私、いつも町民の一人として行って

いるので、これは個人情報ですし、確かな情報じ

ゃないことを議事録に全部残っちゃうので、その

部分は除いていただきたい。公民館もそうですが、

ちょっと数が間違っていたりするので、発言とい

うかそこを除いてほしいと思います。それで、あ

くまでも個人情報なので、名前とか出さないでい

ただきたいと思います。 

  質問に行きます。資料15のＬＥＤについてです。 

  公民館のほうが、毎回聞いているんですけれど

も、設置率が増えない理由をお願いします。 

  学校のほうはみんな入っていただいているんで

すが、これは庁舎と同じ電力会社なのかお聞きし

ます。また、別のリースをしているのかお聞きし

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  ＬＥＤについてお答えしたいと思います。ＬＥ

Ｄにつきまして、学校施設におきましてはリース

で行っております。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 
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  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  公民館、こちらのほうのＬＥＤ化が進まない理

由というようなご質問でございます。 

  現在、公民館につきましては、各館が平成10年

ぐらいで耐震改修を行っておりますが、それを含

めましても、築後50年が経過するような公民館で

ございます。公民館全体的につきましては、今後

の公民館をどうするのかというようなこともござ

いますので、なかなか新たな投資というものを躊

躇しているような状況でございます。 

  そうはいいましても、稼働率が高い公民館もご

ざいますので、今後、計画的にＬＥＤ化のほうを

進めていこうというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  公民館も、確かに今の答弁で、もう古くなって

いるんですけれども、50年で。でも、改築すると

かいろんな予定はないので、やっぱり電気代とか

も全然違ってきますし、ほかの公共施設、庁舎も

そうですけれども、すごく進んでいて、公民館だ

け進まないという現状は、やっぱり合わせるべき

かなと思いますので、今答弁いただきましたので、

よろしくお願いします。 

  リース会社は、庁舎と同じところかなと思うん

ですが、分からないでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  学校のＬＥＤにつきましては、大和リースのほ

うに入っていただいています。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 先ほどの…… 

○委員長（土渕保美君） この件に関しましては、

個人的に２人でやっていただくようにお願いいた

します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 先ほど、私の名指しをされ

たので、そのことについて申し上げます。 

  そもそも、人権30年とか言いながら、人権を主

張するような場面でなくて、公的な人間が行って

いるところで、しかも僕、１回と言ったんですが、

ごめんなさい、僕の活舌が悪いんだったら謝りま

す。金子議員と 山議員は１回はと言ったつもり

だったんですけれども、それが、「は」が抜けて

いたんだったら謝ります。 

  それと、個人情報、個人情報とおっしゃいます

が、それは公的文書、公文書に書いてあるような

ことでもありますし、当時議員でもあったんです

から、個人情報には該当しませんし、個人情報と

いうのは基本的には国家に対して言うものであっ

て、私人間でそのように主張するものではないの

は、人権37年と言っているのであれば十分お分か

りだと思いますが、非常に残念で悲しいです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で教育推進課分の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ７時２３分 

 

再開 午後 ７時２８分 
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○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  議案第20号 令和６年度宮代町一般会計予算に

ついてに対する質疑は全て終了しました。 

  これより、議案第20号 令和６年度宮代町一般

会計予算についての討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） これまで予算特別委員会で

いろいろと質疑、討論ございましたが、納得でき

ない点が多々ありますので反対いたします。時間

がないのでこの程度にとどめます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数であります。 

  よって、議案第20号 令和６年度宮代町一般会

計予算についての件は原案のとおり可決されまし

た。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月22日金曜日午前10時から委員会を開き、

国民健康保険特別会計予算の審議から始めたいと

思います。 

  これにて延会します。 

 

延会 午後 ７時３０分 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ６ 日 
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出席委員（１２名） 

        佐  藤  将  行  君              山  妙  子  君 

        福  澤  和  美  君            野  原  洋  子  君 

        金  子  正  志  君            小  島  あ け み  君 

        泉     伸 一 郎  君            鈴  木  次  男  君 

        合  川  泰  治  君            塚  村  香  織  君 

        土  渕  保  美  君            川  野  武  志  君 

  （議 長  田  島  正  徳  君） 

 

欠席委員（１名） 

        丸  藤  栄  一  君 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

住 民 課 長 草  野  公  浩  君 住民課主幹 高  橋  正  巳  君 

国保・後期 
担 当 主 査 

安  部  麻 里 亜  君 健康介護課長 井  上  正  己  君 

健康介護課 
副 課 長 

稲  宮  辰  男  君 
健康介護課 
主 幹 

加  藤  智  浩  君 

高齢者支援 
担 当 主 査 

鈴  木  健  司  君 
まちづくり 
建 設 課 長 

成  田  雅  彦  君 

上下水道室長 忽 滑 谷     和  君 
まちづくり 
建設課主幹 

高  橋  暁  尋  君 

経営総務担当 
主 査 

齋  藤  智  子  君 施設担当主査 冨  田  満  晴  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 押  田  昭  浩 主 任 金  子  尚  子 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  丸藤委員におかれましては、欠席の旨の通知が

入っていますので、ご報告いたします。また、福

澤委員に関しましては、午後から参加するという

通達が入っております。 

  ただいまの出席委員は11名であります。これよ

り３月21日に引き続き、予算特別委員会を開きま

す。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２１号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、議案第21号 令

和６年度宮代町国民健康保険特別会計予算につい

て、議案第23号 令和６年度宮代町後期高齢者医

療特別会計予算について、議案第22号 令和６年

度宮代町介護保険特別会計予算について、議案第

24号 令和６年度宮代町水道事業会計予算につい

て、議案第25号 令和６年度宮代町下水道事業会

計予算についての順にそれぞれ質疑、討論、採決

を行います。 

  それでは、議案第21号 令和６年度宮代町国民

健康保険特別会計予算についての件を議題といた

します。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をし、委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いします。 

  また、資料名、ページをしっかり言って、スム

ーズかつ円滑にお願いいたします。 

  担当課長からの出席者の紹介をお願いいたしま

す。 

○住民課長（草野公浩君） 皆さん、おはようござ

います。 

  それでは、説明職員の自己紹介をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  私、住民課長の草野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） おはようございます。 

  住民課主幹、高橋と申します。よろしくお願い

します。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課国

保・後期担当主査、安部と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） おはようございます。 

  鈴木です。１点質問よろしくお願いします。 

  特別会計一般の259ページ、出産時一時給付金

支給事業の件で質問させていただきます。 

  本年度から出産費用、１子当たり50万円とあり

ますが、今までは幾らぐらい支払われていたんで

しょうか。近隣の町ではどのぐらい出ているのか、

また国・県・埼玉平均ではどのような形になって

いるのか教えていただけないでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

  近隣の出産件数については把握してございませ

んが、今年度から全県で、全国的に50万の支給額

でやっていただいております。 

  あと、今年度の宮代町国保のほうは、現在です

とまだ１桁程度ですね。出産の件数が少ないとい

うことで、年度によってばらつきがあるというこ

とでご理解いただきたいと思います。 
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  以上でございます。 

  金額ですね。申し訳ございません。今まで48万

円が50万円。ごめんなさい、42万円ですね、大変

申し訳ないです。42から50ということでよろしく

お願いします。 

○委員（鈴木次男君） 再質問させていただきます。 

  本年度から50万、８万円上がったということな

んですけれども、この町では生まれてからじゃな

くて妊娠してからですね。１歳児になるまで、一

体どのような支援が行われているのか、ちょっと

教えていただくのは無理ですか。 

○委員長（土渕保美君） 主幹、お願いいたします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 高橋です。よろしく

お願いします。 

  医療的な支援はないんですけれども、今年１月

から産前産後期間の保険税の減免ということで、

お生まれになる前の月、生まれた月、その翌月２

か月が産んだ方の保険税ですね。それが無料にな

る。ということで、減額になるということで支援

しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、質疑を

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（土渕保美君） 起立全員であります。 

  よって、議案第21号 令和６年度国民健康保険

特別会計予算についての件は原案のとおり可決さ

れました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２３号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） それでは、議案第23号 

令和６年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算に

ついての件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  改めて担当課長からの出席者の紹介をお願いい

たします。 

○住民課長（草野公浩君） それでは、説明職員の

自己紹介をさせていただきます。 

  私、住民課長の草野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課国

保・後期担当主査の安部と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 質疑はございますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。 

  佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 
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  ちょっと私のほうの不勉強で、先ほどのもちょ

っと質問されたんですけれども、こちらのほう、

特に令和５年度と違って令和６年度、ここのとこ

ろは大きく違ったりと、ここは売りだというのが

もしもあるようでありましたら、お願いいたしま

す。 

  あと、繰越金が11％ぐらいあるのは、これは通

常の数字なのかどうかというのはちょっと分から

ないので、重ねてお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当主査の安部と申します。 

  ご質問にお答えします。 

  後期高齢者のほうで令和６年度に新しく変わっ

たところというご質問ですけれども、会計はちょ

っと違うんですけれども、特別会計ではなくて予

算としては一般会計のほうの予算ではありますが、

６年度から新しく事業が始まります。 

  私たちの予算書の51ページご覧ください。よろ

しいでしょうか。 

  51ページの一番下の四角の部分、高齢者の保健

事業と介護予防等の一体的な実施という事業が６

年度から新しく始まります。こちらは、今まで高

齢者の保健事業については国保・後期担当で、住

民課のほうでやっていた保健事業と、健康介護課

で行っていた介護保険の事業、それを担当者も協

力し合いまして、医療、介護、健診データの分析

によりフレイルリスクの高い方、健康な方、それ

ぞれの特性に合わせて医療専門職がフレイル予防

の支援を行うという事業です。こちらが新しく６

年度から始まる事業です。 

  あとは、後期高齢者のほうの特別会計のほうで

は保険料が改定ということで、令和６年度、７年

度の保険料が改定するというところが大きく変わ

ったところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。特に後期高齢…… 

○委員長（土渕保美君） すみません、まだ答弁が

終わっていないみたいで、すみません。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  すみません、ちょっと確認なんですけれども、

繰越金のどういったことですか。 

○委員（佐藤将行君） 343ページの右下のところ

の、繰越しなのかな、これは。ちょっとここのと

ころぱぱっと見て、今見て。繰越しのは上か、ご

めんなさい。私のほうの勘違いでした。 

  この7,620万9,000円というのは歳入合計ので比

較のところというのは理解しました。どうもすみ

ませんでした。オーケーです。ごめんなさい、高

橋さん。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  先ほどはどうも、安部さん、ありがとうござい

ました。 

  これは、特に後期高齢者のということは当然、

これの対象の方というか、いろいろ資料見たりす

る方が年配の方というのはお分かりかと思います

けれども、そういう方から、やはりあちこちと情

報を自分で探すというのが少ない方だと思うので、

大事なこととかもしもあったときに見落としてい

るんじゃないかいというふうな意見がありまして、

今回、先ほどどういうところが特徴的なのかとか

ってお尋ねしたのは、そういうこともあるんです

けれども、もしも何かそういうのがあったら、以

前あった、例えばですよ。例えばかわら版でやっ
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てみるとか、そこのところ文字を大きくするとか、

高齢者の方が分かりやすいようにやってほしいと

いう意見がございましたので、お伝えしておきた

いと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  私たちの予算書37ページ、一般の特別では323

ページなんですけれども、シニアはじめて講座と

書いてありますけれども、シニアはじめて講座と

いうのはどのようなことをする講座なのでしょう

か。 

  すみません、間違えた。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（土渕保美君） 起立全員であります。 

  よって、議案第23号 令和６年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算についての件は可決とされ

ました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１５分 

 

再開 午前１０時１６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２２号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） それでは、議案第22号 

令和６年度宮代町介護保険特別会計予算について

の件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  これより留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 健康介護課介護

保険担当主幹の加藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 健康介護課

高齢者支援担当の鈴木と申します。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 質疑はございますか。 
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  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。よろしくお願い

します。 

  私たちの予算書37ページ、特別会計のほうでは

323ページのシニアはじめて講座の実施と書いて

ありますけれども、このシニアはじめての講座、

どのようなものか説明よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木と申します。 

  予算書の322ページ、６番の(1)生活支援体制整

備事業の中にあるシニアはじめて講座についご説

明申し上げます。 

  こちらの事業は、町内に住んでおります高齢者

の方々を中心に、世に出るきっかけづくりという

ことで様々な講座をこちらで企画をして招集をか

けております。近年ですと、足の裏のツボの教室

とかを開催したり、あるいはかつて芸能の活動を

されていた方を呼んで公演を開いていただいたり

しまして、外に出るきっかけづくりというか、高

齢者の方を外に出すということが一番の目的なん

ですけれども、集まって様々なきっかけ、初めて

の講座を聞いていただいて元気になっていただく

というような趣旨で開催をしております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 続きまして、再質問のほう

させていただきます。 

  37ページの下のところに、前期実行計画の成果

目標ということで100名と書いてありますけれど

も、現在、この100名というのはどのような感じ

で進められているでしょうか、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。ただいまのご質問にお

答えをいたします。 

  今回の第５次総合計画上に載っております100

名の目標でございますが、順を追って人数を申し

ますと、令和３年度新規が45名、令和４年度14名、

令和５年度、現在のところ23名の新規の方がござ

いまして、合計82名、新規で加入をしているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  現在、82名ということで目標まであとわずかと

いうことなので、私もシニアになりましたので、

こういう活動、すごくいいと思いますので、今後

も頑張っていただければよいと思います。ありが

とうございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。大きく

３点質問させていただきます。 

  まず、予算書の298から299ページになります。 

  (1)認定調査事業、この中の12節委託料、認定

調査委託料198万円とあるんですが、この認定調

査委託はどのようにされているのか、どういう方

が認定をしているのかをお聞きいたします。 

  それから、17節のところなんですが、備品購入

費ということでタイヤ購入費10万円って書いてあ

るんですけれども、これの説明をお願いいたしま

す。 

  それから、予算書320ページから321ページ、

(4)家族介護継続支援事業で、この中の19節扶助

費の中で介護用品支給費、これ534万6,000円なん

ですが、前年度に比べて、前年度が831万6,000円
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でしたので297万円減っているんですが、これに

ついてお答えください。 

  それから、予算書の324ページから325ページ、

(1)認知症総合支援事業、この中の12節委託料の

中で認知症初期集中支援チーム事業委託料35万

6,000円ってあるんですけれども、今回、５年度

でどのような実績があったのかをお聞きいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  ただいまご質問いただきまして点の前半の２問、

私のほうから回答させていただきます。 

  まず、予算書の298、299ページになります。認

定調査事業でございますけれども、このうちのま

ず認定調査委託料なんですけれども、こちら原則

的に要介護認定、要支援認定の調査につきまして

は市町村が行う形になっております。 

  ただ、様々な理由によって町内、もしくは近隣

市町にお住まいでない方もいらっしゃいます。一

時的にご親族のおうちに避難されている方もいら

っしゃれば、この近隣に空いている施設がなくて、

遠い施設のほうに行かれてしまっている方、その

ような方の場合については、我々の調査でいきま

すと、一日仕事どころか２日、３日かかってしま

う。そういうようなこともなくはないんです。 

  そういった場合について、一定の条件として更

新申請の方に限りますが、現地の市町村、もしく

は社会福祉協議会、もしくは居宅介護支援事業所、

いわゆるケアマネジャーがいる事業所になります

けれども、これらの事業所に委託をして認定調査

をしていただくということが可能となっておりま

す。こちらをそういった遠方の方に向けて、認定

調査を行うに際して、こういった事業所に委託を

行うものが、この委託料のほうになっております。 

  また、同ページのこちら備品購入費、タイヤ購

入費になりますけれども、こちらについては、現

在、介護保険担当のほうで４台の公用車所管して

おりますが、うち今年度に購入した１台以外、ス

タッドレスタイヤがございません。特に今年もそ

うだったんですけれども、突然の大雪等あった場

合に、認定調査を行うに際して、調査員が車に乗

っていくときにどうしても危険が生じてしまうこ

ともありますことから、こういったスタッドレス

タイヤの購入というのを考えております。こちら

の費用分、２台分の費用というふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当の鈴木です。 

  まず、ご質問のところで、予算書の320ページ、

(4)番、家族介護継続支援事業についてのご質問

でございます。こちらの予算が大幅に、昨年と比

べて297万円減っていることの理由でございます

けれども、こちらは主におむつの支給事業になる

んですけれども、対象者の変更というのを令和３

年に行っておりまして、これまでは要介護状態の

１以上、要介護１から要介護５の方が全て対象と

なっておりました。それに加えて所得制限という

ものもなかった状況だったんですが、この令和３

年の改正によりまして、要介護３以上というふう

に条件を変更しております。 

  加えて、本人の非課税条件というものも加えて

おりますので、対象者が大幅に減ったことによる

ことが一番の要因でございます。 

  続きまして、324ページですね。(1)番、認知症
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総合支援事業の中の認知症初期集中支援チームに

ついてのご質問でございます。こちらは申請が１

件、包括支援センターのほうからあったんですけ

れども、却下という結果が出ております。１件の

実績はあるんですが、病院側のほうでつながらな

かったという結果が出ている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  １問目の認知調査事業の件は分かりました。 

  320ページから321ページの家族介護継続支援事

業、こちらのほうは令和３年から１から５だった

のが３から５に変更になったということなわけで

すね。そうですか。 

  これ、国でやっていることなので仕方ないとは

思うんですけれども、実はちょっと要望とかがあ

ったときに、98歳のご婦人の方が今回要介護３か

ら５になってしまったことによって、おむつが支

給されなくなったということなんですよね。確か

に国で決まっているんで外されることにはなるん

でしょうけれども、ただ98歳という高齢の方に対

しておむつを支給できなくなるというのは、ちょ

っとかわいそうで仕方ないと思うんですね。 

  ですから、町のほうで何かそういう高齢の方に

対しておむつを支給できるように、何か補助でき

るような、そういう考えを持っていただきたいと

思うんですけれども、その点について余地がある

かどうかということをお伺いいたします。 

  それから、３問目の324ページから325ページの

認知症総合支援事業、１件あったんですが却下さ

れたということで、そうしますと、今年度は何人

ぐらいを見込んで35万6,000円という予算を出し

ているかをお聞きいたします。 

  以上、２点お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  再質問にお答えをいたします。 

  まず、98歳のご高齢の方のおむつの件のご提案

でございますけれども、おっしゃるとおり、高齢

者の方、特に100歳近い高齢者の方ということで

必要性というものは確かにおっしゃるとおりある

かと思います。 

  今回、改正をしたところは、おっしゃるとおり

国の方針に沿って町も合わせたというところでご

ざいますが、大変高齢であるという状況の方につ

いて支給するかどうかというお考えがあるかどう

かというところについては、現在のところはまだ

そこまで踏み込んだ検討はしていない状況でござ

いますが、今後ニーズに応じて、これも検討して

まいりたいと思います。 

  それから、324ページ、認知症の初期集中チー

ムの件でございますけれども、こちらは件数いか

んに問わず、いわゆる基本料的な予算もこの中に

組み込まれております。積算につきましては、た

しか数件、ごめんなさい、ちょっと確認します。 

  大変失礼しました。件数で申しますと、予算は

５件を想定しております。５件ありまして、それ

以外のものにつきましてしは、基本料的なものも

含まれての総額となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  再々質問はありません。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。３点質問をさせ
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ていただきます。 

  予算書の316、317ページです。介護予防普及啓

発事業についてです。こちらの委託料、通所型介

護予防事業委託料338万円、こちらの委託先です

ね。それから、こちらの減額されている理由です

ね。 

  あと、こういった高齢者のフレイル予防という

のはとても大切だと思うんですが、こういうこと

をやられていて成果のような、そういった状況を

どのように捉えているか、お願いいたします。 

  次に、２点目の同じく316、317ページの(2)の

地域介護予防活動支援事業についてです。こちら

の委託料について、介護予防健康づくり活動支援

事業委託料、介護予防リーダー養成講座委託料、

介護予防サポーター養成講座委託料の委託先です

ね。こちら百歳体操とかいろいろやられているの

は私も存じ上げております。同じくこういった活

動をされていての成果というか、そちらもお願い

いたします。 

  ３点目が320、321ページ、認知症サポーター等

養成事業についてです。こちら認知症サポーター

養成講座を実施されるということなんですが、予

算においては製本費ということになっております。

どのようにされるのか、ご説明をお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  まず、予算書316ページですね。こちらの(1)番、

介護予防普及啓発事業についてでございます。こ

ちらの委託先でございますけれども、毎年入札を

行いまして、入札によって決定をしてまいるとこ

ろでございまして、現時点では業者はまだ確定し

ていない状況でございます。 

  それから、委託先につきましては、改めて後ほ

どご説明いたします。 

  予算が減っている理由につきましてでございま

すけれども、こちらは教室の回数を若干ちょっと

減らしているところもございまして、トータルで

は予算が減っている状況でございます。 

  それから、この事業を行う効果等についてなん

ですけれども、こちらはフレイル予防という大き

い目標がございます。高齢者の方をいかに家の外

に出て活動していただいて、介護状態にならない

ようにするための施策でございますので、主に予

算書に書いてあるとおり、おたっしゃ元気塾、お

口の健康教室、こういった教室が高齢者の方のフ

レイル予防に大変役に立っているものと認識をし

ておりまして、継続して事業を行っていきたいと

いうふうに思っております。 

  それから、(2)番、地域介護予防活動支援事業

ですね。委託先につきましては後ほどまとめて申

し上げます。今の地域介護予防活動支援事業につ

きましても、毎年入札で決定をしておりましてご

ざいます。 

  それから、この事業の成果でございますけれど

も、こちらは健康づくり体操というか、地域に体

操を根づかせるというところの目的がございまし

て、地域で活動されているプラザサポーターとい

う体操を主に広めていく団体があるんですけれど

も、こういった団体のメンバーを講座を開いて増

やしていく。 

  増やした暁には、地域の公民科等使って活動を

広めていく。そういった部分の側面もございます

ので、こちらはそういう活動を広める支援をする

事業というところでございます。 

  それでは、委託先についてご報告をいたします。 

  最初に、(1)番のほうの普及啓発事業のほうの
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委託先でございますが、令和５年度の委託先は東

京体育機器株式会社、これ東京都の墨田区にある

会社でございます。 

  それから、介護予防活動支援事業の委託先でご

ざいますが、こちらは令和５年度の契約先がシン

コースポーツ株式会社埼玉支店となっております。

さいたま市のほうにある業者でございます。 

  続きまして、予算書の320ページでございます。

(7)認知症サポーター等養成事業についてのご質

問でございます。こちらの印刷製本費についてで

ございますけれども、こちらは様々なパンフレッ

ト、リーフレット等作成いたしまして研修の場で

お配りをしたり、あるいはサポーターの受講する

と修了証みたいなカードがあるんですけれども、

そういったものを作成したりして、講習後にお渡

しするようなものを作っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  今、実態としてはそうなんですが、若干少し補

足させていただくと、まず一つ、介護予防普及啓

発事業と地域介護予防の若干違いがあって、普及

啓発というのは、まだそういった活動にあまり参

加していない方、発掘に近い事業をやっているの

がこの普及啓発です。 

  ですから、ある程度、65歳以上の方で今後介護

が必要になりそうなおそれのある方をスクリーニ

ング、抽出をして、そういった方をご案内して、

仕事としてはおたっしゃ元気塾という名前なんで

すけれども、ここで複数回体操をしていただくと

いうのがこの仕事になります。 

  結果的には、年間で大体160人ぐらい、令和５

年度実績で参加いただいていまして、こういった

実績に基づいて来年度予算は少し回数を減らしま

した。というのは、空きが出てしまっている状況

なので、それに合わせたというのがまず一つです。 

  もう一個の地域介護予防活動というのは、そう

いった体操に出てきていただいた方を継続して活

動いただくための事業です、今度は、継続が一番

大事なので。内容としては、先ほど主査が申し上

げましたが、いろいろな体操ですね。みやしろキ

ラキラ体操、百歳体操とかそういった体操を普及

啓発して、継続してやっていただくものです。 

  その継続するためには場所と組織、グループが

必要なので、それが公民館とかいろんな集会所で

やっているんですけれども、この継続をリードす

るのがプラザサポーターという、ピンクのＴシャ

ツを着た方々ですけれども、その方々が今、頑張

ってくださっています。それを支える業者を委託

で選考させていただいているというふうにご理解

ください。 

  あと、もう一点、認知症サポーター講座なんで

すが、これゼロ円予算といいますのは、主は地域

包括支援センター、別途業務として委託していま

すが、このセンターが実施するため、予算として

は計上されていないことになります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  内容等よく分かりました。 

  まず、１点目の介護予防の普及ということで、

先ほど課長もおっしゃったように、まずこの講座

に参加していただいて、継続的にやるためのとい

うことで、本当にそのきっかけになることだと思

うので、普及して継続するというこういう形は本

当に、こういう形を取っていただいているという

ことは本当にいい事業だと思っております。 

  まず、この１点目の高齢者のおたっしゃ元気塾

とお口の健康教室というのは、これは年何回開催、
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来年度は何回開催して、やはり対象が、前回参加

人数が160名ということだったんですけれども、

どれくらい想定しているのか、少し教えてくださ

い。 

  ２点目の介護予防の活動事業のほうです。こち

らのプラザサポーターの方を中心にした、こうい

った継続的な体操の事業というのは私も存じ上げ

ておりまして、宮代で一番元気な方々と何か言わ

れているということで、プラザサポーターの方。

本当に元気に、週に何回も開催されていたり、そ

れでいて、だからあんなに元気なんだなというの

が本当に分かる事業だと思っております。 

  こちらの継続、何年ぐらいこれを継続今までさ

れていて、それでコロナ禍があって今のこういう

現状だと思うんですが、やはりだんだんと、介護

予防というのは要介護にならないように、要支援、

要介護にならないようなこういう取組だと思うん

ですけれども、その中でもコロナ禍ということが

大きなことだったと思うんですが、そこからやは

りなられた方への、やはりつながっていると、例

えば認知症だったりとか、そういうところともつ

ながりやすいというか、そういう体調の変化が分

かりやすいと思うんですけれども、そういうこと

がこういう活動の中で見受けられているのかとい

うところ、何かそういったご報告があるのかとい

うことを、ちょっと内容についてになってしまう

んですが、教えてください。 

  それから、３点目の認知症サポーター講座は包

括センターが主催でやるので、予算がないという

ことで承知をいたしました。 

  認知症サポーター講座で、認知症のやはり正し

い知識というのを知っていただくことが、この地

域で安心して住んでいけるということにつながる

と思っているんですが、その認知症の始まりとい

うのが、精神的な、ちょっと不安定ということで、

鬱症状にも似ているということだったり、やはり

変化があると思うんですね。 

  それで、今まで高齢者の方がサークル活動など

をしていて、ちょっと怒りっぽくなったりとか何

か変化が見受けられたときに、何かちょっとそう

いう状態になると、この人は排除しなければこの

サークルが続かないとかならないためにも、周り

の方が認知症ということを理解するということが

必要だと思うんですが、現状でそれがまだまだ足

りていないと思うんですが、この認知症サポータ

ー養成講座を…… 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員、端的にお願い

します。 

○委員（塚村香織君） 開いてくださっていて、と

てもいいと思うんですけれども、もっと実際に活

動されているところに行って、そういう講座とい

うか、知らせていただきたいという、そういうこ

とも、そこに講座を開いて来てくれる人のためじ

ゃなくて、実際にもうそういうところに行って、

教えていただきたい、講座を開いていただきたい

という、そういう気持ちもあるんで、それが何か

実情に沿っているような気がするんですが、ちょ

っとそのあたりのことを、すみません、長くなっ

てしまったんですが、お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査の鈴木でございます。ただいまのご質問

お答えいたします。 

  まず、予算書316ページの介護普及啓発事業の

ことについてでございます。来年度の人数ですね。

こちらにつきましては、若干コース数を減らして

いる関係もありまして、およそ180名。内訳とし

ましては、４コースまずあります、４コースです

ね。会場が３か所でやりますので、４掛ける３で
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12。これに１回の会場で約15名の募集をかけます

ので、それぞれ掛け算すると180人の予定で考え

ております。 

  ちなみに、今年度までは６コースありましたの

で270名程度予定していたんですが、実績等々勘

案しまして、若干減らしているという状況でござ

います。 

  それから、(2)番の地域活動予防活動支援事業

についてでございます。 

  プラザサポーターの活動の中で、例えば体調の

変化があったときの対応ですとか、そういった報

告とかそういう部分でございますけれども。 

  その前に、ごめんなさい。プラザサポーターの

まず、いつからやっているかというところのご質

問があったかと思います。平成28年度に最初の養

成講座がありまして、認定された方101名ござい

ました。現在、そこから６、７年たっている状況

ではありますが、現在のところ38名のプラザサポ

ーターの方が頑張っているところでございます。 

  そのようなサポーターの方々の活動によって

日々の健康状態、こういったものも意識しながら

活動しまして、重篤な症状があれば、当然それは

その場にて緊急対応。救急車を呼んだりとか、必

要に応じて町に報告したりとか、そういったこと

はあろうかとは思うんですが、私がこの健康介護

課に来てまだ２年なんですけれども、今のところ

そういう重篤な状態という報告は受けておりませ

んので、日々、多分健康な状態を維持しながら、

活動を続けていらっしゃるのかなというふうに思

っております。 

  それから、320ページですね。(7)番、認知症サ

ポーター等養成講座ですね。こちらの場を現場の

ところに出向いてのものがよいんじゃないかとい

うご提案とご質問でございましたけれども、これ

実はチームオレンジと呼ばれる活動があります、

チームオレンジですね。 

  これは何かと申しますと、いわゆるオレンジカ

フェと呼ばれる、今までもやっているんですけれ

ども、認知症の方、あるいは認知症のご家族の方、

こういった方々が一堂に会しましていろんな話合

いをする。認知症カフェといっても喫茶店という

わけじゃないんですけれども、集まって話合いを

する場を設けるものを認知症カフェと呼んでおり

ます。 

  この認知症カフェの発展版でございまして、い

わゆる認知症の方そのものが自ら発言をして、み

んなに自分の思いを語っていただいたりとか、家

族ではなく本人が語る場。そして現場がどんどん

つながっていく、家族同士がつながっていく。こ

ういうチームオレンジという場を目指しておりま

して、これ今、宮代町もこのチームオレンジの開

催に向けて、いろんなところで準備を進めている

状況でございます。 

  これが実現しますと、おっしゃったように現場

での研修活動というか普及活動、そういったもの

につながってくるというふうに思いますので、町

としてはチームオレンジをとにかく早めに実現す

ることこそ、委員のおっしゃるとおり現場での活

動につながってくるのかなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点目、２点目は承知をいたしました。 

  ３点目の今、ご説明いただいた、そういったチ

ームオレンジというものをつくりたいという構想

があるということで、そういう取組のために今、

この認知症サポーター講座をして、サポーターに

なる方を育成してということなんだろう思います。 

  今の現状で、やはり様子がおかしいという方が

いるというのを私もよく聞いて、どうしたらいい
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のかって悩んでいる方もいらっしゃるので、本当

にこの認知症は誰にでも起こることですし、やは

り皆さんが、どういったものが認知症の初期症状

なのかというところを知らないと、ただ暴言を言

っているとか、本当にその方を批判するような状

況にもなってしまうので、やはり知識を皆さんに

知っていただいて、温かく接していただくことに

よって認知症は進行も抑えられると言われている

ので、そのあたりのこともぜひ広くやっていただ

きたいと思っております。 

  この認知症サポーター養成講座というのは、最

後に、どこで何回くらい開催するのか教えてくだ

さい。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  認知症サポーター養成講座の回数でございます

けれども、令和５年度の実績ですと１回でござい

ます。ちなみに令和４年度は４回開催していると

ころでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  予算書の316ページ、317ページの総合相談事業

費ところなんですけれども、こちらは地域の高齢

者を見守るためのネットワーク構築や高齢者の生

活実態の把握、各種相談への対応ととても大切な

ことだと思うんです。 

  その予算が、こちらの講師謝金と３万円なんで

すが、これどういった事業になるのか。本年度の

特徴が要援護者見守り支援ネットワーク事業の実

施とあるので、こちらの内容と、講師とあります

ので、何かセミナーのようなものがあるとすれば、

それが何回ぐらいになるのか教えていただきたい

です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  予算書316ページ、(1)総合相談事業についてで

ございます。こちらの予算につきましては、要援

護者見守り支援ネットワーク会議というものを年

に１回、開催を計画しております。この１回分に

呼ぶ講師ですね。講師の方の謝金ということで計

上をしておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） では、再質問させて…… 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。大変失礼しました。 

  今の事業の概要についてでございます。こちら

は町内にいる高齢者の中で、例えば80歳以上の高

齢者のみで住んでいる方とか、条件を絞って見守

りをする活動を包括支援センター等が行っておる

んですけれども、その中での困難事例とか相談を

必要とするような事例を、ネットワークを通じて

話合いをして解決に結びつけていくというものと

認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ただいま答弁いただいた活動内容なんですけれ

ども、こちらの会議を１回やっていらっしゃると

いうことで、この会議に参加される対象者という

方をちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  こちらの会議に出る講師の方の実績を申し上げ

ます。３年前は実施しておりません。令和４年度

から申しますと、生活支援相談員という肩書の方

を講師として招いております。令和５年度につき

ましては、認知症疾患医療センターという方から

講師を１名招いております。 

  構成メンバー、大変失礼いたしました。この構

成メンバーですけれども、まず地域の団体ですね。

それから金融機関、それから福祉関連団体、それ

から障がい者団体、介護保険事業所等が含まれて

おります。 

  続きで申し上げます。 

  今申し上げた団体のほかにＬＰガスであるとか

電力会社、新聞販売所等の団体も含まれておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  今言っていただいた団体の方というのが、宮代

に関わっている、宮代の町内を回っていらっしゃ

る団体ということでよろしいのでしょうか。 

  そして、その見守り支援ネットワークというこ

とで言えば、例えば自治会単位でもすごくそうい

う高齢者に対しては心配な部分があるんですけれ

ども、そういう一般の方がこういうものに参加す

るということは可能なのでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  協定を結んでいなくても参加することは可能な

団体の例を挙げますと、自治会というものがまず

ございます。それから行政機関につきましても、

締結をしていなくても参加が可能でございます。

あるいは医療機関、こういったところの機関が締

結をしていなくても会議に参加することができる

状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。若干補足をさせていただきます。 

  今回、健康介護課で主催しておりますものは見

守りネットワークということで、一定の町内をふ

だん回っていらっしゃるような方を対象に、ここ

に参加をいただいています。高齢者版の動く110

番みたいなイメージで考えていただければいいの

かなと思っています。 

  したがって、ある程度法人とかそういったとこ

ろに限るんですが、今お話があった個人について

は、社会福祉協議会がみまもりの「わ」という活

動をされていまして、個人でそういったところに

参加する方もあると思います。 

  これは可能性の問題なので、健康介護課だった

り、それから社会福祉協議会だったり、福祉課だ

ったりが、それぞれいろんな日々の見守りのツー

ルというか活動を持っていますので、こういった

活動の中でいろんな困難事例が出た場合は、しか

るべきところにつなぐということになります。 

  事業の冠としては総合相談事業ですが、この総

合相談自体は地域包括支援センターがその機能を

持っていますので、こちら、あるいは町につなぐ

というための入り口部分というふうにご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 
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休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ではございますが、

全員そろっていますので再開してもよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  引き続き介護保険特別会計予算の質疑を行いま

す。 

  質疑のある方はいらっしゃいますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 皆さん、ご苦労さまです。

佐藤でございます。何点かよろしくお願いいたし

ます。 

  まず、ちょっとごめんなさいね。質問の前提と

して、これ井上課長には以前お話ししたんですけ

れども、先ほどから何度か何度かプラザサポータ

ーの会のことが出ているので、ちょっと確認をさ

せていただきます。 

  一昨年か、2022年５月号の広報「みやしろ」11

ページのほうに…… 

〔「ページ数を」と言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 言っています。予算書じゃ

なくて、広報「みやしろ」の2022年５月号の11ペ

ージにと今申し上げましたけれども。皆さん、資

料がないと思いますけれども、そこにプラザサポ

ーターの会があって、ここでいろいろと情報漏え

いとか、非常に強権的にやられて不愉快の方が言

えないけれどもって人、複数、僕聞いているのが、

その後どのように解決されたのかを聞いてきてほ

しいということがあったので、先に忘れる前にお

伝えしておきます。 

  次に予算のほうをいきますが、ページ数で申し

上げますと、例えば320、321ページの高齢成年後

見制度、後見制度のことをちょっとお聞きしたい

んですけれども、あとは318、319ページの２目の

権利擁護事業費の中の権利擁護事業。これで事業

概要としては、高齢者権利擁護のため成年後見制

度、要は成年後見制度が最近というか、当初から

もあったんですけれとも、司法書士、弁護士等に

よって悪用されているという実態がございますが、

町のほうとしては、先ほどの321ページも含めま

して、いろいろな弊害というか被害というのを把

握しているのか。また、そのような予兆はあるの

か。また、この成年後見制度のできるのが弁護士、

司法書士等だったと私は理解しておりますが、そ

のような方からのご意見はどのようになっている

のか。また、本年度の特徴といたしまして、権利

擁護に関する研修等受講、これの対象者というの

は職員が入っているのかというところについて、

まずはお尋ねいたします。 

  次に、これ多岐にわたるので、都度都度という

か、皆様、ぱらぱら見ていただければ十分結構な

んですけれども、あちこちで委託費というのがあ

ります。事務電算費の委託費とかそういうのは別

にいいんですけれども、これほかの課でもありま

して、これも専門のプロの町民の方からいろいろ

言われていますけれども、町のほうでいろんなも

のを丸投げといったら怒られるかもしれませんけ

れども、業者に丸投げで委託をしていることによ

って町のほうのスキルが積めないということで、

人が代わったらもう全く分からないで、だんだん

業者の言いなりになってしまっているところが問

題だということを言われていますが、こういうふ

うな委託という形でやっているところに対して、

町のほうとしてはフィードバックだったりとか町

独自の蓄積等をどのようにされているのかという

ところについてお尋ねいたします。 
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  次に、298ページ、299ページの認定調査事業、

要介護・要支援認定申請をされた被保険者に対す

る審査の状況等の調査の実施とございますが、こ

このところの認定等が厳しいのではないかという

ふうな、ちょっとうちのほうは、自分の母親はほ

とんど遠慮していたんで分からないんで、申し訳

ないんですけれども、そのような形の質問が出て

おります。 

  あと、そのすぐ下のところに趣旨普及事業。先

ほど前段の議員もご質問されていたかな、ちょっ

とごめんなさい、私のほうが記憶していなかった

んですけれども、パンフレットの購入、作成とい

うのがありますが、的確なところにこういうもの

は作成して配布しないと意味がないものですから、

まずパンフレットをどれくらい作っているのか。

またどのようなところに配布しているのかという

ところについてお尋ねします。 

  あと２つだけで終わりますので、ご了承くださ

い。 

  これのページの一番上、タブレット端末等購入

費、これ390万、約400万もあるんですけれども、

これはどのような形というか、その前のページに

ペーパーレス化というのはありますけれども、じ

ゃ昨年度まではどのようにやっていたのか。単純

に昨年度までやったのか、償却するので替えるの

かどうか。またＯＳが変わったりとかアプリが変

わって替わるのかというところについてのご説明

お願いします。 

  一番最後になりますが、このような介護関係の

特別会計、これからどんどん増えていくと思われ、

素人考えで申し訳ごさいませんが、思われますが、

現時点では特段大幅に、アップはしておりますけ

れども、思った以上にアップはしていませんが、

いろいろと効率化を。先ほどのタブレットもそう

かもしれませんが、効率化を図って、総予算をで

きるだけ必要以上に増やさないようにという努力

はなされているとは思いますが、特に今年度、こ

ういうところで頑張っている、圧縮しているとい

うところがございましたら、ぜひご説明のほうを

お願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当主査、鈴木でございます。 

  私のほうから２点、回答申し上げます。 

  まず、１点目でございますが、予算書の320ペ

ージでございます。(5)番、高齢成年後見制度利

用支援事業についてのご質問でございます。こち

らは概要としましては、まず本人がもう自分で判

断能力がほとんどないというような方がまず対象

になるんですけれども、基本的にはご家族の方が

成年後見となるべき事案でございますが、例えば

家族がいないとか、あるいは遠方でもう縁が切れ

ているとか、そういう誰も家族で支えてくれる人

がいないというようなところが確認できましたら、

町のほうで申立てをしまして、成年後見の申立て

を家庭裁判所のほうに出すというような事業でご

ざいますが、委員のおっしゃるとおり、ほとんど

の場合が弁護士、司法書士と名乗る方々が成年後

見人になるという状況で、悪用が心配されるとい

うご懸念もあろうかと思いますけれども、現在の

ところそのような報告というものは受けていない

状況でございますが、可能性は確かにおっしゃる

とおりゼロではないとは思いますが、ただ現時点

では心配止まりというところでございまして、実

際に悪用されたという報告は受けていないという

状況でございます。 

  それから、予算書の318ページでございます。

(1)番、権利擁護事業についてでございます。こ
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ちらについては、職員が研修等を行っているかと

いうところのご質問でございますが、こちら権利

擁護の関係につきましても、埼玉県のほうから定

期的に研修のご案内等が来ることがございます。 

  最近ですと、ウェブで視聴して研修を受けると

いうことがほとんどでございまして、これはこう

いう機会が来れば、必ず職員のほうでもこの研修

を受けて、知識を高めていくという状況を続けて

おります。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤と申します。では、順次お答えさせてい

ただきます。 

  ２問目に委員のほうから委託費の関係で、町全

般的なお話があったかと思います。何分、私も町

全般的な委託の部分は分かりかねること多いので、

健康介護課の中でのお話とさせていただきますが、

委員、ご存じのとおり、委託の内容によっては、

例えば計画などによって成果物を作成する。そう

いったものの委託もあれば、講座を丸々お願いす

る、そういった委託もございます。場合によって

は指定管理のような、完全に業務委託ということ

もあるかと思います。 

  恐らく委員がご心配されているのは、完全に

丸々委託をしてしまうようなものについて、丸投

げという言葉だとちょっと厳しいかもしれません

が、そういったことがあったときに、やっていく

内容、もしくは委託する内容というのを職員が全

くリスクを負わず、考えもしないまま委託をする

ということは職員のスキル低下につながるのでは

ないかと、そういうご懸念であるかとは思います。 

  確かにおっしゃるとおり、完全な丸投げという

ことが実施されてしまうようであれば、それは当

然、職員のスキル低下につながるかと思いますし、

知識の継承ということも止まってしまうというこ

とはあるかと思います。 

  そういったことがないように、もちろん担当が

契約を結ぶようであれば、上席の主査、主幹、副

課長、課長と、そういったところでのチェック機

能というのが大事だと思いますし、当然委託に当

たっては業者にお出しする仕様書、そういったも

のを職員の理解というのが、必ずこちらは不可欠

というふうな形になります。 

  いずれにしても、こちらは委託のよしあしとい

うよりかは、職員の研修や教育、そういった能力

の向上ということが一番の問題かと思いますので、

私、健康介護課所属なので、全課的には当然申せ

ませんが、少なくとも健康介護課内、そういった

中では、そういった委員がご懸念されているよう

なことがないよう職員の指導のほう、部下指導・

育成のほうをしていきたいと思っております。 

  続きまして、予算書の298、299ページ、認定調

査事業におきましての認定の調査ですね。この調

査内容が厳しいのではないかというようなお話が

あったかと思います。 

  こちらについては、全て認定調査の調査項目、

調査の内容、全て定められたものを行っておりま

す。なので、人によってはばかにされた内容だと

思われることがあると思います。 

  具体的な例で言ってしまいますと、年配の方、

もしくは疾病を抱えられていらっしゃる方に、立

ち上がれますかとか、起き上がれますかとか、今

日は何月何日ですか、暖かいですか、寒いですか。

人によっては非常にばかにされたように聞かれる

ことも多いと思います。 

  また、中によっては、できないとご自身で思っ

ていることでも、やってくださいとお願いする場

合があります。先ほどの立ち上がれますか、起き
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上がれますかなんかは最たるものでして、寝たき

りの方に立ち上がれますかというふうに聞くのは、

これは人によっては非常に厳しい。もしくは、そ

れこそいじめではないですけれども、ばかにして

いるんじゃないかというふうに思う方も大勢いら

っしゃいます。 

  ただし、これは調査員の私見で判断するわけに

はいきませんので、物によってはできたかできな

いかで判断しなければいけない。こういった調査

項目が必ずありますので、それを恐らくは人によ

っては厳しいと思われる方、もしくはその調査員

の口調とかそのときの態度、そういったものによ

って厳しいと感じていらっしゃる方はいらっしゃ

るかもしれません。 

  もちろん、後者の場合であれば、それは調査員

としての資質の問題にも影響しますので、そうい

ったことについては住民の方から、もしくは介護

事業者の方からお声があった際に逐一、その調査

員全体にフィードバックをさせていただきまして、

調査員のそういった傾聴スキルであるとか質問ス

キル、そういったものの向上を常に目指していき

たいと思っておりますし、実際にそちらを研修と

いう形、埼玉県が実施しておりますが、その研修

のほうで受講することによって実践を目指してい

くというような形を取っております。 

  いずれにしても、認定調査の制度を高めると同

時に、調査対象である高齢者の方、そういった方

たちから信用、信頼していただけるような調査員

になるように日々努力しておりますので、その点、

ご理解、ご協力いただければと思います。 

  続きまして、同ページの趣旨普及事業でござい

ます。こちらのパンフレットの作成でございます

けれども、こちらは先般ご説明もさせていただい

ておるところですが、介護保険の制度改正が３年

に一度ございます。このパンフレットは、利用者

さん、それから初めて介護保険のことについてお

聞きになるような窓口来庁される方、介護保険の

申請を考えられる方ですね。そういった方たちで

あるとか、もしくは町のほうで出前講座として自

治会等にご説明に上がる際、そちらの自治会のほ

うに配布させていただくというような形のもので

ございまして、いわゆる広報であるとか、ごみカ

レンダーであるとか、そういったような形のよう

に、どこか公共施設のほうに置かせていただいて、

配架をしてというような形の性質のものではござ

いません。 

  あくまで申請やご相談、お悩みのある方に対し

て説明をしながら、要は資料を目の前にお出しし

て、今こういう状態ですとか、これについてはこ

ういうことですということで、恐らくこちらの資

料、議員さんにもお配りはしているかと思うんで

すけれども、こちらを資料を見ながらご説明する

ための形というパンフレットになりますので、広

報等とはちょっと意味合いが違うものになります。 

  ただ、こちらについてはおおよそ３年間で３万

部程度を考えておりますけれども、今年初年度に

ついては、おおよそ１万部程度。こちらを、通常

であれば、たくさん買っておいて次年度以降減ら

していくとか、もしくは３年間変わらないものな

ので、ある程度まとめて買ったほうが安いんでは

ないかというようなお話あるかと思うんですけれ

ども、おおよそ１年間で配布できる、終わるよと

いうようなことも踏まえた上での部数、それから

予算編成とさせていただいております。 

  そして、同じページ、予算書の事業としては

296、297ページ、こちらの認定審査会運営事業の

17節備品購入費、タブレット端末購入費でござい

ます。こちらにつきましては、296、297ページの

本年度の特徴というところで書かせていただいて

おりますが、介護認定審査会のペーパーレス化、
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こちらに伴う備品購入という形になっております。 

  今年度まで介護認定審査会については、全て紙

で実施をしておりまして、この会議室の廊下を挟

んで反対側、そちらの会議室のほうで毎週金曜日

午後１時から介護認定審査会というのを行ってお

ります。審査会の委員さんは全部で６名。この６

名の方プラス事務局が２名参加しておりますので、

この事務局２名分、合わせて８名分の資料を毎週

毎週審査会のために作成しております。おおよそ

１回の審査会にかかる件数が30件から40件程度か

かりますので、ざっと計算しますと、年間で紙が

３万枚から４万枚使われております。おおよそ３

万枚から４万枚ほぼ全てが毎週毎週シュレッダー

等による廃棄をさせていただいております。 

  こういった紙の無駄の部分、ごめんなさい、厳

密には審査会が終わってからの無駄になってしま

うというものになりますが、こういった資料の削

減、また審査会資料をこちら作る際には、毎週１

週間前に次の週の審査会の委員さんに配付を行っ

ております。それぞれの審査会の委員さんのご自

宅、もしくは事業所のほうに配って回っているの

が我々職員になっていますので、こちらもおおよ

そ１日に言いますと、配付を終わるのに大体２時

間ぐらいかかります。車で１人で大体五、六件回

りますので、行って帰ってくるまでに２時間ぐら

い。こちらのほうもタブレット端末によってのペ

ーパーレス化によって、常時資料はアップするこ

とが可能になります。 

  先ほど言いました資料４万枚の紙、年間かかり

ますが、この資料もすぐにアップというのが可能

になっておりますので、例えば審査会の委員さん

に何月何日何時までに翌週の審査会の資料をアッ

プしますというものを作ってしまえば、毎週毎週

審査会の委員さんはその時間に資料をアップして

あるのを確認するということが可能になります。 

  さらに、このペーパーレスの利点としては、急

遽、どうしても急ぎで審査会の結果を出さなけれ

ばならない。よくありますのは、いわゆる末期が

んの方なんかは、急いで介護の認定をして、急い

で介護のサービスを使って、よりよい状態で生活

をしていきたいと。そのためには急いで介護認定

を取らなければいけないということもありますが、

以前からご質問等ありますとおり、介護認定につ

いてはおおよそ１か月、場合によっては１か月以

上かかります。 

  そういったことも要因になっておりまして、急

ぎの方とは言いましても、先ほど言ったように前

週までに審査会の委員さんには資料を配付します

ので、木曜日に資料が完成したから、その次の日

の金曜日に審査会にかけると、こういったことは

できない形になります。それだけでもおおよそ１

週間、場合によっては２週間。資料が出来上がっ

てからも審査会にかかるまでの時間がかかります。 

  ただ、こういったペーパーレス化になりますと、

データのアップという形になりますので、遅くと

も前日朝までに資料がアップできれば、１日はそ

の方について委員さんは情報を把握することがで

きますので、そういった急ぎのものについても対

応することが可能になるというような形になりま

す。 

  また、最後の利点としては、このペーパーレス

化によって、タブレット端末を使うことに慣れて

いただきましたら、審査会自体をオンラインでの

開催ということも可能になります。今、会議室で

皆さん集まっていただいてということになります

が、中にはお医者さんや歯医者さん、薬剤師さん

等、いわゆるお昼休み休憩中に抜けて来ていただ

いて、その短時間の間にご飯も食べなければいけ

ませんし、午後の準備もしなければならない。に

もかかわらずこの審査会の会場に来ていただいて
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審査もしていただいていると、そういうような状

況もございます。 

  そういったことがオンライン化になりますと、

その場でやっていただくことができますので、そ

ういった方たちにも来ていただくような負担も減

ると。これは将来的な話になりますので、今回の

ペーパーレス化には直結はしませんが、そういっ

たことも理想として考えた上で、今回ペーパーレ

ス化ということを考えさせていただいて、タブレ

ット端末購入と。 

  この購入の実際の台数なんですが、１回の委員

さんが６人、合議体が４つございますので、全部

で24人分プラス事務局１台分ということで25台分

の端末を考えております。 

  なので、比較的高額な費用にはなってしまって

おりますが、こちらでもおおよそＢ５判ぐらいの

サイズのタブレットになりますので、若干ちょっ

と通常の紙、Ａ４サイズよりは小さくはなります

が、ペーパーレス化ということで、こうやって拡

大することもできますので、いわゆる紙よりも利

便性は高まるというふうに考えております。 

  こちらのほうはまだ認定審査会の委員さんたち

には全くお話はしておりませんけれども、こちら

の予算が可決された暁には、審査会の委員さんに

順次説明をさせていただいて、ご理解いただきま

したところ、できましたら下半期ぐらいには開始

をさせていただきたいなというふうに考えており

ます。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 現状、推進……。

よろしいですか。 

○委員長（土渕保美君） どうぞ。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 現状、ＯＳとし

ては、アップルだから、あれはサファリでしたっ

け。サファリになります。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 一応、特にいろ

いろな業者のほうにも確認をしておりまして、ア

ンドロイドであるとか、そういった状況でも動作

環境的には問題ないという話は伺っておりますが、

一応、アンドロイドよりもｉＯＳのほうが若干費

用が高いというようなこともあって、予算上の措

置として、高いほうの予算をちょっと取らせてい

ただいています。 

  そして、最後、特別会計全体的なお話として、

今後増えていくというようなお話があったかと思

います。効率的にこちら削減していくような考え

とか、努力していることがあるかというようなお

話があったかと思いますけれども、全体的に特別

会計、この介護保険の予算、前回のときにもお話

をさせていただきましたが、３年ごとの介護保険

の計画、そちらのほうを踏まえた上での予算作成

というのが主だった形になります。そちらでもお

話をさせていただいきましたが、いかんせん高齢

者、特に後期高齢者の年代の増ということが見込

まれている以上、予算が減っていくことはなく、

これから増えていく一方になるかと思います。 

  こちらで削減努力というような形になりますと、

今お話もありましたが、ペーパーレス化によるほ

かの資料であったりとか、人件費を削減していく

ような形であるとか、そういった給付にかかわら

ず、また先ほどまでのご質問でもありました教室

であるとか、そういったことも削減することなく

圧縮していくためには、我々保険者である町職員

のほうが自分たちの自助努力をして、いわゆる介

護ＤＸと言われておりますけれども、こういった

作業を機械化であるとか、効率化というのを目指

していく以外はないのかなというふうに考えてお

ります。 

  長くなりましたが、以上です。 
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〔「サポートのこと、先輩が一番分かって

いるかなと」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、予算委員会と

別な問題なんで、窓口でお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 議員の方も共通して、これ

プライバシーとかその辺の部分という訴えを２人

ぐらいから受けているもんですから、それもあっ

て、あえてこの場で申し上げて、井上課長はある

程度直接話したんで分かっているので、提案させ

ていただいたんですけれども、どうしても駄目だ

というんであればそれは引きますけれども、簡単

に説明できると思うのでお尋ねしました。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  先ほどの件につきましては、佐藤委員からはお

話としてはいただいておりますが、ご本人からい

ただかないことには事実関係確認できないので、

個々の事案に対しては個別対応をさせていただき

たいと思っております。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） はい、承知いたしました。

どうもありがとうございました。 

  では、再質問させていただきます。 

  まず、鈴木さんからの選定基準と弁護士、司法

書士が基本的に行っていて、選定基準に基づいて

ということで、悪用の事例はなしというところを

ご説明いただきました。どうもありがとうござい

ます。 

  ただ、実際問題、こういうふうな悪用の事例と

か出てきたときには、いきなり出てきて、何らか

の予兆があったりとかはその前に、例えばあの人

では合わないとか、いろいろな事例はあると思い

ますけれども、兆候があるので、そういうふうな

兆候を救えるような考えを持った上でやっていた

だきたいなという趣旨でご質問させていただきま

した。 

  また、弁護士、司法書士が中心というのは承知

しておりますが、これはほかの業者の選定とかと

同じように、ある程度町のほうで100人なり200人

あって、その中でこの人は認定のやる人という形

にするとかという選定をしているのか、それとも

一本釣りというか、都度都度弁護士会、司法書士

会のほうにお願いをしているのかというところを

再質問としてさせていただきたいと思います。 

  次に、鈴木さんから権利擁護についてご説明が

あったのかな、ありがとうございました。これ加

藤さんのほうのともリンクするというか、共通項

なので、併せて再質問をさせていただきたいと思

います。 

  権利擁護も、先ほど私きつい言葉で丸投げと言

ったのは、これは企画財政課でそのようなことが

実は過去あった、丸投げのほうが楽だからという

のがあったので、この言葉を使わせていただきま

したが、丸投げがどうのこうのというのがそこが

問題の本質ではなく、担当課のほうでいろいろな

ことのスキルを積んで、そこまではある程度は聞

き取りをやったりとか職員が研修に行ったりとか、

そこはやられているのは分かるんですけれども、

その後の引継ぎがなされていないというのが各課

にこれは見られるんですよ。あとは、権利擁護と

か研修とかを受けたときに資料を残していなかっ

たりとか、あとはレポートを残していなかったり。

結果、次の人に引継ぎをされない。 

  そうすると、これ町民の方から、以前は特に電

話をしても名前を名乗らない職員ばかりだったの

で、３年ぐらい前までは。そうすると、私は聞い

ていないとか、最近も実は僕のときにあって、そ

んなの理由にならないだろうと総務課の職員に言

いましたけれども、聞いている、聞いていないじ
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ゃなくて、町民としては、町に対して質問してい

るのであって、何々さんとまで町民がチェックす

る必要性はないわけですから、そこのところでス

キルを共有、研修とかの、県のほうの研修も行っ

たりとかするということで、課として、町として

共有を……。 

○委員長（土渕保美君） 簡潔にお願いします。 

○委員（佐藤将行君） 何度も言っていますけれど

も、先ほどの、二度目になりますけれども、塚村

委員よりも短いですよ、まだ。人を選んでそうい

うふうにやらないでください。 

  続けます。 

  本質的なところ、特に加藤さんのいろいろな質

問のところで本質的なところを先んじて言ってく

ださって非常に助かっております。先ほどの加藤

さんので、職責のスキルの低下とかがないように

上司がチェックする、そこまでは分かるんです。

そこまではどこでもやっているんですけれども、

その後の引継ぎ、共有化、それがなされていない

というところが本質的なところですので、そこの

ところがきちんとなされているのか。ほかの課で

なされていない、また資料も残していないという

のをあちこちで見ているものですから、そこを聞

きたくて前触れとして、まずその前の段階もでき

ていなければ、当然資料も残っていないという形

になるのでということなんです。 

  きちんと委員長聞いてください、その辺は。人

によって差別をしないように。 

  次に、299ページということで、これも加藤さ

んがご説明してくださいました。認定が厳しいの

では。これ確かに主観の部分で、しかも僕は町民

の方から聞いただけであって、僕がその場に立ち

会って本当におかしいとかそういうふうに判断し

たわけではないので、あくまでもその方の主観で

あるのは分かります。 

  ただ、私もずっとサービス業等をやっていまし

て、同じことを聞くにしても、先ほど加藤さんも

おっしゃられたように、相手がどのように受け取

ったか、聞き方。特に僕、以前の職場で私もやっ

てとかいろいろしていますけれども、例えば急い

で行くと転んじゃうようなお年寄りの方に対して

「慌てないでね」と言うと怒る人がいるんですよ。

「ゆっくりでいいですよ」と言うとトラブルにな

らない。そんな感じのことを加藤さん先ほどおっ

しゃってくださったんだと思うんですけれども、

確かに、できたか、できなかったかというところ

を判定しなさい。それを当てはめの部分で、では

その人に対してどのようにお尋ねするかというと

ころで、その方のご性格とかご年齢とかがあって、

それにあわせてやる。そういうのをほとんどが自

分の言ったことで起こったとかというと、フィー

ドバックがされないのが多くだと思うんですけれ

ども、そういうところを別の方が言ったときに、

何かご不満はありませんかとかいう形でもいいで

すから、犯人捜しじゃないんですよ。最低限のと

ころで皆さんが気分よくできるように、利用者の

方が、するためにそういうふうな調査をしたりと

かサンプリングを増やしたりとかすると。 

  以前、総務課のほうで、これはある議員が、ま

た名前言うと人権だとかと言われるんで言いませ

んけれども、職員の対応が悪いというのを、いや

ちゃんとした職員もいるという、これは赤井元課

長が言っていましたけれども、そういう問題では

なくて、犯人捜しではなく、個々の皆さんたちの

現場のスキルを上げて、要は利用者の方が不愉快

にならないように、気持ちよく使えるようにとい

う観点でそのような情報等を収集して、具体的に

皆さんで検討したりとかするときにやっていただ

けたらいいと思いますけれども、そのような仕組

みが実際今のところあまりあるようには見えなか
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った、お聞きしている範囲ではフィードバックと

か見返りとか、あと話し方のこと、ロールプレイ

ングでもいいですけれども、その辺がいまいち、

お忙しいのは分かりますけれども、いまいちちょ

っと周りの使っている方からの話を聞くと、すご

いぞんざいに、特に女性の方から聞いているんで、

一応そこのところ、どのようにやっているのかお

聞きします。 

  最後に、298ページのところ、窓口来庁、ここ

から将来的にズームとかというのを、今聞こうと

思ったのを先に言っていただいたんで、非常にあ

りがたいと思います。 

  確かに、タブレット、これを購入して、遠隔や

って将来的に。将来的といっても、そんな５年、

10年じゃなくて、もう来年できるんだったら来年

でもいいですし、できる限り早めに。 

  先ほどおっしゃった毎週毎週紙資料が増えてい

て、すぐに捨てるというところを改善する。非常

にいいと思う。これも企画財政課では１日３枚の

ファクスのを電子化に替えさせたところはあるん

ですけれども、５年間で5,000枚ですから、そう

いうところを変えていただきたい。 

  これはご要望で、前もほかの方に申し上げたん

ですけれども、毎週毎週やって、たしか昨年も会

議は47回か49回かやられたんですよね。それで、

会議録のほうをホームページのほうで見ると、健

康介護のほうでばっと長くなるんですけれども、

そこのところを押すことによってそこが出るよう

な形にしていただけると、ホームページのほうが

すっきりして見やすいので、それは企画財政課か

何か担当の課と調整してやっていただければとい

うのは、これは希望でございます。 

  以上、質問と希望、よろしくお願いいたします。 

  あと、パンフレットの件は、非常によく分かり

ました。逆に、１年１年でやっていって、確かに

多少は高くなったとしても、何かあったときの対

応もしやすいというところもあるのかと思います

し、３年分、３万枚作っても、タブレットのほう

やら電子化のほうが思ったよりも進んでいけば、

そこまで容易じゃないでも済むというところも考

慮しているんだとは僕は推察しますので、それは

ありがたいと思いますので、趣旨普及のためのご

努力は非常にありがたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  私のほうからは、予算書320ページ、(5)番、高

齢青年後見制度利用支援事業についての再質問に

お答えをいたします。 

  青年後見で家庭裁判所のほうに申立てをするわ

けなんですけれども、指名する弁護士等について、

どういう決め方というか、指定をするかというと

ころのご質問であったかと思うんですが、こちら

の選定につきましては、裁判所のほうで行うとい

うふうになっておりますので、町のほうでこの弁

護士がいいとかという仕組みにはなっておりませ

んので、現状は裁判所の判断で決定するというと

ころでございます。 

〔発言する人あり〕 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 家庭裁判所

です。はい、久喜の家庭裁判所になります。 

  あわせて、犯罪の兆候とかそういうお話もあっ

たかと思うんですけれども、恐らく犯歴等があれ

ば裁判所のほうで把握するかと思いますので、そ

うすると、そういう方を外していくような形も考

えられますので、現状は裁判所の判断に委ねると

いうところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  では、順次お答えさせていだきます。 

  権利擁護の委託費に絡んで、町全体、健康介護

課のほうでの委託のことでのご提言いただいてい

るかと思います。 

  最終的に、当然のことながら、職員のスキル共

有、継承というのは、これはあってしかるべき当

然のことだと思っております。実際に、事実、委

員言われるような引継ぎがなされないケースとい

うのも実際にあると思います。もちろん、私自身

そういった経験したこともございます。 

  ただ、その継承が止まったことによって、では

その職員がやるか、やらないかというのはまた別

な問題であって、継承が途切れているといったと

きには、当然、先ほども言いましたが、上席職員

含めた上でスキルのまたさらに再継承というよう

な形に動くべきだと思っておりますので、そちら

については、先ほども申し上げましているとおり、

上席、私であるとか、主査であるとか、副課長、

課長のほうで気づいた段階での逐一のチェックと

いうところはなかなか難しいと思いますが、その

共有の部分について目の届く限りお話、少なくと

も自分の部下職員、上席の方々については、そう

いった方であってほしい、そういうふうにしてほ

しいというふうに思っております。 

  そして、３つ目です。認定の調査に関するご提

言でございますけれども、実際に私、今年度から

介護保険担当配属になっておりますけれども、非

常に耳の痛いご注意、そういったお言葉、電話な

り窓口なりでお受けしております。こちらがあっ

たときに、一般的なものであれば全調査員での共

有という形で全てお話をさせていただいておりま

す。個別・個人への攻撃に近いようなものになり

ますと、多少オブラートは包みますが、その該当

職員について個別指導ということをさせていただ

きます。 

  実際に今年度その個別指導というのを一度私と

副課長のほうでさせていただいておりますし、そ

の内容についての若干オブラートに包んだ内容に

なりますが、それについて全調査員へのフィード

バックもさせていただいおります。少なくても今

年度に関しては、こういった調査の苦情等のフィ

ードバックというのは、システムとしてさせてい

ただいているということになります。 

  また、そういった方でご相談できない方もいら

っしゃいます。そういった方については、町のほ

うで介護相談員という者がおりまして、実際に介

護サービスの利用はもちろんなんですが、介護保

険制度全般、そういった認定調査等も含めてご意

見を聞く相談員が、毎日ではありませんがおりま

すので、そういった方々にもお声が来ることもあ

りますので、拾える声は全て拾わせていただいた

上で、よりよい介護保険制度にさせていただきた

いというふうに思っております。 

  最後に、要望として伺いましたけれども、介護

保険の認定審査会の会議録等の広報ホームページ、

こちらについては今後も検討させていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） お二人の方、どうもありが

とうございました。 

  では、最後の再々質問をさせていただきます。 

  これ別に答弁漏れではないんですけれども、一

番最後の298ページの質問のときに、窓口来庁の

ほうをできるだけズームのほうにというところが

ちょっと最初に説明してくださったので抜けてい
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たと思いますけれども、できる限りこの辺のほう

に移行のほうをできる部分でやっていただければ

と思いますので、これほかの課でも申し上げてい

るんですけれども、高齢者のパソコン講座とか、

そういうところで事例としてこちらの高齢のやつ

を使ったりとかして、操作方法をできる限りスム

ーズにいくようにしていただきたいと思います。 

  あと、これも答弁漏れとまでは言いませんけれ

ども、県の研修の話が質問のときにさせていただ

いたところ、これもちゃんと共有していただける

と思っておりますので、その辺もよろしくお願い

いたします。 

  再質問のほうにいきます。 

  最後のほうに、加藤さんのほうから、耳の痛い

声が多いというところがございましたが、私のも

うここ10年ぐらいの感覚で、役場に対していろい

ろ苦情を言う人というのは、実は本当に少ないん

ですよ。役場に言っていいのかというふうにさん

ざん僕は聞かれて、匿名でもいいから受付の交換

を通じるから、別に電話番号まで調査して文句な

んて言われないからと言っていても、やはり   

と言われるかもしれませんが、日本人というのは

そのような人が多いので、個別的なクレーマー的

とかそういうふうなところは別としても、先ほど

加藤さんのおっしゃった耳の痛い声が多いという

のは、１つあったら30個あるというふうな前提で

皆さんで共有していただくと、余計なトラブルが

減っていくんではないかというふうに、ちょっと

私もトラブル関係の窓口のほう、ほかの人のトラ

ブルの頭を下げに行った仕事もやっていたもので

すから、思います。 

  あと、個別のことに関しては、表現としてオブ

ラートに包むというのは、誰から来たというとこ

ろをその職員に言わないで、出所どころを言わな

いで、きちんとやってくださいというふうな意味

なのかなというふうに捉えたんですけれども、ど

うでもいいんですけれども、とにかくこれも私の

前職でよくあったのが、褒めるときはみんなの前

で褒めて、注意とかするときには個別に呼んで、

ほかの人の目の届かないところでこっそりとやっ

て、その人に恥をかかせないでやっていくという

ふうな配慮は当然されていると思いますので、そ

のような形を続けていただきたいと思います。 

  最初のほうの最後になるかな、鈴木さんのとこ

ろで、裁判所の家裁のほうに行って、家裁のほう

の指定の司法書士なり弁護士なりというふうにな

るのは、ここのところはある程度仕方がないと。

弁護士、司法書士の選定については仕方ないとは

思いますけれども、特に何か事件があったりとか

したときは、できるだけアンテナを高くしたりと

か、あとは弁護士会のほうとかでほかの事件ので

懲戒の事例とかというのは一定期間ごとに出てき

ますので、そういうところをチェックしていただ

いて、この人はお金絡みで何か懲戒があったなと

かというのでアンテナを高くしていただければい

いのかなと思います。 

  その他の点につきましては、僕なんかよりも逆

に加藤さんにしても鈴木さんにしても、もっと注

意深くやっていらっしゃるようなので、この辺分

からないところがあったら個別に教えてください。 

  以上でおしまいにします。ありがとうございま

した。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  ２点お願いします。 

  322ページ、323ページの(1)地域包括支援セン

ターについての委託料についてなんですが、地域

包括支援センター業務委託料が2,945万で大きな
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金額なので、ちょっとその詳細、人件費が幾らと

か、何かこれ指定管理とかだと結構議案とかで上

がってくるんですけれども、この金額、大体どう

使われているのかお願いします。 

  もう１点は、同じページ、322、323の生活支援

体制整備事業のこちらも12節委託料の生活支援コ

ーディネーターについてなんですが、この430万

のやはり本年度の特徴にはいろいろ書いてあるん

ですけれども、これの内訳もお願いします。 

  以上２点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  まず、ご質問の１点目でございますが、予算書

320ページでございます。４番、地域包括支援セ

ンター運営管理費と書かれているところの委託料

の増額についてのご質問でございます。 

  こちらは、包括支援センターは今回は１年間の

契約となるんですけれども、主に人件費の増がこ

の予算の増の理由でございます。３年間、実は３、

４、５年と３年度にわたって長期の継続契約をし

ておったんですが、その間、人件費が……。 

〔発言する人あり〕 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 大変失礼し

ました。 

  包括の内訳となりますと、人件費、それから光

熱水費、あるいは車両のリース代とかそういった

もの、あとは需用費です。事務用品を購入したり

とか、電話代とかそういった必要経費がほとんど

でございますが、大半を人件費が占めているとい

う状況でございます。 

  それから、予算書322ページの一番下、(1)番、

生活支援体制整備事業。こちらが昨年と比べて10

万円アップしていることの理由でございますけれ

ども、町のほうで作成している高齢者困りごと冊

子というものがあります。これを来年度は増刷を

考えております。大変濃い内容で、これを今まで

の予算ですと……。 

〔発言する人あり〕 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 失礼しまし

た。 

  こちらの事業の概要でございますけれども、生

活支援コーディネーターと呼ばれる方がこの委託

先にいるんですけれども、この方を中心に地域の

支え合い活動を進めていく事業となります。です

ので、地域の様々な資源を開拓するための人件費

というものがまず１つ。 

  それから、協議体というものがあるんですけれ

ども、これは地域の各団体の長が集まりまして、

地域の支え合い活動について語る場ということで、

こういう運営を行っております。 

  それから、シニアはじめて講座等のイベントの

実施でございます。講師を呼んだときの謝礼とか、

会場費とかそういった経費等もこの中に全て含ま

れております。 

  また、ここには書いていないんですけれども、

先ほど私が冒頭で言った冊子の作成、こういった

ものもこの経費の中に含まれておりまして、それ

らを合計すると430万円というふうになっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  地域包括センターのほうなんですけれども、こ

れ人件費が増えたということで、何が何人になっ

ているとか、業務の内容がもうちょっと分かると

いいなと思ったんですけれども、介護に入ってい

くときには包括センターってすごい大事で、すご

く町にとって大事なところなんですけれども、職
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員でなく包括センターに委託しているということ

で、ちょっと見えづらくなっている部分もあるん

です。 

  それで、もうちょっと事業の内容と、あとあの

場所は、家賃とかはどうなっているのか、そのま

ま提供しているのかとか、その辺を１問目お願い

します。 

  ２問目のほうは、生活支援コーディネーターと

いうのは、この生活支援コーディネーターさんの

人件費というのか、日当、何かそういうのが結構

大きいものなのかなと思うんですが、それと10万

円増えたというところは、冊子はどれくらい作る

のか。どのような大きさのものを何枚作って、ど

う使っていくのかお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  ただいまの再質問についてお答えをいたします。 

  まずは、320ページのほうの地域包括支援セン

ターの件で、もう少し詳細にご説明をいたします。 

  業務の内容のものを幾つか列挙させていただき

ますと、まず総合相談ということで、電話であっ

たり訪問であったり、いろいろな形での相談業務

を承る仕事でございます。 

  それから、困り事の把握ということで、地域に

出向いてターゲットを絞った上で、フォローが必

要な高齢者を把握するための事業となります。あ

るいは、大分前の質問でオレンジカフェという言

葉を言いました。オレンジカフェの開催であると

か、あるいは地域包括ケア会議とか、そういった

会議に先立ちまして謝礼を払う代金であるとか、

そういったものもこの中に含まれております。 

  それから、家賃のお話も出ました。こちらは、

現在無償で包括支援センターは利用しています。

町の所有物になっております。保健センターの隣

にある平家の建物になります。無償で提供してい

るという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 課長の井上です。 

  少し補足をさせていただきます。 

  まず、包括支援センターというのは、一言で言

うと、要支援までの高齢者の方をサポートする場

所と思ってください。介護保険が要らないまでも

ふだんお困りの方の相談に乗ったりとか、要支援、

介護予防ですよね、そのための支援をする場所で

す。 

  それを旧のひまわり作業所の跡に事務所を構え

させていただいていまして、民間の社会福祉法人

に委託をしています。それは、専門的な知識が必

要な業務だからです。実際に配置は保健師または

これに準ずる職でもいいということになっている

んですが、保健師や社会福祉士、それからケアマ

ネです。こういった介護関係の専門職の方を配置

させていただいております。 

  したがいまして、人件費もそれなりかさみます

ので、2,900万のうち大体2,500万ぐらいが人件費

相当というふうにご理解をいただければと思いま

す。４名の配置を原則としております。 

  建物はただで貸していますが、運営には当然光

熱水費もかかりますし、移動には車両もかかりま

すし、通信費もかかりますから、これらを事務費

としてご用意をして、丸々2,900万というのが委

託料です。 

  増額したのは、昨今、人件費が非常に上がって

いますよね。それに倣ってベースアップ分を加算

していただいた分の増額です。 

  もう一つ、生活支援事業なんですが、こういっ
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たこともあるので、実は先に言っちゃうと、この

後皆さんにご案内しようと思っていたんですが、

一度高齢福祉の事業について町から説明をして、

皆さんと意見交換の機会を設けようと思っていま

す。５月頃を考えていますけれども、そのときま

た話しますけれども、できるだけ今日は簡単にし

ますけれども、介護にならないまでも日々お困り

の方が中にはいるわけです。例えば、交通の足が

ないとか、それからちょっとした生活に困ってい

るとか、そういったもろもろの困り事を集めてき

て、その解決策を考えようというのがこの生活支

援体制です。簡単に言っちゃうと。その困り事を

聞いて、どんなサービスが適しているかというの

を探すのが生活支援コーディネーターの役割です。

これは社会福祉協議会に委託をさせていただいて

います。これもやはり専門性とか必要になってき

ますので委託をしています。 

  委託料のベースは、これは国の補助事業で地域

生活支援事業交付金というのが歳入のほうである

んですが、こちらの事業の大体基準単価って決ま

っているんです、こういう事業って。これが大体

400万の基準単価があるので、これをベースに事

業者と話合いをさせていただいて決めさせていた

だいています。 

  事業としては、そういった困り事を集めてきて、

その方に対していろいろな解決策を提案するとい

うのがベースになっていますけれども、そのため

には、そこに行き着くためにいろいろな講座をや

ったりですとか、イベントをやったりとか、そう

いったことを発信しながら様々な情報を拾い集め

て事業展開をするということになります。 

  その中で協議体という説明をしましたが、これ

はいろいろな町内で活動されているボランティア

をやっていたりとか、それからＮＰＯの方とか、

そういった方の代表に集まっていただいて、そう

いった方はいろいろとネットワークを持っていま

すから、解決策も持っていますから、そういった

方のご意見をお聞きする会も回しています。 

  というような話をちょっとまた別の機会でも設

けますので、今日は簡単でご容赦ください。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 分かりました。 

  それで、１点、さっき冊子を作成してくれると

いうけれども、まだこれは詳細は分からないとい

うことでしょうか。お聞きします。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○高齢者支援担当主査（鈴木健司君） 高齢者支援

担当、鈴木でございます。 

  冊子の件でございますけれども、まず、予定し

ている部数は3,000部を予定しております。大体

Ａ４の大きさで30ページ程度の冊子でございます。

ただ、こちらは、今も既に発行している冊子でご

ざいますので、内容の修正、改善を試みた上で

3,000部の増刷を考えておりますので、内容の修

正に若干の、数か月及びますので、下半期に発行

したいなという予定で考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 



－３８５－ 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（土渕保美君） 起立全員であります。 

  よって、議案第22号 令和６年度宮代町介護保

険特別会計予算についての件は原案のとおり可決

されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２４号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（土渕保美君） それでは、議案第24号 

令和６年度宮代町水道事業会計予算についての件

を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上、必

ず挙手をして、委員長の許可を受けてから発言い

ただくようお願いいたします。また、質問は端的

に素早く、分かりやすくお願いいたします。また、

資料名、ページ名をはっきり言ってから質問くだ

さるようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（成田雅彦君） まちづくり

建設課長の成田です。どうぞよろしく願いいたし

ます。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） まちづくり建設

課上下水道室長の忽滑谷でございます。よろしく

お願いします。 

○まちづくり建設課主幹（高橋暁尋君） 上下水道

室主幹の高橋でございます。よろしくお願いいた

します。 

○経営総務担当主査（齋藤智子君） 上下水道室経

営総務担当、齋藤です。よろしくお願いします。 

○施設担当主査（冨田満晴君） 上下水道室施設担

当主査、冨田といいます。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。質問さ

せていただきます。 

  予算書の27ページ、私たちの予算書は109ペー

ジでございます。 

  こちらの配水管整備事業についてお聞きいたし

ます。こちら、本年度４億7,000万円の予算がつ

いておりますけれども、お尋ねいたします。こち

らに、一応どの部分を入れ替えるのか書いてあり

ましたので、一応私も計算はしてみたのですが、

本年度の入替えは全長で何メートルでしょうか。 

  それと、町全体に埋設されている水道管の長さ、

全長どのぐらいかということと、その中で入替え

しなければいけない部分が何メートル、キロでも

いいんですけれども、どのくらいあるかお尋ねい

たします。 

  あともう１件、私たちの予算書の110ページ、

予算書は27ページのままです。 

  こちら、浄配水場施設整備事業で、本年度は４

億6,100万円になっておりますが、こちら、まだ
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本年度だけでは終わらないということで、この前

視察でも伺いはしてきたのですが、改めてこちら

の事業の、まだ予定だと思うのですが、概算でも

いいので、全部終わったときに幾らぐらいかかる

のか、そちらをよろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  予算書27ページ、私たちの予算書109ページに

ついてご説明いたします。 

  こちら、配水管整備事業としまして、配水管の

布設替え工事としまして８か所を予定しておりま

す。で、１工区としまして大字和戸で、配水管の

開削をＤＩＰダクタイル鋳鉄管のＧＸ形150が145

メーター、100が14メーター、75が63メーターと

なっております。２工区として、東粂原として、

ＧＸ200として249メーター、３工区東粂原として、

パイ300で282メーター、４工区百間で、ＧＸパイ

が300で282メーター、５工区道佛３丁目で、こち

ら寺の前橋の架け替えに合わせてやる工事でござ

いますけれども、ＳＵＳ150Ａ、こちらステンレ

ス管の150Ａが25メーター、ダクタイルのＧＸ管

の150が10メーターになっております。６工区和

戸１丁目文珠院橋につきましては、ステンレス管

の150が24メーター、ＧＸ150が６メーターになっ

ております。７工区大字須賀の軌道下につきまし

ては、こちら推進工事でありますので、さや管の

推進工として300、ヒューム管、ＨＰ100で300、

ポリエチレン管が150、すみません、24メーター

で、ポリエチレン管150が34メーターで、それの

附属する開削、前後にやりますＧＸ管が150が９

メーターとなっております。また、８工区中島の

軌道下、こちら同じく東武鉄道の下でございます

けれども、推進工としてヒューム管300が34メー

ター、ポリエチレン管150が55メーター、ＧＸ管

150が６メーターとなっております。こちらの７

工区と８工区につきましては、さや管推進工につ

いては、東武鉄道との協議により、本管より外側

の管に強化するために300という外形のちょっと

大きい管を入れまして、その中に下のポリエチレ

ン管の150を入れる工事となっております。こち

らのさや管を全て入れますと1.204キロメーター

なんですけれども、さや管抜かしますと1.198メ

ーターとなります。 

  続きまして、宮代町の本管につきましては、全

部で14.7キロメーターございます。 

  ちょっとすみません、こちら耐震管につきまし

ては、残り幾つかについてはちょっとお時間いた

だきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時２４分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開します。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  管の延長につきましては14.7キロメーターでご

ざいまして、そのうち、終わっている管につきま

しては20.8キロメーターでございますので、ほぼ

ほぼ……すみません、耐震性のない管路につきま

しては126.296メーターでございます。 

  訂正します。126.296メーターが耐震性のない

管でございます。 

  126キロでございます。 

  すみません、全長で147キロメーターでござい

まして、終わっていない管につきましては126キ
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ロメーターでございます。 

  で、そちらにつきましては、基幹管路というこ

とで、口径75ミリ以上の管を対象としております。 

  続きまして、予算書27ページ、私たちの予算書

110ページの浄配水場整備工事でございますけれ

ども、こちらにつきましては、第２浄水場でろ過

流量計の更新工事、低区及び接触池水位計の更新

工事、ギアポンプの更新工事でございます。 

  宮東配水場におきましては、ナンバー２の配水

池の築造工事を続けて行いまして、また、その中

で緊急遮断弁の設置工事を行います。こちらのナ

ンバー２のＰＣ配水池工事につきましては、３年

の計画で予定しておりまして、令和６年度につき

ましては２年目の中間ということになっておりま

す。３年目につきましては、外構工事とかを含め

た工事を予定しております。 

  総額につきましては、予算書のページ２のほう

をご用意お願いします。 

  こちらの一番上にあります継続費として、第５

条として、こちらのほう浄配水場施設整備事業と

して、総額で11億5,000万円を予定しておりまし

て、令和５年度ですと２億9,000万円、令和６年

度ですと４億1,000万円、令和７年度ですと４億

5,000万円でございます。こちらにつきましては、

先ほどの宮東配水場のナンバー２のＰＣ配水池の

工事を予定しているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ちょっと先ほどの数字が、なかなかちょっとう

まく聞き取れなくて、ちょっと確認なんですけれ

ども、水道管の全長が147キロで、今までやり終

わったのが126.29キロでよろしいでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  耐震性の適合のない管、つまり終わっていない

管につきましては126キロメーターで、全部が147

キロメートルでございますので、単純に言います

と21キロほどしか終わっていないという状況でご

ざいます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） それでは、再質問をさせて

いただきます。 

  今、言っていただきましたので、私も前にも聞

いたことがあったのでよく覚えていたんですが、

全長で147キロもこれから直さなきゃいけない部

分があって、まだ残りが126で21キロほどしか進

んでいないという状況というのは把握いたしまし

た。 

  で、全国的にすごく問題になっていることで、

水道事業自体がもう破綻寸前と言われていること

なので、そこはもう本当に全国的な問題だとは思

うんですけれども、本年度も４億7,000万円をか

けて、それでも２キロぐらいですか、そのぐらい

しか進まないということで、ちょっと不安もある

んですけれども、こういうことを私たちこうやっ

て聞けるので、すごく分かるんですけれども、町

民の方が多分そこまでご存じないということもあ

って、前段委員が水道料をもう少し下げられない

かみたいなことを言われていましたが、こういう

ことを考えると、やはりもう少し町民の方に現状

を踏まえた上でご理解いただくような働き方はで

きないのかなと思ったりします。 

  で、再質問なんですけれども、こちらが、町か

らの支出が528万円で、その他の財源で４億6,472

万円となっておりまして、積立金が692万円で県

の補助が5,780万円で、あと、企業債４億円、こ

れは、いわゆる借金といいますか、そういう形で
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受け取ってよいものでしょうか。 

  あと、もう一つ、浄配水のほうなんですけれど

も、こちらの総額が11億5,000万円。こちらもか

なりの金額だと思うんです。で、これも、町から

の支出がゼロで、その他の財源ということでやは

り企業債が３億2,100万円。で、こちら、両方な

んですけれども、いわゆる借金みたいな形という

ことで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  水道事業におきましては、基本的に使用料を賄

ってやるということが前提でございます。水道料

金ですね。ですので、ちょっと財源としまして、

その工事を行うに当たって、国からの補助と、あ

とこちらの起債、もちろん水道料金が原資になる

んですけれども、今現在、管の更新の優先度とし

ては、太い管からやっているような状況でござい

ます。いわゆる基幹管路といいまして、一番大切

な部分。あと、この更新をやるに当たりましては、

避難所とか、あと管の口径、管の布設年度、経過

年数とかを考慮して、優先順位を決めてやらせて

いただいておりますので、若干その工事費のほう

は高くなっている状況でございます。後々進んで

いけば、どんどん細い管のほうが残っていきます

ので、ちょっと今よりかは管の延長の進捗はかか

るのかなと思うんですけれども、単純にこのやっ

ていない管路があるのがありますので、こちらと

しては早くやりたいなというふうに考えていると

ころなんですけれども、どうしても水道料金に全

て響いてきますので、今ある財源ですとこれをや

るのが精いっぱいでございますので、今できる、

やりくりしている中ではこれが精いっぱいという

ことをちょっとご理解していただきたいと思いま

す。で、これをもうちょっと打破したいといった

ら、もちろん皆さんに負担を求めていただくこと

になると思います。で、今現在、水道ビジョンの

ほうを見直ししていまして、前段の、今回の一般

質問でもあったんですけれども、県水のほうを、

宮代ですと約８割とか買っていますので、その中

でまたそういった影響もあるので、今後そういっ

た検討を今やっていますので、それに見合ったも

ののまたかかる費用とかを出している状況でござ

います。また、それについては、決定しましたら、

時期が来て決定しましたら、皆さんのほうにお示

しします。で、そういったものについては、水道

ビジョンというものを作っておりまして、今後も

それをまた、今公開しているんですけれども、そ

れが確定したらまたお知らせして、こちらについ

てはホームページのほうでちょっと出させていた

だいておりますので、ちょっと一般の方について

はこちらを見ていただければなとは思います。た

だ、これだけですとちょっとアピールが弱いので、

機会があるときに改めてちょっと何か考えたいと

は思っております。 

  で、先ほどの起債については、基本的には借金

でございますので、当然利子をつけて返していか

なくちゃいけませんので、そういったものもあり

ますので、できれば我々としても、その起債を使

いたくないなとは思っております。ただ、今、耐

震の問題が配水池とかにもございますので、今現

在、宮代の水道については、一つも耐震性のある

配水池というのはないんですよね。県水がきて、

水をためて、で、そこから改めて皆さんの地に配

っているんですけれども、その耐震性のないもの

が、地震とか食らいますと水がみんな抜けてしま

しますので、今一つずつ耐震性があるものに替え

ていきたいなと思っています。で、そういった件

もありますので、ちょっと配水管のほうについて
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は、ちょっと延長のほうは抑えさせていただいて

いるんですけれども、ただ、それでもやらなくち

ゃいけないものについてはちょっとやらせてもら

っています。例えば、109ページの表の中に、先

ほど言った軌道下というのがあるんですけれども、

東武鉄道の下に水道管が横断していますので、そ

ちらのほうをちょっと優先してやりたいのと、こ

ういった推進工事というんですけれども、やはり

上にある開削工事に比べて延長当たりの単価が高

いということがございますので、そういった重要

なところからやらせてもらって、徐々に皆さんの

配っている細い管とかをやっていきたいなという

ふうに考えておりますので、ちょっと今の状態だ

と時間がかかりますので、その辺ちょっとご理解

していただきたいなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  最後に再々質問なんですけれども、町としては、

節水をうたっているのか、これすごく矛盾になっ

てしまうんですけれども、節水をうたったことで

皆さんの使用量が減って徴収ができないという話

も聞いたりしておりまして、そのあたり、町民の

方に宮代の皆さん、買って飲んだりとか、お水の

ところから買って飲んだりとかされていると思う

んですけれども、それよりも宮代の水道水使って

くださいと言ったほうがいいのか、節水をしてい

ただいたらいいのかっていつも迷うところなんで

すけれども、そのあたりを、ちょっと答えられな

いかもしれませんけれども、よかったら教えてく

ださい。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  昔は基本的に二月で一度料金徴収していただい

ているんですけれども、大体20立方以上使ってい

ただいたんですよね。そのときには皆さんお子様

とかいらっしゃいまして、家族が多かったので、

３人とかお子さんいたりしてそれなりに水使って

いただいたんですけれども、今だと徐々に一人世

帯といいますか、いても２人で夫婦だけとかとい

う状況がございますので、昔に比べたら今使って

いるのが６立方ぐらいになってしまっているんで

すね。基本料金が、昔設定しているのが基本水量

20立方で設定していましたけれども、今の時代で

すともう６立方ぐらいしか使っておりませんので、

その時代に合わせた料金体系にしていかないとい

けないのかなと思っています。 

  委員のおっしゃるとおりに、節水と使っていた

だくというのは相反するものなんですけれども、

簡単に言うと水道事業としては使っていただきた

い。ただ、今、環境面とかいろいろ教育とかで資

源を大切に使いましょうというのがありますので、

その辺はちょっとそちらの教育もあるので、それ

はそれということで受け止めさせてもらっており

まして、今後については現況に合わせたよりよい

体系にしていかなければいけないかなと考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  私たちの予算書の112ページの農業集落排水事

業についてお伺いいたします。 

  この令和６年度の目標の中で、公共下水道への

接続について関係機関との調整に必要な要件の整

備を行いますということがあるんですけれども…
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… 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） すみません、遅れてしまし

まして。佐藤でございます。 

  何点かお尋ねさせていただきたいと思います。 

  上水道のほうですよね。 

  先ほど前段の委員のときに、147キロのうち126

キロがまだ耐震管になっていないという話がござ

いました。同時に、直径75ミリ以上というふうな

お話もございました。写真も私たちの予算書のほ

うに、109ページのほうに出ておりましたが、ま

ず１点として、上水道も下水道もそうなんですけ

れども、実際75ミリとか50ミリとかとなっていま

すが、経年劣化に伴いまして実際には50でも30と

か、これ越谷で聞いたことがあるんですけれども、

そのようなところは把握はされていらっしゃいま

すかというところが１点。 

  もう１点、これ、年配の方にお聞きして、ちょ

っと僕は裏づけ取っていないので本当間違ったら

ごめんなさい。昭和30年代の管もまだ宮代町は更

新されていない、残っているところがあるという

ふうにお聞きしたんですけれども、40年代でも古

いんですけれども、そのようなマップか何かをつ

くってあるのかどうかというところですね、本管

も含めて。要するに、10年置きでもいいですけれ

ども、この管は40年代ですよ、ここは50年代です

よというふうな形を町民に示すことによって、優

先順位とか、先ほど忽滑谷さんがおっしゃったよ

うに、いずれ大規模にやったりとかその辺の話が

あるときに、町民にとっては不意打ちにならない

で事前に何年も前から宮代町の実態はこうだ、自

分の近所はこうだというようなのが分かっていれ

ば、仮に自分のところが順番が後になったとして

も、もっと元のほうとか大事なところが古いから

先にやらなきゃならないとか、いろいろと同意を

得やすいと思うんですけれども、そのようなマッ

プがあるのかどうか。また、ないとしたら今後つ

くっていく予定はあるのかどうかというところを

お尋ねしたいと思います。 

  あと、先ほど、予算書27、私たちの予算書110

ページのことで、これも忽滑谷さんがおっしゃっ

たのかな、時期や何かが確定したらホームページ

で知らせるというふうな趣旨のことがありました

が、この時期等が確定したらというのはよく行政

の方が失礼ながらおっしゃるんですけれども、い

つ頃、お尻が分からないと、いつまでたってもま

だ確定していません、分かっていません、時期に

なっていませんとなって、いつまでたっても発表

されないので、スケジュール感をきちんと、いつ

頃までにはこの辺ぐらい、少なくてもいいんです、

147キロのうち10キロぐらいしかできなかったけ

れども、令和６年の末には10キロ分しかできませ

んでしたもいいですけれども、そういうふうなス

ケジュール感をきちんと町民のほうにホームペー

ジなり広報みやしろなりで、場合によってはかわ

ら版で知らせるなりというふうにしていただかな

いと、耐震管がこれだけ短いということは、何か

あったときにあちこちで同時的になる可能性もな

いとは言えない。で、防災の観点で、トイレ等も

マンホールトイレを用意しているけれども、水が

なければあれは使えないというのを分かっており

ますし、そういう点できちんと町のほうでのスケ

ジュール感のほうをお願いいたします。 

  一番最後に、先ほどおっしゃいました、昔は20

立方メートルを基準にしていた。ところが、時代

の流れに伴いまして、一人世帯、もしくはツイン

クルと一時言われていた、夫婦で２人とも勤めて
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いるので土日ぐらいしかお家にいない。あと、夜

しかいない。要は水道料金の使用量が少ない。で、

今は１世帯当たり６立方メートルと、昔の３分の

１以下になっていると。これを少なくとも20年ぐ

らいので、例えば昔で言うと、そちらから見ると

20立方が下がっているわけですよね。で、６立方

が上がっているわけですよね。６立方かどうかは

別として、平均が上がっていると。そういうふう

なグラフ、こんなの簡単なグラフですから、要す

るに見える化をしてほしいということなんですよ

ね。いろいろと議論のたたき台として。それを金

科玉条のように言うわけではありませんが、そう

いうふうな形で時代がこういうふうに流れている。

ですから、基準の20立方というところを変えるべ

きだとか10立方にするべきだ、あとは、他の自治

体との比較をする。ほかの条件は違うのは分かっ

ておりますが、その一つの材料にするためにその

ような資料等もそちらのほうでつけていただけれ

ばありがたいなと思っていますので、そのような

お考えはあるのかどうかというところを質問させ

ていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  75ミリの管以上を今、宮代町のほうで集中して

やっておるんですけれども、75ミリ以上の管とい

うのが基本的に消火栓がつく口径でございまして、

消火栓の口は65ミリでございますので、そちらの

ほうをちょっと集中させていただいております。 

  また、パイ50とか年数につきましては、宮代町

の水道のほうにおきましては地図を使って、ここ

の箇所ではこういう管を使っているというのを地

図情報に落としております。で、その地図情報の

情報を基に、老朽管更新計画というものを作成し

ておりまして、たしかここ５年とかのところの工

事をやる場所のほうをホームページのほうで公開

させていただいております。 

  また、あと、先ほどの水道の基本使っている主

要水路につきましては、昨年度の委員会とかでつ

けさせていただいておりますけれども、ちょっと

今年度そういった要望がなかったので、要求がな

かったので、そういったものはつけておりません。

また、そういったものについては、今後、審議会

とかで水道料金の改定とかに合わせてちょっとそ

ういうものはどうしても必要になりますので、作

成していく予定でございます。また、それについ

ては、また公開する予定でございますので、その

辺ご了承していただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 忽滑谷さん、どうもありが

とうございました。 

  75ミリ等のとかホームページに出ているという

のは、太さ関係のは分かりましたけれども、いつ

布設したか。要するに古さというところのはホー

ムページ上とか地図上にはないという理解でよろ

しいのかどうかというところと、また、ごめんな

さい、地図上の情報というのは、僕、ホームペー

ジのほうで見つけておりませんので失礼いたしま

した。後で教えてください。 

  で、先ほどの20立方メートルだったのがどんど

ん減ってきてというふうな類のお話のことを、昨

年のときには委員に示したとおっしゃいましたけ

れども、今回、ご承知にように、新人議員がこれ

だけいるんですから、改めてその辺を出していた

だかないと、私を含めて新人議員が、その辺がき

ちんと理解できない状態でここの場に参加しなけ

ればならないという形になるので、少なくても選
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挙等で改選されたときには、重複になっても構い

ませんので、出していただければと思います。そ

うでないと、共通の土俵に乗れませんから。 

  以上、２点のところをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷といいます。 

  追加資料の提出ということでよろしいんでしょ

うか。 

  すみません、管の年代につきましては、水道事

業のほうのスタンドアローンになっている地図上

に入っておりますので、そちらのほうについては、

ちょっとあまりにもデータとして細か過ぎますの

で、ちょっと載せることがちょっと難しい状況で

ございますので、ちょっと見てもらうに当たりま

しては、水道の上下水道室に来ていただければ幸

いでございます。 

  以上です。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れが、最初の。 

  よろしいですか。 

  昭和30年代なんか僕は分からないけれども、あ

ると聞いたんですけれども、あるかないかという

のを一番最初にお尋ねしていた、お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  たしかちょっと私の記憶ですと、昭和30年代は

ない状況でございます。ただ、どうしても年数が

分からない管というのが不明管として記録されて

いますので、ただ、更新とか今までの経歴とか見

ていますと、そういったものはちょっと30年代は

ないかなという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐藤将行君） ありがとうございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（土渕保美君） 起立全員であります。 

  よって、議案第24号 令和６年度宮代町水道事

業会計予算についての件は原案のとおり可決され

ました。 

  なお、本会議において委員長報告させていただ

きますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（土渕保美君） 次に、議案第25号 令和

６年度宮代町下水道事業会計予算についての件を

議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。委員会の運営上、必

ず挙手をして、委員長の許可を受けてから発言い

ただくようお願いします。また、資料名、ページ
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名を言ってください。また、なるべく端的にスム

ーズにお願いいたします。 

  それでは、担当課長から出席者の紹介をお願い

いたします。 

  答弁に当たっては、職、氏名を述べていただく

ようよろしくお願いいたします。 

  質疑はございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。先ほどは失礼い

たしました。 

  私たちの予算書の112ページなんですけれども、

農業集落排水事業のことでお伺いをいたします。 

  令和６年度の目標というところで、３行目から、

公共下水道への接続について、関係機関との調整

に必要な要件の整理を行いますということで書い

てあるんですけれども、この内容について詳しく

説明をお願いいたしますということと、あと、供

用を開始してから19年がたってきて、で、あそこ、

本管というか太い管が近く走っているので、そち

らにつなげていければ、この農業集落排水そのも

のが要らなくなるのかなというふうにも思うんで

すけれども、で、ずっともう19年たって施設の更

新とか結構増えてきたということも明記されてい

るので、であれば、本管につなぐようなことを考

えて、ここの農業集落排水事業はなくしていけれ

ばいいのかなと思うんですが、その点についての

考えも含めてお伺いをいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長、

忽滑谷でございます。 

  私たちの予算書112ページ、農業集落排水事業

の公共下水道接続につきましては、今年度、令和

５年度におきまして、最適整備構想というものと

か、あと接続とかの検討を行いまして、農業集落

排水については処理場がなくなりますので、あと、

その本管、須賀小の横に下水道の本管が通ってい

ますので、そこまでたしか約600メーターほどで

ございますので、一応そちらのほうにつなげたほ

うがいいという検討結果のほうは出ているところ

でございます。で、それに、接続に向けましては、

県のほうの下水道のほうの部分とちょっと調整を

しなければいけませんので、その辺の折衝といい

ますか打合せとかを行って、道筋を見つけてくる

ような形を取っております。いかんせん、県のほ

うが下水道については都市計画事業ということで、

そちらの規制するような部署とちょっと調整をし

ていかないといけませんので、それについてちょ

っとある程度打合せとかしていかないと道筋が見

えてきませんので、そちらの道筋を見つけるため

の整理期間というふうにご理解していただければ

なと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） そうすると、行く行くは、

今おっしゃった答弁というのは、農業集落排水事

業、これがなくなっていく方向で進めているとい

うことでよろしいんですかね。その手続のために、

今言ったような関係機関との調整が必要だという

理解でよろしいんでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  合川委員のおっしゃるように、そちらの準備を

するための手続と考えていただきたいと思います。 

  ただ、県のほうとはまだ折衝しているわけでは

ございませんので、ある程度その方向性が決まり
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ましたら、その農集落排水、今集落排水組合のほ

うとの調整とかも考えておりますので、その辺ご

理解していただければなと考えております。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） 最後の質問になりますが、

そうすると、あとはスケジュール感というんです

かね、その話がとんとんとうまくいった場合に、

どういったことをやっていって、大体進んだとし

てもおおむね何年程度かかるものだよというのを

お示しいただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  下水道につなげるに当たりましては、認可とか

のそういったものを県のほうからいただかないと

いけませんので、そちらのほうの手続とかの道筋

をちょっと今回見つけさせていただきたいと思い

ます。その打合せの中において、ある程度の期間

は出てくると思いますので、またその県のほうの

進行状況も、ほかの事業体の下水道の拡張とかも

ありますので、そういったものに合わせてやらせ

ていただければなというふうに考えておりますの

で、ちょっと時期につきましては、今後のちょっ

と調整課題ということでご理解していただきたい

と思います。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（土渕保美君） 全員起立であります。 

  よって、議案第25号 令和６年度宮代町下水道

事業会計予算についての件は原案のとおり可決さ

れました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 以上で、当委員会に付託

された議事は終了いたしました。 

  これにて特別予算委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時５７分 
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